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第１章　総則

（約款の適用）

第１条　株式会社ＮＴＴドコモ （以下、「当社」といいます。）は、このＦＯＭＡ

サービス契約約款（以下「約款」といいます｡)を定め、これによりＦＯＭＡサ

ービス（当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます｡)を提

供します。

（約款の変更）

第２条　当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その

他の提供条件は、変更後の約款によります。

２　当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法

施行規則」といいます。）第22条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を

行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法によ

り説明します。

（用語の定義）

第３条　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用　　語 用　　語　　の　　意　　味

１　電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気

的設備

２　電気通信サービ

ス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、

その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

３　モバイルマルチ

メディア通信網

ＤＳ－ＣＤＭＡ方式により符号、音響又は影像の伝送

交換を行うための電気通信回線設備（送信の場所と受

信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体

として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を

いいます。以下同じとします｡)

４　ＦＯＭＡサービ

ス

モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通

信サービスであって、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契

約約款に規定するものをいいます。以下同じとしま

す。）、ＪＷＳＩＭサービス（Ｊａｐａｎ Ｗｅｌｃｏｍｅ

ＳＩＭサービス契約約款に規定するものをいいます。

以下同じとします。）、卸ＦＯＭＡサービス及び卸Ｘｉ

サービス（卸携帯電話サービス契約約款に規定するも

のをいいます。以下同じとします｡)以外のもの

５　ＦＯＭＡサービ

ス取扱所

(1) ＦＯＭＡサービスに関する業務を行う当社の事業

所

(2) 当社の委託によりＦＯＭＡサービスに関する契約

事務を行う者の事業所

６　所属ＦＯＭＡサ

ービス取扱所

そのＦＯＭＡサービスに関する契約事務を行うＦＯＭ

Ａサービス取扱所（当社の事業所及び当社が指定する

事業所に限ります｡)
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７　ＦＯＭＡ契約 当社からＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡユビキタス、Ｆ

ＯＭＡ位置情報及びＦＯＭＡ特定接続を除きます。）の

提供を受けるための契約

８　ＦＯＭＡ契約者 当社とＦＯＭＡ契約を締結している者

９　ＦＯＭＡユビキ

タス契約

当社からＦＯＭＡユビキタスの提供を受けるための契

約

10　ＦＯＭＡユビキ

タス契約者

当社とＦＯＭＡユビキタス契約を締結している者

11　ＦＯＭＡ位置情

報契約

当社からＦＯＭＡ位置情報の提供を受けるための契約

12　ＦＯＭＡ位置情

報契約者

当社とＦＯＭＡ位置情報契約を締結している者

13　ＦＯＭＡ特定接

続契約

当社からＦＯＭＡ特定接続の提供を受けるための契約

14　ＦＯＭＡ特定接

続契約者

当社とＦＯＭＡ特定接続契約を締結している者

15　第１種契約 ＦＯＭＡ契約であって、第２種契約以外のもの

16　第２種契約 ＦＯＭＡ契約であって、料金表第１表第１（基本使用

料）の１（適用）の(1)に規定するＦＯＭＡカケホーダ

イプラン（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡカケホーダイプラ

ン（ケータイ）、ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）、

ＦＯＭＡデータプラン（ルーター）又はＦＯＭＡキッ

ズケータイプラスを選択することができるもの

17　第１種ＦＯＭＡ

ユビキタス契約

ＦＯＭＡユビキタス契約であって、第２種ＦＯＭＡユ

ビキタス契約以外のもの

18　第２種ＦＯＭＡ

ユビキタス契約

ＦＯＭＡユビキタス契約であって、料金表第１表第１

（基本使用料）の１（適用）の(1)の２に規定するＦＯ

ＭＡデバイスプラス 300又はＦＯＭＡデバイスプラス

500を選択することができるもの

19　一般契約 ＦＯＭＡ契約であって、定期契約以外のもの

20　一般契約者 当社と一般契約を締結している者

21　第１種一般契約 第１種契約であって、第１種定期契約以外のもの

22　第１種一般契約 当社と第１種一般契約を締結している者
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者

23　第２種一般契約 第２種契約であって、第２種定期契約以外のもの

24　第２種一般契約

者

当社と第２種一般契約を締結している者

25　定期契約 ＦＯＭＡ契約であって､その契約に係る契約期間があ

らかじめ定められたもの

26　定期契約者 当社と定期契約を締結している者

27　第１種定期契約 第１種契約であって、定期契約となるもの

28　第１種定期契約

者

当社と第１種定期契約を締結している者

29　１年定期契約 契約期間が１年となる定期契約

30　１年定期契約者 当社と１年定期契約を締結している者

31　２年定期契約 契約期間が２年となる定期契約

32　２年定期契約者 当社と２年定期契約を締結している者

33　第２種定期契約 第２種契約であって、定期契約となるもの

34　フリーコース 第２種定期契約であって、当社が定める期間が経過し

た後、その契約に係る解約金の支払いを要さないもの

35　第２種定期契約

者

当社と第２種定期契約を締結している者

36　ＦＯＭＡユビキ

タス一般契約

ＦＯＭＡユビキタス契約であって、ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約以外のもの

37　ＦＯＭＡユビキ

タス一般契約者

当社とＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結している者

38　第１種ＦＯＭＡ

ユビキタス一般契

約

第１種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、第１種ＦＯ

ＭＡユビキタス定期契約以外のもの

39　第１種ＦＯＭＡ

ユビキタス一般契

約者

当社と第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結して

いる者

40　第２種ＦＯＭＡ 第２種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、第２種ＦＯ
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ユビキタス一般契

約

ＭＡユビキタス定期契約以外のもの

41　第２種ＦＯＭＡ

ユビキタス一般契

約者

当社と第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結して

いる者

42　ＦＯＭＡユビキ

タス定期契約

ＦＯＭＡユビキタス契約であって､ その契約に係る契

約期間があらかじめ定められたもの

43　ＦＯＭＡユビキ

タス定期契約者

当社とＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結している者

44　第１種ＦＯＭＡ

ユビキタス定期契

約

第１種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、ＦＯＭＡユ

ビキタス定期契約となるもの

45　第１種ＦＯＭＡ

ユビキタス定期契

約者

当社と第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結して

いる者

46　第２種ＦＯＭＡ

ユビキタス定期契

約

第２種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、ＦＯＭＡユ

ビキタス定期契約となるもの

47　第２種ＦＯＭＡ

ユビキタス定期契

約者

当社と第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結して

いる者

48　契約者 ＦＯＭＡ契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭ

Ａ位置情報契約者又はＦＯＭＡ特定接続契約者

49　移動無線装置 (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信

装置

(2) 自動車その他の陸上（河川、湖沼及びわが国の沿

岸の海域を含みます。以下同じとします｡)を移動す

るものに設置して使用するためのアンテナ及び無線

送受信装置

50　無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための

当社の電気通信設備

51　取扱所交換設備 ＦＯＭＡサービス取扱所に設置される交換設備

52　契約者回線 ＦＯＭＡサービスに係る契約に基づいて無線基地局設

備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設

定される電気通信回線
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53　ＦＯＭＡカード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる

カードであって、ＦＯＭＡサービスの提供のために契

約者に貸与するもの

54　端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であっ

て、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と

同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同

一の建物内であるもの

55　自営端末設備 契約者が設置する端末設備

56　自営電気通信設

備

電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86

号。以下「事業法」といいます｡)第９条の登録を受け

た者又は第16条第１項の届出をした者をいいます。以

下同じとします｡)以外の者が設置する電気通信設備で

あって、端末設備以外のもの

57　相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協

定（事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当

社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続

に関し締結した協定をいいます。以下同じとします｡)

に基づく接続に係る電気通信設備の接続点

58　協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

59　相互接続通信 相互接続点との間の通信

60　契約者回線等 (1) モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用

して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回

線等及び当社が必要により設置する電気通信設備

(2) 相互接続点

61　他社契約者回線 (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の

電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無

線装置との間に設定される電気通信回線（協定事業

者が必要により設置する電気通信設備を含みます｡)

(2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその

協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指

定する場所との間において協定事業者により設置さ

れる電気通信回線（協定事業者が必要により設置す

る電気通信設備を含みます。）

62　消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法

令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税

法（昭和25年法律第226号）及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される地方消費税の額
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第２章　ＦＯＭＡサービスの種類等

（ＦＯＭＡサービスの種類）

第４条　ＦＯＭＡサービスには、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　　容

ＦＯＭＡ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するＦＯＭＡカードを装着した

ものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提

供するＦＯＭＡサービスであって、ＦＯＭＡユビキタ

ス、ＦＯＭＡ位置情報又はＦＯＭＡ特定接続以外のも

の

ＦＯＭＡユビキタス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（機器の制御又は監視等の用途であると当社

が認めるものであって、当社が貸与するＦＯＭＡカー

ドを装着したものに限ります。）との間に電気通信回線

を設定して提供するＦＯＭＡサービス

ＦＯＭＡ位置情報 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（専ら位置の測定に関する通信を行うための

ものであると当社が認めるものであって、当社が貸与

するＦＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との

間に電気通信回線を設定して提供するＦＯＭＡサービ

ス

ＦＯＭＡ特定接続 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するＦＯＭＡカードを装着した

ものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提

供するＦＯＭＡサービスであって、契約の申込者が指

定する１の協定事業者（当社の電気通信事業法第34条

第２項に基づく第２種指定電気通信設備に係る接続約

款に規定する仮想携帯電話事業者に限ります。）の相互

接続点との間の通信に限り提供するもの

（営業区域）

第５条　ＦＯＭＡサービスの営業区域は、別表１に定めるところによります。

　ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、ＦＯ

ＭＡサービスを利用することができない場合があります。

第６条　削　除
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第３章　ＦＯＭＡ契約

第１節　契約の種別

（契約の種別）

第７条　ＦＯＭＡ契約には、次の種別があります。

(1) 第１種契約

(2) 第２種契約

２　前項に規定する第１種契約には、次の種別があります。

(1) 第１種一般契約

(2) 第１種定期契約

３　前項に規定する第１種定期契約には、次の種別があります。

(1) １年定期契約

(2) ２年定期契約

４　第１項に規定する第２種契約には、次の種別があります。

(1) 第２種一般契約

(2) 第２種定期契約

第２節　第１種一般契約

（契約の単位）

第８条　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種一般契約を締結します。

この場合、第１種一般契約者は、１の第１種一般契約につき１人に限ります。

（第１種一般契約申込の方法）

第９条　第１種一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約

事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所に提出していただきます。

２　前項の場合において、第１種一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込

書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。

（第１種一般契約申込の承諾）

第10条　当社は、第１種一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従

って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種一般契約の

申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第１種一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務（この約

款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第

75条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第75条に規定する

ものをいいます。）へ譲渡した債権を含みます。以下第17条、第21条、第23

条の４、第23条の８、第24条の４、第24条の９、第24条の17、第24条の28、

第83条、第97条の２及び第100条の２において同じとします。）の支払いを現

に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第１種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサ

ービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定め

る数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）の規定により提示された書類に係る

情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第１種一般
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契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) 第１種一般契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等

の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成

17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。）第10条の

規定に違反して通話可能端末設備等（携帯電話不正利用防止法に規定するも

のをいいます。以下同じとします。）を貸与するおそれがある場合又は第91

条の２（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたこと

がある場合であって、その第１種一般契約の申込みをした者と当社との間で

締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係

る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。

(6) 第１種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規

定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第11条　ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番

号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありませ

ん。

２　第１種一般契約者は、第１種一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポ

ータビリティ（電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス又はＰＨ

Ｓサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同

じとします。）を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出てい

ただきます。

　ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

に限ります。

３　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は第２項の規定により申し出た内容

について事実に反することが判明したときは、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変

更することがあります。

４　前項の規定により、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更する場合には、あらか

じめそのことを第１種一般契約者に通知します。

（注１）第１種一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第２項の規

定により申し出た内容について、事実に反することが判明した場合も第３項

の規定が適用されます。

（注２）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定する定額デー

タプランに係る第１種一般契約を締結している者は、第２項に規定する申出

を行うことができません。

（請求による契約者識別番号の変更）

第12条　第１種一般契約者は、迷惑通信（いたずら、いやがらせその他これに類

する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。

以下同じとします｡)又は間違い通信（現に使用している契約者識別番号に対し

て、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします｡)で現

に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の

請求をすることができます。

２　第１種一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をする

ときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求して
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いただきます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っている第１種一般契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、

その請求を承諾します。

４　当社は、第１種一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所

定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り

消すものとします。

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その契約者から第２項に規定する請求があった場合において、そ

の要請内容を参酌するものとします。

（2in1利用）

第13条　第１種一般契約者は、そのＦＯＭＡ契約に係るＦＯＭＡカードを返却し、

他のＦＯＭＡ契約に係るＦＯＭＡカードを共用すること（以下「2in1利用」と

いいます。）ができます。この場合において、その第１種一般契約者が2in1利用

を申し出たＦＯＭＡを共用ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡカードの共用を受けることとな

るＦＯＭＡを被共用ＦＯＭＡといいます。

２　契約者は、前項の規定により2in1利用をするときは、１の被共用ＦＯＭＡを

指定し、当社に申し出ていただきます。

３　当社は、前項に規定する申出があったときは、次の場合を除き、その申出を

承諾します。

(1) 被共用ＦＯＭＡに係るＦＯＭＡ契約者の承諾がないとき。

(2) 被共用ＦＯＭＡが次のいずれかに該当するとき。

①　現に他のＦＯＭＡとＦＯＭＡカードを共用しているとき。

②　基本使用料の料金種別が、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）

の(1)に規定する総合利用プラン（第２種契約に係るものに限ります。）又

はデータ専用プランであるとき。

③　第98条（料金明細内訳書の発行等）に規定する用途別集計又は別表２（付

加機能）に規定する複数番号機能の提供を受けているとき。

(3) その共用ＦＯＭＡ及び被共用ＦＯＭＡの契約者名義が法人（法人に相当す

るものと当社が認めるものを含みます。）以外である場合であって、共用Ｆ

ＯＭＡの契約者名義が被共用ＦＯＭＡの契約者名義と異なるとき。

４　契約者は、被共用ＦＯＭＡの変更を請求することができます。この場合にお

いて、当社は、その請求を第２項に係る申出とみなして、同項及び第３項の規

定を適用します。

５　当社は、ＦＯＭＡカードを共用しているＦＯＭＡに係る契約者からの申出に

よるほか、次のいずれかに該当するときは、2in1利用を廃止します。

(1) ＦＯＭＡカードを共用しているＦＯＭＡの電話番号保管又は契約の解除が

あったとき。

(2) ＦＯＭＡカードを共用しているＦＯＭＡの名義変更により、第３項第３号

の規定に該当することとなったとき。

（注）共用ＦＯＭＡに係る契約者は、第５項の規定により2in1利用の廃止があっ

たときは、ＦＯＭＡカードの貸与を受けるまでの間の基本使用料の支払いが

必要となりますので、速やかに当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所でＦ

ＯＭＡカードの貸与を受けていただきます。

（ＦＯＭＡの利用の一時中断）

第14条　当社は、第１種一般契約者から請求があったときは、ＦＯＭＡの利用の
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一時中断（その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できない

ようにすることをいい、第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定する電

話番号保管を除きます。以下同じとします。）を行います。

２　当社は、前項の場合において、そのＦＯＭＡがＦＯＭＡカードを共用してい

るときは、そのＦＯＭＡとＦＯＭＡカードを共用するＦＯＭＡの利用の一時中

断を行います。

（ＦＯＭＡの電話番号保管）

第14条の２　当社は、第１種一般契約者から請求があったときは、総合利用プラ

ンに係るＦＯＭＡ（ＦＯＭＡカードを共用しているものを除きます。以下この

条において同じとします。）の電話番号保管（その契約者識別番号を他に転用す

ることなく、請求があった日から一定期間、そのＦＯＭＡを一時的に利用でき

ないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。

２　当社が電話番号保管を行った期間（以下「電話番号保管期間」といいます。）

が３年を経過したときは、電話番号保管期間が３年を経過した日においてその

ＦＯＭＡ契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番

号保管期間が３年を経過する前にあらかじめそのことを第１種一般契約者に通

知します。

３　前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む

暦月の翌暦月の初日から起算します。

４　電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更

その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。

第15条　削　除

（第１種一般契約者の氏名等の変更の届出）

第16条　第１種一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当

社又は請求事業者（第75条（債権の譲渡等）に規定するものをいいます。）が発

行するＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジット

カード利用案内書をいいます。以下同じとします。）若しくは電子メール等の送

付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属ＦＯＭＡサービス取扱所

に届け出ていただきます。

　ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出

がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出を受けている氏名、

名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メ

ール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみな

します。

２　前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類

を提示していただくことがあります。

（第１種一般契約に係る名義変更）

第17条　第１種一般契約者は、第１種一般契約に係る名義変更（氏名又は名称の

変更に伴うものを除きます。以下同じとします｡)を請求することができます。

２　第１種一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が

連署した当社所定の書面により所属ＦＯＭＡサービス取扱所に請求していただ

きます。

３　当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。

(1) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るお

それがあるとき。
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(2) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、第72条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。

(3) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれ

があるとき。

(4) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び

他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとな

るとき。

(5) 第１種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端

末設備等を貸与したと当社が認めたとき。

(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

４　当社は、共用ＦＯＭＡに係る第１種一般契約者が第１種一般契約に係る名義

変更を請求する場合において、その契約者が被共用ＦＯＭＡの契約者から名義

変更の請求に係る承諾を得ていないときは、前項の規定にかかわらず、その請

求を承諾しません。

５　第１種一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのＦＯＭＡ

の契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利（預託金の

返還を請求する権利を除きます｡)及び義務（第70条（相互接続通信に係る料金

の取扱い）の規定により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち

当社が請求することとなる料金を含みます｡)を承継します。

６　前５項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続

等」といいます｡)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。

(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又

は分割により営業を承継する法人（以下この条において「相続人等」といい

ます｡)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所

属ＦＯＭＡサービス取扱所に請求していただきます。

(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。

(3) 前２号の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当

社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したとき

も同様とします。

(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の

１人を契約者として取り扱います。

（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除）

第18条　第１種一般契約者は、第１種一般契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面により通知し

ていただきます。

２　前項の場合において、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するとき

は、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社

は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無

効とします。

４　第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基

づく第1種一般契約の解除となるときは、その解除にかかる取扱いは、当社が別



Ｆ － 18

に定めるところによります。

（注１）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。

（注２）料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定する定額デー

タプランに係る第１種一般契約を締結している者は、第２項に規定する申出

を行うことができません。

（注３）本条第４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ

トホームページに定めるところによります。

（当社が行う第１種一般契約の解除）

第19条　当社は、第53条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡの利用を停止

された第１種一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第１種一

般契約を解除することがあります。

２　当社は、第１種一般契約者が第53条第１項各号の規定のいずれかに該当する

場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡの利用停止をしないでその第１種

一般契約を解除することがあります。

３　当社は、第１種一般契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当

社が認めたときは、その第１種一般契約を解除するものとします。

４　当社は、前２項の規定により、その第１種一般契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ第１種一般契約者にそのことを通知します。

５　当社は、第１項から第３項の規定によるほか、契約者又は第88条の４（利用

者登録）に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその

事実を確認した場合において、以後その第１種一般契約に係るＦＯＭＡが利用

されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその第１種一

般契約を解除するものとします。

第３節　第１種定期契約

（契約の単位）

第20条　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種定期契約を締結します。

この場合、第１種定期契約者は、１の第１種定期契約につき１人に限ります。

（第１種定期契約申込の承諾）

第21条　当社は、第１種定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従

って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種定期契約の

申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第１種定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払い

を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第１種定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサ

ービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定め

る数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第23条の２（その他の提供条件）

の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ

通知する場合において、第１種定期契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) ビジネス割50に係る第１種定期契約の申込みを行う場合であって、料金表



Ｆ － 19

第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(5)に規定する定期包括割引の適

用を受けているとき。

(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（第１種定期契約の種別の変更）

第21条の２　第１種定期契約者は、第１種定期契約の種別の変更に関する請求を

することができません。

（第１種定期契約の満了）

第22条　第１種定期契約は、当社がその第１種定期契約に基づき契約者回線の提

供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日

が暦月の初日となる場合はその日）から起算して次表に規定する期間が経過す

ることとなる日をもって満了となります。

区　　　分 期　　　　　　間

１年定期契約 １年

２年定期契約 ２年

２　第１項の規定にかかわらず、第２種定期契約（総合利用プラン又は限定利用

プランに係るものに限ります。）又はＸｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約

款に規定する総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに締

結したＦＯＭＡに係る２年定期契約（総合利用プランに係るものに限ります。）

は、契約の解除があった定期契約に係る起算日から起算して２年が経過するこ

ととなる日をもって満了となります。

３　前２項の規定によるほか、その第１種定期契約が第23条（第１種定期契約の

満了に伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであるときは、その更

新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了

となります。

４　当社は、前３項に規定する第１種定期契約の満了について、当該第１種定期

契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第１種定

期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）

第23条　第１種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期

契約を締結するときは、当社が指定する期間（以下「更新期間」といいます。）

中に、当社に申し出ていただきます。

２　当社は、第１種定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合

は、その契約の満了日の翌日に同一種別の第１種定期契約に更新します。

　ただし、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数

回線複合割引を選択しているＦＯＭＡに係る２年定期契約について、その契約

に係る経過期間（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(2)に規定す

るものをいいます。）が 120か月超であるときは、その契約の更新の際に、１年

定期契約に更新します。

３　当社は、前項の規定により、第１種定期契約を更新するときは、第21条（第

１種定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第23条の２　契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変
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更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届出、2in1の利用、名義変更、

契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、第１

種一般契約の場合に準ずるものとします。

第４節　第２種一般契約

（契約の単位）

第23条の３　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種一般契約を締結し

ます。この場合、第２種一般契約者は、１の第２種一般契約につき１人に限り

ます。

（第２種一般契約申込の承諾）

第23条の４　当社は、第２種一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種一般契約の

申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第２種一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払い

を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第２種一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサ

ービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定め

る数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第23条の11（その他の提供条件）

の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ

通知する場合において、第２種一般契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) 第２種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規

定に違反して通話可能端末設備等（携帯電話不正利用防止法に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）を貸与するおそれがある場合又は第91条

の２（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことが

ある場合であって、その第２種一般契約の申込みをした者と当社との間で締

結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る

契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。

(6) 第２種一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規

定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第23条の５　ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識

別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではあり

ません。

２　第２種一般契約者は、第２種一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポ

ータビリティを希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出てい

ただきます。

　ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

に限ります。

３　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は第２項の規定により申し出た内容
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について事実に反することが判明したときは、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変

更することがあります。

４　前項の規定により、ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更する場合には、あらか

じめそのことを第２種一般契約者に通知します。

（注１）第２種一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第２項の規

定により申し出た内容について、事実に反することが判明した場合も第３項

の規定が適用されます。

（注２）データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３

に規定するものをいいます。）を選択しているデータ専用プラン（料金表第１

表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係

る第２種一般契約を締結する者は、第２項に規定する申出を行うことができ

ません。

（ＦＯＭＡの利用の一時中断）

第23条の６　当社は、第２種一般契約者から請求があったときは、ＦＯＭＡの利

用の一時中断（その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用でき

ないようにすることをいい、第23条の７（ＦＯＭＡの電話番号保管）に規定す

る電話番号保管を除きます。以下同じとします。）を行います。

（ＦＯＭＡの電話番号保管）

第23条の７　当社は、第２種一般契約者から請求があったときは、総合利用プラ

ン又は限定利用プランに係るＦＯＭＡの電話番号保管を行います。

　ただし、当該第２種一般契約が第24条の16に規定する指定共有Ｘｉ等である

ときは、電話番号保管を請求することができません。

２　電話番号保管期間が３年を経過したときは、電話番号保管期間が３年を経過

した日においてそのＦＯＭＡ契約は解除されたものとします。この場合におい

て、当社は、電話番号保管期間が３年を経過する前にあらかじめそのことを第

２種一般契約者に通知します。

３　前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む

暦月の翌暦月の初日から起算します。

４　電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更

その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。

（第２種一般契約に係る名義変更）

第23条の８　第２種一般契約者は、第２種一般契約に係る名義変更を請求するこ

とができます。

２　第２種一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者

が連署した当社所定の書面により所属ＦＯＭＡサービス取扱所に請求していた

だきます。

３　当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。

(1) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るお

それがあるとき。

(2) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、第72条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。

(3) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ

うとする者が、第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれ

があるとき。

(4) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＦＯＭＡの契約者になろ



Ｆ － 22

うとする者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び

他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとな

るとき。

(5) 第２種一般契約に係る名義変更により新たにそのＸｉの契約者になろうと

する者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設

備等を貸与したと当社が認めたとき。

(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

４　第２種一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのＦＯＭＡ

の契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利（預託金の

返還を請求する権利を除きます。）及び義務（第70条（相互接続通信に係る料金

の取扱い）の規定により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち

当社が請求することとなる料金を含みます。）を承継します。

５　前３項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続

等」といいます。）に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。

(1)相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は

分割により営業を承継する法人（以下この条において「相続人等」といいま

す。）は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所

属ＦＯＭＡサービス取扱所に請求していただきます。

(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。

(3) 前２号の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当

社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したとき

も同様とします。

(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の

１人を契約者として取り扱います。

（第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除）

第23条の９　第２種一般契約者は、第２種一般契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面により通

知していただきます。

２　前項の場合において、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するとき

は、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社

は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無

効とします。

４　第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基

づき第２種一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別

に定めるところによります。

（注１）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。

（注２）データ定額パック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３

に規定するものをいいます。）を選択しているデータ専用プラン（料金表第１

表第１（基本使用料）の１（適用）の(1)に規定するものをいいます。）に係

る第２種一般契約を締結する者は、第２項に規定する申出を行うことができ

ません。

（注３）本条第４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ

トホームページに定めるところによります。
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（当社が行う第２種一般契約の解除）

第23条の10　当社は、第53条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡの利用を

停止された第２種一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第２

種一般契約を解除することがあります。

２　当社は、第２種一般契約者が第53条第１項各号の規定のいずれかに該当する

場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡの利用停止をしないでその第２種

一般契約を解除することがあります。

３　当社は、第２種一般契約者が携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反し

て通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、その一般契約を解除

するものとします。

４　当社は、前２項の規定により、その第２種一般契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ第２種一般契約者にそのことを通知します。

５　当社は、第１項から第３項の規定によるほか、契約者又は第88条の４（利用

者登録）に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその

事実を確認した場合において、以後その第２種一般契約に係るＦＯＭＡが利用

されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその第２種一

般契約を解除するものとします。

（その他の提供条件）

第23条の11　契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変

更、利用の一時中断及び契約者の氏名等の変更の届出の取扱いについては、第

１種一般契約の場合に準ずるものとします。

第５節　第２種定期契約

（契約の単位）

第23条の12　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種定期契約を締結し

ます。この場合、第２種定期契約者は、１の第２種定期契約につき１人に限り

ます。

（第２種定期契約申込の承諾）

第23条の13　当社は、第２種定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種定期契約の

申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第２種定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡの料金その他の債務の支払い

を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第２種定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯＭＡサ

ービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定め

る数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第23条の11（その他の提供条件）

の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ

通知する場合において、第２種定期契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（第２種定期契約の満了）

第23条の14　第２種定期契約は、当社がその第２種定期契約に基づき契約者回線
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の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始し

た日が暦月の初日となる場合はその日）から起算して２年が経過することとな

る日をもって満了となります。

２　前項の規定にかかわらず、第２種定期契約の満了に係る適用については、次

のとおりとします。

(1) 第１種定期契約の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る第２種定期

契約（限定利用プランに係るものを除きます。）は、契約の解除があったそ

の第１種定期契約に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日

をもって満了となります。

(2) Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいい、当社

が別に定めるものに限ります。以下、この項について同じとします。）の解

除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る第２種定期契約（限定利用プラン

に係るものを除きます。）は、契約の解除があったＸｉに係る定期契約に係

る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となりま

す。

(3) ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第３（通信料）

の１の(7)の５に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約

者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種一般契約若しくは第２種一

般契約又はＸｉ契約に係る一般契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するもの

をいいます。）の解除と同時に新たに締結した第２種定期契約（限定利用プ

ランに係るものを除きます。）は、その契約の解除があった日を含む暦月の

初日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。

(4) 第２種定期契約者が総合利用プラン又はデータ専用プランから限定利用プ

ランへ料金種別変更を行ったときは、その限定利用プランに係る第２種定期

契約は、限定利用プランの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日

（その限定利用に係る第２種定期契約の提供を開始した日が暦月の初日と

なる場合はその日）から起算して２年が経過することとなる日をもって満了

となります。

３　前２項の規定によるほか、その第２種定期契約が第23条の15（第２種定期契

約の満了に伴う契約の更新等）の規定により更新されたものであるときは、そ

の更新日から起算して第１項に規定する期間が経過することとなる日をもって

満了となります。

４　当社は、前３項に規定する第２種定期契約の満了について、当該第２種定期

契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該第２種定

期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

（第２種定期契約の満了に伴う契約の更新等）

第23条の15　第２種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は

定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただ

きます。

２　当社は、第２種定期契約の満了日までに前２項に規定する申出がなかった場

合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の第２種定期契約に更新します。

３　当社は、第３項の規定により、第２種定期契約を更新するときは、第21条（第

１種定期契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。

（定期契約者が行うフリーコースの選択）

第23条の16　当社は、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があっ

たときは、更新期間中である場合に限り、その申出を承諾します。
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２　当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期

間（料金表第１表第３（通信料）の１の(7)の５に定めるものをいいます。）が

２年を超えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種

一般契約若しくは第２種一般契約又はＸｉ契約に係る一般契約（Ｘｉサービス

契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに定期契約を締結す

る場合において、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があった

ときは、その一般契約の解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月

の末日までの間に限り、その申出を承諾します。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その

フリーコースを選択する申出を承諾しません。

(1) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みま

す。）であるとき。

(2) そのＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン

（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）、ＦＯＭＡデー

タプラン（スマホ／タブ）又はＦＯＭＡデータプラン（ルーター）以外であ

るとき。

(3) そのＦＯＭＡに係る共有回線群の共有代表回線（料金表第１表第３（通信

料）の１の(7)の４に規定するものをいいます。）がフリーコースを選択して

いないとき。

４　当社は、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、

その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月からフリーコースを適用しま

す。

５　当社は、第２種定期契約者からフリーコースを廃止する申出があったときは、

その申出を当社が承諾した日にフリーコースの適用を廃止します。

６　当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新

たにＸｉ契約に係る定期契約（Ｘｉ契約約款に規定するものをいいます。）を締

結する申出があったときは、そのＸｉ契約に係る定期契約において、フリーコ

ースを選択する場合に限り、その申出を承諾します。

（その他の提供条件）

第24条　契約申込の方法、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断、

契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、契約者が行う契約の解除及び当社が

行う契約の解除の取扱いについては、第１種一般契約の場合に準ずるものとし

ます。
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第４章　ＦＯＭＡユビキタス契約

第１節　契約の種別

（契約の種別）

第24条の２　ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。

(1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス契約

(2) 第２種ＦＯＭＡユビキタス契約

２　前項に規定する第１種ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。

(1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約

(2) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約

３　第１項に規定する第２種ＦＯＭＡユビキタス契約には、次の種別があります。

(1) 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約

(2) 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約

第２節　第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約

（契約の単位）

第24条の３　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１の第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約につき１人に限ります。

（第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾）

第24条の４　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みがあったとき

は、受け付けた順序に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種ＦＯＭＡユ

ビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタ

スの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結

しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）、第23条の４（第２種一般契約申込の

方法）及び第24条の８（その他の提供条件）の規定により提示された書類に

係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第１種

ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第24条の５　ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、そ

の契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するも

のではありません。

２　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番

号を変更することがあります。

３　前項の規定により、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号を変更する場合に

は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

（請求による契約者識別番号の変更）

第24条の５の２　第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い
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通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号（当社が別に定める契約者

識別番号をいいます。以下同じとします。）への変更である場合に限り、前条の

規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。

２　第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号

の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に対し、当社所定の

書面により請求していただきます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っている第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者からのものであると当社

が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限

り、その請求を承諾します。

４　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請

求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合

は、その承諾を取り消すものとします。

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その契約者から第２項に規定する請求があった場合において、そ

の要請内容を参酌するものとします。

（契約者が行う第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除）

第24条の６　契約者は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除しようとする

ときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面

により通知していただきます。

２　第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基

づき第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約が解除されるときのその解除にかかる

取扱いは、当社が別に定めるところによります。

（注）本条第２項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネット

ホームページに定めるところによります。

（その他の提供条件）

第24条の７　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタス

におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフリ

ーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯ

ＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。

第３節　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約

（契約の単位）

第24条の８　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約を締結します。この場合、契約者は、１の第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約につき１人に限ります。

（第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾）

第24条の９　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みがあったとき

は、受け付けた順序に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種ＦＯＭＡユ

ビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタ

スの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。
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(3) 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結

しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）、第23条の４（第２種一般契約申込の

方法）及び第24条の14（その他の提供条件）の規定により提示された書類に

係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第１種

ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了）

第24条の10　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、当社がその第１種ＦＯＭＡ

ユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌

暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）

から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。

２　前項の規定によるほか、その第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約が第24条の

11（第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定に

より更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する

期間が経過することとなる日をもって満了となります。

３　当社は、前２項に規定する第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了につい

て、当該第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日の属する暦月において、

当社が定める方法により、当該第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者（当社が

定める者を除きます。）に通知します。

（第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等）

第24条の11　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に

新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結す

るときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。

２　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する

申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に第１種ＦＯＭＡユビキタス

定期契約を更新します。

３　当社は、前項の規定により、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新する

ときは、第24条の９（第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約申込の承諾）の規定

に準じて取り扱います。

（契約者識別番号）

第24条の12　ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、そ

の契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するも

のではありません。

２　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番

号を変更することがあります。

３　前項の規定により、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号を変更する場合に

は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

（請求による契約者識別番号の変更）

第24条の12の２　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、迷惑通信又は間違い

通信で現に困っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更である場合に限り、

前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。

２　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、前項の規定により契約者識別番号

の変更の請求をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に対し、当社所定の



Ｆ － 29

書面により請求していただきます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っている第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者からのものであると当社

が認めた場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限

り、その請求を承諾します。

４　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者が契約者識別番号の変更の請

求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合

は、その承諾を取り消すものとします。

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その契約者から第２項に規定する請求があった場合において、そ

の要請内容を参酌するものとします。

（契約者が行う第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除）

第24条の13  契約者は、第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を解除しようとする

ときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面

により通知していただきます。

２　第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基

づき第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約が解除されるときのその解除にかかる

取扱いは、当社が別に定めるところによります。

（注）本条第２項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネット

ホームページに定めるところによります。

（その他の提供条件）

第24条の14  その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフ

リーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、Ｆ

ＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。

第４節　第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約

（契約の単位）

第24条の15　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約を締結します。この場合、契約者は、１の第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約につき１人に限ります。

（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法）

第24条の16　第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをするときは、当社所

定の契約申込書を契約事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所に提出していただき

ます。

２　前項の場合において、第２種ＦＯＭＡ一般契約の申込みをする者は、当社が

契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。

３　第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをするときは、次のいずれかに

該当する１のＸｉ（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいい、第２種契約

に係るものに限ります。）又は第２種契約に係るＦＯＭＡ（以下、「指定共有Ｘ

ｉ等」といいます。）を指定し、当社に申し出ていただきます。

(1) その申込みに係るＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であるとき

を除きます。）と同一の割引回線群（料金表第１表第１（基本使用料）の１

（適用）の(3)に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）及

び共有回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定
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するものをいいます。以下この条に同じとします。）を構成することとなる

Ｘｉ又はＦＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。

(2) その申込みに係るＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義が法人であるとき

に限ります。）と同一の共有回線群を構成することとなるＸｉ又はＦＯＭＡ

であって、その共有回線群の共有代表回線であること。

（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込の承諾）

第24条の17　当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みがあったとき

は、受け付けた順序に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種ＦＯＭＡユ

ビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタ

スの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結

しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。

(4) 第24条の16（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法）及び第24条

の21（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社

がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第24条の18　ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、そ

の契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するも

のではありません。

２　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番

号を変更することがあります。

３　前項の規定により、ＦＯＭＡユビキタスの契約者識別番号を変更する場合に

は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

（契約者が行う第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除）

第24条の19　契約者は、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除しようとする

ときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面

により通知していただきます。

２　第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基

づき第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約が解除されるときのその解除にかかる

取扱いは、当社が別に定めるところによります。

（注）本条第２項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネット

ホームページに定めるところによります。

（当社が行う第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除）

第24条の20　当社は、第41条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡユビキタ

スの利用を停止された第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者が、なおその事実

を解消しない場合は、その第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除すること

があります。
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２　当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約者が第41条第１項各号の規定の

いずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を

及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡユビキタスの

利用停止をしないでその第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除することが

あります。

３　当社は、契約者が第24条の16（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方

法）の規定により指定された指定共有Ｘｉ等について、次のいずれかに該当す

る場合は、その第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を解除します。

(1) 第２種契約に係る名義変更があったとき。

(2) 契約の解除があったとき。

(3) 第24条の16第３項に該当しないことが判明したとき。

（その他の提供条件）

第24条の21　その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフ

リーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、Ｆ

ＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。

第５節　第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約

（契約の単位）

第24条の22　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約を締結します。この場合、契約者は、１の第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約につき１人に限ります。

（第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾）

第24条の23　当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みがあったとき

は、受け付けた順序に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種ＦＯＭＡユ

ビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者がＦＯＭＡユビキタ

スの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結

しているＦＯＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契

約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。

(4) 第24条の16（第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約申込の方法）及び第24条

の26（その他の提供条件）の規定により提示された書類に係る情報を、当社

がその書類の発行元機関へ通知する場合において、第２種ＦＯＭＡユビキタ

ス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了）

第24条の24　第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、当社がその第２種ＦＯＭＡ

ユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌

暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日）

から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。

２　第１項の規定にかかわらず、第２種Ｘｉユビキタス定期契約（Ｘｉサービス

契約約款に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）の解
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除と同時に新たに締結した第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約は、契約の解除

があったその第２種Ｘｉユビキタス定期契約に係る起算日から起算して２年が

経過することとなる日をもって満了となります。

３　前項の規定によるほか、その第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約が第24条の

25（第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定に

より更新されたものであるときは、その更新日から起算して第１項に規定する

期間が経過することとなる日をもって満了となります。

４　当社は、前３項に規定する第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了につい

て、当該第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日の属する暦月において、

当社が定める方法により、当該第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者（当社が

定める者を除きます。）に通知します。

（第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等）

第24条の25　第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に

新たにＦＯＭＡユビキタス一般契約又はＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結す

るときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。

２　当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する

申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に第２種ＦＯＭＡユビキタス

定期契約を更新します。

３　当社は、前項の規定により、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約を更新する

ときは、第24条の23（第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の申込の承諾）の規

定に準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第24条の26　当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約のＦＯＭＡユビキタス

におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が行うフリ

ーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯ

ＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
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第４章の２　ＦＯＭＡ位置情報契約

（契約の単位）

第24条の27　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＦＯＭＡ位置情報契約を

締結します。この場合、契約者は、１のＦＯＭＡ位置情報契約につき１人に限

ります。

（ＦＯＭＡ位置情報契約の申込の承諾）

第24条の28　当社は、ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みがあったときは、受け付け

た順序に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡ位置情報

契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みをした者がＦＯＭＡ位置情報の料金その他

の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(3) ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みをした者と当社との間で締結しているＦＯ

ＭＡサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社

が定める数を超えることとなるとき。

(4) 第９条（第１種一般契約申込の方法）及び第24条の31（その他の提供条件）

の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ

通知する場合において、ＦＯＭＡ位置情報契約の申込みをした者の同意がな

いとき。

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第24条の29　ＦＯＭＡ位置情報の契約者識別番号は当社が定めることとし、その

契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するもの

ではありません。

２　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＦＯＭＡ位置情報の契約者識別番号

を変更することがあります。

３　前項の規定により、ＦＯＭＡ位置情報の契約者識別番号を変更する場合には、

あらかじめそのことを契約者に通知します。

（請求による契約者識別番号の変更）

第24条の29の２　ＦＯＭＡ位置情報契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困

っている場合、又はＭ２Ｍ等専用番号への変更である場合に限り、前条の規定

にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。

２　ＦＯＭＡ位置情報契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求

をするときは、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請

求していただきます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っているＦＯＭＡ位置情報契約者からのものであると当社が認めた場合、

又はＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を

承諾します。

４　当社は、ＦＯＭＡ位置情報契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって

当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾

を取り消すものとします。
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（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その契約者から第２項に規定する請求があった場合において、そ

の要請内容を参酌するものとします。

（契約者が行うＦＯＭＡ位置情報契約の解除）

第24条の30　契約者は、ＦＯＭＡ位置情報契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の書面により通知し

ていただきます。

（その他の提供条件）

第24条の31　当社は、ＦＯＭＡ位置情報におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの

電話番号保管、定期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定め

るものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
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第４章の３　削　除

第25条～第32条　削　除
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第４章の４　ＦＯＭＡ特定接続契約

（契約の単位）

第33条　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＦＯＭＡ特定接続契約を締結

します。この場合、ＦＯＭＡ特定接続契約者は、１のＦＯＭＡ特定接続契約に

つき１人に限ります。

（ＦＯＭＡ特定接続契約申込の方法）

第34条　ＦＯＭＡ特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を

契約事務を行う所属ＦＯＭＡサービス取扱所に提出していただきます。この場

合において、ＦＯＭＡ特定接続の申込みをする者は、通信を行うこととなる１

の協定事業者（当社が別に定める事業者に限ります。以下「特定接続事業者」

といいます。）を指定し、当社に申し出ていただきます。

２　前項の場合において、ＦＯＭＡ特定接続契約の申込みをする者は、当社が契

約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。

（ＦＯＭＡ特定接続契約申込の承諾）

第35条　当社は、ＦＯＭＡ特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順

序に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＦＯＭＡ特定接続

契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(2) 前条の規定により指定した特定接続事業者の承諾が得られないとき。

(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第36条　ＦＯＭＡ特定接続の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約

者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものでは

ありません。

２　当社は、第79条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、ＦＯＭＡ特定接続の契約者識別番号を

変更することがあります。

３　当社は、前項の規定によるほか、契約者識別番号をＭ２Ｍ等専用番号へ変更

する場合があります。

４　第２前項の規定により、ＦＯＭＡ特定接続の契約者識別番号を変更する場合

には、あらかじめそのことをＦＯＭＡ特定接続契約者に通知します。

（ＦＯＭＡ特定接続契約者が行うＦＯＭＡ特定接続契約の解除）

第37条　ＦＯＭＡ特定接続契約者は、ＦＯＭＡ特定接続契約を解除しようとする

ときは、そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に当社所定の方法

により通知していただきます。

（当社が行うＦＯＭＡ特定接続契約の解除）

第38条　当社は、第53条（利用停止）第１項の規定によりＦＯＭＡ特定接続の利

用を停止されたＦＯＭＡ特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、

そのＦＯＭＡ特定接続契約を解除することがあります。

２　当社は、ＦＯＭＡ特定接続契約者が第53条第１項各号の規定のいずれかに該

当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認め
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られるときは、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ特定接続の利用停止をしな

いでそのＦＯＭＡ特定接続契約を解除することがあります。

３　当社は、前２項の規定によるほか、ＦＯＭＡ特定接続契約者が特定接続事業

者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を解除されたときは、そのＦ

ＯＭＡ特定接続契約を解除します。

４　当社は、第１項又は第２項の規定により、そのＦＯＭＡ特定接続契約を解除

しようとするときは、あらかじめＦＯＭＡ特定接続契約者にそのことを通知し

ます。

（その他の提供条件）

第39条　当社は、ＦＯＭＡ特定接続におけるその他の提供条件（請求による契約

者識別番号の変更、ＦＯＭＡの利用の一時中断、ＦＯＭＡの電話番号保管、定

期契約者が行うフリーコースの選択、料金表及び別表に定めるものを除きま

す。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。

第40条～第44条　削　除
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第５章　付加機能

（付加機能の提供）

第45条　当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下第

２項において同じとします。）から請求があったときは、別表２（付加機能）に

規定する付加機能を提供します。この場合において、共用ＦＯＭＡに係る契約

者は、通話録音機能（別表２に規定するものをいいます。以下この条において

同じとします。）に限り、請求することができます。

２　別表２に規定する付加機能のうち当社が別に定めるものについては、前項の

規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約者から請求があったものとみなして取り扱い

ます。

３　第１項の規定にかかわらず、当社は、ＦＯＭＡ契約（料金表第１表第１（基

本使用料）の１（適用) の(1)の２に規定するお便りフォトプランフラットに係

るＦＯＭＡユビキタス契約、ＦＯＭＡ位置情報契約及びＦＯＭＡ特定接続契約

を除きます。）の申込みの際に、別表２に規定する国際ローミング機能の請求が

あったものとみなして取り扱います。

　ただし、そのＦＯＭＡ契約の申込みの際に、国際ローミング機能の請求を行

わない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。

４　第１項の規定にかかわらず、契約者は、お便りフォトプランフラットに係る

ＦＯＭＡユビキタス契約の申込み又はお便りフォトプランフラットへの基本使

用料の料金種別の変更の際に、別表２に規定する画像情報蓄積機能又はかんた

ん位置情報機能のうち、いずれか１つを選択していただきます。

５　第１項の規定にかかわらず、当社は、トランシーバプランに係るＦＯＭＡユ

ビキタス契約の申込みの際に、別表２に規定するパケットトランシーバ機能の

請求があったものとみなして取り扱います。

６　当社は、付加機能（通話録音機能を除きます。）を提供しているＦＯＭＡにお

いて、2in1利用の承諾をしたときは、その付加機能を廃止します。

７　前項の規定にかかわらず、被共用ＦＯＭＡが提供を受けている付加機能（通

話録音機能及び別表２に別段の定めがあるものを除きます。）については、その

付加機能を共用ＦＯＭＡへ提供します。

８　当社は、付加機能を提供しているＦＯＭＡの電話番号保管があったときは、

その付加機能を廃止します。

　ただし、付加機能のうち当社が別に定めるものについては、この限りであり

ません。

９　当社は、付加機能を提供しているＦＯＭＡに係る名義変更があった場合にお

いて、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあるときは、第17条（第１

種一般契約に係る名義変更）、23条の２（その他の提供条件）、第23条の11（そ

の他の提供条件）又は第24条（その他の提供条件）の規定の規定にかかわらず、

その付加機能を廃止します。

10　当社は、別表２に規定する国際ローミング機能の提供を受けているＦＯＭＡ

について、当社が提供する国際電話サービスに係る契約の解除があったときは、

その機能を廃止します。

11  第１項の規定にかかわらず、当社は、別表２（付加機能）に規定するmoperaU

機能又はspモード機能の請求の際に、別表２に規定するはなして翻訳機能の請

求があったものとみなして取り扱います。

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に

規定する迷惑電話おことわり機能、位置情報通知機能及び位置情報受信機能
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（タイプ２に係るものに限ります。）とします。

（注２）本条第８項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に

規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモード電子メールのメールアド

レス保管を行っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るもの

に限ります。）、spモード機能（別表２に規定するspモード電子メールのメー

ルアドレス保管を行っている場合に限ります。）及び遠隔管理機能とします。

第46条～第47条　削　除
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第６章　ＦＯＭＡカードの貸与等

第１節　ＦＯＭＡカードの貸与等

（ＦＯＭＡカードの貸与）

第48条　当社は、ＦＯＭＡ契約者へＦＯＭＡカードを貸与します。この場合にお

いて、貸与するＦＯＭＡカードの数は、１のＦＯＭＡ契約につき１とします。

２　当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸

与するＦＯＭＡカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそ

のことを契約者に通知します。

（契約者識別番号の登録等）

第49条　当社は、次の場合には、ＦＯＭＡカードについて契約者識別番号その他

の情報の登録、変更又は消去（以下「契約者識別番号の登録等」といいます｡)

を行います。

(1) ＦＯＭＡカードを貸与するとき。

(2) 2in1利用を廃止するとき（そのＦＯＭＡカードが、被共用ＦＯＭＡに係る

ものである場合を除きます。）。

(3) その他ＦＯＭＡカードの貸与を受けているＦＯＭＡの契約者から契約者識

別番号の登録等を要する請求があったとき。

２　当社は、前項の規定によるほか、第11条（契約者識別番号）第３項、第23条

の５（契約者識別番号）第３項、第24条の５（契約者識別番号）第２項、第24

条の12（契約者識別番号）第２項、第24条の18（契約者識別番号）第２項、第

24条の29（契約者識別番号）第２項又は第79条（修理又は復旧）の規定により

契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。

（ＦＯＭＡカードの返還）

第50条　ＦＯＭＡカードの貸与を受けているＦＯＭＡ契約者は、次の場合には、

当社が別に定める方法によりそのＦＯＭＡカードを当社が指定するＦＯＭＡサ

ービス取扱所へ速やかに返還していただきます。

(1) そのＦＯＭＡ契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除きま

す。）。

(2) 2in1利用の承諾を受けたとき。

(3) その他ＦＯＭＡカードを利用しなくなったとき。

第２節　自営端末設備の接続等

（自営端末設備の接続）

第50条の２　ＦＯＭＡ契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続

されている電気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、

当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術

基準適合証明等に関する規則（昭和56年郵政省令第37号。以下「技術基準適合

証明規則」といいます。）様式第７号又は第14号の表示により、当社が無線設備

規則（昭和25年電波監理委員会規則第18号）に適合していることが確認できる

もの及び当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続することができるものに

限ります。）を接続するときは、契約事務を行うＦＯＭＡサービス取扱所にその

接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合

認定等に関する規則（平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」

といいます。）様式第７号又は様式第14号の表示等により当社が別表３の技術基

準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器（技術基準適合認

定規則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において

同じとします。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により
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その接続の請求をしていただきます。

２　当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。

(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。

(2) その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

３　当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表

３の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。

(1) 技術基準適合認定規則様式第７号又は第14号の表示等により当社が別表３

の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接

続するとき。

(2) 事業法施行規則第32条第１項で定める場合に該当するとき。

４　前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

５　前４項の規定によるほか、当社は、FOMA契約者から当社が別に定める方法に

より外国の無線局（電波法第103条の５に規定するものをいいます。）の自営端

末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

(1) その自営端末設備が電波法第３章に定める技術基準に相当するものとして

総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できな

いとき。

(2)その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信

事業者に接続することを認められたものでないとき。

(3)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

６　ＦＯＭＡ契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前５項の

規定に準じて取り扱います。

７　当社が提供する共用ＦＯＭＡの契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信

設備（以下「端末設備等」といいます。）を接続している者は、当社の被共用Ｆ

ＯＭＡの契約者回線に端末設備等を接続していることとなります。

（注１）ＦＯＭＡユビキタスの契約者回線に接続できる移動無線装置は、機器の

制御又は監視等のための用途と当社が認めたものに限ります。

（注２）ＦＯＭＡ位置情報の契約者回線に接続できる移動無線装置は、専ら位置

の測定に関する通信を行うための移動無線装置であると当社が認めたもの

に限ります。

（自営端末設備に異常がある場合等の検査）

第50条の３　当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場

合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある

ときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表３の技術基準及び技術的条

件又は第50条の２第5項第１号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を

受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある

場合その他事業法施行規則第32条第２項で定める場合を除き、検査を受けるこ

とを承諾していただきます。

２　前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

３　第１項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件

に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者

回線から取りはずしていただきます。

（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第50条の４　ＦＯＭＡ契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移
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動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします｡)について、

電波法（昭和25年法律第131号）第72条第１項の規定に基づき、当社が、総務大

臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を

停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。

２　当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受

けるものとし、ＦＯＭＡ契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを

承諾していただきます。

３　前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認めら

れないときは、ＦＯＭＡ契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りは

ずしていただきます。

（自営端末設備の電波法に基づく検査）

第50条の５　前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を

受ける場合の取扱いについては、前条第２項及び第３項の規定に準ずるものと

します。
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第７章　自営電気通信設備の接続

（自営電気通信設備の接続）

第50条の６　契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されてい

る電気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社

が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合して

いるもの及び当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続することができるも

のに限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うＦＯ

ＭＡサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

２　当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。

(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。

(2) その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。

(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。

３　当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第１項で定

める場合に該当するときを除き、その接続が別表３の技術基準及び技術的条件

に適合するかどうかの検査を行います。

４　前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

５　契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前４項の規定

に準じて取り扱います。

（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査）

第50条の７　契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そ

の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第50

条の３（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。

（自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第50条の８　自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡)について、臨時に電

波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第50条の４（自営端末設

備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）の規定に準ずるものとします。

（自営電気通信設備の電波法に基づく検査）

第50条の９　自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡)の電波法に基づく検

査を受ける場合の取扱いについては、第50条の５（自営端末設備の電波法に基

づく検査）の規定に準ずるものとします。
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第８章　利用中止等

（利用中止）

第51条　当社は、次の場合には、ＦＯＭＡサービスの利用を中止することがあり

ます。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第59条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。

(3) 第11条（契約者識別番号）第３項、第23条の５（契約者識別番号）第３項、

第24条の５（契約者識別番号）第２項、第24条の12（契約者識別番号）第２

項、第24条の18（契約者識別番号）第２項、第24条の29（契約者識別番号）

第２項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。

２　前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表２（付加機

能）に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止すること

があります。

３　当社は、前２項の規定によりＦＯＭＡサービスの利用を中止するときは、あ

らかじめそのことを契約者にお知らせします。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第52条　削　除

（利用停止）

第53条　当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が

定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務（この約款の規

定により、支払いを要することとなったＦＯＭＡサービスに関する料金又は工

事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条、第88条の４

及び第89条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債

務が支払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利用を停止することがあり

ます。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支

払期日を経過した後、ＦＯＭＡサービス取扱所（料金収納事務を行う当社の

事業所に限ります。）以外において支払われた場合であって、当社がその支

払いの事実を確認できないとき、及び第75条（債権の譲渡等）の規定により、

当社がＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者（第75

条に規定するものをいいます。）へ譲渡した場合であって、その請求事業者

への支払いがないとき（請求事業者がその支払いの事実を確認できないとき

を含みます。）を含みます。以下この条において同じとします。）。

(2) ＦＯＭＡサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に

反する記載を行ったことが判明したとき。

(3) 第16条（第１種一般契約者の氏名等の変更の届出）、第23条の２（その他の

提供条件）、第23条の11（その他の提供条件）及び第24条（その他の提供条

件）の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実

に反することが判明したとき。

(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のＦＯＭＡサ

ービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の

電気通信サービスに関する料金その他の債務（当該契約約款の規定により支

払いを要することとなったものをいいます｡)について、支払期日を経過して

もなお支払わないとき。

(5) 第85条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。

(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに
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接続したとき。

(7) 第50条の３（自営端末設備に異常がある場合等の検査）若しくは第50条の

７（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の

検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表３の技術基準及び

技術的条件又は第50条の２第5項第１号に定める技術基準に適合していると

認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取

りはずさなかったとき。

(8) 第50条の４（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)､

第50条の５（自営端末設備の電波法に基づく検査)、第50条の８（自営電気

通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）及び第50条の９（自

営電気通信設備の電波法に基づく検査）の規定に違反したとき。

(9) 第72条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。

(10) 第91条の２（契約者確認）の規定に違反したとき。

(11) 警察機関がＦＯＭＡサービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線

の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に

対してその契約者回線に係るＦＯＭＡサービスの利用を停止する要請があ

ったとき。

２　当社は、前項第１号から第９号の規定によりＦＯＭＡサービスの利用停止を

するときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所

若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理

由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

　ただし、本条第１項第５号により利用停止を行うときであって、緊急やむを

得ない場合は、この限りでありません。

３　当社は、第１項第10号の規定によりＦＯＭＡサービスの利用停止をするとき

は、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージ

の送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若

しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、

利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第53条の２　削　除
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第９章　通信

第１節　通信の種類等

（通信の種類等）

第54条　通信には、次の種類があります。

　ただし、共用ＦＯＭＡに係る通信の種類は、通話モード、64kb/sデジタル通

信モード及びショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡユビキタス（トラン

シーバプランを除きます。）に係る通信の種類は、パケット通信モード（128k

通信モード及びハイスピードモードを除きます。）及びショートメッセージ通信

モードに、ＦＯＭＡユビキタス（トランシーバプランに限ります。）に係る通信

の種類は、トランシーバ通信モードに、ＦＯＭＡ位置情報に係る通信の種類は、

ショートメッセージ通信モードに、ＦＯＭＡ特定接続に係る通信の種類はパケ

ット通信モード（128k通信モードを除きます。）に限ります。

種　　　類 内　　　　　　　　容

通話モード 回線交換方式により主としておおむね３kHzの帯域の

音声その他の音響の伝送を行うためのもの

64kb/sデジタル通信

モード

回線交換方式により64kb/s以下で符号、音声その他の

音響又は影像の伝送を行うためのもの

パケット通信モード (1) パケット交換方式により384kb/s 以下で符号の伝

送を行うためのもの

(2) パケット交換方式により契約者回線からの通信に

おいては64kb/s以下、契約者回線への通信において

は128kb/s以下で符号の伝送を行うためのもの（128k

通信モード）

(3) パケット交換方式により契約者回線からの通信に

おいては5.7Mb/s以下、契約者回線への通信において

は14Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの（ハイ

スピードモード）

ショートメッセージ

通信モード

制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝

送（当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を

含みます｡)を行うためのもの

トランシーバ通信モ

ード

(1) パケット交換方式による半二重通信であって、音声

その他の音響の伝送をおこなうためのもの

(2) パケット交換方式により14Mb/s以下で符号の伝送

を行うためのもの

２　第１項の規定によるほか、契約者は、当社とエリアメールの送信に関する契

約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御

信号を利用して受信することができます。

３　前項に規定する災害等の情報は、第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）、第

14条（ＦＯＭＡの利用の一時中断) 、第23条の２（その他の提供条件）、第23

条の７（ＦＯＭＡの電話番号保管）、第23条の６（ＦＯＭＡの利用の一時中断) 、
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第24条（その他の提供条件）又は第53条（利用停止）の規定にかかわらず、電

話番号保管がされている場合、利用の一時中断をしている場合又は利用停止さ

れている場合であっても受信することができます。

４　ＦＯＭＡサービスに係る通信の条件については、料金表第１表第３（通信料）

に定めるところによります。

（注１）本条第１項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありませ

ん。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。

（注２）定額データプラン（料金表第１表第１の(1)に規定するものをいい、特定

接続事業者の契約約款等に規定するＦＯＭＡ特定接続に係る料金がこれに

相当するものと当社が認めるものを含みます。）を選択している場合又はパ

ケット定額（料金表第１表第３の(7)の２に規定するものをいいます。）を選

択している場合は、通信のふくそうの状況により、定額データプラン及びパ

ケット定額を選択していない場合と比べ、一定期間内においてその契約者回

線から行ったパケット通信モードによる通信に係るデータ量に応じてパケ

ット通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。

（注３）共用ＦＯＭＡで行うことができる通信の種類は、端末設備におけるモー

ドとは異なる場合があります。

（契約者回線との間の通信）

第55条　ＦＯＭＡの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されてい

る移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。

　ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネ

ル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合

があります。

２　前項の規定にかかわらず、その移動無線装置が、OFFICEEDサービスの通信中

であるときは、通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信を行うこ

とができません。

（相互接続点との間の通信）

第56条　相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた

通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介

して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。

２　特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づ

き当社が別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を

中止する措置をとることがあります。

第57条　削　除

第58条　削　除

第２節　通信利用の制限

（通信利用の制限）

第59条　ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ＪＷＳＩＭサービス、回線卸ＦＯＭ

Ａ、及び回線卸Ｘｉ（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。

以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接

続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事

変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若

しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必

要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とす

る通信を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）

に掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ（当社がそれらの機関との協議により定
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めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地

域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます｡)をとることがあります。

２　前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表６に掲げ

る機関に提供しているＦＯＭＡに限り行うものとし、その取扱いを行うＦＯＭ

Ａの数は、当社が定める方法により算定する数以内とします。

３　当社は、契約者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合のほか、

次のいずれかに該当するときは、そのＦＯＭＡに係る通信の優先的取扱いを廃

止します。

(1) 通信の優先的取扱いを受けるＦＯＭＡの契約者が、別表６に掲げる機関に

該当しなくなったとき。

(2) 通信の優先的取扱いを受けるＦＯＭＡの利用状況が、著しく不適当である

と当社が判断したとき。

４　当社は、前３項の規定によるほか、電子メール（別表２（付加機能）に規定

するものをいいます。以下この条において同じとします｡)の受信に関して、次

の措置をとることがあります。

(1) 通信が著しくふくそうする場合に電子メールの受信を制限する措置

(2) 多数のメールアドレス（別表２（付加機能）に規定するものをいいます。

以下この条において同じとします｡)を指定して送信された電子メールであ

って、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと

当社が認めた場合において、その電子メールの受信を拒否する措置

５　当社は、前４項の規定によるほか、パケット定額（料金表第１表第３（通信

料）の(7)の２に規定するものをいいます。）を選択している場合のＦＯＭＡサ

ービスの通信（パケット通信モードに限ります。以下この項において同じとし

ます。）に関して、次の措置をとることがあります。

(1) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、

その契約者回線からの通信の利用を中止する措置

(2) セッション（パケット通信モードにより通信を行うことができる契約者回

線の状態をいいます。以下この条において同じとします。）の設定が長時間

継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用

を中止する措置

(3) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制

限する措置

６　当社は、第１項から第４項の規定によるほか、基本使用料の料金種別が定額

データプラン（料金表第１表第１の(1)に規定するものをいい、特定接続事業者

の契約約款等に規定するＦＯＭＡ特定接続に係る料金がこれに相当するものと

当社が認めるものを含みます。）のＦＯＭＡサービスの通信（パケット通信モー

ドに限ります。）に関して、次の措置をとることがあります。

(1) 当社が定めるソフトウェア、通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等

を制限する措置

(2) 当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置

(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、

その契約者回線からの通信の利用を中止する措置

(4) 一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契

約者回線からの通信の利用を中止する措置

(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その

契約者回線からの通信の利用を中止する措置
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(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、そ

の契約者回線からの通信の利用を中止する措置

(7) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制

限する措置

７　当社は、前６項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為又はその

他法令に違反する行為により取得されたと当社が判断し又は代金債務（端末設

備に係る分割支払金、割引金額及びその違約金等、ＦＯＭＡサービス取扱所に

おける端末設備の購入に係る債務をいいます。）の履行が為されていない又は履

行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した自営端

末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続された契

約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。

８　ＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、Ｘｉサ

ービスの一部が利用できない場合があります。

９　ＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第32条（自営端

末設備の接続）に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第50条の２

第５項第１号に定める技術基準、別表３の技術基準及び技術的条件又は事業法

施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、ＦＯＭＡサービスの全部が

利用できない場合があります。

（注１）当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報

の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。

（注２）ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）に係る通信（通話モード

によるものに限ります。）又は料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の

(13)のイ、(14)又は(22)の規定に係る通信（通話モードによるものに限りま

す。）は、通信のふくそう状況によって、その規定の適用を受けていない通

信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。

（通信の切断）

第59条の２　当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切

断することがあります。

２　当社は、前項の規定によるほか、第２種契約に係るＦＯＭＡに係る通信（通

話モードによるものに限ります。）又は料金表第１表第３（通信料）の１（適用）

の(13)のイ、(14)若しくは(22)の規定に係る通信（通話モードによるものに限

ります。）について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超

えたときは、その通信を切断することがあります。

（通信時間等の制限）

第60条　前２条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうすると

きは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること

があります。

第３節　通信時間等の測定等

（通信時間等の測定等）

第61条　通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契

約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信

者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通

信をできない状態にした時刻（第59条の２（通信の切断）の規定により当社が

通信を切断したときは、その時刻とします｡)までの経過時間とし、当社の機器

（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします｡)

により測定します。
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２　パケット通信モード及びトランシーバ通信モードに係る課金対象パケット

（第１種契約若しくは第１種ＦＯＭＡユビキタス契約又は第２種契約若しくは

第２種ＦＯＭＡユビキタス契約（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の

(7) の３に規定するデータ定額パックを選択していないものに限ります。）に係

る契約者回線との間において伝送されるデータ（制御信号のうちデータとみな

されるものを含みます。）を含むパケットをいいます。以下同じとします。）又

は課金対象データ量（データ定額パックを選択する第２種契約又は第２種ＦＯ

ＭＡユビキタス契約に係る契約者回線との間において伝送されるデータ（制御

信号のうちデータとみなされるものを含みます。）をいいます。以下同じとしま

す。）の情報量は、当社の機器により測定します。

３　パケット通信モードに係る課金対象パケット数については、前項の規定によ

り測定した情報量をｉモードフルブラウザ（ｉモード機能等を利用するための

プログラムであって当社が指定するものをいいます。以下同じとします｡)を使

用したｉモード等通信（別表２（付加機能）に規定するｉモード機能の利用に

係る通信及びＩＳＰ接続通信（ｉモード機能の利用に係る通信以外の通信であ

って当社が別に定めるプロトコルを使用して行うものをいいます。以下同じと

します｡)をいいます。以下同じとします｡)、それ以外のｉモード等通信、並び

にそれら以外の通信に、当社が定める方法により区分し、それぞれの１料金月

（１の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）

から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）におけ

る総情報量について、128バイトまでごとに１の課金対象パケットとして算出

します。

４　ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定し

ます。

５　トランシーバ通信モードに係る課金対象パケット数については、１料金月に

おける総情報量について、 128バイトまでごとに１の課金対象パケットとして

算出します。

第４節　削　除

第62条　削　除
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第10章　料金等

第１節　料金及び工事費

（料金及び工事費）

第63条　当社が提供するＦＯＭＡサービスの料金は、基本使用料、付加機能使用

料、通信料、定期契約に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサー

ビス料及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第１表（料金）に定める

ところによります。

２　当社が提供するＦＯＭＡサービスの工事費は、料金表第２表（工事費）に規

定する工事費とします。

３　第88条の２（国際アウトローミングの利用等）に規定する国際アウトローミ

ングの利用に係る料金は、国際アウトローミング利用料とし、料金表第４表（国

際アウトローミング利用料）に定めるところによります。

４　第88条の３（無線ＩＰアクセスサービスの利用等）に規定する無線ＩＰアク

セスサービスの利用に係る料金は、無線ＩＰアクセス定額料とし、料金表第５

表（無線ＩＰアクセス定額料）に定めるところによります。

５　当社が提供するＦＯＭＡ特定接続に係る料金は、特定接続事業者が定めるこ

ととし、請求方法その他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、

その特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。

第２節　料金等の支払義務

（基本使用料等の支払義務）

第64条　ＦＯＭＡ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始

した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間（提供を開始した

日と解除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料

金表第１表第１（基本使用料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定す

る料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止

があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日

である場合は、１日間とします。）について、料金表第１表第２（付加機能使用

料）に規定する料金の支払いを要します。

　ただし、料金表第１表（料金）及び別表２ (付加機能) に別段の定めがある

場合は、その定めるところによります。

２　前項の期間において、利用の一時中断等によりＦＯＭＡサービスを利用する

ことができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及びユニバー

サルサービス料（以下「基本使用料等」といいます。）の支払いは、次によりま

す。

(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支

払いを要します。

(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払い

を要します。

(3) 前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ＦＯＭＡサービス

を利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。

区　　　　　別 支払いを要しない料金

１　契約者の責めによらない理由により、

そのＦＯＭＡサービスを全く利用できな

い状態（その契約に係る電気通信設備に

そのことを当社が認知した時刻

以後の利用できなかった時間

（24時間の倍数である部分に限
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よる全ての通信に著しい支障が生じ、全

く利用できない状態と同程度の状態とな

る場合を含みます｡)が生じた場合に、そ

のことを当社が認知した時刻から起算し

て、24時間以上その状態が連続したとき。

ります｡)について、24時間ごと

に日数を計算し、その日数に対

応するそのＦＯＭＡサービスに

ついての料金

２　ＦＯＭＡの電話番号保管をしたとき。 電話番号保管をした日から起算

し、再び利用できる状態とした

日の前日までの日数に対応する

そのＦＯＭＡについての基本使

用料及び付加機能使用料（別表

２（付加機能）に規定する遠隔

管理機能に係るものを除きま

す。）

３　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、

その料金を返還します。

第65条　削　除

（通信料の支払義務）

第66条　契約者、協定事業者又は当社が提供するⅰモードパケット・フリーサー

ビス利用者は、次の通信について、第61条（通信時間の測定等）の規定により

測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第１表第３（通信料）の規定

とに基づいて算定した料金の支払いを要します。

　ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提

供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定める

ところによります。

区　　　　　別 支払いを要する者

１　２以外の通信

　契約者回線から行った通信（その契約

者回線の契約者以外の者が行った通信を

含みます。以下この表において同じとし

ます｡)

その契約者回線の契約者

２　パケット通信モードによる通信

(1) (2)又は(3)以外のもの

　ア　契約者回線から行った通信

　イ　契約者回線へ着信した通信

(2) ＩＳＰ料金支払いに係る通信

　（ＩＳＰ接続通信に係る協定事業者

との間に設置した接続点と契約者回

線との間の通信のうち、その協定事業

者が相互接続協定において通信に関

する料金を支払うことについて承諾

したものをいいます。以下同じとしま

す｡)

その契約者回線の契約者

その契約者回線の契約者

その通信に係る協定事業者



Ｆ － 53

(3) ⅰモードパケットフリー通信

（ⅰモードパケット・フリーサービス

利用規約に基づき、当社が提供するⅰ

モードパケット・フリーサービスの利

用者が、通信に関する料金を支払うこ

とについて承諾したものをいいます。

以下同じとします｡)

その通信に係るⅰモードパケッ

ト・フリーサービス利用者

２　相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、

第３節（相互接続通信に係る料金の取扱い）に定めるところによります。

３　契約者（相互接続通信の利用者、ＩＳＰ接続通信に係る協定事業者及びⅰモ

ードパケット・フリーサービス利用者を含みます。以下この条において同じと

します｡)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算

定することができなかった場合は、料金表第１表第３に定める方法により算定

した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、

契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。

（定期契約等に係る解約金の支払義務）

第67条　定期契約者及びＦＯＭＡユビキタス定期契約者は、その定期契約又はＦ

ＯＭＡユビキタス定期契約（以下「定期契約等」といいます。）を契約の満了以

外の事由により解除することを当社に通知したとき又は当社がその定期契約を

解除したときは、料金表第１表第４（定期契約に係る解約金）に規定する料金

の支払いを要します。

（手続きに関する料金の支払義務）

第68条　契約者は、ＦＯＭＡサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請

求をし、その承諾を受けたときは、料金表第１表第５（手続きに関する料金）

に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

　ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったと

きは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているとき

は、当社は、その料金を返還します。

２　前項の規定にかかわらず、ケータイお探しサービス（第91条の６（ケータイ

お探しサービス）に規定するものをいいます。）に係る手続きに関する料金の支

払義務にあっては第91条の６に定めるところによります。

（請求書等の発行に関する料金の支払義務）

第68条の２　ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契

約者、ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きま

す。）は、ＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金

表第１表第７（請求書等の発行に関する料金）に規定する料金の支払いを要し

ます。

（工事費の支払義務）

第69条　契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第

２表（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。

　ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあっ

たときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われてい

るときは、当社は、その工事費を返還します。

２　工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契

約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分につ
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いて、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負

担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第３節　相互接続通信に係る料金の取扱い

（相互接続通信に係る料金の取扱い）

第70条　契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協

定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払

いを要します。

２　前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求について

は、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについ

ては、相互接続協定に基づき別表７及び別表８に定めるところによります。

　ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提

供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契

約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

３　協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の

協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。

４　相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当

社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡するこ

とを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互

接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

５　契約者は、当社が他社相互接続通信（協定事業者の電気通信設備に係る通信

をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、

その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求す

ることを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契

約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

第４節　料金の計算等

（料金の計算等）

第71条　料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に定め

るところによります。

第５節　預託金

（預託金）

第72条　ＦＯＭＡ契約を締結しようとする者又は一般契約若しくは定期契約に係

る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、ＦＯ

ＭＡサービスの利用に先立って（名義変更の場合はその承諾に先立って）預託

金を預け入れていただくことがあります。

(1) ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けたとき。

(2) 一般契約又は定期契約に係る名義変更の承認を請求したとき。

(3) 第53条（利用停止）第１項第１号若しくは第４号の規定による利用停止を

受けた後、その利用停止が解除されるとき。

(4) 基本使用料の料金種別を変更したとき。

２　預託金の額は、１契約当たり10万円以内で当社が別に定める額とします。

３　預託金については、無利息とします。

４　当社は、ＦＯＭＡ契約の解除、一般契約又は定期契約に係る名義変更等預託

金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。

この場合において、その契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結してい

る若しくは締結していた他のＦＯＭＡ契約に基づき支払うべき額（第75条（債

権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第75条に規定するものをいい
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ます。）へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額

を含みます。）並びに当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気

通信サービスに係る契約及び個別信用購入あっせん契約（当社の個別信用購入

あっせん契約約款に規定するものをいいます。）に基づき支払うべき額（当該契

約約款の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、

その請求事業者へ支払うべき額を含みます。）があるときは、返還する預託金を

その額に充当し、残額を返還します。

第６節　割増金及び延滞利息

（割増金）

第73条　契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた

額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします｡)の２倍に相

当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税相当額を加

算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の２倍に相当する額）

を割増金として支払っていただきます。

（延滞利息）

第74条　契約者は、料金その他の債務（第75条（債権の譲渡等）の規定により、

当社が請求事業者（第75条に規定するものをいいます。）へ譲渡した債権を含み、

延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。）について支払期日

を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前

日までの日数について、年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として支

払っていただきます。

　ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、こ

の限りでありません。

２　当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているＦＯＭＡ

契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約について、契約者（Ｆ

ＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ契約者を除きます。）がその

ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約に基づき支

払うべき料金その他の債務がないときは、そのＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキ

タス契約及びＦＯＭＡ位置情報契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない

場合があります。

第７節　債権の譲渡等

（債権の譲渡等）

第75条　ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定するＦＯＭＡ

契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社がＦＯＭＡサ

ービスに係る料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは

割増金等の料金以外の債務をいいます。）に係る債権を、当社が定める第三者（以

下「請求事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただきます。この

場合において、当社及び請求事業者は、ＦＯＭＡ契約者への個別の通知又は譲

渡承認の請求を省略するものとします。

２　ＦＯＭＡ契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する

場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報（請求事業者が料金を

請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。）並び

に金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第53条（利用停止）

の規定に基づきそのＦＯＭＡサービスの利用を停止しているときはその内容等

の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に

定めるものに限ります。）を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあら
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かじめ同意するものとします。

３　ＦＯＭＡ契約者は、当社が第１項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権

に係る情報（請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるも

のに限ります。）を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同

意するものとします。

第76条　削　除
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第11章　保守

（当社の維持責任）

第76条の４　当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭

和60年郵政省令第30号）に適合するよう維持します。

（契約者の維持責任）

第77条　契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表３に規定する技

術基準及び技術的条件又は第50条の２第５項第１号に定める技術基準に適合す

るよう維持していただきます。

２　前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備（移動無線装置に限ります｡)

又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡)を、無線設備規則に適合す

るよう維持していただきます。

（契約者の切分責任）

第78条　契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続され

ている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することが

できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のない

ことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

２　前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ＦＯＭＡサ

ービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

３　当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定

した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原

因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に

要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派

遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

（修理又は復旧）

第79条　当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速

やかに修理し又は復旧するものとします。

　ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

２　前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができ

ないときは、第59条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通

信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところに

より優先的に修理し又は復旧します。

３　当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識

別番号を変更することがあります。
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第12章　損害賠償

（責任の制限）

第80条　当社は、ＦＯＭＡサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰

すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのＦＯＭＡサービスが全く

利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下

この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、

24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

２　前項の場合において、当社は、ＦＯＭＡサービスが全く利用できない状態に

あることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数

である部分に限ります｡)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対

応するそのＦＯＭＡサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし

その額に限って賠償します。

(1) 料金表第１表第１（基本使用料）、第２（付加機能使用料）及び第６（ユニ

バーサルサービス料）に規定する料金

(2) 料金表第１表第３（通信料）に規定する料金（ＦＯＭＡサービスを全く利

用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日

当たりの平均通信料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、

当社が別に定める方法により算出した額）により算出します｡)

３　前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通

則の規定に準じて取り扱います。

４　当社の故意又は重大な過失によりＦＯＭＡサービスの提供をしなかったとき

は、前３項の規定は適用しません。

（注）本条第２項第２号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、

原則として、ＦＯＭＡサービスを全く利用できない状態が生じた日より前の

把握できる期間における１日当たりの平均通信料とします。

（免責）

第81条　電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶され

ている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失することがあ

ります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な

過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

２　当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造

又は変更（以下この条において「改造等」といいます｡)を要することとなる場

合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

　ただし、端末設備等接続の技術的条件の規定の変更（取扱所交換設備の変更

に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます｡)により、現に契約者回線に

接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、

当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負

担します。
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第13章　雑則

（発信者番号通知等）

第81条の２　契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きま

す｡)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等

へ通知します。

　ただし、発信者は、ＦＯＭＡ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるも

のに限ります｡)を行う場合を除き、当社が別に定める方法により契約者識別番

号を通知しないことができます。

２　前項の規定にかかわらず、ＩＳＰ接続通信に係る相互接続点との間の通信に

ついては、当社が別に定める方法により通信を行った場合（その通信が協定事

業者からの発信に伴い行われる場合を含みます｡)に限り、その相互接続点へそ

の契約者識別番号を通知します。

３　契約者回線への通信（当社が別に定めるものに限ります｡)であって、発信者

番号（発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。

以下同じとします｡)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、

その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知し切断すること

又は接続できないようにすることができます。

４　当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しない

ことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当す

る場合に限り、その規定により責任を負います。

５　ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が定額データプランの契約者、ＦＯ

ＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者

を除きます。）は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信で

きなかった通信（通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限り

ます。）について、その通信の日時等に関する情報の通知（以下この条において

「着信通知」といいます。）を受けることができます。

６　着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。

７　着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、

当社が別に定めるところによります。

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「１

８４」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は119

番をダイヤルすることにより警察機関（海上保安機関を含みます。）又は消防機

関へ接続される通信（以下「緊急通報」といいます。）と、それ以外とで方法が

異なります。

　ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険がある

と判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。

（注２）2in1利用に係るＦＯＭＡカードを利用して緊急通報を行った場合は、端末

設備のモードにかかわらず、被共用ＦＯＭＡからの通信となります。

（注３）本条第２項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち接

続先の番号に「１８６」を付加して接続する方法とします。

（料金情報通知）

第82条　当社は、ＦＯＭＡの契約者回線から行う通信（当社が別に定めるものに

限ります｡)については、当社が別に定めるところにより料金情報を通知します。

２　料金情報通知には、利用の都度その通信（当社が別に定めるものに限ります｡)

に関する料金の概算額を発信者の契約者回線に通知するものと、あらかじめＦ

ＯＭＡ契約者（当社が別に定める者に限ります｡)から請求があった場合におい
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て、当社が請求することとなるそのＦＯＭＡに係る通信に関する料金及び有料

情報等の利用に係る料金等の概算額（当社が別に定める方法により算定した額

とし、料金月単位で累計するものとします｡)が当社が別に定める額を超えたと

きに、その契約者へその旨を通知するもの（以下「料金一定額到達通知」とい

います｡)があります。

（位置情報の送出）

第82条の２　当社は、ＩＳＰ接続通信に係る協定事業者との間に設置した接続点

と契約者回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から当社が

別に定める方法により位置情報（その契約者回線に接続されている移動無線装

置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。）の要求が

あったときは、契約者があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る

設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。

２　前項の規定によるほか、当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知し

たときは、位置情報（当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位

置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。）を、その緊

急通報に係る機関へ送出します。

　ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限り

でありません。

３　当社は、前２項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、

その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

（位置の測定に係るアシスト情報の受信）

第82条の３　ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス

契約者（トランシーバプランに限ります。）及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除き

ます。）は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報（その契

約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報で

あって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。）

の受信をすることができます。

２　当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。

３　当社は、位置の測定に係るアシスト情報の受信に関する損害については、第

80条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負う

ものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。

（データ量到達通知）

第82条の４　当社は、データ定額パックを選択する第２種契約者又は第２種ＦＯ

ＭＡユビキタス契約者から請求があったときは、その第２種契約又は第２種Ｆ

ＯＭＡユビキタス契約に係る契約者回線との間の通信（当社が別に定めるもの

に限ります。）に関する課金対象データの情報量又は累計共有データ量（料金表

第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定するものをいいます。）の

概算量（当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計する

ものとします。）が当社が別に定める量を超えたときに、その契約者へその旨を

通知（以下「データ量到達通知」といいます。）します。

２　前項に規定する通知は、当社が定める方法により行います。

（承諾の限界）

第83条　当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾

することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき

又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の

業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この
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場合は、その理由をその請求をした者に通知します。

　ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。

（端末設備等の持込み）

第84条　ＦＯＭＡ契約者は、次の場合には、自営端末設備(移動無線装置に限りま

す｡)若しくは自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡)又はＦＯＭＡカー

ドを当社が指定した期日（別に定める営業時間内に限ります｡)に当社が指定す

るＦＯＭＡサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。

(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。

(2) 第50条の２（自営端末設備の接続）から第50条の５（自営端末設備の電波

法に基づく検査）の規定に基づく自営端末設備の検査又は第50条の６（自営

電気通信設備の接続）から第50条の９（自営電気通信設備の電波法に基づく

検査）の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。

(3) その他当社が必要と認めるとき。

（利用に係る契約者の義務）

第85条　契約者は、次のことを守っていただきます。

(1) 自営端末設備（移動無線装置に限ります｡)又は自営電気通信設備（移動無

線装置に限ります｡)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は

その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。

　ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自

営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があ

るときは、この限りでありません。

(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を

与える行為を行わないこと。

(3) ＦＯＭＡカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、

変更し、又は消去しないこと。

(4) 当社が貸与するＦＯＭＡカードを善良な管理者の注意をもって保管するこ

と。

(5) 故意に多数の不完了呼（通信の相手先の応答前に発信を取りやめることを

いいます｡)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為

を行わないこと。

(6) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生

じさせるおそれがある行為を行わないこと。

(7) ＦＯＭＡサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、そ

れにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある

行為を行わないこと。

(8) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回

線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しない

こと。

(9) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ない

こと。

(10) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の

通信等を一定期間継続するものでないこと。

(11) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。

(12) 当社が別に定める基準に適合しない移動無線装置により、エミュレーショ

ン機能（移動無線装置に接続した端末設備等により、その移動無線装置を操
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作できる機能をいいます｡)を利用してパケット通信モードによる通信（当社

が別に定めるものに限ります｡)を行わないこと。

(13) 電子メール（別表２（付加機能）に定めるものをいい、ｉモード電子メー

ル及びspモード電子メールを含みます。以下この条において同じとします。）

の送信は当社が別に定める方法により行うこと。

(14) ＦＯＭＡユビキタスの契約者回線に接続される移動無線装置を、その移動

無線装置が組み込まれる機器の制御又は監視等以外の目的で利用しないこと。

(15) 位置情報（その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情

報であって、端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）に規定する位置登

録制御に係るものを除きます｡ 以下この条において同じとします。）を取得

することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させる

ときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な

措置を講じること。

(16) 第88条の４（利用者登録）に規定する利用者登録が行われているときは、

その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措

置を講じること。

２　当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、

前項第13号の規定に違反したものとして取り扱います。

(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する

意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為

(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行

為

(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図

に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メ

ールを利用して送信する行為

(4) 電子メールの受信者が、架空請求等の犯罪にあたるもの、犯罪行為を誘発

する恐れがあるもの又は電子メールの利用を著しく妨げるものと認める電

子メールを送信する行為

(5) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成

14年法律第26号）又は特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）の規

定に違反して電子メールを送信する行為

３　当社は、契約者が当社と契約を締結している他のＦＯＭＡ又は契約者が当社

と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定に相

当する行為があったと当社が認めたときは、第１項第８号の規定に違反したも

のとして取り扱います。

４　第１項第８号及び前２項の規定は、ショートメッセージ通信モードにより行

う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信について準用します。

５　契約者は、第１項の規定に違反して当社が貸与しているＦＯＭＡカードを亡

失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に

必要な費用を支払っていただきます。

６　当社は、第88条の４に規定する登録利用者その他の契約者以外の者によるＦ

ＯＭＡサービスの利用において前４項の規定に反する事由が生じた場合、その

ＦＯＭＡサービスの契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱いま

す。

（注１）本条第１項第７号に定める当社が別に定めるものは、料金表第１表第３

（通信料）の(7)の２に規定するパケット定額の適用対象となる通信（ＦＯ
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ＭＡサービスの契約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法によ

り行ったパケット通信モードによる通信をいい、当社が別に定めるものを除

きます。）及び別表２（付加機能）に規定するｉモード機能の利用に係る通

信とします。

（注２）本条第１項第８号に定める当社が別に定める方法は、本条第２項の規定

によるほか、「ｉモードご利用規則」、「spモードご利用規則」又は「moperaU

ご利用規則」等に定めるところによります。

（注３）当社は、契約者が第１項第10号又は第11号の規定に違反したことにより、

端末設備の所持者又は登録利用者が受けた損害について、一切の責任を負い

ません。

（約款の掲示）

第85条の２　当社は、この約款（変更があった場合は変更後の約款）を当社のイ

ンターネットホームページ又は当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所におい

て掲示することとします。

（技術資料の閲覧）

第86条　当社は、当社が指定する当社の事業所において、ＦＯＭＡを利用するう

えで参考となる別表５の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等）

第87条　ＦＯＭＡ契約（ＦＯＭＡ位置情報契約及びＦＯＭＡ特定接続契約を除

きます。以下この条において同じとします。）の申込みの承諾を受けた者は、

当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を

締結したこととなります。

　ただし、次の場合は、この限りでありません。

(1) ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けた者から当社に対してその国際電話契

約を締結しない旨の意思表示があったとき。

(2) その申込みに係るＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスの基本使用料の料金種

別が当社が別に定めるものであるとき。

(3) 国際電話契約を締結しているＸｉサービスの契約者がそのＸｉサービスの

契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、国際電話

サービスを継続して利用するとき。

(4) 定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結する場合又は一般契約の解

除と同時に新たに定期契約を締結する場合であって、当社が別に定めるとき。

(5) １年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結する場合又は２年

定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結する場合であって、当社

が別に定めるとき。

(6) ２年定期契約者が総合利用プラン若しくは限定利用プランからデータ専用

プランへ料金種別変更を行った場合又はデータ専用プランから総合利用プ

ラン若しくは限定利用プランへ料金種別変更を行った場合であって、当社が

別に定めるとき。

２　前項の規定によるほか、当社が別に定める付加機能の提供に係る請求をした

者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契

約を締結したこととなります。

３　前２項の規定により国際電話契約を締結したＦＯＭＡ契約者は、当社が提供

する国際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス契約

約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。

（注）本条第１項第２号に規定する当社が別に定めるものは、ＦＯＭＡにおいて
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は、料金表第１表第１（基本使用料）に規定するタイプリミット、ＦＯＭＡ

ユビキタスにおいては、料金表第１表第１（基本使用料）に規定するお便り

フォトプランフラットとします。

第88条　削　除

（国際アウトローミングの利用等）

第88条の２　ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続

契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、別表２（付加機能）

に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミ

ング（別表９に定める外国の電気通信事業者が、ＦＯＭＡカードを装着した移

動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいい

ます。以下同じとします。）を利用することができます。

２　ＦＯＭＡ契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき

は、料金表第４表（国際アウトローミング利用料）に規定する国際アウトロー

ミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング

利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミ

ングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。

３　外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であって

も、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができな

い場合があります。

４　第１項の規定にかかわらず、利用停止等によりＦＯＭＡサービスを利用でき

ないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国

際アウトローミングを利用することができない場合があります。

５　前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法

令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあり

ます。

６　当社は、ＦＯＭＡ契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料

金の１の料金月における累計額（当社がその料金月において確認できた国際ア

ウトローミングの利用に係る額（国際電話サービス契約約款に規定する国際ロ

ーミング機能の利用に係るものを含みます。）とし、既に当社に支払われた額を

除きます。以下この条において「月間利用額」といいます。）について、限度額

（以下この条において「利用停止目安額」といいます。）を設定します。

７　当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えた

ことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトロー

ミングの利用を停止します。

　ただし、料金の支払いにより月間利用額が利用停止目安額を下回ることとな

ったときは、この限りでありません。

８　当社は、前２項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミ

ングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときは、

ＦＯＭＡ契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利

用を停止する場合があります。

９　ＦＯＭＡ契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利

用料の支払いを要します。

10　当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、その請求を行った後に、

国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信（当社

が別に定める通信を除きます。以下この条において同じとします。）に関する料

金の月間利用額（当社が別に定める方法により算定した額とします。）が5,000
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円を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間（ＦＯ

ＭＡ契約者から再利用の請求があったときは、当社がそのことを確認するまで

の間)、国際アウトローミングを利用して行うパケット通信モードによる通信の

利用を停止します。

11　当社は、前項の規定により国際アウトローミングを利用して行うパケット通

信モードによる通信の利用を停止した場合において、ＦＯＭＡ契約者から再利

用の請求があったときは、前項に規定する通信の利用の停止を解除します。こ

の場合において、当社は、その解除を行った後に、国際アウトローミングを利

用して行ったパケット通信モードによる通信について、前項の規定を適用しま

す。

12　ＦＯＭＡ契約者は、第10項及び前項の規定において 5,000円を超えた部分の

国際アウトローミング利用料の支払いを要します。

13　当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害

については、第80条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定（損

害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます｡)により責任を

負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。

14　国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。

（注１）本条第10項に規定する当社が別に定める通信は、料金表４表の１（適用）

の(5)及び(7)に規定する対象通信とします。

（注２）本条第14項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ

トホームページに定めるところによります。

（注３）ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスに係る国際ア

ウトローミングをＦＯＭＡ契約者以外の者が利用した場合であっても、その

利用に係る料金の支払いを要します。

（無線ＩＰアクセスサービスの利用等）

第88条の３　ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続

契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、別表２（付加機能）

に規定するmoperaU機能（ライトプランに係るものを除きます。以下この条にお

いて同じとします。）、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能の

提供を受けているときは、無線ＩＰアクセスサービス（当社の無線ＩＰ通信網

を使用して提供する電気通信サービスであって、moperaU機能、ビジネスmopera

インターネット機能又はspモード機能を利用するためのものをいいます。以下

同じとします。）を利用することができます。

２　ＦＯＭＡ契約者は、前項の規定により、無線ＩＰアクセスサービスを利用す

るときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

３　ＦＯＭＡ契約者は、前２項の規定により当社が無線ＩＰアクセスサービスの

提供を開始した日から起算して無線ＩＰアクセスサービスの廃止があった日の

前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、

１日間とします｡)について、料金表第５表（無線ＩＰアクセス定額料）に規定

する料金の支払いを要します。

４　無線ＩＰアクセスサービスの利用に係る通信は、その電気通信回線に接続さ

れている移動無線装置が、その営業区域（無線ＩＰ通信網サービスの営業区域

と同一とします｡)内に在圏する場合に限り、行うことができます。

　ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、通信

を行うことができない場合があります。
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５　利用停止等によりＦＯＭＡサービスを利用できないとき、又は電気通信設備

の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、無線ＩＰアクセスサービスを利

用することができません。

６　無線ＩＰアクセスサービスを利用することができなかった場合の無線ＩＰア

クセス定額料の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の場合に準じるもの

とします。

７　通信の条件、通信利用の制限、利用中止、自営端末設備若しくは自営電気通

信設備への接続及び利用に係る契約者の義務については、無線ＩＰ通信網サー

ビス契約約款の規定に準じるものとします。

８　前７項の規定によるほか、無線ＩＰアクセスサービスの提供を受けているＦ

ＯＭＡ契約者は、無線ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するローミング

（moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能又はspモード機能の利用に

係る通信に限ります。）を利用することができます。この場合の料金その他の提

供条件は、一部の制限を除き無線ＩＰ通信網サービス契約約款の規定に準じる

ものとします。

　ただし、moperaU機能又はspモード機能に係るアクセス制限機能を利用してい

る契約者は、ローミング（moperaU機能又はspモード機能の利用に係る通信に限

ります。）を利用することができない場合があります。

９　電話番号保管があったときは、無線ＩＰアクセスサービスの提供を廃止しま

す。

10　ＦＯＭＡ契約に係る名義変更（新たにその契約者になろうとする者と名義変

更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名

義変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名義変更を除きます。）があったとき

は、無線ＩＰアクセスサービスの提供を廃止します。

（利用者登録）

第88条の４　ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条

において同じとします。）は、当社が定める方法により、その契約に係るＦＯＭ

Ａサービスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行う

ことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以

下「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とし

ます。

２　ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ契約者以外の者を登録利用者として利用者

登録を行うときは、当社が登録利用者の氏名及び生年月日を確認するための書

類を提示していただきます。

３　第１項の規定にかかわらず、そのＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス及びＦＯＭ

Ａ位置情報の契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含

みます。）であるときは、利用者登録を行うことができません。

４　ＦＯＭＡ契約者は、当社がＦＯＭＡサービス等に係る案内等を、当社が定め

る方法により、そのＦＯＭＡ契約に係る契約者回線へ送信する場合において、

利用者登録の有無にかかわらず、ＦＯＭＡ契約に係る情報をその契約者回線へ

当社が通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。

５　前項の規定によるほか、ＦＯＭＡ契約者は、法人（当社が別に定める法人と

します。以下この条において同じとします。）からの請求に基づき、第１項の規

定により登録された登録利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が通知

することにあらかじめ同意するものとします。

６　ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ契約者以外の者を登録利用者として利用者



Ｆ － 67

登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を

得ていただきます。

(1) ＦＯＭＡ契約者からの申出により利用者登録又は登録利用者の変更若しく

は登録の削除が行われること。

(2) そのＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス及びＦＯＭＡ位置情報に係る利用の一

時中断、名義変更、契約の解除、基本使用料の料金種別の選択、付加機能の

請求若しくは廃止その他のＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約又はＦＯ

ＭＡ位置情報契約に係る請求は、ＦＯＭＡ契約者の申出により行うこと。

(3) ＦＯＭＡ契約者が、そのＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務を支

払わないとき（第75条（債権の譲渡等）の規定により、当社がＦＯＭＡサー

ビスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、

その請求事業者への支払いがないときを含みます。）は、第53条（利用停止）

の規定に基づきＦＯＭＡサービスの利用を停止されることがあること、又は

第19条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第23条の２（その他の提供条件）、

第23条の10（当社が行う第２種一般契約の解除）、第24条（その他の提供条件）、

第24条の７（その他の提供条件）、第24条の14（その他の提供条件）、第24条

の21（その他の提供条件）、第24条の26（その他の提供条件）若しくは第24

条の31（その他の提供条件）の規定に基づきＦＯＭＡサービスに係る契約を

解除されることがあること。

(4) 登録利用者が行う通信についても、当社が第81条の２（発信者番号通知）

及び第82条の２（位置情報の送出）に規定する取扱いを行うこと。

(5) 登録利用者の変更を行った場合において、ＦＯＭＡサービスの利用に係る

請求書等又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るも

のと変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書等又は料金明

細内訳書の発行が行われることがあること。

(6) 法人からの請求に基づき、第１項の規定により登録された登録利用者の氏

名及び生年月日に基づく情報を当社が通知すること。

７　ＦＯＭＡ契約者は、登録利用者の変更があった場合は、そのことを速やかに

所属ＦＯＭＡサービス取扱所に申し出ていただきます。

８　当社は、ＦＯＭＡ契約者から登録利用者の変更の申出があったときは、その

申出を利用者登録の申出とみなして、前６項の規定を適用します。

９　当社は、ＦＯＭＡ契約者から登録利用者の登録を削除する申出があった場合

のほか、次のいずれかに該当する場合には、登録利用者の登録を削除します。

(1) 電話番号保管があったとき。

(2) 名義変更があったとき。

10　第４項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)

の３に規定する共有回線群を構成するＦＯＭＡに係る契約者は、料金表第１表

第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定する共有代表回線からの請求に基

づき、契約者に係る課金対象データの情報を当社が共有代表回線に係る契約者

へ通知することにあらかじめ同意するものとします。

（注）本条第６項に規定する当社が別に定める法人は、当社のインターネットホ

ームページに定めるところによります。

第88条の５　削　除

（プライバシーポリシー）

第88条の６　当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針（以下「プ

ライバシーポリシー」といいます｡)を定め、その定めるところにより個人情報
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を取り扱います。

（電気通信事業者への情報の通知）

第89条　契約者は、第18条（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除）、第

19条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第23条の２（その他の提供条件）、

第23条の９（第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除）、第23条の10（当

社が行う第２種一般契約の解除）又は第24条（その他の提供条件）の規定に基

づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合（第75条（債

権の譲渡等）の規定により、当社がＦＯＭＡサービスの料金その他の債務に係

る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがな

いときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電

話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を

提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求に基づき、氏名、

住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（契約者を特定するた

めに必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに

限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

２　前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以

外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者及びＰＨＳ事業者とし

ます。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情

報（契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限

ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

(1) 第19条、第23条の２、第23条の10又は第24条の規定により当社がそのＦＯ

ＭＡ契約を解除したとき（第85条（利用に係る契約者の義務）第２項又は第

３項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。）

(2) 第53条 (利用停止) 第１項の規定によりＦＯＭＡの利用を停止されたとき

（第85条第２項若しくは第３項又は第91条の２（契約者確認）の規定に違反

したと当社が認めた場合に限ります）。

３　前２項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ

に係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識

別番号及び生年月日等の情報（その携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係

る手続きのために必要なものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ

同意するものとします。

４　前３項の規定によるほか、契約者は、電子メール（第85条（利用に係る契約

者の義務）第１項第13号に定めるものをいい、以下この項において同じとしま

す。）又はショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信を行った

場合であって、その電子メール又は文字メッセージの接続先の電気通信回線を

設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る利用者からの申出に基づ

き、その電子メール又は文字メッセージの送信を、その電気通信事業者が規定

する禁止行為（第85条（利用に係る契約者の義務）第１項第13号及び第２項に

相当するものをいいます｡)に該当する行為と判断したときは、その電気通信事

業者が当社及び当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者

とします｡)へ、文字メッセージの送受信を行った契約者回線に係る契約者識別

番号又はその電子メールの送受信を行った電子メールアドレス、電子メール又

は文字メッセージの受信時刻（受信に係る電気通信事業者の電気通信設備にお

いてその電子メール又は文字メッセージを蓄積した時刻をいいます｡)及び文字

メッセージの内容等の情報（契約者を特定するために必要なものであって、当

社が別に定めるものに限ります｡)を通知することにあらかじめ同意するものと
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します。

（注）本条第１項、第２項及び第４項に規定する当社が別に定める電気通信事業

者は、第88条の６（プライバシーポリシー）に規定するプライバシーポリシ

ーに定める電気通信事業者をいいます。

（国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知）

第90条　当社は、別表７に規定する国際電気通信事業者等（当社が別に定める協

定事業者に限ります。以下この条において同じとします｡)から請求があったと

きは、契約者（その国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約（当

社が別に定めるものに限ります｡)を締結している者又はその申込みをした者に

限ります｡)の氏名、住所及び契約者識別番号等を通知することがあります。

２　当社は、前項に規定する国際電気通信事業者等が定める契約の一覧を、当社

が指定するＦＯＭＡサービス取扱所において閲覧に供します。

第91条　削　除

（契約者確認）

第91条の２　当社は、携帯電話不正利用防止法第８条の規定により、又は警察機

関からの要請により、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契

約者確認をいいます。以下この条において同じとします。）の求めを受けたとき

は、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。

２　当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのシ

ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定

により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書

等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。

３　契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者

確認に応じていただきます。

(番号えらべるサービスの利用)

第91条の３　ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条

において同じとします。）は、番号えらべるサービス（当社が定める所属ＦＯＭ

Ａサービス取扱所において、ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けた際に、当社

が付与する契約者識別番号の一部に関する希望を、当社が定める数以内で申し

出ることができるサービスをいいます。以下同じとします。）を利用することが

できます。

２　ＦＯＭＡ契約者は、当社が、番号えらべるサービスに係る申出に応じて契約

者識別番号を付与したときは、料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規

定する料金の支払いを要します。

３　前２項の規定は、ＦＯＭＡの契約者識別番号の変更の請求をする場合におい

て準用します。

（注１）本サービスは、当社がＦＯＭＡ契約者の希望に応じて契約者識別番号を

付与することを約束するものではありません。

（注２）当社が付与する契約者識別番号以外の番号については、番号えらべるサ

ービスを利用することができません。

（ｉモード等を利用した請求方法等）

第91条の４　ＦＯＭＡ契約者は、当社が定める方法により暗証番号を利用して第

97条の２（dカードmini）に規定する請求等を行うことができます。

２　前項の規定によるほか、ＦＯＭＡ契約者は、当社が定める商品又は権利の購

入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定める方法によ

り暗証番号等を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行う
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ことができます。

３　当社は、前２項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者か

らの請求とみなします。

４　ＦＯＭＡ契約者は、第２項の規定により開示された情報を、当社が定める方

法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除すること

ができます。

５　当社は、ＦＯＭＡ契約に係る名義変更（当社が別に定める場合を除きます。）

があったときは、保存されている情報を消去します。この場合において、消去

された情報の復元はできません。

（おまかせロック等）

第91条の５　契約者 (共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、

ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条

において同じとします。）は、おまかせロック（契約者からの請求により、端末

設備（当社が定めるものに限ります。以下この条において同じとします。）の一

部の機能を停止するための信号及びＦＯＭＡカード（当社が定めるものに限り

ます。以下この条において同じとします。）の一部の機能を停止するための信号

を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じと

します。）を利用することができます。

２　前項の規定によるほか、契約者は、当社のケータイ補償お届けサービスご利

用規約に基づきケータイ補償お届けサービスの提供を受けているＦＯＭＡにお

いて、端末ロック（契約者からの請求により、当社が定める端末設備の一部の

機能を停止するための信号及びＦＯＭＡカードの一部の機能を停止するための

信号を、その端末設備が接続されている契約者回線に送出するサービスをいい

ます。以下同じとします。）を利用することができます。

３　契約者は、端末ロックの利用に先立って、端末ロックの対象となる１の端末

設備（契約者が購入したことを当社が定める方法により確認した端末設備であ

って、当社が定める機能を有するものに限ります。）をあらかじめ指定して当社

に申し出ていただきます。

４　契約者は、前項の規定により指定した端末設備の利用に係る権利を、契約者

以外の者へ譲渡したときは、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。

５　当社は、前項の規定に違反して、譲渡があったにもかかわらず契約者から当

社にその申出がなかったときは、契約者の端末ロック利用に起因する損害につ

いて、一切の責任を負いません。

６　前５項の規定によるほか、ＦＯＭＡ契約者は、遠隔初期化（契約者からの請

求により、当社が定める端末設備等に記録されたデータを消去するための信号

を、その契約者に係る契約者回線に送出するサービスをいいます。以下同じと

します。）を利用することができます。

７　当社は、おまかせロック、端末ロック及び遠隔初期化に関する損害について

は、第80条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任

を負うものとし、端末設備又はＦＯＭＡカードに係る情報の変化若しくは消失、

動作不良又は第三者との紛議により生じた損害その他の損害については、一切

の責任を負いません。

８　おまかせロック、端末ロック及び遠隔初期化の利用方法その他の提供条件に

ついては、当社が別に定めるところによります。

（注１）電波が届かない場所に在圏する場合又は電波状況が著しく悪化した場合

等においては、おまかせロック、端末ロック又は遠隔初期化を利用すること
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ができない場合があります。

（注２）契約者は、端末設備の利用に係る権利を譲り受けたときは、その端末設

備が端末ロックの対象かどうか確認していただきます。この場合において、

当社は、契約者が確認を怠ったことにより、端末ロックに係る信号が端末設

備において受信された場合は、一切の責任を負いません。

（注３）契約者は、おまかせロック、端末ロック又は遠隔初期化の利用に係る紛

議が生じた場合は、当事者間において問題を解決していただきます。

（注４）本条第１項及び第９項に規定する当社が別に定めるところは、当社のイ

ンターネットホームページに定めるところによります。

（ケータイお探しサービス）

第91条の６　ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者を除きます。）は、別表

２（付加機能）に規定するｉモード機能又はspモード機能の提供を受けている

ときは、ケータイお探しサービス（契約者からの申出により、その契約者に係

る契約者回線に接続された端末設備（当社が別に定めるものに限ります。）の所

在に係る緯度及び経度等の情報（以下この条において「位置情報」といいます。）

を、当社が通知するサービスをいいます。以下同じとします。）を利用すること

ができます。

２　前項の規定にかかわらず、電波状況その他の理由により、当社が位置情報を

取得できないときは、ケータイお探しサービスを利用することができません。

３　当社は、契約者の申出に基づく位置情報の取得に先立ち、位置情報を取得す

る旨をｉモード電子メール（別表２に規定するものをいいます。）又は当社が定

める方法により制御信号を利用してその契約者回線へ通知します。

　ただし、電波状況その他の理由により、通知ができない場合があります。

４　契約者は、当社が別に定める回数を超えて当社が位置情報の通知を行ったと

きは、料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規定する料金の支払いを要

します。

５　当社は、ケータイお探しサービスの提供に関して通知する位置情報の精度及

び内容について保証しません。

６　当社は、このサービスにより契約者に通知した位置情報に起因する損害につ

いては、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

７　ケータイお探しサービスの利用方法その他の提供条件については、当社が別

に定めるところによります。

（注）本条第１項、第３項、第４項及び第７項に規定する当社が別に定めるとこ

ろは、当社のインターネットホームページ又は「ケータイお探しサービスご

利用規約」に定るところによります。

（合意管轄）

第92条　契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当

社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（準拠法）

第93条　この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠する

ものとします。
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第14章　その他のサービス

（相互接続番号案内）

第94条　契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯ

ＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、当社が別に定める協定事業者（以下「番

号案内事業者」といいます。）が提供する電話番号等（ＦＯＭＡ及びワイドスタ

ー通信サービスの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番

号等をいいます。以下同じとします。）の案内（以下「相互接続番号案内」とい

います。）を利用することができます。

（注）本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電

信電話株式会社とします。

（番号案内料等の支払義務等）

第95条　相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互

接続番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、相互接続番号案内を利

用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表第３表（番

号案内料等）に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信

料（以下「番号案内接続通信料」といいます｡)の支払いを要します。

区　　　　　　別 支払いを要する者

契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合

（その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合

を含みます｡)

その契約者回線の契約

者

２　前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間の

うち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、

支払いを要しません。

３　番号案内料及び番号案内接続通信料（以下「番号案内料等」といいます｡)に

関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合

において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。

（時報サービス）

第96条　契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契約者及びＦＯ

ＭＡ特定接続契約者を除きます。）は、次の規定により時報サービスを利用する

ことができます。

区　　別 内　　　　　容 電話番号

時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知す

るサービス

117

２　前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。

３　時報サービスは、1 の通信について、時報を聞くことができる状態にした時

刻から起算し、６分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。

４　ＦＯＭＡサービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金

については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービス

の契約者回線への通信とみなして適用します｡

（注）本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西
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日本電信電話株式会社とします。

（情報提供サービス）

第97条　当社は、次表に定める情報提供サービスを提供します。

種　　　　類 内　　　　　　　　容

画像情報提供サービ

ス

別表２に規定する画像情報蓄積機能を利用して、あら

かじめ作成された画像情報（別表２に規定するものを

いいます。以下この条において同じとします。）の提供

を受けることができるもの

地図情報等提供サー

ビス

緯度及び経度等の位置に関する情報により検索された

地図情報等（当社が定めるものに限ります。）の提供を

受けることができるもの

ｉチャネル 当社が定める機能を有する端末設備を利用して情報を

受信するもの

ｉBodymo 当社が定める機能を有する端末設備及び蓄積装置（当

社が設置した電気通信設備であって、ＦＯＭＡ契約者

（共用ＦＯＭＡに係る契約者を除きます。以下この条

において同じとします。）又は情報提供者（第100条（回

収代行等の承諾等）に規定するものをいい、当社が定

める基準に適合するものに限ります。以下この条にお

いて同じとします。）により登録されたデータ（以下こ

の条において「蓄積データ」といいます。）を蓄積する

ものをいいます。）を利用して情報を受信するもの

２　画像情報提供サービスは、画像情報蓄積機能の提供を受けているＦＯＭＡユ

ビキタスに限り提供します。

３　地図情報等提供サービスは、ｉモード機能、moperaU 機能若しくはspモード

機能の提供を受けているＦＯＭＡに限り提供します。

４　ＦＯＭＡユビキタス契約者は、画像情報提供サービスを利用するときは、あ

らかじめ当社に申し出ていただきます。

５　画像情報提供サービスで提供される画像情報の提供回数及び時間等の提供条

件については、当社が定めるところによります。

６　画像情報提供サービスに係るその他の提供条件については、当社が別に定め

るところによります。

７　ｉチャネル及びｉBodymo（以下この条において「ｉチャネル等」といいます。）

は、ｉモード機能又はspモード機能の提供を受けているＦＯＭＡに限り提供し

ます。

８　ＦＯＭＡ契約者は、ｉチャネル又はｉBodymoを利用するときは、あらかじめ

当社に申し出ていただきます。

９　ＦＯＭＡ契約者は、当社がｉチャネル又はｉBodymoの提供を開始した日から

起算して廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった

日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表第７表第３（情
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報料）に規定する料金の支払いを要します。

10　電話番号保管又はｉモード機能及びspモード機能の廃止があったときは、ｉ

チャネル等の提供を廃止します。

11  当社は、蓄積データに基づきＦＯＭＡ契約者に提供する情報を作成します。

この場合においてＦＯＭＡ契約者は、蓄積データを当社が利用することについ

て、あらかじめ同意するものとします。

12　当社は、蓄積データが当社の定める蓄積期間を超えた場合は、その情報を削

除します。

13　前項の規定によるほか、ｉBodymoの利用の中止等があったときは、蓄積デー

タが消去されることがあります。この場合、消去された蓄積データの復元はで

きません。

14  ＦＯＭＡ契約者は、ＦＯＭＡ契約者に有料情報サービス（第100条に規定する

ものをいいます。）を提供する情報提供者からの請求に基づき、蓄積データを当

社が送出することにあらかじめ同意するものとします。

15　ｉチャネル等の料金に関するその他の取扱いについては、基本使用料等の取

扱いに準じるものとします。

16  ｉチャネル等で提供される情報の提供回数及び時間等の提供条件については、

当社が別に定めるところによります。

17　情報提供サービスで提供される情報は、当社以外の者により作成されます。

18　当社は、前各項に規定する情報提供サービス以外に当社又は当社以外の者に

より作成された情報の提供を行うことがあります。

19　当社は、情報提供サービスで提供される情報（前項の規定により提供する情

報を含みます。）の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責

任を負いません。

20　当社が行う情報提供サービスに関する損害の賠償は、第80条（責任の制限）

の規定に準じて取り扱います。

（注１）本条第５項及び第６項に定める当社が別に定めるところは、「お便りフォ

トサービスご利用規約」又は「お便りフォトサービスご注意事項」に定める

ところによります。

（注２）本条第16項に定める当社が別に定めるところは、「ｉモードご利用規則」

又は「spモードご利用規則」等に定めるところによります。

（dカードmini）

第97条の２　当社は、ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者を除きます。

以下この条において同じとします。）からあらかじめ請求があったときは、dカ

ードmini（当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を

行う際に、その商品等を販売又は提供する者（以下この条において「加盟店」

といいます。）との間の代金の決済を行うことができるサービスをいいます。以

下同じとします。）を提供します。

２　当社は、前項に規定する請求があったときは、次のいずれかに該当する場合

を除いて、これを承諾します。

(1) ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払方法及び支払状況が、当社が定める基

準に適合しないとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者がdカードminiの利用に係る代金の支払いを現に怠り、

又は怠るおそれがあるとき。

(3) そのＦＯＭＡの契約者が満13歳に満たない者（その請求のあった日以後の

初の４月１日までの間に満13歳に達する者を除きます。）であるとき。
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(4) 別表２（付加機能）に規定するｉモード機能又はspモード機能の提供を受

けていないとき。

(5) そのＦＯＭＡの契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるも

のを含みます。）であるとき。

(6) dカードminiに係るＦＯＭＡの数が、当社が定める数以上となるとき。

(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

３　未成年者であるＦＯＭＡ契約者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得

て、dカードminiの利用に係る請求をしていただきます。

４　ＦＯＭＡ契約者がdカードminiを利用するときは、当社が定める方法によりカ

ード情報（dカードminiを利用するために端末設備に登録するＦＯＭＡ契約者を

識別するための情報をいいます。以下同じとします。）を、加盟店へ提示してい

ただきます。

５　当社は、ＦＯＭＡ契約者から、そのdカードminiを利用した履歴について閲覧

の請求があった場合は、当社が別に定める期間に限りｉモード機能又はspモー

ド機能等を利用して閲覧に供します。

６　ＦＯＭＡ契約者は、当社がdカードminiに係る債権の特定と内容確認のために、

加盟店等から、ＦＯＭＡ契約者が購入した商品等の内容に関する情報が当社に

開示されることを承諾していただきます。

７　dカードminiの利用は、そのカード情報により識別されるＦＯＭＡ契約者本人

に限るものとし、その契約者以外の者に利用させることはできません。

８　当社は、dカードminiの利用に係る代金の１の暦月における累計額（１のカー

ド情報ごとの額とします｡)について限度額（以下この条において「利用可能額」

といいます。）を設定します。

９　当社は、前項に定める利用可能額を変更する場合があります。

10　当社は、ＦＯＭＡ契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当すると

きは、カード情報を無効とする手続きを行う場合があります。

(1) 端末設備にカード情報を登録した日の属する暦月の初日から起算して当社

が別に定める期間が経過したとき。

(2) dカードminiに係るＦＯＭＡの利用の一時中断又は停止があったとき。

(3) dカードminiの利用に係る代金について支払期日を経過してもなお支払わ

ないとき。

(4) dカードminiの利用状況が著しく不適当又は不審であると当社が判断した

とき。

(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

11  前項の場合において、ＦＯＭＡ契約者がdカードminiを再利用するときは、当

社が別に定めるところにより、新たなカード情報を端末設備に登録していただ

きます。

　ただし、前項第２号から第５号のいずれかに該当する場合であって、なおそ

の事実を解消しないときは、新たなカード情報を端末設備に登録することがで

きません。

12  ＦＯＭＡ契約者は、dカードminiの利用に係る代金について、当社が加盟店等

へ立替払いをすることを承認していただきます。この場合において、当社は、

原則としてその立替額をＦＯＭＡの料金に合算して請求することとし、そのＦ

ＯＭＡ契約者への個別の通知を行わないものとします。

13　ＦＯＭＡ契約者は、利用可能額を超えて利用があった場合、カード情報を無

効とする手続きが完了する前に利用があった場合、又はそのＦＯＭＡ契約者以
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外の者の利用があった場合であっても、そのdカードminiの利用に係る代金の支

払いを要します。

14　当社は、前２項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約者から、カード情報を登

録した端末設備の盗難又は紛失等が発生したことを当社が定める方法により届

出があった場合は、その盗難又は紛失等により生じたそのＦＯＭＡ契約者以外

のdカードminiの利用による損害（その届出を当社が受領した日の61日以前に発

生した損害を除きます。）を補てんします。

　ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。

(1) ＦＯＭＡ契約者（代理人等その契約者と同視すべき者を含みます｡)の故意

又は重大な過失若しくは法令違反に起因するものであるとき。

(2) ＦＯＭＡ契約者の家族、親族又は同居人等の契約者以外の関係者によって

利用されたとき。

(3) 盗難又は紛失等の届出が虚偽であるとき。

(4) ＦＯＭＡ契約者がその盗難又は紛失等が発生したことを知った日から30日

を超えて届出が行われたとき。

(5) 盗難又は紛失等が、戦争若しくは地震等による著しい秩序の混乱に起因す

るものであるとき。

(6) dカードminiの提供の廃止後に発生した損害であるとき。

(7) 当社が別に定めるカード情報の削除義務その他の義務に違反したと当社が

認めたとき。

15　当社は、第12項の規定により当社が加盟店等へ立替払いした額のその他の取

り扱いについては、第71条（料金の計算等）及び第74条（延滞利息）の規定に

準じて取り扱います。

16  当社は、ＦＯＭＡ契約者がdカードminiを利用して購入した商品等の所有権に

ついて、その商品等に係る代金の全額が支払われたことを確認するまで留保し

ます。

17　当社は、ＦＯＭＡ契約者からの申出によるほか、次に該当する場合には、d

カードminiの提供を廃止することがあります。この場合において、当社は、d

カードminiに係るカード情報を無効とする手続きを行います。

(1) 第２項各号のいずれか又は第10項第３号から第５号のいずれかに該当する

ことが判明したとき又は該当することとなったとき。

(2) 一般契約又は定期契約に係る相続に伴う名義変更があったとき。

(3) カード情報を無効とされたＦＯＭＡ契約者が、当社が定める期限までに新

たなカード情報を端末設備に登録しないとき。

(4) 第７項の規定に違反したと当社が認めたとき。

18　ＦＯＭＡ契約者は、dカードminiの提供の廃止後に生じたdカードminiの利用

に係る代金についても支払いを要します。

19  当社の設備の保守若しくは工事又はカード情報の破損等の理由によりdカー

ドminiの利用ができない場合があります。この場合において、当社は一切の責

任を負いません。

20  dカードminiを利用したＦＯＭＡ契約者が、加盟店との間の取引に関して紛議

が生じた場合は、その加盟店との間において問題を解決するものとし、当社は

一切の責任を負いません。

21  当社は、カード情報の無効に関する案内その他のdカードminiの利用に係る案

内を、ｉモード電子メール又はspモード電子メールを利用してそのＦＯＭＡ契

約者に係るｉモード電子メールアドレス又はspモード電子メールアドレスへ送
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信することがあります。この場合において、当社は、ＦＯＭＡ契約者がその電

子メールを受信できなかったことに伴い発生する損害については、一切の責任

を負いません。

22  dカードminiの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定めると

ころによります。

(注）本条第５項、第11項、第14項及び第22項に規定する当社が別に定めるところ

は、「dカードmini利用規約」及びdカードminiに係るガイドに定めるところに

よります。

第97条の３　削　除

第97条の４　削　除

（料金明細内訳書の発行等）

第98条　当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、その契約者に係るＦ

ＯＭＡサービス、国際アウトローミング（料金表４表の１（適用）の(7)に規定

する対象通信に係るものを除きます。以下この条において同じとします。）又は

無線ＩＰアクセスサービスの通信料金明細内訳書を発行します。

２　ＦＯＭＡ契約者は、前項の請求をし、その料金明細内訳書の発行を受けたと

きは、当社が別に定めるところにより、料金表第７表第１に規定する手数料及

び郵送料の支払いを要します。

　ただし、ＦＯＭＡ契約者が、料金明細内訳書の発行について、通信料金明細

内訳に係る情報を、当社が定める方法により当社のインターネットホームペー

ジにおいてのみ確認する取扱いを選択したときは、この限りでありません。

３　当社は、第１項の規定によるほか、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、

その契約者に係るＦＯＭＡサービス又は国際アウトローミングの通信料金明細

内訳を、その契約者に対し当社のインターネットホームページにおいて閲覧に

供します。

４　前項に規定する通信料金明細内訳の閲覧は、当社の設備の保守等により中止

することがあります。

５　第３項に規定する通信料金明細内訳の閲覧に係る損害は、当社の重大な過失

による場合を除き、一切の責任を負いません。

６　当社は、前５項の規定によるほか、あらかじめＦＯＭＡ契約者（当社が別に

定める者を除きます。）から請求があったときは、通話モード及び64kb/sデジタ

ル通信モードに係るＦＯＭＡの通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるとこ

ろにより、通信の相手先に応じて分けて記録する取扱い（以下「用途別集計」

といいます。）を行います。

７　ＦＯＭＡ契約者は、前項に規定する用途別集計を受けたときは、当社が別に

定めるところにより、料金表第７表第５に規定する手数料の支払いを要します。

８　通信料金明細内訳の表示方法、その他の発行及び閲覧に関する条件は、本条

に定めるほか、当社が定めるところによります。

（注１）本条第２項、第６項及び第７項に規定する当社が別に定めるところは、

当社のインターネットホームページに定めるところによります。

（注２）本条第６項に規定する当社が別に定める者は、本条第３項の取り扱いを

受けている契約者及び別表２に規定する複数番号機能の提供を受けている

契約者等とします。

（ⅰモード通信履歴の閲覧）

第98条の２　当社は、別表２（付加機能）に規定するⅰモード機能を利用してい

るＦＯＭＡ契約者からⅰモード通信履歴（ⅰモード機能の利用に係る通信の履
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歴であって、i モードセンタにおいて記録された接続先ＵＲＬ、送受信先メー

ルアドレス及び通信の接続時刻等をいいます。以下この条において同じとしま

す。）の閲覧の請求があった場合は、当社のインターネットホームページにおい

て閲覧に供します。

２　ⅰモード通信履歴は当社が定める期間に限り閲覧できます。

３　前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約の解除、ⅰモード機能の廃止、契約

者識別番号の変更等によりⅰモード通信履歴を閲覧できなくなる場合がありま

す。

４　当社は、設備の保守等によりⅰモード通信履歴の閲覧を中止することがあり

ます。

５　当社は、ⅰモード通信履歴の閲覧に係る損害は、当社の重大な過失による場

合を除き、一切の責任を負いません。

６　ⅰモード通信履歴に関する内容、閲覧方法その他の取扱いは、当社が別に定

めるところによります。

（注）本条第６項に規定する当社が別に定めるところは、「ｉモードご利用規則」

に定めるところによります。

（請求書の分割送付）

第98条の３　当社は、第98条（料金明細内訳書の発行等）第６項に規定する用途

別集計を行っているＦＯＭＡ契約者及び別表２（付加機能）に規定する複数番

号機能の提供を受けているＦＯＭＡ契約者（当社が別に定める者に限ります。）

から請求があったときは、その契約者に係るＦＯＭＡサービスに関する通信料

のうち当社が別に定める方法により行った通信に関する料金の請求書を、その

契約者があらかじめ指定した他の送付先に、当社又は請求事業者が別に定める

ところにより分割して送付（以下「請求書の分割送付」といいます。）します。

２　ＦＯＭＡ契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けるときは、あらかじめ

当社に申し出ていただきます。

３　ＦＯＭＡ契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けたときは、料金表第７

表第４に規定する手数料の支払いを要します。

４　請求書の分割送付の取扱いを受けた契約者は、その分割送付の請求書に係る

料金についても支払責任を負うものとします。

５　請求書の分割送付の適用開始日その他の取扱いについては、当社が別に定め

るところによります。

（支払証明書等の発行）

第99条　当社は、契約者等（第75条（債権の譲渡等）の規定により、当社がその

債権を譲渡したＦＯＭＡサービスに係る者を除きます。以下この条において同

じとします。）から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その

ＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務（この約款の規定により、支払い

を要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。

以下この条において同じとします。）が既に当社に支払われた旨の証明書（以下

「支払証明書」といいます。）を発行します。

２　当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところ

により、そのＦＯＭＡ契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明

書（以下「預託金預り証明書」といいます。）を発行します。

３　当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続者を除きます。）から請求があっ

たときは、当社の帳簿に基づき、そのＦＯＭＡサービスに係る次の契約に関す

る事項の証明書（以下「契約事項証明書」といいます。）を発行します。



Ｆ － 79

　ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できない

ことがあります。

(1) 契約の申込みの承諾年月日（名義変更により契約者となった場合は、その

名義変更の承諾年月日とします｡)

(2) 契約者の氏名又は住所等

(3) 契約者識別番号

４　契約者等は、前３項の請求をし、その支払証明書等（支払証明書、預託金預

り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。）の発行を受けた

ときは、料金表第７表第２に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。

（注）契約者（ＦＯＭＡ特定接続者を除きます。）は、本条の規定によるほか、個

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第25条に基づく個人情報

の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当

社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。

（回収代行等の承諾等）

第100条　ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約

者を除きます。以下この条において同じとします。）は、有料情報サービス（Ｆ

ＯＭＡ等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいい

ます。以下同じとします。）を利用したときのその有料情報サービスの料金（有

料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契約者回線の契約者

以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。）について、その有料

情報等を提供する者（以下「情報提供者」といいます。）が、当社によるその料

金の回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の

代理人としてその料金を回収することを承諾していただきます。

２　前項の規定によるほか、別表２（付加機能）に規定するspモード機能の提供

を受けているＦＯＭＡ契約者は、当社が定める方法により有料情報サービスを

利用したときのその有料情報サービスの料金について、当社がそのＦＯＭＡ契

約者に代わってその料金を情報提供者に立替払いすることを承諾していただき

ます。

３　ＦＯＭＡ契約者は、当社が別に定めるところにより、暗証番号を使用して、

前項に規定する有料情報サービスを利用することができます。

４　ＦＯＭＡ契約者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわら

ず、有料情報サービスを利用することができない場合があります。

(1) 支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支払いがないと

き。

(2) 有料情報サービスの料金の概算額（当社が別に定める方法により算定した

額とします。）が、限度額（有料情報の利用に関する限度となる額をいいます。）

を超えたことを当社が確認したとき。

５　当社は、第１項の規定により回収する又は第２項の規定により立替払いする

有料情報サービスの料金については、その有料情報サービスの利用又は登録が

あった契約者回線のＦＯＭＡ契約者に、ＦＯＭＡサービスの料金と合わせて請

求します。この場合において、有料情報サービスの料金は料金月ごとに集計し、

請求します。

６　ＦＯＭＡ契約者は、支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係

る支払いがない場合において、その有料情報サービスに係る情報提供者からの

請求に基づきＦＯＭＡ契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を当社が通知

することにあらかじめ同意するものとします。
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７　第１項又は第２項の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当

社の機器により計算します。

８　当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容、その他当社の責めに

よらない理由による損害については、責任を負いません。

（注）回収方法その他の回収代行に関する条件は、「ｉモードご利用規則」又は

「spモードご利用規則」等に定めるところによります。

（ケータイ払い）

第100条の２　ＦＯＭＡ契約者（別表２（付加機能）に規定するⅰモード機能又は

spモード機能の提供を受けている者に限るものとし、共用ＦＯＭＡに係る契約

者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が別に定めるとこ

ろにより、ケータイ払い（商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供等

を受ける場合において、ＦＯＭＡを利用してその商品等を販売又は提供する者

（以下「商品提供者」といいます。）との間の代金の決済を行うことができるサ

ービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。

２　ＦＯＭＡ契約者は、当社以外の商品提供者が提供する商品若しくは権利の購

入をする場合又は役務提供等を受ける場合において、ケータイ払いを利用する

ときは、当社がそのＦＯＭＡ契約者に代わってその商品等の代金を商品提供者

に立替払いすることを承諾していただきます。

３　ＦＯＭＡ契約者は、当社が定める方法によりあらかじめ登録された額の残高

から、そのＦＯＭＡからのケータイ払いの利用に係る商品等の代金の支払いを

行うことができます。

４　当社は、前項に規定する支払方法による商品等の代金の支払いの全部又は一

部がなされなかったときは、その商品等の代金をＦＯＭＡサービスの料金と合

わせて請求します。

５　ケータイ払いの利用に係る商品等の代金の支払方法については、料金表通則

の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。

６　ＦＯＭＡ契約者は、支払期日を経過してもなおケータイ払いの利用に係る商

品等の代金の支払いがない場合は、第１項の規定にかかわらず、ケータイ払い

を利用することができない場合があります。

７　ＦＯＭＡ契約者は、前項の規定によるほか、次のいずれかに該当する場合は、

ケータイ払いを利用することができない場合があります。

(1) ＦＯＭＡの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある

とき。

(2) そのＦＯＭＡの料金その他の債務の支払状況が、当社が定める基準に適合

しないとき。

(3) ケータイ払いの利用に係る商品等の代金の合計額が、当社が別に定めると

ころにより限度額を超えたとき。

(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

８　契約者は、当社にあらかじめ申し出ることにより、ケータイ払いを利用でき

ないようにすることができます。

９　未成年である契約者が、前項の申出を行った後に、ケータイ払いの再利用の

請求をするときは、あらかじめ、その契約者の親権者又は後見人の同意を得て

いただきます。

10　当社は、ケータイ払いで購入した当社以外の者が提供する商品等の瑕疵、そ

の他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。

11　ケータイ払いの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定める



Ｆ － 81

ところによります。

（注）本条第１項、第５項、第７項第３号及び第11項に規定する当社が別に定め

るところは、「ｉモードご利用規則」又は「spモードご利用規則」等に定め

るところによります。

（協定事業者が提供する電報サービスの利用等）

第101条　契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯ

ＭＡ位置情報契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条にお

いて同じとします。）は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づ

く電報サービスを利用することができます。

２　契約者は、当社が前項の規定により電報を利用した場合（電報サービスの利

用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を

除きます。)に生じた電報サービスに係る債権をその協定事業者から譲り受け、

その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。

３　前項の場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を

省略するものとします。

４　第２項の規定により当社がその協定事業者から譲り受けた債権については、

第71条（料金の計算等）から第74条（延滞利息）及び料金表通則の規定に準じ

て取り扱います。

５　契約者は、契約者以外の者がその契約者に係る契約者回線から利用した電報

サービスに係る料金についても支払いを要するものとし、その利用により生じ

た債権については、前３項の規定に準じて取り扱います。
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料金表

（料金表目次）

通　則 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････83

第１表　料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料

及びその他のサービスの料金を除きます｡)･･･････････････････････････････････････87

　第１　基本使用料･････････････････････････････････････････････････････････････････87

　　１　適用 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････87

　　２　料金額 ････････････････････････････････････････････････････････････････････116

　第２　付加機能使用料････････････････････････････････････････････････････････････120

　　１　適用 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････120

　　２　料金額 ････････････････････････････････････････････････････････････････････126

　第３　通信料 ････････････････････････････････････････････････････････････････････129

　　１　適用 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････129

　　２　料金額 ････････････････････････････････････････････････････････････････････177

　第４　定期契約等に係る解約金････････････････････････････････････････････････････191

　　１　適用 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････191

　　２　料金額 ････････････････････････････････････････････････････････････････････194
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通則

（料金の計算方法等）

１　当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額（以下「税抜額」といいます｡)

で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額（以下「税込額」といいます｡)

を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。

（注）この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の２に基づき表示するものであり、税込

額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。

２　当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料

金月に従って計算します。

　ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

（注）料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月

と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

３　当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項に

おいて「月額料金」といいます｡)をその利用日数に応じて日割します。

　ただし、第１表第２（付加機能使用料）において別段の定めがある場合は、その定めると

ころによります。

(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。

(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。

(3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付

加機能の廃止があったとき。

(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減

少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から

適用します。

(5) 第64条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。

４　前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第64条第２項第

３号の表の１欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をそ

の開始時刻が属する暦日とみなします。

５　当社は、ＦＯＭＡサービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計

した額により、支払いを請求します。

６　当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することが

あります。

７　受付終了プラン（基本使用料の料金種別又は通信料の区分のうち、既に選択している契約

者を除いて、新たに選択することのできないものをいいます。以下この項において同じとし

ます。）に係るＸｉ契約、Ｘｉユビキタス契約、ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡユビキタス契約の

解除と同時に新たにＸｉ契約、Ｘｉユビキタス契約、ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡユビキタス

契約の締結を行った場合及び受付終了プランに係る基本使用料の料金種別から料金表に規定

する基本使用料の料金種別へ変更を行った場合の料金の計算方法及び定期契約等に係る契約

期間の起算日の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。

８　１の暦月又は料金月において料金種別等の変更があった場合の料金の計算方法は、この約

款の規定にかかわらず、当社が別に定めるところによります。

（端数処理）

９　当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。

10　前項の規定にかかわらず、基本使用料、付加機能使用料及び通信料の減額適用等に係る計

算に関する端数処理については、次のとおりとします。

(1) 基本使用料の減額適用及び割引適用に係る計算において、その計算結果に10円未満の端
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数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。

　ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り上げます。

(2) 付加機能使用料の減額適用、通信料の割引適用、控除可能額の日割及び情報料の減額適

用に係る計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り

上げます。

（電子媒体による請求額情報の通知）

11　当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＦＯＭＡ（当

社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がＦＯＭＡに係る料金に合わせて

請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当

社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及

び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求デ

ータ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利

息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信

設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以

下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。

(1) その請求のあったＦＯＭＡ等に係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払い

（ｅビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。）でないとき。

(2) その請求のあったＦＯＭＡ等に係る料金等が、他のＦＯＭＡ等、Ｘｉ若しくはＸｉユビ

キタス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）又はワイ

ドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。

以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定

めるとき。

(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

12　当社は、１のＦＯＭＡにおいて、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能、moperaU

機能、ビジネスmoperaインターネット機能若しくはspモード機能の提供を受けていること及

び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき（当社が定め

るときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日において、そのＦＯＭＡについて契約

者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。

　ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。

(1) ＦＯＭＡ契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思

表示があったとき。

(2) そのＦＯＭＡについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。

(3) そのＦＯＭＡが、第１表第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の

適用を受けているとき。

(4) そのＸｉについて、当社が電話番号保管を行っているとき（別表２（付加機能）に規定

するメールアドレス保管を行っているときを除きます。）。

13　当社は、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス又はＦＯＭＡ位置情報に係る料金その他の債務が

Ｘｉサービス又はＦＯＭＡサービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の

通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、

そのＦＯＭＡサービスについて契約者から第11項に規定する請求があったものとみなして取

り扱います。

14　当社は、第11項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録し

たことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。

15　当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡについて、次の

いずれかに該当することを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡサービスの利用に係る口座
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振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。

(1) 第53条（利用停止）の規定によりそのＦＯＭＡの利用が停止されているとき。

(2) 第19条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第23条の２（その他の提供条件）、第23条

の10（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第24条（その他の提供条件）の規定により

そのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。

16　当社は、第11項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭ

Ａに係る料金等が、口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われた

ことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡの料金等から20円を減額します。この場合にお

いて、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。

　ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受け

たときはこの限りでありません。

17　Ｘｉサービス契約約款の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けてい

るＸｉに係る契約を締結している者又はワイドスター通信サービス契約約款の規定により電

子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービスに係る契約

を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合は、継続

してＦＯＭＡに係る契約を締結していたものとみなして取り扱います。

　ただし、契約の解除のあったＸｉ又はワイドスター通信サービスに係る料金等において、

Ｘｉサービス契約約款又はワイドスター通信サービス契約約款に規定する電子媒体による請

求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月については、この減額を

適用しません。

18　当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについ

て、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場

合は、この取扱いを廃止します。

(1) 第11項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第19条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第23条の２（その他の提供条件）、第23条

の10（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第24条（その他の提供条件）の規定により

そのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。

19　前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その

廃止があった日を含む暦月までのそのＸｉに係る料金等を、第16項に規定する減額の対象と

します。

　ただし、歴月の初日におけるＦＯＭＡ契約の解除により電子媒体による請求額情報の通知

の取扱いの廃止があったときは、その廃止があった日を含む暦月の前暦月までのそのＦＯＭ

Ａに係る料金等を、第16項に規定する減額の対象とします。

20　電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。

（料金等の支払い）

21　契約者は、料金及び工事費について、第23項に規定する場合を除き、所定の支払期日まで

に支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金及び工事費（第75条（債

権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社

が指定するＦＯＭＡサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。

22　料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

（料金の一括後払い）

23　当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社

が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

（消費税相当額の加算）

24　第64条（基本使用料等の支払義務）から第69条（工事費の支払義務）までの規定、第70条
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（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規定、第88条の３（無線ＩＰアクセスサービスの利

用等）の規定、第95条（番号案内料等の支払義務等）の規定及び第97条（情報提供サービス）

の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額

は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。

　ただし、税込額のみで定める場合の料金、第１表第３（通信料）に規定する国際ショート

メッセージ通信料又は第４表（国際アウトローミング利用料）に規定する国際アウトローミ

ング利用料については、この限りでありません。

（料金等の臨時減免）

25  当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、

臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。

（注）当社は、第25項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取

扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
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第１表　料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます｡)

　第１　基本使用料

　　１　適用

基本使用料の適用

ア　ＦＯＭＡの基本使用料には、次の料金種別があります。

(ア)　第１種契約に係るもの

①　②以外のもの

(1) ＦＯＭＡの基

本使用料の適用

区　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡ タイプＳＳ総合利用

プラン

バリュー

プラン

タイプＳ

タイプＭ

タイプＬ

タイプＬＬ

タイプシンプル

タイプリミット

タイプビジネス

タイプＳＳバリュー

プラン以

外のもの タイプＳ

タイプＭ

タイプＬ

タイプＬＬ

タイプシンプル

タイプリミット

タイプビジネス

データプランＳＳデータ専

用プラン

バリュー

プラン

データプランＳ
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データプランＭ

データプランＬ

データプランＬＬ

定額データプランスタンダード

２

定額データプラン128Ｋ

データプランＳＳバリュー

プラン以

外のもの データプランＳ

データプランＭ

データプランＬ

データプランＬＬ

定額データプランスタンダード

２

定額データプラン128Ｋ

②　共用ＦＯＭＡに係るもの

区　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡ 総合利用プラン タイプＳＳ　2in1

タイプＳ　2in1

タイプＭ　2in1

タイプＬ　2in1

タイプＬＬ　2in1

タイプビジネス　2in1

タイプ2in1

(イ)　第２種契約に係るもの

①　第２種一般契約に係るもの

区　分 基本使用料の料金種別
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ＦＯＭＡ 総合利用プラン ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（スマホ／タブ）

ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（ケータイ）

限定利用プラン ＦＯＭＡキッズケータイプラ

ス

データ専用プラン ＦＯＭＡデータプラン（スマ

ホ／タブ）

ＦＯＭＡデータプラン（ルー

ター）

②　第２種定期契約に係るもの

区　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡ 総合利用プラン ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（スマホ／タブ）

ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（ケータイ）

限定利用プラン ＦＯＭＡキッズケータイプラ

ス

データ専用プラン ＦＯＭＡデータプラン（スマ

ホ／タブ）

ＦＯＭＡデータプラン（ルー

ター）

イ　ＦＯＭＡ契約者は、契約の種別に応じてアのいずれかの基本使用

料の料金種別を選択していただきます。

ウ　イの規定にかかわらず、バリュープランの選択については、ＦＯ

ＭＡサービス取扱所において当社が定める端末設備をＦＯＭＡ契約

者又はその関係者が購入した際に限り、その購入者から指定のあっ

た１のＦＯＭＡにおいて、選択することができます。

　ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。

(ア)　バリュープランに係る料金種別相互間の変更を行うとき。

(イ)　バリュープランに係る第１種契約の解除と同時に新たに第２

種契約を締結した者が、その第２種契約の解除と同時に新たに第

１種契約（共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）を締結するとき。

エ　ウの規定によるほか、バリュープランに係る第１種一般契約又は

第１種定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新た

に第１種定期契約又は第１種一般契約を締結するときは、そのＦＯ

ＭＡにおいてバリュープランを選択することができます。
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オ　ウ及びエの規定によるほか、ＦＯＭＡ契約者から当社が定める端

末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けるこ

とができるものであって、技術基準適合証明規則様式第７号又は第

14号の表示により、当社が無線設備規則に適合していることが確認

できるもの及び当社のＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続するこ

とができるものに限ります。）の提示があったときは、そのＦＯＭＡ

契約者から指定のあった１のＦＯＭＡにおいてバリュープランを選

択することができます。

カ　ウからオの規定によるほか、基本使用料の料金種別の選択に関し

て次に該当するときは、その定めるところによります。

（ア）定期契約を締結しているときは、データ専用プラン（定額デー

タプランスタンダード２及び定額データプラン128Ｋ（以下「定額

データプラン」といいます。）を除きます。）又はタイプ2in1を選

択できません。

（イ）被共用ＦＯＭＡであるときは、タイプＳＳ、タイプＳ、タイプ

Ｍ、タイプＬ、タイプＬＬ、タイプシンプル、タイプリミット及

びタイプビジネスに限り選択することができます。

（ウ）別表２（付加機能）に規定する通信中着信機能、留守番電話及

び不在案内機能、ｉモード機能又は通話録音機能の提供を受けて

いるときは、データ専用プランを選択できません。

（エ）別表２に規定する自動着信転送機能の提供を受けているときは、

タイプリミットを選択できません。

（オ）別表２に規定する国際ローミング機能の提供を受けているとき

は、タイプリミットを選択できません。

（カ）別表２に規定する即時接続機能の提供を受けているときは、総

合利用プラン又は限定利用プランを選択できません。

（キ）別表２に規定する位置情報受信機能（タイプ１に係るものに限

ります。）の提供を受けているときは、タイプリミットを選択でき

ません。

（ク）別表２に規定する自動着信転送機能、着信短縮ダイヤル機能及

び複数番号機能の提供を受けているときは、定額データプランを

選択できません。

（ケ）第３（通信料）の(7)の２に規定するパケ･ ホーダイダブルを選

択しているときは、タイプシンプルを選択することができません。

（コ）第３（通信料）の(7)の２に規定するパケ・ホーダイシンプルを

選択しているときは、タイプシンプルに限り選択することができ

ます。

（サ) 別表２に規定するスーパーライトプランに係るmoperaU機能の

提供を受けているときは、定額データプラン128Ｋに限り選択する

ことができます。

キ　タイプリミットを選択している契約者は、利用限度額（通信及び

有料情報の利用に関する限度となる額をいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）をあらかじめ設定することにより、当社が請求

することとなる通信に関する料金及び有料情報サービスの料金等の

概算額（当社が別に定める方法により算定した額とします。以下こ

の欄において同じとします。）が利用限度額を超えたことを当社が確

認した後の別に定めるときから当該料金月の末日までの間（当該料

金月の末日までの間に利用限度額の増額によってその概算額が増額

後の利用限度額を下回ったときは、そのことを当社が確認するまで
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の間）、そのＦＯＭＡに係る通信をできないようにすることができま

す。

　ただし、通話モード、64kb/sデジタル通信モード若しくはショー

トメッセージ通信モードによる契約者回線への通信、利用限度額の

変更若しくは付加機能の利用に係る設定等に係る通信、契約者があ

らかじめ指定した３以内の契約者回線への通信又は第３（通信料）

の(7)の２に規定するパケット定額、(13)のイの適用を受ける通信若

しくは(14)のアの(イ)の適用を受ける通信等については、この限り

でありません。

ク　利用限度額に係る設定方法については、当社が別に定めるところ

によります。

ケ　タイプリミットを選択している契約者は、キの規定によりあらか

じめ設定した利用限度額を、当社が別に定める方法によりその料金

月において増額することができます。

コ　タイプリミットを選択している契約者が未成年者であるときは、

基本使用料の料金種別の変更、利用限度額の増額等を行う場合にお

いて、その契約者の親権者又は後見人の同意が必要となる場合があ

ります。

サ　定額データプラン128Ｋを選択している契約者は、その選択があっ

た日を含む暦月から起算して、基本使用料の料金種別の変更又は契

約の解除（当社が別に定める場合を除きます。）があった日を含む暦

月までの期間について、２（料金額）に規定する料金の支払いを要

します。

シ　暦月の初日以外に基本使用料の料金種別が第２種契約に係るＦＯ

ＭＡ契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解

除と同時に新たに締結する場合を除きます。）したときは、その契約

の締結があった暦月の基本使用料について、オの規定にかかわらず、

通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、その

契約の締結があった日から当該暦月の末日までの日数に応じて日割

します。

　ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は

契約の解除があったときは、スの規定を適用します。

ス　シに規定する場合を除き、定額データプラン128 Ｋ又は第２種契

約に係る基本使用料については、通則第３項（料金の計算方法等）

及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。

セ　同一暦月内においてバリュープランに係る定額データプラン128

Ｋ及びバリュープラン以外のものに係る定額データプラン128Ｋの

両方の選択があったときは、当該暦月におけるバリュープランに係

る定額データプラン128Ｋに関する基本使用料の支払いを要しませ

ん。

ソ　定額データプランスタンダード若しくは定額データプランHIGH-

SPEEDのＦＯＭＡ（利用休止となっているものを除きます。）に係る

一般契約者が基本使用料の料金種別を定額データプランスタンダー

ド２に変更した場合、又は定額データプランスタンダード若しくは

定額データプランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡ（利用休止となっているも

のを除きます。）に係る契約者が、その契約の解除と同時に新たに定

額データプランスタンダード２のＦＯＭＡに係る一般契約若しくは

２年定期契約を締結した場合における当該暦月のＦＯＭＡの基本使

用料については、その契約者が定額データプランスタンダード２を
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継続して選択したものとみなして計算した額を適用します。

タ　２年定期契約者は、総合利用プラン並びに定額データプランスタ

ンダード２若しくは定額データプラン128Ｋの間の料金種別の変更

は行うことができません。

チ　契約者が、定額データプランスタンダード又は定額データプラン

HIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡの再利用の請求をし、その承諾を受けた

場合であって、その承諾を受けた暦月において、基本使用料の料金

種別を定額データプランスタンダード２に変更した場合、又はその

ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダード

２のＦＯＭＡに係る一般契約若しくは２年定期契約を締結した場合

における当該暦月のＦＯＭＡの基本使用料については、再び利用で

きる状態にした日からその契約者が定額データプランスタンダード

２を継続して選択したものとみなして計算した額を適用します。

ツ　契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該

月における変更回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５

（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを

要します。

テ　2in1利用をしているＦＯＭＡにおいて2in1利用の廃止があったと

きは、本則第49条（契約者識別番号の登録等）に規定する契約者識

別番号の登録等が行われるまでの間に限り、2in1利用が廃止される

際に選択していた基本使用料の料金種別を継続して適用します。

ト　第２種契約者（限定利用プランに係る者を除きます。）が、同一暦

月内において、料金種別を変更したときは、その変更があった暦月

は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。

ナ　同一暦月内において、第２種契約（総合利用プランに係るものに

限ります。）の解除と同時に新たに第２種契約（データ専用プランに

係るものに限ります。）を締結したとき又は第２種契約（データ専用

プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契約

（総合利用プランに係るものに限ります。）を締結したときは、その

変更があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額の

みを適用します。

ニ　同一暦月内において、第２種定期契約（限定利用プランに係るも

のを除きます。）の解除と同時に新たに第２種一般契約（限定利用プ

ランに係るものを除きます。）を締結したとき又は第２種一般契約

（限定利用プランに係るものを除きます。）の解除と同時に新たに第

１種定期契約を締結したときは、その契約の解除があった暦月は基

本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用します。

ヌ　同一暦月内において、ＦＯＭＡに係る第２種契約（限定利用プラ

ンに係るものを除きます。）の解除と同時に新たに第２種契約（限定

利用プランに係るものを除きます。）を締結したときは、その契約の

解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額の

みを適用します。

ネ　アの表に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又は

ＦＯＭＡデータプラン（ルーター）は、当社が定める端末設備を利

用する場合において適用されます。

ノ　ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又はＦＯＭＡデータプ

ラン（ルーター）に係るＦＯＭＡの契約者回線に、当社が定める端

末設備以外のものが接続されていることを当社が確認したときは、

当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に500円を加算し
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ます。

　この場合において、当社は暦月の初日から末日までの間において、

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）又はＦＯＭＡデータプラ

ン（ルーター）が選択されているものとみなしてこの規定を適用し

ます。

　ただし、シの規定により基本使用料を日割するときは、 500円を

日割して適用します。

ハ　第１種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同

時に新たに第２種契約（総合利用プランに係るものに限ります。）を

締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める場合に限り

ます。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合

利用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の

契約であると当社が認める場合に限ります。）する場合は、その締結

があった日を含む暦月について、その第１種契約の基本使用料の支

払いを要しません。

ヒ　第１種契約（定額データプランスタンダード２又は定額データプ

ラン128ｋに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに第２種契

約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者

との 初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締

結と同時に第３（通信料）の(7)の３に規定するデータ定額パックの

選択又は第３（通信料）の(7)の４に規定する共有代表回線とのデー

タ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサービ

ス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限

ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める

場合であって、その契約の締結と同時にＸｉサービス契約約款に規

定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ定額共

有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった

日を含む暦月について、その第１種契約の基本使用料の支払いを要

しません。

フ　契約者は、一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期

契約の解除と同時に新たに一般契約を締結、総合利用プランに係る

定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を

締結、データ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合

利用プランに係る定期契約を締結又はフリーコースを選択若しくは

廃止する場合であって、当該月におけるＦＯＭＡ契約の締結及びフ

リーコースの選択若しくは廃止の合計回数が当社が別に定める回数

を超えるときは、第５（手続きに関する料金）に規定する手続きに

関する料金の支払いを要します。

へ　ＦＯＭＡキッズケータイプラスの選択に係る申出を行うことがで

きる者は、利用者（満13歳に満たない者に限ります。以下この欄に

おいて同じとします。）のために申出を行う契約者であって、その利

用者との関係が親子その他当社が定める基準に適合する者に限り行

うことができます。

ホ　契約者は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスの選択の申出を行うと

きは、１の利用者を指定し、第88条の４に規定する利用者登録を行

っていただきます。

マ　当社は、次の全てに該当する場合に限り、ＦＯＭＡキッズケータ

イプラスを提供します。

(1) 料金表第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回
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線複合割引に係る割引選択回線であるとき。

(2) 料金表第３（通信料）の１（適用）の(7)の４に規定する共有対

象回線であるとき。

(3) その登録利用者が既に他のＦＯＭＡ（限定利用プランに係るも

のに限ります。）に係る登録利用者でないとき。

(4) ホの規定により指定した利用者の利用者情報が登録されている

とき。

ミ　第２種契約者は、限定利用プランから総合利用プランへ料金種別

変更を行う場合は、その契約者が行った 初の料金種別変更である

と当社が認める場合に限り、その料金種別変更があった日を含む暦

月について、その限定利用プランに係る基本使用料の支払いを要し

ません。

ム　当社は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡが、共有

対象回線として指定されていないことを当社が確認したときは、そ

のＦＯＭＡに係る契約者がカケホ－ダイプラン（スマホ／タブ）を

選択したものとみなして取り扱う場合があります。

メ　ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡの契約者回線に、

次表に定める端末設備が接続されていることを当社が確認したとき

は、当社がその確認をした日を含む暦月の基本使用料に次表に規定

する区分に応じた料金額(対象外機種利用料といいます。以下同じと

します。）を加算します。この場合において、当社は暦月の初日から

末日までの間において、ＦＯＭＡキッズケータイプラスが選択され

ているものとみなしてこの規定を適用します。

　ただし、シの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機

種利用料を日割して適用します。

区　　　分 加　算　額

次の税抜額（かっこ内は税込額)

一般契約に係る

もの

定期契約に係る

もの

当社が定めるインターネット

ホームページにおいてＦＯＭ

Ａカケホーダイプラン（スマ

ホ／タブ）向けに区分される

もの

3,700円

( 3,996円)

2,700円

( 2,916円)

当社が定めるインターネット

ホームページにおいてＦＯＭ

Ａカケホーダイプラン（ケー

タイ）向けに区分されるもの

3,200円

( 3,456円)

2,200円

( 2,376円)

当社が定めるインターネット

ホームページにおいてＦＯＭ

Ａデータプラン（ルーター）

向けに区分されるもの

2,200円

( 2,376円)

1,200円

( 1,296円)
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上記以外のもの 3,700円

( 3,996円)

2,700円

( 2,916円)

モ　当社は、メに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備

の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定めるインタ

ーネットホームページに掲示する方法により説明します。

（注１）満15歳に満たない者については、ＦＯＭＡ契約の締結をお断

りする場合があります。

（注２）キの場合において、通話モード又は64kb/sデジタル通信モー

ドに係る通信が切断されるまでの間は、通信の利用が継続されま

す。

（注３）クに規定する当社が別に定めるところ及びケに規定する当社

が別に定める方法は、タイプリミットに係る操作ガイドに定める

ところによります。

ア　ＦＯＭＡユビキタスの基本使用料には、次の料金種別があります。

(ア)　第１種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの

(1)の２　ＦＯＭ

Ａユビキタスの

基本使用料の適

用 区　　　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡユビキタス ユビキタスプランＳ

ユビキタスプランＭ

 お便りフォトプランフラット

トランシーバプラン

(イ)　第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの

①　第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約に係るもの

区　　　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡユビキタス ＦＯＭＡデバイスプラス 300

ＦＯＭＡデバイスプラス 500

②　第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係るもの

区　　　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡユビキタス ＦＯＭＡデバイスプラス 500

イ　ＦＯＭＡユビキタス契約者は、契約の種別に応じてアのいずれか

の基本使用料の料金種別を選択していただきます。

ウ　イの規定によるほか、基本使用料の料金種別の選択に関して次に

該当するときは、その定めるところによります。

(ア)　ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結しているときは、ユビキ

タスプランＳ及びユビキタスプランＭを選択することが出来ませ
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ん。

(イ)　別表２に規定する画像情報蓄積機能機能の提供を受けている

ときは、ユビキタスプランＳ及びユビキタスプランＭを選択する

ことができません。

(ウ)　別表２に規定するビジネスmoperaテレメトリ機能の提供を受

けているときは、お便りフォトプランフラットを選択することが

できません。

(エ)　別表２に規定する画像情報蓄積機能を廃止したときは、お便

りフォトプランフラットを選択することができません。

(オ)　別表２に規定するトランシーバ機能の提供を受けているとき

は、トランシーバプラン以外を選択することができません。

エ　アに規定する基本使用料の料金種別のうち、トランシーバプラン

を選択したときは、料金種別をトランシーバプラン以外に変更する

ことができません。

オ　第１種ＦＯＭＡユビキタス契約者（お便りフォトプランフラット

を選択している者に限ります。）又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約

者は、その契約の締結があった日を含む暦月から起算して契約の解

除（当社が別に定める場合を除きます。）があった日を含む暦月まで

の期間について、２（料金額）に規定する料金の支払いを要します。

カ　暦月の初日以外に第２種ＦＯＭＡユビキタス契約を締結（当社が

提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結す

る場合を除きます。）したときは、その契約の締結があった暦月の基

本使用料について、オの規定にかかわらず、通則第３項（料金の計

算方法等）及び第４項の規定に準じて、その契約の締結があった日

から当該暦月の末日までの日数に応じて日割します。

　ただし、当該暦月の末日までに基本使用料の料金種別の変更又は

契約の解除があったときは、オの規定を適用します。

キ　第１種ＦＯＭＡユビキタス契約（お便りフォトプランフラットに

係るものに限ります。）又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係る基

本使用料については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項

の規定に関わらず、日割しません。

ク　アに規定する基本使用料の料金種別のうち、トランシーバプラン

以外を選択したときは、料金種別をトランシーバプランに変更する

ことができません。

ケ　契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該

月における変更回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５

（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを

要します。

コ　アの表に規定するＦＯＭＡデバイスプラス 300又はＦＯＭＡデバ

イスプラス 500は、当社が定める端末設備を利用する場合において

適用されます。

サ　ＦＯＭＡデバイスプラス 300又はＦＯＭＡデバイスプラス 500に

係るＦＯＭＡユビキタスの契約者回線に、次表に定める端末設備が

接続されていることを当社が確認したときは、当社がその確認をし

た日を含む歴月の基本使用料に次表に規定する区分に応じた料金額

( 対象外機種利用料といいます。以下同じとします。）を加算します。

この場合において、当社は歴月の初日から末日までの間において、

ＦＯＭＡデバイスプラス 300又はＦＯＭＡデバイスプラス 500が選

択されているものとみなしてこの規定を適用します。
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　ただし、カの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機

種利用料を日割して適用します。

区　　　分

ＦＯＭＡデバ

イ ス プ ラ ス

300

ＦＯＭＡデバ

イ ス プ ラ ス

500

当社が定めるインターネットホー

ムページにおいてＦＯＭＡカケホ

ーダイプラン（スマホ／タブ）向

けに区分されるもの

3,400円

( 3,672円)

2,700円

( 2,916円)

当社が定めるインターネットホー

ムページにおいてＦＯＭＡデータ

プラン（ルーター）向けに区分さ

れるもの

2,900円

( 3,132円)

2,200円

( 2,376円)

当社が定めるインターネットホー

ムページにおいてＦＯＭＡデバイ

スプラス 500向けに区分されるも

の

700円

( 756円)

－

上記以外のもの 3,400円

( 3,672円)

2,700円

( 2,916 円)

シ　当社は、クに規定する端末設備について区分の変更又は端末設備

の追加を行うときは、個別に通知する方法又は当社が定めるインタ

ーネットホームページに掲示する方法により説明します。

ス　カの規定により基本使用料を日割するときは、対象外機種利用料

を日割して加算します。

セ　第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者が、同一暦月内において、料金

種別を変更したときは、その変更があった暦月は基本使用料の料金

額が高い料金種別の料金額のみを適用します。

ソ　同一暦月内において、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除

と同時に新たに第２種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結又は第２

種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除と同時に新たに第２種ＦＯＭ

Ａユビキタス定期契約を締結したときは、その契約の解除があった

暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の料金額のみを適用しま

す。

タ　同一暦月内において、第２種Ｘｉユビキタス契約（Ｘｉサービス

契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）の解除と

同時に新たに第２種ＦＯＭＡユビキタス契約を締結したときは、そ

の契約の解除があった暦月は基本使用料の料金額が高い料金種別の

料金額のみを適用します。

チ　当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス契約（お便りフォトプランフ

ラット、定額ユビキタスプラン、お便りフォトプラン又はお便りフ

ォトプランフルに係るものに限ります。）の解除と同時に新たにＦＯ

ＭＡデバイスプラス 500に係る第２種ＦＯＭＡユビキタス契約を締

結（その契約者からの 初の契約であると当社が認める場合に限り
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ます。）するときは、その契約の解除に係る第１種ＦＯＭＡユビキタ

スの当該暦月の基本使用料について、当社が定める方法により、当

社がＦＯＭＡサービスを継続して提供したものとみなして計算した

額を適用します。

ツ　ＦＯＭＡユビキタス契約者は、ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解

除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結、ＦＯＭＡユ

ビキタス定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス一般契

約を締結又は基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該

月におけるＦＯＭＡユビキタス契約の締結及び料金種別の変更の合

計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（手続きに関

する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

ＦＯＭＡ位置情報の基本使用料には、次の料金種別があります。(1)の３　ＦＯＭ

Ａ位置情報の基

本使用料の適用 区　　分 基本使用料の料金種別

ＦＯＭＡ位置情報 位置情報専用プラン

(2) 総合利用プラ

ンの基本使用料

の減額適用

ア　当社は、総合利用プランのＦＯＭＡ（第１種契約に限ります。）の

基本使用料（料金種別がタイプ2in1であるものを除きます。以下こ

の欄において同じとします。）について、当該暦月のそのＦＯＭＡ契

約に係る経過期間に応じて、次の (ア) 又は (イ) に定める額を減

額します。

(ア)　(イ)以外のもの

基本使用料の減額（月額）

経　過　期　間

２（料金額）の規定の額に次の係

数を乗じて得た額

一般契約に係る

もの（継続利用

割引サービス）

１年定期契約に

係るもの（いち

ねん割引）

12か月まで － 0.10

12か月超え24か月まで 0.07 0.12

24か月超え36か月まで 0.08 0.14

36か月超え48か月まで 0.10 0.16

48か月超え60か月まで 0.12 0.18

60か月超え72か月まで 0.15 0.20

72か月超え84か月まで 0.15 0.21
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84か月超え96か月まで 0.15 0.22

96か月超え108か月まで 0.15 0.23

108か月超え120か月まで 0.15 0.24

120か月超 0.15 0.25

(イ)  ２年定期契約に係るもの（ひとりでも割50/ファミ割ＭＡＸ

50/ビジネス割50）

基本使用料の減額　　　　　　　（月額）

２（料金額）の規定の額に0.50を乗じて得た額

イ　アに規定する経過期間は、その契約に基づき契約者回線の提供を

開始した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外の

ときはその提供を開始した日を含む暦月の翌暦月から起算します。

ウ　契約者回線の提供の開始があった日を含む暦月の基本使用料につ

いては、イの規定にかかわらず、アに規定する12か月までの基本使

用料の減額を適用します。

エ　ＦＯＭＡの利用休止に係る再利用の請求があった場合の経過期間

は、その利用休止があった月の基本使用料に適用された経過期間(１

か月に満たない部分を除きます｡)と再び利用できる状態にした日を

含む暦月の翌暦月（再び利用できる状態にした日が暦月の初日とな

る場合はその暦月）から起算した経過期間を加えて計算します。

オ　定期契約の満了に伴いその契約の更新があった場合の更新後の定

期契約に係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、更新前の

定期契約に係る経過期間の起算月から起算するものとします。

カ　定期契約者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結した

とき又は一般契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約を締

結したときの新たに契約を締結したＦＯＭＡに係る経過期間は、イ

及びウの規定にかかわらず、契約の解除があったＦＯＭＡに係る経

過期間の起算月から通算するものとします。

キ　１年定期契約者若しくは第２種契約者がその契約の解除と同時に

新たに２年定期契約を締結したとき、２年定期契約者若しくは第２

種契約者がその契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結した

とき又は１年定期契約者若しくは２年定期契約がその契約の解除と

同時に新たに第２種契約を締結したときの新たに契約を締結したＦ

ＯＭＡに係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、契約の解

除があったＦＯＭＡに係る経過期間の起算月から通算するものとし

ます。

ク　Ｘｉサービスに係る一般契約又は定期契約を締結している者がそ

の契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときのそのＦ

ＯＭＡに係る経過期間は、イ及びウの規定にかかわらず、契約の解

除があったＸｉサービスに係る経過期間の起算月から通算するもの

とします。

ケ　ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約（以下「Ｆ
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ＯＭＡユビキタス契約等」といいます。）又はワイドスター通信サー

ビスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新た

にＦＯＭＡ契約を締結したときのそのＦＯＭＡに係る経過期間は、

イ及びウの規定にかかわらず、契約の解除があったその契約を締結

した日（その契約を継続して締結していると当社が認める場合は、

その契約を締結した日と当社がみなす日）を含む暦月の翌暦月（当

該契約を締結した日が暦月の初日となる場合はその暦月とします。）

から起算します。

コ　定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結した場合（一般契

約の締結と同時に(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受け

る場合を除きます。）において、その新たに締結した一般契約に係る

当該暦月の基本使用料の減額については、アの規定にかかわらず、

定期契約に係る減額を適用します。

サ　２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結した場合

において、その新たに締結した１年定期契約に係る当該暦月の基本

使用料の減額については、アの規定にかかわらず、２年定期契約に

係る減額を適用します。

シ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

(2)の２　データ

専用プランの基

本使用料の減額

適用

ア　当社は、定額データプランスタンダード２のＦＯＭＡが２年定期

契約に係るものであるときは、２（料金額）に規定する定額データ

プランスタンダード２の基本使用料の額から953円（月額）を減額し

て適用します。

イ　当社は、定額データプラン128ＫのＦＯＭＡが２年定期契約に係る

ものであるときは、２（料金額）に規定する定額データプラン128

Ｋの基本使用料の額から 1,505円（月額）を減額して適用します。

ウ　２年定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結した場合（一

般契約の締結と同時に(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を

受ける場合を除きます。）において、その新たに締結した一般契約に

係る当該暦月の基本使用料については、ア及びイに規定する減額を

適用します。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

(2)の３　ＦＯＭ

Ａユビキタスの

基本使用料の減

額適用

ア　当社は、ＦＯＭＡユビキタスがお便りフォトプランフラットに係

る第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係るものであるときは、２

（料金額）に規定するお便りフォトプランフラットの基本使用料の

額から500円（月額）を減額して適用します。

イ　ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たにお便りフォト

プランフラットに係る第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結し

た場合（その第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約の締結と同時に(7)

に規定する身体障がい者等割引の適用を受ける場合を除きます。）に

おいて、その新たに締結した第１種ＦＯＭＡユビキタス一般契約に

係る当該暦月の基本使用料については、アに規定する減額を適用し

ます。

ウ　当社は、ＦＯＭＡユビキタスがＦＯＭＡユビキタス定期契約（ト
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ランシーバプランに係るものに限ります。）に係るものであるとき

は、２（料金額）に規定するトランシーバプランの基本使用料の額

から 700円（月額）を減額して適用します。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

(3) 複数回線複合

割引（ファミリ

ー割引）の適用

ア　複数回線複合割引（以下この欄において「本割引」といいます。）

とは、割引回線群（イに規定する割引選択回線により構成される回

線群をいいます。以下この欄、第３（通信料）の(10)の２及び(13)

において同じとします。）を構成するＦＯＭＡの基本使用料（料金種

別が第１種契約に係るものであって、定額データプラン若しくはタ

イプ2in1であるもの、２年定期契約を締結しているもの及び(7)に規

定する身体障がい者等割引の適用を受けているものを除きます。）か

ら次表に規定する額の割引を行うことをいいます。

区　　分 単位 基本使用料の割引額（月額）

複数回線複合割引 １契約

ごとに

２（料金額）の規定の額に

0.25を乗じて得た額

イ　本割引に係る割引選択回線とは、その割引を選択するＦＯＭＡ、

ＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に限ります。）、

Ｘｉ及びＸｉユビキタス（第２種Ｘｉユビキタス契約に限ります。）

のことをいいます。

ウ　割引選択回線の料金その他の債務については、当社が別に定める

方法により一括して請求することとなります。

　ただし、割引選択回線ごとの請求を希望する申出があった場合は、

この限りでありません。

エ　本割引を選択するときは、あらかじめ１の割引回線群を指定して

当社に申し出ていただきます。この場合、その申出が新たに割引回

線群を構成する申出であるときは、その割引代表回線（割引回線群

を代表する１のＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡ（その契約者名義が法人（法

人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるものを除

きます。）に係るものを除きます。）若しくはＸｉをいいます。以下

この欄及び第３（通信料）の(10)の２、(13)並びに(13)の２におい

て同じとします。）を合わせて申し出ていただきます。

オ　当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当

する場合を除いて、これを承諾します。

(ア)　その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

ものを含みます｡)であるとき。

(イ)　当社が別に定める方法により一括して請求する場合は、その

割引選択回線に係る契約者が、割引回線群に係る料金その他の債務

について一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあると

き。

(ウ)　指定した割引回線群に係る割引選択回線（その基本使用料の

料金種別が定額データプラン若しくはタイプ2in1であるもの、２

年定期契約を締結しているもの、(7)に規定する身体障がい者等割

引の適用を受けているもの及び当該暦月においてその割引回線群
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に係る本割引の適用を廃止する申出があったものを含みます。）の

数が２以上20以下とならないとき。

(エ)　その契約者名義が割引代表回線に係る契約者の名義と異なる

とき（当社が別に定める基準に適合するときを除きます｡)。

(オ)　契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われ

るものと当社が認めるとき。

(カ)　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

カ　本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日か

らとします。

　ただし、次のいずれかに該当する場合は、その申出を当社が承諾

した日を含む暦月の翌暦月から本割引を適用します。

(ア)　本割引の適用を廃止する申出があったＦＯＭＡについて、そ

の申出があった日を含む暦月に、エに規定する申出があったとき。

(イ)定期一括通信料割引（Ｘｉサービス契約約款に規定するものを

いいます。以下この欄において同じとします。）の適用を受けてい

るＸｉに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した

場合であって、その契約の締結があった日を含む暦月に、そのＦ

ＯＭＡについてエに規定する申出があったとき。

(ウ)　第３（通信料）の１（適用）の(14)に規定する２年定期契約

に係る通信料月極割引の廃止があったＦＯＭＡについて、その廃

止があった日を含む暦月に、エに規定する申出があったとき。

(エ)　定期契約に係る通信料月極割引（Ｘｉサービス契約約款に規

定するものをいいます。）の適用を受けているＸｉに係る契約の解

除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、その契

約の締結があった日を含む暦月に、エに規定する申出があったと

き。

キ　当社は、本割引の適用を受けているＦＯＭＡについて、その割引

代表回線に係る契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場

合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。こ

の場合において、その廃止のあったＦＯＭＡが割引代表回線である

ときは、その割引回線群の中から新たに割引代表回線を指定してい

ただきます。

(ア)　一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が

別に定める場合を除きます。）。

(イ)　契約の解除があったとき。

(ウ)　オの(オ)の規定に該当することが判明したとき。

(エ)　その他オに規定する条件を満たさなくなったとき。

ク　本割引の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む暦月の末日ま

での基本使用料を割引の対象とします。

　ただし、本割引の適用の廃止日を含む暦月において、そのＦＯＭ

Ａに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合であっ

て、その契約の締結があった日を含む暦月に、そのＸｉについて定

期一括通信料割引を選択する申出があったときは、その廃止日を含

む暦月の前暦月の末日までの基本使用料を割引の対象とします。

ケ　当社は、次に該当する場合は、その割引回線群を構成する全ての

ＦＯＭＡについて本割引の適用を廃止することがあります。

(ア)　割引回線群に係る契約者が割引回線群に係る料金その他の債

務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないと

き。
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(イ)　その割引回線群を構成する割引選択回線が、オの(オ)の規定

に該当することが判明したとき。

コ　本割引の適用を廃止したときは、その割引回線群を構成する各々

のＦＯＭＡに係る料金その他の債務を算出して、その契約者に請求

することがあります。

サ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

(4) 削　除

(4)の２　Ｕ25応

援割の適用

ア　Ｕ25応援割（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、

基本使用料の料金種別が第２種契約に係る総合利用プランの基本使

用料について、ＦＯＭＡ契約者からの選択により次表に規定する額

の割引を行うことをいいます。

基本使用料の割引額（月額）

500円

イ　本割引の選択に係る申出を行うことができる者は、総合利用プラ

ン及び第３（通信料）の１の(7)の３に規定するデータ定額パック（ビ

ジネスシェアパックを除きます。以下この欄において同じとしま

す。）を選択しているＦＯＭＡ契約者であって、次のいずれかに該当

する者に限ります。

(ア) 満26歳に満たない者であって、第２種一般契約又は第２種定期

契約を締結している者。

(イ) 利用者（満26歳に満たない者に限ります。以下この欄において

同じとします。）のために本割引を選択することに同意を得ている

者（利用者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合す

る者に限ります。）であって、第２種一般契約又は第２種定期契約

を締結している者。

ウ　イの規定により本割引を選択するときは、次のいずれかに該当す

る１の利用者を指定し、第88条の４（利用者登録）に規定する利用

者登録を行っていただきます。

(ア) イの(ア)の申出に係る利用者は、同号の規定によりその申出を

する者。

(イ) イの(イ)の申出に係る利用者は、その申出をする者との関係が

親子その他当社が別に定める基準に適合する者。

エ　当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当

する場合を除いて、その申出を承諾します。

(ア) その申出に係る利用者が、現に他のＸｉ又はＦＯＭＡにおい

て、本割引に係る登録利用者として指定されているとき。

(イ) その申出に係る利用者が、タイプシンプルに係る基本使用料の

減額適用（この約款に規定するものをいいます。）若しくはＸｉ応

援学割2012（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）、

ＦＯＭＡ応援学割2012（この約款に規定するものをいいます。）に

係る対象者、Ｘｉ応援学割2013（Ｘｉサービス契約約款に規定す

るものをいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割2013（この約款に規定す
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るものをいいます。）、Ｘｉ応援学割2014（Ｘｉサービス契約約款

に規定するものをいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割2014（この約款

に規定するものをいいます。）、キッズ割２（この約款に規定する

ものをいいます。）、キッズ割３（この約款に規定するものをいい

ます。）若しくはキッズ割４（この約款に規定するものをいいま

す。）に係る利用者又はドコモへスイッチ学割（Ｘｉサービス契約

約款に規定するものをいいます。）に係る登録利用者として指定さ

れているとき。

(ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

オ　本割引の適用は、ウに規定する申出を当社が承諾した日を含む歴

月からとします。

カ　本割引を選択しているＦＯＭＡ契約者は、本割引の適用を受ける

ＦＯＭＡの変更をするときは、当社に申し出ていただきます。この

場合において、当社はエの規定に準じて取り扱います。

キ　当社は本割引の適用を受けているＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡ契

約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のい

ずれかに該当する場合には、本割引の適用を廃止します。

(ア) ＦＯＭＡ契約に係る名義変更又は登録利用者の変更があった

とき。

(イ) ＦＯＭＡ契約の解除があったとき（当社が別に定めるときを除

きます。）。

(ウ) 電話番号保管があったとき。

(エ) イ又はウの規定に該当しないことが判明したとき。

(オ) エの規定に該当することが判明したとき。

ク　本割引の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む暦月の末日ま

での総合利用プランの基本使用料を割引の対象とします。

ケ　(1)のノ又は(1)の２のカの規定により基本使用料を日割するとき

は、割引額を日割して適用します。

(5) 定期包括割引

（ビジネスセー

バー）の適用

ア　定期包括割引（以下この欄において「本割引」といいます。）とは、

契約者からあらかじめ申出のあった割引選択期間及び 低利用額

（次表に規定するものをいいます。以下この欄において同じとしま

す。）に応じて、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契

約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括請求」といい、

その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有するこ

とについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。）に係る

料金等と合わせて請求する場合を含みます。）しているＦＯＭＡ（第

１種契約に限ります。）の基本使用料（料金種別が定額データプラン

若しくはタイプ2in1であるものを除きます。以下この欄において同

じとします。）について、次表に規定する額の割引を行うことをいい

ます。

一括請求ごとに

区　　　　分 基本使用料の割引額（月額）

割引選択期間 低利用額

一括請求に係る各々のＦＯＭＡ

の基本使用料に次の係数を乗じ

て得た額の合計額
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１年 100万円 0.35

500万円 0.36

1,000万円 0.37

3,000万円 0.38

5,000万円 0.39

２年 10万円 0.32

50万円 0.35

100万円 0.38

500万円 0.39

1,000万円 0.40

3,000万円 0.41

5,000万円 0.42

３年 10万円 0.35

50万円 0.38

100万円 0.41

500万円 0.42

1,000万円 0.43

3,000万円 0.44

5,000万円 0.45

イ　契約者は、本割引を選択しているときは、一括請求ごとに月額で

税抜額3,000円（税込額3,240円）を支払っていただきます。

　ただし、その一括請求に係る料金その他の債務がＸｉに係る料金

等に一括して請求されている場合は、その支払いを要しません｡

ウ　契約者は、その一括請求に係るＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別

が定額データプランであるもの又は第２種契約に係るものを除きま

す。）及び国際電話サービス（当該契約約款の規定により定期包括割

引の適用を受けているものに限ります。）の当該月における基本使用

料（料金種別がタイプ2in1であるものを除きます。）及び通信に関す

る料金（ＦＯＭＡパケットパックに係る定額通信料を加算した額と

し、当社が別に定めるものを除きます。）の合計額（以下この欄にお
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いて「月間利用額」といいます。）があらかじめ申出のあった 低利

用額に満たないときは、アの規定にかかわらず、その月間利用額に

代えて、その 低利用額からあらかじめ申出のあったアの表の区分

に該当する係数をその 低利用額に乗じて得た額を控除した額（当

該契約約款に規定する控除可能額、控除残額、繰越額及びパケット

繰越額がある場合は、その額を当社が定める方法により適用した後

の額とします。）を適用します（一括請求に係る契約者が２以上とな

る場合は、それぞれの月間利用額に応じた額を適用します。）。

エ　本割引は、次のいずれかに該当する場合は、選択することができ

ません。

（ア）そのＦＯＭＡの契約者名義が法人（法人に相当するものと当社

が認めるものを含みます｡)以外であるとき。

（イ）その契約者が、一括請求に係る料金その他の債務について、一

括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。

（ウ）そのＦＯＭＡが契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定める基準に適合するもの

を除きます。以下この欄において同じとします｡)の業務の用に供

され、それが業として行われるものと当社が認めるものであると

き。

（エ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

オ　本割引の適用の開始は、本割引を開始する申出があった日を含む

暦月の翌暦月からとします。

　ただし、Ｘｉの契約を締結している者がその契約の解除と同時に

新たにＦＯＭＡに係る契約を締結した場合において、継続して本割

引の適用を受けるときは、その申出があった日を含む暦月から本割

引を適用します。

カ　当社は、本割引を選択している契約者からその割引の適用を廃止

する申出があった場合のほか、本割引の適用を受けているＦＯＭＡ

が次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。

（ア）契約の解除があったとき。

（イ）エの(ウ)の規定に該当することが判明したとき。

（ウ）その他エに規定する条件を満たさなくなったとき。

キ　本割引を選択している契約者からの申出により本割引の適用を廃

止する場合は、その廃止日を含む暦月の末日までの基本使用料を割

引適用の対象とします。

ク　カの規定によるほか、当社は、契約者の選択により本割引の適用

を開始した暦月から起算して、あらかじめ申出のあった割引選択期

間が経過したときは、本割引を廃止します。

ケ　本割引の適用を受けているＦＯＭＡについて、一般契約又は定期

契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す｡)は、そのＦＯＭＡに係る料金その他の債務は一括請求を行いま

せん。

コ　本割引が適用される暦月について、一括請求に係るＦＯＭＡの利

用の一時中断、利用停止その他の理由によりＦＯＭＡサービスを利

用することができなかった期間があった場合でも、イ及びエの規定

を適用します。

サ　コの規定にかかわらず、その一括請求に係る全てのＦＯＭＡ及び

国際電話サービスについて、契約者の責めによらない理由により、

当該月の全ての日にわたって、全く利用できない状態（その契約に
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係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄に

おいて同じとします。）が生じたときは、イの規定を適用しません。

シ　コの規定にかかわらず、その一括請求に係る全てのＦＯＭＡ及び

国際電話サービスについて、契約者の責めによらない理由により、

全く利用できない状態が生じた場合であって、そのことを当社が認

知してから24時間以上その状態が連続したときは、ウの規定を適用

しません。

ス　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。

セ　本割引を選択している契約者は、アに規定する区分の変更（割引

選択期間を短縮する変更又は 低利用額を100万円以上から10万円

若しくは50万円とする変更を除きます。）を行うことができます。こ

の場合において、変更後の区分は、その申出があった日を含む暦月

の翌暦月から適用します。

ソ　当社は、次に該当する場合は、一括請求を構成する全てのＦＯＭ

Ａについて本割引の適用を廃止することがあります。

（ア）契約者が、一括請求に係る料金その他の債務について、支払期

日を経過してもなお一括して支払わないとき。

（イ）一括請求を構成するＦＯＭＡ又はＸｉがエの(ウ)の規定に該当

することが判明したとき又は該当することとなったとき。

（ウ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

タ　契約者は、その一括請求に係る全てのＦＯＭＡについて､ 約款の

規定により定期包括割引の適用が開始された暦月から起算して、あ

らかじめ申出のあった割引選択期間が経過する前に、その全てにつ

いて定期包括割引が廃止された場合は、その割引選択期間に応じて、

当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただき

ます。

一括請求ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

割引選択期間 本割引の適用を開始した暦月から起算してその廃

止のあった暦月までの本割引に係る基本使用料の

割引額を合計した額に次の係数を乗じて得た額

１年 0.75

２年 0.73

３年 0.71

チ　当社は、本割引を選択している契約者から一括請求（同一の契約

者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が

別に定める基準に適合する者を含みます。）のものに限ります。）を

統合する申出があった場合は、 低利用額が100万円以上の一括請求

に係るＦＯＭＡを 低利用額が10万円又は50万円の一括請求に係る

ＦＯＭＡに統合する場合を除き、それら一括請求に係るＦＯＭＡの

うち割引選択期間及び残月数（その申出があった日を含む暦月から



Ｆ － 108

起算して、割引選択期間が経過することとなる日を含む暦月までの

期間をいいます。以下この欄において同じとします。）が も長い期

間となる一括請求に係る割引選択期間、残月数及び 低利用額を、

その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用する新たな１の一

括請求として取り扱います。

ツ　チの場合において、タに規定する料金額の算定方法については、

統合前の一括請求に係るＦＯＭＡごとに本割引の適用を開始した暦

月から起算してその統合の申出を行った日を含む暦月までの本割引

に係る基本使用料の割引額を合計した額にタに規定する係数を乗じ

て得た額及び統合後の一括請求に係るＦＯＭＡの統合があった日を

含む暦月から起算してその廃止のあった日を含む暦月までの本割引

に係る基本使用料の割引額を合計した額にタに規定する係数を乗じ

て得た額を合計した額とします。

テ　本割引の適用を受けているＦＯＭＡについては、(2)に規定する基

本使用料の減額は適用しません。

ト　本割引を選択している契約者からの申出によりＦＯＭＡに係る料

金その他の債務を当社が別に定めるところにより分割して請求する

場合については、当社はそれを一括請求とみなして、本割引を適用

します。

ナ　トの規定は、(6)の規定、第３（通信料）の１の(7)の規定及び第

３の１の(15)の規定において準用します。

ニ　定額料については、日割は行いません。

ヌ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

(5)の２　ユビキ

タス定期複数契

約割引（ユビキ

タスプラン割

引）の適用

ア　ユビキタス定期複数契約割引（以下この欄において「本割引」と

いいます。）とは、Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係る料

金その他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において

「一括請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上

緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する

者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。

以下この欄において同じとします。）している場合に、その一括請求

に係るＸｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスの数（Ｘｉユビキタ

ス（基本使用料の料金種別がＬＴＥユビキタスプランＳ、ＬＴＥユ

ビキタスプランＭ、ＬＴＥユビキタスプランＳ（高速オプション）、

ＬＴＥユビキタスプランＭ（高速オプション）又はＬＴＥユビキタ

スフラットに係るものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）及びＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料金種別がユビキタス

プランＳ又はユビキタスプランＭに係るものに限ります。以下この

欄において同じとします。）の契約者識別番号の数をいいます。以下

この欄において同じとします。）の契約者識別番号の数をいいます。

以下この欄において同じとします。）及びあらかじめ申し出のあった

割引選択期間（次表に規定するものをいいます。）に応じて、その一

括請求に係るＦＯＭＡユビキタスの基本使用料について、次表に規

定する額の割引を行うことをいいます。

１契約ごとに
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区　　分 基本使用料の割引額（月額）

一括請求に係るＸｉユビキタス及びＦＯＭＡ

ユビキタスの数

基本使用

料の料金

種別

割引

選択

期間

99まで 100以上999まで 1000以上

ユビキタ １年 100円 150円 200円

スプラン

Ｓ ３年 200円 250円 300円

５年 300円 350円 400円

ユビキタ １年 100円 200円 300円

スプラン

Ｍ ３年 250円 350円 450円

５年 400円 500円 600円

イ　一括請求に係るＸｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスの数は、

当社が定める日に測定します。

ウ　本割引は、次のいずれかに該当する場合は、選択することができ

ません。

（ア）その契約者が、一括請求に係る料金その他の債務について、一

括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。

（イ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

エ　本割引の適用の開始は、本割引を選択する申出があった日を含む

暦月の翌暦月からとします。

オ　当社は、本割引を選択している契約者から本割引を廃止する申出

があったときは、本割引を廃止します。

カ　当社は、本割引を選択している契約者からその割引の適用を廃止

する申出があった場合のほか、本割引の適用を受けているＦＯＭＡ

ユビキタスに係る契約の解除があったときは、本割引の適用を廃止

します。

キ　当社は、ウに該当する場合は、一括請求に係る全てのＦＯＭＡユ

ビキタスについて本割引の適用を廃止することがあります。

ク　当社は、契約者の選択により本割引の適用を開始した暦月から起

算して、あらかじめ申出のあった割引選択期間が経過したときは、

経過することとなる日（以下この欄において「割引選択期間満了日」

といいます。）に同一の割引選択期間に係る本割引を再度選択したも

のとみなして取り扱います。

　ただし、当社が指定する期間中に、オに規定する申出があった場

合は、この限りでありません。

ケ　本割引を選択している契約者からの申出により本割引を廃止する

場合は、その廃止日を含む暦月の末日までの基本使用料を割引適用

の対象とします。

コ　本割引の適用を受けているＦＯＭＡユビキタスについて、名義変

更があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）は、そのＦＯ
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ＭＡユビキタスに係る料金その他の債務は一括請求を行いません。

サ　本割引を選択している契約者は、アに規定する割引選択期間の変

更（割引選択期間が短くなる場合を除きます。）を行うことができま

す。この場合において、当社は変更に係る申出を新たに本割引を選

択する申出とみなして取り扱います。

シ　本割引を選択している契約者からの申出によりＦＯＭＡユビキタ

スに係る料金その他の債務を当社が別に定めるところにより分割し

て請求する場合については、当社はそれを一括請求とみなして、本

割引を適用します。

ス　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

セ　本割引の適用を受けている契約者は、割引選択期間において、一

括請求に係るすべてのＸｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスにつ

いて本割引の適用が廃止となった場合は、適用の廃止となった暦月

の前暦月の割引額の算定に係るＸｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキ

タスの数１ごとに、次表に規定する額を支払っていただきます。

支払いを要する額割引の適用を廃止する申出が

あった日から起算して割引選

択期間満了日までの期間 次の税抜額（かっこ内は税込額）

12か月まで 2,000円 (2,160円)

12か月を超え36か月まで 3,000円 (3,240円)

36か月を超え60か月まで 4,000円 (4,320円)

ソ　本割引の適用を受けている契約者は、一括請求に係るＦＯＭＡユ

ビキタスの数が、前暦月の割引額の算定に係るＦＯＭＡユビキタス

の数から減少した場合は、その減少したＦＯＭＡユビキタスの数１

ごとにセの表に規定する額の支払いを要します。この場合において、

「割引の適用が廃止となった暦月」を「一括請求に係るＦＯＭＡユ

ビキタスの数が減少した暦月」に読み替えて適用します。

　ただし、その減少したＦＯＭＡユビキタスの数が当社の定める数

以内の場合はこの限りでありません。

タ　セ及びソの規定にかかわらず、契約者は、割引選択期間満了日を

含む暦月の前暦月であるとき又はＦＯＭＡユビキタスの契約の解除

と同時に第1種Ｘｉユビキタス定期契約を締結する場合であって、当

社が別に定めるときは、セの表に規定する額の支払いを要しません。

チ　当社は、本割引を選択している契約者から一括請求（同一の契約

者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が

別に定める基準に適合する者を含みます。）に係るものに限ります。）

を統合する申出があった場合は、それら一括請求のうち割引選択期

間及び残月数（その申出があった日を含む暦月から起算して、割引

選択期間満了日を含む暦月までの期間をいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）が も長い期間となる一括請求の割引選択期間

及び残月数を適用する新たな１の一括請求として取り扱います。
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(6) 削　除

(7) 身体障がい者

等割引（ハーテ

ィ割引）の適用

ア　身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいます。）

とは、身体障がい者等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭和24

年法律第283号）第15条第４項の規定により、身体障害者手帳の交付

を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障がい者（療

育手帳制度について（昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通

知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付

を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神障がい者（精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第

45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者をいいます。以下同じとします。）又は特定疾患患者（特定疾患

治療研究事業について（昭和48年厚生省衛発242号）に規定される対

象の疾患であることについて各都道府県から証明書（以下特定疾患

患者証明書といいます。）の交付を受けている者をいいます。以下同

じとします。）又は指定難病患者（難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26年法律第50号）第７条第４項の規定により各都道府

県から医療受給者証の交付を受けている者をいいます。以下同じと

します。）をいいます。以下同じとします。）が当社と締結している

ＦＯＭＡ等（一般契約のＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス一般契約

のＦＯＭＡユビキタスであって、基本使用料の料金種別がお便りフ

ォトプランフラットであるものをいいます。以下この欄において同

じとします。）又は身体障がい者等を登録利用者として利用者登録が

行われているＦＯＭＡ等の基本使用料について、契約者からの選択

により次表に規定する額の割引を行うことをいいます。

(ア) 第１種一般契約に係るもの

基 本 使 用 料 の 割 引 額 　　　　（月額）

２（料金額）の規定の額に0.60を乗じて得た額

(イ) 第２種一般契約に係るもの

①　②以外のもの

基 本 使 用 料 の 割 引 額 　　　　（月額）

税抜額 1,700円 (税込額 1,836円)

②　限定利用プランに係るもの

基 本 使 用 料 の 割 引 額 　　　　（月額）

税抜額 500円 (税込額 524円)

イ　本割引を選択する者は、当社に申し出ていただきます。この場合

において、複数のＦＯＭＡ等に係る契約を締結しているときは、本

割引の適用を受けようとするＦＯＭＡ等をあらかじめ指定して申し

出ていただきます。
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ウ　当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当

する場合を除いて、その申出を承諾します。

(ア)　イの規定により指定したＦＯＭＡ等について、利用者登録が

行われていないとき。

(イ)　イの規定により指定したＦＯＭＡ等に係る登録利用者が、身

体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患

患者証明書（以下「障害者手帳等」といいます。）の交付を受けて

いることについて、当社が確認できないとき。

(ウ)　イの規定により指定したＦＯＭＡ等に係る登録利用者が、当

該暦月において、既に他のＦＯＭＡ等Ｘｉ又はＸｉユビキタスが、

この約款又はＦＯＭＡサービス契約約款の規定により契約者とし

て身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

(エ)　イの規定により指定したＦＯＭＡ等に係る登録利用者が、当

該暦月において、既に他のＦＯＭＡ等Ｘｉ又はＸｉユビキタスが、

この約款又はＦＯＭＡサービス契約約款の規定により身体障がい

者等として利用者登録が行われている場合であって、当該契約約

款の規定によりそのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭ

Ａユビキタスが身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

(オ)　その申出を行った者から指定されたＦＯＭＡ等が主として登

録利用者以外の者の利用に供されるものと当社が認めるとき。

(カ)　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

エ　本割引の適用の開始は、イに規定する申出を当社が承諾した日か

らとします。

　ただし、定期一括通信料割引（Ｘｉサービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下この欄において同じとします。）の適用を受け

ているＸｉに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結し

た場合であって、その契約の締結があった日を含む暦月に、そのＦ

ＯＭＡについてイに規定する申出があったときは、その申出を当社

が承諾した日を含む暦月の翌暦月から本割引を適用します。

オ　本割引を選択している契約者は、次のことを守っていただきます。

(ア)　契約者（そのＦＯＭＡ等において身体障がい者等を登録利用

者として利用者登録が行われているときは、その登録利用者）が、

障害者手帳等を返還した場合その他身体障がい者等に該当しなく

なった場合は、遅滞なくその旨を当社に届け出ること。

(イ)　その他本割引の適用に関する取扱いを適正に運用するために

必要な限りにおいて当社がとる措置に従っていただくこと。

カ　本割引を選択している契約者は、本割引の適用を受けるＦＯＭＡ

等の変更をするときは、当社に届け出ていただきます。この場合に

おいて、当社は、ウの規定に準じて取り扱います。

キ　当社は、本割引の適用を受けているＦＯＭＡ等について、契約者

から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれ

かに該当する場合には、本割引の適用を廃止します。

(ア)　一般契約又はＦＯＭＡユビキタス一般契約に係る名義変更が

あったとき。

(イ)　契約の解除があったとき。

(ウ)　ウの規定に該当することが判明したとき。

(エ)　オの(ア)に規定する届出があったとき。

(オ)　オの規定に違反したと当社が認めたとき。

ク　本割引の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む暦月の末日ま
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での基本使用料を割引の対象とします。この場合において、ＦＯＭ

Ａ等に係る契約者がその契約の解除と同時に新たに当社と定期契約

等を締結したときのその月の定期契約等に係る基本使用料について

は、本割引を適用するものとし、(2)、(2)の２及び(2)の３に規定す

る定期契約等に係るＦＯＭＡの基本使用料の減額を適用しません。

ケ　クの規定にかかわらず、本割引の適用の廃止日を含む暦月におい

て、そのＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結

した場合であって、その契約の締結があった日を含む暦月に、その

Ｘｉについて定期一括通信料割引を選択する申出があったときは、

その廃止日を含む暦月の前暦月の末日までの基本使用料を割引の対

象とします。

コ　本割引の適用を受けているＦＯＭＡについては、(2)に規定する一

般契約に係る基本使用料の減額は適用しません。

サ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アの規定により算定した額を日割して適用

します。

(8) 損害賠償額等

の算定に係る適

用

第１種契約に係るＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスにおいて、第54条

（通信の種類等）に規定する通信の種類のうち次のアからウに区分す

る種類の通信のみが利用できなかった場合の第64条（基本使用料等の

支払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する支払いを要しない料金

及び第80条（責任の制限）第２項に規定する損害を賠償する額の算定

に当たっては、その基本使用料の額を利用できなかった通信の種類に

応じて、次のアからウに規定する額とみなします。

　ただし、基本使用料の料金種別が定額データプランのＦＯＭＡにつ

いては、イの(ア)に準じて取り扱うこととします。

ア　ＦＯＭＡに係るもの

（ア）総合利用プラン

①　②以外のもの

１契約ごとに

基本使用料の額（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

通話モード そのＦＯＭＡの基本使用料から

410円を控除した額

64kb/sデジタル通信モード 200円（ 216円)

パケット通信モード 200円（ 216円)

ショートメッセージ通信モード 10円（10.8円)

②　共用ＦＯＭＡに係るもの

１契約ごとに
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基本使用料の額（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

通話モード そのＦＯＭＡの基本使用料から

210円を控除した額

64kb/sデジタル通信モード 200円（ 216円)

ショートメッセージ通信モード 10円（10.8円)

（イ）データ専用プラン

１契約ごとに

基本使用料の額（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

64kb/sデジタル通信モード 200円（ 216円)

パケット通信モード そのＦＯＭＡの基本使用料から

210円を控除した額

ショートメッセージ通信モード 10円（10.8円)

イ　ＦＯＭＡユビキタスに係るもの

(ア) (イ)(ウ)以外のもの

１契約ごとに

基本使用料の額（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

パケット通信モード そのＦＯＭＡユビキタスの基本

使用料から10円を控除した額

ショートメッセージ通信モード 10円（10.8円)

(イ) お便りフォトプランフラットに係るもの

１契約ごとに

基本使用料の額（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

パケット通信モード そのＦＯＭＡユビキタスの基本

使用料の額
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(ウ) トランシーバプランに係るもの

１契約ごとに

基本使用料の額（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

トランシーバ通信モード そのＦＯＭＡユビキタスの基本

使用料の額
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　　２　料金額

　　　２－１　ＦＯＭＡに係るもの

　　　　２－１－１　第１種契約に係るもの

１契約ごとに

 料金額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

ＦＯＭＡ タイプＳＳ 1,864円(2,013.12円)総合利用

プラン

共用ＦＯＭＡ

以外のもの

バリュー

プラン

タイプＳ 3,000円 ( 3,240円)

タイプＭ 5,000円 ( 5,400円)

タイプＬ 8,000円 ( 8,640円)

タイプＬＬ 13,000円 (14,040円)

タイプシンプル 1,483円(1,601.64円)

タイプリミット 2,600円 ( 2,808円)

タイプビジネス 8,200円 ( 8,856円)

タイプＳＳ 3,600円 ( 3,888円)バリュー

プラン以

外のもの タイプＳ 4,600円 ( 4,968円)

タイプＭ 6,600円 ( 7,128円)

タイプＬ 9,600円 (10,368円)

タイプＬＬ 14,600円 (15,768円)

タイプシンプル 3,083円(3,329.64円)

タイプリミット 4,200円 ( 4,536円)

タイプビジネス 9,800円 (10,584円)

共用ＦＯＭＡに係るもの タイプＳＳ　2in1 1,864円(2,013.12円)

タイプＳ　2in1 3,000円 ( 3,240円)

タイプＭ　2in1 5,000円 ( 5,400円)

タイプＬ　2in1 8,000円 ( 8,640円)
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タイプＬＬ　2in1 13,000円 (14,040円)

タイプビジネス

2in1

8,200円 ( 8,856円)

タイプ2in1 800円 (   864円)

データ専用プラン データプランＳＳ 1,100円 ( 1,188円)バリュー

プラン

データプランＳ 2,200円 ( 2,376円)

データプランＭ 4,500円 ( 4,860円)

データプランＬ 6,700円 ( 7,236円)

データプランＬＬ 13,200円 (14,256円)

定額データプラン

スタンダード２

3,334円(3,600.72円)

定額データプラン

128Ｋ

3,010円 (3,250.8円)

データプランＳＳ 1,800円 ( 1,944円)バリュー

プラン以

外のもの データプランＳ 2,900円 ( 3,132円)

データプランＭ 5,200円 ( 5,616円)

データプランＬ 7,400円 ( 7,992円)

データプランＬＬ 13,900円 (15,012円)

定額データプラン

スタンダード２

4,034円(4,356.72円）

定額データプラン

128Ｋ

3,710円 (4,006.8円)
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　　　　２－１－２　第２種契約に係るもの

 料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ 総合利用

プラン

ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（スマホ／タブ）

4,200円 (4,536円)一般契約

に係るも

の

ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（ケータイ）

3,700円 (3,996円)

限定利用

プラン

ＦＯＭＡキッズケータイプラ

ス

1,000円 (1,080円)

データ専

用プラン

ＦＯＭＡデータプラン（スマホ

／タブ）

3,200円 (3,456円)

ＦＯＭＡデータプラン（ルータ

ー）

2,700円 (2,916円)

総合利用

プラン

ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（スマホ／タブ）

2,700円 (2,916円)定期契約

に係るも

の

ＦＯＭＡカケホーダイプラン

（ケータイ）

2,200円 (2,376円)

限定利用

プラン

ＦＯＭＡキッズケータイプラ

ス

500円 (  540円)

データ専

用プラン

ＦＯＭＡデータプラン（スマホ

／タブ）

1,700円 (1,836円)

ＦＯＭＡデータプラン（ルータ

ー）

1,200円 (1,296円)
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　　　２－２　ＦＯＭＡユビキタスに係るもの

　　　　２－２－１　第１種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの

１契約ごとに

 料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡユビキタス ユビキタスプランＳ 800円 (  864円)

ユビキタスプランＭ 1,600円 (1,728円)

お便りフォトプランフラット 1,000円 (1,080円)

トランシーバプラン 1,400円 (1,512円)

　　　　２－２－２　第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るもの

１契約ごとに

 料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡデバイスプラス 300 300円 (  324円)ＦＯＭＡユビ

キタス

ＦＯＭＡユビ

キタス一般契

約に係るもの ＦＯＭＡデバイスプラス 500 1,000円 (1,080円)

ＦＯＭＡユビ

キタス定期契

約に係るもの

ＦＯＭＡデバイスプラス 500 500円 (  540円)

　　　２－３　ＦＯＭＡ位置情報に係るもの

１契約ごとに

 料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ位置情報 位置情報専用プラン 450円 (486円)
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　第２　付加機能使用料

　　１　適用

付　　加　　機　　能　　使　　用　　料　　の　　適　　用

(1) 削　除

(2) ｉモード電子

メール転送機能

及びかんたん位

置情報機能に係

る付加機能使用

料の適用

ｉモード電子メール転送機能及びかんたん位置情報機能に係る付加機

能使用料については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の

規定にかかわらず、日割しません。

(3) 削　除

(4) ｉモード電子

メール等音声文

字変換機能に係

る付加機能使用

料の減額適用

ア　別表２（付加機能）に規定するｉモード電子メール等音声文字変

換機能に係る付加機能使用料について、ＦＯＭＡ契約締結後、その

ＦＯＭＡにおいて最初にその機能の提供を開始したときは、その提

供を開始した日から起算して31日を経過した日から料金を適用しま

す。

イ　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者

が、その電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭ

Ａ契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに

係る契約を締結した日（その電気通信サービスに係る契約を継続し

て締結していると当社が認める場合は、その電気通信サービスに係

る契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯＭＡ契約

を締結しているものとみなし、アの規定を適用します。

　ただし、Ｘｉサービス契約款に規定するｉモード電子メール等音

声文字変換機能に係る付加機能使用料の減額適用を受けているＸｉ

に係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、

アの規定が適用とならない場合があります。

ウ　ＦＯＭＡユビキタス契約者又はＦＯＭＡ位置情報契約者が、その

契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の

解除があったＦＯＭＡユビキタス契約又はＦＯＭＡ位置情報契約を

締結した日（その契約を継続して締結していると当社が認める場合

は、その契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯＭ

Ａ契約を締結しているものとみなし、アの規定を適用します。

エ　次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した日（そ

のＦＯＭＡ契約を継続して締結していると当社が認める場合は、そ

のＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯ

ＭＡ契約を締結しているものとみなして、アの規定を適用します。

(ア)　そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般

契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約

を締結したとき。

(イ)　そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは第２種契約の

解除と同時に新たに２年定期契約を締結したとき、２年定期契約

若しくは第２種契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結し

たとき又は２年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新た
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に１年定期契約を締結したとき。

(ウ)　そのＦＯＭＡ契約者が、総合利用プランに係る定期契約の解

除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を締結したと

き又はデータ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総

合利用プランに係る定期契約を締結したとき。

(5) 付加機能使用

料の減額適用

ア　１のＦＯＭＡについて、別表２（付加機能）に規定する通信中着

信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼

出音選択機能（以下この欄及び(7)において「通信中着信機能等」と

いいます。）に係る付加機能使用料の適用を同時に受けているとき

は、(6)に規定する適用を受ける場合を除き、２（料金額）に規定す

る付加機能使用料の合計額から200円（月額）を減額して適用します。

イ　１のＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスについて、別表２（付加機

能）に規定するグループ機能及びmoperaU機能（スタンダードプラン

に係るものに限ります。）に係る付加機能使用料の適用を同時に受け

ているときは、(6)に規定する適用を受ける場合を除き、２（料金額）

に規定する付加機能使用料の合計額から 100円（月額）を減額して

適用します。

ウ　１のＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスについて、別表２（付加機

能）に規定するiモード機能、moperaU機能（スーパーライトプラン

に係るものを除きます。）、ビジネスmoperaインターネット機能及び

spモード機能に係る付加機能使用料（基本機能に係るものに限りま

す。）のうち、２以上の付加機能使用料の適用を同時に受けていると

きは、(6)に規定する適用を受ける場合を除き、２（料金額）に規定

する付加機能使用料の額からそれぞれ150円（月額）を減額して適用

します。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により付加機

能使用料を日割するときは、アからウに規定する額を日割して適用

します。

オ　共用ＦＯＭＡに提供する付加機能に係る付加機能使用料について

は、別表２に規定する通話録音機能に係るものを除き、支払いを要

しません。

(6) 身体障がい者

等割引の適用を

受けている場合

の付加機能使用

料の適用

第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を

受けているＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスに係る付加機能使用料に

ついては、着信短縮ダイヤル機能、ｉモード電子メール転送機能、メ

ール着信通知機能、位置情報通知機能、ビジネスmoperaテレメトリ機

能及び遠隔管理機能に係る付加機能使用料、ＦＯＭＡ位置情報受信機

能における１位置情報蓄積ごとの付加機能使用料並びに通話録音機能

における１通話録音グループごとの付加機能使用料を除き、２（料金

額）の規定の額からその額に0.60を乗じて得た額を差し引いて適用し

ます。

　ただし、(7)の適用を受けているときは、適用しません。

(7) 付加機能使用

料の31日間減額

適用

ア　付加機能使用料の31日間減額適用とは、次の(ア)から(ク)に規定

するものをいいます。

(ア)　１のＦＯＭＡについて、最初に通信中着信機能等及びｉモー

ド機能に係る付加機能使用料の適用を同時に受けることとなった

とき（spモード機能の提供を受けている場合を除きます。）は、(5)
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の規定にかかわらず、通信中着信機能等に係る付加機能使用料に

ついて、その日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、

２（料金額）に規定する合計額から減額して適用します。

　ただし、spモード機能の提供を受けることとなった場合又は通

信中着信機能等のいずれか若しくはｉモード機能の提供を廃止す

ることとなった場合は、この限りでありません。

(イ)　１のＦＯＭＡについて、最初に通信中着信機能等及びspモー

ド機能の提供を同時に受けることとなったときは、(5)の規定にか

かわらず、通信中着信機能等に係る付加機能使用料について、そ

の日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、２（料金

額）に規定する合計額から減額して適用します。

　ただし、通信中着信機能等のいずれか又はspモード機能の提供

を廃止することとなった場合は、この限りでありません。

(ウ)　１のＦＯＭＡについて、別表２（付加機能）に規定するｉモ

ードケータイデータお預かり機能又は容量拡張機能の提供を最初

に受けることとなったときは、提供を受けることとなったその付

加機能に係る付加機能使用料について、その日から起算して31日

間は支払いを要しないものとし、２（料金額）に規定する額から

減額して適用します。

　ただし、ｉモードケータイデータお預かり機能又は容量拡張機

能の提供を廃止することとなった場合は、この限りでありません。

(エ)　１のＦＯＭＡについて、最初に呼出音選択機能及びｉモード

機能の提供を同時に受けることとなったとき（spモード機能の提

供を受けている場合を除きます。）は、その呼出音選択機能に係る

付加機能使用料について、その提供を開始した日から起算して31

日間は支払を要しないものとし、２（料金額）に規定する額から

減額して適用します。

　ただし、(ア)の適用を受けることとなった場合、spモード機能

の提供を受けることとなった場合又は呼出音選択機能若しくはｉ

モード機能の提供を廃止することとなった場合は、この限りであ

りません。

(オ)　１のＦＯＭＡについて、最初に呼出音選択機能及びspモード

機能の提供を同時に受けることとなったときは、その呼出音選択

機能に係る付加機能使用料について、その提供を開始した日から

起算して31日間は支払を要しないものとし、２（料金額）に規定

する額から減額して適用します。

　ただし、(イ)の適用を受けることとなった場合又は呼出音選択

機能若しくはspモード機能の提供を廃止することとなった場合

は、この限りでありません。

(カ)　１のＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ユビキタス契

約に限ります。）について、最初に別表２（付加機能）に規定する

情報自動受信機能、「spモードご利用細則」に規定するクラウド容

量オプション（追加容量が50GBの場合に限ります。）及び「スゴ得

コンテンツご利用規約」に規定するスゴ得コンテンツの提供を同

時に受けることとなったときは、その情報自動受信機能に係る付

加機能使用料について、その日から起算して31日間は支払を要し

ないものとし、２（料金額）に規定する額から減額して適用しま

す。

　ただし、その情報自動受信機能の提供を廃止することになった
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場合、そのクラウド容量オプション若しくはスゴ得コンテンツの

提供を廃止することとなった場合又は当社が別に定める場合は、

この限りでありません。

(キ)　１のＦＯＭＡについて、最初にその情報自動受信機能及びｉ

モード機能の提供を同時に受けることとなったときは、その情報

自動受信機能に係る付加機能使用料について、その提供を開始し

た日から起算して31日間は支払を要しないものとし、２（料金額）

に規定する額から減額して適用します。

　ただし、(カ)の適用を受けている期間である場合、情報自動受

信機能機能若しくはｉモード機能の提供を廃止することとなった

場合又は当社が別に定める場合は、この限りでありません。

(ク)　１のＦＯＭＡについて、最初に情報自動受信機能及びspモー

ド機能の提供を同時に受けることとなったとき（ｉモード機能の

提供を受けている場合を除きます。）は、その情報自動受信機能に

係る付加機能使用料について、その提供を開始した日から起算し

て31日間は支払を要しないものとし、２（料金額）に規定する額

から減額して適用します。

　ただし、(カ)の適用を受けている期間である場合、情報自動受

信機能若しくはspモード機能の提供を廃止することとなった場

合、ｉモード機能の提供を受けることとなった場合又は当社が別

に定める場合は、この限りでありません。

(ケ) １のＸｉについて、別表２（付加機能）に規定する遠隔管理機

能（基本機能に係るものに限ります。以下、この欄において同じ

とします。）の提供を最初に受けることとなったときは、提供を受

けることとなったその付加機能に係る付加機能使用料について、

その日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、２（料

金額）に規定する額から減額して適用します。

　ただし、遠隔管理機能の提供を廃止することとなった場合は、

この限りでありません。

イ　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者

が、その電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭ

Ａ契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに

係る契約を締結した日（その電気通信サービスに係る契約を継続し

て締結していると当社が認める場合は、その電気通信サービスに係

る契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯＭＡ契約

を締結しているものとみなし、アの(ア)から(ク)の規定を適用しま

す。

　ただし、Ｘｉサービス契約約款に規定する付加機能使用料の31日

間減額適用を受けているＸｉに係る契約の解除と同時に新たにＦＯ

ＭＡ契約を締結したときは、アの(ア)から(ク)の規定が適用となら

ない場合があります。

ウ　ＦＯＭＡユビキタス契約者又はＦＯＭＡ位置情報契約者が、その

契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の

解除があったＦＯＭＡユビキタス契約又はＦＯＭＡ位置情報契約を

締結した日（その契約を継続して締結していると当社が認める場合

は、その契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯＭ

Ａ契約を締結しているものとみなし、アの(ア)から(キ)の規定を適

用します。

エ　次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した日（そ
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のＦＯＭＡ契約を継続して締結していると当社が認める場合は、そ

のＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯ

ＭＡ契約を締結していたものとみなして、アの(ア)から(キ)の規定

を適用します。

(ア)　そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般

契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約

を締結したとき。

(イ)　そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは第２種契約の

解除と同時に新たに２年定期契約を締結したとき、２年定期契約

若しくは第２種契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結し

たとき又は２年定期契約若しくは第２種契約の解除と同時に新た

に１年定期契約を締結したとき。

(ウ)　そのＦＯＭＡ契約者が、総合利用プランに係る定期契約の解

除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を締結したと

き又はデータ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総

合利用プランに係る定期契約を締結したとき。

(8) moperaU機能

に係る付加機能

使用料の適用

ア　moperaU機能に係る付加機能使用料の適用の区分には、スタンダー

ドプラン、ライトプラン及びスーパーライトプランがあり、契約者

はあらかじめいずれかの区分を選択していただきます。

　ただし、基本使用料の料金種別が定額データプランの契約者はラ

イトプランを選択することができません。

イ　アの規定にかかわらず、スーパーライトプランについては、基本

使用料の料金種別が定額データプラン 128Ｋの契約者に限り選択す

ることができます。

ウ　ライトプランに係るmoperaU機能の付加機能使用料については、当

該機能の利用のために当社が設置した電気通信設備への接続の開始

があった場合に限り、その接続を開始した時刻の属する当該暦月に

おいて、２（料金額）に規定する額を適用します。この場合におけ

る通信の時刻は、当社の機器により測定します。

エ　ライトプランに係るmoperaU機能の付加機能使用料については、通

則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわらず、日

割は行いません。

(9) 位置情報受信

機能に係る付加

機能使用料の適

用

位置情報受信機能に係る１位置情報蓄積ごとの付加機能使用料は、当

該機能の利用により生じた、ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスの位

置情報通知機能に係る付加機能使用料を含みます。

(10) 削　除

(11) 削　除

(12) 削　除

(13) 削　除

(14) パケットト

ランシーバ機能

ア　別表２（付加機能）に規定するパケットトランシーバ機能に係る

付加機能使用料の適用を受けているＦＯＭＡユビキタスについて、
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に係る付加機能

使用料の適用

当社が指定する事業所において当社が定める端末設備（当社が定め

るものに限ります。以下同じとします。）を第１種ＦＯＭＡユビキタ

ス契約者又はその関係者が当社が別に定める方法により購入したと

きは、２（料金額）に規定する付加機能使用料の額から 800円（月

額）を減額して適用します。

イ　アに規定する減額は、その購入があったと当社が確認した日を含

む料金月から適用します。

ウ　当社は、次のいずれかに該当する場合には、それに該当すると当

社が確認した日をもってその適用を廃止します。

(ア)　契約の解除があったとき。

(イ)　パケットトランシーバ機能の廃止があったとき。

(ウ)ＦＯＭＡサービス取扱所において当社が定める端末設備を第１

種ＦＯＭＡユビキタス契約者又はその関係者が当社が定める方法

により購入（アに規定する方法で購入したときを除きます。）した

とき。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により付加機

能使用料を日割するときは、アに規定する額を日割して適用します。
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　　２　料金額

料金額（月額）

区　　　　　　分 単　　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

通話中着信機能（キャッチホン） １契約ごとに 200円(   216円)

留守番電話及び不在案内機能 １契約ごとに 300円(   324円)

着信短縮ダイヤ

ル機能（クイッ

クナンバー）

１の着信短縮ダイヤル番号に

より行う通信について、その

通信の発信を許容する地域を

ＦＯＭＡ及びＸｉの１の営業

区域に係る地区内とした場合

１着信短縮ダイ

ヤル番号ごとに

28,000円)

(30,240円)

上記以外のもの １着信短縮ダイ

ヤル番号ごとに

36,000円)

(38,880円)

ｉモード機能 基本機能 基本額（１契約ご

とに）

300円(   324円)

追
加
機
能

ｉモード電子メール転送

機能（メアド変えても転

送サービス）

加算額（１契約ご

とに）

100円(   108円)

ｉモード電子メール等音

声文字変換機能（音声入

力メール）

加算額（１契約ご

とに）

200円(   216円)

グループ機能 １契約ごとに 150円(   162円)

呼出音選択機能（メロディコール） １契約ごとに 100円(   108円)

moperaU機能 基本機能 基本額（１契約ご

とに）

(1) スタンダードプ

ラン

500円(   540円)

(2) ライトプラン

300円(   324円)

(3) スーパーライト

プラン

150円(   162円)

追
加
機
能

メールアドレス追加機能 加算額（１メール

アドレス追加ご

とに）

150円(   162円)

メールウイルスチェック 加算額（１メール 150円(   162円)
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機能 アドレスごとに）

ＩＰ網接続機能 加算額（１契約ご

とに）

(1) タイプ１

300円(   324円)

(2) タイプ２

500円(   540円)

メール着信通知機能 加算額（１通知ご

とに）

3円(  3.24円)

複数番号機能（マルチナンバー） １追加番号ごと

に

500円(   540円)

即時接続機能 １契約ごとに 100円(   108円)

位置情報通知機能 １位置情報送出

ごとに

３円(  3.24円)

１契約ごとに 200円(   216円)位置情報受信機

能

タイプ１（イマドコサーチ）

１位置情報蓄積

ごとに

5円(  5.4円)

タイプ２（イマドコかんたんサ

ーチ）

１位置情報蓄積

ごとに

10円(  10.8円)

基本機能 １契約ごとに 100円(   108円)ｉモードケータ

イデータお預か

り機能 追
加
機
能

容量拡張機能 １契約ごとに 100円(   108円)

基本機能 基本額（１契約ご

とに）

300円(   324円)ビジネスmopera

インターネット

機能

追
加
機
能

ＩＰ網接続機能 加算額（１契約ご

とに）

(1) タイプ１

300円(   324円)

(2) タイプ２

500円(   540円)

情報自動受信機能（ｉコンシェル） １契約ごとに 100円(   108円)

基本機能 基本額（１契約ご

とに）

200円(   216円)画像情報蓄積機

能（お便りフォ

トサービス）

追
加
機
能

一括管理機能 加算額（１契約ご

とに）

300円(   324円)
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spモード機能 １契約ごとに 300円(   324円)

ビジネスmoperaテレメトリ機能 １契約ごとに 100円(   108円)

通話録音機能 基本額（１契約ご

とに）

500円(  540円)

加算額（１通話録

音グループごと

に）

  500円(  540円)

トランシーバサービス １契約ごとに 2,300円(2,484円)

かんたん位置情報機能 １契約ごとに 200円(  216円)

端末動作情報等蓄積機能（ドコッチサービス） １契約ごとに 280円(302.4円)

基本機能 タイプＡ 基本額（１契約ご

とに）

250円(  270円)遠隔管理機能

（あんしんマネ

ージャー）

タイプＢ 基本額（１契約ご

とに）

250円(  270円)

タイプＣ 基本額（１契約ご

とに）

400円(  432円)

タイプＤ 基本額（１契約ご

とに）

250円(  270円)
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　第３　通信料

　　１　適用

通　　信　　料　　の　　適　　用

(1) 通信の条件 ア　契約者は、そのＦＯＭＡサービスの契約者回線から通信を行うと

きは、当社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択し

ていただきます。

イ　基本使用料の料金種別がデータ専用プランのＦＯＭＡサービスの

契約者回線との間の通話モードによる通信は、行うことができませ

ん。

ウ　イの規定によるほか、基本使用料の料金種別が定額データプラン

のＦＯＭＡサービスの契約者回線との間の64kb/sデジタル通信モー

ドによる通信は、行うことができません。

エ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線相互間のパケット通信モードによ

る通信は、当社が別に定める場合を除き、行うことができません。

オ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線と専用回線等接続サービスに係る

接続点との間の通信は、通話モード、64kb/sデジタル通信モード、

ショートメッセージ通信モード又はパケット通信モードに限り行う

ことができるものとし、その提供条件はこの約款によるほか、専用

回線等接続サービス契約約款に定めるところによります。

　ただし、ＦＯＭＡサービスの契約者回線と卸携帯電話サービスに

係る契約者が提供を受けている専用回線等接続サービスに係る接続

点との間の通信は、行うことができません。

カ　パケット通信モードによる通信においては、通信の状況等に応じ

て、ハイスピードモードとそれ以外のモードとの間の切替を行う場

合があります。

キ　128k通信モードによる通信は、基本使用料の料金種別が定額デー

タプラン128ＫのＦＯＭＡに係るものである場合、(7)の２に規定す

るパケット定額若しくは(7)の３に規定するデータ定額パックの適

用を受けている場合に限り、行うことができます。

ク　128k通信モードによる通信の接続先は、当社が定めるものに限り

ます。

ケ　基本使用料の料金種別が定額データプラン128ＫのＦＯＭＡサー

ビスの契約者回線との間のパケット通信モードによる通信は、128k

通信モードによる通信に限り行うことができます。

コ　基本使用料の料金種別が定額データプランのＦＯＭＡにおいて、

端末設備の有する機能により、通信の接続先が制限されることがあ

ります。

サ　基本使用料の料金種別がお便りフォトプランフラットのＦＯＭＡ

ユビキタスの契約者回線との間の通信は、ＦＯＭＡサービス取扱所

等に設置されている電気通信設備（当社が指定したものに限りま

す。）との間のパケット通信モードによる通信に限り、行うことがで

きます。

シ　当社は、当該料金月におけるお便りフォトプランフラットに係る

累計課金対象パケット数が当社が定める数を超えることを当社が確

認したときから、当該料金月の末日までの間、その契約者回線への

パケット通信モードに係る通信の利用を停止します。

　ただし、契約者がパケット通信モードに係る通信を継続して利用
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する旨の請求を行ったとき又は別表２（付加機能）に規定する画像

情報蓄積機能に係る一括管理機能を利用しているときは、この限り

でありません。

ス　当社は、シの規定により通信の利用を停止するときは、あらかじ

めそのことを契約者へ通知します。

セ　当社は、当該料金月におけるお便りフォトプランフラットに係る

累計課金対象パケット数が200,000課金対象パケットを超えたこと

を当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、その契約

者回線との間におけるパケット通信モードに係る通信の利用を停止

します。

ソ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線と当社が提供するＸｉサービス若

しくはワイドスター通信サービスの契約者回線との間の通信は、当

社が別に定める場合を除き、通話モードに限り行うことができます。

　ただし、この約款、Ｘｉサービス契約約款又はワイドスター通信

サービス契約約款の規定により通信を行うことができないときは、

この限りでありません。

タ　共用ＦＯＭＡに係る契約者回線からのショートメッセージ通信モ

ードによる文字メッセージ（契約者回線等から送信された文字、数

字及び記号等をいいます。以下同じとします。）の送信は、行うこと

ができません。

チ　ショートメッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わり

にくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、

当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは、当社が別に定め

る時間が経過した後、消去します。

ツ　チの規定によるほか、第51条（利用中止）の規定により利用の中

止があったときは、既に蓄積されている文字メッセージが消去され

ることがあります。この場合において、消去された文字メッセージ

を復元することはできません。

テ　契約者回線から送信できるショートメッセージ通信モードによる

文字メッセージの数は、当社が定める数以内とします。

ト　契約者は、当社が別に定める方法により、指定したショートメッ

セージ通信モードに係る文字メッセージの蓄積を行わないようにす

ることができます。

ナ　契約者は、当社が別に定める外国の電気通信事業者が提供する電

気通信サービスに係る電気通信回線との間でショートメッセージ通

信モードにより通信を行うことができます。この場合において、当

社は、当社以外の電気通信事業者の電気通信設備に関する通信の品

質を保証しません。

ニ　ナに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信について

は、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等によ

り制限されることがあります。

ヌ　ショートメッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセー

ジの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。

ネ　ＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡ特定接続を除きます。）の契約者回線

とＦＯＭＡ特定接続及びＸｉ特定接続（Ｘｉサービス契約約款に規

定するものをいいます。）に係る１の協定事業者の相互接続点との間

の通信は、行うことができません。

ノ　らくらくパケ・ホーダイ（(7)の２に規定するものをいいます。以

下同じとします。）の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線との間
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のパケット通信モードによる通信は、別表２に規定するspモード機

能の利用に係る通信に限り、行うことができます。

ハ　らくらくパケ・ホーダイの適用を受けているＦＯＭＡの契約者回

線との間のパケット通信モードによる通信の１料金月における累計

の課金対象パケット量が 4,096,000課金対象パケットを超えたこと

を当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該

料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間において、そ

のＦＯＭＡの契約者回線との間のパケット通信モードによる通信を

128k通信モードによる通信とする取扱い（以下この欄において「128k

通信」といいます。）を適用します。

ヒ　128k通信の適用を受けているＦＯＭＡについて、らくらくパケ・

ホーダイの適用を廃止したことを当社が確認したときは、128k通信

の適用を解除します。

（注１）ウに規定する数値は実際の伝送速度の上限を示すものではあ

りません。また通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。

（注２）ナに規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネ

ットホームページに定めるところによります。

(2) 削　除

(3) 同一地区内及

び同一地区外通

信等の適用

ア　固定電気通信事業者（別表７に定めるものをいいます。以下(3)

欄において同じとします｡)が提供する電気通信サービスの契約者回

線等との間の通信（通話モード及び64kb/sデジタル通信モードによ

る通信に限ります｡)における同一地区内通信及び同一地区外通信

は、次のとおり区分して料金を適用します。

区　　分 適　用　す　る　通　信

(ア)同一地区内通

信

ＦＯＭＡサービスの契約者回線等に接続されて

いる移動無線装置の在圏する地域とその相互接

続通信に伴って行われる他社相互接続通信の他

社契約者回線等に係る通信地域間距離測定のた

めの起算点（以下「他社側起算点」といいます。）

が、同一の営業区域に係る地区内となる通信

(イ)同一地区外通

信

(ア)以外の通信

イ　アに規定する通信の区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、

その通信が終了するまで変更しません。

ウ　アに規定する通信の区分の適用は、電波の伝播状態又は他社側起

算点の位置により隣接する他の地域との間のものとして取り扱うこ

とがあります。

ア　昼間、夜間及び深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。

　ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、そ

の部分を除いた時間帯をいいます。

(4) 昼間、夜間、

深夜・早朝及び

土曜日・日曜

日・祝日の料金

額の適用 区　　分 時　　　間　　　帯
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昼　　　　　間 午前８時から午後７時までの間

夜　　　　　間 午後７時から午後11時までの間

深 夜 ・ 早 朝 午前０時から午前８時まで及び午後11時から午

後12時までの間

イ　土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。

区　　分 時　　　間　　　帯

土曜日・日曜日・祝

日

土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）の規定により休日

とされた日並びに１月２日及び１月３日をいい

ます。）における午前８時から午後11時までの間

(5) 削　除

(6) 削　除

(6)の２　第２種

契約に係るＦＯ

ＭＡの通話モー

ド等による通信

料の適用

ア　基本使用料の料金種別が総合利用プランの第２種契約に係るＦＯ

ＭＡ契約者は、通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通

信（２（料金額）の２－１及び２－２（次の(ア)から(ク)のいずれ

かに該当する又は該当するおそれがある場合を除きます。）に規定す

る料金を適用する通信に限ります。）の料金について、その月間累計

額（料金月単位で累計した額とし、総合利用プランの選択前又は総

合利用プラン以外への料金種別の変更後に利用した通信に係る料金

額を除きます。）の支払いを要しません。

(ア)　料金着信払取扱料、ワイドスター通信サービスの契約者回線

等への通信に係るもの、(19)のアの(ア)から(ウ)に規定するワイ

ドスター通信サービスの契約者回線への通信、当社が別に定める

電話番号への通信に係るもの又は当社が指定する電気通信事業者

が提供する電気通信サービスへの通信等に係るものであるとき。

(イ)　当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信の

ふくそうを生じさせるとき。

(ウ)　ＦＯＭＡサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利

用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生

じるとき。

(エ)　その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他

の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して

他人の通信を媒介したとき。

(オ)　特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から

利益を得ているとき。

(カ)　一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間

又は多数の通信等を一定期間継続するものであるとき。

(キ)　音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続

するとき。

(ク)　その他当社の業務の遂行上支障が生じるとき。
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イ　アの規定にかかわらず、第２種契約に係るＦＯＭＡ契約者がアの

(イ)から(ク)に規定する行為を一定期間継続する又は継続するおそ

れがあるときの、そのＦＯＭＡ契約者から行われる全ての通話モー

ド又は64kb/sデジタル通信モードによる通信は２（料金額）の２－

１及び２－２に規定する料金を適用します。

ウ　契約者が、料金表第１表第１（基本使用料）の(1)の１のハの適用

を受けるときは、当社が定める方法により当社が継続してＦＯＭＡ

サービスを提供しているものとみなしてアの規定を適用します。

(7) パケット通信

モードによる通

信の料金の適用

ア　ＦＯＭＡサービスの契約者回線との間のパケット通信モードによ

る通信（当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同

じとします｡)の料金は、１料金月における累計の課金対象パケット

数（以下「累計課金対象パケット数」といいます。)に応じて、２（料

金額）の２－３の規定により算定した額を適用します。

イ　定期契約者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結した

とき又は一般契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約を締

結したときの累計課金対象パケット数は、契約の解除があったＦＯ

ＭＡに係る累計課金対象パケット数と新たに契約を締結したＦＯＭ

Ａに係る累計課金対象パケット数を合算して適用します。

　ただし、基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係るものは

この限りでありません。

ウ　１年定期契約者がその契約の解除と同時に新たに２年定期契約を

締結したとき又は２年定期契約者がその契約の解除と同時に新たに

１年定期契約を締結したときの累計課金対象パケット数は、イの規

定に準じて取り扱います。

エ　データ専用プラン、共用ＦＯＭＡに係る総合利用プラン、ＦＯＭ

Ａユビキタス若しくはＦＯＭＡ位置情報に係る基本使用料の料金種

別の変更があった場合又はパケット定額若しくはデータ定額パック

に係る選択等があった場合は、アの規定にかかわらず、それぞれの

基本使用料の料金種別、パケット定額若しくはデータ定額パックを

選択している期間又は選択していない期間ごとに料金を算定しま

す。

オ　専用回線等接続サービス契約約款に規定するセンタ側課金機能を

利用して行われるＦＯＭＡサービスに係る通信に関する料金は、ア

からエ及び２（料金額）の規定にかかわらず、次のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡパケット通信料 税抜額0.12円 (税込額0.1296円)

カ　当社は、契約者から、第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する

定額データプランスタンダード２への基本使用料の料金種別の変更

又は(7)の２に規定するパケット定額若しくはデータ定額パックの

選択（以下「パケット定額の選択等」といいます。）と同時に、その

料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの 初の申出

であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を

含む料金月及びその前料金月（以下この欄において「当該料金月」

といいます。）におけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に
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定める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、パケ

ット定額の選択等があったものとみなして料金を算定します。この

場合において、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算

定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しな

いものとし、その額を返還します。

キ　カの規定によるほか、当社は、Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦ

ＯＭＡ契約を締結した契約者であって、そのＦＯＭＡ契約締結の際

にパケット定額の選択等を行った者から、そのパケット定額の選択

等と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者

からの 初の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、当該

料金月におけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める

通信を除きます。）及びデータ通信モード（Ｘｉサービス契約約款に

規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）に係

る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定め

る方法により、パケット定額の選択等があったものとみなして料金

を算定します。この場合において、当該料金月におけるその通信に

係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差

額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。

（注１）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに

係る通信及びⅰモードパケットフリー通信とします。

（注２）エの規定により、基本使用料の料金種別又はパケット定額を

選択している期間若しくは選択していない期間ごとに料金を算定

する場合において、当社は、１のセッション（当社が通信をでき

る状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間

をいいます。）の設定中に基本使用料の料金種別の変更又はパケッ

ト定額に係る選択等があったときは、当社が定める方法により料

金を算定するものとします。

（注３）契約者は、当社がカ又はキに規定する料金の算定をするまで

の間、当該料金月におけるパケット通信モード又はデータ通信モ

ードに係る通信に関する料金の支払いを要します。

(7)の２　パケッ

ト通信モードに

係る定額通信料

の適用等

ア　基本使用料の料金種別が総合利用プランのＦＯＭＡ（第１種契約

に係るものであって、共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）に係る

契約者は、 (ア) に規定する定額通信料を支払った場合に、パケッ

ト通信モードによる通信の一部に関する料金について、 (イ) の規

定により算定した額を適用する取扱い（以下「パケット定額」とい

います。）を選択することができます。この場合において、パケット

定額にはパケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイシンプル、パケ・

ホーダイフラット及びらくらくパケ・ホーダイがあり、いずれか１

つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

(ア)　定額通信料

１契約ごとに

区　　　分 定額通信料（月額）

パケ・ホーダイダブル 税抜額372円 (税込額401.76円)

パケ・ホーダイシンプル ―
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パケ・ホーダイフラット 税抜額5,200円 (税込額5,616円)

らくらくパケ・ホーダイ 税抜額5,200円 (税込額5,616円)

(イ)　パケット通信料

①　パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプルに係るも

の

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

spモード機能の利用に係る通

信（パケ・ホーダイダブル等

を選択している期間におい

て、当社が定める端末設備の

みを利用して行ったことを当

社が確認したものに限りま

す。）に関するＦＯＭＡパケッ

ト通信料

税抜額0.004円 (税込額0.00432円)

上記以外のもの 税抜額0.08円 (税込額0.0864円)

②　パケ・ホーダイフラットに係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡパケット通信料 税抜額0.05円 (税込額0.054円)

③　らくらくパケ・ホーダイに係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡパケット通信料 ―

イ　アの規定によるほか、パケット定額の選択に関して次に該当する

ときは、その定めるところによります。

(ア)　基本使用料の料金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡに係る契

約者は、パケット定額（パケ・ホーダイダブルを除きます。）のう

ち、いずれか１つを選択していただきます。

(イ)　パケ・ホーダイシンプルについては、基本使用料の料金種別

がタイプシンプルのＦＯＭＡに係る契約者に限り選択することが

できます。

(ウ)　らくらくパケ・ホーダイについては、別表２に規定するspモ

ード機能の提供を受けている場合に限り、選択することができま

す。
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ウ　料金月の初日以外にパケ・ホーダイダブルの選択があったときは、

通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、定額

通信料をその選択があった日から当該料金月の末日までの日数に応

じて日割します。

エ　同一料金月内において、パケ・ホーダイダブル及びシに規定する

パケ・ホーダイシンプルの両方の選択があったときは、ア及びウの

規定にかかわらず、当該料金月におけるパケ・ホーダイダブルに係

る定額通信料の支払いを要しません。

オ　同一料金月内において、パケ・ホーダイフラット及びらくらくパ

ケ・ホーダイの両方の選択があったときは、アの規定にかかわらず、

当該料金月におけるらくらくパケ・ホーダイに係る定額通信料の支

払いを要しません。

カ　パケット定額に係る変更等があった場合は、(7)のエの規定にかか

わらず、それぞれのパケット定額を選択している期間又はパケット

定額を選択していない期間ごとに料金を算定します。

キ　当社は、パケット定額を選択している契約者から、この取扱いを

廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合に

は、パケット定額を廃止します。

(ア)　基本使用料の料金種別が総合利用プラン（共用ＦＯＭＡに係

るものを除きます。）以外となったとき。

(イ)　電話番号保管があったとき。

(ウ)　契約の解除があったとき。

ク　キの規定によるほか、当社は、らくらくパケ・ホーダイを選択し

ている契約者が、spモード機能（別表２に規定するものをいいます。

以下この欄において同じとします。）を廃止した場合は、らくらくパ

ケ・ホーダイを廃止します。

ケ　一般契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約を締結した

場合、又は定期契約者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を

締結した場合は、パケット定額を継続して選択しているものとみな

して取り扱います。

コ　１年定期契約者がその契約の解除と同時に新たに２年定期契約を

締結した場合、又は２年定期契約者がその契約の解除と同時に新た

に１年定期契約を締結した場合は、ケに規定する場合に準じて取り

扱います。

サ　ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合のパケット

定額に係る定額通信料の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料

の取扱いに準ずるものとします。

シ　ウ及びサに規定する場合を除き、定額通信料については日割しま

せん。

ス　パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプル（以下「パケ・

ホーダイダブル等」といいます。）に係る適用は次のとおりとします。

(ア)　パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったｉモード等通信（ｉモードフルブラウザを使用

した通信以外のものに限ります。）及びspモード機能の利用に係る

通信（パケ・ホーダイダブル等を選択している期間において、当

社が定める端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認した

ものに限ります。）に関する料金（(8)の２に規定する料金を除き

ます。）については、アの規定により算定した額を適用します。こ

の場合において、その料金の月間累計額が4,200円を超える場合
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は、4,200円をその月間累計額とみなして取り扱います。

(イ)　パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったｉモード等通信（ｉモードフルブラウザを使用

した通信に限ります。）、spモード機能の利用に係る通信（(ア)の

規定が適用される通信を除きます。）、128k通信モードによる通信及

びその他パケット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの契

約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行っ

たパケット通信モードによる通信をいい、当社が別に定めるもの

を除きます。）に関する料金については、アの規定により算定した

額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額と(ア)

の規定により算定した料金の月間累計額の合計額（以下この欄に

おいて「ｉモード等通信月間累計額」といいます。）が5,700円を

超える場合は、5,700円をその合計額とみなして取り扱います。

(ウ)　パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったパケット通信モードによる通信（ｉモード等通

信以外のものをいい、(イ)に規定するもの及び当社が別に定める

ものを除きます。）に関する料金については、 (イ) の規定により

算定したｉモード等通信月間累計額に応じて、次表の規定により

算定した額を適用します。

　ただし、ｉモード等通信月間累計額が5,700円未満の場合であっ

て、そのｉモード等通信月間累計額と次表の規定により算定した

料金の月間累計額の合計額が5,700円を超えるときは、5,700円を

超える部分の料金について、次表に規定するｉモード等通信月間

累計額が5,700円以上の場合に適用される料金額を適用します。

１課金対象パケットごとに

区　　　　　　分 料　金　額

ｉモード等通信月間累計額が

5,700円未満の場合

アに規定する料金額

と同額

ＦＯＭＡ

パケット

通信料

ｉモード等通信月間累計額が

5,700円以上の場合

税抜額0.02円

(税込額 0.0216円)

(エ)　パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったパケット通信モードによる通信の一部に関する

料金は、ｉモード等通信月間累計額と(ウ)の規定により算定した

料金の月間累計額の合計額（その額が7,800円を超える場合は、

7,800円をその合計額とみなして取り扱います。）から、次表に規

定する控除可能額を控除した額を適用します。

　ただし、その合計額が次表に規定する控除可能額に満たないと

きは、その合計額を控除します。

１契約ごとに

区　　　分 控除可能額

パケ・ホーダイダブル 372円

パケ・ホーダイシンプル ―
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(オ)　ウの規定により定額通信料を日割するときは、 (エ) に規定

する控除可能額をウに規定する日数に応じて日割するものとし、

同表中「372円」を「372円を日割した額」に読み替えて適用しま

す。

(カ)　(ア)から(オ)の場合において、同一料金月内にパケ・ホーダ

イダブル及びパケ・ホーダイシンプルの両方の選択があったとき

は、オ及び(7)のエの規定にかかわらず、当該料金月におけるパ

ケ・ホーダイダブルを選択している期間の課金対象パケット数と

パケ･ホーダイシンプルを選択している期間の課金対象パケット

数を合算して料金を算定します。

(キ)　パケ・ホーダイダブルに係る適用について、エの適用を受け

るときは、(エ)に規定する控除は行いません。

(ク)　パケ・ホーダイシンプルの適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったパケット通信モードによる通信の料金のうち、

ｉモード電子メールの送受信に関する通信の料金については、ｉ

モード機能に係る付加機能使用料と合わせて定めるものとし、sp

モード電子メールの送受信に関する通信の料金については、sp

モード機能に係る付加機能使用料と合わせて定めるものとし、イ

ンターネットメール機能（別表２に規定するものをいいます。以

下この欄において同じとします。）に係る電子メール（以下この欄

において「moperaU電子メール」といいます。）の送受信に関する

通信（ＦＯＭＡサービスの契約者回線から、当社が定める接続先

その他の接続方法により行ったパケット通信モードによる通信を

いい、当社が別に定めるものを除きます。）の一部に関する料金に

ついては、moperaU機能に係る付加機能使用料と合わせて定めるも

のとし、アの(イ)の規定にかかわらず、契約者はその規定により

算定した額の支払いを要しません。

　ただし、電波状態、若しくはｉモード機能、spモード機能若し

くはmoperaU機能の利用に係る設定等によりｉモード電子メール、

spモード電子メール若しくはmoperaU電子メールが蓄積されなか

ったとき、又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子

メール、spモード電子メール若しくはmoperaU電子メールが送信さ

れたときは、この限りでありません。

(ケ)　パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったspモード機能の利用に係る通信（パケ・ホーダ

イダブル等を選択している期間において、当社が定める端末設備

のみを利用して行ったことを当社が確認したものに限ります。）に

関するパケット通信モードによる通信の料金については、当該料

金月におけるその通信に係る課金対象パケット数に百分の五を乗

じて算出したものを当該料金月における課金対象パケット数とし

て計算（その計算結果に小数点以下の端数が発生した場合は、そ

の端数を切り上げます。）するものとし、アの(イ)の①に規定する

「税抜額0.004円 (税込額0.00432円）」を「税抜額0.08円 (税込額

0.0864円）」に読み替えて適用します。

セ　パケ・ホーダイフラットに係る適用は次のとおりとします。

(ア)　パケ・ホーダイフラットの適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったｉモード等通信（ｉモードフルブラウザを使用

した通信以外のものに限ります。）に関する料金（(8)の２に規定

する料金を除きます。）、spモード機能の利用に係る通信及びその
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他パケット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの契約者回

線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケ

ット通信モードによる通信をいい、当社が別に定めるものを除き

ます。）については、アの規定にかかわらず、支払いを要しません。

(イ)　パケ・ホーダイフラットの適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったｉモード等通信（ｉモードフルブラウザを使用

した通信に限ります。）及び128k通信モードによる通信に関する料

金については、アの規定により算定した額を適用します。この場

合において、その料金の月間累計額（以下この欄において「ｉモ

ードフルブラウザ等通信月間累計額」といいます。が500円を超え

る場合は、500円をその月間累計額とみなして取り扱います。

(ウ)　パケ・ホーダイフラットの適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったパケット通信モードによる通信（ｉモード等通

信以外のものをいい、(イ)に規定するもの及び当社が別に定める

ものを除きます。）に関する料金については、(イ)の規定により算

定したｉモードフルブラウザ等通信月間累計額に応じて、次表の

規定により算定した額を適用します。

　ただし、ｉモードフルブラウザ等通信月間累計額が500円未満の

場合であって、そのｉモードフルブラウザ等通信月間累計額と次

表の規定により算定した料金の月間累計額の合計額が500円を超

えるときは、500円を超える部分の料金について、次表に規定する

ｉモードフルブラウザ等通信月間累計額が500円以上の場合に適

用される料金額を適用します。

１課金対象パケットごとに

区　　　　　　分 料　金　額

ｉモードフルブラウザ等通信月間

累計額が500円未満の場合

アに規定する料金額

と同額

ＦＯＭＡ

パケット

通信料

ｉモードフルブラウザ等通信月間

累計額が 500円以上の場合

税抜額0.02円

(税込額 0.0216円)

(エ)　パケ・ホーダイフラットの適用を受けているＦＯＭＡの契約

者回線から行ったパケット通信モードによる通信の一部に関する

料金は、(イ)と(ウ)の規定により算定した料金の月間累計額の合

計額（その額が2,600円を超える場合は、2,600円をその合計額と

みなして取り扱います。）を適用します。

ソ　当該料金月において、らくらくパケ・ホーダイの適用を受けてい

るＦＯＭＡの契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信

について、当社が定める端末設備のみを利用して行ったことを当社

が確認したときは、アの規定にかかわらず、次表に規定する定額通

信料を適用します。

１契約ごとに

区　　　分 定額通信料（月額）

らくらくパケ・ホーダイ 税抜額 2,839円(税込額 3,066.12円)
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（注）ｉモード電子メール、spモード電子メール又はmoperaU電子メー

ルの本文に記述されたＵＲＬから接続した場合の通信（当社が定

める通信を除きます。）に関する料金については、スの(ク)の規定

を適用しません。

(7)の３　第２種

契約に係るパケ

ット通信モード

に係る定額通信

料の適用等

ア　第２種契約者（限定利用プランに係る契約者を除きます。以下こ

の欄において同じとします。）は、次表に規定する定額通信料を支払

った場合に、ＦＯＭＡサービスの契約者回線との間のデータ通信モ

ードによる通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金

について、その月間累計額（料金月単位で累計した額とし、この取

扱いの選択の申出前又はこの取扱いの廃止後に利用した通信に係る

料金額を除きます。）に代えて、その定額通信料を適用する取扱い（以

下「データ定額パック」といいます。）を選択することができます。

この場合において、データ定額パックには次の区分があり、いずれ

か１つを選択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

１契約ごとに

区　　　分 定額通信料

（月額）

定額

上限値

上限

回線数

データＳパック

（小容量）

3,500円

( 3,780円)

２ＧＢ 20シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク

データＭパック

（標準）

5,000円

( 5,400円)

５ＧＢ 20

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ン
グ
ル
パ
ッ
ク

ウルトラデータ

Ｌパック

6,000円

( 6,480円)

20ＧＢ 20

ウルトラデータ

ＬＬパック

8,000円

( 8,640円)

30ＧＢ 20

データＳパック

（小容量）

3,500円

( 3,780円)

２ＧＢ 10

データＭパック

（標準）

5,000円

( 5,400円)

５ＧＢ 10

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ン
グ
ル
パ
ッ
クウルトラデー

タＬパック

6,000円

( 6,480円)

20ＧＢ 10

ウルトラデー

タＬＬパック

8,000円

( 8,640円)

30ＧＢ 10

フ
ァ
ミ
リ

シェアパック５

（小容量）

6,500円

( 7,020円)

５ＧＢ 20
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シェアパック10

（小容量）

9,500円

(10,260円)

10ＧＢ 20

シェアパック15

（標準）

12,500円

(13,500円)

15ＧＢ 20

ウルトラシェアパ

ック30

13,500円

(14,580円)

30ＧＢ 20

ウルトラシェアパ

ック50

16,000円

(17,280円)

50ＧＢ 20

ー
シ
ェ
ア
パ
ッ
ク

ウルトラシェアパ

ック100

25,000円

(27,000円)

100ＧＢ 20

ビ
ジ
ネ
ス

ビジネスシェアパ

ック５

6,500円

( 7,020円)

５ＧＢ ５

ビジネスシェアパ

ック10

9,500円

(10,260円)

10ＧＢ 10

ビジネスシェアパ

ック15

12,500円

(13,500円)

15ＧＢ 15

ウルトラビジネス

シェアパック30

13,500円

(14,580円)

30ＧＢ 20

ウルトラビジネス

シェアパック50

16,000円

(17,280円)

50ＧＢ 20

シ
ェ
ア
パ
ッ
ク

ウルトラビジネス

シェアパック100

25,000円

(27,000円)

100ＧＢ 30

ビジネスシェアパ

ック50

37,000円

(39,960円)

50ＧＢ 50

ビジネスシェアパ

ック70

51,500円

(55,620円)

70ＧＢ 70

ビジネスシェアパ

ック100

73,000円

(78,840円)

100ＧＢ 100

ビジネスシェアパ

ック150

109,000円

(117,720円)

150ＧＢ 150

ビジネスシェアパ

ック200

145,000円

(156,600円)

200ＧＢ 200
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ビジネスシェアパ

ック250

180,000円

(194,400円)

250ＧＢ 250

ビジネスシェアパ

ック300

215,000円

(232,200円)

300ＧＢ 300

ビジネスシェアパ

ック400

280,000円

(302,400円)

400ＧＢ 400

ビジネスシェアパ

ック500

345,000円

(372,600円)

500ＧＢ 500

ビジネスシェアパ

ック700

480,000円

(518,400円)

700ＧＢ 700

ビジネスシェアパ

ック1000

680,000円

(734,400円)

1000ＧＢ 1000

ビジネスシェアパ

ック1500

1,000,000円

(1,080,000円)

1500ＧＢ 1000

ビジネスシェアパ

ック2000

1,300,000円

(1,404,000円)

2000ＧＢ 1000

ビジネスシェアパ

ック3000

1,900,000円

(2,052,000円)

3000ＧＢ 1000

イ　アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、データ

定額パックを選択することができません。

(ア)　ファミリーシングルパック又はファミリーシェアパックを選

択するＦＯＭＡの契約者名義が法人（法人に相当するものと当社

が認めるものを含みます。以下この欄において同じとします。）の

とき。

(イ)　ビジネスシングルパック又はビジネスシェアパックを選択す

るＦＯＭＡの契約者名義が法人以外のとき。

ウ　ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契

約者は、アの規定にかかわらず、選択したファミリーシェアパック

又はビジネスシェアパックのほか、シングルパック（以下この欄及

び(7)の４において「シングルパック等」といいます。）のいずれか

１つを選択していただきます。この場合において、契約者は、ファ

ミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択している期間

については、選択したそのシングルパック等の定額通信料の支払い

を要しません。

エ　データ定額パックを選択している契約者は、アに規定する区分の

変更を行うことができます。この場合において、変更後の区分は、

その申出のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。

オ　データ定額パックを選択している第２種一般契約者が、その契約

の解除と同時に新たに第２種定期契約を締結したとき又はデータ定

額パックを選択している第２種定期契約者がその契約の解除と同時
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に新たに第２種一般契約を締結したときは、同一区分のデータ定額

パックを継続して選択しているものとみなして取り扱います。

カ　データ定額パックを選択しているＦＯＭＡ契約者が、その契約の

解除と同時に新たに第２種契約を締結したときは、同一区分のデー

タ定額パックを継続して選択しているものとみなして取り扱いま

す。

キ　パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、Ｂｉｚ・ホーダイ、パケ・

ホーダイダブル、パケ・ホーダイシンプル、パケ・ホーダイダブル

２、パケ・ホーダイフラット若しくはらくらくパケ・ホーダイ（以

下この欄において「ＦＯＭＡパケット定額」といいます。）を選択し

ている契約者又は基本使用料の料金種別が定額データプランHIGH-

SPEED、定額データプランスタンダード、定額データプランスタンダ

ード２、定額データプランフラット若しくは定額データプラン128

Ｋ（以下この欄において「ＦＯＭＡ定額データプラン」といいます。）

のＦＯＭＡに係る契約者が、その契約の解除と同時に新たに第２種

契約を締結した場合であって、その第２種契約の締結と同時にデー

タ定額パックを選択したとき（その契約者からの 初の選択である

と当社が認める場合に限ります。）は、当該料金月におけるその契約

を解除したＦＯＭＡパケット定額に係る当該料金月のパケット通信

料若しくはＦＯＭＡ定額データプランに係るデータ通信料及び新た

に選択したデータ定額パックの当該料金月のデータ通信料につい

て、当社が定める方法により、当社がＦＯＭＡサービスを継続して

提供したものとみなして計算した額を適用します。

ク　当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＦＯＭＡ

が、第１（基本使用料）の(4)の２に規定するＵ25応援割の適用を受

けているときは、その適用を受ける料金月の初日（Ｕ25応援割の選

択に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承諾

を受けた日）において、契約者が選択しているデータ定額パックに

係る定額上限データ量又は指定定額上限データ量（ケに規定するも

のをいいます。）に、１ＧＢを加算します。

ケ　データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パッ

クに係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増

加する申出を行うことができます。この場合において、当社は、そ

の申出があった日から増加後の定額上限データ量（以下「指定定額

上限データ量」といいます。）を適用します。

　ただし、指定定額上限データ量を変更するときは、その申出があ

った日を含む料金月の翌料金月から適用します。

コ　ケの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者は、

当社が別に定める方法により、そのデータ定額パックに係る各料金

月の定額上限データ量を当社が定める方法により増加する申出を行

うことができます。この場合において、当社はその申出があった日

から、当該料金月における定額上限データ量について、増加の申出

があったデータ量（以下この欄及び(7)の４において「追加データ量」

といいます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。

サ　コに規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約

者の親権者又は後見人の同意が必要となる場合があります。

シ　当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡの累計課

金対象データ量が、その契約者が選択しているデータ定額パックに

係る定額上限データ量（ク、(7)の４のソ若しくは当該契約約款の規
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定により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び(7)

の４において「付与データ量」といいます。）、指定追加データ量、

追加データ量又はチ若しくはツの規定により繰越データ量があると

きは、その定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ

量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま

す。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月

の初日の当社が定める時刻までの間（コに規定する申出があったと

きは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡの契約者

回線との間のデータ通信モードによる通信を128k通信モードによる

通信とする取扱い（以下この欄及び(7)の４において「128k通信」と

いいます。）を適用します。

ス　シの規定により128k通信の適用を受けているＦＯＭＡが行った通

信に係る課金対象データについては、第61条（通信時間等の測定等）

の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。

セ　当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はコに

規定する申出があった場合であって、当該料金月における累計課金

対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量（付

与データ量又はチ若しくはツの規定により繰越データ量があるとき

は、その定額上限データ量にその付与データ量及び繰越データ量を

加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上限デ

ータ量を超える部分の課金対象データ量（シの規定により128k通信

の適用を受けている課金対象データ量を除きます。）について、次表

に規定する額を適用します。

１ＧＢごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデータ通信料 税抜額 1,000円 (税込額 1,080円)

ソ　ア又はナに規定する定額通信料については日割しません。

　ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の

取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものと

します。

タ　ソの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新た

に締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ

ったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

準じて、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の

末日までの日数に応じて日割します。

　ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は(7)の４に規定する共有代表回線の変更があ

ったときはこの限りでありません。

チ　当社は、データ定額パック（データＳパック（小容量）を除きま

す。）の適用を受けているＦＯＭＡに係る当該料金月における累計課

金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量

に満たないときは、その定額上限データ量からその累計課金対象デ

ータ量を差し引いたデータ量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）

を繰越データ量としてシ及びセの規定を適用します。

　ただし、その翌料金月においてデータ定額パックに係る区分の変



Ｆ － 145

更があったとき又は当該料金月若しくは翌料金月において(7)の４

に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃止があったときは、こ

の限りでありません。

ツ　当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡに係る当

該料金月における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パック

に係る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算し

た後のデータ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付

与データ量、指定追加データ量（セに規定する定額通信料の適用を

受ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算し

た後のデータ量（以下この欄において「加算後データ量」といいま

す。）に満たないときは、加算後データ量からその累計課金対象デー

タ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてシ及びセの規定を

適用します。

テ　当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱い

を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

には、データ定額パックを廃止します。

(ア)　第２種契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める

場合を除きます。）。

(イ)　契約の解除があったとき。

(ウ)　電話番号保管があったとき。

ト　データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬ

Ｌパック、ウルトラシェアパック30、ウルトラビジネスシェアパッ

ク30、ウルトラシェアパック50、ウルトラビジネスシェアパック50、

ウルトラシェアパック100又はウルトラビジネスシェアパック100に

限ります。）を選択している契約者は、テザリング通信を行う場合（そ

のデータ定額パックに係る共有回線群の共有対象回線がテザリング

通信を行う場合を含み、当社が別に定める端末設備を接続する場合

を除きます。）は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

ナ　契約者は、トに規定する申出を行った場合は、次表に定める定額

通信料の支払いを要します。

１共有回線群ごとに

区　　分 料金額（月額）

定額通信料 税抜額 1,000円 (税込額 1,080円)

(7)の４　データ

通信モードの定

額通信料に係る

データ定額共有

ア　データ定額パックを選択している契約者は、イに規定するデータ

定額共有を選択することができます。

イ　データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及

びオに規定する共有対象回線により構成される回線群をいいます。

以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄

において同じとします。）、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限り

ます。以下この欄において同じとします。）及びＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この

欄において同じとします。）に係る累計課金対象データ量を合算し

て、ウに規定する共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ

定額パックを適用する取扱いをいいます。
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ウ　契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共

有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るもの

であって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングル

パックに係る共有代表回線は、基本使用料の料金種別が総合利用プ

ランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。

　ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であっ

て、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括

請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限

ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わせ

て請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが既に共有代表回線又は共有対象

回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の

申出を行うことができません。

エ　ウの規定によるほか、共有回線群の共有代表回線がフリーコース

を選択している場合を除き、フリーコースを選択している共有対象

回線との間で共有回線群を構成することができません。

オ　データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間

のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び

ＦＯＭＡユビキタスのことをいいます。

カ　共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

いて、当社は、共有対象回線に係る契約者が、シングルパック等（(7)

の３に規定するものをいいます。以下この欄において同じとしま

す。）を選択していないときは、合わせてデータＭパックを選択した

ものとみなして取扱います。ただし、その契約者から、他のシング

ルパック等を選択する申出があった場合は、この限りでありません。

キ　カの規定により選択したシングルパック等の定額通信料について

は、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択している期間にお

いて、その支払いを要しません。

ク　当社は、ＦＯＭＡキッズケータイプラスに係るＦＯＭＡが、共有

対象回線でないことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡに係る

契約者からカ又はキの規定により選択したシングルパック等の廃止

の申出があったものとみなして取扱います。

ケ　共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共

有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金対象データ量を共

有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用する

ことにあらかじめ同意するものとします。

コ　データ定額共有の開始は、カに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。

　ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾

した日を含む料金月から適用します。

(ア)　第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定

額共有を選択した場合であって、ヌの規定によりその共有代表回

線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯ

ＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択さ

れていないとき。
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(イ)　データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指

定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及

びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されてい

ないとき。

サ　当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、イの規定に

準じて取扱います。

シ　共有対象回線（限定利用プランに係るＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビ

キタスを除きます。）の契約者は、次表に定める定額通信料の支払い

を要します。

１契約ごとに

区　　　分 料　金　額（月額)

定額通信料 税抜額 500円 (税込額 540円)

ス　シに規定する定額通信料については日割しません。

　ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の

取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものと

します。

セ　スの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新た

に締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ

ったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

準じて、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の

末日までの日数に応じて日割します。

　ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は共有代表回線の変更があったときはこの限り

でありません。

ソ　当社は、第１（基本使用料）の(4)の２に規定するＵ25応援割の適

用を受けているＦＯＭＡが、オに規定する共有対象回線であるとき

は、共有回線群に係る定額データパックに関する定額上限値に、１

ＧＢを加算します。

タ　当社は、共有回線群に係る累計課金対象データ量と共有対象回線

に係る累計課金対象データ量の合計が、共有代表回線が選択してい

るデータ定額パックに係る定額上限データ量又は指定定額上限デー

タ量（(7)の３のク若しくは当該契約約款に規定する付加データ量を

加算する取扱いの適用を受けているとき又は(7)の３の規定により

繰越データ量の適用を受けているときは、その定額上限データ量又

は指定定額上限データ量に付加データ量及び繰越データ量を加算し

たデータ量とします。）を超えたときは、当社がそのことを確認した

時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間

（(7)の３のコの規定により１ＧＢ加算オプションの申出があった

ときは、そのことを当社が確認するまでの間）、その共有回線群を構

成する共有代表回線及び共有対象回線について、128k通信を適用し

ます。

チ　共有代表回線の契約者は、ハに規定する分割請求が適用されてい

る場合を除き、共有代表回線又は共有対象回線ごとにその契約者回

線が１の料金月において利用できる課金対象データ量を上限１０Ｇ

Ｂを上限として１ＧＢごとに設定する申出（以下「データ量上限設
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定オプション」といいます。）を行うことができます。

ツ　当社はデータ量上限設定オプションの申出があったときは、その

申出のあった日を含む料金月以降の料金月において、その指定を受

けた共有代表回線又は共有対象回線の累計課金対象データ量が、デ

ータ量上限設定オプションで設定しているデータ量の上限を超えた

ことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社

が定める時刻までの間（データ量上限設定オプションで設定してい

るデータ量を超える上限の設定の変更があったときは、そのことを

当社が確認するまでの間）その共有代表回線又は共有対象回線につ

いて、128k通信を適用します。この場合において、128k通信の適用

を受けている共有代表回線又は共有対象回線に係る課金対象データ

については、第47条（通信時間等の測定等）の規定にかかわらず、

累計課金対象データ量の測定から除きます。

テ　データ定額共有における(7)の３のケ又は(7)の３のコに規定する

申出は、共有代表回線に係る契約者に限り行うことができます。

　ただし、(7)の３のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約

者があらかじめ同意している場合に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡ

ユビキタス又はＸｉユビキタスに係るものを除きます。）に係る契約

者から行うことができます。この場合において、その申出を行う契

約者が未成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同意

が必要となる場合があります。

ト　当社は、データ定額パックを選択している契約者か(7)の３のケ又

は(7)の３のコに規定する申出があった場合であって、当該料金月に

おける共有回線群に係る累計課金対象データ量が、そのデータ定額

パックに係る定額上限データ量を超えるときは、その定額上限デー

タ量を超える部分の課金対象データ量（128k通信の適用を受けてい

る課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額を適

用します。

１ＧＢごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデータ通信料 税抜額 1,000円 (税込額 1,080円)

ナ　当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定

額共有を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当す

る場合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、そ

の廃止のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群

の中から新たに共有代表回線を指定していいただきます。

(ア)　第２種契約又はＦＯＭＡユビキタス契約に係る名義変更があ

ったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

(イ)　契約の解除があったとき。

(ウ)　ネの(ウ)、ノの(ウ)又はハの(イ)に規定する条件を満たさな

くなったとき。

(エ)　電話番号保管があったとき。

ニ　ナの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出が

あったときは、共有回線群に属する共有対象回線とのデータ定額共

有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、

そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者間に
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おいて問題を解決していただきます。

ヌ　ナの規定により廃止のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが

共有対象回線であるときは、その廃止があった日を含む料金月まで

データ定額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌

料金月から(7)の３のウ、カ又はキの規定により選択したシングルパ

ック等を適用します。

　ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金

月の末日までの間にデータ定額パックに係る区分の変更又はデータ

定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。

ネ　ウからヌの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共

有の適用は、次のとおりとします。

(ア)　シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有

を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して当社

に申し出ていただきます。

(イ)  (ア)の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸｉ、

第２種Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限り

ます。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビキタ

ス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下

この欄において同じとします。）を、共有回線群を構成する共有対

象回線として指定することができます。この場合において、共有

代表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（(13)に規

定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）とし

て指定すること並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場

合があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の

同意を得ていただきます。

(ウ)　当社は、(ア)又は(イ)に規定する申出があったときは、次の

いずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

①　共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているシングルパ

ックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

②　申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、

既に他の共有回線群に属しているとき。

③　申出又は指定のあったＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別

が総合利用プランであるとき。

④　申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（そ

の契約者名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線

と同一の割引回線群（(13)に規定するものをいいます。）に属し

ていないとき。

⑤　申出又は指定のあったＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義

が法人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線

と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有するこ

とについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）で

はないとき。

⑥　申出又は指定のあったＦＯＭＡの契約者名義が、共有代表回

線の契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適合す

るときを除きます。）。

⑦　共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プラン

に係るものに限ります。）の数が２以上となるとき。

⑧　(イ)に規定する同意が得られていないと当社が認めたとき。
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⑨　そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑩　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ノ　ウからヌの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデー

タ定額共有の適用は、次のとおりとします。

(ア)　ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ

定額共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定

して当社に申し出ていただきます。

(イ)  (ア)の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸｉ、

Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスを、共有回線

群を構成する共有対象回線として指定することができます。この

場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び割引

選択回線として指定すること並びに基本使用料の料金種別を新た

に選択する場合があることについて、指定したその契約者回線に

係る契約者の同意を得ていただきます。

(ウ)　当社は、(ア)又は(イ)に規定する申出があったときは、次の

いずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

①　共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているファミリー

シェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

②　申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、

既に他の共有回線群に属しているとき。

③　申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（そ

の契約者名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線

と同一の割引回線群（(13)に規定するものをいいます。）に属し

ていないとき。

④　(イ)に規定する同意が得られていないと当社が認めたとき。

⑤　そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが

業として行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ハ　ウからヌの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ

定額共有の適用は、次のとおりとします。

(ア)　ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定し

て当社に申し出ていただきます。

(イ)　当社は、(ア)に規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。

①　共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているビジネスシ

ェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

②　申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③　申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスと一括請求し

ている他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビ

キタスが同一の共有回線群に属していないとき。

④　申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（その契約者

名義が法人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表

回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有す

ることについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま
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す。）でないとき。

⑤　そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが

業として行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヒ　当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代

表回線及びその契約者が指定する共有対象回線（Ｘｉユビキタス・

ＦＯＭＡユビキタス及び限定利用プランに係るものを除きます。）の

数に応じて、(8)の２のア、セ及びナ並びに本欄のサ（指定された共

有対象回線に係るものに限ります。）及びシの規定により適用する定

額通信料（(8)の４に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の

月極割引の適用又は(9)に規定するデータ定額パックに係る定額通

信料の割引の適用を受けているときは、その割引を適用した後の額）

並びにテの規定により適用するＦＯＭＡデータ通信料の合算額に係

る債務を、当社が定める方法により均等に分割して、共有代表回線

及び指定された共有対象回線に請求（以下この欄において「分割請

求」といいます。）します。

フ　ヒに規定するほか、分割請求の適用は次の(ア)から(キ)に定める

ところによります。

(ア)　共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回

線の契約者は、あらかじめ分割請求の対象となる共有対象回線に

係る契約者の同意を得ていただきます。

(イ)　分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定

します。

(ウ)　当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、

その申出があった日を含む料金月から適用します。

(エ)　当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったと

きは、分割請求を廃止します。

(オ)　当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止が

あった日を含む料金月の前料金月まで分割請求の対象とします。

(カ)　タに規定する「データ量上限設定オプション」が適用されて

いるときは請求できません。

(キ)  (8)の２のアで規定する上限回線数が30を超えるビジネスシ

ェアパックを選択している共有代表回線から請求があったとき

は、その共有回線群の共有対象回線全てを指定していただきます。

(7)の５　データ

定額パックに係

る定額通信料の

月極割引（ずっ

とドコモ割）の

適用

ア　当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡに係る定

額通信料について、当該料金月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間

に応じて、次の(ア)又は(イ)に定める額の割引を適用します。

　ただし、契約者が第23条の16（定期契約者が行うフリーコースの

選択）の規定により料金月の末日にフリーコースを選択している場

合は、この限りでありません。

(ア)　(イ)以外のもの

経過期間 定額料の減額（月額）

シェアパ

ック５(小

容量)及び

ビジネス

シェアパ

ッ ク 10

(小容量)

又はビジ

シェアパ

ッ ク 15

（標準）、

ビジネス

ウルトラ

シェアパ

ック50又

はウルト

ウルトラ

シェアパ

ック 100

又はウル
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シェアパ

ック５（小

容量）

ネスシェ

アパック

10

シェアパ

ック15、

ウルトラ

シェアパ

ック30又

はウルト

ラビジネ

スシェア

パック30

ラビジネ

スシェア

パック50

トラビジ

ネスシェ

アパック

100

48か月超え

96か月まで

100円 400円 600円 800円 1,000円

96か月超え

120か月まで

200円 600円 800円 1,000円 1,200円

120か月超え

180か月まで

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円

180か月超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円

(イ)　シングルパックに係るもの

経過期間 定額料の減額（月額）

データＳパック

（小容量）

データＭパック

（標準）又はウ

ルトラデータＬ

パック

ウルトラデータ

ＬＬパック

48か月超え

96か月まで

－ 100円 200円

96か月超え

120か月まで

－ 200円 400円

120か月超え

180か月まで

－ 600円 600円

180か月超 600円 800円 800円

イ　アの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けているＦ

ＯＭＡが共有回線群（(7)の４に規定するものをいいます。以下同じ

とします。）を構成するＦＯＭＡであるときは、そのＦＯＭＡが共有

代表回線（(7)の３に規定するものをいいます。以下同じとします。）

である場合に限り、そのＦＯＭＡに係るデータ定額パックの定額通

信料について、アに規定する割引を適用します。この場合において、

同一料金月内において割引代表回線の変更があったときは、変更後

の割引代表回線に係るＦＯＭＡ契約に関する経過期間に応じて、ア

に規定する割引を適用します。
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ウ　アに規定する経過期間は、その契約に基づき契約者回線の提供を

開始した日が料金月の初日のときはその料金月から、料金月の初日

以外のときはその提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起

算します。

エ　当社が提供する電気通信サービス（当社が定めるものを除きま

す。）に係る契約の解除と同時に新たに第２種契約を締結したときの

そのＦＯＭＡ契約に係る経過期間は、契約の解除があったその契約

を締結した日又はその契約を締結したと当社が認める日を含む料金

月の翌料金月（その契約を締結した日又はその契約を締結したと当

社が認める日が料金月の初日となる場合はその料金月）から起算し

ます。

(7)の６　データ

定額パックに係

る定額通信料の

割引の適用

ア　データ定額パックに係る定額通信料の割引（以下この欄において

「本割引」といいます。）とは、データ定額パック（(7)の3 に規定

するものをいい、データＳパックを除きます。以下この欄において

同じとします。）の適用を受けているＦＯＭＡが、その適用を受けて

いる料金月において、データ定額パックを選択する又はデータ定額

パックに係る共有回線群を構成するＦＯＭＡが特定Ｘｉ等（ＩＰ通

信網サービス契約約款に規定するものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）であること（以下この欄において「割引条件」

といいます。）を確認したときは、当社がそのことを確認した日を含

む料金月に係るデータ定額パックの定額通信料について、その指定

Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約（契約者回線の提供を受けているもの

であって、ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する移転等を行って

いる場合を除きます。以下この欄において「対象契約」といいます。）

の基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額の割引を適用

する取扱いをいいます。

　ただし、本割引は、１の対象契約につき１のＸｉ又はＦＯＭＡに

限り適用します。

区　　　分 割　引　額

対象契約

に係る基

本使用料

の料金種

別がドコ

モ光ミニ

であるも

の

対象契約

に係る基

本使用料

の料金種

別がマン

ションタ

イプであ

るもの

それ以外

のもの

データＭパック（標準） 500円 800円 800円

ウルトラデータＬパック 500円 900円 900円

シ
ン
グ
ル
パ
ッ
クウルトラデータＬＬパック 500円 1,100円 1,100円
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シェアパック５（小容量） 500円 800円 800円

シェアパック10（小容量） 500円 1,200円 1,200円

シェアパック15（標準） 500円 1,800円 1,800円

ウルトラシェアパック30 500円 2,000円 2,000円

ウルトラシェアパック50 500円 2,400円 2,500円

フ
ァ
シ
ミ
リ
ー
ェ
ア
パ
ッ
ク

ウルトラシェアパック100 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック５ 500円 800円 800円

ビジネスシェアパック10 500円 1,200円 1,200円

ビジネスシェアパック15 500円 1,800円 1,800円

ビ
ジ
ネ
ス
シ
ェ
ア
パ
ッ
クウルトラビジネスシェアパ

ック30

500円 2,000円 2,000円

ウルトラビジネスシェアパ

ック50

500円 2,400円 2,500円

ウルトラビジネスシェアパ

ック100

500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック50 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック70 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック100 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック150 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック200 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック250 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック300 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック400 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック500 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック700 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック1000 500円 3,000円 3,200円
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ビジネスシェアパック1500 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック2000 500円 3,000円 3,200円

ビジネスシェアパック3000 500円 3,000円 3,200円

イ　アの場合において、対象契約の基本使用料を日割しない場合であ

って、データ定額パックの定額通信料を日割して適用するときは、

通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、デー

タ定額パックの定額通信料を日割りする日数に応じてアに規定する

割引を日割りして適用します。

ウ　イの規定によるほか、データ定額パックの定額通信料を日割しな

い場合であって、対象契約の基本使用料を日割して適用するときは、

通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、対象

契約の基本使用料を日割りする日数に応じてアに規定する割引額を

日割りして適用します。この場合において、対象契約に複数の基本

使用料の料金種別が選択されている場合には、通則第３項（料金の

計算方法等）及び第４項の規定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本

使用料の料金種別を選択している期間、マンションタイプに係る基

本使用料の料金種別を選択している期間又は選択していない期間ご

とに、アに規定する割引額を日割して適用します。

エ　イ又はウの規定によるほか、データ定額パックの定額通信料及び

対象契約の基本使用料を日割して適用するときは、通則第３項（料

金の計算方法等）及び第４項の規定に準じて、割引条件を満たして

いる日数に応じてアに規定する割引額を日割して適用します。この

場合において、対象契約に複数の基本使用料の料金種別が選択され

ている場合には、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規

定に準じて、ドコモ光ミニに係る基本使用料の料金種別を選択して

いる期間、マンションタイプに係る基本使用料の料金種別を選択し

ている期間又は選択していない期間ごとに、当社が定める方法によ

り、アに規定する割引額を日割して適用します。

オ　イからエの規定によるほか、本割引を適用する料金月において、

複数の指定Ｘｉ等がある場合、又は１の指定Ｘｉ等に係るＩＰ通信

網契約について、複数の基本使用料の料金種別が選択されている場

合は、各料金月における割引条件を満たしている期間に係る各々の

日について、対象契約に係る本割引の割引額が も高額となる料金

種別を判定し、その料金種別がドコモ光ミニとなる期間、マンショ

ンタイプとなる期間又はそれ以外となる期間ごとに、当社が定める

方法により、アに規定する割引額を日割して適用します。

カ　当社は、対象契約に指定Ｘｉ等の変更があった場合は、変更があ

った１の指定Ｘｉ等について、アからオの規定を適用します。

キ　アの適用を受けているFOMAのうち、データ定額パック（ファミリ

ーシングルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）を選択

しているFOMAが、その適用を受けている料金月において、ＩＰ通信

網契約サービス契約約款に規定する「光単独タイプビジネス割」の

適用を受けていることを当社が確認したときは、当社がそのことを

確認した日を含む料金月に係るアに規定するデータ定額パック（フ

ァミリーシングルパック及びファミリーシェアパックを除きます。）

の割引額について、それぞれの割引額から700円減額して適用するも
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のとします。

(7)の７　特定Ｘ

ｉ等におけるデ

ータ定額パック

に係る定額通信

料の月極割引

（光複数割）の

適用

ア　当社は、１の共有回線群（（7)の４に規定するものをいいます。）

に係る特定Ｘｉ等（ＩＰ通信網サービス契約約款に定めるものをい

い、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の契約者回線の基本料の料金

種別がドコモ光ミニ戸建単独タイプ／東又はドコモ光ミニ戸建単独

タイプ／西の場合を除きます。以下この欄において同じとします。）

の数が２以上あるときは、２を超える特定Ｘｉ等の数１ごとに、次

表に定める割引額をその特定Ｘｉ等に係る共有回線群のデータ定額

パック（(7)の３に規定するものをいい、シングルパックを除きます。

以下この欄において同じとします。）の定額通信料に適用します。

　ただし、その定額通信料が、（7)の５のアに定める定額通信料の月

極割引の適用額、（7)の６のアに定める定額通信料の割引額及びア

に定める定額通信料の割引額の合計額に満たないときは、その額を

控除した額を適用します。

特定Ｘｉ等の１契約ごとに

区　　　分 割　引　額（月額）

定額通信料 300円（税抜）

イ　アの場合において、当社は、同一料金月内に、特定Ｘｉ等がアに

規定する割引条件を満たさなくなったときは、割引条件を満たして

いる日数に応じて割引額を日割して適用するものとします。ただし、

同一料金月内に特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契約の解除があったと

きはこの限りでありません。

ウ　当社は、同一料金月内において、特定Ｘｉ等に係るＩＰ通信網契

約の契約者回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定める光単独タイ

プビジネス割の基本使用料の減額適用を受けているときは、その特

定Ｘｉ等について、アに定める２を超える特定Ｘｉ等の数に含めな

いものとします。

(8) ショートメッ

セージ通信モー

ドによる通信の

料金の適用

ア　外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービス（国際アウト

ローミングを除きます｡)に係る電気通信回線との間のショートメッ

セージ通信モードによる通信（以下「国際ショートメッセージ通信」

といいます｡)に関する料金については、２（料金額）の２－４の２

－４－２に規定する額を適用します。

イ　基本使用料の料金種別が総合利用プラン又は限定利用プランのＦ

ＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）の国際ショートメッ

セージ通信モードに係る通信の料金は､(9)､(10)及び(10)の３に規

定する控除残額及び繰越残額（当社の提供する電気通信サービスに

係るその他の料金に適用される場合は、その料金に適用された額を

控除した後の額とします。以下この欄において同じとします｡)があ

るときは、アの規定により算定した額の月間累計額からその控除残

額及び繰越残額の合計額を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が控除残額と繰越残額の合計額に満たな

い場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。

(8)の２　削　除
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(9) 総合利用プラ

ン等における通

信料の適用

ア　基本使用料の料金種別が総合利用プランのＦＯＭＡの通信（当社

が別に定める通信を除きます。以下この欄、(10)及び(10)の３にお

いて同じとします。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等

通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを

含み、(8)の２に規定する料金を除きます。以下この欄において同じ

とします。）については、２（料金額）の規定により算定した額の月

間累計額（料金月単位で累計した額とします。以下この欄において

同じとします。）から次表に規定する控除可能額（(10)に規定する控

除可能額があるときは、その控除可能額を加算した額とします。）と

イに規定する繰越額又は引継繰越額（サに規定するものをいい、当

該料金月に生じたものに限ります。）を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額と繰越額の

合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用しま

す。

１契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

タイプＳＳ及びタイプＳＳ　2in1 1,000円

タイプＳ及びタイプＳ　2in1 2,000円

タイプＭ及びタイプＭ　2in1 4,000円

タイプＬ及びタイプＬ　2in1 6,000円

タイプＬＬ及びタイプＬＬ　2in1 11,000円

タイプシンプル －

タイプリミット 2,200円

タイプビジネス及びタイプビジネス

2in1

5,500円

タイプ2in1 －

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／

タブ）

ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）

イ　この欄において繰越額とは、アの表中のただし書の場合における

その控除可能額（(10)に規定する控除可能額があるときは、その控

除可能額を加算した額とします。）及びサに規定する引継繰越額の合

計額と月間累計額（当該料金月において控除可能な繰越額がある場

合は、その額を控除した後の額とします。）の差額をいいます。

　ただし、エの規定によりその繰越額が国際アウトローミング利用

料等から控除されたとき又は第１（基本使用料）の(5)のエの規定の
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適用を受けたときは、その控除された額を繰越額から差し引いて適

用します。

ウ　イの規定にかかわらず、基本使用料の料金種別を総合利用プラン

からデータ専用プランへ変更したときは、その変更のあった料金月

及びその前料金月において生じた繰越額及び引継繰越額は無効と

し、当該料金月の翌料金月以降における控除は行いません。

　ただし、再度基本使用料の料金種別を変更し、当社が定める日にお

いて総合利用プランを選択している場合は、この限りでありません。

エ　総合利用プランのＦＯＭＡの通信に関する料金の月間累計額が控

除可能額と繰越額及び引継繰越額の合計額に満たない場合は、この

約款及び国際電話サービス契約約款に定めるところにより、そのＦ

ＯＭＡに係る国際アウトローミング利用等に係る料金（国際アウト

ローミング利用料、国際電話サービスの通話料、国際ショートメッ

セージ通信料又は国際ＭＭＳ通信料をいいます。以下同じとしま

す。）から控除残額（控除可能額と繰越額及び引継繰越額の合計額か

らその月間累計額を差し引いた額をいいます。）を控除します。

オ　第１種定期契約の解除と同時に第１種一般契約を締結した場合、

第１種一般契約の解除と同時に第１種定期契約を締結した場合、又

は第２種契約若しくはＸｉ契約の解除と同時に新たに第１種契約を

締結した場合のそのＦＯＭＡに係る控除可能額、繰越額及び引継繰

越額の適用については、ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の変

更の場合に準じて取り扱います。

カ　(12)に規定する特定電話番号への通信料の月極割引、(13)に規定

する複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の

月極割引又は(15)に規定する定期包括割引の適用を受けているＦＯ

ＭＡに係る通信料の月極割引の適用を受けている場合は、ＦＯＭＡ

に係る通信に関する料金の月間累計額に代えて、その月間累計額か

らそれぞれの月極割引に係る割引額を差し引いた額についてアから

オの規定を適用します。

　ただし、第１（基本使用料）の(5)のエの規定の適用を受けるとき

は、この限りでありません。

キ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本

使用料を日割するときは、アに規定する控除可能額をその利用日数

に応じて日割するものとし、同表中「1,000円」を「1,000円を日割

した額」に、「2,000円」を「2,000円を日割した額」に、「4,000円」

を「4,000円を日割した額」に、「6,000円」を「6,000円を日割した

額」に、「11,000円」を「11,000円を日割した額」に、「2,200円」を

「2,200円を日割した額」に、「5,500円」を「5,500円を日割した額」

に、それぞれ読み替えて適用します。

ク　基本使用料の料金種別が総合利用プランの共用ＦＯＭＡの通信

（当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとし

ます。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算

して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以

下この欄において同じとします。）については、その共用ＦＯＭＡに

係る基本使用料の料金種別に応じて、その通信を次表に規定するＦ

ＯＭＡに係る通信とみなして、アの規定により算定した額を適用し

ます。
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区　　　　分 共用ＦＯＭＡの通信

タイプＳＳ　2in1又はタイ

プ2in1

タイプＳＳのＦＯＭＡに係る通信

タイプＳ　2in1 タイプＳのＦＯＭＡに係る通信

タイプＭ　2in1 タイプＭのＦＯＭＡに係る通信

タイプＬ　2in1 タイプＬのＦＯＭＡに係る通信

タイプＬＬ　2in1 タイプＬＬのＦＯＭＡに係る通信

タイプビジネス　2in1 タイプビジネスのＦＯＭＡに係る

通信

ケ　クの規定にかかわらず、被共用ＦＯＭＡに係る契約者が、その被

共用ＦＯＭＡに係る共用ＦＯＭＡの契約を締結している場合におい

て、タイプ2in1を選択しているときは、契約者からあらかじめ申出

があった場合に限り、その共用ＦＯＭＡの通信に関する料金につい

て、その通信を被共用ＦＯＭＡの契約者回線からの通信とみなして、

当社が定める方法によりこの欄及び２（料金額）の規定により算定

した額を適用することができます。

コ　総合利用プランのＦＯＭＡが、第１（基本使用料）の１（適用）

の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているときは、そ

のＦＯＭＡの契約者回線からの64kb/sデジタル通信モードによる通

信（3G-324Mの通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための

通信であって、当該料金月の末日までに終了したものに限ります。）

に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請

求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。）について

は、２（料金額）の規定にかかわらず、２の２－１の規定により算

定した額を適用します。

サ　この欄において引継繰越額とは、第１種契約（基本使用料の料金

種別が総合利用プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新た

に第２種契約（基本使用料の料金種別が総合利用プランに係るもの

に限ります。）又はＸｉ契約（基本使用料の料金種別が、Ｘｉサービ

ス契約約款に規定する総合利用プランに係るものに限ります。）を締

結した場合における、その第１種契約に係る繰越額のことをいいま

す。

シ　第２種定期契約の解除と同時に第２種一般契約を締結した場合又

は第２種一般契約の解除と同時に第２種定期契約を締結した場合の

そのＦＯＭＡに係る引継繰越額の適用については、ＦＯＭＡに係る

基本使用料の料金種別の変更の場合に準じて取り扱います。

ス　イに規定する繰越額（(10)のイに規定する繰越額があるときは、

その繰越額を加算した額とします。）は、当該料金月末日時点におい

て、ＦＯＭＡ契約者が選択している基本使用料の料金種別に係る控

除可能額に３を乗じた額を上限とし、本欄の規定を適用します。

　ただし、２年定期契約等に係る通信料の月極割引（(14)に規定す
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るものをいいます。以下この欄において同じとします。）の適用を受

けているときはこの限りでありません。

セ　２年定期契約等に係る通信料の月極割引の適用を受けている場合

の繰越額は、翌料金月又は翌々料金月の総合利用プランに係る月間

累計額から控除するものとします。この場合において、当該料金月

において控除できなかった前々々料金月又は前々料金月における繰

越額があるときの当該料金月における繰越額は、イの規定により算

定した繰越額からその控除できなかった繰越額を差し引いた額とし

ます。

ソ　総合利用プラン又は限定利用プランに係る契約者が、基本使用料

の料金種別を変更する場合及びＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに

Ｘｉ契約又はＦＯＭＡ契約を締結する場合の繰越額、引継繰越額及

び控除可能額の取扱いは当社が定めるところによります。

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係

る通信、ｉモードパケットフリー通信、国際ショートメッセージ

通信、(7)の２の適用を受ける通信、(13)のイの適用を受ける通信

（通話モードによるものに限ります。）及び(22)の適用を受ける通

信等とします。

(9)の２　データ

専用プランにお

ける通信料の適

用

ア　基本使用料の料金種別が第１種契約に係るデータ専用プラン（定

額データプランスタンダード２及び定額データプラン128Ｋを除き

ます。）のＦＯＭＡのパケット通信モードに係る通信（当社が別に定

める通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する

料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するも

のであって当社が別に定めるものを含みます。）については、２（料

金額）の規定により算定した額の月間累計額から次表に規定する控

除可能額とイに規定するパケット繰越額及びシに規定するデータ引

継繰越額を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額とパケット

繰越額の合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を

適用します。

１契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

データプランＳＳ －

データプランＳ 5,000円

データプランＭ 9,000円

データプランＬ 18,000円

データプランＬＬ 30,000円

イ　この欄においてパケット繰越額とは、アのただし書の場合におけ

るその控除可能額と月間累計額（当該料金月において控除可能なパ

ケット繰越額がある場合は、その額を控除した後の額とします｡)の

差額をいい、翌料金月又は翌々料金月のデータ専用プランのパケッ
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ト通信モードに係る月間累計額から控除します。

　ただし、第１（基本使用料）の(5)のエの規定の適用を受けたとき

は、その控除された額を繰越額から差し引いて適用します。

ウ　イの規定にかかわらず、基本使用料の料金種別をデータ専用プラ

ン（定額データプランスタンダード２及び定額データプラン128Ｋを

除きます。）から総合利用プラン等、定額データプランスタンダード

２若しくは定額データプラン128Ｋへ変更したときは、その変更のあ

った料金月及びその前料金月において生じた繰越額は無効とし、当

該料金月の翌料金月以降における控除は行いません。

　ただし、再度基本使用料の料金種別を変更し、当社が定める日に

おいてデータ専用プラン（定額データプランスタンダード２及び定

額データプラン128Ｋを除きます。）を選択している場合は、この限

りでありません。

エ　イ又はウの規定にかかわらず、第２種契約若しくはＸｉ契約の解

除と同時に新たに第１種契約を締結した場合又はＸｉ契約（Ｘｉサ

ービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに

第２種契約を締結した場合のそのＦＯＭＡに係る控除可能額及び繰

越額の適用については、ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の変

更の場合に準じて取り扱います。

オ　(12)に規定する特定電話番号への通信料の月極割引、(13)に規定

する複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の

月極割引又は(15)に規定する定期包括割引の適用を受けているＦＯ

ＭＡに係る通信料の月極割引の適用を受けている場合は、ＦＯＭＡ

に係る通信に関する料金の月間累計額に代えて、その月間累計額か

らそれぞれの月極割引に係る割引額を差し引いた額についてアから

ウの規定を適用します。

　ただし、第１（基本使用料）の(5)のエの規定の適用を受けるとき

は、この限りでありません。

カ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本

使用料を日割するときは、アに規定する控除可能額を総合利用プラ

ンの場合に準じて日割して適用します。

キ　定額データプランスタンダード若しくは定額データプランHIGH-

SPEEDのＦＯＭＡ（利用休止となっているものを除きます。）に係る

一般契約者が基本使用料の料金種別を定額データプランスタンダー

ド２に変更したとき、又は定額データプランスタンダード若しくは

定額データプランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡ（利用休止となっているも

のを除きます。）に係る契約者が、その契約の解除と同時に新たに定

額データプランスタンダード２のＦＯＭＡに係る一般契約若しくは

２年定期契約を締結したときの累計課金対象パケット数は、定額デ

ータプランスタンダード又は定額データプランHIGH-SPEEDのＦＯＭ

Ａに係る累計課金対象パケット数と定額データプランスタンダード

２のＦＯＭＡに係る累計課金対象パケット数を合算して適用しま

す。

ク　契約者が、定額データプランスタンダード若しくは定額データプ

ランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡの再利用の請求をし、その承諾を受けた

場合であって、その承諾を受けた暦月において、基本使用料の料金

種別を定額データプランスタンダード２に変更したとき、又はその

契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダード２のＦＯ
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ＭＡに係る一般契約若しくは２年定期契約を締結したときの累計課

金対象パケット数は、定額データプランスタンダード又は定額デー

タプランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡに係る累計課金対象パケット数と定

額データプランスタンダード２のＦＯＭＡに係る累計課金対象パケ

ット数を合算して適用します。

ケ　基本使用料の料金種別が定額データプラン128ＫのＦＯＭＡサー

ビスの契約者回線から行った定額対象通信（当社が指定する端末設

備を利用して、当社が定める接続先その他の接続方法により行った

パケット通信モードによる通信といいます。以下この欄において同

じとします。）については、２（料金額）の規定にかかわらずその料

金の支払いを要しません。

コ　基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード２のＦＯ

ＭＡサービスの契約者回線から行った定額対象通信に係る料金につ

いては、２（料金額）の規定により算定した額の月間累計額から2,381

円を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が2,381円に満たない場合は、その月間累

計額を控除することとします。

サ　コの規定により算定した額が5,966円を超える場合は、コの規定に

かかわらず、5,966円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、２年定期契約を締結している場合又は第１（基本使用料）

の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている場合

であって、コの規定により算定した額が3,319円を超えるときは、コ

の規定にかかわらず、3,319円を超える部分の料金の支払いを要しま

せん。

シ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本

使用料を日割するときは、コに規定する2,381円をその利用日数に応

じて日割するものとし、｢2,381円」を「2,381円を日割した額」にそ

れぞれ読み替えて適用します。

ス　定額データプランを選択している場合のア及びイの適用について

は、定額対象通信に関する料金を除いた月間累計額から控除可能額

及びパケット繰越額及びデータ引継繰越額を控除します。

セ　この欄においてデータ引継繰越額とは、第１種契約（基本使用料

の料金種別がデータ専用プランに係るものに限ります。）の解除と同

時に新たに第２種契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プラン

に係るものに限ります。）又はＸｉ契約（基本使用料の料金種別が、

Ｘｉサービス契約約款に規定するデータ専用プランに係るものをい

い、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(8)の３に規定する

データ定額パックの適用を受けていないものに限ります。）を締結し

た場合における、その第１種契約に係るパケット繰越額のことをい

い、そのパケット繰越額が発生した料金月、その翌料金月又は翌々

料金月のデータ専用プランに係る月間累計額から控除します。

ソ　第２種定期契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プランに係

るものに限ります。）の解除と同時に第２種一般契約（基本使用料の

料金種別がデータ専用プランに係るものに限ります。）を締結した場

合又は第２種一般契約（基本使用料の料金種別がデータ専用プラン

に係るものに限ります。）の解除と同時に第２種定期契約（基本使用

料の料金種別がデータ専用プランに係るものに限ります。）を締結し

た場合のそのＦＯＭＡに係るデータ引継繰越額の適用については、

ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の変更の場合に準じて取り扱



Ｆ － 163

います。

タ　セ又はタの規定にかかわらず、(7)の３に規定するデータ定額パッ

クの提供を受けることになったときは、その変更のあった料金月及

びその前料金月において生じたデータ引継繰越額は無効とし、当該

料金月の翌料金月以降における控除は行いません。

　ただし、再度基本使用料の料金種別を変更し、当社が定める日に

おいてデータ専用プランを選択している場合は、この限りでありま

せん。

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係

る通信とします。

(9)の３　ＦＯＭ

Ａユビキタスに

おける通信料の

適用

ア　ＦＯＭＡユビキタスのパケット通信モードに係る通信（当社が別

に定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関

する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求す

るものであって当社が別に定めるものを含みます。）については、２

（料金額）の規定により算定した額の月間累計額から次表に規定す

る控除可能額を適用します。

　ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額に満たない

場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。

１契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

ユビキタスプランＳ 120円

ユビキタスプランＭ 960円

イ　アに規定する控除可能額は、料金種別ごとに適用します。

ウ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本

使用料を日割するときは、アに規定する控除可能額をＦＯＭＡの総

合利用プランの場合に準じて日割して適用します。

エ　基本使用料の料金種別がトランシーバプランのＦＯＭＡサービス

の契約者回線から行ったパケット通信モードに係る通信に関する料

金については、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一

括して請求（同一契約者に限ります。）している２以上のＦＯＭＡ（ト

ランシーバプランに係るものに限ります。以下この欄において「一

括請求グループ」といいます。）の２（料金額）の２－３の規定によ

り算定した月間累計額から一括請求グループが保有する次表に規定

する控除可能額の合計額を控除します。

　ただし、料金の月間累計額が控除可能の合計額に満たない場合は、

その月間累計額を控除します。

１契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

トランシーバプラン 8,000円

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係

る通信とします。
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(9)の４　削　除

(10) 特定電話番

号への通信料の

月極割引が適用

される通信に関

する料金の適用

総合利用プラン又は限定利用プランのＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡサ

ービス（旧プランＦＯＭＡに限ります。）及びワイドスター通信サービ

スに関する契約約款に規定する特定電話番号への通信料の月極割引が

適用される通信（通信時間が３分を超えるものに限ります。）の着信を

受けた場合（当社が別に定める場合を除きます。）は、次表に規定する

控除可能額を(9)に規定する控除可能額に加算します。

　ただし、契約の解除があったときは、この限りでありません。

控　除　可　能　額

１通信につき３分を超える３分までごとに10円として算定した

額を料金月単位で累計した額

ただし、月間累計額がその額と繰越額の合計額に満たない場合は

その月間累計額

(10)の２　削　除

(10)の３　２年定

期契約等に係る

通信料月極割引

の適用を受けて

いるＦＯＭＡに

係る繰越額の適

用

ア　ＦＯＭＡ契約者が、(14)に規定する２年定期契約等に係る通信料

月極割引の適用を受けている場合は、その総合利用プラン又は限定

利用プランを選択しているＦＯＭＡの通信に関する料金について

は、２（料金額）及び(14)の規定により算定した額の月間累計額（料

金月単位で累計した額とし、控除可能額及び繰越額((9)及び(10)に

規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）を適

用した後の額とします。以下この欄において同じとします。）からイ

に規定する繰越共有額を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が繰越共有額に満たない場合は、その月

間累計額を控除した額を適用します。

イ　この欄において繰越共有額とは、そのＦＯＭＡに係る指定割引回

線群（(14)に規定するものをいいます。）を構成する他のＦＯＭＡ又

はＸｉ（当社が別に定める方法により、そのＦＯＭＡと料金その他

債務を一括して請求しているものに限ります。以下この欄において

「共有対象ＦＯＭＡ等」といいます。）において、当該料金月におい

て控除できなかった前々料金月に新たに生じた繰越額又は引継繰越

額（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）が生じたと

きに、その合計額をそのＦＯＭＡ及び共有対象ＦＯＭＡ等に係る月

間累計額及び国際アウトローミング利用等に係る料金の月間累計額

の合計額に応じて当社が分配する額をいい、その料金月の月間累計

額から控除します。

ウ　ア及びイの規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る契約の解除又は名

義変更があった場合は、そのＦＯＭＡに係る繰越共有額が適用され

ないことがあります。

エ　アのただし書の場合においては、国際アウトローミング利用等に

係る料金から繰越残額（繰越共有額からその月間累計額を控除した

額をいいます。）を控除します。
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(11) 削　除

(12) 特定電話番

号への通信料の

月極割引（ゆう

ゆうコール）の

適用

ア　特定電話番号への通信料の月極割引（以下この欄において「本割

引」といいます。）とは、第１種契約者が次表に規定する定額料を支

払った場合に、ＦＯＭＡの契約者回線からの特定電話番号（ＦＯＭ

Ａ契約者があらかじめ指定したＦＯＭＡ、Ｘｉ若しくは回線卸携帯

電話の契約者識別番号等、当社が提供する電話サービス（国際電話

サービスを除きます。以下この欄において同じとします。）の電話番

号等若しくは専用回線等接続サービスの契約者識別番号等又は当社

が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいい

ます。以下この欄において同じとします。）による通信（当社が別に

定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関す

る料金の月間累計額（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算

して請求するものであって、当社が別に定めるものを含み、(8)の２

に規定する料金を除きます。）をいいます。以下この欄から(15)欄に

おいて同じとします。）について、同表に規定する額の割引を行うこ

とをいいます。

１契約ごとに

区　　　　　分 割　引　額 定額料(月額)

(ア)　ＦＯＭＡ、Ｘｉ、専用回

線等接続サービス（第９種接

続装置に係るものに限りま

す。）、回線卸携帯電話及び電

話サービスの契約者回線等

（当社が別に定めるものを除

きます。）への通信

その通信に関す

る料金の月間累

計額に0.30を乗

じて得た額

税抜額180円

(税込額 194.4

円)

(イ)　(ア)以外の通信 その通信に関す

る料金の月間累

計額に0.10を乗

じて得た額

イ　特定電話番号の数は、１の契約について５以内とします。

ウ　特定電話番号に係る契約回線等への通信に関する料金の月間累計

は、料金月単位で行います。

エ　本割引の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料金

月の翌料金月からとします。

オ　当社は、本割引の適用を受けているＦＯＭＡについて、契約者か

ら本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれか

に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。

（ア）第１種一般契約若しくは第１種定期契約に係る名義変更があっ

たとき。

（イ）電話番号保管があったとき。

（ウ）ＦＯＭＡの契約の解除があったとき。

カ　オの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いに

ついては、次表のとおりとします。この場合、同一料金月内におい
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て、同表の１欄の左欄の規定により月極割引の適用を廃止した後、

２欄の左欄に該当する場合が生じたときは、２欄の規定によるもの

とします。

区　　　分 月　極　割　引　の　適　用

１　２以外により、本割引の適

用を廃止したとき。

本割引の適用を廃止した日を含

む料金月の末日までの特定電話

番号に係る契約者回線等への通

信に関する料金について、本割

引の適用の対象とします。

２　一般契約又は定期契約に

係る名義変更（新たにその契

約者になろうとする者と名

義変更前の契約者との関係

が親子その他当社が別に定

める基準に適合する場合の

名義変更又は法人の合併若

しくは分割に伴う名義変更

を除きます。以下この欄にお

いて同じとします。）又はＦ

ＯＭＡの契約の解除があっ

たとき。

その名義変更の承諾日又はＦＯ

ＭＡの契約の解除日を含む料金

月の前料金月の末日までの特定

電話番号に係る契約者回線等へ

の通信に関する料金について、

本割引の適用の対象とします。

キ　本割引を選択している契約者が、そのＦＯＭＡの契約の解除と同

時に新たにＸｉに係る契約を締結したときは、カの規定にかかわら

ず、本割引の適用を廃止した日までの特定電話番号に係る契約者回

線等への通信に関する料金について、本割引の適用の対象とします。

ク　本割引を選択している契約者がその特定電話番号を変更した場合

には、変更前の特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する

料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む料金月

の末日まで、変更後の特定電話番号に係る契約者回線等への通信に

関する料金については、その変更の申出を当社が承諾した日を含む

料金月の翌料金月以降、本割引の適用の対象とします。

ケ　本割引を選択した契約者は、本割引が適用される料金月について、

利用の一時中断、利用停止等によりＦＯＭＡを利用することができ

なかった期間があった場合でも、アに規定する定額料の支払いを要

します。

　ただし、契約者の責めによらない理由により、ＦＯＭＡを全く利

用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に

著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合

を含みます｡）が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻以降

の料金月に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そ

のことを当社が認知した時刻以降の利用できなかった料金月（１料

金月の倍数である部分に限ります｡）について、料金月ごとに料金月

数を計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支払

いを要しません。

コ　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい
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るときは、その料金を返還します。

サ　定額料については、日割は行いません。

　ただし、本割引を選択している契約者が、料金表第１表第１（基

本使用料）の(1)（適用）のハの適用を受けるときは、定額通信料の

支払いを要しません。

（注１）アに規定する当社が別に定める通信は、64kb/sデジタル通信

モードによる通信（3G-324Mの通信プロトコルにより映像等の伝

送交換を行うための通信として取り扱うものを除きます。）、パケ

ット通信モードによる通信及びショートメッセージ通信モードに

よる通信とします。

（注２）アの表中に規定する当社が別に定めるものは、第97条（情報

提供サービス）に規定する情報提供サービスに係る電気通信設備

等とします。

(13) 複数回線複

合割引の適用を

受けているＦＯ

ＭＡに係る通信

料の適用

ア　第１（基本使用料）の１に規定する複数回線複合割引の適用を受

けているＦＯＭＡの契約者回線から、その契約者が指定した割引回

線群（以下この欄及び次欄において「指定割引回線群」といいます。）

に係る契約者回線等及び特定電話番号（ウの規定により割引代表回

線に係る契約者があらかじめ指定した１の電気通信番号であって、

当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスに係るも

の又は専用回線等接続サービスに係るものをいいます。以下この欄

及び次欄において同じとします。）に係る契約者回線等への通信（当

社が別に定める通信を除きます。）に関する料金（(12)に規定する特

定電話番号への通信料の月極割引の適用を受けている通信に関する

料金を除きます。）については、その月間累計額から次表に規定する

額の割引を行います。この場合、指定割引回線群に係る契約者回線

等及び特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月

間累計は、料金月単位で行います。

１契約ごとに

区　　　分 割　引　額

(ア)　指定割引回線群に係

る契約者回線等への通信

その通信に関する料金の月間累計

額に0.30を乗じて得た額

(イ)　特定電話番号に係る

契約者回線等への通信

その通信に関する料金の月間累計

額に0.10を乗じて得た額

イ　アの規定にかかわらず、複数回線複合割引の適用を受けているＦ

ＯＭＡ（総合利用プラン又は限定利用プランに係るものに限りま

す。）が、１年定期契約に係るものであって、その契約に係る経過期

間（第１（基本使用料）の１の(2)に規定するものをいいます。）が

120ヶ月超であるとき又は基本使用料の料金種別がＦＯＭＡキッズ

ケータイプラスを選択しているときは、そのＦＯＭＡの契約者回線

から指定割引回線群に係る契約者回線への通信（当社が別に定める

通信を除きます。）に関する料金について、次表のとおり取扱います。
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１契約ごとに

区　　　分 通信料の適用

通話モードに係

るもの

その通信（料金月の末日までに終了し

た通信に限ります。）に関する料金に

ついて、支払いを要しません。

指定割

引回線

群に係

る契約

者回線

への通

信

64kb/s デ ジ タ

ル通信モードに

係るもの

その通信に関する料金の月間累計額

に0.60を乗じて得た額をその月間累

計額から差し引いた額を適用します。

ウ　特定電話番号を指定又は変更するときは、割引代表回線に係る契

約者から申し出ていただきます。

エ　特定電話番号に係る契約者回線等への通信に係る割引の適用の開

始は、その特定電話番号の指定の申出があった日からとします。

オ　エの規定にかかわらず、特定電話番号を変更する場合は、変更前

の特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金にあって

はその変更の申出があった日を含む料金月の末日まで、変更後の特

定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金にあってはそ

の変更の申出があった日を含む料金月の翌料金月から、アに規定す

る割引を適用します。

カ　アからオの規定によるほか、複数回線複合割引の適用を受けてい

るＦＯＭＡのパケット通信モードによる通信の料金のうち、指定割

引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード機能又はspモード

機能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とするⅰモード電

子メールの送受信に関する通信の料金については、ｉモード機能に

係る付加機能使用料と合わせて定めるものとし、２（料金額）の規

定にかかわらず、契約者はその規定により算定した額の支払いを要

しません。

　ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくはspモード機能

の利用に係る設定等によりⅰモード電子メールが蓄積されなかった

とき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが

送信されたときは、この限りでありません。

キ　指定割引回線群に属するＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別がタイ

プ2in1であるもの、２年定期契約を締結しているもの及び第１（基

本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けて

いるものに限ります。）に係る通信に関する料金については、アから

カの規定（そのＦＯＭＡの基本使用料の料金種別がタイプ2in1であ

るときは、イの規定を除きます。）に準じて取り扱います。

ク　アからオの規定によるほか、指定割引回線群に属するＦＯＭＡ（第

２種契約者に限ります。）のパケット通信モードによる通信の料金の

うち、指定割引回線群を構成する他の契約者回線等のｉモード機能

又はspモード機能に係るメールアドレスを、送信先又は送信元とす

るⅰモード電子メールの送受信に関する通信の料金については、カ

の規定に準じて取り扱います。

（注１）ア及びイに規定する当社が別に定める通信は、64kb/sデジタ

ル通信モードによる通信（特定電話番号に係る契約者回線への通

信に限るものとし、3G-324Mの通信プロトコルにより映像等の伝送
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交換を行うための通信として取り扱うものを除きます。）、パケッ

ト通信モードによる通信、ショートメッセージ通信モードによる

通信及び(22)の適用を受ける通信等とします。

（注２）ⅰモード電子メールの本文に記述されたＵＲＬから接続した

場合の通信（当社が定める通信を除きます。）に関する料金につい

ては、カの規定を適用しません。

(14) ２年定期契

約等に係る通信

料月極割引（ビ

ジネス通話割

引）の適用

ア　２年定期契約等に係る通信料月極割引（以下この欄において「本

割引」といいます。）とは、２年定期契約（ビジネス割50に係るもの

に限ります。）又は第２種定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約者

が、次表に規定する定額料を支払うことにより、そのＦＯＭＡが属

する割引回線群（以下この欄において「指定割引回線群」といいま

す。）に係る契約者回線又はその他の契約者回線等への通信（当社が

別に定める通信を除きます。）に関する料金について、その月間累計

額から同表に規定する額の割引を行うことをいいます。

１契約ごとに

区　分 定額料

（月額）

割　　引　　額

(ア)　(イ)以

外のもの

(イ)　指定割引回線群に

係る契約者回線への通信

通話モード

に係るもの

64kb/sデジ

タル通信モ

ードに係る

もの

２～

30

－ その通信に関

する料金の月

間 累 計 額 に

0.10を乗じて

得た額

指
定
割
引
回
線
群
に
係
る
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の

31 ～

100

税抜額

477円

(税込額

515.16

円)

その通信に関

する料金の月

間 累 計 額 に

0.20を乗じて

得た額

そ の 通 信

（料金月の

末日までに

終了した通

信に限りま

す。）に関す

る料金につ

いて、支払

いを要しま

せん。

その通信に

関する料金

の月間累計

額に0.60を

乗じて得た

額

数
101

～

1000

税抜額

667円

(税込額

720.36

円)

その通信に関

する料金の月

間 累 計 額 に

0.30を乗じて

得た額

イ　この欄において指定割引回線群とは、本割引を選択するＦＯＭＡ

及びＸｉ（同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有す

ることについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。以
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下ウ及びエにおいて同じとします。）に係るものに限ります。）によ

り構成される回線群をいいます。

ウ　本割引を選択するときは、あらかじめ１の指定割引回線群（その

契約者が提供を受けているＦＯＭＡにより構成されるものに限りま

す。）を指定して当社に申し出ていただきます。

エ　アからウの規定によるほか、本割引の適用を受けているＦＯＭＡ

のパケット通信モードによる通信の料金のうち、指定割引回線群を

構成する他の契約者回線のi モード機能又はspモード機能に係るメ

ールアドレスを、送信先又は送信元とするｉモード電子メールの送

受信に関する通信の料金については、ｉモード機能に係る付加機能

使用料と合わせて定めるものとし、２（料金額）の規定にかかわら

ず、契約者はその規定により算定した額の支払を要しません。

　ただし、電波状態若しくは、ｉモード機能若しくはspモード機能

の利用に係る設定等によりⅰモード電子メールが蓄積されなかった

とき又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メールが

送信されたときは、この限りでありません。

オ　本割引は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合

は選択することができません。

(ア)  そのＦＯＭＡの契約者名義が、法人（法人に相当するものと

当社が認めるものを含みます。）以外であるとき。

(イ)  そのＦＯＭＡの基本使用料の料金種別が、第１（基本使用料）

の１（適用）の(1)に規定する総合利用プラン（タイプ2in1を除き

ます。以下この欄において「適用対象プラン」といいます。）以外

であるとき。

(ウ)　そのＦＯＭＡが、(12)に規定する特定電話番号への通信料の

月極割引の適用を受けているとき。

(エ)　本割引を選択した場合において、指定割引回線群に係るＦＯ

ＭＡ及びＸｉの数が２以上1000以下とならないとき。

(オ)　契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われ

るものと当社が認めるとき。

(カ)　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

カ　本割引の適用の開始は、アに規定する選択があった日からとしま

す。

　ただし、次のいずれかに該当する場合は、その申出を当社が承諾

した日を含む料金月の翌料金月から本割引を適用します。

(ア)　本割引の適用を廃止する申出があったＦＯＭＡについて、そ

の申出があった日を含む料金月に、ウに規定する申出があったと

き。

(イ)　定期一括通信料割引（Ｘｉサービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下この欄において同じとします。）の適用を受けて

いるＸｉに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結し

た場合であって、その契約の締結があった日を含む暦月に、その

ＦＯＭＡについてウに規定する申出があったとき。

(ウ)  第１（基本使用料）の１（適用）の(3)に規定する複数回線複

合割引の適用の廃止があったＦＯＭＡについて、その廃止があっ

た日を含む料金月に、ウに規定する申出があったとき。

(エ)　複数回線複合割引（Ｘｉサービス契約約款に規定するものを

いいます。）の適用を受けているＸｉに係る契約の解除と同時に新

たにＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、その契約の締結があ
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った日を含む料金月に、そのＦＯＭＡについてウに規定する申出

があったとき。

キ　当社は、本割引を選択している契約者から、この取扱いを廃止す

る申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本

割引を廃止します。

(ア)　ビジネス割50以外の２年定期契約又は第２種定期契約以外に

変更したとき。

(イ)　基本使用料の料金種別が適用対象プラン以外となったとき。

(ウ)　名義変更があったとき。

(エ)　電話番号保管があったとき。

(オ)　契約の解除があったとき。

(カ)　その他オの規定のいずれかに該当することが判明したとき。

ク　本割引を廃止する場合は、その廃止日を含む料金月の末日までに

終了した通信に関する料金について、本割引の適用対象とします。

　ただし、基本使用料の料金種別が適用対象プラン（総合利用プラ

ンに限ります。）以外となったときは、本割引を適用しません。

ケ　クの規定にかかわらず、本割引の適用の廃止日を含む料金月にお

いて、そのＦＯＭＡに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締

結した場合であって、その契約の締結があった日を含む暦月に、そ

のＸｉについて定期一括通信料割引を選択する申出があったとき

は、その廃止日を含む料金月の前料金月の末日までに終了した通信

に関する料金を割引の対象とします。

コ　ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の本割引に

係る定額料の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに

準ずるものとします。

サ　コに規定する場合を除き、定額料については日割しません。

シ　定期契約に係る通信料月極割引（Ｘｉサービス契約約款に規定す

るものをいいます。以下この欄において同じとします。）を選択して

いるＸｉ契約者が、そのＸｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契

約を締結する場合であって、その新たにＦＯＭＡ契約を締結した日

を含む料金月において本割引を選択するときは、アの規定にかかわ

らず、当該料金月の定額料の支払いを要しません。

ス　第２種定期契約者は、アに規定する割引を適用しないものとし、

定額料の支払いを要しません。

　ただし、本割引を選択している契約者がビジネス割50に係る第１

種定期契約の解除と同時に第２種定期契約（総合利用プランに限り

ます。）を締結したとき又は第２種定期契約（総合利用プランに限り

ます。）の解除と同時にビジネス割50に係る第１種定期契約を締結し

たときは当社が別に定める方法により算定した額を適用します。

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、(6)に規定する料金着信

払通信、(7)の２の適用を受ける通信、(8)に規定する国際ショー

トメッセージ通信、(22)の適用を受ける通信、ＩＳＰ料金支払い

に係る通信、ⅰモードパケットフリー通信等とします。

(15) 定期包括割

引の適用を受け

ているＦＯＭＡ

に係る通信料の

月極割引の適用

ア　定期包括割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の月極割

引（以下この欄において「本割引」といいます｡）とは、定期包括割

引（第１（基本使用料）の(5)に規定するものをいいます。以下この

欄において同じとします｡）の適用を受けているＦＯＭＡの通信（当

社が別に定める通信を除きます。)に関する料金の月間累計額につい
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て、その月間累計額に当該月の定期包括割引に係る割引額の算定に

用いた係数を乗じて得た額（以下この欄において「本割引に係る割

引額」といいます｡）の割引を行うことをいいます。

イ　アの規定にかかわらず、料金等が一括して請求（以下この欄にお

いて「一括請求」といいます。）されているＦＯＭＡ及び国際電話サ

ービス（当該契約約款の規定により定期包括割引の適用を受けてい

るものに限ります。）の基本使用料及び通信に関する料金（ＦＯＭＡ

パケットパックに係る定額通信料を加算した額とし、当社が別に定

めるものを除きます。）の合計額（以下この欄において「月間利用額」

といいます。）が、第１（基本使用料）の(5)の規定によりあらかじ

め申出のあった 低利用額に満たない場合の通信料の取扱いについ

ては、第１（基本使用料）の(5)に定めるところによります。

ウ　契約者は、その一括請求に係るＦＯＭＡについて、約款の規定に

より定期包括割引の適用が開始された暦月から起算して、第１（基

本使用料）の(5)の規定によりあらかじめ申出のあった割引選択期間

が経過する前に、その全てについて定期包括割引が廃止された場合

は、その割引選択期間に応じて、当社が別に定める方法により次表

に規定する額を支払っていただきます。

一括請求ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

割引選択期間
定期包括割引の適用を開始した暦月から起算して

その廃止のあった暦月までの本割引に係る割引額

を一括請求に係るＦＯＭＡについて合計した額に

次の係数を乗じて得た額

１年 0.75

２年 0.73

３年 0.71

エ　本割引の適用を受けているＦＯＭＡについては、(12)に規定する

特定電話番号への通信料の月極割引は適用しません。

オ　基本使用料の料金種別がタイプ2in1である共用ＦＯＭＡに関する

料金等を、定期包括割引の適用を受けているＦＯＭＡに一括請求し

ている場合のその共用ＦＯＭＡに係る通信に関する料金について

は、アからエの規定に準じて取り扱います。

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係

る通信、ⅰモードパケットフリー通信、国際ショートメッセージ

通信、(7)の２の適用を受ける通信及び(22)の適用を受ける通信等

とします。

(16) 削　除

(17) 削　除

(18) 当社が提供 国際電話サービスの利用に係る通話モード又は64kb/sデジタル通信モ
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する国際電話サ

ービスの利用に

係る通信の料金

の適用

ードによる通信に関する料金は、国際電話サービスに係る通話の料金

と合わせて定めることとし、料金その他の取り扱いについては、国際

電話サービス契約約款に定めるところによります。

(19) 列車公衆電

話の電話機等と

の間の通信の料

金の適用

ＦＯＭＡ（当社以外の携帯電話事業者が指定を受けた契約者認識番号

に係るものを除きます。）の契約者回線とエヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話機等との間の通

信に係る相互接続点から契約者回線等への通信に関する料金は、２（料

金額）の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。

料　　　　金　　　　額

料金種別

次の秒数までごとに税抜額10円

（税込額10.8円)

昼　間

土曜日・日

夜　間 深夜・

早朝

曜日・祝日

ＦＯＭＡ通信料 14秒 26秒 26秒 28秒

（注）上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを要しま

す。

(20) 削　除

(21) 付加機能の

利用等に係る通

信の料金の適用

ア　別表２（付加機能）に規定する留守番電話及び不在案内機能に係

るメッセージの再生等のためにその機能の提供を受けているＦＯＭ

Ａの契約者回線以外の電気通信サービスの契約者回線等から行った

通信の料金は、その電気通信サービスに係る契約約款の規定により

算定した額（当社が別に定める基本使用料の料金種別に係る額とし

ます｡)を適用します。

イ　契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金

は、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契

約者回線への通信に関する料金と同額とします。

(ア)　当社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する留守

番電話及び不在案内機能に係るメッセージの蓄積のために行った

通信

(イ)　当社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する迷惑

電話おことわり機能の利用により着信を拒否する旨の通知を受け

た通信

(ウ)　当社が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により着

信者の設定に基づき発信者番号を通知してかけ直してほしい旨の

通知を受けた通信

ウ　別表２（付加機能）に規定するはなして翻訳機能を利用して行わ

れるＦＯＭＡの契約者回線からの通話モードに係る通信の料金は、

その通信の着信者の契約者回線等への通話モードに係る通信に関す

る料金と同額とします。
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（注）アに規定する当社が別に定める基本使用料の料金種別は、ＦＯＭ

Ａサービス又はＸｉサービスにあってはプラン１５０、ワイドスタ

ー通信サービスにあってはプランＬとします。

(22) 付加機能の

利用に係る定額

通信料の適用

ア　ＦＯＭＡ契約者は、別表２（付加機能）に規定する番号変換機能

の請求を行ったときは、その機能（基本機能に係るものに限ります。）

の利用に係る通信について、次表に規定する定額通信料を適用する

取扱い（以下「ＦＯＭＡオフィスリンク定額」といいます。）を選択

したこととなります。

１契約ごとに

区　　　分 定額通信料（月額）

ＦＯＭＡオフィスリンク定額 税抜額 900円 (税込額 972円)

イ　ＦＯＭＡ契約者は、別表２（付加機能）に規定する外線発信機能

の請求を行ったときは、その機能の利用に係る通信について、請求

を行った区分に応じて、次表に規定する定額通信料を適用する取扱

い（以下「外線発信オプション定額」といいます。）を選択したこと

になります。

１契約ごとに

区　　　分 定額通信料（月額）

タイプＡ 税抜額   500円 (税込額   540円)外線発信オプシ

ョン定額
タイプＢ 税抜額 1,500円 (税込額 1,620円)

ウ　当社は、番号変換機能の廃止があった場合には、そのＦＯＭＡに

係るＦＯＭＡオフィスリンク定額及び外線発信オプション定額を廃

止します。

エ　当社は、外線発信機能の廃止があった場合には、そのＦＯＭＡに

係る外線発信オプション定額を廃止します。

オ　ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合のＦＯＭＡ

オフィスリンク定額及び外線発信オプション定額に係る定額通信料

の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるもの

とします。

カ　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。

キ　オに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。

(23) 専用回線等

への通信に関す

る料金等の適用

ア　専用回線等接続サービスに係る接続点との間の通信（64kb/sデジ

タル通信モードによる通信に限ります｡)に関する料金の適用につい

ては、２（料金額）の２－２の２－２－２の(1)のアの規定により算

定した額を適用します。

イ　専用回線等接続サービスに係る接続点への通信（専用回線等接続

サービス契約約款に規定する第９種接続装置を介して行われた通信

に限ります。）に関する料金の適用については、２（料金額）の規定

により算定した額を適用します。
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(24) 当社の機器

の故障等により

正しく算定する

ことができなか

った場合の通信

の料金の取扱い

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の

通信の料金については、次のとおり取り扱います。

ア　過去１年間の実績を把握することができる場合

　機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日

（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断

して機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前12

料金月の各料金月における１日平均の通信料が 低となる値に、算

定できなかった期間の日数を乗じて得た額

イ　ア以外

　把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した

１日平均の通信料が 低となる値に、算定できなかった期間の日数

を乗じて得た額

（注）本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次の

とおりとします。

(1) 過去２か月以上の実績を把握することができる場合

　機器の故障等により正しく算定することができなかった日前

の実績が把握できる各料金月における１日平均の通信の料金が

低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(2) 過去２か月間の実績を把握することができない場合

　機器の故障等により正しく算定することができなかった日前

の実績が把握できる期間における１日平均の通信の料金又は故

障等の回復後の７日間における１日平均の通信の料金のうち低

い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(25) 通信料の減

免等

ア　次の通信については、第66条（通信料の支払義務）及び第70条（相

互接続通信に係る料金の取扱い）の規定にかかわらず、その料金の

支払いを要しません。

（ア）当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約

者回線等（110番、118番又は119番）への通信

（イ）災害が発生した場合に当社が指定する端末設備からり災者が行

う通信

（ウ）別表２（付加機能）に規定するⅰモード機能又はspモード機能

に係る災害用伝言板サービスの利用において情報の登録等に関す

る通信

（エ）別表２に規定するⅰモード機能又はspモード機能に係る災害用

音声お届けサービスの利用において音声ファイルの送受信に関す

る通信

（オ）ＦＯＭＡサービス取扱所等に設置されている電気通信設備との

間の通信であって、ＦＯＭＡサービスに関する問合せ、申込み若

しくは通知等、付加機能の利用に係る設定等又は端末設備の修理

等に係るソフトウェアのダウンロードのために行われるもの（当

社が別に定めるものに限ります｡)

（カ）協定事業者に係る電気通信設備の修理等の請求のために協定事

業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指

定したものへの通信

（キ）当社が電気通信サービスの品質向上等を目的として情報収集を

行うための通信（当社が別に定めるものに限ります。）

イ　アの規定によるほか、契約者があらかじめ当社が別に定める条件
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により情報の送信を受けることに同意した場合、これに基づく情報

（当社が別に定めるものに限ります。）の受信に係る料金について

は、その支払いを要しません。

ウ　第97条（情報提供サービス）に規定するｉチャネルを利用する際

の情報（当社が指定した部分に限ります。）の受信に係る料金につ

いては、その支払いを要しません。

エ　別表２（付加機能）に規定する情報自動受信機能を利用する際の

情報（当社が指定した部分に限ります。）の受信又は位置情報（Ｆ

ＯＭＡサービスの契約者回線に接続された端末設備の所在に係る

緯度及び経度等の情報をいい、蓄積装置に保存されるものに限りま

す。）の送出に係る料金については、その支払いを要しません。
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　　２　料金額

　　　２－１　通話モードに係るもの

　　　　２－１－１　２－１－２以外のもの

　　　　　(1) (2)以外のもの

　　　　　　ア　イ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

タイプＳＳ及びタイプ

シンプル

20円(  21.6円）

タイプＳ 18円( 19.44円）

タイプＭ 14円( 15.12円）

タイプＬ 10円(   10.8円)

タイプＬＬ 7.5円(   8.1円）

タイプリミット 20円(  21.6円）

ＦＯＭＡキッズケータ

イプラス

20円(  21.6円）

　　　　　　イ　タイプビジネスのＦＯＭＡからの通信に係るもの

料　　金　　額

１分までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）
料金種別

昼　　　間

土曜日・日曜日・祝日

夜間及び深夜・早朝

ＦＯＭＡ通信料 10円(10.8円) 30円(32.4円) 30円(32.4円)
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　　　　　(2) ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの

　　　　　　ア　ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスターの契約者

回線等への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 (1)に規定する料金額と同額

　　　　　　イ　ア以外のもの

　　　　　　　(ア)　(イ)以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

タイプＳＳ及びタイプ

シンプル

50円(   54円)

タイプＳ 45円( 48.6円)

タイプＭ 35円( 37.8円)

タイプＬ 25円(   27円)

タイプＬＬ 19円(20.52円)

タイプリミット 50円(   54円)

ＦＯＭＡキッズケータ

イプラス

50円(   54円)

　　　　　　　(イ)　タイプビジネスのＦＯＭＡからの通信に係るもの

料　　金　　額

１分までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）
料金種別

昼　　　間

土曜日・日曜日・祝日

夜間及び深夜・早朝

ＦＯＭＡ通信料 25円(27円) 75円(81円) 75円(81円)
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　　　　２－１－２　相互接続通信に係るもの

　　　　　(1) (2)以外のもの

　　　　　　ア　ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの

　　　　　　　(ア)　(イ)以外のもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ２－１－１の(1)のアに規定する料金額と同額

　　　　　　　(イ)　タイプビジネスのＦＯＭＡからの通信に係るもの

料　　金　　額

１分までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）
料金種別

昼　　　間

土曜日・日曜日・祝日

夜間及び深夜・早朝

ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡから

の通信

15円(16.2円) 30円(32.4円) 30円(32.4円)

　　　　　　イ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に係るもの

　　　　　　　(ア)　(イ)以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税抜額10円(税込額10.8円)

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡへの通信 30秒

　　　　　　　(イ）　東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電

話の電話機等からの通信に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税込額10円

ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡへの通信 15.5秒
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　　　　　(2) ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サ

ービスに係るものに限ります｡)への通信に係るもの

　その相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表

により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその

他社相互接続通信の料金額を控除した額

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 (1)のアに規定する料金額と同額
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　　　２－２　64kb/sデジタル通信モードに係るもの

　　　　２－２－１　２－２－２以外のもの

　　　　　(1) (2)以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別
30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税

込額）

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

デジタル通

信料 タイプＳＳ及びタイプシン

プル

36円( 38.88円)

タイプＳ 32円( 34.56円)

タイプＭ 25円(    27円)

タイプＬ 18円(19.44円）

タイプＬＬ 14円(15.12円）

タイプリミット 36円( 38.88円)

データ専用プラン 30円(  32.4円)

ＦＯＭＡキッズケータイプ

ラス

36円( 38.88円)

　　　　　(2) タイプビジネスのＦＯＭＡからの通信に係るもの

料　　金　　額

１分までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）
料金種別

昼　　　間

土曜日・日曜日・祝日

夜間及び深夜・早朝

ＦＯＭＡデジタル通信料 18円(19.44円） 54円(58.32円) 54円(58.32円)
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　　　　２－２－２　相互接続通信に係るもの

　　　　　(1) (2)以外のもの

　　　　　　ア　ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの

　　　　　　　(ア)　(イ)以外のもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデジタ

ル通信料

ＦＯＭＡからの通信 ２－２－１の(1)に規定する料金額と同額

　　　　　　　(イ)　タイプビジネスのＦＯＭＡからの通信に係るもの

料　　金　　額

１分までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）
料金種別

昼　　　間

土曜日・日曜日・祝日

夜間及び深夜・早朝

ＦＯＭＡデジタル通信料 27円(29.16円) 54円(58.32円) 54円(58.32円)

　　　　　　イ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に係るもの

　　　　　　　①　②以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税抜額10円（税込額10.8円)

ＦＯＭＡデジタル

通信料

ＦＯＭＡへの通信 16.5秒

　　　　　　　②　東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話

の電話機等からの通信に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税込額10円

ＦＯＭＡ

デジタル

通信料

ＦＯＭＡへの通信 8.5秒
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　　　　　(2) ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サ

ービスに係るものに限ります｡)への通信に係るもの

　その相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表

により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその

他社相互接続通信の料金額を控除した額

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデジタ

ル通信料

ＦＯＭＡからの通信 (1)のアに規定する料金額と同額
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　　　２－３　パケット通信モードに係るもの

　　　　　(1) (2)以外のもの

　　　　　　ア　イからウ以外のもの

　　　　　　　①　第１種契約に係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　　金　　　種　　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料

累計課金対象パケット数

150,000課金対象パケット以下の部分 0.2円( 0.216円)

150,000課金対象パケットを超え600,000課金対

象パケット以下の部分

0.1円( 0.108円)

600,000課金対象パケットを超え2,000,000課金

対象パケット以下の部分

0.05円( 0.054円)

2,000,000課金対象パケットを超える部分 0.02円(0.0216円)

　　　　　　　②　第２種契約に係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　　金　　　種　　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 0.08円(0.0864 円)



Ｆ － 185

　　　　　　イ　データ専用プランに係るもの

　　　　　　　①　第１種契約に係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　　金　　　種　　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

データプランＳＳ

累計課金対象パケット数

600,000課金対象パケット以下の部分 0.1円(  0.108円)

ＦＯ

ＭＡ

パケ

ット

通信

料
600,000課金対象パケットを超え2,000,000

課金対象パケット以下の部分

0.05円(  0.054円)

2,000,000課金対象パケットを超える部分 0.02円( 0.0216円)

データプランＳ

累計課金対象パケット数

2,000,000課金対象パケット以下の部分 0.05円(  0.054円)

2,000,000課金対象パケットを超える部分 0.02円( 0.0216円)

データプランＭ 0.02円( 0.0216円)

データプランＬ 0.015円( 0.0162円)

データプランＬＬ 0.012円(0.01296円)

定額データプランスタンダード２ 0.03円( 0.0324円)

定額データプラン128Ｋ 0.05円(  0.054円)

　　　　　　　②　第２種契約に係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　　金　　　種　　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 0.08円(0.0864 円)



Ｆ － 186

　　　　　　ウ　ＦＯＭＡユビキタスに係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　　金　　　種　　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 ユビキタスプランＳ 0.15円( 0.162円)

ユビキタスプランＭ 0.12円(0.1296円)

お便りフォトプラン

フラット

―
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　　　　　(2) ＩＳＰ料金支払いに係る通信又はⅰモードパケットフリー通信に関するもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　金　種　別 区　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 下欄以外の場合 0.12円( 0.1296円)

その通信の相手先となる

ＩＳＰ接続通信に係る協

定事業者又はⅰモードパ

ケット・フリーサービス

の利用者が、当社が別に

定める料金の支払いを要

する者である場合

0.012円(0.01296円)
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　　　２－４　ショートメッセージ通信モードに係るもの

　　　　２－４－１　２－４－２以外のもの

送信１回ごとに

料　金　額

料　金　種　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

１～70文字

（半角英数字のみの場合１～160文字）

３円 ( 3.24円)

71～134文字

（半角英数字のみの場合161～306文字）

６円 ( 6.48円)

135～201文字

（半角英数字のみの場合307～459文字）

９円 ( 9.72円)

202～268文字

（半角英数字のみの場合460～612文字）

12円 (12.96円)

269～335文字

（半角英数字のみの場合613～765文字）

15円 ( 16.2円)

336～402文字

（半角英数字のみの場合766～918文字）

18円 (19.44円)

403～469文字

（半角英数字のみの場合919～1071文字）

21円 (22.68円)

470～536文字

（半角英数字のみの場合1072～1224文字）

24円 (25.92円)

537～603文字

（半角英数字のみの場合1225～1377文字）

27円 (29.16円)

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
通
信
料

604～670文字

（半角英数字のみの場合1378～1530文字）

30円 ( 32.4円)
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　　　　２－４－２　国際ショートメッセージ通信に係るもの

送信１回ごとに

料　金　種　別 料　金　額

１～70文字

（半角英数字のみの場合１～160文字）

50円

71～134文字

（半角英数字のみの場合161～306文字）

100円

135～201文字

（半角英数字のみの場合307～459文字）

150円

202～268文字

（半角英数字のみの場合460～612文字）

200円

269～335文字

（半角英数字のみの場合613～765文字）

250円

336～402文字

（半角英数字のみの場合766～918文字）

300円

403～469文字

（半角英数字のみの場合919～1071文字）

350円

470～536文字

（半角英数字のみの場合1072～1224文字）

400円

537～603文字

（半角英数字のみの場合1225～1377文字）

450円

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
国
際
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
通
信
料

604～670文字

（半角英数字のみの場合1378～1530文字）

500円
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　　　２－５　トランシーバ通信モードに係るもの

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　金　種　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡトランシーバ通信料 トランシーバプラン 0.02円(0.0216円)
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　第４　定期契約等に係る解約金

　　１　適用

定　期　契　約　等　に　係　る　解　約　金　の　適　用

定期契約等に係る

解約金の適用除外

ア　契約者は、次の場合には２（料金額）の規定にかかわらずその定

期契約等に係る解約金の支払いを要しません。

(ア)　定期契約等の更新日を含む暦月又はその翌暦月において、そ

の定期契約等の解除があったとき。

(イ)　１年定期契約の解除と同時に新たに総合利用プラン、限定利

用プラン若しくはデータ専用プランに係る２年定期契約、第２種

定期契約又はＸｉサービス契約約款に規定する第１種Ｘｉユビキ

タス定期契約を締結するとき。

(ウ)　総合利用プラン若しくは限定利用プランに係る２年定期契約

又は第２種定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係

る２年定期契約又は第２種定期契約を締結するとき。

(エ)　第２種定期契約の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款

に規定する第２種定期契約を締結するとき

(オ)　定期契約の解除と同時に新たに第１種ＦＯＭＡユビキタス定

期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）又はＸｉに

係る定期契約を締結するとき。

(カ)　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（お便りフォトプランフ

ラットに限ります。）の解除と同時に新たに第２種ＦＯＭＡユビキ

タス定期契約又はＸｉサービス契約約款に規定するユビキタス定

期契約を締結するとき。

(キ)　契約者又は登録利用者等（第88条の４（利用者登録）に規定

する登録利用者及び当社が定める基準によりその契約に係るＦＯ

ＭＡサービスを主に利用する者と認められる者をいいます。以下

この欄において同じとします。）の死亡に関する届出があった場合

であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除

があったとき。

(ク)　定期契約等の解除と同時に一般契約又は第１種ＦＯＭＡユビ

キタス一般契約を締結し、第１（基本使用料）に規定する身体障

がい者等割引の適用を受けることとなるとき。

(ケ)　定期契約等の解除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規

定する一般契約を締結し、Ｘｉサービス契約約款に規定する身体

障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。

(コ)　第23条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）の規定

により、当社がＦＯＭＡに係る２年定期契約を１年定期契約に更

新した場合において、その２年定期契約の更新日を含む暦月又は

その翌暦月において、その１年定期契約の解除があったとき。

(サ)　第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに

係るものを除きます。）の解除と同時に新たに２年定期契約又はＸ

ｉサービス契約約款に規定する定期契約を締結するとき。

(シ)　第23条の16（定期契約者が行うフリーコースの選択）に規定

するフリーコースを選択している契約者に係る定期契約の解除が

あったとき。

(ス)　契約期間が起算日（第23条（第１種定期契約の満了に伴う契

約の更新等）に規定するものをいいます。）から起算して２年を超
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えている第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除があったと

き。

(セ)　契約期間が起算日（第23条（第１種定期契約の満了に伴う契

約の更新等）に規定するものをいいます。）から起算して２年を超

えている第２種ＦＯＭＡ定期契約（ＦＯＭＡキッズケータイプラ

ンに係るものに限ります。）の解除があったとき。

(ソ)　ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料金表第１表第

３の１（適用）の(8)の４に定めるものをいいます。）が２年を超

えているＦＯＭＡ契約者又はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第

１種一般契約若しくは第２種一般契約又はＸｉ契約に係る一般契

約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と

同時に新たに定期契約を締結した場合であって、その一般契約の

解除があった日を含む暦月の初日から起算して翌暦月の末日まで

の間に新たに締結した定期契約の解除があったとき。

(タ)　タイプ2in1又はデータ専用プランに係る第１種一般契約の解

除と同時に新たにＸｉサービス契約約款に規定する第１種Ｘｉユ

ビキタス定期契約を締結するとき。

イ　アの規定によるほか、当社は、定期契約又は第１種ＦＯＭＡユビ

キタス定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新た

にタイプ2in1又はデータ専用プランに係る第１種一般契約を締結す

るときは、２（料金額）の規定にかかわらず、その定期契約に係る

解約金の支払いを保留し、フラット型保留解約金として登録します。

ウ　イの場合において、当社は、次のいずれかに該当するときは、フ

ラット型保留解約金の登録を削除します。

(ア)　そのフラット型保留解約金に係る定期契約の満了日を経過し

たとき。

(イ)　１年定期契約の解除と同時に新たにタイプ2in1又はデータ専

用プランに係る第１種一般契約を締結したＦＯＭＡ契約者が、そ

の第１種一般契約の解除と同時に新たに定期契約、第１種ＦＯＭ

Ａユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除きま

す。）又はＸｉサービス契約約款に規定する定期契約を締結すると

き。

(ウ)　２年定期契約の解除と同時に新たにタイプ2in1又はデータ専

用プランに係る第１種一般契約を締結したＦＯＭＡ契約者が、そ

の第１種一般契約の解除と同時に新たに２年定期契約、第１種Ｆ

ＯＭＡユビキタス定期契約（トランシーバプランに係るものを除

きます。）又はＸｉサービス契約約款に規定する定期契約を締結す

るとき。

(エ)　その第１種一般契約を締結した者又はその第１種一般契約に

係る登録利用者等の死亡に関する届出があった場合であって、そ

の死亡日から当社が定める期間内にその第１種一般契約の解除が

あったとき。

(オ)　その第１種一般契約を締結したＦＯＭＡ契約者が、身体障が

い者等割引の適用を受けることとなるとき。

(カ)　その第１種一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタ

ス第１種一般契約又はＸｉサービス契約約款に規定する一般契約

を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款に

規定する身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。

エ　イの場合において、契約者は、フラット型保留解約金に係る定期



Ｆ － 193

契約の満了日までの間に、新たに契約した一般契約のＦＯＭＡの契

約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があったときは、ウの

(イ)から(カ)のいずれかに該当する場合を除き、フラット型保留解

約金を支払っていただきます。

オ　アからエの規定によるほか、当社は、Ｘｉサービス契約約款の規

定によりフラット型保留解約金が登録されたタイプ2in1又はデータ

専用プランに係る第１種一般契約のＦＯＭＡについて、次のいずれ

かに該当するときは、フラット型保留解約金の登録を削除します。

(ア)　そのフラット型保留解約金に係るＸｉの定期契約の満了日を

経過したとき。

(イ)　その第１種一般契約の解除と同時に新たにＸｉに係る定期契

約、ＦＯＭＡに係る２年定期契約又は第１種ＦＯＭＡユビキタス

定期契約（トランシーバプランに係るものを除きます。）を締結す

るとき。

(ウ)　その第１種一般契約を締結した者又はその第１種一般契約に

係る登録利用者等の死亡に関する届出があった場合であって、そ

の死亡日から当社が定める期間内にその第１種一般契約の解除が

あったとき。

(エ)　その第１種一般契約に係るＦＯＭＡにおいて、身体障がい者

等割引の適用を受けることとなるとき。

(オ)　その第１種一般契約の解除と同時に新たに第１種ＦＯＭＡユ

ビキタス一般契約又はＸｉサービス契約約款に規定する一般契約

を締結する場合であって、この約款又はＸｉサービス契約約款に

規定する身体障がい者等割引の適用を受けることとなるとき。

カ　オの場合において、契約者は、フラット型保留解約金に係る定期

契約の満了日までの間に、新たに契約した第１種一般契約のＦＯＭ

Ａの契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があったときは、

オの(イ)から(オ)のいずれかに該当する場合を除き、フラット型保

留解約金を支払っていただきます。

キ　アからカの規定によるほか、当社は、総合利用プランに係る定期

契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに総合利用

プランに係る一般契約を締結する場合であって、その一般契約の締

結と同時に電話番号保管を請求するときは、２（料金額）の規定に

かかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを保留し、フラッ

ト型保留解約金として登録します。

ク　キの場合において、当社は、次のいずれかに該当するときは、フ

ラット型保留解約金の登録を削除します。

(ア)　そのフラット型保留解約金に係る定期契約の満了日を経過し

たとき。

(イ)　総合利用プランに係る２年定期契約又は第２種定期契約の解

除と同時に新たに総合利用プランに係る一般契約を締結した場合

であって、その一般契約の締結と同時に電話番号保管を請求した

ＦＯＭＡにおいて、その一般契約の解除と同時に新たに２年定期

契約、第２種定期契約又はＸｉに係る定期契約を締結するとき。

(ウ)　１年定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る一

般契約を締結した場合であって、その一般契約の締結と同時に電

話番号保管を請求したＦＯＭＡにおいて、その一般契約の解除と

同時に新たに定期契約又はＸｉに係る定期契約を締結するとき。

(エ)　その一般契約を締結した者又はその一般契約に係る登録利用
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者等の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から

当社が定める期間内にその一般契約の解除があったとき。

(オ)　その一般契約に係るＦＯＭＡにおいて、身体障がい者等割引

の適用を受けることとなるとき。

(カ)　その一般契約の解除と同時に新た第１種にＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約又はＸｉに係る一般契約を締結する場合であって、こ

の約款又はＸｉサービス契約約款に規定する身体障がい者等割引

の適用を受けることとなるとき。

ケ　クの場合において、契約者は、フラット型保留解約金に係る定期

契約の満了日までの間に、ＦＯＭＡの契約を解除したとき又は電話

番号保管を廃止したときは、クの(イ)から(カ)のいずれかに該当す

る場合を除き、フラット型保留解約金を支払っていただきます。

コ　ケの場合において、当社は、電話番号保管の廃止と同時に基本使

用料の料金種別をデータ専用プラン又はタイプ2in1へ変更したとき

は、ケの規定にかかわらず、フラット型保留解約金の支払を保留し、

継続してフラット型保留解約金として登録します。この場合におい

て、フラット型保留解約金については、イからエの規定に準じて取

り扱います。

　　２　料金額

１契約ごとに

解　約　金　の　額

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

１年定期契約に係るもの 3,000円 (  3,240円)

２年定期契約、第２種定期契約又は第２種Ｆ

ＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金

9,500円 ( 10,260円)



Ｆ － 195

　第５　手続きに関する料金

　　１　適用

手　続　き　に　関　す　る　料　金　の　適　用

手続きに関する料金は、次のとおりとします。(1) 手続きに関す

る料金の種別

料金種別 内　　　容

ア　契約事務手数料 ＦＯＭＡ契約及びＦＯＭＡユビキタス契

約等の申込みをし、その承諾を受けたと

きに支払いを要する料金

イ　カード発行手数料 ＦＯＭＡカードの貸与に関する請求（ア

欄若しくはカ欄の申込み又はＦＯＭＡサ

ービスの利用休止に係る再利用の請求と

同時に行われたものを除きます。）をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する

料金

ウ　名義変更手数料 ＦＯＭＡサービスに係る名義変更の請求

（相続等に伴うものを除きます。）をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する

料金

エ　携帯電話番号ポー

タビリティ手数料

第19条（第１種一般契約者が行う第１種

一般契約の解除）第２項又は第23条の２

（その他の提供条件）の規定に基づく申

出をし、その承諾を受けたときに支払い

を要する料金

オ　保管手数料 第14条の２（ＦＯＭＡの電話番号保管）

若しくは第23条の７（ＦＯＭＡの電話番

号保管）に規定する電話番号保管又は別

表２（付加機能）に規定するメールアド

レス保管（以下「電話番号保管等」とい

います。）を行っている期間において支払

いを要する料金

カ　登録等手数料 端末設備若しくは自営電気通信設備（以

下「端末設備等」といいます。）の接続に

関する請求（ア欄の申込みの請求と同時

に行われたものを除きます。）をし、その

承諾を受けたときに支払いを要する料金

キ　その他の手数料 電話番号保管の請求その他当社が別に定

める手続きを要する請求をし、その承諾

を受けたとき（イ欄に該当する場合を除

きます。）又は第91条の６（ケータイお探
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しサービス）に規定するケータイお探し

サービスを利用したときに支払いを要す

る料金

(2) 契約事務手数

料の適用

ア　一般契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定期

契約を締結する場合及び定期契約を締結している者がその契約の解

除と同時に新たに一般契約を締結する場合の契約事務手数料につい

ては、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。

イ　１年定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに

２年定期契約若しくは第２種定期契約を締結する場合及び２年定期

契約若しくは第２種定期契約を締結している者がその契約の解除と

同時に新たに１年定期契約を締結する場合の契約事務手数料につい

ては、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。

ウ　総合利用プランに係る２年定期契約を締結している者がその契約

の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る２年定期契約を締結

する場合、データ専用プランに係る２年定期契約を締結している者

がその契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る２年定期契

約を締結する場合、定額データプランスタンダードに係る２年定期

契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定額データ

プランスタンダード２、定額データプランフラット若しくは定額デ

ータプラン128Ｋに係る２年定期契約を締結する場合、定額データプ

ランスタンダード２、定額データプランフラット若しくは定額デー

タプラン128Ｋに係る２年定期契約を締結している者がその契約の

解除と同時に新たに定額データプランスタンダードに係る２年定期

契約を締結する場合及び総合利用プランに係る第２種定期契約を締

結している者がその契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに

係る第２種定期契約を締結する場合、データ専用プランに係る第２

種定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに総合

利用プランに係る第２種定期契約を締結する場合の契約事務手数料

については、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しま

せん。

エ　一般契約の締結と同時に第１（基本使用料）に規定する身体障が

い者等割引の適用を受けることとなった場合の契約事務手数料につ

いては、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。

オ　ＦＯＭＡ契約の申込みの承諾を受けた者が、その承諾と同時に

2in1利用の申出の承諾を受けた場合の契約事務手数料については、

２（料金額）の規定にかかわらず、１の契約ごとに税抜額 1,000円

（税込額 1,080円)とします。

　ただし、当社が別に定める場合は適用しません。

(3) 名義変更手数

料の適用除外

ア　一般契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする

者が、名義変更と同時に第１（基本使用料）に規定する身体障がい

者等割引の適用を受けることとなった場合の名義変更手数料につい

ては、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。

イ　名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前

の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場

合の名義変更手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にか

かわらず、適用しません。
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(4) 携帯電話番

号・ＰＨＳポー

タ　ビリティ手

数料の適用　除

外

ア　携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティが行われなかった場合の携

帯　電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料は、(1)欄及び２（料金

額）　の規定にかかわらず、適用しません。

イ　ＦＯＭＡサービスに係る契約（その契約の締結と同時に2in1利用

の申出の承諾を受けたもの又はその契約の締結と同時に契約者が端

末設備を購入したことを当社が確認できなかったものに限ります。）

について、その契約を締結した日又はその契約を締結したと当社が

認める日から起算して90日以内に携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリ

ティが行われた場合の携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料

は、２（料金額）の規定にかかわらず、１の契約ごとに税抜額5,000

円 (税込額 5,400円)とします。

(5) 登録等手数料

の適用

ＦＯＭＡ契約者が、第１（基本使用料）に規定する身体障がい者等割

引の適用を受けている場合若しくはその適用を受けることとなった場

合の登録等手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわ

らず、適用しません。

(6) 保管手数料の

適用

ア　ＦＯＭＡ契約者は、当社が電話番号保管等を開始した日から起算

して電話番号保管等を取りやめる請求があった日までの期間につい

て、２－２に規定する料金の支払いを要します。

イ　当社は次のいずれかに該当するときは、２－２に規定する料金を

電話番号保管等の日数に応じて日割します。

(ア)　暦月の初日以外の日に電話番号保管等の開始があったとき。

(イ)　暦月の初日以外の日に電話番号保管等を取りやめる請求があ

ったとき。

(7) その他の手数

料の適用除外

１の契約又は１の端末設備等について、その支払いを要する手続きが、

契約事務手数料、カード発行手数料又は登録等手数料を要する手続き

と同時に行われるものであるとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、その他の手数

料は適用しません。

（注）本欄に規定する当社が別に定める場合は、その支払いを要する

手続きが番号えらべるサービスに関する手続きである場合又は

着信短縮ダイヤル機能に係る手続きである場合等をいいます。

(8) 手続きに関す

る料金の減免

当社は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等

を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあ

ります。
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　　２　料金額

　　　２－１　２－２以外のもの

料　金　額

料　金　種　別 単　　位
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

(1) 契約事務手数料 ア　イ以外のもの １契約ごとに 3,000円 (3,240円)

イ　第２種ＦＯＭ

Ａユビキタス契

約に係るもの

１契約ごとに 2,000円 (2,160円)

(2) カード発行手数料 １枚ごとに 2,000円 (2,160円)

(3) 名義変更手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,160円)

(4) 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリテ

ィ手数料

１契約ごとに 2,000円 (2,160円)

(5) 登録等手数料 １端末設備等ごと

に

2,000円 (2,160円)

(6) その他の手数料 別に算定する実費

　　　２－２　保管手数料に係るもの

料　金　額 (月額)

料　金　種　別 単　　位
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

保管手数料 電話番号保管に係るもの １契約ごとに 400円 (  432円)

メールアドレス保管に係

るもの

１契約ごとに 100円 (  108円)
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　第６　ユニバーサルサービス料

　　１　適用

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 適 用

(1) ユニバーサルサー

ビス料の適用

Ｘｉサービスに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約又は

ＦＯＭＡユビキタス契約等を締結した場合における当該暦月のユ

ニバーサルサービス料の適用については、継続してＦＯＭＡ契約

又はＦＯＭＡユビキタス契約等を締結していたものとみなして取

り扱います。

(2) 複数番号機能に係

るユニバーサルサー

ビス料の適用

複数番号機能の提供を受けている場合は、当社が付与する追加番

号の数に応じて２（料金額）に規定する加算額を適用します。

(3) ユニバーサルサー

ビス料の適用除外

ＦＯＭＡユビキタスにおいて契約者識別番号が第24条の５の２

（請求による契約者識別番号の変更）に規定するＭ２Ｍ等専用番

号であると当社が認めたときは、２（料金額）の規定にかかわら

ず、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。

　　２　料金額

区　　　分 単　　位 料　金　額（月額）

基本額 １契約ごとに 税抜額３円(税込額3.24円)ユニバーサルサービス料

加算額 １追加番号ごとに 税抜額３円(税込額3.24円)

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いた

だく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額

を見直します。
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　第７　請求書等の発行に関する料金

　　１　適用

請　求　書　等　の　発　行　手　数　料　の　適　用

請求書等の発行手数料

の適用除外

次のいずれかに該当するときは、そのＦＯＭＡについて、２（料

金額）の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金の支払

いを要しません。

ア　第98条の３（請求書の分割送付）に規定する請求書の分割送

付の取扱いを受けているとき。

イ　第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等割引

の適用を受けているとき。

ウ　別表２（付加機能）に規定するmoperaU機能、ビジネスmopera

インターネット機能、spモード機能又はｉモード機能の提供を

受けていないとき。

エ　当社が定める他の電気通信サービスに係る料金等と一括して

請求されている場合であって、その電気通信サービスにおいて

請求書等の発行に関する料金を支払っているとき。

オ　請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者が請

求事業者に譲渡した債権を一括して請求しているとき。

カ　当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由

により請求書等の発行を受けるとき。

　　２　料金額

１契約について１通ごとに

手　数　料　の　額

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

請求書の発行に係るもの 100円 ( 108円)請求書等発行

手数料

口座振替案内書又はクレジットカード

利用案内書の発行に係るもの

50円 (  54円)
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第２表　工事費

区　　　　　　　　　分 工　事　費　の　額

ＦＯＭＡサービスに関する工事費 別に算定する実費

第３表　番号案内料等

　　１　適用

番　号　案　内　料　等　の　適　用

(1) 番号案内接続

通信料の適用

相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内

接続通信料は２（料金額）に規定する額を適用します。

(2) 身体障がい者

等割引の適用を

受けている場合

の番号案内料等

の適用除外

第１表第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の

適用を受けているときは、そのＦＯＭＡの契約者回線から行った相互

番号案内の利用に係る通信（当該料金月の末日までに終了した通信に

限ります。）に関する番号案内料等については、２（料金額）の規定に

かかわらず、支払いを要しません。

(3) 番号案内料等

免除者の取扱い

等

(2)の規定によるほか、番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案

内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合につい

ては、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。

　　２　料金額

区　分 単　　　位 料　金　額

番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 250円 (税込額 270円)

番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提

供する電気通信サービスの契約者回線へ

の通信に係る料金額と同額
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第４表　国際アウトローミング利用料

１　適用

国際アウトローミング利用料の適用

(1) 通信の種類 ア　国際アウトローミングに係る通信の種類には、第54条（通信の種

類等）第１項に規定するＦＯＭＡサービスの通信の種類と同一の種

類があります。

イ　国際アウトローミングにより利用できる通信の種類は、その国際

アウトローミングに係る外国の電気通信事業者ごとに異なるものと

し、別表９に定めるところによります。

ウ　データ専用プランのＦＯＭＡに係る国際アウトローミングにおい

ては、通話モードによる通信を行うことができません。

エ　ウの規定によるほか、定額データプランのＦＯＭＡに係る国際ア

ウトローミングにおいては、64kb/sデジタル通信モードによる通信

を行うことができません。

オ　ＦＯＭＡユビキタスに係る国際アウトローミングにおいては、通

話モード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信を行うことがで

きません。

カ　当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を

受けたとき、又は一定時間内にその接続確認が取れなかったときは

パケット通信モードによる通信を切断します。

（注１）国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外

国の電気通信事業者により異なります。

（注２）注１の規定によるほか、国際アウトローミングに係る通信の

伝送速度は、通信の状況等により変動します。

（注３）国際アウトローミングに係る通信の種類により、その外国の

電気通信事業者の営業区域が異なる場合があります。

(1)の２　通信の

条件

ア　当社は、利用開始認証（(7)に規定するものをいいます。以下この

欄において同じとします。）が完了した時刻から起算して24時間（以

下「海外１ｄａｙパケ選択期間」といいます。）が経過したときは、

そのＦＯＭＡにおいて新たな利用開始認証が完了するまでの間又は

海外１ｄａｙパケが廃止されるまでの間、その国際アウトローミン

グに係る電気通信回線との間における国際アウトローミングを利用

したパケット通信モードによる通信の利用を停止します。

イ　海外１ｄａｙパケに係る累計の課金対象パケット数が、 245,760

課金対象パケットを超えたことを当社が確認したときから海外１ｄ

ａｙパケ選択期間が経過するまでの間（海外１ｄａｙパケ選択期間

が経過するまでの間に新たな利用開始認証が完了したときは、当社

がそれを確認するまでの間) における、国際アウトローミングを利

用したパケット通信モードに係る通信の伝送速度は、(1)の規定にか

かわらず、16kb/s以下となります。

(2) 国際アウトロ

ーミング利用料

の区分の適用

国際アウトローミング利用料の区分は、別表９に定めるその国際アウ

トローミングに係る外国の電気通信事業者のグループ及び別表10に定

めるその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に

係る取扱地域に応じて適用します。

(3) 国際アウトロ ア　国際アウトローミング利用料は、その通信の種類に応じて第88条
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ーミング利用料

の適用等

の２（国際アウトローミングの利用等）の規定により測定した通信

時間、情報量又は通信回数と２（料金額）の規定により算定した額

を適用します。

イ　料金表第１表第３(通信料）の１(適用) の(9)及び(10)の３に規定

する控除残額及び繰越残額があるときは、アの規定により算定した

額の月間累計額（料金月単位で累計（請求の際に確認できなかった

料金については確認ができた料金月に累計）した額とし、(5)又は(7)

の適用を受ける通信に係るものを除きます。）からその控除残額及び

繰越残額を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が控除残額と繰越残額の合計額に満たな

い場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。

ウ　パケット通信モードの課金対象パケット数は、当社が通信をでき

る状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間を

１のセッションとして、１セッションの情報量について128バイトご

とに１の課金対象パケットとして測定します。

（注）ＦＯＭＡサービスにおいて通信料が無料となる場合であっても、

国際アウトローミングを利用したときは無料とならないことがあ

ります。

(4) 国際アウトロ

ーミング利用料

の減免

ア　パケット通信モードによる国際アウトローミングを利用して、第

82条の３（位置の測定に係るアシスト情報の受信）に規定するアシ

スト情報の受信（当社が定める接続先を経由して受信したものに限

ります。）又は国際アウトローミングに係る通知等のために行われる

通信（当社が別に定めるものに限ります。）に関する国際アウトロー

ミング利用料については、(3)の規定にかかわらず、その支払いを要

しません。

イ　パケット通信モードによる国際アウトローミングを利用して、別

表２（付加機能）に規定するⅰモード機能又はspモード機能に係る

災害用音声お届けサービスの利用における音声ファイルの受信に関

する通信（当社が定めるものに限ります。）の国際アウトローミング

利用料については、(3)の規定にかかわらず、その支払いを要しませ

ん。

(5) パケット通信

モードに係る国

際アウトローミ

ング利用料の適

用

ア　当社は、ＦＯＭＡ契約者が定額データプランを選択しているとき

又はパケット定額の適用を受けているときは、別表９（国際アウト

ローミング又は国際ショートメッセージ通信に係る外国の電気通信

事業者）において事業者名に●が付された外国の電気通信事業者（以

下「定額対象事業者」といいます。）が提供する国際アウトローミン

グを利用して行ったパケット通信モードによる通信（以下この欄に

おいて「対象通信」といいます。）に関する料金について、２（料金

額）の規定にかかわらず、(ア)及び(イ)の規定により算定した額を

適用する取扱い（以下「海外パケ・ホーダイ」といいます。）を適用

します。

(ア)　(イ)以外のもの

１セッションごとに

料　　　金　　　額

１課金対象パケットごとに 0.2円
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(イ)ｉモード等通信に係るもの

１セッションごとに

料　　　金　　　額

50課金対象パケット以下の部分 50円

50課金対象パケットを超える部分 １課金対象パケットごとに

0.2円

イ　対象通信に関する料金については、１のセッションの課金対象パ

ケット数を、そのセッションの切断があった日における課金対象パ

ケット数として、アに規定する料金額を適用します。この場合にお

いて、セッションの設定が１時間以上継続された対象通信（ｉモー

ド等通信に係るものを除きます。）に係る料金については、セッショ

ンの設定の開始時刻から起算して１時間毎に通信の切断があったも

のとみなして取り扱います。

ウ　ア及びイの規定により算定した料金額の１暦日における累計額が

1,980円を超えるときは、アの規定にかかわらず、1,980円を超える

部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、当該１暦日における海外パケ・ホーダイに係る累計課金

対象パケット数が200,000課金対象パケットを超えるときは、

200,000課金対象パケットを超える部分の課金対象パケット数につ

いて、次表の規定により算定した額を適用します。

１セッションごとに

料　　　金　　　額

１課金対象パケットごとに 0.2円

エ　アからウの規定により算定した額が 2,980円を超える場合は、ア

及びウの規定にかかわらず、 2,980円を超える部分の料金の支払い

を要しません。

オ　当社は、契約者から、第１表第３（通信料）の(7)のカ又はキに規

定する申出があったときは、その申出のあった日を含む料金月及び

その前料金月（以下この欄において「当該料金月」といいます。）に

おけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除

きます。）及びデータ通信モード（Ｘｉサービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下この欄において同じとします。）に係る通信（当

社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方法によ

り、パケット定額の選択等があったものとみなして国際アウトロー

ミング利用料を算定します。この場合において、当該料金月におけ

るその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額

と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。

カ　海外パケ・ホーダイを適用した暦日において、当該ＦＯＭＡに係

る国際無線ＩＰ（無線ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するもの

をいいます。）を利用したときは、無線ＩＰ通信網サービス契約約款

の規定に基づき測定した当該暦日における国際無線ＩＰの利用に係
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る課金対象パケットについて、アの(ア)に係る課金対象パケットで

あるとみなして海外パケ・ホーダイを適用します。

キ　(7)に規定するパケット通信モードに係る国際アウトローミング

に関する定額通信料の適用を受ける通信については、海外パケ・ホ

ーダイを適用しません。

（注１）当社は、ＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別の変更等があ

った場合は、その変更のあった日を含む料金月における海外パ

ケ・ホーダイに係る通信の料金について、セッションの切断があ

った順序にかかわらず、アからカの規定に基づき、料金額を計算

します。

（注２）１のセッション（当社が通信をできる状態にした時刻から起

算してその通信を切断した時刻までの間をいいます。）の設定中に

基本使用料の料金種別の変更又はパケット定額に係る選択等があ

ったときは、当社が定める方法により料金額を計算します。

（注３）契約者は、当社がオに規定する料金の算定をするまでの間、

当該料金月におけるパケット通信モード又はデータ通信モードに

係る通信に関する料金の支払いを要します。

(6) 付加機能の利

用等に係る通信

の料金の適用

ア　通話モードによる国際アウトローミングを利用して行われるＦＯ

ＭＡの契約者回線からのはなして翻訳機能（別表２に規定するもの

をいいます。以下この欄において同じとします。）に係る通信の料金

は、２（料金額）の規定にかかわらず、そのＦＯＭＡが在圏する国

又は地域から行われる日本の電気通信設備への通信に係る料金と同

額とします。

イ　当社は、はなして翻訳機能を利用して行われる、ＦＯＭＡの契約

者回線からの通話モードに係る通信の料金について、第88条の２（国

際アウトローミングの利用等）及び(3)のアの規定にかかわらず、当

社が定める方法により、当社の電気通信設備（別表２（付加機能）

に規定するはなして翻訳機能に係るものをいいます。）に接続した後

の当社が定める時刻から通信を開始したものとみなして計算した額

を適用します。

(7) パケット通信

モードに係る国

際アウトローミ

ングに関する定

額通信料の適用

ア　基本使用料の料金種別が総合利用プラン（共用ＦＯＭＡに係るも

のを除きます。以下この欄において同じとします。）のＦＯＭＡに係

る契約者は、新たな利用開始認証が完了した場合において、(5)に規

定する定額対象事業者が提供する対象通信（その利用開始認証後、

海外１ｄａｙパケ選択期間内にセッションの設定があった通信に限

ります。）に関する料金について、２（料金額）の規定にかかわらず、

次表に規定する額を適用する取扱い（以下「海外１ｄａｙパケ」と

いいます。）を選択することができます。

１契約ごとに

区　　　分 料　　金　　額

タイプⅠ 980円

タイプⅡ 1,280円

タイプⅢ 1,580円
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イ　この欄において利用開始認証とは、海外１ｄａｙパケに係る国際

アウトローミングを利用したパケット通信モードによる通信の新た

な24時間の利用を開始する際に行う認証をいいます。この場合にお

いて、海外１ｄａｙパケ選択期間における新たな利用開始認証は、

(1)の２のイの適用を受けている場合に限り行うことができます。

ウ　海外１ｄａｙパケを利用するＦＯＭＡ契約者はあらかじめ当社に

申し出ていただきます。

エ　アに規定する区分のうち、タイプⅠについては別表９に規定する

パケット通信に係る国際アウトローミング利用料の区分（以下パケ

ット区分といいます｡)にⅠ、タイプⅡについては別表９のパケット

区分にⅡ、及びタイプⅢについては別表９のパケット区分にⅢが付

された定額対象事業者が提供する国際アウトローミングの営業区域

内において利用開始認証が完了した場合に適用します。この場合に

おいて、利用開始認証が完了した時刻から海外１ｄａｙパケ選択期

間が経過するまでの間に行った対象通信に関する料金について複数

の区分が適用される場合であって、タイプⅢの適用を受けるときは

タイプⅢに係る料金額、タイプⅢの適用を受けないときはタイプⅡ

に係る料金額を適用します。

オ　当社は、海外１ｄａｙパケを選択しているＦＯＭＡ契約者から、

この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該

当する場合には、海外１ｄａｙパケを廃止します。

(ア)　基本使用料の料金種別が総合利用プラン以外となったとき。

(イ)　契約の解除があったとき。

カ　オの規定により海外１ｄａｙパケを廃止する場合は、その廃止ま

でにセッションの設定があった対象通信に関する料金について、海

外１ｄａｙパケの適用対象とします。

（注１）１のセッション（当社が通信をできる状態にした時刻から起

算してその通信を切断した時刻までの間をいいます。）の設定中に

基本使用料の料金種別の変更等があったときは、当社が定める方

法により料金額を計算します。

（注２）海外１ｄａｙパケの廃止等があった場合は、海外１ｄａｙパ

ケを選択している期間又は選択していない期間ごとに料金を算定

します。この場合において、海外１ｄａｙパケを選択している期

間については、対象通信又は対象通信以外ごとに料金を算定しま

す。
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２　料金額

２－１　通話モードに係るもの

(1) (2)以外のもの

在圏する国又は地域の

電気通信設備への通信

日本の電気通信設備へ

の通信

左２欄以外の国又は地

域の電気通信設備への

通信区　　分

１分までごとに次の料金額

グループ１ 50円 125円 265円

グループ２ 75円 175円 265円

グループ３ 75円 280円 280円

グループ４ 75円 380円 380円

グループ５ 80円 180円 280円

グループ６ 80円 280円 280円

グループ７ 80円 380円 380円

グループ８ 125円 140円 265円

グループ９ 130円 380円 380円

グループ10 130円 580円 580円

グループ11 125円 380円 380円

グループ12 480円 880円 880円

グループ13 180円 480円 480円

グループ14 580円 980円 980円

グループ15 650円 650円 650円

（注）在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事

業者の定めるところによります。
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(2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの

料　　　　金　　　　額

区　　分

１分までごとに次の料金額

グループ１ 75円

グループ２ 80円

グループ３ 125円

グループ４ 130円

グループ５ 480円

グループ６ 150円

グループ７ ―
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２－２　64kb/sデジタル通信モードに係るもの

(1) (2)以外のもの

在圏する国又は地域の

電気通信設備への通信

日本の電気通信設備へ

の通信

左２欄以外の国又は地

域の電気通信設備への

通信区　　分

１分までごとに次の料金額

グループ１ 100円 380円 380円

グループ２ 280円 480円 480円

グループ３ 100円 280円 280円

グループ４ 210円 410円 410円

グループ５ 280円 580円 580円

グループ６ 280円 680円 680円

（注）在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事

業者の定めるところによります。

(2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの

料　　　　金　　　　額

区　　分

１分までごとに次の料金額

グループ１ 100円

グループ２ 280円

グループ３ ―
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２－３　パケット通信モードに係るもの

２－３－１　２－３－２以外のもの

(1) (2)以外のもの

ア　イ以外のもの

１セッションごとに

料　　　　金　　　　額

１課金対象パケットごとに 0.2円

イ　特定の外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行

ったパケット通信モードによる通信に係るもの

１日ごとに

区　　　分 料　　金　　額

１日における課金対象パケット数

10,000課金対象パケット以下の

とき

１課金対象パケットごとに 0.2円

10,000課金対象パケットを超え

120,000 課金対象パケット以下

のとき

2,000円

120,000 課金対象パケットを超

えるとき

120,000 課金対象

パケット以下の部

分

2,000円

120,000 課金対象

パケットを超える

部分

１課金対象パケットごとに 0.2円

備考

１　上記の料金額は、別表９（国際アウトローミング又は国際ショートメッセージ通信

に係る外国の電気通信事業者）において事業者名に◆が付された外国の電気通信事業

者（以下この欄において「特定外国事業者」といいます。）が提供する国際アウトロー

ミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信（ｉモード等通信を除きます。

以下この欄において「対象通信」といいます。）を行った場合に適用となります。

２　特定外国事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行った対象通信に関す

る料金については、１のセッションの課金対象パケット数を、そのセッションの切断

があった日における課金対象パケット数として１日における累計の課金対象パケット

数を計算して、上記の料金額を適用します。

　この場合において、セッションの設定が１時間以上継続された対象通信に係る料金

については、セッションの設定の開始時刻から起算して１時間毎に通信の切断があっ

たものとみなして取り扱います。

３　上記の料金額が適用される日について、利用の一時中断、利用停止その他の理由に

より国際アウトローミングサービスを利用することができない時間があった場合で

も、上記の料金額の規定により計算した国際アウトローミング利用料の支払いを要し

ます。
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(2) ｉモード等通信に係るもの

１セッションごとに

区　　分 料　　　　金　　　　額

グループＡ 50課金対象パケット以下の部分 50円

50課金対象パケットを超える部分 １課金対象パケットごとに 0.2円

グループＢ 100課金対象パケット以下の部分 100円

100課金対象パケットを超える部分 １課金対象パケットごとに 0.2円

２－３－２　ＦＯＭＡユビキタスに係るもの

１セッションごとに

料　　　　金　　　　額

１課金対象パケットごとに 0.2円

２－４　ショートメッセージ通信モードに係るもの

送信１回ごとに

区　　　　　分 料　金　額

グループ１ 下欄以外のもの 100円

グループ２ OnAir Switzerland Sàrl、AeroMobile AS,

及びTelenor Maritime AS、AT&T Mobility

LLC、Landssími Íslands hf.、Vodafone Malta

Limitedの船舶に係るもの

170円
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第５表　無線ＩＰアクセス定額料

１　適用

無 線 Ｉ Ｐ ア ク セ ス 定 額 料 の 適 用

無線ＩＰアクセス

定額料の減額適用

ア　１のＦＯＭＡについて、無線ＩＰアクセスサービスの提供を最初

に受けることとなったときは、無線ＩＰアクセス定額料について、

その日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、２（料金

額）に規定する額から減額して適用します。

イ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により無線Ｉ

Ｐアクセス定額料を日割するときは、アに規定する額を日割して適

用します。

ウ　ＦＯＭＡ契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新た

にＸｉ契約を締結したときは、その契約の解除があったＦＯＭＡ契

約を締結した日又はその契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結し

たと当社が認める日から継続してＦＯＭＡ契約を締結していたもの

とみなして、アの規定を適用します。

エ　Ｘｉサービス又はワイドスター通信サービスに係る契約（以下こ

の欄において「Ｘｉ契約等」といいます。）を締結している者が、そ

の契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、その

契約の解除があったＸｉ契約等を締結した日又はその契約の解除が

あったＸｉ契約等を締結したと当社が認める日から継続してＦＯＭ

Ａ契約を締結していたものとみなして、アの規定を適用します。

２　料金額

区　　　　　　　　分 料　　　金　　　額

無線ＩＰアクセス定額料（ＷＬＡＮアクセス利用料） 税抜額 300円（税込額 324円)

第６表　削　除
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第７表　その他のサービスに関する料金等

　第１　料金明細内訳書の発行手数料

１契約について１通ごとに

区　　　　　　　　分 手　数　料　の　額

料金明細内訳書の発行手数料 税抜額100円 (税込額108円)

（注）料金明細内訳書の送付を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実費）

が必要な場合があります。

　第２　支払証明書等の発行手数料

　　１　適用

支 払 証 明 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用

支払証明書の発行手数

料の適用除外

通則第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱い

を受けているＦＯＭＡについて、支払証明書の発行を受けた場合

であって、その発行が当該暦年における最初の発行であると当社

が認めるときは、２（料金額）の規定にかかわらず、その支払証

明書の発行に係る手数料及び郵送料等の支払いを要しません。

　　２　料金額

１契約について１通ごとに

手　数　料　の　額

区　　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

発行手数料 支払証明書の発行に係るもの 400円 ( 432円)

預託金預り証明書の発行に係るもの 400円 ( 432円)

契約事項証明書の発行に係るもの 300円 ( 324円)

（注１）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほ

か、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。

（注２）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実費）

が必要な場合があります。
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　第３　情報料

　　１　適用

情　　報　　料　　の　　適　　用

(1) 削　除

(2) 身体障がい者等割

引の適用を受けてい

る場合の情報料の適

用

　第１表第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等

割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る情報料については、２（料

金額）の規定の額に0.60を乗じて得た額を差し引いて適用します。

　ただし、(3)の適用を受けているときは、適用しません。

(3) 情報料の減額適用 ア　ＦＯＭＡ契約締結後、そのＦＯＭＡにおいて最初にi Bodymo

及び別表２（付加機能）に規定するｉモード機能の提供を同時

に受けることとなったとき（別表２（付加機能）に規定するsp

モード機能の提供を受けている場合を除きます。）は、そのｉ

Bodymoに係る情報料について、その日から起算して31日間は支

払いを要しないものとし、２（料金額）に規定する額から減額

して適用します。

　ただし、spモード機能の提供を受けることとなった場合又は

ｉBodymo若しくはｉモード機能の提供を廃止することとなった

場合は、この限りでありません。

イ　ＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約締結後、そのＦ

ＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタスにおいて最初にｉBodymo

及びspモード機能の提供を同時に受けることとなったときは、

そのｉBodymoに係る情報料について、その日から起算して31日

間は支払いを要しないものとし、２（料金額）に規定する額か

ら減額して適用します。

　ただし、ｉBodymo又はspモード機能の提供を廃止することと

なった場合は、この限りでありません。

ウ　ＦＯＭＡ契約締結後、そのＦＯＭＡにおいて最初にｉチャネ

ル及びｉモード機能の提供を同時に受けることとなったとき

（spモード機能の提供を受けている場合を除きます。）は、その

ｉチャネルに係る情報料について、その日から起算して31日間

は支払いを要しないものとし、２（料金額）に規定する額から

減額して適用します。

　ただし、spモード機能の提供を受けることとなった場合又は

ｉチャネル若しくはｉモード機能の提供を廃止することとなっ

た場合は、この限りでありません。

エ　ＦＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約締結後、そのＦ

ＯＭＡ又は第２種ＦＯＭＡユビキタスにおいて最初にｉチャネ

ル及びspモード機能の提供を同時に受けることとなったとき

は、そのｉチャネルに係る情報料について、その日から起算し

て31日間は支払いを要しないものとし、２（料金額）に規定す

る額から減額して適用します。

　ただし、ｉチャネル又はspモード機能の提供を廃止すること

となった場合は、この限りでありません。

オ　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している

者が、その電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに
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ＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信

サービスに係る契約を締結した日（その電気通信サービスに係

る契約を継続して締結していると当社が認める場合は、その電

気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみなす日）か

ら継続してＦＯＭＡ契約を締結しているものとみなし、アから

エの規定を適用します。

　ただし、Ｘｉサービス契約約款に規定する情報料の減額適用

を受けているＸｉに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契

約を締結したときは、アからエの規定が適用とならない場合が

あります。

カ　ＦＯＭＡユビキタス契約者又はＦＯＭＡ位置情報契約者が、

その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したとき

は、契約の解除があったＦＯＭＡユビキタス契約又はＦＯＭＡ

位置情報契約を締結した日（その契約を継続して締結している

と当社が認める場合は、その契約を締結した日と当社がみなす

日）から継続してＦＯＭＡ契約を締結しているものとみなし、

アからエの規定を適用します。

キ　次の場合には、契約の解除があったＦＯＭＡ契約を締結した

日（そのＦＯＭＡ契約を継続して締結していると当社が認める

場合は、そのＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）か

ら継続してＦＯＭＡ契約を締結していたものとみなして、アか

らエの規定を適用します。

(ア)　そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに

一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに

定期契約を締結したとき。

(イ)　そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新

たに２定期契約を締結したとき又は２年定期契約の解除と同

時に新た１年定期契約を締結したとき。

(ウ)　そのＦＯＭＡ契約者が、総合利用プランに係る定期契約

の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を締

結したとき又はデータ専用プランに係る定期契約の解除と同

時に新たに総合利用プランに係る定期契約を締結したとき。

　　２　料金額

１契約ごとに

区　　　　　分 料　　　金　　　額　（月額）

情報料 ｉチャネル 税抜額 150円 (税込額 162円)

ｉBodymo 税抜額 150円 (税込額 162円)

　第４　分割送付手数料

　　　　１契約について１分割送付ごとに　　税抜額 150円 (税込額 162円)

　第５　用途別集計に係る手数料

　　　　１契約について１集計ごとに　　税抜額 100円 (税込額 108円)
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別表１　営業区域

区　　分 通信を行うことができる地域

北海道

地区

北海道 赤平市、旭川市、芦別市、網走市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭

市、江別市、小樽市、帯広市、北広島市、北見市、釧路市、札幌市、士

別市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、名寄市、根室市、

登別市、函館市、美唄市、深川市、富良野市、北斗市、三笠市、室蘭

市、紋別市、夕張市、留萌市、稚内市

東北地

区

青森県 青森市、黒石市、五所川原市、つがる市、十和田市、八戸市、平川市、

弘前市、三沢市、むつ市

秋田県 秋田市、大館市、男鹿市、潟上市、鹿角市、北秋田市、仙北市、大仙

市、にかほ市、能代市、湯沢市、由利本荘市、横手市

岩手県 一関市、奥州市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、二戸

市、八幡平市、花巻市、宮古市、盛岡市、陸前高田市

山形県 尾花沢市、上山市、酒田市、寒河江市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井

市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市

宮城県 石巻市、岩沼市、大崎市、角田市、栗原市、気仙沼市、塩竈市、白石

市、仙台市、多賀城市、登米市、名取市、東松島市

福島県 会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬

市、田村市、伊達市、二本松市、福島市、南相馬市、本宮市

関東甲

信越地

区

東京都 東京23区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小

金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京

市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府

中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

神奈川県 厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相

模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦

市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市

千葉県 千葉市、旭市、我孫子市、いすみ市、市川市、市原市、印西市、浦安

市、大網白里市、柏市、勝浦市、香取市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津

市、君津市、佐倉市、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚

子市、東金市、富里市、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、

船橋市、松戸市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市

埼玉県 上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越

市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、

坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢

市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深

谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、和光
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市、蕨市

茨城県 石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみ

がうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩

市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行

方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田

市、水戸市、守谷市、結城市、龍ヶ崎市

栃木県 足利市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、さくら市、佐野市、下

野市、栃木市、那須烏山市、那須塩原市、日光市、真岡市、矢板市

群馬県 安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡

市、沼田市、藤岡市、前橋市、みどり市

山梨県 上野原市、大月市、甲斐市、甲州市、甲府市、中央市、都留市、韮崎

市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、山梨市

長野県 安曇野市、飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、駒ヶ根

市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、千曲市、茅野市、東御

市、中野市、長野市、松本市

新潟県 阿賀野市、糸魚川市、魚沼市、小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、佐

渡市、三条市、新発田市、上越市、胎内市、燕市、十日町市、長岡市、

新潟市、見附市、南魚沼市、妙高市、村上市

東海地

区

愛知県 名古屋市、愛西市、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉

市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、刈谷市、蒲郡市、北名古屋

市、清須市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、田原市、知多

市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋

市、長久手市、西尾市、日進市、半田市、碧南市、みよし市、弥富市

静岡県 熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、磐田市、御前崎市、静岡市、掛

川市、菊川市、湖西市、御殿場市、島田市、下田市、裾野市、沼津市、

浜松市、袋井市、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、三島市、焼津

市

岐阜県 恵那市、大垣市、海津市、各務原市、可児市、岐阜市、郡上市、下呂

市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、飛騨市、瑞

浪市、瑞穂市、美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市

三重県 伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山市、熊野市、桑名市、志摩

市、鈴鹿市、津市、鳥羽市、名張市、松阪市、四日市市

北陸地

区

富山県 射水市、魚津市、小矢部市、黒部市、高岡市、砺波市、富山市、滑川

市、南砺市、氷見市

石川県 加賀市、金沢市、かほく市、小松市、珠洲市、七尾市、能美市、野々市

市、羽咋市、白山市、輪島市
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福井県 あわら市、越前市、大野市、小浜市、勝山市、坂井市、鯖江市、敦賀

市、福井市

関西地

区

大阪府 池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、大阪市、

貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四條

畷市、吹田市、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、大東市、豊中市、富

田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、

松原市、箕面市、守口市、八尾市

兵庫県 相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、

小野市、加古川市、加西市、加東市、川西市、神戸市、篠山市、三田

市、宍粟市、洲本市、高砂市、宝塚市、たつの市、丹波市、豊岡市、西

宮市、西脇市、姫路市、三木市、南あわじ市、養父市

京都府 綾部市、宇治市、亀岡市、木津川市、京田辺市、京丹後市、京都市、城

陽市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市

滋賀県 近江八幡市、大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近

江市、彦根市、米原市、守山市、野洲市、栗東市

奈良県 生駒市、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、五條市、御所市、桜井市、

天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市

和歌山県 有田市、岩出市、海南市、紀の川市、御坊市、新宮市、田辺市、橋本

市、和歌山市

中国地

区

広島県 安芸高田市、江田島市、大竹市、尾道市、呉市、庄原市、竹原市、廿日

市市、東広島市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市

岡山県 赤磐市、浅口市、井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社

市、高梁市、玉野市、津山市、新見市、備前市、真庭市、美作市

山口県 岩国市、宇部市、下松市、山陽小野田市、下関市、周南市、長門市、萩

市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市

島根県 出雲市、雲南市、大田市、江津市、浜田市、益田市、松江市、安来市

鳥取県 倉吉市、境港市、鳥取市、米子市

四国地

区

香川県 観音寺市、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、東かがわ市、丸亀

市、三豊市

愛媛県 今治市、伊予市、宇和島市、大洲市、西条市、四国中央市、西予市、東

温市、新居浜市、松山市、八幡浜市

高知県 安芸市、香美市、高知市、香南市、四万十市、宿毛市、須崎市、土佐

市、土佐清水市、南国市、室戸市
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徳島県 阿南市、阿波市、小松島市、徳島市、鳴門市、美馬市、三好市、吉野川

市

九州地

区

福岡県 朝倉市、飯塚市、うきは市、大川市、大野城市、大牟田市、小郡市、春

日市、嘉麻市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後

市、筑紫野市、中間市、直方市、福岡市、福津市、豊前市、前原市、み

やま市、宮若市、宗像市、柳川市、八女市、行橋市

佐賀県 伊万里市、嬉野市、小城市、鹿島市、唐津市、神埼市、佐賀市、多久

市、武雄市、鳥栖市

長崎県 壱岐市、諫早市、雲仙市、大村市、五島市、西海市、佐世保市、島原

市、対馬市、長崎市、平戸市、松浦市、南島原市

熊本県 阿蘇市、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、菊池市、熊本

市、合志市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市

大分県 宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、国東市、佐伯市、竹田市、津久見

市、中津市、日田市、豊後大野市、豊後高田市、別府市、由布市

宮崎県 えびの市、串間市、小林市、西都市、日南市、延岡市、日向市、都城

市、宮崎市

鹿児島県 姶良市、阿久根市、奄美市、出水市、いちき串木野市、指宿市、伊佐

市、鹿児島市、鹿屋市、霧島市、薩摩川内市、志布志市、曽於市、垂水

市、西之表市、日置市、枕崎市、南九州市、南さつま市

沖縄県 石垣市、糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名

護市、那覇市、南城市、宮古島市

備考

１　上記都市以外の地域（当社が別に定めるわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じ

とします｡)であっても通信を行うことができる地域については、これをその周辺の当

社が指定する営業区域に含めるものとします。

２　上記都市内であっても、市街地以外の地域では、通信を行うことができないことが

あります。

３　周波数帯が異なる電波を使用する営業区域（ＦＯＭＡプラスエリア）があります。

４　通信を行うことができる地域のうち一部の地域については、特定の期間に限り通信

を行うことができます。

５　当社は、技術上その他のやむを得ない理由により無線基地局設備の移設等を行うこ

とがあります。この場合、営業区域内であっても通信を行うことができなくなる場合

があります。

６　パケット通信モードによる384kb/sの通信は、一部の地域においてできないことが

あります。

７　ハイスピードモードによる通信を行うことのできる地域は、当社が定める地域に限

るものとし、当社はその地域を当社のインターネットホームページ等において公表し

ます。

８　電気通信回線の一部に通信衛星が利用されている場合は、太陽雑音又は降雨等によ

り一時的に通信を行うことができないことがあります。
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別表２　付加機能

種　　　　　　　類 提供条件

１　通信中着信機能（キャッチホン）

　通信中に他から着信があることを知ら

せ、その契約者回線に接続されている端

末設備のボタン操作により､現に通信中

の通信（通話モードによるものに限りま

す。以下１欄において同じとします｡）

を保留し、次の通信を行うことができる

ようにする機能をいいます。

(1) 他の契約者回線からの着信に応答し

て通信を行った後、再び保留中の通信

を行うこと。

(2) 他の契約者回線等へ接続して通信を

行った後、再び保留中の通信を行うこ

と。

ＦＯＭＡに限り提供します。

２　自動着信転送機能（転送でんわ）

　その契約者回線に着信する通信（通話

モード又は64kb/sデジタル通信モードに

よるものに限ります。以下２欄において

同じとします。）を、あらかじめ指定さ

れた他の契約者回線等に、自動的に転送

する機能をいいます。

(1) ＦＯＭＡに限り提供します。

(2) 通信時間は、この機能により転送される

通信の相手（以下「転送先」といいます｡)

に接続して通信できる状態にした時刻に、

発信者の契約者回線とこの機能を利用して

いる契約者回線との通信及びその契約者回

線と転送先との通信ができる状態にしたも

のとして測定します。

(3) この機能により転送される通信の料金に

ついては、この機能を利用しているＦＯＭ

Ａの契約者が支払いを要します。

(4) この機能を利用する場合において、転送

が２回以上にわたる等通常と異なる利用態

様となるときは、通信品質を保証できない

ことがあります。

(5) この機能に係る転送先の契約者から、そ

の転送される通信について間違い通信のた

め、その転送が行われないようにしてほし

い旨の申出がある場合であって当社が必要

と認めるときは、その転送を中止していた

だくことがあります。

(6) この機能により一定時間内にその契約者

回線から転送される通信の回数は、当社が

定める数以内とします。

(7) この機能を利用している契約者回線への

通信又はこの機能により転送される通信に

ついては、電波が伝わりにくい等のため、

契約者回線に接続されている移動無線装置

が在圏する地域を取扱所交換設備で確認で

きないときは、その直前に確認できた地域
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に在圏するものとみなして取り扱います。

３　留守番電話及び不在案内機能

　その契約者回線に着信した通信（通話

モードによる通信に限ります。以下３欄

において同じとします。）のメッセージ

の蓄積及び蓄積したメッセージの再生又

はその契約者回線に着信した通信に対

し、あらかじめ登録したメッセージによ

り不在等を案内する機能をいいます。

(1) ＦＯＭＡに限り提供します。

(2) 蓄積したメッセージは、当社が別に定め

る時間が経過した後、消去します。

(3) (2)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いるメッセージが消去されることがありま

す｡この場合、消去されたメッセージの復

元はできません。

(4) メッセージの再生等当社が別に定める機

能の利用のために行った通信（当社が別に

定める協定事業者が提供する電気通信サー

ビスの契約者回線等からの通信を含みま

す｡)に係る料金は、この機能を利用してい

るＦＯＭＡ契約者が支払うものとします。

この場合において、その通信が協定事業者

が提供する電気通信サービスの契約者回線

又は公衆電話の電話機等からの通信である

ときは、その通信に関する料金は、当社が

請求するものとし、料金に関するその他の

取扱いについては、この約款に定めるとこ

ろによります。

(5) メッセージの再生等当社が別に定める機

能の利用のために、その機能の提供を受け

ているＦＯＭＡの契約者回線から行った通

信の料金は、その通信を当社が別に定める

協定事業者が提供する電気通信サービスの

契約者回線への通信とみなして適用します。

(6) この機能を利用している契約者回線への

通信については、電波が伝わりにくい等の

ため、契約者回線に接続されている移動無

線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で

確認できないときは、その直前に確認でき

た地域に在圏するものとみなして取り扱い

ます。

(7) 蓄積できるメッセージの数、１のメッ

セージの蓄積時間の数その他の提供条件に

ついては、当社が別に定めるところにより

ます。

(8) 通話録音機能（39欄に規定するものをい

います。）を利用している契約者回線から

この機能を利用している契約者回線への通

信に対しては、この機能を利用してあらか

じめ登録したメッセージによる不在等の案

内がされない場合があります。

４　着信短縮ダイヤル機能（クイックナン

バー）

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除

きます。）に限り提供します。
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　あらかじめ指定した契約者回線等（当

社が提供するＸｉ及びワイドスター通信

サービスの契約者回線、当社が別に定め

る協定事業者の電気通信サービスの契約

者回線等並びに専用回線等接続サービス

に係る接続点を含みます。以下「指定契

約者回線等」といいます。）へ着信する

通信（通話モード又は64kb/sデジタル通

信モードによるものに限ります。以下４

欄において同じとします。）を着信短縮

ダイヤル番号（契約者からの請求により

当社が付与した契約者識別番号以外の番

号をいいます。以下同じとします。）に

より行うことができるようにする機能を

いいます。

(2) 契約者が指定できる指定契約者回線等

は、当社が別に定めるものに限ります。

(3) 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め５

桁の数字からなるものとします。

(4) 着信短縮ダイヤル番号による通信は、Ｆ

ＯＭＡサービス及びＸｉサービスの契約者

回線から行うことができます。

(5) 契約者は請求の際、あらかじめ１の着信

短縮ダイヤル番号により行う通信につい

て、その通信の発信を許容する地域をＦＯ

ＭＡ及びＸｉの１の営業区域に係る地区内

とするか又は複数の地区とするかを選択し

ていただきます。

(6) 契約者は、１の着信短縮ダイヤル番号に

より行う通信について、その通信の発信を

許容する地域を当社が別に定める地域単位

ごとに指定することができます。

(7) 当社は、その請求の承諾後、契約者が当

社が別に定める期間内に利用を開始しない

ときは、その承諾を取り消す場合がありま

す。

(8) 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の

提供条件については、ＦＯＭＡの契約者識

別番号の場合に準ずるものとします。

５　迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ス

トップサービス）

当社又は協定事業者が提供する電気通

信サービスの契約者回線又は公衆電話の

電話機等（当社が別に定めるものに限り

ます。）の契約者識別番号等を登録する

ことにより、登録された契約者識別番号

等からの以後の着信（通話モード又は

64kb/sデジタル通信モードによるものに

限ります。）に対して、その着信が通話

モードに係るものである場合は、自動的

におことわりする旨の案内又は切断を行

う機能をいい、64kb/sデジタル通信モー

ドに係るものである場合は、接続できな

いようにする機能をいいます。

(1) ＦＯＭＡ（当社が別に定めるものに限り

ます｡)に限り提供します。

(2) 契約者が登録できる契約者識別番号等の

数は、当社が別に定める数以内とします。

(3) (2)に規定する数を超えて登録しようと

するときは、登録されている契約者識別番

号等のうち、最初に登録されたものから順

に消去して登録します。

(4) 当社は、現に登録されている契約者識別

番号等からの着信に対しておことわりする

旨を案内する場合、着信した時刻から当社

が別に定める時間が経過した後、その通信

を打ち切ります。

(5) (4)に規定する通信に関する料金は、第

66条（通信料の支払義務）及び第70条（相

互接続通信に係る料金の取扱い）の規定に

より支払いを要する者が、支払っていただ

きます。

(6) 当社は、当社の電気通信設備の保守上又

は工事上やむを得ないときは、現に登録さ

れている契約者識別番号等を消去すること

があります。

(7) 当社は、現に登録されている契約者識別

番号等からの着信に対しておことわりする
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旨の案内を行うこと又は切断を行うことに

伴い発生する損害については、責任を負い

ません。

(8) 契約者識別番号等の登録方法その他の提

供条件については、当社が別に定めるとこ

ろによります。

６　削　除

７　ｉモード機能

(1) 端末設備のボタン操作により、あら

かじめ指定した情報又は選択した情報

をｉモードセンタを経由して受信（パ

ケット通信モード又は64kb/sデジタル

通信モードによるものに限ります｡)す

ることができるようにする機能（基本

機能）をいいます。

(2) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、当社が別に定めるところによ

り、インターネットサービスをパケッ

ト通信モードにより利用することがで

きます。

(3) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、ｉモード電子メール（ｉモー

ド機能用に当社が割り当てたメールア

ドレス及び当社が別に定めるメール・

プロトコルを使用して当社が設置する

メール蓄積装置によりメールの蓄積、

受信又は転送等を行うことができるサ

ービスをいいます。以下同じとしま

す｡)をパケット通信モードにより利用

することができます。

(4) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、災害用伝言板サービス（災害

が発生した場合であって当社が必要と

認めたときに、安否に関する情報の登

録等を行うことができるサービスをい

います。以下同じとします｡)を利用す

ることができます。

(5) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、音声文字変換機能（当社が定

める機能を有する端末設備を利用し

て、パケット通信モードにより、音声

（当社が定める言語等に限ります。以

下この欄において同じとします｡)に係

る情報を送信し、その情報を文字、数

字及び記号等（以下この欄において

「音声文字列」といいます｡)に変換し

て受信する機能をいいます。以下同じ

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るもの及び

限定利用プランに係るものを除きます。）

に限り提供します。

(2) この機能により受けられる情報は、当社

が別に定める者により作成されます。

(3) 当社は、ｉモード電子メールを利用する

ためのメールアドレスを当社が別に定める

ところにより契約者識別番号１番号ごとに

割り当てます。

　ただし、被共用ＦＯＭＡについては、２

のメールアドレスを割り当てます。

(4) メールアドレスの変更は、当社が別に定

める場合に限り行うことができます。

　ただし、１の暦月におけるメールアドレ

ス累計変更回数が、当社が定める回数を超

えるときは、ｉモード電子メールアドレス

の変更を行うことができない場合がありま

す。

(5) 蓄積できるｉモード電子メール（ⅰモー

ド電子メールに添付された画像等の情報を

含みます。以下７欄において同じとしま

す｡)の情報量又は数等は、当社が別に定め

るところによります。

(6) 契約者回線から送信できるｉモード電子

メールの数は、当社が別に定める数以内と

します。

(7) 蓄積したｉモード電子メールは、当社が

別に定める時間が経過したとき又は当社が

別に定める回数の受信があったときは、消

去されます。

(8) (7)の規定によるほか、この機能の利用

の中止又はこの機能の提供を受けている被

共用ＦＯＭＡに係る共用ＦＯＭＡの契約の

解除等があったときは、既に蓄積されてい

るｉモード電子メールが消去されることが

あります。この場合、消去されたメールの

復元はできません。

(9) 当社が別に定める方法により指定した電

子メールの蓄積を行わないようにすること

ができます。
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とします。)を利用することができま

す。

(6) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、災害用音声お届けサービス

（災害が発生した場合であって当社が

必要と認めたときに、当社が設置する

蓄積装置により、音声ファイル（当社

が定める機能を有する端末設備を利用

してパケット通信モードにより送信さ

れた音声に係る情報をいいます。以下

この欄、15欄及び33欄において同じと

します。）の蓄積及び蓄積された音声

ファイルの受信を行うことができるサ

ービスをいいます。以下同じとしま

す。）を利用することができます。

(7) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、次の①から③に定める機能を

追加機能として利用することができま

す。

①　ｉモード電子メール転送機能

　ｉモード電子メールのメールア

ドレスを変更した場合において、

変更前のメールアドレスへ送信さ

れたｉモード電子メールを変更後

のメールアドレスへ転送できるよ

うにする機能をいいます。

②　ｉモード電子メール等音声文字

変換機能

　ｉモード電子メール及びショー

トメッセージ通信モードに係る文

字メッセージの作成において、当

社が定める機能を有する端末設備

を利用して、パケット通信モード

により、音声に係る情報を送信

し、その情報を音声文字列に変換

して受信する機能をいいます。

(10) (9)の規定によるほか、１の契約者回線

から当社が別に定める数を超えるｉモード

電子メールの送信があった場合に、その数

を超える部分のｉモード電子メールの蓄積

を行わないようにすることができます。

(11) この機能を利用して、契約者回線（当

社が定める外国の電気通信事業者が提供す

る国際アウトローミングに係る電気通信回

線を含みます。）に接続されている移動無

線装置の所在に係る情報から特定された区

域に関する情報を、当社が別に定める方法

により送出することができます。

(12) 当社は、この機能の利用に関して相互

接続点を介して接続している電気通信設備

に係る通信の品質を保証しません。

(13) 電波状態等により、この機能を利用し

て送受信された情報等が破損又は滅失する

ことがあります。この場合において、当社

は一切の責任を負わないものとします。

(14) この機能を利用している契約者は、当

社が指定する方法に限り情報（当社が別に

定めるものに限ります｡)を受信できるよう

にすること、又は当社が指定する方法によ

り分類された区分の属性を有する文字及び

記号等を含む情報であると当社が認定した

もの（以下「指定属性情報」といいま

す。）を受信できないようにすること、並

びに当社が別に定める時間帯において情報

を受信することができないようにすること

（以下この欄において「アクセス制限」と

いいます｡)ができます。

(15) アクセス制限（当社が別に定めるもの

に限ります。）を利用している契約者は、

当社が別に定める方法により、受信できる

情報、受信できない情報又は受信できない

時間帯を、その契約者が指定すること（以

下この欄において「アクセス制限カスタマ

イズ」といいます。）ができます。

(16) 当社は、この機能を利用している契約

者（満18歳に満たない者（法律により成年

に達したものとみなされる者を除きます。

以下「青少年」といいます。）が利用する

と申告した者に限ります。）がそのＦＯＭ

Ａにおいてアクセス制限を利用しない場合

は、その青少年の親権者又は後見人から、

当社所定の書面によりその旨を申出ていた

だきます。

(17) 契約者（未成年者である場合に限りま

す。）がアクセス制限の廃止又はアクセス



Ｆ － 225

制限カスタマイズの利用に関する請求を行

うときは、その契約者の親権者又は後見人

の同意を得ていただきす。

(18) 災害用伝言板サービスは、当社が定め

る期間に限り利用することができます。

(19) 災害用伝言板サービスを利用して登録

された情報については、当社が定める時間

が経過した後、消去します。

(20) 災害用伝言板サービスを利用して登録

できる情報の件数等については、当社が別

に定めるところによります。

(21) 当社は、他の契約者回線から災害用伝

言板サービスに係る情報の登録の希望があ

った旨をｉモード電子メールを利用して送

信します。

(22) 当社は、災害伝言板サービスを利用し

て登録された情報について、その情報を登

録した契約者回線に係る指定割引回線群

（料金表第１表第３（通信料）に規定する

ものをいいます。）を構成する他の契約者回

線及び(21)に規定する情報の登録の希望が

あった契約者回線へｉモード電子メールを

利用して送信します。

　ただし、情報を登録した者が送信を希望

しない場合はこの限りでありません。

(23) 当社は、音声文字変換機能を利用して

行う音声文字列への変換の精度について、

保証しません。

(24) 災害用音声お届けサービスは、当社が

定める期間に限り利用することができま

す。

(25) 災害用音声お届けサービスによる音声

ファイルの蓄積は、ＦＯＭＡ（総合利用プ

ランに係るものであって、ｉモード機能、

15欄に規定するmoperaU機能又は33欄に規

定するspモード機能の提供を受けているも

のに限ります。）の契約者回線若しくはＸ

ｉ（Ｘｉサービス契約約款に規定する総合

利用プランに係るものであって、Ｘｉサー

ビス契約約款に規定するmoperaU機能、sp

モード機能又はｉモード機能の提供を受け

ているものに限ります。）の契約者回線又

は当社が定める協定事業者が提供する電気

通信サービスの契約者回線からの音声ファ

イルの送信に限り、行うことができます

(26) 災害用音声お届けサービスにより蓄積

できる音声ファイルの情報量及び数は、当

社が定める数以内とします。

(27) (26)に規定する数を超えて音声ファイ
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ルを蓄積しようとするときは、蓄積されて

いる音声ファイルのうち、最初に蓄積した

ものから順に消去して蓄積します。

(28) (27)の規定によるほか、災害用音声お

届けサービスを利用して蓄積された音声フ

ァイルについては、当社が定める時間が経

過した後、消去します。

(29) 当社は、災害用音声お届けサービスに

より音声ファイルが蓄積されたときは、シ

ョートメッセージ通信モードにより、その

契約者回線へその旨を通知します。

(30) 当社は、災害用音声お届けサービスに

より蓄積された音声ファイルを受信したと

きは、ショートメッセージ通信モードによ

り、音声ファイルの送信元となる契約者回

線へその旨を通知します。

(31) 契約者は、ｉモード電子メール転送機

能を利用するときは、当社が定める方法に

より、その機能の利用に係る請求をしてい

ただきます。

(32) 当社は、(31)に規定する請求があった

ときは、その請求を当社が承諾した日から

起算して60日間（以下この欄において「転

送期間」といいます。）に限り、ｉモード

電子メール転送機能を提供します。

(33) ｉモード電子メール転送機能は、転送

期間が経過した場合又は契約者識別番号の

変更があった場合、廃止されます。

(34) 契約者は、ｉモード電子メール等音声

文字変換機能を利用する場合は、あらかじ

め当社に申し出ていただきます。

(35) 当社は、ｉモード電子メール等音声文

字変換機能を利用して行う音声文字列への

変換の精度について、保証しません。

(36) 当社が一定時間内に大量又は多数の通

信があったと認めた場合には、この機能の

一部又は全部の利用を中止することがあり

ます。

(37) この機能を利用している契約者は、国

際ローミング機能の提供を受けている場合

において、パケット通信モードによる国際

アウトローミングを利用して外国からこの

機能を利用することができます。

　ただし、一部の情報の受信又は送出がで

きない等、利用できる機能が制限されるこ

とがあります。

(38) この機能を利用している契約者は、

64kb /sデジタル通信モードによりmopera

機能を利用して特定された情報を受信する
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ための番号の通知を受けることができま

す。

(39) 一般契約又は定期契約に係る名義変更

（新たにその契約者になろうとする者と名

義変更前の契約者との関係が親子その他当

社が別に定める基準に適合する場合の名義

変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名

義変更を除きます。）があったときはこの

機能は廃止されます。

(40) 契約者は、この機能の利用に係る請求

を行う日を含む暦月におけるこの機能、15

欄に規定する moperaU機能、23欄に規定す

るビジネスmoperaインターネット機能及び

33欄に規定するspモード機能の利用に係る

請求を行った回数の累計（当社が定める方

法により累計します。以下「ｉモード機能

等累計請求回数」といいます。）が当社が

定める回数を超えるときは、この機能の利

用に係る請求を行うことができない場合が

あります。

(41) 当社は、契約者から第14条の２（ＦＯ

ＭＡの電話番号保管）又は第23条の６（Ｆ

ＯＭＡの電話番号保管）に規定する電話番

号保管の請求と同時に請求があった場合に

限り、ｉモード電子メールのメールアドレ

ス保管（そのメールアドレスを、他に転用

することなく、請求があった日から一定期

間、この機能を利用できないようにするこ

とをいいます。以下この欄において同じと

します。）を行います。

(42) 当社は、電話番号保管の請求と同時に

ｉモード電子メールのメールアドレス保管

の請求がなかったときは、この機能を廃止

します。

(43) 電話番号保管期間が３年を経過したと

きは、電話番号保管期間が３年を経過した

日においてこの機能は廃止されたものとし

ます。この場合において、当社は、電話番

号保管期間が３年を経過する前にあらかじ

めそのことを契約者に通知します。

(44) 当社は、契約者がインターネットサー

ビスを利用する場合において、当社が指定

する児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管

理団体により児童の権利等を著しく侵害す

るものであることが明白な画像等を含むと

判定された情報 (以下「児童ポルノ情報」

といいます。）を受信できないようにする

ことがあります。

(45) この機能の利用中止その他の提供条件
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については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注）(14)に規定する当社が別に定めるも

の、(15)に規定する当社が別に定めるも

の並びに当社が別に定める方法及び(45)

に規定する当社が別に定めるところは、

「ｉモードご利用規則」に定めるところ

によります。

８　接続先限定機能

パケット通信モードによる通信を、契約

者があらかじめ登録した専用回線等接続

サービス（別に定める接続装置に係るも

のに限ります｡)に係る接続点並びにＩＳ

Ｐ接続通信に係る相互接続点との間の通

信に限り、行うことができるようにする

機能をいいます。

（注）別に定める接続装置は、専用回線等

接続サービス契約約款に規定する第１

種接続装置とします。

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除

きます。）及びＦＯＭＡユビキタスに限り

提供します。

(2) 契約者が登録できる専用回線等接続サー

ビスに係る接続点及びＩＳＰ接続通信に係

る相互接続点の数は当社が別に定める数以

内とします

９　削　除

10　グループ機能

　専用回線等接続サービス（当社が別に

定める機能を利用するものに限ります｡)

に係る接続点との間の通信を行うことが

できるようにする機能をいいます｡

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るもの及び

料金表第１表第３（通信料）の１（適用）

の(7)の２に規定するらくらくパケ・ホー

ダイ又は(7)の３に規定するＦＯＭＡらく

らくパックを選択しているものを除きま

す。）及びＦＯＭＡユビキタス（当社が別

に定めるものに限ります。）に限り提供し

ます。

(2) ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡユビキタス契

約に係る名義変更（相続又は法人の合併若

しくは分割に伴う名義変更を除きます｡)が

あった場合は、グループ機能は廃止されま

す。

(3) この機能を利用した場合のハイスピード

モードによる通信の伝送速度は、第54条

（通信の種類等）の規定にかかわらず

384Kb/s 以下となります。

11　削　除

12　削　除

13　国際ローミング機能

　ＦＯＭＡカードを装着した移動無線装

置が、国際アウトローミングに係る営業

区域に在圏していることを確認し、その

(1) ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（当社

が別に定めるものに限るものとし、31欄に

規定する発信制限機能の提供を受けている

者を除きます。）に限り提供します。
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ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（以下

この欄において「ＦＯＭＡ等」といいま

す。）の契約者回線に着信（通話モー

ド、64kb/sデジタル通信モード又はショ

ートメッセージ通信モードによるものに

限ります。）があった場合には、その通

信をその国際アウトローミングに係る電

気通信回線へ転送する機能をいいます。

(2) この機能の利用に係る通信の料金につい

ては、発信者の契約者回線からこの機能を

利用しているＦＯＭＡ等の契約者回線への

通信（当社がその直前に確認できた日本国

内の地域にそのＦＯＭＡ等が在圏するもの

とみなして取り扱います｡)と、そのＦＯＭ

Ａ等の契約者回線から当社が提供する国際

電話サービスを利用して行った国際アウト

ローミングに係る電気通信回線への通信が

あったものとみなして取り扱います。

(3) この機能に係る料金その他の提供条件

は、国際電話サービス（国際電話サービス

契約約款に規定するものをいい、国際ロー

ミング機能に係るものに限ります。）の規

定に準じて取扱います。

14　呼出音選択機能（メロディコール）

　その契約者回線へ着信があった場合に

おいて、その呼出し中に、発信者の契約

者回線等へ契約者があらかじめ選択した

音楽等を送出する機能をいいます。

(1) ｉモード機能又はspモード機能の提供を

受けているＦＯＭＡに限り提供します。

(2) この機能の利用のために当社が提供する

音楽等は、当社が別に定める者により作成

されます。

(3) 契約者が選択できる音楽等には、その作

成者等の承諾が必要なものがあります。

(4) この機能を利用した音楽等の送出は、Ｆ

ＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドス

ター通信サービス又は当社が別に定める協

定事業者が提供する電気通信サービスの契

約者回線等から着信があった場合（当社が

別に定める場合を除きます。）に限り行う

ことができます。

(5) 選択した音楽等の確認のために行った通

信に係る料金は、東日本電信電話株式会社

が提供する電話サービスの契約者回線への

通信に関する料金と同額とします。

(6) この機能を利用して送出できる音楽等

は、その音楽等に係る権利上の理由その他

当社又は作成者等の都合により消去又は変

更されることがあります。この場合におい

て、当社は、その消去又は変更により生じ

た損害については、責任を負いません。

(7) 一般契約又は定期契約に係る名義変更

（新たにその契約者になろうとする者と名

義変更前の契約者との関係が親子その他当

社が別に定める基準に適合する場合の名義

変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名

義変更を除きます。）があったときは、こ

の機能は廃止されます。

(8) この機能を利用して送出できる音楽等の

選択方法その他の提供条件については、当
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社が別に定めるところによります。

（注１）(4)に規定する当社が別に定める協

定事業者及び当社が別に定める場合、

(8)に規定する当社が別に定めるもの

は、当社のメロディコール設定サイトに

定めるところによります。

（注２）当社は、(6)の規定により音楽等を

消去又は変更するときは、メロディコー

ル設定サイトへの掲載によりその旨を周

知します。

15　moperaU機能

(1) 当社が別に定める協定事業者が提供

するインターネットサービス（当社が

その協定事業者との相互接続協定に基

づき別に定めるものに限ります。以下

「インターネット接続サービス」とい

います。）をいいます。

(2) この機能を利用しているスタンダー

ドプランに係る契約者は、当社が割り

当てた電子メール（インターネット・

メール・プロトコルに基づいて送受信

される文字メッセージ等をいいます。

以下同じとします。）のアドレス（以

下「メールアドレス」といいます。）

を使用して、当社が設置するメール蓄

積装置により電子メールの蓄積、受信

又は転送等を行うことができるように

する機能（以下この欄において「イン

ターネットメール機能」といいま

す。）を利用することができます。

(3) この機能を利用している契約者は、

アクセス制限機能（インターネット接

続サービスを利用する場合に、指定属

性情報又はコンピュータウイルスを含

む情報等であることを、当社が認定し

たものを受信できないようにする機能

をいいます。以下この欄において同じ

とします。）を追加機能として利用す

ることができます。

(4) この機能を利用している契約者は、

災害用音声お届けサービスを利用する

ことができます。

(5) この機能を利用しているスタンダー

ドプランに係る契約者は、次の①から

④に定める機能を追加機能として利用

することができます。

①　メールアドレス追加機能

　インターネットメール機能に係る

(1) ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（当社

が別に定めるものに限ります｡)に限り提供

します。

　ただし、スーパーライトプランに係る

moperaU機能については、基本使用料の料

金種別が定額データプラン 128ＫのＦＯＭ

Ａに限り提供します。

(2) 当社は、インターネットメール機能を利

用するためのメールアドレスを、当社が別

に定めるところにより契約者識別番号１番

号ごとに割り当てます。

(3) メールアドレス追加機能、メールウイル

スチェック機能、アクセス制限機能及びＩ

Ｐ網接続機能を契約者が利用するときは、

あらかじめ当社に申し出ていただきます。

(4) 当社は、契約者識別番号の変更があった

ときその他技術上又は業務の遂行上やむを

得ない理由があるときは、メールアドレス

を変更することがあります。

(5) 蓄積できる電子メールの情報量は当社が

別に定めるところによります。

(6) 契約者回線から送信できる電子メールの

数は、当社が別に定める数以内とします。

(7) ＦＯＭＡ契約若しくはＦＯＭＡユビキタ

ス契約に係る名義変更があったとき（当社

が定める場合を除きます｡)又は利用中止等

があったときは、既に蓄積されている電子

メールが消去されることがあります。この

場合、消去された電子メールの復元はでき

ません。

(8) 当社が別に定める方法により、指定した

電子メールの蓄積を行わないようにするこ

とができます。

(9) 災害用音声お届けサービスは、当社が定

める期間に限り利用することができます。

(10) 災害用音声お届けサービスによる音声

ファイルの蓄積は、ＦＯＭＡ（総合利用プ

ランに係るものであって、moperaU機能、
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メールアドレスを当社が定める数以

内で追加することができる機能をい

います。

②　メールウイルスチェック機能

　インターネットメール機能に係る

電子メールの送受信時において、コ

ンピュータウイルス（コンピュータ

についてその意図に沿うべき動作を

させず、又はその意図に反する動作

をさせる不正な指令に係る電磁的記

録その他の記録をいいます。以下同

じとします｡)について当社が認定し

たものを検知し、それを消去又はそ

のコンピュータウイルスを含む電子

メールの一部若しくは全部を消去す

る機能をいいます。

③　ＩＰ網接続機能

　当社が別に定める協定事業者が提

供するＩＰ通信網サービス（当社が

定めるものに限ります｡)の契約者回

線等からインターネット接続サービ

ス及びインターネットメール機能を

利用できるようにする機能をいいま

す。

④　メール着信通知機能

　インターネットメール機能に係る

電子メールの受信に関する通知を、

ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービス

の契約者回線等へ行うことができる

ようにする機能をいいます。

７欄に規定するｉモード機能又は33欄に規

定するspモード機能の提供を受けているも

のに限ります。）の契約者回線若しくはＸ

ｉ（Ｘｉサービス契約約款に規定する総合

利用プランに係るものであって、Ｘｉサー

ビス契約約款に規定するmoperaU機能、sp

モード機能又はｉモード機能の提供を受け

ているものに限ります。）の契約者回線又

は当社が定める協定事業者が提供する電気

通信サービスの契約者回線からの音声ファ

イルの送信に限り、行うことができます。

(11) 災害用音声お届けサービスにより蓄積

できる音声ファイルの情報量及び数は、当

社が定める数以内とします。

(12) (11)に規定する数を超えて音声ファイ

ルを蓄積しようとするときは、蓄積されて

いる音声ファイルのうち、最初に蓄積した

ものから順に消去して蓄積します。

(13) (12)の規定によるほか、災害用音声お

届けサービスを利用して蓄積された音声フ

ァイルについては、当社が定める時間が経

過した後、消去します。

(14) 当社は、災害用音声お届けサービスに

より音声ファイルが蓄積されたときは、シ

ョートメッセージ通信モードにより、その

契約者回線へその旨を通知します。

(15) 当社は、災害用音声お届けサービスに

より蓄積された音声ファイルを受信したと

きは、ショートメッセージ通信モードによ

り、音声ファイルの送信元となる契約者回

線へその旨を通知します。

(16) 当社が指定する接続方法によりmoperaU

機能を利用した場合は、当社がコンピュー

タウイルスに係る通信と認定したものを検

知し制限します。

(17) メールウイルスチェック機能を利用す

る場合には、電子メールアドレスごとに申

し出ていただきます。

(18) メールウイルスチェック機能により、

コンピュータウイルスを検知し、消去した

ときは、そのことをその契約者（その電子

メールの相手先となる送信者又は受信者が

インターネットメール機能を利用している

契約者であった場合は、その契約者を含み

ます｡)に、電子メールアドレスごとに通知

します。

(19) アクセス制限機能を利用している契約

者は、アクセス制限機能に係る一部操作の

制限（以下「レベルロック」といいま
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す。）を利用することができます。

(20) レベルロックを利用している契約者

（未成年者である場合に限ります。）がレ

ベルロックの廃止に関する請求を行うとき

は、その契約者の親権者又は後見人の同意

を得ていただきます。

(21) 当社は、moperaU機能の利用に関して相

互接続点を介して接続している電気通信設

備に係る通信の品質を保証しません。

(22) 電波状態等により、moperaU機能を利用

して送受信された情報等又は電子メールが

破損又は滅失することがあります。この場

合において、当社は一切の責任を負わない

ものとします。

(23) 契約者は、インターネット接続サービ

スを利用する場合において、当社が定める

方法によりデータの一部を変更又は削除し

て受信することができます。

(24) スタンダードプラン又はスーパーライ

トプランに係る契約者は、あらかじめ当社

に申し出ることにより第88条の３（無線Ｉ

Ｐアクセスサービスの利用等）に規定する

無線ＩＰアクセスサービスを利用してこの

機能を利用することができます。

　ただし、一部の情報の受信又は送信を制

限する機能等が制限されることがありま

す。

(25) ＩＰ網接続機能には、タイプ１（その

ＩＰ通信網サービスに係る伝送方式がＡＤ

ＳＬ方式を使用するものをいいます｡)とタ

イプ２（そのＩＰ通信網サービスに係る伝

送方式がタイプ１以外のものをいいます｡)

があり、契約者はいずれか１つを選択して

いただきます。

(26) 契約者は、メール着信通知機能を利用

する場合は、通知先となるＦＯＭＡサービ

ス又はＸｉサービスの契約者識別番号をあ

らかじめ登録していただきます。

(27) メール着信通知機能に係る通知は、当

社が定める方法により行います。

(28) 当社が第80条（責任の制限）の規定に

より損害の賠償を行う場合において、メー

ル着信通知機能に係る加算額に関する賠償

額の算定方法については通信料の場合に準

ずるものとします。

(29) 当社は、契約者がインターネット接続

サービスを利用する場合において、児童ポ

ルノ情報を受信できないようにすることが

あります。
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(30) 契約者は、この機能の利用に係る請求

を行う日を含む暦月におけるｉモード機能

等累計請求回数が当社が定める回数を超え

るときは、この機能の利用に係る請求を行

うことができない場合があります。

(31)ＦＯＭＡ契約若しくはＦＯＭＡユビキタ

ス契約に係る名義変更（新たにその契約者

になろうとする者と名義変更前の契約者と

の関係が親子その他当社が別に定める基準

に適合する場合の名義変更又は法人の合併

若しくは分割に伴う名義変更を除きま

す。）があったときは、この機能は廃止さ

れます。

(32) moperaU機能の利用中止その他の提供条

件については、当社が別に定めるところに

よります。

（注１）(32)に規定する当社が別に定めると

ころは、「moperaUご利用規則」に定める

ところによります。

（注２）当社は、メールウイルスチェック機

能によって全てのコンピュータウイルス

を検知し消去すること、アクセス制限機

能によって全てのコンピュータウイルス

を含む情報の受信を制限すること又は当

社が指定する接続方法によりmoperaU 機

能を利用した場合において、全てのコン

ピュータウイルスに係る通信と認定した

ものを検知し制限することを保証するも

のではありません。

16　複数番号機能（マルチナンバー）

　契約者からの請求により、この機能の

提供のために当社が付与した契約者識別

番号以外の番号（以下「追加番号」とい

います。）を通知又は追加番号により当

該契約者回線へ着信できるようにする機

能をいいます。

(1) ＦＯＭＡ（当社が別に定めるものに限り

ます。）に限り提供します。

(2) 追加番号による契約者回線との間の通信

については、通話モード又は64kb/sデジタ

ル通信モードに限り行うことができます。

(3) 契約者は、追加番号を登録する場合であ

って、当該月における追加番号の登録回数

が当社が定める回数を超えるときは、第５

（手続きに関する料金）に規定する手続き

に関する料金の支払いを要します。

(4) 契約者は、追加番号を登録する場合であ

って、当該月における追加番号の登録回数

が当社が定める回数を超えるときは、その

請求を行うことができない場合がありま

す。

(5) 追加番号に関するその他の提供条件につ

いてはＦＯＭＡの契約者識別番号の場合に

準ずるものとします。

（注）追加番号による通信を行う場合、一部
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の機能について、その利用が制限される

ことがあります。

17　即時接続機能

　パケット通信モードによる通信を専用

回線等接続サービス（専用回線等接続サ

ービス契約約款に規定する即時接続機能

の提供を受けているものに限ります。以

下この欄において同じとします。）に係

る接続点（当社が定めるものを除きま

す。）との間に限り行うことができるよ

うにする機能をいいます｡

(1) ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（当社

が別に定めるものに限ります。）に限り提

供します。

(2) この機能の提供を受けている契約者回線

と専用回線等に係る接続点との間のパケッ

ト通信モードによる通信の伝送速度は、第

54条（通信の種類等）の規定にかかわらず

契約者回線からの通信は64kb/s以下、契約

者回線への通信は32kb/s以下となります。

(3) この機能を利用した通信の接続方法等に

ついては、当社の定める方法にしたがって

いただきます。

（注）(2)の伝送速度は通信の状況等により

変動します。

18　削　除

19　位置情報通知機能

　位置情報受信機能（ＦＯＭＡサービス

契約約款、Ｘｉサービス契約約款及び専

用回線等接続サービス契約約款に規定す

るものをいいます。以下19欄において同

じとします。）又はかんたん位置情報機

能（42欄に規定するものをいいます。）

に係る電気通信設備へ、位置情報（ＦＯ

ＭＡサービスの契約者回線に接続された

端末設備の所在に係る緯度及び経度等の

情報をいいます。以下19欄、20欄、28欄

及び42欄において同じとします。）を送

出できるようにする機能をいいます。

(1) ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス及びＦＯ

ＭＡ位置情報（当社が別に定めるものに限

ります。）に限り提供します。

(2) 位置情報受信機能（専用回線等接続サー

ビス契約約款に規定するものを除きま

す。）に係る電気通信設備への位置情報の

送出は、ｉモード機能若しくはspモード機

能の提供を受けている場合又は当社が別に

定める端末設備を利用している場合に限

り、ＦＯＭＡ位置情報受信機能に係る位置

情報送出の求めに応じて行うことができま

す。

(3) 位置情報受信機能（専用回線等接続サー

ビス契約約款に規定するものに限りま

す。）に係る電気通信設備への位置情報の

送出は、当社の定める機能を有する端末設

備が接続されている場合に限り行うことが

できます。

(4) かんたん位置情報機能に係る電気通信設

備への位置情報の送出は、当社が別に定め

る端末設備を利用している場合に限り、か

んたん位置情報機能に係る位置情報送出の

求めに応じて行うことができます。

(5) 契約者は、位置情報受信機能又はかんた

ん位置情報機能に係る位置情報送出の求め

があった場合の位置情報の送出方法を設定

することができます。

(6) 当社は、位置情報の送出があった際に、

契約者識別番号を合わせて送出します。
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(7) 契約者は、位置情報の送出を行ったとき

は、料金表第１表第２（付加機能使用料）

に規定する位置情報通知機能に係る付加機

能使用料の支払いを要します。

　ただし、位置情報受信機能に係る位置情

報送出の求めに応じて位置情報の送出があ

った場合の位置情報通知機能に係る付加機

能使用料は、そのＦＯＭＡ位置情報受信機

能の提供を受けている契約者が支払いを要

します。

(8) (7)の規定にかかわらず、かんたん位置

情報機能に係る位置情報送出の求めに応じ

て位置情報の送出があった場合の位置情報

通知機能に係る付加機能使用料は、支払い

を要しません。

(9) 当社は、この機能を利用して送出される

位置情報の精度について、保証しません。

(10) 当社はこの機能により送出された位置

情報に起因する損害については、その原因

の如何によらず一切の責任を負わないもの

とします。

(11) 当社が第80条（責任の制限）の規定に

より損害の賠償を行う場合において、位置

情報通知機能に係る付加機能使用料に関す

る賠償額の算定方法については、通信料の

場合に準ずるものとします。

(12) 位置情報の送出方法その他の提供条件

については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注）(12)に定める当社が別に定めるところ

は、「ｉモードご利用規則」、「かんたん

位置情報サービス規約」及び当社のイン

ターネットホームページに定めるところ

によります。

20　位置情報受信機能

　契約者からの求めに応じて、ＦＯＭＡ

サービスの位置情報通知機能により送出

された位置情報又はＸｉサービスの位置

情報通知機能により送出された位置情報

（Ｘｉサービスの契約者回線に接続され

た端末設備の所在に係る経度及び緯度等

の情報をいいます。）を蓄積し受信でき

る機能をいいます。

(1) ｉモード機能又はspモード機能の提供を

受けているＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係る

ものを除きます。）に限り提供します。

(2) 位置情報受信機能には、接続方法によ

り、タイプ１とタイプ２の２種類がありま

す。この場合において、タイプ１を利用す

るときは、あらかじめ当社に申し出ていた

だきます。

(3) 当社は、この機能を利用して位置情報送

出の求めがあったときは、位置情報送出の

要求先となるＦＯＭＡサービス又はＸｉサ

ービス（以下この欄において「要求先回

線」といいます。）へ、その旨及び契約者

識別番号を通知します。
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(4) 当社は、蓄積された位置情報が当社の定

める蓄積期間又は蓄積可能数を超えた場合

は、その位置情報を削除します。

(5) (4)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いる位置情報等が消去されることがありま

す。この場合、消去された位置情報等の復

元はできません。

(6) 契約者は、蓄積した位置情報を、その周

辺の地図情報と合わせて受信することがで

きます。

(7) この機能を利用して位置情報の送出を求

め、その求めに応じて送出された位置情報

を蓄積した場合は、料金表第１表第２（付

加機能使用料）に規定する位置情報受信機

能に係る１位置情報蓄積ごとの付加機能使

用料及び位置情報通知機能に係る付加機能

使用料の支払いを要します。

(8) 当社は、契約者が要求先回線に接続され

た端末設備の所持者から位置情報の受信に

関する同意を取得していないと認める相当

の理由があるときは、この機能の提供を中

止することがあります。

(9) 当社は、この機能により受信した位置情

報等に起因する損害については、その原因

の如何によらず一切の責任を負わないもの

とします。

(10) 当社が第80条（責任の制限）の規定に

より損害の賠償を行う場合において、位置

情報受信機能のうち１位置情報蓄積ごとの

付加機能使用料に関する部分の賠償額の算

定方法については、通信料の場合に準ずる

ものとします。

(11) 契約者は、タイプ１を利用するとき

は、要求先回線の契約者識別番号を、当社

が別に定めるところにより、あらかじめ登

録していただきます。

(12) 当社は、(11)の登録に関する申出を受

けたとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）は、要求先回線へその旨及び契約者

識別番号を通知します。

(13) 当社は、(11)に規定する要求先回線の

契約者から申出があったときは、その契約

者識別番号の登録を削除します。この場合

において、要求先回線の登録がなくなった

場合は、タイプ１を廃止します。

(14) (3)及び(12)の規定にかかわらず、要求

先回線における設定、電波状況、ｉモード

機能及びspモード機能の廃止又はその他の
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理由により、要求先回線への通知ができな

い場合があります。

(15) 契約者は、タイプ１を利用する場合に

おいて、あらかじめ設定を行うことによ

り、自動的に位置情報の送出を求め、その

結果の通知を受け取ることができます。

　ただし、電波状況等により、通知の遅延

又は不達となる場合があります。

(16) 契約者は、当社の定める方法により、

インターネットホームページから、タイプ

１を利用することができます。

(17) タイプ２を利用した位置情報の送出の

求めは、１日間において、当社が別に定め

る回数に限り行うことができます。

(18) 位置情報の受信方法その他の提供条件

については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注）(11)、(17)及び(18)の当社が別に定め

るところ及び(12)の当社が別に定める場

合は、「イマドコサーチご利用規約」若

しくは「イマドコかんたんサーチご利用

規約」及び「イマドコかんたんサーチ＆

イマドコサーチサービスガイド」に定め

るところによります。

21　ｉモードケータイデータお預かり機能

(1) 契約者回線に接続されている端末設

備（この機能を利用するために必要な

機能を有するものに限ります。以下こ

の欄において同じとします。）等に記

録されたデータの一部を、当社が設置

した電気通信設備（以下この欄及び28

欄において「ｉモードケータイデータ

蓄積装置」といいます。）において保

存、編集若しくは削除等の管理又はそ

のｉモードケータイデータ蓄積装置に

保存されたデータを受信できる機能

（基本機能）をいいます。

(2) この機能を利用している契約者は、

容量拡張機能（ｉモードケータイデー

タ蓄積装置に保存できるデータの容量

を拡張することができる機能（追加機

能）をいいます。）を利用することが

できます。

(1) i モード機能の提供を受けているＦＯＭ

Ａに限り提供します。

(2) ｉモードケータイデータ蓄積装置に保存

できるデータの種類及び容量は、当社が別

に定めるところによります。

(3) 契約者は、当社が定める条件により、端

末設備に記録されたデータの一部をｉモー

ドケータイデータ蓄積装置に自動的に保存

するための信号を受信することができま

す。

(4) ＦＯＭＡ契約に係る名義変更、利用中止

又は契約者識別番号の変更があったとき

は、既に蓄積されているデータが消去され

ることがあります。この場合、消去された

データの復元はできません。

(5) 電波状態等により、この機能を利用して

送受信されたデータが破損又は滅失するこ

とがあります。この場合において、当社は

一切の責任を負わないものとします。

(6) 契約者は、そのＦＯＭＡに係るｉモード

電子メールアドレスの変更に関する通知

を、ｉモードケータイデータ蓄積装置に保

存された電子メールアドレスに係る契約者

回線等へ、ｉモード電子メールを利用して
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送信することができます。

(7) 契約者は、容量拡張機能を利用する場合

は、あらかじめ当社に申し出ていただきま

す。

(8) この機能の利用に係るデータの保存方法

その他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。

（注）(2)及び(8)に規定する当社が別に定め

るところは、「ｉモードご利用規則」に

定めるところによります。

22　削　除

23　ビジネスmoperaインターネット機能

(1) インターネット接続サービスを利用

できるようにする機能であって、接続

方法又は受信する情報を制限して、利

用できるようにするもの（基本機能）

をいいます。

(2) この機能を利用している契約者は、

ＩＰ網接続機能（当社が別に定める協

定事業者が提供するＩＰ通信網サービ

ス（当社が定めるものに限ります。）

の契約者回線等からインターネット接

続サービスを利用できるようにする機

能（追加機能）をいいます。）を利用

することができます。

(1) ＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタス（当社

が別に定めるものに限ります。）に限り提

供します。

(2) この機能には、ＶＰＮ限定タイプ（ＦＯ

ＭＡサービスの契約者回線からこの機能を

利用する際の通信プロトコルを、当社が別

に定めるものに限定するためのもの）とＵ

ＲＬ制限タイプ（指定属性情報又はあらか

じめ指定した情報以外の情報を制限するた

めのもの）があり、契約者はあらかじめい

ずれかを選択し、当社に申し出ていただき

ます。

(3) 当社が指定する接続方法によりこの機能

（ＵＲＬ制限タイプにに限ります。）を利

用する場合は、当社がコンピュータウイル

スに係る通信と認定したものを検知し制限

します。

(4) ＵＲＬ制限タイプを選択している契約者

は、インターネット接続サービスを利用す

る場合において、当社が定める方法により

データの一部を変更又は削除して受信する

ことができます。

(5) 契約者は、ＩＰ網接続機能を利用すると

きは、あらかじめ当社に申し出ていただき

ます。

(6) 契約者は、あらかじめ当社に申し出るこ

とにより第88条の３（無線ＩＰアクセスサ

ービスの利用等）に規定する無線ＩＰアク

セスサービスを利用してこの機能を利用す

ることができます。

　ただし、一部の情報の受信又は送信を制

限する機能等が制限されることがありま

す。

(7) 15欄に定めるmoperaU 機能の(14)、(15)

及び(18)に規定する提供条件については、

この機能において準用します。
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(8) 当社は、契約者がインターネット接続サ

ービスを利用する場合において、児童ポル

ノ情報を受信できないようにすることがあ

ります。

(9) 契約者は、この機能の利用に係る請求を

行う日を含む暦月におけるｉモード機能等

累計請求回数が当社が定める回数を超える

ときは、この機能の利用に係る請求を行う

ことができない場合があります。

(10) この機能の利用中止その他の提供条件

については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注１）(2)及び(10)に規定する当社が別に

定めるところは、「ビジネスmoperaイン

ターネットご利用規則」又は「ビジネス

moperaインターネットご利用上の注意」

に定めるところによります。

（注２）当社は、当社が指定する接続方法に

よりこの機能を利用した場合において、

全てのコンピュータウイルスに係る通信

と認定したものを検知し制限することを

保証するものではありません。

24　削　除

25　削　除

26　削　除

27　削　除

28　情報自動受信機能（ｉコンシェル）

　契約者回線に接続されている端末設備

（この機能を利用するために必要な機能

を有するものに限ります。）又は21欄に

規定するｉモードケータイデータ蓄積装

置若しくは33欄に規定するspモードケー

タイデータ蓄積装置等を利用して、当社

が定める方法により、情報を自動的に受

信できる機能をいいます。

(1) ｉモード機能及びｉモードケータイデー

タお預かり機能の提供を受けているＦＯＭ

Ａ（共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。

以下この欄において同じとします。）又は

spモード機能の提供を受けているＦＯＭＡ

又はＦＯＭＡユビキタス（spモードケータ

イデータお預かり機能を利用しているもの

に限ります。）に限り提供します。

(2) この機能により受信できる情報は、当社

又は当社以外の者により作成されます。

(3) 契約者は、(2)に規定する情報の作成及

び受信において、契約者が登録した情報又

はｉモードケータイデータ蓄積装置、spモ

ードケータイデータ蓄積装置若しくはこの

機能に係る蓄積装置に保存されたデータの

一部（位置情報を含みます。）を、当社が

利用することについて、あらかじめ同意す

るものとします。
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(4) 契約者は、この機能を利用して、ｉモー

ドケータイデータ蓄積装置又はspモードケ

ータイデータ蓄積装置に蓄積されたデータ

の一部を、当社が別に定める方法により、

あらかじめ契約者が指定した契約者回線等

からの閲覧に供すること又は契約者が指定

した契約者回線等へ提供することができま

す。

(5) 当社は、蓄積されたデータが当社の定め

る蓄積期間を超えた場合は、そのデータを

削除します。

(6) (5)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いるデータが消去されることがあります。

この場合、消去されたデータの復元はでき

ません。

(7) 一般契約又は定期契約に係る名義変更

（新たにその契約者になろうとする者と名

義変更前の契約者との関係が親子その他当

社が別に定める基準に適合する場合の名義

変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名

義変更を除きます。）があったときは、こ

の機能は廃止されます。

(8) 当社は、この機能により提供される情報

の内容等当社の責めによらない理由による

損害については、責任を負いません。

(9) この機能のその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。

（注）(4)に規定する当社が別に定める方

法、(7)に規定する当社が別に定める場

合及び(9)に規定する当社が別に定める

ところは、「ｉモードご利用規則」又は

「spモードご利用規則」等に定めるとこ

ろによります。

29　削　除

30　画像情報蓄積機能（お便りフォトサー

ビス）

(1) 電子メールを利用して契約者に係る

契約者回線へ送信された画像等の情報

（以下この欄において画像情報といい

ます。）又は当社が定める方法により

インターネットホームページから登録

された画像情報を、当社が設置した電

気通信設備（以下この欄においてデー

タ蓄積装置といいます。）へ蓄積する

ことができる機能（基本機能）をいい

ます。

(1) ＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料金

種別がお便りフォトプランフラットである

ものに限ります。）又は基本使用料の料金

種別が定額データプラン 128ＫのＦＯＭＡ

に限り提供します。

(2) 当社は、この機能を利用するためのメー

ルアドレスを、当社が定めるところにより

契約者識別番号１番号ごとに割り当てます

（一括管理機能を利用している場合を除き

ます。）。

(3) 当社は、画像情報がデータ蓄積装置に蓄

積されたときは、パケット通信モードによ
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(2) この機能を利用している契約者は、

一括管理機能（当社が別に定める方法

により料金その他の債務を一括して請

求しているＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビ

キタス（以下この欄において「一括グ

ループ」といいます。）について、一

括グループごとに画像情報を蓄積する

機能（追加機能）をいいます。）を利

用することができます。

り、その画像情報を当社が定める機能を有

する端末設備を利用して自動的に取得する

ために必要な情報を、契約者の契約者回線

へ送信します。

(4) データ蓄積装置に蓄積できる画像情報の

容量は、当社が別に定めるところによりま

す。この場合において、この機能を利用し

て蓄積された画像情報がその容量を超えた

ときは、最初に蓄積された画像情報から順

に消去して蓄積します。

(5) 当社は、料金表第１表第３（通信料）の

(1)のシの適用を受けているときは、この

機能の利用を停止します。

(6) 当社は、あらかじめ契約者（一括管理機

能に係る契約者を除きます。）から請求が

あったときは、当社が定める方法により、

データ蓄積装置に蓄積された端末設備の利

用状況を契約者へ通知します。

(7) 電波状態等により、この機能を利用して

蓄積された画像情報が破損又は滅失するこ

とがあります。この場合において、当社は

一切の責任を負わないものとします。

(8) ＦＯＭＡユビキタス契約又はＦＯＭＡ契

約に係る名義変更、利用中止又は契約者識

別番号の変更があったときは、既に蓄積さ

れている画像情報が消去されることがあり

ます。この場合、消去された画像情報の復

元はできません。

(9) 当社は、契約者からこの機能を廃止する

申出があった場合のほか、この機能を利用

しているＦＯＭＡユビキタスの基本使用料

の料金種別がお便りフォトプランフラット

以外となったとき（ＦＯＭＡユビキタス契

約の解除と同時に新たに基本使用料の料金

種別が定額データプラン128Ｋに係るＦＯ

ＭＡ契約を締結した場合であって、継続し

てこの機能を利用するときを除きます。）

又はこの機能を利用しているＦＯＭＡの基

本使用料の料金種別が定額データプラン

128Ｋ以外となったとき（ＦＯＭＡ契約の

解除と同時に新たに基本使用料の料金種別

がお便りフォトプランフラットに係るＦＯ

ＭＡユビキタス契約を締結した場合であっ

て、継続してこの機能を利用するときを除

きます。）は、この機能を廃止します。

(10) 契約者（一括管理機能に係る契約者を

除きます。）は、この機能を利用してデー

タ蓄積装置に蓄積されたデータの一部を、

当社が別に定める方法により、契約者が指
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定した契約者回線等へ提供することができ

ます。

(11) 契約者は、一括管理機能を利用する場

合は、あらかじめ当社に申し出ていただき

ます。

　この場合において、当社は、一括グルー

プに関する料金その他の債務の一括請求先

となるＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス

（以下この欄において「一括代表回線」と

いいます。）に係る契約者から、一括グル

ープにおける一括管理機能の利用に係る申

出があった場合に限り、その申出を承諾し

ます。

(12) 当社は、一括管理機能の利用に係る申

出を承諾したときは、既に蓄積されている

画像情報を消去します。この場合、消去さ

れた画像情報の復元はできません。

(13) 当社は、画像情報が一括管理機能に係

るデータ蓄積装置に蓄積されたときは、パ

ケット通信モードにより、その画像情報を

当社が定める機能を有する端末設備を利用

して自動的に取得するために必要な情報

を、一括代表回線に係る契約者が指定した

契約者回線（一括グループに係るものに限

ります。）へ送信します。

(14) 当社は、契約者から一括管理機能を廃

止する申出があった場合のほか、一括代表

回線から一括グループにおける一括管理機

能の利用を廃止する申出があったときは、

当該一括グループに係る全ての一括管理機

能を廃止します。

(15) 当社は、(14)の規定により一括グルー

プに係る全ての一括管理機能を廃止したと

きは、既に蓄積されている画像情報を消去

します。この場合、消去された画像情報の

復元はできません。

(16) この機能の利用に係るその他の提供条

件については、当社が別に定めるところに

よります。

（注）(4)及び(16)に規定する当社が別に定

めるところは、「お便りフォトサービス

ご利用規約」又は「お便りフォトサービ

スご注意事項」に定めるところによりま

す。

31　番号変換機能（ＦＯＭＡオフィスリン

ク）

(1) 第９種接続装置に係るビジネス

mopera契約者（専用回線等接続サービ

(1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除

きます。）又はＦＯＭＡユビキタス（第２

種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限

ります。）に限り提供します。
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ス契約約款に規定するものをいいま

す。以下この欄において同じとしま

す。）からの請求に基づき、この機能

の利用のために当社が登録したＸｉ等

内線番号（専用回線等接続サービス契

約約款に規定するものをいいます。以

下この欄において同じとします。）に

より、当該ビジネスmopera契約に係る

接続点を経由して、他の内線番号（専

用回線等接続サービス契約約款に規定

するものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）に係る専用回線

等（専用回線等接続サービス契約約款

に規定するものをいいます。以下この

欄において同じとします。）及び他の

Ｘｉ等内線番号に係るアクセス回線等

（専用回線等接続サービス契約約款に

規定するものをいいます）へ接続でき

るようにする機能（基本機能）をいい

ます。

(2) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者（専用回線等接続サービス契約約

款に規定するタイプ２の第９種接続装

置に係るものに限ります。）は、外線

発信機能（当該ビジネスmopera契約に

係る接続点を経由して、契約者回線等

に接続できるようにする機能をいいま

す。以下この欄において同じとしま

す。）を追加機能として利用すること

ができます。

(3) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、発信制限機能（契約者回線か

らの通話モード、64kb/sデジタル通信

モード及びショートメッセージ通信モ

ードによる通信（Ｘｉ等内線番号によ

り、当該ビジネスmopera契約に係る接

続点を経由して、他の内線番号へ接続

を行う通信及び緊急通報等を除きま

す。）を制限する機能をいいます。）を

追加機能として利用することができま

す。

(4) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者（国際ローミング機能の提供を受

けている者に限ります。）は、海外転

送機能（ＦＯＭＡカードを装着した移

動無線装置が国際アウトローミングの

営業区域内に在圏している場合におい

て、そのＦＯＭＡに係るＸｉ等内線番

号の契約者回線へ着信があった場合

(2) この機能に係る通信については、通話モ

ードに限り行うことができます。

(3) この機能を利用した通話モードによる通

信は、当社が定める方法によりＸｉ等内線

番号を使用して行っていただきます。

(4) 当社は、この機能の利用に関して、第９

種接続装置との間の接続点を介して接続し

ている電気通信設備に係る通信の品質を保

証しません。

(5) 契約者は、第９種接続装置に係る契約者

がＸｉ等内線番号を登録する場合、外線発

信機能又は海外転送機能の利用に係る請求

を行う場合は、第５（手続きに関する料

金）に規定する手続きに関する料金の支払

いを要します。

(6) 外線発信機能には、タイプＡ（あらかじ

め指定したＩＰ電話番号（専用回線等接続

サービス契約約款に規定するものをいいま

す。）に係る接続点を経由するものをいい

ます。）とタイプＢ（第９種接続装置に係

るビジネスmopera契約者の外線接続装置

（当社が定める装置に限ります。）に係る

接続点を経由するものをいいます。）があ

ります。

(7) 契約者は、外線発信機能を利用する場合

は、あらかじめタイプＡ若しくはタイプＢ

のいずれか又は両方を選択して当社に申し

出ていただきます。

(8) 発信制限機能の提供を受ける契約者は、

発信制限機能の対象となるＦＯＭＡの契約

者識別番号をあらかじめ指定して当社に申

し出ていただきます。

(9) 国際ローミング機能の提供を受けている

契約者は、発信制限機能を利用することが

できません。

(10) 海外転送機能の提供を受ける契約者

は、海外転送機能の対象となるＦＯＭＡの

契約者識別番号をあらかじめ指定して当社

に申し出ていただきます。

(11) 海外転送機能により、国際アウトロー

ミングに係る電気通信回線に転送される通

信の料金については、国際ローミング機能

の利用に係る通信の場合に準じて取り扱い

ます。
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に、国際ローミング機能を利用して、

その通信をその国際ローミングに係る

電気通信回線へ転送する機能をいいま

す。）を追加機能として利用すること

ができます。

32　削　除

33　spモード機能

(1) 端末設備（この機能を利用するため

に必要な機能を有するものに限りま

す。）のボタン操作により、あらかじ

め指定した情報又は選択した情報をsp

モードセンタを経由して受信（パケッ

ト通信モードによるものに限りま

す。）することができるようにする機

能（基本機能）をいいます。

(2) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、当社が別に定めるところによ

り、インターネットサービスをパケッ

ト通信モードにより利用することがで

きます。

(3) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、spモード電子メール（spモー

ド機能用に当社が割り当てたメールア

ドレス及び当社が別に定めるメール・

プロトコルを使用して当社が設置する

メール蓄積装置によりメールの蓄積、

受信又は転送等を行うことができるサ

ービスをいいます。以下同じとしま

す。）をパケット通信モードにより利

用することができます。

(4) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者（ｉモード機能の提供を受けてい

る者を除きます。）は、契約者回線に

接続されている端末設備（この機能を

利用するために必要な機能を有するも

のに限ります。以下この欄において同

じとします。）等に記録されたデータ

の一部を、当社が設置した電気通信設

備（以下この欄において「spモードケ

ータイデータ蓄積装置」といいま

す。）において保存、編集若しくは削

除等の管理又はその蓄積装置に保存さ

れたデータを受信できる機能（以下こ

の欄において「spモードケータイデー

タお預かり機能」といいます。）を利

用することができます。

(5) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

(1) ＦＯＭＡ（当社が別に定めるものに限り

ます。）に限り提供します。

(2) この機能により受けられる情報は、当社

が別に定めるものにより作成されます。

(3) 当社は、spモード電子メールを利用する

ためのメールアドレスを当社が別に定める

ところにより契約者識別番号１番号ごとに

割り当てます。

(4) メールウイルスチェック機能及びアクセ

ス制限機能を契約者が利用するときは、あ

らかじめ当社に申し出ていただきます。

(5)　(4)の規定によるほか、当社は、当社の

あんしんネットセキュリティご利用規約に

基づきあんしんネットセキュリティサービ

スの有料機能の利用に係る請求があったと

きは、ールウイルスチェック機能の利用に

係る請求があったものとみなして取り扱い

ます。

　ただし、その有料機能の利用に係る請求

の際に、メールウイルスチェック機能の利

用に係る請求を行わない旨の意思表示があ

ったときは、この限りでありません。

(6) メールアドレスの変更は、当社が別に定

める場合に限り行うことができます。

　ただし、１の暦月におけるspモード電子

メールアドレスの変更を行った回数及び14

欄に規定するｉモード電子メールアドレス

のの変更を行った回数の累計（当社が定め

る方法により累計します。以下「メールア

ドレス累計変更回数」といいます。）が、

当社が定める回数を超えるときは、spモー

ド電子メールアドレスの変更を行うことが

できない場合があります。

(7) 蓄積できるspモード電子メール（spモー

ド電子メールに添付された画像等の情報を

含みます。以下この欄において同じとしま

す。）の情報量又は数等は、当社が別に定

めるところによります。

(8) 契約者回線から送信できるspモード電子

メールの数は、当社が別に定める数以内と

します。
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約者は、災害用伝言板サービスを利用

することができます。

(6) この機能を利用している契約者は、

災害用音声お届けサービスを利用する

ことができます。

(7) この機能を利用しているＦＯＭＡ契

約者は、次の①及び②に定める機能を

追加機能として利用することができま

す。

①　メールウイルスチェック機能

　spモード電子メール機能に係る電

子メールの送受信時において、コン

ピュータウイルスについて当社が認

定したものを検知し、それを消去又

はそのコンピュータウイルスを含む

電子メールの一部若しくは全部を消

去する機能をいいます。

②　アクセス制限機能

　インターネットサービスを利用す

る場合に、指定属性情報を受信でき

ないようにする機能（以下この欄に

おいて「spモードフィルタ」といい

ます。）をいいます。

(9) 蓄積したspモード電子メールは、当社が

別に定める時間が経過したとき又は当社が

別に定める回数の受信があったときは、消

去されます。

(10) (9)の規定によるほか、この機能の利用

の中止があったときは、既に蓄積されてい

るspモード電子メールが消去されることが

あります。この場合、消去されたメールの

復元はできません。

(11) 当社が別に定める方法により指定した

電子メールの蓄積を行わないようにするこ

とができます。

(12) (11)の規定によるほか、１の契約者回

線から当社が別に定める数を超えるspモー

ド電子メールの送信があった場合に、その

数を超える部分のspモード電子メールの蓄

積を行わないようにすることができます。

(13) spモードケータイデータ蓄積装置に保

存できるデータの種類及び容量は、当社が

別に定めるところによります。

(14) 契約者は、当社が定める条件により、

端末設備に記録されたデータの一部をspモ

ードケータイデータ蓄積装置に自動的に保

存するための信号を受信することができま

す。

(15) ＦＯＭＡ契約に係る名義変更、利用中

止又は契約者識別番号の変更があったとき

は、既に蓄積されているデータが消去され

ることがあります。この場合、消去された

データの復元はできません。

(16) 電波状態等により、spモードケータイ

データお預かり機能を利用して送受信され

たデータが破損又は滅失することがありま

す。この場合において、当社は一切の責任

を負わないものとします。

(17) spモードケータイデータお預かり機能

の利用に係るデータの保存方法その他の提

供条件については、当社が別に定めるとこ

ろによります。

(18) 災害用伝言板サービスは、当社が定め

る期間に限り利用することができます。

(19) 災害用伝言板サービスを利用して登録

された情報については、当社が定める時間

が経過した後、消去します。

(20) 災害用伝言板サービスを利用して登録

できる情報の件数等については、当社が別

に定めるところによります。

(21) 当社は、他の契約者回線から災害用伝

言板サービスに係る情報の登録の希望があ
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った旨をspモード電子メールを利用して送

信します。

(22) 当社は、災害用伝言板サービスを利用

して登録された情報について、その情報を

登録した契約者回線に係る指定割引回線群

（料金表第１表第３（通信料）に規定する

ものをいいます。）を構成する他の契約者

回線及び(20)に規定する情報の登録の希望

があった契約者回線へspモード電子メール

を利用して送信します。

　ただし、情報を登録した者が送信を希望

しない場合はこの限りでありません。

(23) 災害用音声お届けサービスは、当社が

定める期間に限り利用することができま

す。

(24) 災害用音声お届けサービスによる音声

ファイルの蓄積は、ＦＯＭＡ（総合利用プ

ランに係るものであって、spモード機能、

７欄に規定するｉモード機能又は15欄に規

定するmoperaU機能の提供を受けているも

のに限ります。）の契約者回線若しくはＸ

ｉ（Ｘｉサービス契約約款に規定する総合

利用プランに係るものであって、Ｘｉサー

ビス契約約款に規定するmoperaU機能、sp

モード機能又はｉモード機能の提供を受け

ているものに限ります。）の契約者回線又

は当社が定める協定事業者が提供する電気

通信サービスの契約者回線からの音声ファ

イルの送信に限り、行うことができます。

(25) 災害用音声お届けサービスにより蓄積

できる音声ファイルの情報量及び数は、当

社が定める数以内とします。

(26) (25)に規定する数を超えて音声ファイ

ルを蓄積しようとするときは、蓄積されて

いる音声ファイルのうち、最初に蓄積した

ものから順に消去して蓄積します。

(27) (26)の規定によるほか、災害用音声お

届けサービスを利用して蓄積された音声フ

ァイルについては、当社が定める時間が経

過した後、消去します。

(28) 当社は、災害用音声お届けサービスに

より音声ファイルが蓄積されたときは、シ

ョートメッセージ通信モードにより、その

契約者回線へその旨を通知します。

(29) 当社は、災害用音声お届けサービスに

より蓄積された音声ファイルを受信したと

きは、ショートメッセージ通信モードによ

り、音声ファイルの送信元となる契約者回

線へその旨を通知します。
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(30) メールウイルスチェック機能により、

コンピュータウイルスを検知し、消去した

ときは、そのことをその契約者に通知しま

す。

(31) 当社は、この機能の利用に関して相互

接続点を介して接続している電気通信設備

に係る通信の品質を保証しません。

(32) 電波状態等により、この機能を利用し

て送受信された情報等が破損又は滅失する

ことがあります。この場合において、当社

は一切の責任を負わないものとします。

(33) 当社は、この機能を利用している契約

者（青少年が利用すると申告した者に限り

ます。）がそのＦＯＭＡにおいてspモード

フィルタを利用しない場合は、その青少年

の親権者又は後見人から、当社所定の書面

によりその旨を申出ていただきます。

(34) spモードフィルタを利用している契約

者は、当社が別に定める方法により、受信

できる情報又は受信できない情報を、その

契約者が指定すること（以下この欄におい

て「spモードフィルタカスタマイズ」とい

います。）ができます。

(35) 契約者（未成年者である場合に限りま

す。）がspモードフィルタの廃止又はspモ

ードフィルタカスタマイズの利用に関する

請求を行うときは、その契約者の親権者又

は後見人の同意を得ていただきます。

(36) 当社が一定時間内に大量又は多数の通

信があったと認めた場合には、この機能の

一部又は全部の利用を中止することがあり

ます。

(37) この機能を利用している契約者は、国

際ローミング機能の提供を受けている場合

において、パケット通信モードによる国際

アウトローミングを利用して外国からこの

機能を利用することができます。

　ただし、一部の情報の受信又は送出がで

きない等、利用できる機能が制限されるこ

とがあります。

(38) この機能を利用している契約者は、あ

らかじめ当社に申し出ることにより第88条

の３（無線ＩＰアクセスサービスの利用

等）に規定する無線ＩＰアクセスサービス

を利用してこの機能を利用することができ

ます。

(39) 一般契約又は定期契約に係る名義変更

（新たにその契約者になろうとする者と名

義変更前の契約者との関係が親子その他当
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社が別に定める基準に適合する場合の名義

変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名

義変更を除きます。）があったときは、こ

の機能は廃止されます。

(40) 当社は、契約者から第14条の２（ＦＯ

ＭＡの電話番号保管）又は第23条の６（Ｆ

ＯＭＡの電話番号保管）に規定する電話番

号保管の請求と同時に請求があった場合に

限り、spモード電子メールのメールアドレ

ス保管（そのメールアドレスを、他に転用

することなく、請求があった日から一定期

間、この機能を利用できないようにするこ

とをいいます。以下この欄において同じと

します。）を行います。

(41) 当社は、電話番号保管の請求と同時に

spモード電子メールのメールアドレス保管

の請求がなかったときは、この機能を廃止

します。

(42) 電話番号保管期間が３年を経過したと

きは、電話番号保管期間が３年を経過した

日においてこの機能は廃止されたものとし

ます。この場合において、当社は、電話番

号保管期間が３年を経過する前にあらかじ

めそのことを契約者に通知します。

(43) この機能を利用して、契約者回線（当

社が定める外国の電気通信事業者が提供す

る国際アウトローミングに係る電気通信回

線を含みます。）に接続されている移動無

線装置の所在に係る情報から特定された区

域に関する情報を、当社が別に定める方法

により送出することができます。

(44) 当社は、契約者がインターネットサ

ービスを利用する場合において、児童ポ

ルノ情報を受信できないようにすること

があります。

(45) 契約者は、この機能の利用に係る請

求を行う日を含む暦月におけるｉモード

機能等累計請求回数が当社が定める回数

を超えるときは、この機能の利用に係る

請求を行うことができない場合がありま

す。

(46) この機能の利用中止その他の提供条件

については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注１）(34)に規定する当社が別に定める方

法及び(13)、(17)並びに(46)に規定する

当社が別に定めるところは、「spモード

ご利用規則」等に定めるところによりま

す。
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（注２）当社は、メールウイルスチェック機

能によって全てのコンピュータウイルス

を検知し消去すること、アクセス制限機

能によって全てのコンピュータウイルス

を含む情報の受信を制限することを保証

するものではありません。

34　削　除

35　ビジネスmoperaテレメトリ機能

　機器の制御又は監視等のためにインタ

ーネット接続サービスを利用できるよう

にする機能をいいます。

(1) ＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料金

種別がユビキタスプランＳ又はユビキタス

プランＭであるものに限ります。）に限り

提供します。

(2) 当社は、この機能の利用に関して、相互

接続点を介して接続している電気通信設備

に係る通信の品質を保証しません。

(3) 電波状態等により、この機能を利用して

送受信された情報等が破損又は減失するこ

とがあります。この場合において、当社は

一切の責任を負わないものとします。

(4) この機能を利用した場合の通信の伝送速

度は、第54条（通信の種類等）の規定にか

かわらず16Kb/s以下となります。

(5) 契約者は、15欄に規定するmoperaU 機能

又は23欄に規定するビジネスmoperaインタ

ーネット機能を利用している場合は、この

機能を利用することができません。

(6) この機能に係るメール取扱装置を介し

て、契約者回線から送信できる電子メール

の数は、当社が別に定める数以内としま

す。

(7) この機能の利用中止その他の提供条件に

ついては、当社が別に定めるところにより

ます。

（注）(6)及び(7)に規定する当社が別に定め

るものは、「ビジネスmoperaテレメトリ

ご利用規則」に定めるところによりま

す。

36　削　除

37　削　除

38　削　除

39　通話録音機能

　その契約者回線との間の通信（通話モ

ードによる通信であって、当社が定める

ものに限ります。以下この欄において同

(1) ＦＯＭＡに限り提供します。

(2) この機能を利用するときは、あらかじめ

１の通話録音グループ（そのＦＯＭＡと料

金その他の債務を一括して請求（その契約
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じとします。）の音声に係る情報（以下

この欄において「録音情報」といいま

す。）を当社が設置した電気通信設備

（以下この欄において「通話録音蓄積装

置」といいます。）に蓄積する機能をい

います。

者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定め

る基準に適合する者に限ります。）に係る

料金等と合わせて請求する場合を含みま

す。）しているＦＯＭＡ又はＸｉ（以下こ

の欄において「一括請求グループ」といい

ます。）により構成されるものに限りま

す。）を指定して当社に申し出ていただき

ます。この場合において、その申出が新た

に通話録音グループを構成する申出である

ときは、その旨を合わせて申し出ていただ

きます。

(3) 契約者は、１の通話録音グループごとに

料金表第１表第２（付加機能使用料）に規

定する加算額の支払いを要するものとし、

その通話録音グループに係る一括請求グル

ープに関する料金その他の債務の一括請求

先となるＦＯＭＡ又はＸｉ（以下この欄に

おいて一括代表回線といいます。）に請求

します。

(4) 当社は、この機能を利用して録音情報を

蓄積するときは、契約者及び通信の相手先

双方の契約者回線等を接続して通信できる

状態にしたときに、その旨を契約者及び通

信の相手先へ通知します。

　ただし、この機能を利用している契約者

回線への通信であるときは、通信の相手先

に限り、その旨を通知します。

(5) (4)の規定にかかわらず、当社は、契約

者から、当社が定める方法により請求があ

った場合は、録音情報の蓄積に係る通知は

行いません。この場合において、録音情報

の蓄積を通信の相手先の契約者回線等へ通

知しないことに伴い発生する損害について

は、一切の責任を負いません。

(6) 当社は、通話録音契約（専用回線等接続

サービス契約約款に規定するものをいいま

す。）に基づき、通話録音蓄積装置から録

音情報を伝送したときは、蓄積した録音情

報を消去します。

(7) (6)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いる録音情報が消去されることがありま

す｡ この場合、消去された録音情報の復元

はできません。

(8) 当社は、契約者からこの機能を廃止する

申出があった場合のほか、一括代表回線か

らこの機能の利用を廃止する申出があった

ときは、当該ＦＯＭＡについて、この機能
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を廃止します。

(9) １の一括請求グループに係る通話録音グ

ループの数並びに１の通話録音グループに

係るＦＯＭＡ及びＸｉの数は、当社が定め

る数以内とします。

(10) 通話録音蓄積装置に蓄積できる録音情

報の数その他の提供条件については、当社

が別に定めるところによります。

（注）(10)に規定する当社が別に定めるとこ

ろは、「通話録音サービスに関する注意

事項」に定めるところによります。

40　はなして翻訳機能

　ＦＯＭＡの契約者回線からの通話モー

ドによる通信（当社が定めるものに限り

ます。以下この欄において同じとしま

す。）について、当社が別に定める方法

により、当社の電気通信設備（当社が定

めるものに限ります。以下この欄におい

て同じとします。）を経由して着信者の

契約者回線等に接続することにより、音

声その他の音響の伝送のほか、その電気

通信設備において発信者又は着信者から

伝送された音声データ（通話モード又は

パケット通信モードにより伝送される音

声に関する情報をいいます。）を録音

し、発信者が指定した言語（当社が定め

る言語に限ります。）に翻訳して相手先

に通知する機能をいいます。

(1) moperaU機能又はspモード機能の提供を

受けているＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係る

ものを除きます。）に限り提供します。

(2) この機能を利用するときは、あらかじめ

当社が定める機能を有する端末設備に専用

のソフトウェアを設定していただきます。

この場合において、当社は、本ソフトウェ

アに起因する損害については、その原因の

如何によらず一切の責任を負わないものと

します。

(3) 当社は、この機能の利用に関して相互接

続点を介して接続している電気通信設備に

係る通信の品質を保証しません。

(4) 当社は、この機能を利用して行う翻訳の

精度について、保証しません。

(5) 16欄に規定する追加番号を通知して行う

通話モードによる通信については、はなし

て翻訳機能を利用することが出来ません。

(6) はなして翻訳機能に関するその他提供条

件については、当社が別に定めるところに

よります。

（注）この欄に規定する当社が別に定めると

ころは、「はなして翻訳アプリソフトウ

ェア使用許諾契約書」及び当社のインタ

ーネットホームページに定めるところに

よります。

41　パケットトランシーバ機能

(1) ＦＯＭＡユビキタス契約者（トラン

シーバプランに係るものに限ります。

以下この欄において同じとします。）

から、トランシーバ通信モードを利用

して、他のＦＯＭＡユビキタス契約者

への通信をできるようにするための機

能をいいます。

(2) ＦＯＭＡユビキタス契約者から、当

社の指定する接続点を経由して、トラ

(1) ＦＯＭＡユビキタス（トランシーバプラ

ンに係るものに限ります。）に限り提供し

ます。

(2) 当社は、契約者からこの機能を廃止する

申出があった場合のほか、この機能を利用

しているＦＯＭＡユビキタスの基本使用料

の料金種別がトランシーバプラン以外とな

ったときは、この機能を廃止します。

(3) 当社は、この機能を利用した自営電気通

信設備との通信の品質を、保証しません。
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ンシーバ通信モードにより通信するた

めの機能をいいます。

(4) 契約者は通信の相手となる契約者識別番

号を、当社が定める数以内であらかじめ当

社に申し出ていただきます。

(5) この機能の利用に係るその他の提供条件

については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注）(4)に規定する当社が別に定める数又

は(5)に規定する当社が別に定めるとこ

ろは、「トランシーバおまとめ払いご利

用規約」に定めるところによります。

42　かんたん位置情報機能

　契約者からの求めに応じて、ＦＯＭＡ

ユビキタス（基本使用料の料金種別がお

便りフォトプランフラットであるものに

限ります。以下この欄において同じとし

ます。）の情報通知機能により送出され

た位置情報を蓄積し受信できる機能をい

います。

(1) 国際ローミング機能の提供を受けている

ＦＯＭＡユビキタスに限り提供します。

(2) 当社は、この機能を利用して位置情報送

出の求めがあったときは、位置情報送出の

要求先となるＦＯＭＡサービス（この機能

を利用する契約者と同一の契約者に係るも

のに限ります。以下この欄において「要求

先回線」といいます。）へ、その旨を通知

します。

(3) 当社は、蓄積された位置情報が当社の定

める蓄積期間又は蓄積可能数を超えた場合

は、その位置情報を削除します。

(4) (3)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いる位置情報等が消去されることがありま

す。この場合、消去された位置情報等の復

元はできません。

(5) 契約者は、蓄積した位置情報を、その周

辺の地図情報と合わせて受信することがで

きます。

(6) 当社は、契約者が要求先回線に接続され

た端末設備の所持者から位置情報の受信に

関する同意を取得していないと認める相当

の理由があるときは、この機能の提供を中

止することがあります。

(7) 当社は、この機能により受信した位置情

報等に起因する損害については、その原因

の如何によらず一切の責任を負わないもの

とします。

(8) 契約者は、この機能を利用するときは、

要求先回線の契約者識別番号を、当社が別

に定めるところにより、あらかじめ登録し

ていただきます。

(9) (2)の規定にかかわらず、要求先回線に

おける設定、電波状況又はその他の理由に

より、要求先回線への通知ができない場合

があります。

(10) 契約者は、あらかじめ設定を行うこと
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により、自動的に位置情報の送出を求め、

その結果の通知を受け取ることができま

す。

　ただし、電波状況等により、通知の遅延

又は不達となる場合があります。

(11) 契約者は、当社の定める方法により、

この機能をインターネットホームページか

ら、利用することができます。

(12) この機能を利用している契約者は、要

求先回線に接続された端末設備の鳴動その

他の操作をするための情報を受信できるよ

うにすることができます。

(13) 位置情報の受信方法その他の提供条件

については、当社が別に定めるところによ

ります。

（注）(8)及び(13)の当社が別に定めるとこ

ろは、「かんたん位置情報サービス規

約」に定めるところによります。

43　削　除

44　端末動作情報等蓄積機能（ドコッチサ

ービス）

　契約者回線に接続されている端末設備

（この機能を利用するために必要な機能

を有するものに限ります。以下この欄に

おいて同じとします。）を利用して、当

社が定める方法により、当社が設置した

電気通信設備へ端末設備の環境等の情報

を送信するために必要な情報を受信でき

るようにする機能をいいます。

(1) ＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別が定額

データプラン128 Ｋ又は定額データプラン

スタンダード２に係るものに限ります。）

又はＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料

金種別がＦＯＭＡデバイスプラス500 に係

るものに限ります。）に限り提供します。

(2) 契約者は、当社が別に定める方法によ

り、この機能をインターネットホームペー

ジから、利用していただきます。

(3) 電波状況又はその他の理由により、端末

設備の環境等の情報を受信又は送信できな

い場合があります。

(4) 当社は、この機能により受信した端末設

備の環境等の情報に起因する損害について

は、その原因の如何によらず一切の責任を

負わないものとします。

(5) 契約者から請求があったときは、当社は

端末設備の環境等が当社が別に定める基準

又は契約者があらかじめ設定した基準に到

達した場合に、そのことをあらかじめ登録

されたメールアドレスに通知します。

(6) この機能のその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。

（注）(2)、(5)及び(6)の当社が別に定める

ところは、「ドコッチサービス利用規

約」に定めるところによります。

45　遠隔管理機能（あんしんマネージャ (1) ＦＯＭＡ（共用ＦＯＭＡに係るものを除
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ー）

(1) 基本機能

　当社のインターネットホームページ

等から、次のア又はイに定める機能の

うち、契約者が選択した機能に係る操

作を行うことができる機能をいいま

す。

ア　この機能を利用している契約者

（タイプＡを選択している者に限り

ます。）は、次に定める機能を利用

することができます。

(ア)　おまかせロック設定機能

　第91条の５ (おまかせロック

等) に規定するおまかせロック及

びに端末ロックに係る一部の操作

を、その契約者が他のＦＯＭＡ及

びＸｉに係る操作と合わせて行う

ことができる機能をいいます。

(イ)　ｉモード通信履歴閲覧機能

　第98条の２ (ｉモード通信履歴

の閲覧）に規定するｉモード通信

履歴の閲覧に係る一部の操作を、

その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸ

ｉに係る操作と合わせて行うこと

ができる機能をいいます。

(ウ)　ドコモ接続設定機能

　７欄に規定するｉモード機能に

係る一部の操作を、その契約者が

他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作

と合わせて行うことができる機能

をいいます。

(エ)　電話帳設定機能

　21欄に規定するｉモードケータ

イデータお預かり機能に係る一部

の操作を、その契約者が他のＦＯ

ＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせ

て行うことができる機能をいいま

す。

(オ)　ブラウザ利用制限機能

　ｉモード機能において、当社が

指定する方法に限り情報を受信で

きるようにする機能をいいます。

(カ)　一斉同報機能

　当社が定める方法により契約者

識別番号を使用して送信するｉモ

ード電子メールを受信できるよう

にする機能をいいます。

(キ)　遠隔初期化機能

　契約者回線に接続されている端

きます。以下この欄において同じとしま

す。）に限り提供します。

(2) 遠隔管理機能には、タイプＡ（ｉモード

機能（７欄に規定するものをいいます。以

下、この欄において同じとします。）の提

供を受けているものに限ります。）に接続

されている端末設備（当社が定めるもの

（タイプＢに係るものを除きます。）に限

り利用することができます。）、タイプＢ

（spモード機能（33欄に規定するものをい

います。以下、この欄において同じとしま

す。）の提供を受けているものに限りま

す。）、（moperaU機能（15欄に規定するもの

をいいます。以下、この欄において同じと

します。）又は（ビジネスmoperaインター

ネット機能（23欄に規定するものをいいま

す。以下、この欄において同じとしま

す。）の提供を受けているものに限りま

す。）に接続されている端末設備（当社が

定めるもの（タイプＡに係るものを除きま

す。）に限り利用することができます。）、

タイプＣ（ｉモード機能、spモード機能、

moperaU機能又はビジネスmoperaインター

ネット機能の提供を受けているものに限り

ます。）に接続されている端末設備（当社

が定めるもの（タイプＡ又はタイプＢに係

るものを除きます。）の提供を受けている

ものに限ります。）及びタイプＤ（spモー

ド機能の提供を受けているものに限りま

す。）に接続されている端末設備（当社が

定めるもの（タイプＡ、タイプＢ又はタイ

プＣに係るものを除きます。）に限り利用

することができます。）があります。

(3) ｉモード通信履歴閲覧機能については、

ｉモード機能の提供を受けている契約者に

限り、利用することができます。

(4) ｉモード通信履歴閲覧機能を利用すると

きは、あらかじめ当社に申し出ていただき

ます。

(5) ドコモ接続設定機能及びブラウザ利用制

限機能については、タイプＡに係るものは

ｉモード機能、タイプＢ、タイプＣ及びタ

イプＤに係るものはspモード機能の提供を

受けている契約者に限り、利用することが

できます。

(6) 電話帳設定機能については、タイプＡに

係るものはiモード機能、タイプBに係るも

のはspモード機能、moperaU機能又はビジ

ネスmoperaインターネット機能、タイプＤ
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末設備（この機能を利用するため

に必要な機能を有するものに限り

ます。以下この欄において同じと

します。）に記録されたデータを

消去するための情報を自動的に取

得するために必要な情報を受信で

きるようにする機能をいいます。

(ク)　遠隔カスタマイズ機能

　契約者回線に接続されている端

末設備の機能制限等をするための

情報を自動的に取得するために必

要な情報を受信できるようにする

機能をいいます。

イ　この機能を利用している契約者

（タイプＢを選択している者に限り

ます。）は、次に定める機能を利用

することができます。

(ア)　端末ロック設定機能

　契約者回線に接続されている端

末設備において、その端末設備の

一部の機能を停止するための信号

又はドコモＵＩＭカードの一部の

機能を停止するための信号をその

契約者回線に送出する操作を、そ

の契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉ

に係る操作と合わせて行うこと。

(イ)　ドコモ接続設定機能

　特定端末設備において、spモー

ド機能及び第88条の３に規定する

無線IPアクセスサービスに係る一

部の操作を、その契約者が他のＦ

ＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わ

せて行うこと。

(ウ)　電話帳設定機能

　特定端末設備において、当社が

設置した電気通信設備（当社が定

めるものに限ります。）に保存さ

れたデータの受信に係る操作を、

その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸ

ｉに係る操作と合わせて行うこ

と。

(エ)　ブラウザ利用制限機能

　spモード機能において、当社が

指定する方法に限り情報を受信で

きるようにすること。

(オ)　一斉同報機能

　当社が定める方法による通知の

確認のために必要な情報を送信で

きるようにすること。

に係るものはspモード機能の提供を受けて

いる契約者に限り、利用することができま

す。

(7) 一斉同報機能については、タイプＡに係

るものはiモード機能、タイプＢに係るも

のはspモード機能、moperaU機能又はビジ

ネスmoperaインターネット機能の提供を受

けている契約者に限り、利用することがで

きます。

(8) 本機能を選択するときは、あらかじめ１

の管理グループ（本機能を選択するＦＯＭ

Ａ、ＦＯＭＡユビキタス、Ｘｉ及びＸｉユ

ビキタスにより構成される回線群をいいま

す。以下、この欄において同じとしま

す。）を指定して当社に申し出ていただき

ます。この場合、その申し出が新たに管理

グループを構成する申出であるときは、そ

の管理グループ代表回線（管理グループを

代表する１のＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタ

ス、Ｘｉ又はＸｉユビキタスをいいます。

以下この欄において同じとします。）を合

わせて申し出ていただきます。

(9) 当社は、契約者から新たに管理グループ

を構成する申出があったとき、遠隔管理機

能に係る操作を行うために必要となる暗証

番号を管理グループ代表回線契約者回線へ

送信します。

(10) 契約者は、本機能を利用するときは、

当社が定める方法により対象となる端末設

備をあらかじめ登録していただきます。

(11) 契約者は、前項の規定により登録され

た端末設備の変更があったときは、当社が

定める方法により新たに対象となる端末設

備を登録していただきます。

(12) 一斉同報機能を利用している契約者

は、この機能を利用して送信したｉモード

電子メール又は通知の確認のために必要な

情報の送信に係る当社が定める情報を確認

することができます。

(13) 当社は、遠隔初期化機能又は遠隔カス

タマイズ機能の利用に伴い発生する損害に

ついては、第80条（責任の制限）の規定に

該当する場合に限り、その規定により責任

を負うものとし、端末設備に係る情報の変

化若しくは消失、動作不良又は第三者との

紛議により生じた損害その他の損害につい

ては、一切の責任を負いません。

(14) 遠隔初期化機能、遠隔カスタマイズ機

能又は特定端末設備管理機能を利用してい
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(カ)　遠隔初期化機能

　特定端末設備に記録されたデー

タを消去するための情報を自動的

に取得するために必要な情報を受

信できるようにすること。

(キ)　遠隔カスタマイズ機能

　特定端末設備の機能制限等をす

るための情報を自動的に取得する

ために必要な情報を受信できるよ

うにすること。

(ク)　位置情報探索機能

　契約者回線に接続されている端

末設備（当社が別に定めるものに

限ります。）の位置情報（その端

末設備の所在に係る緯度及び経度

等の情報）を受信できるようにす

る機能をいいます。

ウ　この機能を利用している契約者

（タイプＣを選択している者に限り

ます。）は、次に定める機能を利用

することができます。

(ア)　端末ロック設定機能

　契約者回線に接続されている特

定端末設備において、その端末設

備の一部の機能を停止するための

信号又はドコモＵＩＭカードの一

部の機能を停止するための信号を

その契約者回線に送出する操作

を、その契約者が他のＦＯＭＡ及

びＸｉに係る操作と合わせて行う

こと。

(イ)　ドコモ接続設定機能

　特定端末設備において、spモー

ド機能及び第88条の３に規定する

無線IPアクセスサービスに係る一

部の操作を、その契約者が他のＦ

ＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わ

せて行うこと。

(ウ)　ブラウザ利用制限機能

　spモード機能において、当社が

指定する方法に限り情報を受信で

きるようにすること。

(エ)　遠隔初期化機能

　特定端末設備に記録されたデー

タを消去するための情報を自動的

に取得するために必要な情報を受

信できるようにすること。

(オ)　遠隔カスタマイズ機能

　特定端末設備の機能制限等をす

るための情報を自動的に取得する

る契約者は、契約者回線に接続されている

端末設備に係る情報を取得するために必要

な情報を受信することができます。

(15) (14)によるほか、契約者（タイプB及び

タイプＣの提供を受けている者に限りま

す。）は、契約者回線に接続されている端

末設備について、アプリケーション（当社

が定めるものに限ります。）の設定を行う

ことができます。

(16) この機能に係る操作方法、操作項目そ

の他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。

（注）(16)に規定する当社が別に定めるとこ

ろは、「あんしんマネージャーサービス

利用規約」に定めるところによります。
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ために必要な情報を受信できるよ

うにすること。

(カ)　位置情報探索機能

　契約者回線に接続されている端

末設備（当社が別に定めるものに

限ります。）の位置情報（その端

末設備の所在に係る緯度及び経度

等の情報）を受信できるようにす

る機能をいいます。

エ　この機能を利用している契約者

（タイプＤを選択している者に限り

ます。）は、次に定める機能を利用

することができます。

(ア)　おまかせロック設定機能

　第91条の５ (おまかせロック

等) に規定するおまかせロック及

びに端末ロックに係る一部の操作

を、その契約者が他のＦＯＭＡ及

びＸｉに係る操作と合わせて行う

ことができる機能をいいます。

(イ)　ドコモ接続設定機能

　特定端末設備において、spモー

ド機能及び第88条の３に規定する

無線IPアクセスサービスに係る一

部の操作を、その契約者が他のＦ

ＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わ

せて行うこと。

(ウ)　電話帳設定機能

　特定端末設備において、当社が

設置した電気通信設備（当社が定

めるものに限ります。）に保存さ

れたデータの受信に係る操作を、

その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸ

ｉに係る操作と合わせて行うこ

と。

(エ)　ブラウザ利用制限機能

　spモード機能において、当社が

指定する方法に限り情報を受信で

きるようにすること。

(オ)　遠隔初期化機能

　特定端末設備に記録されたデー

タを消去するための情報を自動的

に取得するために必要な情報を受

信できるようにすること。

(カ)　遠隔カスタマイズ機能

　特定端末設備の機能制限等をす

るための情報を自動的に取得する

ために必要な情報を受信できるよ

うにすること。
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別表３　ＦＯＭＡサービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が

適合すべき技術基準及び技術的条件

区　　　　　別 技術基準及び技術的条件

ＦＯＭＡサービスの契約者回線に接

続される場合

端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）

別表４　新聞社等の基準

区　　　分 基　　　　　　　　　　　　　準

１　新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ

とを目的として、あまねく発売されること。

(2) 発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。

２　放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条に定める放送事業者及び有線テ

レビジョン放送法（昭和47年法律第114号）第２条に定める有線テレビ

ジョン放送施設者であって自主放送を行う者

３　通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます｡)をいいます｡)を供給することを主な目的とする

通信社

別表５　ＦＯＭＡサービスに関する技術資料の項目

１　サービスの枠組み

２　端末動作の概要

３　接続動作の概要

４　接続シーケンス概要

５　サービス制御シーケンス概要

６　パケット通信概要
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別表６　通信の優先的取扱いに係る機関名

機　　　　　　関　　　　　　名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

秩序の維持に直接関係がある機関

防衛に直接関係がある機関

海上の保安に直接関係がある機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信役務の提供に直接関係がある機関

電力の供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関

別表４に定める基準に該当する新聞社等の機関

預貯金業務を行う金融機関

国又は地方公共団体の機関

別表７　他社相互接続通信に係る協定事業者

協定事業者 内　　　　　　　　容

１　固定電気通信事業者 ２から４以外の電気通信事業者

２　ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用

いてＰＨＳサービスを提供する協定事業者

３　携帯電話事業者 電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用

いて携帯電話サービスを提供する協定事業者

４　国際電気通信事業者等 国際電話等役務を提供する電気通信事業者

（注）当社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱

所において閲覧に供します。

別表８　相互接続通信の料金の取扱い

１　相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの

(1) (2)以外のもの

接続形態 料金の取扱い等

１ 発信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

着信側の電気通信設備

料金設定事業者

：当社

料金を請求する事業者

：当社
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：固定電気通信事業者

に係る電気通信設

料金の支払いを要する者

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者

料金に関するその他の取扱い

：この約款に定めるところによります。

２ 発信側の電気通信設備

：固定電気通信事業者

に係る電気通信設備

着信側の電気通信設備

：当社の契約者回線等

料金設定事業者

：当社又は固定電気通信事業者

料金を請求する事業者

：固定電気通信事業者

料金の支払いを要する者

：その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者

料金に関するその他の取扱い

：その固定電気通信事業者の契約約款に定めるとろによりま

す。

３ 削　除

４ 発信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

着信側の電気通信設備

：ＰＨＳ事業者に係る

電気通信設備

料金設定事業者

：当社

料金を請求する事業者

：当社

料金の支払いを要する者

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者

料金に関するその他の取扱い

：この約款に定めるところによります。

５ 削　除

６ 発信側の電気通信設備

：ＰＨＳ事業者に係る

電気通信設備

着信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

料金設定事業者

：ＰＨＳ事業者

料金を請求する事業者

：ＰＨＳ事業者

料金の支払いを要する者

：そのＰＨＳ事業者の契約約款に規定する者

料金に関するその他の取扱い

：そのＰＨＳ事業者の契約約款に定めるところによります。

７ 発信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

着信側の電気通信設備

：携帯電話事業者に係

る電気通信設備

料金設定事業者

：当社

料金を請求する事業者

：当社

料金の支払いを要する者

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者

料金に関するその他の取扱い

：この約款に定めるところによります。

８ 発信側の電気通信設備

：携帯電話事業者に係

る電気通信設備

料金設定事業者

：携帯自動車電話事業者

料金を請求する事業者
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着信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

：携帯自動車電話事業者

料金の支払いを要する者

：携帯電話事業者の契約約款に規定する者

料金に関するその他の取扱い

：その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによりま

す。

(2) 本邦外との間に係る相互接続通信（当社が提供する国際電話サービスに係るものを除

きます｡)

　その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款

において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その

協定事業者の契約約款に定めるところによります。

２　１以外のもの

(1) (2)以外のもの

ア　相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めるこ

ととします。

イ　契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払を要しま

す。

ウ　他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者

回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払を要します。

　ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた

場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払を要す

ることとなります。

(2) パケット通信モードによる相互接続通信

　契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。



Ｆ － 262

別表９　国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

　１　２以外のもの

事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウト

ローミング利用料の区分（通話モード

又は64kb/sデジタル通信モードにより

国際アウトローミングに係る電気通信

回線へ着信する通信に係るものを除き

ます｡)に係るグループ

地域

通話モー

ド

64kb/sデ

ジタル通

信モード

パケット

通信モー

ド

ショート

メッセー

ジ通信モ

ード

AT&T Mobility LLC ８ － Ａ

◆●

Ⅰ

○アメリカ合衆

国

Limitless Mobile, LLC ８ － Ａ

●

Ⅰ

○

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
方

T-Mobile USA,Inc. ８ － Ａ

◆●

Ⅰ

○

Commnet Wireless LLC ８ － Ａ

●

Ⅰ

○

Verizon Wireless ８ － Ａ

●

Ⅰ

○

アルゼンチン

共和国

Telecom Personal S.A. ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefónica Móviles
Argentina S.A.

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

AMX Argentina S.A. ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

ウルグアイ東

方共和国

Administracion Nacional

de Telecomunicaciones

５ － Ａ ○
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Telefónica Móviles del
Uruguay S.A

５ － Ａ ○

英領ケイマン

諸島

Cable & Wireless

(West Indies)

６ － Ａ ○

英領バージン

諸島

Caribbean Cellular

Telephone Limited

６ － Ａ ○

エルサルバド

ル共和国

CTE TELECOM PERSONAL,

S.A.DE C.V.

９ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefónica Móviles El
Salvador, S.A. de C.V.

９ － Ａ

●

Ⅲ

○

ガイアナ共和

国

GUYANA TELEPHONE AND

TELEGRAPH Company Limited

６ － Ａ ○

カナダ TELUS Communications

Company

８ － Ａ

●

Ⅱ

○

BELL MOBILITY INC., ８ － Ａ

●

Ⅱ

○

Rogers Communications

Canada Inc.

８ － Ａ

◆●

Ⅱ

○

Saskatchewan

Telecommunications

８ － Ａ

●

Ⅱ

○

キューバ共和

国

Unidad de Negocios Movil

ETECSA

７ － Ｂ ○

グアテマラ共

和国

Servicios de

Comunicaciones Personales

Inalambricas, S.A.

９ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefónica Móviles
Guatemala, S.A.

９ － Ａ

●

Ⅲ

○

グアドループ

島

ORANGE CARAIBE ６ － Ａ ○
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グアム DOCOMO PACIFIC, INC. ５ － Ａ

◆●

Ⅰ

○

Teleguam Holdings, LLC. ５ － Ａ

●

Ⅰ

○

PTI Pacifica, Inc. ５ － Ａ

●

Ⅰ

○

コスタリカ共

和国

INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ELECTRICIDAD

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

CLARO CR

TELECOMUNICACIONES, S.A.

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefonica de Costa Rica

TC, S.A.

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P ６ － Ａ

●

Ⅲ

○コロンビア共

和国

Colombia Telecomunicaciones

S.A. ESP

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

Comunicación Celular,S.A. ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

ジャマイカ Digicel (Jamaica) Limited ６  ただ

しエルサ

ルバドル

共和国で

の利用は

９

－ Ａ　ただ

しエルサ

ルバドル

共和国及

びパナマ

共和国で

の利用は

Ａ●Ⅲ

○

チリ共和国 Entel PCS

Telecomunicaciones S.A.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○
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TELEFONICA MOVILES CHILE

S.A.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

ALTICE HISPANIOLA, S.A. ７ － Ｂ ○ドミニカ共和

国

Compañía Dominicana de
Teléfonos, S.A.

７ － Ａ ○

トリニダー

ド・トバゴ共

和国

Telecommunications

Services of Trinidad and

Tobago Ltd.,

６ － Ａ ○

ニカラグア共

和国

TELEFONIA CELULAR DE

NICARAGUA S.A

10 － Ａ

●

Ⅲ

○

パナマ共和国 Cable & Wireless Panama,

S.A.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefónica Móviles
Panamá, S.A.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

バハマ国 THE BAHAMAS

TELECOMMUNICATIONS

COMPANY LTD.

10 － Ａ ○

バミューダ諸

島

Bermuda Digital

Communications Ltd.

６ － Ａ ○

HOLA PARAGUAY S.A. ６ － Ｂ ○パラグアイ共

和国

Nucleo S.A. ６ － Ｂ ○

TELEFONICA CELULAR DEL

PARAGUAY S.A.

６ － Ｂ ○

フォークラン

ド諸島

Cable & Wireless South

Atlantic Limited

９ － － ○

仏領サン・マ

ルタン

Dauphin Telecom ６ － △Ａ ○

ブラジル連邦

共和国

TELEFÔNICA BRASIL S/A ６ － Ａ

◆●

Ⅲ

○
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Oi Móvel S.A. ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

TIM CELULAR S.A. ６ ４ Ａ

◆●

Ⅲ

○

ベリーズ Belize Telecommunications

Limited

10 － Ａ ○

CORPORACION DIGITEL, C.A ９ － Ａ ○ベネズエラ・

ボリバル共和

国 Telecomunicaciones

Movilnet, C.A.

９ － Ａ ○

ペルー共和国 AMERICA MOVIL PERU

S.A.C.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefónica del Perú
S.A.A.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

ENTEL S.A. ６ － Ａ ○ボリビア多民

族国

NUEVATEL PCS DE BOLIVIA

S.A.

６ － Ａ ○

ホンジュラス

共和国

SERVICIOS DE

COMUNICACIONES DE

HONDURAS, S.A. DE C.V.

９ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telefónica Celular S.A.
(CELTEL)

９ － Ａ

●

Ⅲ

○

メキシコ合衆

国

PEGASO PCS S.A. de C.V. ７　ただ

しエクア

ドルでの

利用は９

－ Ａ

●

Ⅲ

○

Radiomóvil Dipsa, S.A de
C.V. Telcel

７　ただ

しブラジ

ル連邦共

和国での

利 用 は

６、ニカ

ラグア共

－ Ａ

◆●

Ⅲ

　ただし

ブラジル

連邦共和

国及びニ

○
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和国での

利用は10

カラグア

共和国で

の利用は

Ａ●Ⅲ

Afghan Wireless

Communication Company

７ － Ａ ○ア
ジ
ア
地
方

アフガニスタ

ン・イスラム

共和国

Telecom Development

Company Afghanistan,

Corporation

７ － Ａ ○

アラブ首長国

連邦

EMIRATES INTEGRATED

TELECOMMUNICATIONS

COMPANY, PJSC

５ ５ Ａ

◆●

Ⅲ

○

EMIRATES

TELECOMMUNICATIONS

CORPORATION

５ ５ Ａ

●

Ⅲ

○

Spacetel Yemen ５ － Ａ ○イエメン共和

国

Y - Telecom, ５ － － ○

イスラエル国 Cellcom Israel Ltd. ７ ５ Ａ

●

Ⅲ

○

Partner Communications

Company Ltd.

７ △５ Ａ

●

Ⅲ

○

Pelephone Communications

Ltd.,

７ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

イラク共和国 Mtc Atheer Telecom Iraq

Limited

６ － Ａ ○

Korek Telecom ６ － Ａ ○

MTN Irancell △５ － △Ａ △イラン・イス

ラム共和国

Mobile Company of Iran ５ － Ａ ○

Rafsajan Industrial

Complex (Coop)

５ － － ○
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インド Aircel Limited, Aircel

Cellular Limited &

Dishnet Wireless Limited

△５ － △Ａ

△●

△Ⅲ

△

IDEA Cellular Limited ５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Tata TeleServices

Limited

５ △５ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Bharti Airtel Ltd.

Bharti Hexacom Ltd.

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Bharat Sanchar Nigam

Limited

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Vodafone Mobile Services

Limited

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Vodafone India Limited ５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Reliance Telecom Limited, ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

インドネシア

共和国

PT Indosat Tbk ４ ２ Ａ

◆●

Ⅰ

○

PT XL Axiata Tbk. ４ － Ａ

●

Ⅰ

○

PT Telekomunikasi

Selular

４ ２ Ａ

●

Ⅰ

○

PT Hutchison 3

Indonesia

４ － Ａ

●

Ⅰ

○
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オマーン国 Omani Qatari

Telecommunications

Company S.A.O.G.

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Oman Telecommunications

Company S.A.O.G.

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

カタール国 Ooredoo Q.S.C. ５ ５ Ａ

●

Ⅲ

○

Vodafone Qatar Q.S.C. ５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

カンボジア王

国

CamGSM Company Limited. ４ － Ａ

●

Ⅲ

○

Cambodia Advance

Communications Co., Ltd.

４ － Ａ

●

Ⅲ

○

Smart Axiata Co., Ltd. ４ Ａ

●

Ⅲ

○

VIETTEL (CAMBODIA) PTE.

LTD

４ － Ａ

●

Ⅲ

○

クウェート国 Kuwait Telecommunication

Company (K.S.C),

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Mobile Telecommunications

Company (KSC)

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

National Mobile

Telecommunications Co.

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

サウジアラビ

ア王国

Etihad Etisalat Company ５ △５ Ａ

●

Ⅲ

○
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Saudi Telecom Company ５ △５ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Mobile Telecommunications

Company Saudi Arabia

５ △５ Ａ

●

Ⅲ

○

Areeba Syria ７ － － ○シリア・アラ

ブ共和国

Syriatel Mobile Telecom

S.A.

△７ － △Ａ △

シンガポール

共和国

SingTel Mobile Singapore

Pte. Ltd.

２ ３ Ａ

●

Ⅰ

○

StarHub Mobile Pte Ltd, ２ ３ Ａ

◆●

Ⅰ

○

M1 Limited ２ ３ Ａ

◆●

Ⅰ

○

DIALOG AXIATA PLC ７ ２ Ａ

●

Ⅲ

○スリランカ民

主社会主義共

和国

Etisalat Lanka（Private)

Limited

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Mobitel Private Limited, ７ ２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Hutchison

Telecommunications Lanka

Pvt Ltd

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

タイ王国 True Move H Universal

Communication Co., Ltd.

２ － Ａ

◆●

Ⅰ

○

Total Access

Communication Public

Company Limited

２ － Ａ

●

Ⅰ

○
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ADVANCED WIRELESS

NETWORK COMPANY LIMITED

２ － Ａ

●

Ⅰ

○

dtac TriNet Co., Ltd. ２ － Ａ

●

Ⅰ

○

大韓民国 SK Telecom Co., Ltd. １ ４ Ａ

●

Ⅰ

○

KT Corporation １ ４ Ａ

◆●

Ⅰ

○

台湾 Taiwan Star Telecom

Corporation Limited

２ ３ Ａ

●

Ⅰ

○

Taiwan Mobile Co., Ltd. ２ ３ Ａ

●

Ⅰ

○

Chunghwa Telecom Co.,

Ltd.

２ ３ Ａ

●

Ⅰ

○

Far EasTone

Telecommunications Co.,

Ltd

２ ３ Ａ

◆●

Ⅰ

○

中華人民共和

国

China Mobile

Communications

Corporation

２ － Ａ

●

Ⅰ

○

China United

Telecommunications

Corporation

２ ５ Ａ

◆●

Ⅰ

○

Ncell PRIVATE LIMITED ５ － Ａ ○ネパール連邦

民主共和国

Nepal Doorsanchar

Company Limited

５ － Ａ ○

パキスタン・

イスラム共和

国

Pakistan Mobile

Communications Limited

５ － Ａ

●

Ⅲ

○
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Pak Telecom Mobile

Limited

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telenor Pakistan (Pvt)

Ltd.

△５ － △Ａ

△●

△Ⅲ

△

パレスチナ自

治政府

Palestine  Cellular

Communication Ltd

10 － Ａ ○

Wataniya Palestine

Mobile Telecommunication

Company

10 － Ａ ○

バーレーン王

国

Bahrain Telecommunication

Company

５ － Ａ ○

VIVA BAHRAIN ５ － Ａ ○

Robi Axiata Limited ５ － Ａ

●

Ⅲ

○バングラデシ

ュ人民共和国

GrameenPhone Limited ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

東ティモール

民主共和国

Timor Telecom ７ － － ○

Telekomunikasi Indonesia

Internasional, S.A

７ － Ａ ○

フィリピン共

和国

GLOBE TELECOM,INC. ２ １ Ａ

●

Ⅰ

○

SMART Communications,

Inc.

２ １ Ａ

◆●

Ⅰ

○

Digital

Telecommunications

Philippines,Inc.

２ － Ａ

●

Ⅰ

○

ブータン王国 Tashi InfoComm Ltd ６ － Ａ ○

B-Mobile ６ － Ａ ○
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ブルネイ・ダ

ルサラーム国

DST Communications

Sdn.Bhd.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

PROGRESIF CELLULAR SDN

BHD

６ １ Ａ

●

Ⅲ

○

ベトナム社会

主義共和国

Viettel Group ３ △３ Ａ

●

Ⅰ

○

VNPT International ３ － Ａ

◆●

Ⅰ

○

MobiFone Corporation ３ △３ Ａ

●

Ⅰ

○

VIETNAMOBILE

TELECOMMUNICATIONS JOINT

STOCK COMPANY

３ － Ａ

●

Ⅰ

○

香港 Hong Kong

Telecommunications (HKT)

Limited

２ １ Ａ

●

Ⅰ

○

SmarTone Mobile

Communications Limited

２ １ Ａ

●

Ⅰ

○

Hutchison Telephone Co.

Ltd.

２ １ Ａ

◆●

Ⅰ

○

China Mobile Hong Kong

Company Limited

２ － Ａ

●

Ⅰ

○

マカオ Companhia de

Telecomunicacoes de

Macau S.A.R.L.

２ １ Ａ

●

Ⅰ

○

Hutchison Telephone

(Macau) Company Limited

２ １ Ａ

◆●

Ⅰ

○
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SMARTONE - COMUNICAÇÕES
MÓVEIS, S.A.

２ － Ａ

●

Ⅰ

○

マレーシア Celcom Axiata Berhad ２ ３ Ａ

●

Ⅰ

○

DIGI TELECOMMUNICATIONS

SDN BHD,

２ － Ａ

●

Ⅰ

○

Maxis Broadband Sdn.

Bhd.

２ ３ Ａ

◆●

Ⅰ

○

U Mobile Sdn Bhd ２ ３ Ａ

●

Ⅰ

○

ミャンマー連

邦共和国

Myanma Posts and

Telecommunications

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

TELENOR MYANMAR ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

Ooredoo Myanmar Limited ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

モルディブ共

和国

Dhivehi Raajjeyge Gulhun

Plc

７ － Ａ ○

Ooredoo Maldives Pvt Ltd ７ － Ａ ○

モンゴル国 MobiCom Corporation ７ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Unitel LLC ７ － Ａ

●

Ⅲ

○
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Jordan Mobile Telephone

Services Co. Ltd.,

６ － Ａ ○ヨルダン・ハ

シェミット王

国
Petra Jordanian Mobile

Telecommunication

Company Ltd.

６ － Ａ ○

ラオス人民民

主共和国

Lao Telecommunications, ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

ETL Company Limited ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

Star Telecom Co. Ltd. ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

レバノン共和

国

Mobile Interim Company

No.2 SAL

６ － Ａ ○

Mobile Interim Company 1

SAL

６ － Ａ ○

オーストラリ

ア連邦

Optus Mobile Pty Ltd. ５ ３ Ａ

◆●

Ⅱ

○オ
セ
ア
ニ
ア
地
方

Telstra Corporation

Limited

５ ３ Ａ

●

Ⅱ

○

Vodafone Hutchison

Australia Pty Limited

５ － Ａ

●

Ⅱ

○

クック諸島 Telecom Cook Islands

Limited

13 － Ａ ○

ソロモン諸島 Solomon Telekom Company

Ltd

９ － － ○

Bemobile (Solomon

Islands) Limited

９ － Ａ ○

ニューカレド

ニア

OPT New Caledonia ６ － Ａ ○
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ニュージーラ

ンド

Two Degrees Mobile Limited ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Spark New Zealand

Trading Limited

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

Vodafone New Zealand

Limited

５ ２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

バヌアツ共和

国

Telecom Vanuatu Limited ７ － Ａ

●

Ⅲ

○

パプアニュー

ギニア独立国

BLACK DOLPHIN Limited 10 － Ａ

●

Ⅲ

○

Digicel (PNG) Ltd, 10　ただ

しフィジ

ー共和国

及びナウ

ル共和国

での利用

は５、サ

モア独立

国での利

用は６、

バヌアツ

共和国及

びトンガ

王国での

利用は７

－ Ａ

●

Ⅲ

○

パラオ共和国 Palau National

Communications Corporation

12 － Ａ ○

フィジー共和

国

Vodafone Fiji Limited ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

Tikiphone S.A.S. ５ － Ａ ○仏領ポリネシ

ア

Pacific Mobile Telecom ５ － Ａ ○

米領サモア bluesky Communications △９ － － △
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ミクロネシア

連邦

FSM Telecommunications

Corporation

９ － Ａ ○

Nova ehf. ５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方

アイスランド

共和国

Landssími Íslands hf. ５ △２ Ａ

●

Ⅲ

○

アイルランド Three Ireland Services

(Hutchison) Limited

６ － Ａ

◆●

Ⅱ

○

Vodafone Ireland ６ － Ａ

●

Ⅱ

○

Hutchison 3G Ireland

Limited

６ － Ａ

●

Ⅱ

○

Meteor Mobile

Communications

６ － Ａ

●

Ⅱ

○

Azercell Telecom LLC ７ － Ａ ○アゼルバイジ

ャン共和国

“Bakcell” LLC ７ － Ａ ○

Telekom Albania Sh.A ７ － Ｂ ○アルバニア共

和国

Vodafone Albania ７ － Ａ ○

アルメニア共

和国

MTS Armenia CJSC 13 － Ａ ○

アンドラ公国 Andorra Telecom, S.A.U. ９ △５ Ｂ ○

イタリア共和

国

WIND Telecomunicazioni

S.p.A

６ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

Telecom Italia S.p.A. ６ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○
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Vodafone Omnitel N.V. ６ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

H3G SpA ６ － Ａ

●

Ⅱ

○

ウクライナ VF Ukraine ７ － Ａ ○

Kyivstar JSC ７ － Ａ ○

lifecell LLC △７ － △Ａ △

Unitel LLC ７ － Ａ ○ウズベキスタ

ン共和国

FE COSCOM LLC ７ － Ａ ○

Everything Everywhere

Limited

５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○英国（グレー

トブリテン及

び北アイルラ

ンド連合王

国） Telefónica UK Limited ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

Hutchison 3G UK Ltd ５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

Vodafone Limited ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

英領ジブラル

タル

Gibtelecom ９ － Ａ ○

エストニア共

和国

Telia Eesti AS ７ ２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Elisa Eesti AS ７ △２ Ａ

●

Ⅲ

○

オーストリア

共和国

T-Mobile Austria GmbH, ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○
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Hutchison Drei Austria

GmbH

５ － Ａ

●

Ⅱ

○

A1 Telekom Austria AG ５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

オランダ王国 KPN B.V. ５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

T-mobile Netherlands BV, ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

Vodafone Libertel B.V. ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

ガーンジー Sure (Guernsey) Limited ５　ただ

しアセン

ション島

/セント

ヘレナ島

での利用

は13

－ Ａ ○

KaR-Tel LLC, ７ － Ａ ○カザフスタン

共和国

Kcell Joint Stock

Company

７ － Ａ ○

キプロス共和

国

Cyprus Telecommunication

Authority

５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

MTN Ltd. ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

ギリシャ共和

国

COSMOTE Mobile

Telecommunications S.A.

５ △２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

WIND HELLAS

TELECOMMUNICATIONS S.A.

５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○
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Vodafone - Panafon S.A. ５ △２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Sky Mobile LLC. ７ － Ａ ○キルギス共和

国

Closed Joint-Stock

Company Alfa Telecom

７ － Ａ ○

グリーンラン

ド

TELE Greenland A/S ６ － Ａ ○

クロアチア共

和国

Croatian Telecom Inc. ７ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

VIPnet d.o.o. ７ △２ Ａ

●

Ⅲ

○

ジャージー JT (Jersey) Limited ５ － Ａ ○

ジョージア Geocell Ltd. ６ － Ａ ○

Magticom Ltd., ６ － Ａ ○

スイス連邦 Salt Mobile SA ５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

Sunrise Communications AG ５ － Ａ

●

Ⅱ

○

Swisscom Ltd ５ △２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

スウェーデン

王国

Telia Sverige AB ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Tele2 Sverige AB, ５　ただ

し、エス

トニア共

和国／リ

トアニア

共和国／

カザフス

タン共和

２ Ａ

●

Ⅲ

ただしカ

ザフスタ

ン共和国

での利用

はＡ

○
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国での利

用は７、

ラトビア

共和国で

の利用は

６

Hi3G Access AB ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

スペイン Orange Espagne, S.A.,

sociedad unipersonal

５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

TELEFÓNICA MÓVILES

ESPAÑA S.A.

５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

Vodafone España, S.A.U. ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

スロバキア共

和国

Slovak Telekom,a.s. ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Orange Slovensko a.s. ５ △２ Ａ

●

Ⅲ

○

O2 Slovakia, s.r.o. ５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

スロベニア共

和国

A1 Slovenija, d.d. ６ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Telekom Slovenije, d.d. ６ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Telemach, širokopasovne
komunikacije, d. o. o.

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

セルビア共和

国

Telenor d.o.o ７ － Ａ

●

Ⅲ

○
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Telekom Srbija a.d. ７ － Ａ

●

Ⅲ

○

VIP mobile d.o.o. ７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Babilon-Mobile ７ △５ Ｂ ○タジキスタン

共和国

Indigo Tajikistan CJSC,

on behalf of Somoncom JV

CJSC

７ － Ａ ○

チェコ共和国 T-Mobile Czech Republic

a.s.,

６ － Ａ

●

Ⅲ

○

O2 Czech Republic a.s. ６ △２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Vodafone Czech Republic

a.s.

６ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

デンマーク王

国

Telenor A/S ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

TDC Mobil A/S ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Telia Danmark, Branch of

Telia Nättjänster Norden
AB, Sweden

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

ドイツ連邦共

和国

Telefonica Germany GmbH

& Co. OHG

５ △２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

Telekom Deutschland GmbH ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

Vodafone D2 GmbH ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○
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トルコ共和国 AVEA İletişim Hizmetleri
A.S.

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

TURKCELL Iletisim

Hizmetleri A.S.

５ ５ Ａ

●

Ⅲ

○

Vodafone Telekomunikasyon

A.S.

５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

トルクメニス

タン

Economy Society “MTS-
Turkmenistan”

12 － △Ｂ ○

Altyn Asyr TMCell

Turkmenistan

12 － Ｂ ○

ノルウェー王

国

TELENOR NORGE AS ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Telia Norge AS ５ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

ハンガリー Telenor Magyarorszag Zrt. ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

Vodafone Hungary Ltd. ５ ２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Magyar Telekom

Telecommunications

Public Limited Company

５ ２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

フィンランド

共和国

Elisa Corporation ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

TeliaSonera Finland Oyj ５ △２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

DNA Ltd ５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○
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フェロー諸島 Faroese Telecom A/S ５ － Ａ ○

フランス共和

国

Orange ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

Société Française du
Radiotéléphone-SFR

５ － Ａ

●

Ⅱ

○

Bouygues Telecom ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

ブルガリア共

和国

Telenor Bulgaria EAD ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

MobilTel EAD ６ ５ Ａ

●

Ⅲ

○

ベラルーシ共

和国

Unitary enterprise

velcom

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Limited Liability

Company Mobile

TeleSystems

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

ベルギー王国 Telenet Group BVBA ５ － Ａ

◆●

Ⅱ

○

Proximus PLC ５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

ORANGE Belgium nv/SA ５ ２ Ａ

◆●

Ⅱ

○

ポーランド共

和国

Polkomtel Sp.z o.o. ６ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

T-Mobile Polska Spółka
Akcyjna

６ ２ Ａ

◆●

Ⅲ

○
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Orange Polska S.A. ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

P4 Sp. z o.o. ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ

BH TELECOM, Joint Stock

Company, Sarajevo

７ － Ａ ○

RS TELECOMMUNICATIONS

Joint Stock Company

Banja Luka MOBI'S

７ － Ａ ○

ポルトガル共

和国

NOS Comunicações,S.A. ６ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

MEO-Serviços de
Comunicações e
Multimédia, S.A.

６ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

Vodafone Portugal -

Comunicações Pessoais S.A.
６ － Ａ

◆●

Ⅱ

○

マケドニア旧

ユーゴスラビ

ア共和国

one.Vip DOO Skopje ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

マルタ共和国 Vodafone Malta Limited ７ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

MOBISLE COMMUNICATIONS

LIMITED

７ △６ Ａ

●

Ⅲ

○

マン島 Manx Telecom Trading

Limited

５ － Ａ ○

モナコ公国 Monaco Telecom ５ － Ａ

●

Ⅱ

○

モルドバ共和

国

ORANGE MOLDOVA S.A. ６ － Ａ ○
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モンテネグロ Drustvo za

telekomunikacije MTEL

d.o.o

７ △２ Ａ ○

Telenor Ilc, Montenegro △７ － △Ａ △

ラトビア共和

国

Latvijas Mobilais

Telefons SIA

６ △２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

リトアニア共

和国

Telia Lietuva, AB ７ － Ａ

◆●

Ⅲ

○

ルーマニア Orange Romania S.A ７ ５ Ａ

●

Ⅲ

○

Vodafone Romania S.A. ７ ５ Ａ

◆●

Ⅲ

○

ルクセンブル

ク大公国

TANGO SA. ５ ２ Ａ

●

Ⅱ

○

POST Luxembourg ５ － Ａ

●

Ⅱ

○

ロシア Limited Liability

Company <<T2 Mobile>>

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Public Joint Stock

Company “Vimpel-
Communications”

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

MegaFon, Public Joint

Stock Company

７ △２ Ａ

◆●

Ⅲ

○

Mobile TeleSystems

Public Joint Stock

Company

７ △２ Ａ

●

Ⅲ

○

Tvoi Mobil’nye
Tekhnologii Limited

liability company

７ － Ａ

●

Ⅲ

○
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ATM MOBILIS Algérie
Télécom mobile

６ － Ａ ○ア
フ
リ
カ
地
方

アルジェリア

民主人民共和

国
OPTIMUM TELECOM ALGERIE

Spa

６ － Ａ ○

Unitel SA, ９ － Ｂ ○アンゴラ共和

国

MOVICEL TELECOMUNICACOES

S.A.

９ － Ａ ○

ウガンダ共和

国

Airtel Uganda Ltd ６ － Ａ ○

エジプト・ア

ラブ共和国

Orange Egypt for

Telecommunications

６ △６ Ａ

●

Ⅲ

○

Etisalat Misr ６ ６ Ａ

●

Ⅲ

○

Vodafone Egypt

Telecommunications S.A.E

６ ６ Ａ

◆●

Ⅲ

○

エチオピア連

邦民主共和国

Ethio Telecom ７ － Ｂ ○

ガーナ共和国 Scancom Limited ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

Ghana Telecommunications

Company Ltd

５ － Ａ

●

Ⅲ

○

カーボヴェル

デ共和国

CVMovel, S.A. 13 － Ｂ ○

ガボン共和国 Celtel Gabon S.A. ６ － Ａ

●

Ⅲ

○

LIBERTIS GABON △６ － △Ａ

△●

△Ⅲ

△
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カメルーン共

和国

MTN Cameroon 13 － Ａ ○

Africell (Gambia) Ltd. 13 － Ａ ○ガンビア共和

国
QCell Limited 13 － Ａ ○

ギニア共和国 Areeba Guinee S.A. ７ － Ａ ○

Orange Guinée SA ７ － Ｂ ○

ギニアビサウ

共和国

Spacetel (MTN) Guinea

Bissau

13 － △Ａ ○

ケニア共和国 Safaricom Limited ７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Airtel Networks Kenya

Limited

７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Telkom Kenya Limited ７ － Ａ

●

Ⅲ

○

Orange Côte d'Ivoire
S.A.

９ － Ｂ ○コートジボワ

ール共和国

MTN Côte d'Ivoire S.A. ９ － Ａ ○

コモロ連合 Société Nationale des
Télécommunications

△10 － － △

コンゴ共和国 airtel Congo S.A. ９ － Ａ ○

コンゴ民主共

和国

Celtel Congo (RDC) SARL ９ － Ａ ○

サントメ・プ

リンシペ民主

共和国

Companhia Santomense de

Telecomunicações,
S.A.R.L.

７ － － ○

ザンビア共和

国

Celtel Zambia Limited, ７ － Ａ ○

Orange (SL) Limited ６ － Ａ ○シエラレオネ

共和国
Africell-Lintel (SL)

Ltd.

６ － Ａ ○
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ジブチ共和国 Djibouti Telecom ７ － Ａ ○

Econet Wireless 10 － Ａ ○ジンバブエ共

和国
Telecel Zimbabwe (pvt)

Ltd

10 － － ○

スーダン共和

国

SUDANESE MOBILE

TELEPHONE CO. LTD

６ － Ａ ○

スワジランド

王国

Swazi MTN Limited ５ － Ａ ○

赤道ギニア

共和国

GREEN COM S.A. 11 － Ａ ○

セーシェル

共和国

Cable and Wireless

(Seychelles) Ltd

７ － Ａ ○

Sonatel Mobiles ６ － Ｂ ○セネガル共和

国

SENTELgsm S.A. ６ － Ａ ○

Vodacom Tanzania Limited ７ － Ａ ○タンザニア連

合共和国

Mic Tanzania Ltd ７ － △Ａ ○

チャド共和国 Celtel Tchad S.A. 13 － Ａ ○

Millicom Tchad S.A. 13 － － ○

中央アフリカ

共和国

Orange Centrafrique ５ － Ａ ○

Tunisie Telecom ５ － Ａ ○チュニジア共

和国
Ooredoo Tunisie SA ５ － Ａ ○

Orange Tunisie ５ － Ａ ○

トーゴ共和国 TOGO CELLULAIRE ６ － Ａ ○

Glo Mobile Limeted, ５ － Ａ ○ナイジェリア

連邦共和国
MTN Nigeria

Communications Limited

５ － Ａ ○

ナミビア共和

国

Mobile

Telecommunications

Limited

６ － Ａ ○
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ニジェール共

和国

Celtel Niger S.A. ７ － Ａ ○

Orange Burkina Faso S.A. ９ － Ａ ○ブルキナファ

ソ

Office National des

Telecommunications

△９ － △Ａ △

ブルンジ共和

国

Econet Wireless Burundi

S.A.

７ － － ○

ベナン共和国 Spacetel Benin S.A. 14 － Ａ ○

ボツワナ共和

国

Orange (Botswana) (Pty)

Ltd

７ － Ｂ ○

MASCOM WIRELESS (Pty)

Ltd

７ － Ｂ ○

Orange Madagascar ７ － Ａ ○マダガスカル

共和国

Telma Mobile S.A. ７ － Ａ ○

マラウイ共和

国

Airtel Malawi Limited ６ － Ａ ○

マリ共和国 Orange Mali S.A. 13 － Ｂ ○

Malitel SA 13 － Ａ ○

Cell C (Pty) Ltd ５ － Ａ

●

Ⅲ

○南アフリカ共

和国

Vodacom (Pty) Ltd ５ － Ａ

●

Ⅲ

○

Mobile Telephone

Networks (Pty) Ltd

５ ２ Ａ

●

Ⅲ

○

MTN, South Sudan ６ － △Ａ ○南スーダン共

和国

Sudanese Mobile

Telephone Co.

△６ － △Ａ △
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Emtel Limited ６ １ Ａ ○モーリシャス

共和国
MAHANAGAR TELEPHONE

(MAURITIUS) LIMITED

６ － Ａ ○

モーリタニ

ア・イスラム

共和国

Mauritel Mobiles ７ － △Ａ ○

モザンビーク

共和国

VM, SA ６ － Ａ ○

モロッコ王国 ITISSALAT AL MAGHRIB S.A ６ ５ Ａ ○

Orange Maroc ６ － Ａ ○

WANA CORPORATE ６ － Ａ ○

リビア Libyana Mobile Phone ７ － － ○

リベリア共和

国

Orange Liberia ９ － Ａ ○

MTN RWANDA CELL ６ － Ａ ○ルワンダ共和

国

TIGO RWANDA LTD. ６ － Ａ ○

レソト王国 Vodacom Lesotho (Pty) Ltd ７ － Ａ ○

レユニオン島 Orange Reunion ６ － Ａ ○

OUTREMER TELECOM ６ － Ａ ○

備考

１　上記の国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者は、予告なく変更されるこ

とがあります。変更があったときは、インターネット等を利用してそのことを掲示しま

す。

２　この表の規定中、利用できる通信の種類については、「通話」は通話モード、「デジタ

ル」は64kb/sデジタル通信モード、「パケット」はパケット通信モード、「ＳＭＳ」はシ

ョートメッセージ通信モードとします。

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成29年12月31日までの間におい

て提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそ

のことを掲示します。
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　２　船舶／航空機等における国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウト

ローミング利用料の区分（通話モード

又は64kb/sデジタル通信モードにより

国際アウトローミングに係る電気通信

回線へ着信する通信に係るものを除き

ます。）に係るグループ

区分

通話モー

ド

64kb/sデ

ジタル通

信モード

パケット

通信モー

ド

ショート

メッセー

ジ通信モ

ード

船舶／航空機等 OnAir Switzerland Sarl 15 － Ａ ○

AeroMobile AS, 15 － Ａ ○

Telenor Maritime AS 15 － Ａ ○

Landssími Íslands hf. 15 － Ａ ○

Vodafone Malta Limited 15 － Ａ ○

AT&T Mobility LLC 15 － Ａ ○

備考

１　上記の国際アウトロ－ミングに係る外国の電気通信事業者は、予告なく変更されるこ

とがあります。変更があったときは、インタ－ネット等を利用してそのことを掲示しま

す。

２　この表の規定中、利用できる通信の種類については、「通話」は通話モ－ド、「デジタ

ル」は64kb/sデジタル通信モ－ド、「パケット」はパケット通信モ－ド、「ＳＭＳ」はシ

ョ－トメッセ－ジ通信モ－ドとします。

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成26年９月30日までの間におい

て提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそ

のことを掲示します。
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別表10　通話モード又は64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミングに係

る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域

１　通話モードに係るもの

区　　分 取　　　扱　　　地　　　域

南・北アメリカ

地方

アルバ（７）、アメリカ合衆国（本土）（３　ただし、AT&T Mobility LLC の船

舶に係る利用は６）、アラスカ（３）、アルゼンチン共和国（２）、アンギラ

（７）、アンティグア・バーブーダ（７）、ウルグアイ東方共和国（７）、英領

ケイマン諸島（７）、英領バージン諸島（７）、エクアドル共和国（４）、エル

サルバドル共和国（４）、オランダ領アンティル（７）、オランダ領シント・

マールテン（７）、ガイアナ共和国（７）、カナダ（３）、キューバ共和国

（２）、グアテマラ共和国（４）、グアドループ島（７）、グアム（２）、グレナ

ダ（７）、コスタリカ共和国（７）、コロンビア共和国（２）、サイパン（２）、

ジャマイカ（７）、スリナム共和国（７）、セントクリストファー・ネーヴィス

（７）、セントビンセント及びグレナディーン諸島（７）、セントルシア

（７）、タークス・カイコス諸島（７）、チリ共和国（７）、ドミニカ国（７）、

ドミニカ共和国（２）、トリニダード・トバゴ共和国（７）、ニカラグア共和国

（４）、ハイチ共和国（７）、パナマ共和国（２）、バハマ国（４）、バミューダ

諸島（７）、パラグアイ共和国（７）、バルバドス（７）、ハワイ（３）、プエル

トリコ（３）、フォークランド諸島（２）、仏領ギアナ（７）、仏領サン・マル

タン（７）、ブラジル連邦共和国（７）、米領バージン諸島（３）、ベネズエ

ラ・ボリバル共和国（７）、ベリーズ（４）、ペルー共和国（７）、ボリビア多

民族国（７）、ホンジュラス共和国（４）、マルティニク（７）、メキシコ合衆

国（２）、モンセラット（７）

アジア地方 アフガニスタン・イスラム共和国（２）、アラブ首長国連邦（７）、イエメン共

和国（７）、イスラエル国（７）、イラク共和国（７）、イラン・イスラム共和

国（７）、インド（２）、インドネシア共和国（１）、オマーン国（７）、カター

ル国（７）、カンボジア王国（７）、クウェート国（２）、サウジアラビア王国

（７）、シリア・アラブ共和国（７）、シンガポール共和国（１）、スリランカ

民主社会主義共和国（２）、タイ王国（１）、大韓民国（７）、台湾（１）、中華

人民共和国（１）、ネパール連邦民主共和国（２）、パレスチナ自治政府

（４）、バーレーン王国（７）、パキスタン・イスラム共和国（２）、バングラ

デシュ人民共和国（２）、東ティモール民主共和国（７）、ブータン王国

（２）、フィリピン共和国（１）、ブルネイ・ダルサラーム国（２）、香港

（１）、ベトナム社会主義共和国（７）、マレーシア（７）、マカオ（１）、ミャ

ンマー連邦共和国（２）、モルディブ共和国（２）、モンゴル国（７）、ヨルダ

ン・ハシェミット王国（７）、ラオス人民民主共和国（７）、レバノン共和国

（７）

オセアニア地方 オーストラリア連邦（７）、クック諸島（７）、クリスマス島（７）、サモア独

立国（７）、ソロモン諸島（７）、トンガ王国（７）、ナウル共和国（７）、ニ

ューカレドニア（７）、ニュージーランド（７）、バヌアツ共和国（７）、パプ

アニューギニア独立国（４）、パラオ共和国（５）、フィジー共和国（７）、仏

領ポリネシア（７）、△米領サモア（４）△ミクロネシア連邦（４）

ヨーロッパ地方 アイスランド共和国（７　ただし、Landssími Íslands hf.の船舶に係る利用

は６）、アイルランド（７）、アゼルバイジャン共和国（７）、アゾレス諸島



Ｆ － 294

（７）、アルバニア共和国（７）、アルメニア共和国（７）、アンドラ公国

（７）、イタリア共和国（７）、ウクライナ（２）、ウズベキスタン共和国

（２）、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）（７）、英領ジ

ブラルタル（７）、エストニア共和国（７）、オーストリア共和国（７）、オラ

ンダ王国（７）、カザフスタン共和国（７）、カナリア諸島（７）、ガーンジー

（７）、キプロス共和国（７）、ギリシャ共和国（７）、キルギス共和国（２）、

グリーンランド（７）、クロアチア共和国（７）、コソボ共和国（７）、サンマ

リノ共和国（７）、ジャージー（７）、ジョージア（７）、スイス連邦（７　た

だし、OnAirSwitzerland Sarl  の利用は６）、スウェーデン王国（７）、スペ

イン（７）、スペイン領北アフリカ（７）、スロバキア共和国（７）、スロベニ

ア共和国（７）、セルビア共和国（７）、タジキスタン共和国（２）、チェコ共

和国（７）、デンマーク王国（７）、ドイツ連邦共和国（７）、トルクメニスタ

ン（５）、トルコ共和国（７）、ノルウェー王国（７　ただしAeroMobile AS,及

びTelenor Maritime ASの利用は６）、バチカン市国（７）、ハンガリー（７）、

フィンランド共和国（７）、フェロー諸島（７）、フランス共和国（７）、ブル

ガリア共和国（７）、ベラルーシ共和国（７）、ベルギー王国（７）、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ（７）、ポーランド共和国（７）、ポルトガル共和国

（７）、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（２）、マディラ諸島（７）、マル

タ共和国（７　ただし、Vodafone Malta Limitedの船舶に係る利用は６）、マ

ン島（７）、モナコ公国（７）、モルドバ共和国（７）、モンテネグロ（７）、ラ

トビア共和国（７）、リトアニア共和国（７）、リヒテンシュタイン公国

（７）、ルクセンブルク大公国（７）、ルーマニア（７）、ロシア（７）

アフリカ地方 アセンション島（７）、アルジェリア民主人民共和国（７）、アンゴラ共和国

（７）、ウガンダ共和国（７）、エジプト・アラブ共和国（７）、エチオピア連

邦民主共和国（７）、ガーナ共和国（７）、カーボヴェルデ共和国（７）、ガボ

ン共和国（７）、カメルーン共和国（７）、ガンビア共和国（７）、ギニア共和

国（７）、ギニアビサウ共和国（７）、ケニア共和国（７）、コートジボワール

共和国（７）、△コモロ連合（４）、コンゴ共和国（７）、コンゴ民主共和国

（７）、サントメ・プリンシペ民主共和国（７）、ザンビア共和国（７）、シエ

ラレオネ共和国（７）、ジブチ共和国（２）、ジンバブエ共和国（４）、スーダ

ン共和国（７）、スワジランド王国（７）、赤道ギニア共和国（７）、セーシェ

ル共和国（４）、セネガル共和国（７）、セントヘレナ島（７）、タンザニア連

合共和国（７）、チャド共和国（７）、中央アフリカ共和国（７）、チュニジア

共和国（７）、トーゴ共和国（７）、ナイジェリア連邦共和国（７）、ナミビア

共和国（７）、ニジェール共和国（７）、ブルキナファソ（７）、ブルンジ共和

国（７）、ベナン共和国（７）、△ボツワナ共和国（７）、△マイヨット島

（７）、マダガスカル共和国（７）、マラウイ共和国（７）、マリ共和国（７）、

南アフリカ共和国（７）、△南スーダン共和国（７）、モーリシャス共和国

（２）、モーリタニア・イスラム共和国（７）、モザンビーク共和国（７）、モ

ロッコ王国（７）、リビア（７）、リベリア共和国（７）、ルワンダ共和国

（７）、レソト王国（７）、レユニオン島（７）
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２　64kb/sデジタル通信モードに係るもの

区　　分 取　　　扱　　　地　　　域

南・北アメリカ

地方

ブラジル連邦共和国（３）

アジア地方 アラブ首長国連邦（３）、イスラエル国（３）、△インド（２）、インドネシア

共和国（１）、カタール国（３）、△クウェート国（２）、△サウジアラビア王

国（３）、シンガポール共和国（１）、スリランカ民主社会主義共和国（１）、

大韓民国（３）、台湾（１）、中華人民共和国（２）、フィリピン共和国（１）、

ブルネイ・ダルサラーム国（１）、△ベトナム社会主義共和国（３）、香港

（１）、マカオ（１）、マレーシア（１）

オセアニア地方 オーストラリア連邦（３）、ニュージーランド（３）

ヨーロッパ地方 △アイスランド共和国（３）、△アイルランド（３）、アゾレス諸島（３）、

△アンドラ公国（３）、イタリア共和国（３）、英国（グレートブリテン及び北

アイルランド連合王国）（３）、エストニア共和国（３）、オーストリア共和国

（３）、オランダ王国（３）、カナリア諸島（３）、キプロス共和国（３）、ギリ

シャ共和国（３）、クロアチア共和国（３）、△コソボ共和国（３）、サンマリ

ノ共和国（３）、スイス連邦（３）、スウェーデン王国（３）、スペイン（３）、

スペイン領北アフリカ（３）、スロバキア共和国（３）、スロベニア共和国

（３）、△タジキスタン共和国（２）、△チェコ共和国（３）、デンマーク王国

（３）、ドイツ連邦共和国（３）、△トルコ共和国（３）、ノルウェー王国

（３）、バチカン市国（３）、ハンガリー（３）、フランス共和国（３）、フィン

ランド共和国（３）、ブルガリア共和国（３）、ベルギー王国（３）、ポーラン

ド共和国（３）、ポルトガル共和国（３）、マディラ諸島（３）、△マルタ共和

国（３）、モナコ公国（３）、△モンテネグロ（３）、△ラトビア共和国（３）、

ルーマニア（３）、ルクセンブルク大公国（３）、△ロシア（１）

アフリカ地方 エジプト・アラブ共和国（３）、△チュニジア共和国（３）、南アフリカ共和国

（３）、モーリシャス共和国（１）、モロッコ王国（２）

（注）取扱地域に△印が付されているものについては、平成25年５月31日までの間に

おいて取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネッ

ト等を利用してそのことを掲示します。
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　　　附　則

　（実施期日）

第１条　この約款は、平成13年10月１日から実施します。

　　ただし、料金情報通知に関する規定（料金一定額到達通知に関する部分を除きます｡)は、

当社が別に定める日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

第２条　この約款実施前に、「ＦＯＭＡサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定により

生じたＦＯＭＡサービスに係る料金その他の債権については、この約款実施の日において、

この約款の規定により生じたＦＯＭＡサービスに係る料金その他の債権に移行したものとみ

なし、その請求その他の取り扱いについてはこの約款の規定に準じて取り扱います。

　（基本使用料の減額適用に関する経過措置）

第３条　この約款実施の際現に、「ＦＯＭＡサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定に

よりＦＯＭＡ契約を締結している者が、この約款実施の日において、この約款の規定により

ＦＯＭＡ契約を締結した場合（当社が別に定める場合を除きます｡)は、料金表第１表第１（基

本使用料）に規定する基本使用料の減額適用に係る経過期間については、「ＦＯＭＡサービ

ス」の試験的提供に関する契約約款の規定により締結していたＦＯＭＡサービスの起算月か

ら通算するものとします。

　（通信料の控除可能額に関する経過措置）

第４条　この約款実施の日から平成14年３月31日までの間において、料金表第１表第４（通信

料）の１（適用）の(9)のアに規定する控除可能額は、この約款の規定にかかわらず、次に定

める額とします。この場合において、料金表通則第２項（料金の計算方法等）及び第３項の

規定に基づき基本使用料を日割するときは、料金表第１表第４（通信料）の１（適用）の(9)

のエの規定に準じて日割して適用します。

基本使用料の料金種別 控　除　可　能　額

ＦＯＭＡプラン３９ 1,700円

ＦＯＭＡプラン４９ 3,000円

ＦＯＭＡプラン６７ 5,000円

ＦＯＭＡプラン１００ 8,300円

ＦＯＭＡプラン１５０ 12,600円

ＦＯＭＡデータプラン２２ 1,000円

　（契約事務手数料に関する経過措置）

第５条　この約款実施の日から平成14年３月31日までの間に、ＦＯＭＡサービスに係る契約の

申込みをし、その承諾を受けたときの契約事務手数料については、料金表第１表第６（手続

きに関する料金）の規定にかかわらず、支払いを要しません。

　（端末設備の貸与に関する経過措置）

第６条　この約款実施の際現に、「ＦＯＭＡサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定に

より貸与されている端末設備に関する提供条件については、この約款実施の際に「ＦＯＭＡ

サービス」の試験的提供に関する契約約款に規定されている端末設備に関する提供条件と同

様とします。

　ただし、その端末設備の貸与は当社が別に定める日までの間とし、その期間が終了したと

きは速やかに当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所へ返還していただきます。
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　　　附　則（平成13年11月９日経企第490号）

　この改正規定は、平成13年11月13日から実施します。

　　　附　則（平成13年11月29日経企第492号、第493号）

　この改正規定は、平成13年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成13年12月６日経企第549号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年１月１日から実施します。

　　ただし、この改正規定中、定期包括割引の適用に関する部分については、平成14年２月20

日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスに係る料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成13年12月27日経企第608号）

　この改正規定は、平成14年１月７日から実施します。

ただし、この改正規定中、北摂ケーブルネット株式会社及び株式会社ケーブルネット神戸芦

屋の部分については、平成14年２月４日から実施します。

　　　附　則（平成14年２月７日経企第664号）

　この改正規定は、平成14年３月１日から実施します。

　　　附　則（平成14年２月22日経企第697号）

　この改正規定は、平成14年３月２日から実施します。

　　　附　則（平成14年２月22日経企第698号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年４月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（複数回線複合割引の適用等に関する経過措置）

３　料金表第１表第１（基本使用料）の(3)欄に規定する複数回線複合割引の適用については、

この改正規定実施の日から平成14年８月31日までの間において、料金表の規定にかかわらず、

当該規定中「0.20」を「0.40」に読み替えて適用します。

　（複数契約割引の適用に関する経過措置）

４　料金表第１表第１（基本使用料）の(4)に規定する複数契約割引の適用については、この改

正規定実施の日から平成14年８月31日までの間において、料金表の規定にかかわらず、割引

額中「0.10」、｢0.11」、｢0.12」、｢0.13」、｢0.15」、｢0.17」及び「0.20」をそれぞれ「0.40」

に読み替えて適用します。

　（定期契約に係る解約金に関する経過措置）

５　料金表第１表第５（定期契約に係る解約金）に規定する定期契約に係る解約金については、

この改正規定実施の日から平成14年８月31日までの間において、料金表の規定にかかわらず、

当社が別に定める場合に限り支払いを要しません。

　（契約事務手数料に関する経過措置）

６　この改正規定実施の日から平成14年８月31日までの間に、ＦＯＭＡサービスに係る契約の

申込みをし、その承諾を受けたときの契約事務手数料については、料金表第１表第６（手続

きに関する料金）の規定にかかわらず、支払いを要しません。

　　　附　則（平成14年３月６日経企第730号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年４月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスに係る料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　　　附　則（平成14年３月18日経企第749号）

　この改正規定は、平成14年３月25日から実施します。

ただし、この改正規定中、株式会社エスティネットの部分については、平成14年４月１日か

ら実施します。

　　　附　則（平成14年４月11日経企第４号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年６月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスに係る料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成14年４月24日経企第24号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成14年７月１日から実施します。

　（通信料の特例）

２　平成14年７月10日から平成14年７月19日までの間におけるＦＯＭＡ又はＦＯＭＡドコモコ

ールの契約者回線からの通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信（当社が別に

定める通信を除きます｡)に関する料金（料金表第４表に規定する番号案内接続通信料を含み

ます｡)については、料金表第１表第４（通信料）の１（適用）の(4) の規定にかかわらず、

その通信に係る時間帯の区分をお得タイムとみなして同表第４の２（料金額）の規定を適用

します。

３　この附則の実施日から平成14年７月31日までの間におけるパケット通信モードによる通信

料（特定事業者が提供するＦＯＭＡドコモコールの利用に係るものを含みます｡)のうち、課

金対象パケットが300課金対象パケットまでの部分については、当社が別に定めるところによ

りその支払いを要しません。

４　平成14年７月10日から平成14年７月19日までの間におけるＦＯＭＡ又はＦＯＭＡドコモコ

ールの契約者回線からのショートメッセージ通信モードによる通信料については、料金表第

１表第４（通信料）の２（料金額）の２－４の規定により算定した額からその額に0.15を乗

じて得た額を差し引いた額を適用します。

５　平成14年７月31日までの間においてそのＦＯＭＡサービスに係る契約の解除（当社が別に

定める場合を除きます｡)又は利用休止があった場合は、前３項の規定にかかわらずその規定

は適用しません。

　　　附　則（平成14年４月30日経企第38号）

　この改正規定は、平成14年５月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、株式会社スーパーネットワークユーの部分については、平成14年

６月１日から実施します。

　　　　　　　　　　　　附　則（平成14年５月28日経企第48号）

　この改正規定は、平成14年６月10日から実施します。

　　　　　　　　　　　　附　則（平成14年６月18日経企第88号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年７月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、料金表第１表第４（通信料）の２（料金額）に規定する64kb/s

デジタル通信モードに係る通信料の部分については、平成14年６月30日から実施します。

　（経過措置）

２　デュアル機能に係る携帯自動車電話サービス等の契約者回線への自営端末設備又は自営電

気通信設備の接続請求に係る手続きに関する料金については、この改正規定実施の日から平

成14年８月31日までの間において、料金表第１表第６（手続きに関する料金）の２（料金額）

の規定にかかわらず、支払いを要しません。

　　　　　　　　　　　　附　則（平成14年７月９日経企第109号）

　この改正規定は、平成14年７月16日から実施します。



Ｆ － 299

　　　　　　　　　　　　附　則（平成14年７月19日経企第116号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年８月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　　　　　　　　　　附　則（平成14年７月29日経企第122号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年８月23日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（付加機能の提供に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している映像情報受信機能の

提供を受けている契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提

供しているインフォゲート機能の提供を受けているものとみなします。

　　　　　　　　　　　　附　則（平成14年８月20日経企第143号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年９月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成14年９月24日経企第173号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年10月１日から実施します。

２　削　除

３　削　除

　　　附　則（平成14年９月24日経企第177号）

　この改正規定は、平成14年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成14年10月10日経企第192号）

　この改正規定は、平成14年10月31日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ブラステル株式会社の部分については、平成14年11月１日から実

施します。

　　　附　則（平成14年10月25日経企第206号）

　この改正規定は、平成14年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成14年10月28日経企第209号、第210号）

　この改正規定は、平成14年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成14年11月８日経企第225号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成14年12月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、メール着信通知機能の部分については、平成14年12月６日から

実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（インターネットメール機能の提供に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているインターネットメー

ル機能の提供を受けている契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により

当社が提供するインフォゲート機能に係る基本機能及びインターネットメール機能の提供を
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受けているものとみなします。この場合において、インフォゲート機能に係るインターネッ

トメール機能の種類は、改正前の規定により提供を受けていたインターネットメール機能の

種類に相当するものとします。

　　　附　則（平成14年11月21日経企第241号、第242号）

　この改正規定は、平成14年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成14年12月５日経企第257号）

　この改正規定は、平成14年12月13日から実施します。

　　　附　則（平成15年１月20日経企第286号）

　この改正規定は、平成15年２月17日から実施します。

　　　附　則（平成15年１月24日経企第291号）

　この改正規定は、平成15年２月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年２月21日経企第315号）

　この改正規定は、平成15年３月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年３月13日経企第359号）

　この改正規定は、平成15年３月24日から実施します。

　ただし、この改正規定中、平成電電株式会社に係る部分は、平成15年３月20日から実施しま

す。

　　　附　則（平成15年３月20日経企第372号、第373号）

　この改正規定は、平成15年３月27日から実施します。

　　　附　則（平成15年３月20日経企第375号）

　この改正規定は、平成15年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年４月17日経企第86-2号）

　この改正規定は、平成15年４月24日から実施します。

　　　附　則（平成15年４月24日経企第121-1号）

　この改正規定は、平成15年５月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ｉモード機能に係る所在に関する情報の送出の部分は、平成15年

５月12日から実施します。

　　　附　則（平成15年５月８日経企第201号）

　この改正規定は、平成15年５月９日から実施します。

　　　附　則（平成15年３月27日経企第408号、第409号）

　この改正規定は、平成15年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定実施の日から平成15年６月30日までの間、料金表第１表第１（基本使

用料）に規定する複数回線複合割引に係る割引回線群は、当社が提供するＦＯＭＡサービス、

携帯自動車電話サービス及びＰＨＳサービスにより構成するものとします。

　　　附　則（平成15年５月８日経企第202-3号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成15年６月１日から実施します。ただし、この改正規定中、身体障害

者等割引に係る部分については、平成15年８月21日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡの料金その他の債

務については、なお従前のとおりとします。

　（通信料に関する経過措置）

３　別表（付加機能）に規定する留守番電話及び不在案内機能に係るメッセージの再生等のた

めにその機能の提供を受けているＦＯＭＡの契約者回線以外の契約者回線等から行った通信

の料金は、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成15年９月30日までの

間、次表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
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料　　金　　額

次の秒数までごとに10円料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡ通信料 24秒 26秒

　（身体障害者等割引の適用に関する経過措置）

４　平成15年９月１日から平成15年９月30日までの間において、料金表第１表第１（基本使用

料）に規定する身体障害者等割引を選択する申出があった場合は、料金表第１表第１の規定

にかかわらず、その申出があった日を含む暦月から身体障害者等割引を適用します。この場

合において、その申出があった暦月に定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したと

きの定期契約に係る基本使用料については、身体障害者等割引を適用するものとし、料金表

第１表第１に規定する定期契約に係るＦＯＭＡの基本使用料の減額を適用しません。

　　　附　則（平成15年５月15日経企第232号）

　この改正規定は、平成15年５月26日から実施します。

　　　附　則（平成15年５月19日経企第244-1号、第244-2号）

　この改正規定は、平成15年６月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年６月12日経企第358-4号）

　この改正規定は、平成15年６月20日から実施します。

　　　附　則（平成15年６月17日経企第383-3号）

　この改正規定は、平成15年６月18日から実施します。

　　　附　則（平成15年６月20日経企第404号）

　この改正規定は、平成15年６月28日から実施します。

　　　附　則（平成15年６月24日経企第424-1号、第424-2号）

　この改正規定は、平成15年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年７月10日経企第535-2号）

　この改正規定は、平成15年７月17日から実施します。

　　　附　則（平成15年７月24日経企第607号）

　この改正規定は、平成15年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年８月21日経企第745-2号）

　この改正規定は、平成15年８月28日から実施します。

　ただし、この改正規定中、別表（付加機能）に規定するビジュアルネット機能に係る部分は

平成15年９月１日、別表に規定するｉモード機能の提供条件の(6)の部分は平成15年10月20日

から実施します。

　　　附　則（平成15年８月22日経企第746-2号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成15年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　料金表第１表第３（付加機能使用料）に規定する呼出音選択機能に係る付加機能使用料は、

音楽等追加機能を利用する場合に限り、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日

から平成15年10月31日までの間、その基本額の支払いを要しません。

　　　附　則（平成15年９月４日経企第844号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成15年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ
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の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成15年９月17日経企第888-2、888-3号）

　この改正規定は、平成15年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年９月２日経企第825-2号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成15年11月１日から実施します。

　（繰越額に関する経過措置）

２　料金表第１表第４（通信料）の１（適用）の(9)及び(10)に規定する繰越額のうち、この

改正規定実施前に生じたものについては適用しません。

　（料金の支払いに関する経過措置）

３　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成15年10月10日経企第1021-2号）

　この改正規定は、平成15年10月17日から実施します。

　　　附　則（平成15年10月24日経企第1105-2号）

　この改正規定は、平成15年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年11月13日経企第1212-3号）

　この改正規定は、平成15年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年11月19日経企第1238号）

　この改正規定は、平成15年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成15年12月１日経企第1294-2号）

　この改正規定は、平成15年12月８日から実施します。

　　　附　則（平成15年12月16日経企第1391号）

　この改正規定は、平成15年12月16日から実施します。

　　　附　則（平成15年12月22日経企第1431号）

　この改正規定は、平成15年12月26日から実施します。

　　　附　則（平成15年11月５日経企第1167-2号）

　この改正規定は、平成16年１月８日から実施します。

　　　附　則（平成16年１月８日経企第1476号）

　この改正規定は、平成16年１月８日から実施します。

　　　附　則（平成16年１月９日経企第1477-2号）

　この改正規定は、平成16年１月17日から実施します。

　　　附　則（平成16年１月16日経企第1507-2号）

　この改正規定は、平成16年１月23日から実施します。

　ただし、株式会社ぷららネットワークスに関する部分については、平成16年１月22日から実

施します。

　　　附　則（平成16年１月19日経企第1522-3号）

　この改正規定は、平成16年１月26日から実施します。

　　　附　則（平成16年１月21日経企第1530-2号）

　この改正規定は、平成16年２月２日から実施します。

　　　附　則（平成16年１月29日経企第1586号）

　この改正規定は、平成16年２月２日から実施します。

　　　附　則（平成16年１月29日経企第1589-2号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年２月19日から実施します。

　ただし、第１（基本使用料）の(3)のア及びサ並びに第４（通信料）の(13)のアの規定に係

る割引額の算出に関する部分については、平成16年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ
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の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成16年２月６日経企第1617号）

　この改正規定は、平成16年２月14日から実施します。

　　　附　則（平成16年２月16日経企第1661号）

　この改正規定は、平成16年２月16日から実施します。

　　　附　則（平成16年２月19日経企第1674-2号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成16年２月26日経企第1722号）

　この改正規定は、平成16年３月１日から実施します。

　　　附　則（平成16年３月15日経企第1816号）

　この改正規定は、平成16年３月22日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分は、平

成16年３月16日から実施します。

　　　附　則（平成16年３月30日経企第1932号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により行ったＦＯＭＡサービスに関する手続きその

他の行為は、改正後のこの約款中の相当する規定に基づいて行ったものとみなします。

　　　附　則（平成16年４月16日経企第85号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年５月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、電子証明書の利用による通信に係る部分については、平成16年

４月26日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＦＯＭＡパケットパックに係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する種類のＦＯＭＡ

パケットパックを選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定に

より同表の右欄に規定する種類のＦＯＭＡパケットパックを選択したものとみなします。

ＦＯＭＡパケットパック２０

ＦＯＭＡパケットパック４０

ＦＯＭＡパケットパック８０

ＦＯＭＡパケットパック１０

ＦＯＭＡパケットパック３０

ＦＯＭＡパケットパック６０

　　　附　則（平成16年５月18日経企第224号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年６月１日から実施します。

　（経過措置）

２　料金表第１表第３（付加機能使用料）に規定するインフォゲート機能に係る付加機能使用

料については、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成16年７月31日ま

での間、ウイルスチェック機能に係る加算額の支払いを要しません。
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　　　附　則（平成16年６月23日経企第451号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年７月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、別表９（国際アウトローミングに係る国の電気通信事業者）の

部分については、平成16年６月29日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（定期包括割引の適用に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、料金表第１表第１（基本使用料）の(5)及び第４（通信料）の

(7)並びに(15)に規定する適用を受けている契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要

する額については、改正前の規定により適用された割引額に係る部分に限り、次表に規定す

る係数により算出します。

割  引  選  択  期  間 支払いを要する額の算出に係る係数

１年 0.68

２年 0.66

３年 0.64

　　　附　則（平成16年７月22日経企第619号）

　(実施期日）

１　この附則は、平成16年７月30日から実施します。

　（ギリシャ共和国アテネにおけるＦＯＭＡ試験サービスの提供）

２　ＦＯＭＡ契約者及びＦＯＭＡドコモコール契約者は、この附則の実施日から平成16年８月

30日までの間、ギリシャ共和国のアテネ（当社が定める一部地域に限ります｡)におけるＦＯ

ＭＡサービスの試験サービス (以下この附則において「ＦＯＭＡ試験サービス」といいま

す｡)を、次に定める条件により利用することができます。

(1) 緊急通報用電話への通信は行うことができません。

(2) ⅰモード機能の利用において一部の情報を受信できないことがあります。

(3) 前２号の規定によるほか、ＦＯＭＡ試験サービスにおいてはＦＯＭＡサービスの一部の

機能等が制限されます。

(4) 前３号の規定によるほか、ＦＯＭＡ試験サービスの利用についてはギリシャ共和国の法

令等により制限されることがあります。

(5) 通信のふくそう等によりＦＯＭＡ試験サービスを利用できないことや、予告なくその提

供を中止することがあります。この場合において当社は一切の責任を負いません。

(6) ＦＯＭＡ試験サービスを利用したときに支払いを要する料金の額は、東京都においてＦ

ＯＭＡサービスを利用したときに支払いを要する通信に関する料金の額と同額とします。

　ただし、パケット通信モードの利用に係る通信料については、料金表第１表第４（通信

料）の(25)の規定を適用しません。

(7) ＦＯＭＡ試験サービスの利用に係る料金に関するその他の取扱いは、ＦＯＭＡサービス

の通信料とみなして取り扱います。

(8) ＦＯＭＡ試験サービスに係る提供条件は、この附則に定めるほか当社が別に定めるとこ

ろによります。

３　ＦＯＭＡ試験サービスの提供区域に在圏したときに、ＦＯＭＡサービスの契約者回線に着

信があった場合は、当社は、その通信をＦＯＭＡ試験サービスの契約者回線に接続します。

この場合の通信に関する料金は、東京都に在圏するＦＯＭＡサービスへの通信とみなして取



Ｆ － 305

り扱います。

（注１）ＦＯＭＡサービスを利用した際に無料となる通信であっても、ＦＯＭＡ試験サービ

スにおいては無料とならないことがあります。

（注２）この附則の第２項第８号に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネ

ットホームページにおいて掲示することとします。

　　　附　則（平成16年８月２日経企第671号）

　この改正規定は、平成16年８月10日から実施します。

　　　附　則（平成16年８月23日経企第757号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年９月１日から実施します。

　ただし、この附則の第７項の部分については、平成16年８月23日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（呼出音選択機能の料金に関する経過措置）

３　この改正規定の実施日から平成16年10月31日までの間において、別表２（付加機能）に規

定する呼出音選択機能に係る請求をしその提供を受けたときは、料金表第１表第３（付加機

能使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、その提供を開始した日を含む暦月及びその

翌暦月に係る付加機能使用料（基本額に限ります｡)の支払いを要しません。

　ただし、その暦月の翌暦月の３日までの間に契約の解除があった場合、この改正規定の実

施日からその暦月の末日までの間にこの機能の廃止があった場合又は料金表第１表第１（基

本使用料）の(7)に規定する身体障害者等割引（ハーティ割引）の適用を受けている場合はこ

の限りでありません。

４　ｍｏｖａ又はＦＯＭＡに係る契約者がその契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ又はｍｏｖ

ａに係る契約を締結した場合は、継続して当該契約を締結し呼出音選択機能の提供を受けた

ものとみなして前項の規定を適用します。

５　一般契約又は定期契約に係る契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契

約を締結した場合は、継続して当該契約を締結し呼出音選択機能の提供を受けたものとみな

して第３項の規定を適用します。

６　呼出音選択機能の提供を受けているＦＯＭＡについて、名義変更により新たにその契約者

になろうとする者が、名義変更と同時に呼出音選択機能の提供を受けたときは、継続して呼

出音選択機能の提供を受けたものとみなして第３項の規定を適用します。

　（その他）

７　経企第619号（平成16年７月22日）の附則第２項（ギリシャ共和国アテネにおけるＦＯＭＡ

試験サービスの提供）中「平成16年９月30日までの間」を「平成16年８月30日までの間」に

改めます。

　　　附　則（平成16年８月27日経企第782号）

　この改正規定は、平成16年９月６日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分につい

ては、平成16年９月７日から実施します。

　　　附　則（平成16年９月16日経企第857号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年10月１日から実施します。

　ただし、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分については、平成16年

９月21日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前の通りとします。
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　（64kb/sデジタル通信モードによる通信料の特例）

３　この改正規定実施の際現にＦＯＭＡに係る契約を締結している場合（利用休止をしている

場合を除きます｡)において、この改正規定実施日を含む暦月及びその翌暦月における64kb/s

デジタル通信モードによる通信（3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行う

ための通信として取り扱うものであって、料金表第１表第４（通信料）の１の(18)に規定す

るもの以外に限ります。以下この附則において同じとします｡)に関する料金については、そ

の月間累計額から 500円（その月間累計額が 500円に満たない場合はその額とします。以下

この附則において同じとします｡)を控除します。

４　この改正規定の実施日から平成17年３月31日までの間にＦＯＭＡ契約の申込み又はＦＯＭ

Ａの利用休止に係る再利用の請求をし、その承諾を受けた場合において、その64kb/sデジタ

ル通信モードによる通信に関する料金については、その承諾日を含む暦月及びその翌暦月に

おける通信料の月間累計額から 500円を控除します。

　ただし、その暦月において第３項の適用を受けている場合の当該月の通信料については、

この限りでありません。

５　前２項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡの利用休止又は契約の解除があった場合の取扱いに

ついては、次に定めるところによります。

(1) その暦月においてＦＯＭＡの利用休止又は契約の解除があった場合（その暦月の末日に

おいて、そのＦＯＭＡが再利用されている場合を除きます｡)は、その利用休止又は契約の

解除までの当該月の通信料については、前３項の規定を適用しません。

(2) 前号の規定によるほか、その暦月の翌暦月の３日（平成16年12月及び平成17年４月につ

いては、その翌暦月の５日）までの間にＦＯＭＡの利用休止又は契約の解除があった場合

の当該月の通信料については、前３項の規定を適用しません。

６　一般契約又は定期契約に係る契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契

約を締結した場合は、継続して当該契約を締結したものとみなして前２項の規定を適用しま

す。

７　料金表第１表第４（通信料）に規定する通信料の割引の適用については、それぞれの月極

割引に係る割引額を差し引いた額について第３項及び第４項の規定を適用します。

８　料金表第１表第４に規定する控除可能額及び繰越額の適用については、第３項及び第４項

の規定を適用した後の月間累計額から控除可能額及び繰越額を控除します。

（注）当社は、この附則の第５項第２号に規定する期日を変更することがあります。この場合、

当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。

　　　附　則（平成16年10月６日経企第946号）

　この改正規定は、平成16年10月12日から実施します。

　　　附　則（平成16年10月21日経企第1016号）

　この改正規定は、平成16年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成16年11月24日経企第1220号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成16年12月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分（台

湾に係る部分を除きます｡)は、平成16年11月26日から実施します。

　（専用回線等接続サービスに係る契約に関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、

この改正規定実施の日において、当社が定める専用回線等接続サービス契約約款に規定する

同表の右欄の契約に移行したものとみなします。



Ｆ － 307

専用回線等接続契約

第１種接続利用契約

第２種接続利用契約

専用回線等接続契約

ビジネスmopera契約

第１種接続装置に係る契約

第５種接続装置に係る契約

　（料金等の支払いに関する経過措置）

３　この改正規定実施前に、改正前の規定により生じた専用回線等接続サービスに係る料金そ

の他の債権については、この改正規定実施の日において、改正後の専用回線等接続サービス

契約約款の規定により生じた専用回線等接続サービスに係る料金その他の債権に移行したも

のとみなし、その請求その他の取扱いについては、専用回線等接続サービス契約約款の規定

に準じて取り扱います。

４　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、前項に規定する場合を除き、なお従前のとおりとします。

　（改正規定実施前に行った手続き等の効力等）

５　この改正規定実施前に、改正前の規定により行った専用回線等接続サービスに係る手続き

その他の行為は、改正後の専用回線等接続サービス契約約款にこれに相当する規定があると

きは、専用回線等接続サービス契約約款の規定に基づいて行ったものとみなします。

６　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線等接続サービスは、

改正後の専用回線等接続サービス契約約款中にこれに相当する規定があるときは、専用回線

等接続サービス契約約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。

　　　附　則（平成16年12月17日経企第1341号）

　この改正規定は、平成16年12月25日から実施します。

　　　附　則（平成17年１月21日経企第1486号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年２月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年２月４日経企第1565号）

　この改正規定は、平成17年２月15日から実施します。

　ただし、この改正規定中、営業区域に関する部分は、平成17年２月13日から実施します。

　　　附　則（平成17年２月23日経企第1653号）

　この改正規定は、平成17年３月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際ＳＭＳに関する部分は、平成17年３月２日から実施します。

　　　附　則（平成17年３月25日経企第1843号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、通信料金明細内訳の部分については、平成17年４月20日から実

施します。

　（ＦＯＭＡパケットパックに係る経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により料金表第１表第３（通信料）の(7)に規定する

ＦＯＭＡパケットパックの適用並びに(7)の２に規定するパケ・ホーダイの適用を受けている

契約者は、この改正規定実施の日において、ＦＯＭＡパケットパックの適用を廃止したもの

とみなします。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

３　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　　　附　則（平成17年３月30日経企第1884号）

　この改正規定は、平成17年４月８日から実施します。

　ただし、この改正規定中、デジタル　テレコミュニケーションズ　フィリピンの部分は平成

17年４月９日から実施します。

　　　附　則（平成17年４月７日経企第37号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年４月12日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年４月20日経企第94号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年５月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分につ

いては平成17年４月22日から、契約者確認に関する部分については平成17年５月５日から実

施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年４月20日経企第94号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成17年５月５日から実施します。

　　　附　則（平成17年４月28日経企第132号）

　この改正規定は、平成17年５月13日から実施します。

　ただし、この改正規定中、マレーシア及び香港に関する部分については、平成17年５月14日、

イスラエル及びスペインに関する部分については、平成17年５月16日から実施します。

　　　附　則（平成17年５月24日経企第204号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年６月１日から実施します。

　ただし、データバックアップ機能の提供は、当社が定める日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（インターネットメール機能の提供に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているインターネットメール機能

に係る提供条件は次のとおりとします。

(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。

料金額 (月額)

区　　　分 単　　　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

加算額（１契約ごとに） 400円(  432円)インターネット

メール機能

POPメール

機能

加算額（電子メールの蓄積可能情報

量５メガバイト追加ごとに）

300円(  324円)
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加算額（１契約ごとに） 1,400円(1,512円)IMAPメール

機能
加算額（電子メールの蓄積可能情報

量５メガバイト追加ごとに）

300円(  324円)

(2) 削　除

(3) (1)以外のインターネットメール機能に係るその他の提供条件については、なお従前のと

おりとします。

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりインターネットメール機能の提供を受け

ている契約者は、メール着信機能及びウイルスチェック機能の提供に係る請求を行うことが

できます。この場合の料金その他の提供条件は、次表の規定によるほか、なお従前のとおり

とします。

料　　金　　額  （月額)

区　　　分 単　　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

メール着信通知機能 加算額（１通知ごとに） ５円(  5.4円)

ウイルスチェック機能 加算額（１契約ごとに） 200円(  216円)

　（ＦＯＭＡデータプラン２２の料金に係る経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりＦＯＭＡデータプラン２２を選択してい

る場合の料金その他の提供条件は次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　　金　　額  （月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡ ＦＯＭＡデータプラン２２ 2,200円(  2,376円)

イ　定期包括割引（ビジネスセーバー）の適用及び身体障がい者等割引（ハーティ割引）

の適用については、改正後の規定における第１種契約に係るデータ専用プランのＦＯＭ

Ａの場合に準じます。

ウ　基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月に

おいてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについ

ては、改正後の規定における総合利用プラン（第１種契約に係るものに限ります。以下

この附則において同じとします。）のＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(2) 通信料については、経企第848号（平成17年10月25日）の附則に定めるＦＯＭＡプラン３

９のＦＯＭＡに係る通信とみなしてその規定により算定した額を適用します。

(3) 基本使用料の料金種別を料金表に定めるデータ専用プランへ変更した場合は、その変更

のあった料金月及びその前料金月に生じた繰越額は無効とし、変更のあった料金月の翌料

金月以降における控除は行いません。

(4) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係

る一般契約を締結する場合の解約金については、支払いを要しません。

(5) 定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及び定期契約
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の解除と同時に新たに共用ＦＯＭＡに係る一般契約を締結した場合の定期契約に係る解約

金の適用除外については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ず

るものとします。

(6) 定期契約の満了に伴う契約の更新に係る提供条件は、改正後の規定における総合利用プ

ランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(7) ＦＯＭＡデータプラン22に係る通信の条件及びハイスピードモードによる通信に係る提

供条件は、改正後の規定におけるデータ専用プラン（第１種契約に係るものに限ります。

以下この附則において同じとします。）のＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(8) 経企第848号（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第294号（平成21

年６月24日）に規定する定額データプランHIGH-SPEED及び経企第1200号（平成22年２月22

日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行う

ことができません。

(9) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件について

は、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(10) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る名義変更、携帯電話番号ポータビリティに関する提供

条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、

自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13

章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとしま

す。

(11) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件

は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているＦＯＭＡデー

タプラン２２等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支

払われたことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡデータプラン２２に係る料金等か

ら20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後

の料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発

行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(12) 契約者は、請求書等の発行に関する料金、支払証明書等の発行手数料及びユニバーサル

サービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(13) 当社は、契約者から、料金表第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額データプ

ランスタンダードへの基本使用料の料金種別の変更又は料金表第１表第３の(7)の２に規

定するパケット定額若しくは料金表第１表第３の(7)の３に規定するデータ定額パックの

選択（以下この附則において「パケット定額の選択等」といいます。）と同時に、その料金

の適用に係る申出があったとき（その契約者からの 初の申出であると当社が認める場合

に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月（以下この附則にお

いて「当該料金月」といいます。）におけるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定

める通信を除きます。）について、当社が定める方法により、パケット定額の選択等があっ

たものとみなして料金を算定し、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額

を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還

します。

(14) その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（moperaU機能に係る付加機能使用料に関する経過措置）

６　この改正規定実施の日から平成17年８月31日までの間において、別表２（付加機能）に規

定するmoperaU機能に係る請求をし、その提供を受けたときは、料金表第１表第２（付加機能

使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、その機能の提供を開始した日を含む暦月、そ

の翌月及び翌々月に係る付加機能使用料（スタンダードプランに係る基本額及びＩＰ網接続
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機能に係る加算額に限ります｡)の支払いを要しません。

　ただし、契約の解除があった場合又はこの機能の廃止があった場合のその暦月以降の料金

については、この限りでありません。

　　　附　則（平成17年５月26日経企第230号）

　この改正規定は、平成17年５月27日から実施します。

　ただし、この改正規定中、カタールテレコムに関する部分は、平成17年５月30日から実施し

ます。

　　　附　則（平成17年６月３日経企第265号）

　この改正規定は、平成17年６月10日から実施します。

　　　附　則（平成17年６月20日経企第324号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年７月１日から実施します。

　ただし、ⅰモード機能に関する部分については、平成17年７月７日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第３項に定めるインターネットメール機能は、イ

ンフォゲート機能の廃止後においても提供するものとし、同項第１号及び第２号を次のよう

に改めます。

(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。

料金額 (月額)

区　　　分 単　　　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

基本額（１契約ごとに） 500円(  525円)インターネット

メール機能

POPメール

機能
加算額（電子メールの蓄積可能情報

量５メガバイト追加ごとに）

300円(  315円)

基本額（１契約ごとに） 1,500円(1,575円)IMAPメール

機能

加算額（電子メールの蓄積可能情報

量５メガバイト追加ごとに）

300円(  315円)

(2) ｍｏｖａサービス契約約款又はパケット通信サービス契約約款に規定するインターネッ

トメール機能の提供を受けている契約者が、そのインターネットメール機能に係る契約の

解除と同時にＦＯＭＡ契約を締結する場合には、この改正後の規定にかかわらず、改正前

の規定によりインターネットメール機能に係る付加機能の提供を請求をすることができま

す。

　ただし、その請求がＦＯＭＡ契約の締結に係る請求と同時に行われないときは、この限

りでありません。

　（グループ機能に関する付加機能使用料の経過措置）

４　１のＦＯＭＡについて、グループ機能及びインターネットメール機能に係る付加機能使用

料の適用を同時に受けているときは、身体障がい者等割引の適用を受ける場合を除き、付加

機能使用料の合計額から100円（月額）を減額して適用します。
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　　　附　則（平成17年７月４日経企第428号）

　この改正規定は、平成17年７月12日から実施します。

　ただし、ケータイ払いに関する部分については平成17年７月29日から実施します。

　　　附　則（平成17年７月20日経企第482号）

　この改正規定は、平成17年８月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ケーティー　フリーテルに関する部分については、平成17年７月

26日から実施します。

　　　附　則（平成17年８月24日経企第598号）

　この改正規定は、平成17年９月１日から実施します。

　　　附　則（平成17年９月５日経企第652号）

　この改正規定は、平成17年９月９日から実施します。

　　　附　則（平成17年９月22日経企第709号）

　この改正規定は、平成17年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成17年10月25日経企第848号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年11月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、複数番号機能（マルチナンバー）及び即時接続機能に係る部分

については平成17年11月10日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（旧プランＦＯＭＡに関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＦＯＭＡ（改正前の規定

により契約の申込みの承諾を受けているもの及び第５項の規定により提供するものを含みま

す。以下この附則において「旧プランＦＯＭＡ」といいます。）の料金その他の提供条件は、

次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使

用料の料金種別に応じて次表に定める額を適用します。

１契約ごとに

料　　金　　額  （月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡ ＦＯＭＡプラン３９ 3,850円 (   4,158円)

ＦＯＭＡプラン４９ 4,850円 (   5,238円)

ＦＯＭＡプラン６７ 6,650円 (   7,182円)

ＦＯＭＡプラン１００ 9,950円 (  10,746円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 14,950円 (  16,146円)

ビジネスプラン 9,750円 (  10,530円)

リミットプラス 4,250円 (   4,590円)
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イ　アに規定する基本使用料の減額適用及び割引の適用については次の(ア)から(ウ)に定

めるところによるほか、なお従前のとおりとします。

(ア)　旧プランＦＯＭＡの基本使用料については、当該暦月のそのＦＯＭＡ契約に係る

経過期間に応じて次表に定める額を減額します。この場合において、基本使用料の減

額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月においてその定期

契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについては、改正後

の規定における総合利用プラン（第１種契約に係るものに限ります。以下この附則に

おいて同じとします。）のＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

基本使用料の減額（月額）

アの規定の額に次の係数を乗じて得た額
経　過　期　間

一般契約に係るもの（継続利用

割引サービス）

定期契約に係るもの（いちねん

割引）

12か月まで － 0.10

12か月超え24か月まで 0.07 0.11

24か月超え36か月まで 0.08 0.12

36か月超え48か月まで 0.10 0.13

48か月超え60か月まで 0.12 0.14

60か月超 0.15 0.15

(イ)　複数回線複合割引（ファミリー割引）、複数契約割引（ビジネス割引）、定期包括

割引（ビジネスセーバー）、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）

を受けている場合の基本使用料の減額、身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用

については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものと

します。

(ウ)　旧プランＦＯＭＡの基本使用料の料金種別は、変更することができません。

ウ　旧プランＦＯＭＡに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（総合利用プ

ランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める

場合に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合利用プラ

ンに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める場

合に限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、その旧プランＦ

ＯＭＡの基本使用料の支払いを要しません。

(2) 通信料

ア　通信料の額は、次の(ア)から(ウ)に定めるところによります。

(ア)　通話モードに係るもの

①　②以外のもの

Ａ　Ｂ以外のもの
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ａ　発信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域（以下この附

則において「発信側在圏地区」といいます。）が、着信側の契約者回線に接続さ

れた移動無線装置の在圏する地域と同一の区分（別表１（営業区域）に規定す

るものをいいます。）の地区となる通信（以下この附則において「同一地区内通

信」といいます。）又は着信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏す

る地域に隣接する地区（発信者側在圏地区が東北地区又は中国地区の場合は県）

となる通信（以下この附則において「隣接県通信」といいます。）に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別 30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 17円 ( 18.36円) 12円 ( 12.96円)

ＦＯＭＡプラン４９ 15.5円 (16.74円) 11円 (11.88円)

ＦＯＭＡプラン６７ 14.5円 (15.66円) 10円 ( 10.8円)

ＦＯＭＡプラン１００ 13.5円 (14.58円) 9.5円 (10.26円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 12円 (12.96円) 8.5円 ( 9.18円)

リミットプラス 20円 ( 21.6円) 20円 ( 21.6円)

備考

　１　当社は、発信側在圏地区に応じて、次表に規定する都道府県を隣接県とします

区　　分 発信側在圏地区 隣接県

北海道地区 北海道 青森県

東北地区 青森県 北海道

秋田県 ―

岩手県 ―

山形県 新潟県

宮城県 ―

福島県 茨城県、栃木県、群馬県、新

潟県
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関東甲信越地区 東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、群馬県、栃木県、茨

城県、山梨県、新潟県、長野

県

山形県、福島県、静岡県、愛

知県、岐阜県、富山県

東海地区 愛知県、静岡県、岐阜県、三

重県

神奈川県、山梨県、長野県、

富山県、石川県、福井県、京

都府、滋賀県、奈良県、和歌

山県

北陸地区 富山県、石川県、福井県 新潟県、長野県、岐阜県、京

都府、滋賀県

関西地区 大阪府、兵庫県、京都府、奈

良県、滋賀県、和歌山県

岐阜県、福井県、三重県、岡

山県、鳥取県、徳島県、香川

県

中国地区 広島県 愛媛県、香川県

岡山県 兵庫県、愛媛県、徳島県、香

川県

山口県 愛媛県、福岡県、大分県

島根県 ―

鳥取県 兵庫県 ―

四国地区 香川県、愛媛県、高知県、徳

島県

大阪府、兵庫県、和歌山県、

広島県、岡山県、山口県、大

分県、宮崎県

九州地区 福岡県、佐賀県、長崎県、熊

本県、大分県、宮崎県、鹿児

島県、沖縄県

山口県、愛媛県

　２　当社は、この附則に規定する隣接県通信について、１の規定を適用します。
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ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 18.5円 (19.98円) 13円 (14.04円)

ＦＯＭＡプラン４９ 17.5円 ( 18.9円) 12円 (12.96円)

ＦＯＭＡプラン６７ 16円 (17.28円) 11円 (11.88円)

ＦＯＭＡプラン１００ 14.5円 (15.66円) 10円 ( 10.8円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 13.5円 (14.58円) 9.5円 (10.26円)

リミットプラス 20円 ( 21.6円) 20円 ( 21.6円)

Ｂ　衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係

るもの

ａ　ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスターの契約者

回線等への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ②のＣのａのⅠに規定する料金額と同額
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ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 41.5円 (44.82円) 29円 (31.32円)

ＦＯＭＡプラン４９ 38.5円 (41.58円) 27円 (29.16円)

ＦＯＭＡプラン６７ 35.5円 (38.34円) 25円 (   27円)

ＦＯＭＡプラン１００ 32.5円 ( 35.1円) 23円 (24.84円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 30円 ( 32.4円) 21円 (22.68円)

リミットプラス 50円 (   54円) 50円 (   54円)
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②　相互接続通信に係るもの

Ａ　ＢからＤ以外のもの

ａ　ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの

Ⅰ　Ⅱ以外のもの

料　　　　金　　　　額

同一地区内通信及び隣接県通信 その他の通信

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

料　金　種　別

標準タイム お得タイム 標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン

３９

15.5円

(16.74円)

10.5円

(11.34円)

17円

(18.36円)

11.5円

(12.42円)

ＦＯＭＡプラン

４９

14円

(15.12円)

10円

(10.8円)

15.5円

(16.74円)

11円

(11.88円)

ＦＯＭＡプラン

６７

13円

(14.04円)

9円

(9.72円)

14.5円

(15.66円)

10円

(10.8円)

ＦＯＭＡプラン

１００

12円

(12.96円)

8.5円

(9.18円)

13円

(14.04円)

9円

(9.72円)

ＦＯＭＡプラン

１５０

11円

(11.88円)

7.5円

(8.1円)

12円

(12.96円)

8.5円

(9.18円)

リミットプラス 20円

(21.6円)

20円

(21.6円)

20円

(21.6円)

20円

(21.6円)
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Ⅱ　フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ＳＴＮｅｔ、ソ

フトバンクＢＢ株式会社又はZIP Telecom株式会社が提供するが提供する電

気通信サービス（別に定めるものに限ります。）の契約者回線等への通信に係

るもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡプラン３９ 16円 (17.28円) 11円 (11.88円)ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン４９ 15円 ( 16.2円) 10.5円 (11.34円)

ＦＯＭＡプラン６７ 14円 (15.12円) 9.5円 (10.26円)

ＦＯＭＡプラン１００ 12.5円 ( 13.5円) ９円 ( 9.72円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 11.5円 (12.42円) ８円 ( 8.64円)

リミットプラス 20円 ( 21.6円) 20円 ( 21.6円)

ｂ　旧プランＦＯＭＡの契約者回線等への通信に係る料金については、改正後の

規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて適用します。

Ｂ　協定事業者が提供するＰＨＳサービスの契約者回線等への通信に係るもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 22円 (23.76円) 15.5円 ( 16.74円)

ＦＯＭＡプラン４９ 20.5円 (22.14円) 14.5円 ( 15.66円)

ＦＯＭＡプラン６７ 19円 (20.52円) 13円 ( 14.04円)

ＦＯＭＡプラン１００ 17.5円 ( 18.9円) 12円 ( 12.96円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 15.5円 (16.74円) 11円 ( 11.88円)

リミットプラス 20円 ( 21.6円) 20円 (  21.6円)
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Ｃ　協定事業者が提供するＦＯＭＡサービス又は携帯電話サービスの契約者回線等

への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ①のＡのｂのⅠに規定する料金額と同額

Ｄ　ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サ

ービスに係るものに限ります。）への通信に係るもの

　その相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表

により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその

他社相互接続通信の料金額を控除した額

料　　　　金　　　　額

同一地区内通信及び隣接県通

信

その他の通信

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

料　金　種　別

標準タイム お得タイム 標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン

３９

19.5円

(21.06円)

13.5円

(14.58円)

21.5円

(23.22円)

14.5円

(15.66円)

ＦＯＭＡプラン

４９

18円

(19.44円)

12.5円

(13.5円)

19.5円

(21.06円)

14円

(15.12円)

ＦＯＭＡプラン

６７

16.5円

(17.82円)

11.5円

(12.42)

18.5円

(19.98円)

12.5円

(13.5円)

ＦＯＭＡプラン

１００

15円

(16.2円)

11円

(11.88円)

16.5円

(17.82円)

11.5円

(12.42円)

ＦＯＭＡプラン

１５０

14円

(15.12円)

9.5円

(10.26円)

15円

(16.2円)

11円

(11.88円)

リミットプラス 20円

(21.6円)

20円

(21.6円)

20円

(21.6円)

20円

(21.6円)
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(イ)　64kb/sデジタル通信モードに係るもの

①　②以外のもの

　　Ａ　Ｂ以外のもの

　　　ａ　同一地区内通信又は隣接県通信に係るもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

デジタル

通信料 ＦＯＭＡプラン３９ 30.5円 (32.94円) 21.5円 (23.22円)

ＦＯＭＡプラン４９ 28円 (30.24円) 19.5円 (21.06円)

ＦＯＭＡプラン６７ 26円 (28.08円) 18円 (19.44円)

ＦＯＭＡプラン１００ 24円 (25.92円) 16.5円 (17.82円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 21.5円 (23.22円) 15円 (16.2円)

リミットプラス 36円 (38.88円) 36円 (38.88円)

　　　ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 33.5円 (36.18円) 23.5円 (25.38円)

ＦＯＭＡプラン４９ 31円 (33.48円) 21.5円 (23.22円)

ＦＯＭＡプラン６７ 28.5円 (30.78円) 20円 ( 21.6円)

ＦＯＭＡプラン１００ 26.5円 (28.62円) 18.5円 (19.98円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 24円 (25.92円) 16.5円 (17.82円)

リミットプラス 36円 (38.88円) 36円 (38.88円)
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②　相互接続通信に係るもの

Ａ　ＢからＤ以外のもの

ａ　ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの

料　　　　金　　　　額

同一地区内通信及び隣接県通

信

その他の通信

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

料　金　種　別

標準タイム お得タイム 標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡプラン

３９

27.5円

(29.7円)

19.5円

(21.06円)

30円

(32.4円)

21円

(22.68円)

ＦＯＭＡ

デジタル

通信料

ＦＯＭＡプラン

４９

25.5円

(27.54円)

18円

(19.44円)

28円

(30.24円)

19.5円

(21.06円)

ＦＯＭＡプラン

６７

23.5円

(25.38円)

16.5円

(17.82円)

26円

(28.08円)

18円

(19.44円)

ＦＯＭＡプラン

１００

21.5円

(23.22円)

15円

(16.2円)

23.5円

(25.38円)

16.5円

(17.82円)

ＦＯＭＡプラン

１５０

19.5円

(21.06円)

14円

(15.12円)

21.5円

(23.22円)

15円

(16.2円)

リミットプラス 36円

(38.88円)

36円

(38.88円)

36円

(38.88円)

36円

(38.88円)

ｂ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に係る料金については、改正後の

規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて適用します。
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Ｂ　協定事業者が提供するＰＨＳサービスの契約者回線等への通信に係るもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

デジタル

通信料 ＦＯＭＡプラン３９ 39.5円 (42.66円) 27.5円 (29.7円)

ＦＯＭＡプラン４９ 36.5円 (39.42円) 25.5円 (27.54円)

ＦＯＭＡプラン６７ 34円 (36.72円) 23.5円 (25.38円)

ＦＯＭＡプラン１００ 31円 (33.48円) 22円 (23.76円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 28円 (30.24円) 20円 (21.6円)

リミットプラス 36円 (38.88円) 36円 (38.88円)

Ｃ　協定事業者が提供するＦＯＭＡサービス又は携帯電話サービスの契約者回線等

への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデジタ

ル通信料

ＦＯＭＡからの通信 ａのⅠに規定する料金額と同額
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Ｄ　ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サ

ービスに係るものに限ります。）への通信に係るもの

　その相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表

により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその

他社相互接続通信の料金額を控除した額

料　　　　金　　　　額

同一地区内通信及び隣接県通

信

その他の通信

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

料　金　種　別

標準タイム お得タイム 標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信

ＦＯＭＡプラン

３９

31.5円

(34.02円)

22円

(23.76円)

34.5円

(37.26円)

24円

(25.92円)

ＦＯ

ＭＡ

デジ

タル

通信

料 ＦＯＭＡプラン

４９

29円

(31.32円)

20.5円

(22.14円)

32円

(34.56円)

22.5円

(24.3円)

ＦＯＭＡプラン

６７

27円

(29.16円)

19円

(20.52円)

29.5円

(31.86円)

20.5円

(22.14円)

ＦＯＭＡプラン

１００

24.5円

(26.46円)

17円

(18.36円)

27円

(29.16円)

19円

(20.52円)

ＦＯＭＡプラン

１５０

22.5円

(24.3円)

15.5円

(16.74円)

24.5円

(26.46円)

17円

(18.36円)

リミットプラス 36円

(38.88円)

36円

(38.88円)

36円

(38.88円)

36円

(38.88円)

(ウ)　パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額につ

いては、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用

します。

　ただし、パケット定額については、選択することができません。

イ　アの規定にかかわらず、ビジネスプランのＦＯＭＡに係る通信料は、改正後の規定に

おけるタイプビジネスのＦＯＭＡに係る通信とみなした場合に適用される料金額を適用

します。
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ウ　ア及びイに規定する通信料の適用については、次の(ア)から(エ)の規定によるほか、

なお従前のとおりとします。

(ア)　旧プランＦＯＭＡに係る控除可能額は、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

基本使用料の料金種別 控　除　可　能　額

ＦＯＭＡプラン３９ 750円

ＦＯＭＡプラン４９ 2,050円

ＦＯＭＡプラン６７ 4,050円

ＦＯＭＡプラン１００ 7,350円

ＦＯＭＡプラン１５０ 11,650円

ビジネスプラン 5,200円

リミットプラス 2,200円

(イ)　通信料の月間累計額に応じた通信料の月極割引（ボリュームディスカウント）の

適用は、次に定めるところによります。

１契約ごとに

区　　　　　　分 割　　　引　　　額

5,000円以上10,000円

未満のとき

ＦＯＭＡに係る通信に関する料金の月間累計額に

0.05を乗じて得た額

10,000円以上50,000円

未満のとき

ＦＯＭＡに係る通信に関する料金の月間累計額に

0.10を乗じて得た額

その料金月

のＦＯＭＡ

に係る通信

に関する料

金の月間累

額
50,000円以上100,000

円未満のとき

ＦＯＭＡに係る通信に関する料金の月間累計額に

0.15を乗じて得た額

100,000円以上のとき ＦＯＭＡに係る通信に関する料金の月間累計額に

0.20を乗じて得た額

(ウ)　料金表第１表第３（通信料）の(9)に規定する控除可能額及び繰越額の適用、特定

電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、複数回線複合

割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月

額割引（ゆうゆうコール）の適用、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに

係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、回線群を

単位とする通信料の月極割引の適用、定期包括割引の適用を受けているＦＯＭＡに係

る通信料の月極割引の適用、付加機能の利用に係る定額通信料の適用については、改

正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適用につい

ては、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定を適用しません
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(エ)　当社は、専用回線等接続サービスに係る接続点への通信（当該契約約款に規定す

る第８種接続装置又は第９種接続装置を介して行われた通信に限ります。）に関する料

金の適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提

供する電気通信回線への通信に係る料金とみなして適用します。

(オ)  当社は、契約者から、料金表第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額デー

タプランスタンダードへの基本使用料の料金種別の変更又は料金表第１表第３の(7)

の２に規定するパケット定額の選択（以下この附則において「パケット定額の選択等」

といいます。）と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの

初の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料

金月及びその前料金月（以下この附則において「当該料金月」といいます。）における

パケット通信モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社

が定める方法により、パケット定額の選択等があったものとみなして料金を算定し、

当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額

と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。

(カ)　身体障がい者等割引の適用を受けている場合は、そのＦＯＭＡの契約者回線から

の64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する料金（当社が別に定める通信を除き

ます。）について、アの(ア)に規定する額を適用します。

(3) 定期契約に係る解約金

ア　定期契約に係る解約金は、その契約に係る経過期間に基づき、次表に規定する額を適

用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１契約ごとに

区　　　　　分 解約金の額

経過期間 次の税抜額（かっこ内は税込額）

12か月未満 4,600円 (4,968円)

契約の解除があった

ＦＯＭＡ

12か月以上60か月未満 1,600円 (1,728円)

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

　ただし、定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及

び定期契約の解除と同時に新たに共用ＦＯＭＡ又はデータ専用プランに係る第１種一般

契約を締結した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定にお

ける総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(4) ｉモード機能に係る付加機能使用料は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭ

Ａのｉモード機能に係る付加機能使用料と同額とします。

(5) 旧プランＦＯＭＡに係る通信の条件及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件

は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(6) (4)の規定によるほか、旧プランＦＯＭＡに係る付加機能、通信の付加サービス及び情報

提供サービスの提供条件については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの

場合に準ずるものとします。

（注）第３項及び第５項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は

一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結した

とき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。

(7) ｉモード通信履歴の閲覧については、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準ずるも

のとします。

(8) 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備
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の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の

接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に係る提

供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

　ただし、ホームＵについてはこの限りでありません。

(9) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件

は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている旧プランＦＯ

ＭＡ等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われた

ことを当社が確認したときは、その旧プランＦＯＭＡに係る料金等から20円を減額しま

す。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の料金の額から減

額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発

行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(10) 契約者は、請求書等の発行に関する料金、支払証明書等の発行手数料及びユニバーサル

サービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(11) 旧プランＦＯＭＡに係る電話番号保管、名義変更、定期契約の満了に伴う契約の更新、

有料情報サービス等の利用及び協定事業者が提供する電報サービスの利用等に関する提供

条件は、改正後のＦＯＭＡの場合に準じて取り扱います。

(12) 身体障がい者等割引の適用を受けている場合の番号案内料等の適用については、改正後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じます。

(13) 経企第204 号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン２２、経企第294

号（平成21年６月24日）に規定する定額データプランHIGH-SPEED及び経企第1200号（平成

22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の

変更は行うことができません。

(14) 当社は、旧プランＦＯＭＡに係る定期契約の満了について、当該旧プランＦＯＭＡに係

る定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該旧プランＦＯ

ＭＡに係る定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

(15) (1)から(14)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（旧プランＦＯＭＡに係るＦＯＭＡドコモコールの通信料に関する経過措置）

４　削　除

　（旧プランＦＯＭＡに係る契約申込の承諾に関する経過措置）

５　削　除

　（その他）

６　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第２号中「通信料については、ＦＯＭＡプ

ラン３９」を「通信料については、経企第848号（平成17年10月25日）の附則に定めるＦＯＭ

Ａプラン３９」に、「料金表第１表第３（通信料）の２（料金額）の」を「その」に改め、同

項第５号を第７号とし、第４号の次に次の二号を加えます。

(5) 経企第848号（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡに係る基本使用料の料金

種別との間の変更は行うことができません。

(6) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る付加機能の提供条件については、改正後の規定におけ

るデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　　　附　則（平成17年11月４日経企第879号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年11月11日から実施します。

　（ＰＴＴ通信料に関する特例）

２　この改正規定実施の日から平成17年12月31日までの間にセッションが終了したＰＴＴ通信

モードによる通信の料金については、改正後の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
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　（その他）

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第７号中「(1)から(6)」を「(1)から(7)」

に改め、同項第５号を第６号、第６号を第７号、第７号を第８号とし、第４号の次に次の一

号を加えます。

(5) ＰＴＴ通信モードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合

に準じるものとします。

４　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第５号を同項第６号、第６号を第７号、第

７号を第８号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

(5) ＰＴＴ通信モードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合

に準じるものとします。

　　　附　則（平成17年11月24日経企第961号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年12月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、電気通信事業者への情報の通知に関する部分については、平成

18年３月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ファミリーワイドの提供に関する経過措置）

３　この改正規定中、平成18年３月31日までに満15歳に満たない者又は満15歳に満たない者の

ためにファミリーワイドを選択することに同意を得ている者としてファミリーワイドを選択

した定期契約者であって、その定期契約者が平成18年４月１日において満15歳に満たない者

に該当しなくなる場合は、当社が定める日において、そのファミリーワイドに係るＦＯＭＡ

の基本使用料の料金種別をタイプＳＳへ変更します。

　ただし、その前に契約者が他の料金種別へ変更した場合はこの限りでありません。

　（moperaU機能に係る付加機能使用料に関する特例）

４　この改正規定実施の日から平成18年３月31日までの間において、別表２（付加機能）に規

定するmoperaU機能のスタンダードプランに係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付

加機能使用料については、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）の規定にか

かわらず、その請求のあった日を含む暦月、その翌暦月及び翌々暦月に係る付加機能使用料

（moperaU機能のスタンダードプランに係る基本額に限ります。）の支払いを要しません。

　ただし、この改正規定実施前にmoperaU機能のスタンダードプランの利用に関する請求を行

っている場合、ｍｏｖａサービスに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサービスに係る

契約を締結した者がmoperaU機能のスタンダードプランの利用に関する請求を行っている場

合又はその暦月の翌暦月の７日までの間に契約の解除若しくはこの機能の廃止があった場合

（その暦月以降の料金に限ります。）は、この特例が適用されない場合があります。

　（無線ＩＰアクセス定額料に係る特例）

５　前項の適用を受けているＦＯＭＡ契約者が無線ＩＰアクセスサービスを利用しているとき

は、料金表第５表（無線ＩＰアクセス定額料）の規定にかかわらず、前項の適用を受けてい

る期間に限りそのＦＯＭＡに係る無線ＩＰアクセス定額料の支払いを要しません。

　（その他）

６　経企第324号（平成17年６月20日）及び経企第848号（平成17年10月25日）の附則中、「身体

障害者等割引」を「身体障がい者等割引」に改めます。

　　　附　則（平成17年11月30日経企第994号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年12月９日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（インターネットメール機能に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、経企第204号（平成17年５月24日）の附則第３項及び第４項の

規定により当社が提供している次の表の左欄に規定するインターネットメール機能は、この

改正規定実施の日において、改正後の規定により提供する同表の右欄の規定に移行したもの

とみなします。

インターネットメール機能

メール着信通知機能

ウイルスチェック機能

moperaU機能

スタンダードプラン

メール着信通知機能

メールウイルスチェック機能

４　前項の場合において、契約者がライトプランに係るmoperaU機能を利用しているときは、当

社は、この改正規定実施の日において、その機能に係る廃止の請求があったものとみなして

取り扱います。

　（その他）

５　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第３項２号を次のように改めます。

　(2) 削　除

　　　附　則（平成17年12月５日経企第1012号）

　この改正規定は、当社が別に定める日から実施します。

　　　附　則（平成17年12月15日経企第1038号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年12月21日から実施します。

　（その他）

２　通信モジュール以外の移動無線装置であっても、当社が定める日までの間に限り、ＦＯＭ

Ａユビキタスの契約者回線に接続できるものとし、接続した場合にはその日までに取り外し

ていただきます。

３　経企第1012号（平成17年12月５日）の附則中、「平成17年12月22日」を「当社が別に定める

日」に改めます。

　　　附　則（平成17年12月22日経企第1074号）

　この改正規定は、平成18年１月１日から実施します。

　　　附　則（平成18年１月24日経企第1167号）

　この改正規定は、平成18年２月１日から実施します。

　　　附　則（平成18年２月９日経企第1209号）

　この改正規定は、平成18年２月20日から実施します。

　　　附　則（平成18年２月22日経企第1255号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年３月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ファミリーワイドリミットの提供に関する経過措置）

３　この改正規定中、平成18年３月31日までに満15歳に満たない者又は満15歳に満たない者の

ためにファミリーワイドリミットを選択することに同意を得ている者としてファミリーワイ

ドリミットを選択した定期契約者であって、その定期契約者が平成18年４月１日において満

15歳に満たない者に該当しなくなる場合は、当社が定める日において、そのファミリーワイ

ドリミットに係るＦＯＭＡの基本使用料の料金種別をタイプリミットへ変更します。

　ただし、その前に契約者が他の料金種別へ変更した場合はこの限りでありません。

　（通信料の特例）

４　国際アウトローミングを提供するウィンドの64kb/sデジタル通信モードによる通信に関
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する国際アウトローミング利用料は、当社が定める期間に限り、料金表の規定にかかわらず、

通話モードによる通信に関する国際アウトローミング利用料の額と同額とします。

　（その他）

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)　パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額について

は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、パケ・ホーダイの適用については、基本使用料の料金種別がＦＯＭＡプラン６

７、ＦＯＭＡプラン１００、ＦＯＭＡプラン１５０及びビジネスプランのＦＯＭＡに係る

契約者に限り選択することができるものとします。

　　　附　則（平成18年３月27日経企第1361号）

　この改正規定は、平成18年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成18年４月13日経企第49号）

　この改正規定は、平成18年４月20日から実施します。

　　　附　則（平成18年４月21日経企第90号）

　この改正規定は、平成18年４月28日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係るフィリピンに関する部分については、

平成18年４月23日、その他の外国の電気通信事業者の部分については、平成18年５月１日から

実施します。

　　　附　則（平成18年５月19日経企第213号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、キフ　スター　ジーエスエム　ジェイエスシー及びイーエム

ティーに関する部分については、平成18年５月26日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第８号を第９号とし、第７号の次に次の

一号を加えます。

(8) 改正後の約款第13章（雑則）の規定は、ＦＯＭＡデータプラン２２に係るＦＯＭＡにお

いて準用します。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項第２号のアの(ア)の②のＡのａのⅡ中、「又はソフトバンクＢＢ株式会社が提供

する」を「、ソフトバンクＢＢ株式会社又はZIP Telecom株式会社が提供する」に改めます。

(2) 第３項第８号中「(1)から(7)」を「(1)から(8)」に改め、同号を第９号とし、第７号の

次に次の一号を加えます。

(8) 改正後の約款第13章（雑則）規定は、旧プランＦＯＭＡにおいて準用します。

　　　附　則（平成18年５月22日経企第223号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年５月30日から実施します。

　（おまかせロックに係る手続きに関する料金の特例）

２　料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規定する料金のうち、おまかせロックに係る

ものについては、この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、支払いを要しま

せん。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第７号中「ＦＯＭＡデータプラン２２に係

る付加機能の提供条件」を「ＦＯＭＡデータプラン２２に係る付加機能及び通信の付加サー

ビスの提供条件」に改めます。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第６号中「旧プランＦＯＭＡに係る付加機
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能の提供条件」を「旧プランＦＯＭＡに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件」

に改めます。

　　　附　則（平成18年６月22日経企第347号）

　この改正規定は、平成18年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成18年７月25日経企第483号）

　この改正規定は、平成18年８月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ダンスク　モビル　テレフォン　アンド　ソノフォン、テレツー

エージー　リヒテンシュタイン及びボーダコム　タンザニアに関する部分については、平成18

年７月26日から実施します。

　　　附　則（平成18年８月24日経企第598号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年９月１日から実施します。

　ただし、ハイスピードモードに関する部分及びｉモード機能に関する部分は、平成18年８

月31日から実施します。

　（番号えらべるサービスに係る手続きに関する料金の特例）

２　料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規定する料金のうち、第91条の３（番号えら

べるサービスの利用）の規定により支払いを要するものについては、この改正規定実施の日

から平成19年３月31日までの間、支払いを要しません。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第５号を次のように改めます。

(5) ＰＴＴ通信モード及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規

定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第５号を次のように改めます。

(5) ＰＴＴ通信モード及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規

定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

　　　附　則（平成18年９月12日経企第672号）

　この改正規定は、平成18年９月20日から実施します。

　　　附　則（平成18年９月25日経企第727号）

　この改正規定は、平成18年10月２日から実施します。

　ただし、この改正規定中、インドに関する部分については、平成18年10月２日から実施しま

す。

　　　附　則（平成18年９月29日経企第749号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成18年10月２日から実施します。

　　　附　則（平成18年10月18日経企第805号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年10月24日から実施します。

　（ケータイお探しサービスに関する特例）

２　この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間においては、当社が別に定める回

数に限り、ケータイお探しサービスを利用できるものとし、料金表第１表第５（手続きに関

する料金）に規定するケータイお探しサービスの手続きに関する料金については、支払いを

要しません。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則を次のように改めます。

(1) 第４項を次のように改めます。

　この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりインターネットメール機能の提供を受

けている契約者は、メール着信機能及びウイルスチェック機能の提供に係る請求を行うこ

とができます。この場合の料金その他の提供条件は、次表の規定によるほか、なお従前の

とおりとします。
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　ただし、特定事業者との間において、携帯電話番号ポータビリティがあったときの、メ

ール着信通知機能に係る債権に関する取り扱いについては、改正後の規定におけるmoperaU

機能の場合に準じるものとします。

料　　金　　額  （月額)

区　　　分 単　　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

メール着信通知機能 加算額（１通知ごとに） ５円( 5.25円)

ウイルスチェック機能 加算額（１契約ごとに） 200円(  210円)

(2) 第５項第８号を次のように改めます。

(8) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件及び

約款第13章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じる

ものとします。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第８号を次のように改めます。

(8) 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件及び約款第13

章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとし

ます。

　　　附　則（平成18年10月25日経企第840号）

　この改正規定は、平成18年11月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ｉＣお引っこしサービスに関する部分については、当社が別に定

める日から実施します。

　　　附　則（平成18年11月１日経企第870号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年11月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のウ中、「(ア)から(ウ)」を「(ア)

から(エ)」に改め、(ウ)の次に次の(エ)を加えます。

(エ)　当社が提供する専用回線等接続サービスに係る接続点への通信（当該契約約款に定

める第８種接続装置を介して行われた通信に限ります。）に関する料金の適用については、

アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信回線への

通信に係る料金とみなして適用します。

　　　附　則（平成18年11月22日経企第952号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年12月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、留守番電話及び不在案内機能に関する部分については、平成18

年11月30日から実施します。

　（ＰＴＴ通信モードによる通信の料金に関する特例）

２　この改正規定実施の日から平成18年12月31日までの間にセッションが終了したＰＴＴ通信

モードによる通信の料金（当該料金月のＰＴＴ通信モードに係る定額通信料を含みます｡)に

ついては、その支払いを要しません。

　　　附　則（平成18年12月25日経企第1094号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年１月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項中第９号を第10号とし、第８号の次に次の

一号を加えます。
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(9) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提

供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第９号中｢(1)から(8)｣を｢(1)から(9)｣に

改め、同号を第10号とし、第８号の次に次の一号を加えます。

(9) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提

供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

　（その他）

４　経企第598号（平成18年８月24日）の附則第２項中、「平成18年12月31日」を「平成19年３

月31日」に改めます。

　　　附　則（平成19年１月19日経企第1189号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年１月26日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の日から平成19年４月30日までの間におけるブラウザ利用制限機能に係

る付加機能使用料の加算額については、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）

の規定にかかわらず、次表のとおりとします。

料金額（月額）

区　　　　　　分 単　　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

ブラウザ利用制限機

能

加算額（１管理グループ

ごとに）

グループ管理

機能（ビジネ

ス mopera あ

んしんマネー

ジャー）

追
加
機
能

登録可能数

50まで －

60まで 1,000円( 1,050円)

70まで 2,000円( 2,100円)

80まで 3,000円( 3,150円)

90まで 4,000円( 4,200円)

100まで 5,000円( 5,250円)

101以上 別に定める額

　　　附　則（平成19年２月７日経企第1249号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年２月14日から実施します。

　（国際ショートメッセージ通信の特例）

２　この改正規定実施の日から平成19年３月31日までの間に送信が完了した国際ショートメッ

セージ通信に係る料金については、料金表第１表第３（通信料）の２（料金額）２－４の規

定にかかわらず、次表に規定する額とします。
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送信１回ごとに

料　金　種　別 料　金　額

ＦＯＭＡ国際ショートメッセージ通信料 25円

（注）料金額については消費税相当額を加算しません。

　　　附　則（平成19年２月22日経企第1304号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年３月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)　パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額について

は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、パケット定額の適用については、次のとおりとします。

①パケ・ホーダイについては、基本使用料の料金種別がＦＯＭＡプラン６７、ＦＯＭＡプ

ラン１００、ＦＯＭＡプラン１５０及びビジネスプランのＦＯＭＡに係る契約者に限り

選択することができます。

②パケ・ホーダイフルについては、選択することができません。

　　　附　則（平成19年３月23日経企第1393号）

　(実施期日）

１　この改正規定は、平成19年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、発信者番号通知に関する部分については、平成19年３月30日、

旧パケット定額に関する部分については、当社が別に定める日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（パケット通信モードに係る定額通信料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成19年６月30日までの間におけるＢｉｚ・ホーダイに係る定

額通信料については、料金表第１表第３（通信料）の(7)の２の規定にかかわらず、次表に規

定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　分 定額通信料（月額）

Ｂｉｚ・ホーダイ 税抜額 2,850円 (税込額 2,992円)

　（その他）

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)の②を次のように改め

ます。

②パケ・ホーダイフル及びＢｉｚ・ホーダイについては、選択することができません。

　　　附　則（平成19年４月23日経企第91号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年４月27日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る部分については、平成19年５月１

日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　　　附　則（平成19年４月27日経企第120号）

　この改正規定は、平成19年５月７日から実施します。

　　　附　則（平成19年５月18日経企第178号）

　この改正規定は、平成19年５月25日から実施します。

　　　附　則（平成19年５月25日経企第197号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに契約を締結

した場合又は契約の解除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いに関する

部分については、当社が別に定める日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（呼び出し音選択機能の音楽等追加機能に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している呼出音選択機能（メロディ

コール）の音楽等追加機能に係る提供条件は次のとおりとします。

(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。

料金額（月額）

区　　　　　　分 単　　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

呼出音選択機能 追加機能（音楽等追

加機能）

加算額（１契約ごとに） 100円(  108円)

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

４　当社は、新たに呼出音選択機能（メロディコール）の音楽等追加機能に係る利用の請求が

あったときは、次の場合に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。

(1) 呼出音選択機能に係る音楽等追加機能の提供を受けているＦＯＭＡ契約若しくはｍｏｖ

ａ契約の解除と同時に当社とＦＯＭＡ契約を締結する申込みと同時に本機能を請求すると

き。

(2) 削　除

　（番号えらべるサービスに係る手続きに関する料金の特例）

５　料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規定する料金のうち、第91条の３（番号えら

べるサービスの利用）の規定により支払いを要するものについては、この改正規定実施の日

から平成19年９月30日までの間、支払いを要しません。

　（その他）

６　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項中第10号を第11号とし、第９号の次に次の

一号を加えます。

(10) 特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに契約を締結した場合又は契約の解

除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いについては、改正後の規定に

おけるデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

７　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のウの(エ)の次に次の(オ)を加えます。

(オ)　特定事業者と旧プランＦＯＭＡに係る契約を締結している者が、その契約の解除と

同時に新たに当社と旧プランＦＯＭＡに係る契約を締結した場合は、特定事業者から譲

り受けた債権額と合わせて、当社がＦＯＭＡサービスを継続して提供したものとみなし

て、(イ)の規定を適用した額を適用します。
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(2) 第10号中、「(1)から(9)」を「(1)から(10)」に改め、同号を第11号とし、第９号の次に

次の一号を加えます。

(10) 特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに契約を締結した場合又は契約の

解除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いについては、改正後の規

定におけるＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　　　附　則（平成19年６月22日経企第300号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（国際アウトローミング利用料の特例）

３　次表に規定する外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングにより、64kb/sデ

ジタル通信モードに係る通信を行ったときの国際アウトローミング利用料については、この

改正規定実施の日から平成19年９月30日までの間において、料金表第４表の２（料金額）の

規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

在圏する国

又は地域の

電気通信設

備への通信

日本の電気

通信設備へ

の通信

左２欄以外

の国又は地

域の電気通

信設備への

通信

国際アウト

ローミング

に係る電気

通信回線へ

着信した通

信

事　業　者　名

１分までごとに次の料金額

ピーティー　インドサット

（PT.INDOSAT Tbk）

224円 384円 384円 100円

スターハブ　モバイル

（StarHub Mobile Pte Ltd,)

80円 224円 224円 100円

ケーティー　フリーテル

（KT Freetel Co., Ltd.)

168円 328円 328円 －

ファー　イーストン　テレコミュニ

ケーションズ（Far Easton

Telecommunications Co., Ltd)

80円 224円 224円 100円

スマート　コミュニケーション

（SMART Communications, Inc.,)

80円 304円 304円 100円

ハチソン　スリージー　ホンコン

（Hutchison 3G HK Limited,)

80円 304円 304円 100円

（注）在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事

業者の定めるところによります。

４　前項に規定する外国の電気通信事業者、ハチソン　エッサー　モバイル　サービス、ハチ

ソン　エッサー  リミテッド、ハチソン　テレコム　イースト、ハチソン　エッサー　セル
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ラー、ファセル、ハチソン　テレフォン及びハチソン　テレフォン（マカオ）が提供する国

際アウトローミングにより、パケット通信モードに係る通信を行った場合であって、この改

正規定実施の日から平成19年９月30日までの間にセッションが終了したパケット通信モード

に係る国際アウトローミング利用料については、料金表第４表の２（料金額）の規定にかか

わらず、次表に規定する額を適用します。

１セッションごとに

料　　　　金　　　　額

50課金対象パケット以下の部分 50円

50課金対象パケットを超える部分 １課金対象パケットごとに0.16円

　　　附　則（平成19年７月25日経企第451号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年８月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第197号（平成19年５月25日）の附則第５項中、「平成19年７月31日」を「平成19年９

月30日」に改めます。

　　　附　則（平成19年８月６日経企第485号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年８月22日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（定期契約に係る解約金の適用に関する経過措置）

３　この改正規定実施の日から平成20年８月31日までの間に１年定期契約の解除があった場合

であって、その契約の解除のあった暦月が、その契約の満了日を含む暦月であるときは、１

年定期契約に係る解約金の支払いを要しません。

　　　附　則（平成19年８月24日経企第543号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年９月１日から実施します。

２　この改正規定中、定期契約に係る解約金の適用に関する部分は、前項の規定にかかわらず、

平成19年５月25日から実施します。

　（期間限定プランの提供に関する経過措置）

３　一般契約者は、第４号に該当するＦＯＭＡの料金種別に限り、この改正規定実施の日から

平成22年６月30日までの間、料金表に定める基本使用料の料金種別のほか、期間限定プラン

を選択することができるものとし、料金その他の提供条件は次のとおりとします。

(1) 基本使用料の適用については、次のア及びイの規定によるほか、総合利用プランの場合

に準ずるものとします。

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　　金　　額  （月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡ 期間限定プラン 1,500円(  1,575円)
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イ　期間限定プランに係る基本使用料については、料金表第１表第１に規定する基本使用

料の減額、複数回線複合割引、複数契約割引（ビジネス割引）、定期包括割引（ビジネス

セーバー）及び身体障がい者等割引（ハーティ割引）を適用しません。

(2) 通信料の適用については、次のア及びイの規定によります。

ア　指定割引回線群に属するＦＯＭＡ（期間限定プランに係るものに限ります。）に係る通

信に関する料金については、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに準じて取

り扱います。

　ただし、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定は適用しません。

イ　期間限定プランに係る通信料については、アの規定によるほか、その通信を経企第1200

号（平成22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイドに係るＦＯＭＡの契約者回線

からの通信とみなして、料金表の規定により算定した額を適用します。

(3) 期間限定プランの選択については、その申出を行ったＦＯＭＡ契約者に係るＦＯＭＡが

次のいずれかに該当する場合に限り選択できます。

ア　平成19年４月27日において、当社又は特定事業者が提供する１.５Ｇデジタルのｍｏｖ

ａサービスに係る契約を締結していた者が、継続してその契約を締結していると当社が

認める場合であって、その契約の解除と同時に新たに当社と締結したＦＯＭＡ契約に係

るものであるとき。

イ　平成17年４月１日において、当社又は特定事業者が提供するＰＨＳサービスに係る契

約を締結していた者が、継続してその契約を締結していると当社が認める場合であって、

その契約の解除と同時に新たに当社と締結したＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(4) 期間限定プランを選択したＦＯＭＡ契約者が、その基本使用料の料金種別を他の料金種

別に変更したときは、再度基本使用料の料金種別を期間限定プランへ変更することはでき

ません。

(5) 期間限定プランについては、平成20年９月１日以降は、新たに選択することができませ

ん。

(6) 当社は、期間限定プランを選択したＦＯＭＡ契約者が、平成22年６月30日までの間に他

の料金種別へ変更をしなかったときは、平成22年７月１日から、その期間限定プランに係

るＦＯＭＡの基本使用料の料金種別をバリュープラン以外のものに係るタイプＳＳへ変更

します。

(7) 定期契約の解除と同時に新たに期間限定プランに係る一般契約を締結した場合は、定期

契約に係る解約金について、その支払いを要しません。

(8) パケット通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プ

ランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、パケ・ホーダイシンプルについては、選択することができません。

(9) 経企第1200号（平成22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用

料の料金種別との間の変更は行うことができません。

(10) 期間限定プランの提供に係るその他の提供条件は、改正後の規定における総合利用プラ

ンの場合に準ずるものとします。

　（着もじの利用に係る通信の料金に関する特例）

４　この改正規定実施の日から平成19年10月31日までの間に送信が完了した着もじに係る通信

の料金（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(6)に規定する料金額に限ります。）に

ついては、その支払いを要しません。

　（その他）

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第３号のイを次のように改めます。

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

　ただし、定期契約の解除と同時に新たに当社又は特定事業者と2in1契約を締結した場合

の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に

準ずるものとします。
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　　　附　則（平成19年９月12日経企第594号）

　この改正規定は、平成19年９月21日から実施します。

　　　附　則（平成19年９月21日経企第623号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年10月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＦＯＭＡ位置情報受信機能に関する部分については平成19年10

月１日の当社が定める時刻から、呼出音選択機能に関する部分については平成19年10月９日

から実施します。

　（グループ管理機能に係る付加機能使用料の特例）

２　この改正規定実施の日から平成20年１月31日までの間におけるブラウザ利用制限機能及び

一斉同報機能に係る付加機能使用料の加算額については、料金表第１表第２（付加機能使用

料）の２（料金額）の規定にかかわらず、支払いを要しません。

　ただし、この改正規定実施前に、ブラウザ利用制限機能又は一斉同報機能を選択していた

契約者についてはこの限りでありません。

　（経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているＦＯＭＡ位置情報受

信機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているタイプ

１に係るＦＯＭＡ位置情報受信機能に移行したものとみなします。

　　　附　則（平成19年10月12日経企第684号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年10月22日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ケータイ払いに関する部分については平成19年10月21日から実

施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ケータイ払いの利用に係る代金に関する経過措置）

３　この改正規定実施前に利用したケータイ払いの代金に関する取扱いについては、なお従前

のとおりとします。

　（定額データプランHIGH-SPEEDの通信料に係る特例）

４　この改正規定実施の日から平成20年２月29日までの間における、定額データプランHIGH-

SPEEDのＦＯＭＡの定額対象通信に係る通信料については、料金表第１表第３ (通信料) の規

定にかかわらず、支払いを要しません。

　（無線ＩＰアクセス定額料に係る特例）

５　基本使用料の料金種別が定額データプランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡ契約者が、無線ＩＰアク

セスサービスを利用しているときは、料金表第５表（無線ＩＰアクセス定額料）の規定にか

かわらず、この改正規定実施の日から平成20年10月31日までの間、そのＦＯＭＡに係る無線

ＩＰアクセス定額料の支払いを要しません。

　　　附　則（平成19年10月25日経企第719号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年11月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している電話帳お預かり機能

は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているプランＡに係

る電話帳お預かり機能に移行したものとみなします。

　　　附　則（平成19年11月14日経企第800号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年11月26日から実施します。
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　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（総合利用プランに係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料

金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表

の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。

総合利用プラン

タイプＳＳ

タイプＳ

タイプＭ

タイプＬ

タイプＬＬ

タイプリミット

タイプビジネス

ファミリーワイド

ファミリーワイドリミット

総合利用プラン

バリュープラン以外のもの

タイプＳＳ

タイプＳ

タイプＭ

タイプＬ

タイプＬＬ

タイプリミット

タイプビジネス

ファミリーワイド

ファミリーワイドリミット

　（バリュープランに係る基本使用料の適用に関する特例）

４　この改正規定実施の日から平成19年11月30日までの間において、当社が定める端末設備の

購入の際にバリュープランを選択した場合のバリュープランに係る基本使用料については、

その選択があった日から平成20年２月29日までの間に限り、料金表第１表第１（基本使用料）

の２の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプＳＳ －

タイプＳ 1,000円 (  1,050円)

タイプＭ 3,000円 (  3,150円)

タイプＬ 6,000円 (  6,300円)

タイプＬＬ 11,000円 ( 11,550円)

タイプリミット 600円 (    630円)

タイプビジネス 6,200円 (  6,510円)

ファミリーワイド －

ファミリーワイドリミット －
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５　平成19年12月１日から平成20年５月31日までの間において、当社が定める端末設備の購入

の際に総合利用プランのバリュープランを選択した場合の総合利用プランのバリュープラン

に係る基本使用料については、その選択があった日からその選択があった日を含む暦月の

翌々暦月の間に限り、料金表第１表第１（基本使用料）の２の規定にかかわらず、前項に規

定する額を適用します。

６　第４項又は前項の規定が適用されるタイプＳＳ、ファミリーワイド及びファミリーワイド

リミットに係る基本使用料については、料金表第１表第１（基本使用料）の１の(6)及び(8)

の規定を適用しません。

７　総合利用プランのバリュープランに係る一般契約又は定期契約を締結している者がその契

約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契約を締結したときは、契約の解除があったその

ＦＯＭＡ契約を継続して締結しているものとみなして第４項若しくは第５項及び前項の規定

を適用します。

８　特定事業者が提供する総合利用プランのバリュープランに係るＦＯＭＡ契約を締結してい

る者が、その契約の解除と同時に新たに当社と総合利用プランのバリュープランに係るＦＯ

ＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があったそのＦＯＭＡ契約を継続して締結している

ものとみなして第４項若しくは第５項及び第６項の規定を適用します。

　（その他）

９　データ専用プランのバリュープランから総合利用プランのバリュープランへの料金種別の

変更があった場合は、そのデータ専用プランのバリュープランの選択があった日を総合利用

プランのバリュープランの選択があった日とみなして、第４項、第５項及び第６項の規定を

適用します。

10　経企第543号（平成19年８月24日）の附則第３項第６号中「タイプＳＳへ」を「バリュー

プラン以外のものに係るタイプＳＳへ」に改めます。

　　　附　則（平成19年11月22日経企第824号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成19年11月30日経企第861号）

　この改正規定は、平成19年12月10日から実施します。

　　　附　則（平成19年12月14日経企第912号）

　この改正規定は、平成19年12月21日から実施します。

　　　附　則（平成19年12月25日経企第939-1号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年１月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＰＨＳサービスに係る部分については、平成20年１月８日から

実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（データバックアップ機能に関する経過措置）

３　moperaU 機能の提供を受けている契約者は、改正後の規定にかかわらず、平成20年６月30

日までの間に限り、改正前の規定によりデータバックアップ機能を利用することができます。

　（その他）

４　経企第324号（平成17年６月20日）の附則第３項第２号を次のように改めます。

(2) ｍｏｖａサービス契約約款又はパケット通信サービス契約約款に規定するインターネッ

トメール機能の提供を受けている契約者が、そのインターネットメール機能に係る契約の

解除と同時にＦＯＭＡ契約を締結する場合には、この改正後の規定にかかわらず、改正前
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の規定によりインターネットメール機能に係る付加機能の提供を請求をすることができま

す。

　ただし、その請求がＦＯＭＡ契約の締結に係る請求と同時に行われないときは、この限

りでありません。

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号中「当社又は協定事業者が提供す

るＰＨＳサービス」を「協定事業者が提供するＰＨＳサービス」に改めます。

　　　附　則（平成19年12月25日経企第939-2号）

　この改正規定は、平成20年１月10日から実施します。

　　　附　則（平成20年１月25日経企第1034号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第684号（平成19年10月12日）の附則第４項中、「平成20年１月31日」を「平成20年２

月29日」に改めます。

　　　附　則（平成20年２月22日経企第1105号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年３月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、2in1及び2in1利用に関する部分については、平成20年３月３日

から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（定額データプランHIGH-SPEEDの通信料に係る特例）

３　この改正規定実施の日から平成20年８月31日までの間における、基本使用料の料金種別が

定額データプランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡの定額対象通信に係る通信料については、料金表第

１表第３（通信料）の１（適用）の(9)の２のコの規定にかかわらず、同欄ケの規定により算

定した額が 2,400円を超える場合は、2,400円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　（2in1に関する経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている2in1は、当社が定める日

までの間に限り提供するものとし、料金その他の提供条件は次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　　金　　額  （月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

2in1 タイプ2in1 900円 ( 972円)

イ　2in1共用ＦＯＭＡにおいて、別表２（付加機能）に規定する電話帳お預かり機能の提

供を同時に受けているときは、アに規定する2in1の基本使用料の額から 100円（月額）

を減額して適用します。この場合において、料金表通則第３項（料金の計算方法等）及

び第４項の規定により基本使用料を日割するときは、その減額を日割して適用します。

(2) 通信料

ア　2in1における通信料については、その通信をその2in1に係る2in1共用ＦＯＭＡの契約
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者回線からの通信とみなして、料金表第１表第３（通信料）の規定により算定した額を

適用します。

イ　2in1の通信に関する料金については、その料金をその2in1に係る2in1共用ＦＯＭＡの

通信に関する料金として取り扱うこととします。この場合において、総合利用プランに

おける通信料の適用、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る繰越額の適

用、特定電話番号への通信料の月極割引（ゆうゆうコール）の適用、複数回線複合割引

の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等か

らの通信料の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用及び定期包括割引の適

用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の月極割引の適用については、改正後の規定にお

ける第１種契約に係る総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(3) 2in1に提供する付加機能に係る付加機能使用料については、支払いを要しません。

(4) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提

供条件については、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(5) 2in1共用ＦＯＭＡにおいては、ビジネス通話・ホーダイを選択することができません。

(6) 2in1においては、音声メッセージ蓄積機能を利用することができません。

(7) (1)から(6)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第３号のイを次のように改めます。

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

　ただし、定期契約の解除と同時に新たに当社又は特定事業者と共用ＦＯＭＡに係る一般

契約を締結した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定におけ

るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　　　附　則（平成20年３月４日経企第1134号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年３月11日から実施します。

　ただし、この改正規定中、データ専用プランに係る部分については当社が別に定める日か

ら実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（データ専用プランに係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料

金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表

の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。

データ専用プラン

データプランＳＳ

データプランＳ

データプランＭ

データプランＬ

データプランＬＬ

定額データプラン64Ｋ

定額データプランHIGH-SPEED

データ専用プラン

バリュープラン以外のもの

データプランＳＳ

データプランＳ

データプランＭ

データプランＬ

データプランＬＬ

定額データプラン64Ｋ

定額データプランHIGH-SPEED

　（データ専用プランのバリュープランに係る基本使用料の適用に関する特例）

４　この改正規定実施の日から平成20年５月31日までの間において、当社が定める端末設備の

購入の際にデータ専用プランのバリュープランを選択した場合のデータ専用プランのバリュ

ープランに係る基本使用料については、その選択があった日からその選択があった日を含む
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暦月の翌々暦月の間に限り、料金表第１表第１（基本使用料）の２の規定にかかわらず、前

項に規定する額を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ データ専

用プラン

バリュー

プラン

データプランＳＳ －

データプランＳ 200円 (    216円)

データプランＭ 2,500円 (  2,700円)

データプランＬ 4,700円 (  5,076円)

データプランＬＬ 11,200円 ( 12,096円)

定額データプラン64Ｋ 1,300円 (  1,404円)

定額データプランHIGH-SPEED 1,300円 (  1,404円)

５　前項の規定が適用されるデータプランＳＳに係る基本使用料については、料金表第１表第

１（基本使用料）の１の(6)及び(8)の規定を適用しません。

６　特定事業者が提供するデータ専用プランのバリュープランに係るＦＯＭＡ契約を締結して

いる者が、その契約の解除と同時に新たに当社とデータ専用プランのバリュープランに係る

ＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があったそのＦＯＭＡ契約を継続して締結して

いるものとみなして第４項及び第５項の規定を適用します。

７　総合利用プランのバリュープランからデータ専用プランのバリュープランへの料金種別の

変更があった場合は、その総合利用プランのバリュープランの選択があった日をデータ専用

プランのバリュープランの選択があった日とみなして、第４項及び第５項の規定を適用しま

す。

　（その他）

８　経企第800号（平成19年11月14日）の附則を次のように改めます。

(1) 第５項、第７項及び第８項中「バリュープラン」を「総合利用プランのバリュープラン」

に改めます。

(2) 第９項を第10項とし、第８項の次に次の一項を加えます。

９　データ専用プランのバリュープランから総合利用プランのバリュープランへの料金種

別の変更があった場合は、そのデータ専用プランのバリュープランの選択があった日を

総合利用プランのバリュープランの選択があった日とみなして、第４項、第５項及び第

６項の規定を適用します。

　　　附　則（平成20年３月10日経企第1151号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年３月17日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（パケット通信モードに係る定額通信料に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成20年７月31日までの間にＢｉｚ・ホーダイの選択があった

ときは、当社が別に定める条件を満たしていることを当社が確認できた場合に限り、その選

択があった日を含む料金月から翌々料金月までの間、Ｂｉｚ・ホーダイに係る定額通信料の

うち税抜額 2,850円 (税込額 2,992.5円) の支払いを要しないものとし、確認ができた料金

月以降にその額を返還します。

（注）第３項に規定する当社が別に定める条件は、当該料金月においてそのＦＯＭＡ契約の解

除若しくはＦＯＭＡの利用休止がないこと又はそのＦＯＭＡにおいて既にこの取扱いを

受けていないこと等とします。

　　　附　則（平成20年３月21日経企第1199号）

　この改正規定は、平成20年３月28日から実施します。

　　　附　則（平成20年３月26日経企第1221号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ファミリー割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適用に関する経過措置）

３　ファミリー割引の適用を受けているＦＯＭＡサービスに係る１年定期契約を締結している

者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡに係る２年定期契約を締結した場合であって、

継続してファミリー割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その２年

定期契約を締結した日におけるそのＦＯＭＡの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者

回線等へ行った通信について、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定を適用します。

　（その他）

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のウの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)　特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、特定電話

番号への通信料の月額割引（ゆうゆうコール）の適用、複数回線複合割引の適用を受けて

いるＦＯＭＡに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、

回線群を単位とする通信料の月極割引の適用、定期包括割引の適用を受けているＦＯＭＡ

に係る通信料の月極割引の適用については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯ

ＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適用については、

料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定を適用しません。

５　経企第543号（平成19年８月24日）の附則第３項第２号のアを次のように改めます。

ア　指定割引回線群に属するＦＯＭＡ（期間限定プランに係るものに限ります。）に係る通信

に関する料金については、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに準じて取り扱

います。

　ただし、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定は適用しません。

　　　附　則（平成20年３月27日経企第1245号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年３月28日から実施します。

　（その他）

２　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号アを次のように改めます。

(1) (ア)の②のＣのａの「ＦＯＭＡサービス又はｍｏｖａサービス」をＦＯＭＡサービス、

ローミング又はｍｏｖａサービス」に改めます。

(2) (イ)の②のＣのａの「ＦＯＭＡサービス」を「ＦＯＭＡサービス又はローミング」に改

めます。

　　　附　則（平成20年４月４日経企第18号）

　この改正規定は、平成20年４月14日から実施します。
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　　　附　則（平成20年４月24日経企第120号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（共用ＦＯＭＡに係る基本使用料の適用に関する特例）

３　共用ＦＯＭＡに係る基本使用料については、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金

額）の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成20年10月31日までの間、次表に規

定する額を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ タイプＳＳ　2in1 932円 (  978.6円)総合利用

プラン

共用ＦＯ

ＭＡに係

るもの タイプＳ　2in1 1,500円 (  1,575円)

タイプＭ　2in1 2,500円 (  2,625円)

タイプＬ　2in1 4,000円 (  4,200円)

タイプＬＬ　2in1 6,500円 (  6,825円)

タイプビジネス　2in1 4,100円 (  4,305円)

ファミリーワイド　2in1 700円 (    735円)

タイプ2in1 400円 (    420円)

　　　附　則（平成20年５月23日経企第223号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年６月１日から実施します。

　ただし、ワンナンバー機能及び第８種接続装置に係る専用回線等接続サービスに関する部

分については、平成20年６月２日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（オフィス割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適用に関する経過措置）

３　オフィス割引の適用を受けているＦＯＭＡサービスに係る１年定期契約を締結している者

が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡに係る２年定期契約を締結した場合であって、

継続してオフィス割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その２年定

期契約を締結した日におけるそのＦＯＭＡの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回

線等へ行った通信について、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定を適用します。

　（ＰＴＴ通信モードによる通信の料金に関する特例）

４　この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間にセッションが終了したＰＴＴ通
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信モードによる通信の料金（当該料金月のＰＴＴ通信モードに係る定額通信料を除きます。）

については、料金表第１表第３（通信料）の２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定

する額を適用します。

１の通信ごとに

料　　金　　額

料　 金 　種 　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＰＴＴ通信料 １円(１.05円)

　（ＰＴＴ通信モードに係る定額通信料の適用に関する特例）

５　この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間におけるカケ・ホーダイに係る定額

通信料については、料金表第１表第３（通信料）の(8)の３の規定にかかわらず、次表に規定

する額を適用します。

１契約ごとに

定 額 通 信 料  （月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

カケ・ホーダイ 300円(315円)

　（付加機能の利用等に係る通信の料金の適用に関する特例）

６　料金表第１表第３（通信料）の(21)のウの(イ)に規定する通信料は、改正後の規定にかか

わらず、この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、次表に規定する額を適用

します。

区　　　　　　　分 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡへの通信料 20秒までごとに税込額10円

７　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第１号を次のように改めます。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　　金　　額  （月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡ ＦＯＭＡデータプラン２２ 2,200円(  2,310円)

イ　定期包括割引（ビジネスセーバー）の適用及び身体障がい者等割引（ハーティ割引）

の適用については、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準

じます。

８　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のウの(オ)の次に次の(カ)を加えます。

(カ)　身体障がい者等割引の適用を受けている場合は、そのＦＯＭＡの契約者回線からの
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64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する料金（当社が別に定める通信を除きま

す。）について、アの(ア)に規定する額を適用します。

(2) 第11号中、「(1)から(10)」を「(1)から(11)」に改め、同号を第12号とし、第10号の次

に次の一号を加えます。

(11)身体障がい者等割引の適用を受けている場合の番号案内料等の適用については、改正

後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じます。

９　経企第1105号（平成20年２月22日）の附則第４項第５号中、「(1)から(4)」を「(1)から(5)」

に改め、同号を第６号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

(5) 2in1共用ＦＯＭＡにおいては、ビジネス通話・ホーダイを選択することができません。

　　　附　則（平成20年５月29日経企第246号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年６月６日から実施します。

　（遠隔接続機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例）

２　この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間において、別表２に規定する遠隔接

続機能の提供を開始した場合の付加機能使用料については、ＦＯＭＡ契約締結後、そのＦＯ

ＭＡにおいて 初にその機能の提供を開始したときに限り、その提供を開始した日から起算

して14日を経過した日をその提供開始日とみなして、料金表第１表第２（付加機能使用料）

に規定する額を適用します。

　　　附　則（平成20年６月12日経企第108号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年６月19日から実施します。

　（その他）

２　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号ウの(エ)を次のように改めます。

(エ)　当社又は特定事業者が提供するホームＵ回線又は専用回線等接続サービスに係る接

続点への通信（当該契約約款に定める第８種接続装置を介して行われた通信に限りま

す。）に関する料金の適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通

信事業者が提供する電気通信回線への通信に係る料金とみなして適用します。

(2) 第８号を次のように改めます。

(8) 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件及び約款第13

章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとし

ます。

　ただし、ホームＵについてはこの限りでありません。

　　　附　則（平成20年６月25日経企第368号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年７月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、特定事業者（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ九州をいいます。以下この附則において同じとします。）が定めるＦＯＭＡサービス契

約約款（以下この附則において「廃止約款」といいます。）の規定により生じたＦＯＭＡサー

ビスに係る料金その他の債権については、この改正規定実施の日において、当社が特定事業

者から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて

取り扱います。

３　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（契約に関する経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により締結していたＦＯＭＡサービスに係る

契約は、この改正規定実施の日において、それぞれこの約款の規定により締結したこれに相

当する契約に移行したものとみなします。

　（基本使用料の減額適用に関する経過措置）

５　前項の規定により移行したＦＯＭＡサービスの契約に係る経過期間（料金表第１表第１（基

本使用料）に規定する基本使用料の減額適用に係る経過期間をいいます。）については、廃止

約款の規定により締結していたＦＯＭＡサービスの起算月から通算するものとします。

　（この改正規定実施前に行った手続き等の効力等）

６　この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に

規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基

づいて行ったものとみなします。

７　この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供しているＦＯＭＡサービスは、こ

の附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の

規定に基づいて提供しているものとみなします。

　（国際アウトローミング利用料の特例）

８　この改正規定実施の日から平成20年８月31日までの間にセッションが終了したパケット通

信モードに係る国際アウトローミング利用料の合計額のうち100円（その合計額が100円に満

たない場合はその額とします｡)については、支払いを要しないものとし、その通信があった

料金月の翌料金月以降にその額を返還します。

　（その他）

９　経企第204号（平成17年５月24日）の附則を次のように改めます。

(1) 第４項を次のように改めます。

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりインターネットメール機能の提供を

受けている契約者は、メール着信機能及びウイルスチェック機能の提供に係る請求を行

うことができます。この場合の料金その他の提供条件は、次表の規定によるほか、なお

従前のとおりとします。

料　　金　　額  （月額)

区　　　分 単　　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

メール着信通知機能 加算額（１通知ごとに） ５円( 5.25円)

ウイルスチェック機能 加算額（１契約ごとに） 200円(  210円)

(2) 第５項第10号を次のように改めます。

(10) 削　除

９　経企第848号（平成17年10月25日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項第２号を次のように改めます。

①　アの(ア)の①のＡを次のように改めます。

Ａ　Ｂ以外のもの

ａ　発信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域（以下この附則に

おいて「発信側在圏地区」といいます。）が、着信側の契約者回線に接続された移動

無線装置の在圏する地域と同一の営業区域に係る地区内となる通信（以下この附則

において「同一地区内通信」といいます。）又は着信側の契約者回線に接続された移

動無線装置の在圏する都道府県に隣接する地区（発信者側在圏地区が東北地区又は

中国地区の場合は隣接する県とします。）となる通信（以下この附則において「隣接

県通信」といいます。）に係るもの
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料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 17円 ( 17.85円) 12円 ( 12.6円)

ＦＯＭＡプラン４９ 15.5円 (16.275円) 11円 (11.55円)

ＦＯＭＡプラン６７ 14.5円 (15.225円) 10円 ( 10.5円)

ＦＯＭＡプラン１００ 13.5円 (14.175円) 9.5円 (9.975円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 12円 (  12.6円) 8.5円 (8.925円)

リミットプラス 20円 (    21円) 20円 (   21円)

備考

　当社は、発信側在圏地区に応じて、次表に規定する都道府県を隣接県とします

区　　分 発信側在圏地区 隣接県

北海道地区 北海道 青森県

東北地区 青森県 北海道

秋田県 ―

岩手県 ―

山形県 新潟県

宮城県 ―

福島県 茨城県、栃木県、群馬県、新

潟県

関東甲信越地区 東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、群馬県、栃木県、茨

城県、山梨県、新潟県、長野

県

山形県、福島県、静岡県、愛

知県、岐阜県、富山県

東海地区 愛知県、静岡県、岐阜県、三

重県

神奈川県、山梨県、長野県、

富山県、石川県、福井県、京

都府、滋賀県、奈良県、和歌

山県
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北陸地区 富山県、石川県、福井県 新潟県、長野県、岐阜県、京

都府、滋賀県

関西地区 大阪府、兵庫県、京都府、奈

良県、滋賀県、和歌山県

岐阜県、福井県、三重県、岡

山県、鳥取県、徳島県、香川

県

中国地区 広島県 愛媛県、香川県

岡山県 兵庫県、愛媛県、徳島県、香

川県

山口県 愛媛県、福岡県、大分県

島根県 ―

鳥取県 兵庫県 ―

四国地区 香川県、愛媛県、高知県、徳

島県

大阪府、兵庫県、和歌山県、

広島県、岡山県、山口県、大

分県、宮崎県

九州地区 福岡県、佐賀県、長崎県、熊

本県、大分県、宮崎県、鹿児

島県、沖縄県

山口県、愛媛県

ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 18.5円 (19.425円) 13円(13.65円)

ＦＯＭＡプラン４９ 17.5円 (18.375円) 12円( 12.6円)

ＦＯＭＡプラン６７ 16円 (  16.8円) 11円(11.55円)

ＦＯＭＡプラン１００ 14.5円 (15.225円) 10円( 10.5円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 13.5円 (14.175円) 9.5円(9.975円)

リミットプラス 20円 (  　21円) 20円( 　21円)
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②　アの(ア)の②のＣを次のように改めます。

Ｃ　協定事業者が提供する携帯電話サービスの契約者回線等への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ①のＡのｂに規定する料金額と同額

③　アの(イ)の①を次のように改めます。

①　②以外のもの

　Ａ　Ｂ以外のもの

　　ａ　同一地区内通信又は隣接県通信に係るもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 30.5円( 32.025円) 21.5円( 22.575円)

ＦＯＭＡプラン４９ 28円(   29.4円) 19.5円( 20.475円)

ＦＯＭＡプラン６７ 26円( 　27.3円) 18円( 　18.9円)

ＦＯＭＡプラン１００ 24円( 　25.2円) 16.5円( 17.325円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 21.5円( 22.575円) 15円(  15.75円)

リミットプラス 36円(   37.8円) 36円(   37.8円)

　　ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 33.5円( 35.175円) 23.5円( 24.675円)

ＦＯＭＡプラン４９ 31円(  32.55円) 21.5円( 22.575円)

ＦＯＭＡプラン６７ 28.5円( 29.925円) 20円( 　　21円)

ＦＯＭＡプラン１００ 26.5円( 27.825円) 18.5円( 19.425円)
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ＦＯＭＡプラン１５０ 24円( 　25.2円) 16.5円( 17.325円)

リミットプラス 36円(   37.8円) 36円(   37.8円)

④　アの(イ)の②のＣを次のように改めます。

　Ｃ　協定事業者が提供する携帯電話サービスの契約者回線等への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ②のＡのｂに規定する料金額と同額

⑤　ウの(オ)を次のように改めます。

(オ)　削　除

⑥　第２号の表中「営業区域内通信及び営業区域隣接県通信」を「同一地区内通信及び隣

接県通信」に改めます。

(2) ３号のイ中「当社又は特定事業者と」を削除します。

(3) 第10号を次のように改めます。

(10) 削　除

(4) 第４項及び第５項を次のように改めます。

４　削　除

５　削　除

10　経企第197号（平成19年５月25日）の附則第４項第１号を次のように改めます。

(1) 呼出音選択機能に係る音楽等追加機能の提供を受けているＦＯＭＡ契約若しくはｍｏｖ

ａ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する申込みと同時に本機能を請求すると

き。

11　経企第543号（平成19年８月24日）の附則第３項第７号を次のように改めます。

(7) 定期契約の解除と同時に新たに期間限定プランに係る一般契約を締結した場合は、定期

契約に係る解約金について、その支払いを要しません。

12　経企第1221号（平成20年３月26日）の附則第３項を次のように改めます。

３　ファミリー割引の適用を受けているＦＯＭＡサービスに係る１年定期契約を締結してい

る者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡに係る２年定期契約を締結した場合であ

って、継続してファミリー割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、

その２年定期契約を締結した日におけるそのＦＯＭＡの契約者回線から指定割引回線群に

係る契約者回線等へ行った通信について、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定

を適用します。

13　経企第120号（平成20年４月24日）の附則第３項を次のように改めます。

３　共用ＦＯＭＡに係る基本使用料については、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料

金額）の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成20年８月31日までの間、次表

に規定する額を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ 総合利用 共用ＦＯ タイプＳＳ  2in1 932円　(  978.6円)
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タイプＳ  2in1 1,500円　(  1,575円)プラン ＭＡに係

るもの
タイプＭ  2in1 2,500円　(  2,625円)

タイプＬ  2in1 4,000円　(  4,200円)

タイプＬＬ  2in1 6,500円　(  6,825円)

タイプビジネス　2in1 4,100円　(  4,305円)

ファミリーワイド　2in1 700円　(    735円)

タイプ2in1 400円  (    420円)

14　経企第223号（平成20年５月23日）の附則第３項を次のように改めます。

３　オフィス割引の適用を受けているＦＯＭＡサービスに係る１年定期契約を締結している

者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡに係る２年定期契約を締結した場合であっ

て、継続してオフィス割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その

２年定期契約を締結した日におけるそのＦＯＭＡの契約者回線から指定割引回線群に係る

契約者回線等へ行った通信について、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定を適

用します。

15　経企第246号（平成20年５月29日）の附則第２項を次のように改めます。

２　この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間において、別表２に規定する遠隔

接続機能の提供を開始した場合の付加機能使用料については、ＦＯＭＡ契約締結後、その

ＦＯＭＡにおいて 初にその機能の提供を開始したときに限り、その提供を開始した日か

ら起算して14日を経過した日をその提供開始日とみなして、料金表第１表第２（付加機能

使用料）に規定する額を適用します。

　ただし、ｍｏｖａサービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新

たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、この規定が適用とならない場合があります。

　　　附　則（平成20年７月25日経企第530号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年８月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ブラックベリー接続機能に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているブラックベリー接続

機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているプランＡ

に係るブラックベリー接続機能に移行したものとみなします。

　（着もじの利用に係る通信の料金に関する特例）

４　この改正規定実施の日から平成20年８月31日までの間に送信が完了した着もじに係る通信

の料金（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(6)に規定する料金額に限ります｡)につ

いては、その支払いを要しません。

　（その他）

５　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第１号に次のウを加えます。

ウ　基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱いについては、改正後の規定における総合

利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

６　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第１号のイの(ア)を次のように改めます。
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(ア)　旧プランＦＯＭＡの基本使用料については、当該暦月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過

期間に応じて次表に定める額を減額します。この場合において、基本使用料の減額適用に

係る経過期間の取扱いについては、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場

合に準ずるものとします。

基本使用料の減額（月額）

アの規定の額に次の係数を乗じて得た額
経　過　期　間

一般契約に係るもの（継続利用

割引サービス）

定期契約に係るもの（いちねん

割引）

12か月まで － 0.10

12か月超え24か月まで 0.07 0.11

24か月超え36か月まで 0.08 0.12

36か月超え48か月まで 0.10 0.13

48か月超え60か月まで 0.12 0.14

60か月超 0.15 0.15

　　　附　則（平成20年８月４日経企第567号）

　この改正規定は、平成20年８月４日から実施します。

　　　附　則（平成20年８月７日経企第586号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年８月８日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成20年８月７日経企第587号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年８月20日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成20年８月23日経企第636号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第120号（平成20年４月24日）の附則第３項中、「平成20年８月31日」を「平成20年10

月31日」に改めます。
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　　　附　則（平成20年９月23日経企第719号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年10月１日から実施します。

　ただし、この附則の第６項及び第７項の部分については、当社が別に定める日から実施し

ます。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ケータイデータお預かり機能の提供に関する経過措置）

３　削　除

４　この改正実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランＢに係るケータイ

データお預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供し

ているｉモードケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランＢに係るケー

タイデータお預かり機能の提供を受けているＦＯＭＡが、その適用を受けることとなった日

において、改正後の規定により当社が提供しているｉモードケータイデータお預かり機能の

提供を受けているＦＯＭＡに移行したものとみなします。

６　前２項の規定によりプランＢに係るケータイデータお預かり機能からｉモードケータイデ

ータお預かり機能に移行するときは、ｉモードケータイデータ蓄積装置に保存されたデータ

を引き継ぐものとします。

７　契約者が、前項に規定するアクセス制限の請求を行わない旨の意思表示を行うときは、そ

の契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。

　（その他）

８　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)　パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額について

は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、パケット定額及び二段階パケット定額の適用については、次のとおりとします。

①　パケ・ホーダイについては、基本使用料の料金種別がＦＯＭＡプラン６７、ＦＯＭＡ

プラン１００、ＦＯＭＡプラン１５０及びビジネスプランのＦＯＭＡに係る契約者に限

り選択することができます。

②　パケ・ホーダイフル、Ｂｉｚ・ホーダイ及び二段階パケット定額については、選択す

ることができません。

（注）第３項第２号に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又

は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結し

たとき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。

　　　附　則（平成20年10月24日経企第873号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成20年11月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（共用ＦＯＭＡに係る基本使用料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成21年４月30日までの間において、新たに2in1利用に係る申

出をし、その承諾を受けたときは、当社が別に定める条件を満たしていることを当社が確認

できた場合に限り、その承諾があった日を含む暦月の翌暦月及び翌々暦月（以下この附則に

おいて「対象暦月」といいます。）のその共用ＦＯＭＡに係る基本使用料（料金表第１表第１

（基本使用料）に規定する基本使用料の減額、複数回線複合割引、複数契約割引（ビジネス
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割引）、定期包括割引（ビジネスセーバー）、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅ

ビリング）、身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用を受けている場合は、適用した後の

額とします。）の合計額のうち税抜額 1,000円 (税込額 1,050円) の支払いを要しないものと

し、確認ができた料金月以降にその額を返還します。

　ただし、その合計額が税抜額 1,000円 (税込額 1,050円) に満たないときは、その合計額

の支払いを要しないものとし、確認ができた料金月以降にその額を返還します。

４　共用ＦＯＭＡに係る一般契約又は定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新

たに共用ＦＯＭＡに係る定期契約又は一般契約を締結したときは、契約の解除があったその

ＦＯＭＡ契約を継続して締結しているものとみなして前項の規定を適用します。

（注）第３項に規定する当社が別に定める条件は、対象暦月においてそのＦＯＭＡ契約の解除、

2in1利用の廃止又はＦＯＭＡの利用休止がないこと等とします。

　　　附　則（平成20年11月７日経企第927号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年11月19日から実施します。

　ただし、この改正規定中、複数回線複合割引に関する部分（特定電話番号に係るものを除

きます。）は、平成20年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（遠隔カスタマイズ機能に係る手続きに関する料金の特例）

３　料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規定する料金のうち、遠隔カスタマイズ機能

に係るものについては、この改正規定実施の日から平成21年５月31日までの間、支払いを要

しません。

　（その他）

４　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項第２号中「(1)以外」を「(1)及び(2)以外」

に改め、同号を第３号とし、第１号の次に次の一号を加えます。

(2) １のＦＯＭＡについて、電話帳お預かり機能（プランＢに係るものに限ります。以下こ

の附則において同じとします。）と別表２（付加機能）に規定する情報自動受信機能に係る

付加機能使用料の適用を同時に受けているとき（ 初にその提供を受けることとなったと

きであって、当社が別に定める場合を除きます。）は、その電話帳お預かり機能及び情報自

動受信機能に係る付加機能使用料の適用について、その日から起算して30日間に限り、次

のとおりとします。

①　電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料については、(1)に規定する額から100円（月

額）を減額します。

　ただし、料金表第１表第１（基本使用料）の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用

を受けているときは、減額しません。

②　情報自動受信機能に係る付加機能使用料については、支払いを要しないものとし、料

金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用しま

す。

③　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により、情報自動受信機能

に係る付加機能使用料を日割するときは、①及び②に規定する減額を日割して適用しま

す。

（注）(2)に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又

は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結し

たとき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。
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　　　附　則（平成20年10月24日経企第873号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成20年11月21日経企第974号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年１月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（パケット定額に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている旧パケット定額（改正前

の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提供条件は

次のとおりとします。

(1) 旧パケット定額に関する定額通信料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

区　　　分 定 額 通 信 料　　　　　　　　（月額）

パケ・ホーダイ 税抜額 3,900円 (税込額 4,212円)

パケ・ホーダイフル 税抜額 5,700円 (税込額 6,156円)

Ｂｉｚ・ホーダイ 税抜額 5,700円 (税込額 6,156円)

(2) パケ・ホーダイ又はパケ・ホーダイフル（以下この附則において「ｉモードパケット定

額」といいます。）に係る定額通信料の適用対象は、ｉモード等通信（パケ・ホーダイにあ

ってはｉモードフルブラウザを使用した通信以外のものに限ります。）に関する料金の月間

累計額とします。

(3) ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合を除き、定額通信料については日

割しません。

(4) Ｂｉｚ・ホーダイに係る定額通信料の適用対象は、なお従前のとおりとします。

(5) 旧パケット定額の適用を受けた通信に係る通信料については、次表のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　　金　　種　　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡパケット通信料 税抜額0.02円 (税込額 0.0216円)

(6) 旧パケット定額を選択している場合は、パケット定額を選択することができません。

(7) 削　除

(8) 旧パケット定額を選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。

(9) 当社は、電話番号保管があったときは、旧パケット定額を廃止します。

(10) (1)から(9)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　ただし、第９章第２節（通信利用の制限）に係る提供条件は、改正後の規定におけるパ

ケ・ホーダイダブルの場合に準ずるものとします。
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　（ＦＯＭＡパケットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０に関する経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＦＯＭＡパケットパック

１０及びＦＯＭＡパケットパック３０（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けてい

るものを含みます。）については、次のとおりとします。

(1) (2)に規定するＦＯＭＡパケットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０に係るパ

ケット通信モードによる通信の料金額は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に適

用します。

定　額　通　信　料　　　　（月額)

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケットパック１０ 1,000円 ( 1,080円)

ＦＯＭＡパケットパック３０ 3,000円 ( 3,240円)

(2) ＦＯＭＡパケットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０に係るパケット通信モー

ドによる通信料については、次表のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　　金　　　種　　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケットパック１０

累計課金対象パケット数

600,000課金対象パケット以下の部分 0.1円 ( 0.108円)

600,000課金対象パケットを超え2,000,000課

金対象パケット以下の部分

0.05円 ( 0.054円)

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
パ
ケ
ッ
ト
通
信
料

2,000,000課金対象パケットを超える部分 0.02円 (0.0216円)

ＦＯＭＡパケットパック３０

累計課金対象パケット数

2,000,000課金対象パケット以下の部分 0.05円 ( 0.054円)

2,000,000課金対象パケットを超える部分 0.02円 (0.0216円)

(3) ＦＯＭＡパケットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０を選択している場合は、

パケット定額を選択することができません。

(4) 電話番号保管があったとき又は２年定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）を

締結したときは、ＦＯＭＡパケットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０の適用を

廃止します。

(5) 料金月の末日において、ＦＯＭＡパケットパック10又はＦＯＭＡパケットパック30を選択
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している場合は、料金表第１第３（通信料）の１（適用）の(9)のスの規定における「控除

可能額」を「控除可能額に次表に規定する加算額を加算した額」に読み替えて適用します。

区　　　　　分 加　　算　　額

ＦＯＭＡパケットパック10 1,000円

ＦＯＭＡパケットパック30 3,000円

(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)　パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額について

は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、二段階パケット定額については、選択することができません。

　　　附　則（平成20年12月19日経企第1077号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年１月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、卸ＦＯＭＡサービスに関する部分は平成20年12月22日、ⅰモー

ド機能に係るアクセス制限に関する部分は平成21年１月９日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった

ＦＯＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第８号を次のように改めます。

(8) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、通信

利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定にお

けるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第８号を次のように改めます。

(8) 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、通信利用の制

限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯ

ＭＡの場合に準じるものとします。

　ただし、ホームＵについてはこの限りでありません。

　　　附　則（平成21年１月23日経企第1169号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年２月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、データ専用プランにおける通信料の適用及びビジネスmoperaコ

マンドダイレクトに関する部分は平成21年１月30日から、ｉモード管理機能に関する部分は

平成21年２月２日から、ブラックベリーデータ通信パックに関する部分は平成21年２月20日

から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ブラックベリー接続機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例）

３　ブラックベリー接続機能に係る付加機能使用料については、料金表第１表第２（付加機能

使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成21年５月31日

までの間、その支払いを要しません。

　（ブラックベリーデータ通信パックに関する経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているブラックベリーデータ通

信パック（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金そ
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の他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) (2)に規定するブラックベリーデータ通信パックに係るパケット通信モードによる通

信（別表２（付加機能）に規定するブラックベリー接続機能を利用して行ったパケット

通信モードによる通信をいいます。以下この附則において同じとします。）の料金額は、

次表に規定する定額通信料を支払った場合に適用します。

定 額 通 信 料（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ブラックベリーデータ通信パック 1,600円 (1,728円)

(2) ブラックベリーデータ通信パックに係るパケット通信モードによる通信に関する料金

は、次表のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　金　種　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 0.05円 (0.054円)

(3) ブラックベリーデータ通信パックを選択している場合は、パケット定額を選択するこ

とができません。

(4) 電話番号保管があったとき又は２年定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）

を締結したときは、ブラックベリーデータ通信パックの適用を廃止します。

(5) (1)から(4)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（グループ管理機能に関する経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているグループ管理機能

は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているタイプＡに係

るグループ管理機能に移行したものとみなします。

　（呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

６　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に呼出音選択機能の提供を受ける

こととなったときは、その呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、その日から起算

して31日間は支払いを要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金

額）に規定する額から減額して適用します。

　（その他）

７　経企第873号（平成20年10月24日）の附則第３項中、「平成21年１月31日」を「平成21年４

月30日」に改めます。

　　　附　則（平成21年２月12日経企第1259号）

　この改正規定は、平成21年２月20日から実施します。

　　　附　則（平成21年２月23日経企第1285号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成21年３月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、海外プラスナンバーに関する部分は平成21年３月２日から、Ｆ

ＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０に関する部分、トクだねニュー

ス便並びにデュアル機能に関する部分は平成21年４月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ
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ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＦＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＦＯＭＡパケットパック

６０及びＦＯＭＡパケットパック９０（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けてい

るものを含みます。）については、次のとおりとします。

(1) ＦＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０に係る定額通信料につい

ては、次表のとおりとします。

定 額 通 信 料（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケットパック６０ 6,000円 (6,480円)

ＦＯＭＡパケットパック９０ 9,000円 (9,720円)

(2) ＦＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０に係るパケット通信モー

ドによる通信料については、次表のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　金　種　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケットパック６０ 0.02円 (0.0216円)ＦＯＭＡパケット

通信料

ＦＯＭＡパケットパック９０ 0.015円 (0.0162円)

(3) ＦＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０を選択している場合は、

パケット定額を選択することができません。

(4) 電話番号保管があったとき又は２年定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）を

締結したときは、ＦＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０の適用を

廃止します。

(5) 料金月の末日において、ＦＯＭＡパケットパック60又はＦＯＭＡパケットパック90を選択

している場合は、料金表第１第３（通信料）の１（適用）の(9)のスの規定における「控除

可能額」を「控除可能額に次表に規定する加算額を加算した額」に読み替えて適用します。

区　　　　　分 加　　算　　額

ＦＯＭＡパケットパック60 6,000円

ＦＯＭＡパケットパック90 9,000円

(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（トクだねニュース便の提供に関する経過措置）

４　削　除

（特定の外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット

通信モードに係る料金の特例）

５　料金表第４表の２（料金額）２ー３の(2)に規定する特定の外国の電気通信事業者が提供す
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る国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードに係る料金については、この

附則実施の日から平成21年４月30日までの間において、料金表中の「10,000課金対象パケッ

ト」を「5,000課金対象パケット」に、「2,000円」を「1,000円」に、それぞれ読み替えて適

用します。

６　削　除

　（その他）

７　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第６号中「旧プランＦＯＭＡに係る付加

機能及び通信の付加サービスの提供条件」を「旧プランＦＯＭＡに係る付加機能、通信の付

加サービス及び情報提供サービスの提供条件」に改めます。

　　　附　則（平成21年３月10日経企第1355号）

　この改正規定は、平成21年３月13日から実施します。

　　　附　則（平成21年３月25日経企第1433号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第10号を次のように改めます。

(10) 当社は、契約者から、料金表第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額データプ

ランHIGH-SPEEDへの基本使用料の料金種別の変更又は料金表第１表第３の(7)の２に規定

する二段階パケット定額の選択（以下この附則において「二段階パケット定額の選択等」

といいます。）と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの 初

の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及び

その前料金月（以下この附則において「当該料金月」といいます。）におけるパケット通信

モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方法によ

り、二段階パケット定額の選択等があったものとみなして料金を算定し、当該料金月にお

けるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支

払いを要しないものとし、その額を返還します。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号の(オ)を次のように改めます。

(オ)　当社は、契約者から、料金表第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額データプ

ランHIGH-SPEEDへの基本使用料の料金種別の変更又は料金表第１表第３の(7)の２に規定

する二段階パケット定額の選択（以下この附則において「二段階パケット定額の選択等」

といいます。）と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき（その契約者からの 初

の申出であると当社が認める場合に限ります。）は、その申出のあった日を含む料金月及び

その前料金月（以下この附則において「当該料金月」といいます。）におけるパケット通信

モードに係る通信（当社が別に定める通信を除きます。）について、当社が定める方法によ

り、二段階パケット定額の選択等があったものとみなして料金を算定し、当該料金月にお

けるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支

払いを要しないものとし、その額を返還します。

　　　附　則（平成21年４月24日経企第87号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成21年５月１日から実施します。

　ただし、一般契約申込の承諾、定期契約申込の承諾及びＦＯＭＡユビキタス契約等の申込

の承諾に関する部分については、平成21年５月18日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（番号えらべるサービスに係る手続きに関する料金の特例）

３　料金表第１表第５（手続きに関する料金）に規定する料金のうち、第91条の３（番号えら

べるサービスの利用）の規定により支払いを要するものについては、この改正規定実施の日

から平成21年８月31日までの間、支払いを要しません。

　（その他）

４　経企第204号（平成17年５月24日）附則第５項第８号を次のように改めます。

(8) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る名義変更、携帯電話番号ポータビリティに関する提供

条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に係る提供条件は、改正後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

５　経企第848号（平成17年10月25日）附則第３項第10号を次のように改めます。

(10) 旧プランＦＯＭＡに係る名義変更、協定事業者が提供する電報サービスの利用等に関す

る提供条件は、改正後のＦＯＭＡの場合に準じて取り扱います。

６　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第３項中、「平成21年４月30日」を「平成21年

５月31日」に改めます。

　　　附　則（平成21年４月27日経企第101号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成21年５月14日経企第140号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年５月22日から実施します。

　ただし、この改正規定中、国際アウトローミング利用料に関する部分については、平成21

年５月29日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している音声文字変換機能は、

この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているｉモード電子メー

ル等音声文字変換機能に移行したものとみなします。

　　　附　則（平成21年５月25日経企第163号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年６月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、電話帳お預かり機能の提供を受けている１のＦＯＭＡについ

て、 初に情報自動受信機能の提供を受けることとなったときは、その電話帳お預かり機能

に係る付加機能使用料について、料金表第１表第２（付加機能使用料）に規定する電話帳お

預かり機能に係る付加機能使用料の減額を適用します。

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に電話帳お預かり機能の提供を受

けることとなったときは、その電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料について、料金表

第１表第２（付加機能使用料）に規定する電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料の減額

を適用します。

　（その他）

５　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第１号のウを次のように改めます。

ウ　基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月に

おいてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについ
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ては、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(2) 第５号を第７号、第６号を第８号、第７号を第９号、第８号を第10号、第９号を第11号、

第10号を第12号、第11号を第13号とし、第４号の次に次の二号を加えます。

(5) 定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及び定期契

約の解除と同時に新たに共用ＦＯＭＡに係る一般契約を締結した場合の定期契約に係る

解約金の適用除外については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合

に準ずるものとします。

(6) 定期契約の満了に伴う契約の更新に係る提供条件は、改正後の規定における総合利用

プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

６　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第１号のイの(ア)中、「基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱いについては、」を

「基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月にお

いてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについて

は、」に改めます。

(2) 第３号のイを次のように改めます。

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

　ただし、定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及

び定期契約の解除と同時に新たに共用ＦＯＭＡ又はデータ専用プランに係る一般契約を

締結した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定における総

合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(3) 第10号を次のように改めます。

(10)旧プランＦＯＭＡに係る名義変更、定期契約の満了に伴う契約の更新、有料情報サー

ビス等の利用及び協定事業者が提供する電報サービスの利用等に関する提供条件は、改

正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

７　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項第２号を次のように改めます。

(2) この改正規定実施の際現に、電話帳お預かり機能（プランＢに係るものに限ります。以

下この附則において同じとします。）の提供を受けている１のＦＯＭＡについて、 初に情

報自動受信機能の提供を受けることとなったときは、その電話帳お預かり機能に係る付加

機能使用料について、その日から起算して30日間に限り、(1)に規定する額から100円（月

額）を減額して適用します。

８　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第６項を第７項とし、第５項の次に次の一項を

加えます。

　（呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

６　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に呼出音選択機能の提供を受け

ることとなったときは、その呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、その日から

起算して30日間は支払いを要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２

（料金額）に規定する額から減額して適用します。

　　　附　則（平成21年６月16日経企第255号）

　この改正規定は、平成21年６月26日から実施します。

　　　附　則（平成21年６月24日経企第294号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（画像情報蓄積機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例）

３　画像情報蓄積機能に係る付加機能使用料については、料金表第１表第２（付加機能使用料）

の２（料金額）の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成22年８月31日までの間、

その支払いを要しません。
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　（定額ユビキタスプランの通信料に係る特例）

４　この改正規定実施の日から平成22年８月31日までの間における、基本使用料の料金種別が

定額ユビキタスプランのＦＯＭＡの定額対象通信に係る通信料については、料金表第１表第

３（通信料）の１（適用）の(9)の３のオ及びカの規定にかかわらず、同欄エの規定により算

定した額が467円を超える場合は、467円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　（定額データプランHIGH-SPEEDの料金に係る経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定額データプランHIGH-

SPEEDのＦＯＭＡ（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みます。）の

料金その他の提供条件については、次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　金　額（月額）

区　　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ 定額データプランHIGH-SPEED バリュープラン 3,300円 (3,564円)

バリュープラン以

外のもの

4,000円 (4,320円)

イ　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の基本使

用料の減額及び及び身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用については、改正後の

規定における定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じます。

ウ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡに係る一般契約者又は２年定期契約者が、

その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合における当該暦月のＦＯＭＡの

基本使用料については、当社がＸｉサービスを継続して提供したものとみなして取り扱

います。

エ　削　除

オ　定額データプランHIGH-SPEEDに係る２年定期契約者は、基本使用料の料金種別の変更

を行うことができません。

カ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約

（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約である

と当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の

(7)の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の(7)の４に規定する

共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサー

ビス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（そ

の契約者との 初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に

Ｘｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ

定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月

について、定額データプランHIGH-SPEEDの基本使用料の支払いを要しません。

(2) 通信料

ア　通信料については、次表のとおりとします。
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１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　金　　種　　別
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 定額データプランHIGH-SPEED 0.012円 (0.01296円)

イ　定額データプランHIGH-SPEEDのＦＯＭＡサービスの契約者回線から行った定額対象通

信（当社が指定する端末設備を利用して、当社が定める接続先その他の接続方法により

行ったパケット通信モードによる通信をいいます。以下この附則において同じとしま

す。）に係る料金については、アの規定により算定した額の月間累計額から6,000円を控

除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が6,000円に満たない場合は、その月間累計額を控除すること

とします。

ウ　イの規定により算定した額が6,000円を超える場合は、イの規定にかかわらず、6,000

円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、２年定期契約を締結している場合又は料金表第１表第１（基本使用料）の１

の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている場合であって、イの規定により

算定した額が2,400円を超えるときは、イの規定にかかわらず、2,400円を超える部分の

料金の支払いを要しません。

エ　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本使用料を日割

するときは、イに規定する6,000円をその利用日数に応じて日割するものとし、｢6,000

円」を｢6,000円を日割した額」に読み替えて適用します。

オ　削　除

カ　削　除

キ　ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定におけ

る定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(3) 定期契約に係る解約金

ア　定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

解約金の額

区　　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

定期契約に係る解約金 9,500円 (10,260円)

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

(4) 通信の条件及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけ

るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(5) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン22、経企第848号（平

成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ及び経企第1200号（平成22年２月22日）の

附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことが

できません。

(6) 定額データプランHIGH-SPEEDに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件につい

ては、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準
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ずるものとします。

(7) 定額データプランHIGH-SPEEDに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自

営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気

通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）

に係る提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭ

Ａの場合に準じるものとします。

(8) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件

は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データプ

ランHIGH-SPEEDに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支

払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランHIGH-SPEEDに係る料金等

から20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した

後の料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発

行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係る

ＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(9) 契約者は、請求書等の発行に関する料金、支払証明書等の発行手数料及びユニバーサル

サービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(10) 定額データプランHIGH-SPEEDを選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用しま

す。

(11) 当社は、定額データプランHIGH-SPEEDに係る定期契約の満了について、当該定額デー

タプランHIGH-SPEEDに係る定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法に

より、当該定額データプランHIGH-SPEEDに係る定期契約者（当社が定める者を除きます。）

に通知します。

(12) (1)から(11)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　ただし、第９章（通信）第２節（通信利用の制限）に係る提供条件は、改正後の規定に

おける定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　　　附　則（平成21年７月21日経企第417号）

　この改正規定は、平成21年７月21日から実施します。

　　　附　則（平成21年７月23日経企第439号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年８月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成21年７月30日経企第475号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年８月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成21年８月25日経企第550号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年９月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＰＴＴ通信モードに係る定額通信料の適用に関する部分及びプ

ッシュトークプラス機能に関する部分については平成21年10月１日から実施します。
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　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＦＯＭＡユビキタスに係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、この約款の規定に基づきＦＯＭＡユビキタスに係る契約を締

結している者における国際電話サービスに係る契約及び国際ローミング機能の請求の取扱い

については、なお従前のとおりとします。

　（付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に通信中着信機能、自動着信転送

機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼出音選択機能の提供を同時に受けることとなっ

たときは、その付加機能に係る付加機能使用料について、料金表第１表第２（付加機能使用

料）に規定する通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼

出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用の規定を適用します。

　（プッシュトークプラス機能の提供に係る経過措置）

５　削　除

　（プッシュトーク定額に関する経過措置）

６　削　除

　（その他）

７　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第７号を次のように改めます。

(7) ＦＯＭＡデータプラン22に係る通信の条件並びにＰＴＴ通信モード及びハイスピードモ

ードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるデータ専用プランのＦＯＭＡの

場合に準ずるものとします。

８　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のウの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)　特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、特定電

話番号への通信料の月額割引（ゆうゆうコール）の適用、複数回線複合割引の適用を受

けているＦＯＭＡに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料

の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用、定期包括割引の適用を受けてい

るＦＯＭＡに係る通信料の月極割引の適用、付加機能の利用に係る定額通信料の適用に

ついては、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとしま

す。

　ただし、複数回線複合割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適用について

は、料金表第１表第３（通信料）の(13)のイの規定を適用しません。

(2) 第５号を次のように改めます。

(5) 旧プランＦＯＭＡに係る通信の条件並びにＰＴＴ通信モード及びハイスピードモード

による通信に係る提供条件は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合

に準ずるものとします。

　　　附　則（平成21年９月18日経企第651号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成21年10月22日経企第761号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年11月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（無線ＩＰアクセス定額料に係る特例）

３　無線ＩＰアクセスサービスを利用しているＦＯＭＡ契約者は、料金表第５表（無線ＩＰア

クセス定額料）の規定にかかわらず、この改定規定実施の日から平成22年４月30日までの間、

そのＦＯＭＡに係る無線ＩＰアクセス定額料の支払いを要しません。

　　　附　則（平成21年11月11日経企第840号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年11月18日から実施します。

　ただし、この附則の第２項の部分については、平成21年11月27日から実施します。

　（ドコモケータイ送金の利用に係る手数料の適用に関する特例）

２　平成21年11月27日から平成22年１月20日までの間において、第97条の３（ドコモケータイ

送金）に規定するドコモケータイ送金の利用の請求を行った場合の手数料については、平成

21年11月27日以降、そのＦＯＭＡにおいて 初にその請求を行ったときに限り、料金表第７

表第６（ドコモケータイ送金の利用に係る手数料）の規定にかかわらず、その支払いを要し

ません。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第９号を次のように改めます。

(9) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件について

は、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

　ただし、マイエリア機能の利用に係る請求を行うことはできません。

　　　附　則（平成21年11月12日経企第847号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年11月20日から実施します。

　（ケータイデータお預かり機能の提供に関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している電話帳お預かり機能

は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているケータイデー

タお預かり機能に移行したものとみなします。

　（その他）

３　経企第719号（平成20年 9月23日）の附則第３項、第４項及び第５項中、「電話帳お預かり

機能」を、「ケータイデータお預かり機能」に改めます。

　　　附　則（平成21年11月24日経企第890号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年12月１日から実施します。

　（moperaU 機能に係る付加機能使用料に関する特例）

２　１のＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード、定額データプラ

ンHIGH-SPEED及び定額データプラン64Ｋに係るものを除きます。）について、この改正規定実

施の日から平成22年４月30日までの間において、別表２（付加機能）に規定するmoperaU 機

能のスタンダードプランに係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料に

ついては、料金表第１表第２（付加機能使用料）の(6)に規定する身体障がい者等割引の適用

を受けている場合の付加機能使用料の適用を受けている場合を除き、その機能の提供を受け

た日から平成22年４月30日までの間、料金表第１表第２の２（料金額）の規定にかかわらず、

次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　　　分 料　金　額（月額）

moperaU 機能 基本機能 スタンダードプラン 税抜額 250円 (税込額 262.5円)

３　この改正規定実施の日から平成22年４月30日までの間における、別表２（付加機能）に規

定するmoperaU 機能のライトプランに係る付加機能使用料については、料金表第１表第２（付
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加機能使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、その支払いを要しません。

　（ビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料に関する特例）

４　１のＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード、定額データプラ

ンHIGH-SPEED及び定額データプラン64Ｋに係るものを除きます。）について、この改正規定実

施の日から平成22年４月30日までの間において、別表２（付加機能）に規定するビジネス

moperaインターネット機能に係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料

については、料金表第１表第２（付加機能使用料）の(6)に規定する身体障がい者等割引の適

用を受けている場合の付加機能使用料の適用を受けている場合を除き、その機能の提供を受

けた日から平成22年４月30日までの間、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）

の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　　　分 料　金　額（月額）

ビジネスmoperaインターネット機能 基本機能 税抜額 150円 (税込額 157.5円)

　（ブラックベリー接続機能に係る付加機能使用料に関する特例）

５　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日から平成22年４月30日までの間において、

別表２（付加機能）に規定するブラックベリー接続機能に係る請求をし、その機能の提供を

受けたときの付加機能使用料については、料金表第１表第２（付加機能使用料）の(6)に規定

する身体障がい者等割引の適用を受けている場合の付加機能使用料の適用を受けている場合

を除き、その機能の提供を受けた日から平成22年４月30日までの間、料金表第１表第２（付

加機能使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　　　分 料　金　額（月額）

ブラックベリー接続機能 基本機能 税抜額 750円(税込額 787.5円)

　（その他）

６　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)を次のように改めます。

(ウ)  パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額について

は、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、二段階パケット定額及びシンプル定額については、選択することができません。

７　経企第543号（平成19年８月24日）の附則第３項中、第８号を第９号とし、第７号の次に

次の一号を加えます。

(8) パケット通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プ

ランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用します。

　ただし、シンプル定額については、選択することができません。

８　経企第974号（平成20年11月21日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項第６号中、「(1)から(5)」を「(1)から(6)」に改め、同号を第７号とし、第５号

の次に次の一号を加えます。

(6) パケット定額を選択している場合は、二段階パケット定額及びシンプル定額を選択す

ることができません。

(2) 第４項第３号中、「(1)から(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第４号とし、第２号

の次に次の一号を加えます。

(3) ＦＯＭＡパケットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０を選択している場合は、

二段階パケット定額及びシンプル定額を選択することができません。

９　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第４項第３号中、「(1)から(2)」を「(1)から(3)」
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に改め、同号を第４号とし、第２号の次に次の一号を加えます。

(3) ブラックベリーデータ通信パックを選択している場合は、二段階パケット定額及びシン

プル定額を選択することができません。

10　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項第３号中、「(1)から(2)」を「(1)から(3)」

に改め、同号を第４号とし、第２号の次に次の一号を加えます。

(3) ＦＯＭＡパケットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０を選択している場合は、

二段階パケット定額及びシンプル定額を選択することができません。

　　　附　則（平成21年12月９日経企第960号）

　この改正規定は、平成21年12月16日から実施します。

　ただし、この改正規定中、画像情報提供サービス及び画像情報蓄積機能に係る部分について

は、平成21年12月18日から実施します。

　　　附　則（平成21年12月25日経企第1038号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年１月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第３項及び第４項中、「平成21年12月31日」を「平

成22年４月30日」に改めます。

　　　附　則（平成22年１月７日経企第1059号）

　この改正規定は、平成22年１月20日から実施します。

　　　附　則（平成22年１月25日経企第1112号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（タイプシンプルに係る基本使用料の減額適用に関する特例）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成22年５月31日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡに係る契約者から申出があったときは、そのＦＯＭＡに

係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があった日から、その申出があった日

を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間に限り、料金表通則第８項（端数処理）の規定

にかかわらず、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）に規定する額から 371円を

減額して適用します。この場合において、料金表第１表第１の１（適用）の(2)から(7)の適

用による場合は、適用した後の料金額から減額して適用します。

４　前項に規定する申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とします。

(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者（単位制高等学校教育規

程第９条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その

他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」と

いいます。）。

ア　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校又は学校教育法第124条若し

くは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。

イ　その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。

(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者（当社が別

に定める者に限ります。）。

(3) タイプシンプルに係るＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）及びそのＦＯＭＡに係るファミリー割

引（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じと

します。）の選択（第３項に規定する申出をし、その承諾を受けているＦＯＭＡ（第10項の

規定により減額の適用が廃止されたものを除きます。）が属する割引回線群（料金表第１表

第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）を指定
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する場合に限ります。）と同時にその申出を行う者。

５　ＦＯＭＡ契約者は、第３項に規定する申出を行うときは、当社が前項の条件に該当するこ

とを確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。

６　当社は、第３項に規定する申出があったときは、その申出を行ったＦＯＭＡ契約者に係る

ＦＯＭＡが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(2) 当社と１年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約（その契約に係る経過期間（料金表第

１表第１の１の(2)に規定するものをいいます。）が 120ヶ月超であるものに限ります。）に

係るものであって、ファミリー割引を選択しているものであるとき。

(3) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

７　当社は、第４項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、第３項に

規定する申出を承諾しません。

(1) 第４項第１号の規定に基づき申出をしたＦＯＭＡ契約者が現に第３項に規定する減額の

適用を受けている学生であるとき、又はそのＦＯＭＡ契約者のために他のＦＯＭＡにおい

て現に第３項に規定する減額が適用されているとき。

(2) 第４項第２号の規定に基づき申出をしたＦＯＭＡ契約者がその学生のために他のＦＯＭ

Ａにおいて第３項に規定する減額の適用を受けているとき、又はその学生が現に第３項に

規定する減額適用を受けているＦＯＭＡ契約者であるとき。

(3) 第４項第３号の規定に基づき申出をしたＦＯＭＡ契約者が、同号の規定に基づき、他の

ＦＯＭＡにおいて現に第３項に規定する減額の適用を受けているとき。

８　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項に規定する額を日割して適用します。

９　当社は、第３項に規定する減額の適用を受けているＦＯＭＡが、第６項に規定する条件に

該当しなくなったときは、第３項に規定する減額を適用しません。

10　当社は、第３項に規定する減額の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約

者から、減額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、

第３項に規定する減額の適用を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 削除

(3) 電話番号保管があったとき。

(4) 契約の解除があったとき。

11　第３項に規定する減額の適用を受けている定期契約者（第４項第２号の規定に該当する者

に限ります。）について、その定期契約に係る学生の死亡に関する届出があった場合であって、

その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったときは、料金表第１表第４（定

期契約に係る解約金）の２（料金額）の規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支

払いを要しません。

　　　附　則（平成22年２月22日経企第1200号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ファミリーワイド等の料金に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているファミリーワイド、ファ

ミリーワイドリミット及びファミリーワイド2in1（以下この附則において「ファミリーワイ

ド等」といいます。）のＦＯＭＡ（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているもの又

は電話番号保管をしているものを含みます。）の料金その他の提供条件については、次のとお
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りとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ファミリーワイド 1,400円 (1,512円)ＦＯＭＡ 共用ＦＯＭＡ

以外のもの

バリュー

プラン

ファミリーワイド

リミット

1,600円 (1,728円)

ファミリーワイド 3,000円 (3,240円)バリュー

プラン以

外のもの ファミリーワイド

リミット

3,200円 (3,456円)

共用ＦＯＭＡに係るもの ファミリーワイド

2in1

1,400円 (1,512円)

イ　アに規定する基本使用料の減額適用及び割引の適用については、次の(ア)及び(イ)の

規定によるほか、なお従前のとおりとします。

(ア)　ファミリーワイド等のＦＯＭＡの基本使用料については、当該暦月のそのＦＯＭ

Ａ契約に係る経過期間に応じて次表に定める額を減額します。この場合において、基

本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月にお

いてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについ

ては、改正後の規定における総合利用プラン（第１種契約に係るものに限ります。以

下この附則において同じとします。）のＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

①　②以外のもの

基本使用料の減額 （月額）

アの規定の額に0.25を乗じて得た額

②　２年定期契約に係るもの（ひとりでも割50／ファミ割ＭＡＸ50）

基本使用料の減額 （月額）

アの規定の額に0.50を乗じて得た額

(イ)  複数回線複合割引（ファミリー割引）、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い

（ｅビリング）を受けている場合の基本使用料の減額、身体障害者等割引（ハーティ

割引）の適用については、改正後の規定における総合利用プラン（第１種契約に係る

ものに限ります。以下この附則において同じとします。）のＦＯＭＡの場合に準ずるも

のとします。

ウ　ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（総合利用
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プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認め

る場合に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合利用プ

ランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める

場合に限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、そのファミリ

ーワイド等の基本使用料の支払いを要しません。

(2) 通信料

ア　通信料の額は、次の(ア)から(ウ)に定めるところによります。

(ア)　通話モードに係るもの

①　②以外のもの

Ａ　Ｂ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 25円 (27円)

Ｂ　衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係

るもの

ａ　ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種ワイドスターの契約者

回線への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 Ａに規定する料金額と同額

ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 63円 (68.04円)

②　相互接続通信に係るもの

Ａ　Ｂ以外のもの

ａ　ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ①のＡに規定する料金額と同額
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ｂ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線への通信に係るもの

Ⅰ　Ⅱ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税抜額10円(税込額10.8円)

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡへの通信 30秒

Ⅱ　東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話

の電話機等からの通信に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税込額10円

ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡへの通信 15.5秒

Ｂ　ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サ

ービスに係るものに限ります。）への通信に係るもの

　その相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表

により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその

他社相互接続通信の料金額を控除した額

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 Ａのａに規定する料金額と同額

(イ)　64kb/sデジタル通信モードに係るもの

①　②以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡデジ

タル通信料

ＦＯＭＡからの通信 45円 (48.6円)

②　相互接続通信に係るもの

Ａ　Ｂ以外のもの

ａ　ＦＯＭＡの契約者回線からの通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデジ

タル通信料

ＦＯＭＡからの通信 ①に規定する料金額と同額
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ｂ　ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に係るもの

Ⅰ　Ⅱ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税抜額10円(税込額10.8円)

ＦＯＭＡデジ

タル通信料

ＦＯＭＡへの通信 16.5秒

Ⅱ　東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話

の電話機等からの通信に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税込額10円

ＦＯＭＡ

デジタル

通信料

ＦＯＭＡへの通信 8.5秒

Ｂ　ＫＤＤＩ株式会社との間に設置した相互接続点（当社が別に定める電気通信サ

ービスに係るものに限ります。）への通信に係るもの

　その相互接続通信に伴うＫＤＤＩ株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表

により算定した額から、ＫＤＤＩ株式会社の契約約款の規定により算定したその

他社相互接続通信の料金額を控除した額

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡデジ

タル通信料

ＦＯＭＡからの通信 Ａのａに規定する料金額と同額

(ウ)　パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額につ

いては、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準じて料金を適用

します。

イ　料金表第１表第３（通信料）の(9)に規定する控除可能額及び繰越額の適用、特定電話

番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、複数回線複合割引の

適用を受けているＦＯＭＡに係る繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月額割引（ゆ

うゆうコール）の適用、ファミリー割引の適用を受けているＦＯＭＡに係る通信料の適

用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、回線群を単位とする通信料

の月極割引の適用及び付加機能の利用に係る定額通信料の適用については、改正後の規

定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。
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(3) 定期契約に係る解約金

ア　定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

解約金の額

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

定期契約に係る解約金 １年定期契約に係るもの 3,000円 ( 3,240円)

２年定期契約に係るもの 9,500円 (10,260円)

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

(4) 契約者は、請求書等の発行に関する料金、支払証明書等の発行手数料及びユニバーサル

サービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(5) ファミリーワイド等のＦＯＭＡに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件につ

いては、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(6) ファミリーワイド等のＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、

自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電

気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑

則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(7) ファミリーワイド等に係る料金種別相互間の変更は行うことができません。

　ただし、バリュープランに係るファミリーワイド等及びバリュープラン以外のものに係

るファミリーワイド等の間の基本使用料の料金種別の変更については、この限りでありま

せん。

(8) 当社は、ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡに関して次のいずれかに該当するものと認

めたときは、そのファミリーワイド等に係るＦＯＭＡの基本使用料の料金種別がファミリ

ーワイドである場合はタイプＳＳへ、ファミリーワイドリミットである場合はタイプリミ

ットへ、ファミリーワイド　2in1である場合はタイプＳＳ　2in1へ変更します。この場合

において、そのファミリーワイド等に係るＦＯＭＡの基本使用料の料金種別がバリュープ

ランに係るものである場合はバリュープランに係る料金種別へ、バリュープラン以外のも

のに係るものである場合はバリュープラン以外のものに係る料金種別へ変更します。

　ただし、その前に契約者が他の料金種別へ変更した場合はこの限りでありません。

ア　ファミリーワイド等を選択している契約者が、次のいずれかに該当しないことが判明

したとき又は該当しなくなったとき。

(ア)　満15歳に満たない者（満15歳に達した日以後の 初の３月31日までの間は満15歳

に満たない者とみなして取り扱います。以下この欄において同じとします。）又は満60

歳に達した者（以下この附則において「対象者」といいます。）であって、定期契約を

締結している者

(イ)　対象者のためにファミリーワイド等を選択することに同意を得ている定期契約者

であって、当社が別に定める者

(ウ)　料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(7)に規定する身体障がい者等割

引の適用を受けている一般契約者

イ　ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡに関して、次のいずれかに該当することが判明し

たとき。

(ア)　現にその対象者若しくは身体障がい者等割引の適用を受けている一般契約者がフ

ァミリーワイド等を選択しているとき。

(イ)　その対象者のために、現に他のＦＯＭＡ等においてファミリーワイド等が選択さ
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れているとき。

(9) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン２２、経企第848号

（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ及び経企第294号（平成21年６月24日）

に規定する定額データプランHIGH-SPEEDに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行う

ことができません。

(10) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件

は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているファミリーワ

イド等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われた

ことを当社が確認したときは、そのファミリーワイド等に係る料金等から20円を減額し

ます。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の料金の額から

減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発

行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(11) 当社は、ファミリーワイド等に係る定期契約の満了について、当該ファミリーワイド等

に係る定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該ファミリ

ーワイド等に係る定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

(12) (1)から(11)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

６　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第８号中「経企第848号（平成17年10月25

日）に規定する旧プランＦＯＭＡ」を「経企第848号（平成17年10月25日）に規定する旧プラ

ンＦＯＭＡ及び経企第1200号（平成22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等」に

改めます。

７　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第12号中、「(1)から(11)」を「(1)から(12)」

に改め、同号を第13号とし、第11号の次に次の一号を加えます。

(12) 経企第1200号（平成22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用

料の料金種別との間の変更は行うことができません。

８　経企第543号（平成19年８月24日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のイ中「ファミリーワイド」を、「経企第1200号（平成22年２月22日）の附則に定

めるファミリーワイド」に改めます。

(2) 第９号を第10号とし、第８号の次に次の一号を加えます。

(9) 経企第1200号（平成22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使

用料の料金種別との間の変更は行うことができません。

９　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第５号を次のように改めます。

(5) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン22、経企第848号（平

成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ及び経企第1200号（平成22年２月22日）の

附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことが

できません。

　　　附　則（平成22年３月26日経企第1376号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、情報自動受信機能に関する部分については、平成22年４月５日

から実施します。

　（Ｂｉｚ・ホーダイダブル及びＢｉｚ・ホーダイシンプルに関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定するパケット通信モ

ードに係る定額通信料の適用を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改

正後の規定により同表の右欄に規定するパケット通信モードに係る定額通信料の適用を選択

したものとみなします。
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Ｂｉｚ・ホーダイダブル

Ｂｉｚ・ホーダイシンプル

パケ・ホーダイダブル

パケ・ホーダイシンプル

　（モバチェメールサービスによる料金等の支払いに関する経過措置）

３　契約者は、改正後の規定にかかわらず、当社が別に定める日までの間に限り、モバチェメ

ールサービス（「モバチェメールサービスご利用規則」に定めるところにより、料金の前払い

登録を行うことができるサービスをいいます。以下この附則において同じとします。）を利用

して料金等の支払いを行うことができます。この場合において、モバチェメールサービスに

よる料金の前払い登録等その他の提供条件は、なお従前のとおりとします。

　（パケット通信モードに係る定額通信料の適用に関する特例）

４　経企第974号（平成20年11月21日）の附則第３項第７号中、「(1)から(6)」を「(1)から(7)」

に改め、同号を第８号とし、第６号の次に次の一号を加えます。

(7) この改正規定実施の日から平成22年11月30日までの間において、パケット定額の廃止と

同時に、パケ･ ホーダイダブル又はパケ･ ホーダイシンプルの選択があったときは、当該

料金月におけるパケット定額に係る定額通信料の支払いを要しません。

　（その他）

５　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第12号中、「二段階パケット定額」を「パ

ケ･ ホーダイダブル」に改めます。

６　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号を次のように改めます。

(1) アの(ウ)中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ･ ホーダイダブル及びパ

ケ･ ホーダイシンプル」に改めます。

(2) ウの(オ)中、「二段階パケット定額」を「パケ･ ホーダイダブル」に改めます。

７　経企第543号（平成19年８月24日）の附則第３項第８号中、「シンプル定額」を「パケ･ホ

ーダイシンプル」に改めます。

８　経企第974号（平成20年11月21日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項第４号を次のように改めます。

(4) Ｂｉｚ・ホーダイに係る定額通信料の適用対象は、なお従前のとおりとします。

(2) 第３項第６号中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ･ ホーダイダブル及

びパケ･ ホーダイシンプル」に改めます。

(3) 第３項第７号中、「二段階パケット定額」を「パケ･ ホーダイダブル」に改めます。

(4) 第４項第３号中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ･ ホーダイダブル及

びパケ・ホーダイシンプル」に改めます。

９　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第４項第３号中、「二段階パケット定額及びシ

ンプル定額」を「パケ・ホーダイダブル及びパケ･ ホーダイシンプル」に改めます。

10　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項第３号中、「二段階パケット定額及びシ

ンプル定額」を「パケ･ ホーダイダブル及びパケ･ ホーダイシンプル」に改めます。

11　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項第３号中、「(1)及び(2)」を「(1)から(3)」

に改め、同号を第４号とし、第２号の次に次の一号を加えます。

(3) ケータイデータお預かり機能の提供を受けている契約者は、別表２（付加機能）に規定

する容量拡張機能の提供に係る請求を行うことができます。この場合の料金その他の提供

条件は、変更後の約款によります。

　　　附　則（平成22年４月６日経企第34号）

　この改正規定は、平成22年４月14日から実施します。

　　　附　則（平成22年４月８日経企第50号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年４月12日から実施します。

　（その他）

２　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項代第２号のアの(ア)の①のＢを次のよう
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に改めます。

Ｂ　衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの

ａ　第１種衛星電話又は第１種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの

料　金　種　別 料　　金　　額

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡからの通信 ②のＣのａのⅠに規定する料金額と同額

ｂ　ａ以外のもの

料　　金　　額

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料　金　種　別

標準タイム お得タイム

ＦＯＭＡからの通信ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡプラン３９ 41.5円 ( 43.575円) 29円 (30.45円)

ＦＯＭＡプラン４９ 38.5円 ( 40.425円) 27円 (28.35円)

ＦＯＭＡプラン６７ 35.5円 ( 37.275円) 25円 (26.25円)

ＦＯＭＡプラン１００ 32.5円 ( 34.125円) 23円 (24.15円)

ＦＯＭＡプラン１５０ 30円 (   31.5円) 21円 (22.05円)

リミットプラス 50円 (   52.5円) 50円 ( 52.5円)

　　　附　則（平成22年４月15日経企第68号）

　この改正規定は、平成22年４月26日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ｉモード等を利用した請求方法等に関する部分については、平成

22年４月27日から実施します。

　　　附　則（平成22年４月22日経企第97号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第３項及び第４項中、「平成22年４月30日」を「平

成22年８月31日」に改めます。

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に無線ＩＰアクセスサービスの提

供を受ることとなったときは、その無線ＩＰアクセス定額料について、料金表第５表（無線

ＩＰアクセス定額料）の１（適用）に規定する無線ＩＰアクセス定額料の減額を適用します。

　　　附　則（平成22年５月12日経企第164号）

　この改正規定は、平成22年５月21日から実施します。

　ただし、この改正規定中、着信通知に関する部分については、当社が定める日から実施しま

す。
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　　　附　則（平成22年５月25日経企第230号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年６月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（定額データプランスタンダードに係る通信料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成23年４月30日までの間において、新たに定額データプラン

スタンダードに係る２年定期契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解

除と同時に新たに締結する場合を除きます。）したとき又は新たに定額データプランスタンダ

ードに係る一般契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新

たに締結する場合を除きます。）した場合であって、その一般契約の締結と同時に身体障がい

者等割引（料金表第１表第１（基本使用料）の(7)に規定するものをいいます。以下この附則

において同じとします。）の選択に係る申出をし、その承諾を受けたときは、その契約の締結

があった日から、その契約の締結があった日を含む料金月の翌料金月から起算して12料金月

の間に限り、そのＦＯＭＡに係る定額データプランスタンダードの通信料について、料金表

第１表第３（通信料）の１（適用）の(9)の２のクの規定にかかわらず、同欄キの規定により

算定した額が、3,247円を超える場合は、3,247円を超える部分の料金の支払いを要しません。

４　当社は、前項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、次のいずれかに該当

する場合は、その特例の適用を廃止します。

(1) 基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード以外となったとき。

(2) 身体障がい者等割引の廃止があったとき。

(3) 削除

(4) 契約の解除があったとき（その特例の適用を受けているＦＯＭＡの定期契約の解除と同

時に新たに定額データプランスタンダードに係る一般契約を締結した場合であって、その

一般契約の締結と同時に身体障がい者等割引の選択に係る申出をし、その承諾を受けた場

合を除きます。）。

　　　附　則（平成22年６月24日経企第367号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年７月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　経企第974号（平成20年11月21日）の附則第４項第４号中、「(1)から(3)」を「(1)から(4)」

に改め、同号を第５号とし、第３号の次に次の一号を加えます。

(4) ２年定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）を締結したときは、ＦＯＭＡパケ

ットパック１０及びＦＯＭＡパケットパック３０の適用を廃止します。

４　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第４項第４号中、「(1)から(3)」を「(1)から(4)」

に改め、同号を第５号とし、第３号の次に次の一号を加えます。

(4) ２年定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）を締結したときは、ブラックベリ

ーデータ通信パックの適用を廃止します。

５　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項第４号中、「(1)から(3)」を「(1)から(4)」

に改め、同号を第５号とし、第３号の次に次の一号を加えます。

(4) ２年定期契約（ビジネス割50に係るものに限ります。）を締結したときは、ＦＯＭＡパケ

ットパック６０及びＦＯＭＡパケットパック９０の適用を廃止します。

６　経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第10項第１号を次のように改めます。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。
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　　　附　則（平成22年７月１日経企第417号）

　この改正規定は、平成22年７月８日から実施します。

　ただし、この改正規定中、画像情報蓄積機能に関する部分は、平成22年７月13日から実施し

ます。

　　　附　則（平成22年７月26日経企第510号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年８月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ワイドスター通信サービスに関する部分については、平成22年

８月３日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第10号を次のように改めます。

(10) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る名義変更、携帯電話番号ポータビリティに関する提供

条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、

自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13

章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとしま

す。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のアの(ア)の①のＢのａ中、「第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス」を、

「衛星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス契

約約款に規定する第１種ワイドスター」に改めます。

(2) 第８号を次のように改めます。

(8) 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設

備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設

備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に

係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

　ただし、ホームＵについてはこの限りでありません。

５　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第７号を次のように改めます。

(7) 定額データプランHIGH-SPEEDに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自

営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気

通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）

に係る提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡ

の場合に準じるものとします。

６　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のアの(ア)の①のＢのａ中、「第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス」を、

「衛星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス契

約約款に規定する第１種ワイドスター」に改めます。

(2) 第６号を次のように改めます。

(6) ファミリーワイド等のＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、

自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営

電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章

（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとしま

す。

　　　附　則（平成22年８月24日経企第621号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年９月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、トクだねニュース便、ビジュアルネット機能及びＰＴＴ通信モ
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ードに関する部分については平成22年10月１日から、料金表第４表の１（適用）の(3)に関す

る部分については平成22年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（海外パケ・ホーダイの通信料に係る特例）

３　料金表第４表の１（適用）の(5)欄に規定するパケット通信モードに係る定額通信料の適用

等については、この改正規定実施日から平成22年11月30日までの間において、料金表の規定

に係らず、当該規定中「ＦＯＭＡ契約者が定額データプランを選択しているとき又はパケ・

ホーダイダブル若しくはパケ・ホーダイシンプルの適用を受けているときは、」を「ＦＯＭＡ

契約者が」に読み替えて適用します。

４　この改正規定実施日から平成23年３月31日までの間において、料金表第４表の１（適用）

の(5)のア及びイの規定により算定した対象通信に関する料金については、同欄ア、ウ及びエ

の規定にかかわらず、同欄アの規定により算定した１暦日における累計額が1,480円を超える

場合は、1,480円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　（定額ユビキタスプランの料金に係る経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定額ユビキタスプランの

ＦＯＭＡユビキタス（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みます。）

の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　　金　　額

区　　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡユビキタス 定額ユビキタスプラン 467円 (504.36円)

イ　身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用については、改正後の規定におけるお便

りフォトプランフラットに係るＦＯＭＡユビキタスの場合に準じます。

(2) 通信料

ア　通信料については、次表のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　　金　　額

料　　金　　種　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 定額ユビキタスプラン 0.08円 (0.0864円)

イ　定額ユビキタスプランのＦＯＭＡサービスの契約者回線から行ったパケット通信モー

ドに係る通信に関する料金については、アの規定により算定した額の月間累計額から80

円を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が80円に満たない場合は、その月間累計額を控除することと

します。

ウ　イの規定により算定した額が467円を超える場合は、イの規定にかかわらず、467円を

超える部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、当該料金月における定額ユビキタスプランに係る累計課金対象パケット数が
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100,000課金対象パケットを超えるときは、100,000課金対象パケットを超える部分の課

金対象パケット数について、アの規定により算定した額を適用します。

エ　イ及びウの規定により算定した額が8,833円を超える場合は、イ及びウの規定にかかわ

らず、8,833円を超える部分の料金の支払いを要しません。

オ　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本使用料を日割

するときは、イに規定する80円をその利用日数に応じて日割するものとし、｢80円」を｢80

円を日割した額」に読み替えて適用します。

(3) 削　除

(4) 定額ユビキタスプランに係る付加機能、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章

（雑則）に係る提供条件は、改正後の規定におけるお便りフォトプランフラットに係るＦ

ＯＭＡユビキタスの場合に準ずるものとします。

(5) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提

供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（spモードに係る付加機能使用料の適用に関する特例）

６　この改正規定実施の日から平成23年４月30日までの間において、別表２（付加機能）に規

定するspモード機能の提供を 初に受けることとなったとき（当社が別に定める場合を除き

ます。）は、spモード機能に係る付加機能使用料について、その提供を 初に受けることとな

った日を含む料金月から起算して６料金月の間は支払いを要しないものとし、料金表第１表

第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用します。

７　当社は、前項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、spモード機能の廃止

があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、その特例の適用を廃止します。

(1) 削除

(2) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（相続等に伴うものを除きます。）。

(3) 電話番号保管があったとき。

(4) 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

８　spモード機能に係る付加機能使用料について、第６項に規定する特例を適用しているとき

は、料金表第１表第２（付加機能使用料）の１（適用）の(5)のカの規定を適用しません。

（注）第７項第４号に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は

一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは２年定期契約の解除と同時に新たに２

年定期契約を締結したとき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約若しく

は２年定期契約を締結したとき。

９　削　除

　（その他）

10　経企第974号（平成20年10月24日）の附則第３項８号中「(1)から(7)」を「(1)から(8)」

に改め、同号を第９号とし、第７号の次に次の一号を加えます。

(8) パケット定額を選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。

11　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項９号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」

に改め、同号を第10号とし、第８号の次に次の一号を加えます。

(9) 定額データプランHIGH-SPEEDを選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。

12　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第４項を次のように改めます。

４　削　除

13　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第７号中「通信の条件並びにＰＴＴ通信

モード」を「通信の条件」に改めます。

14　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第５号中「通信の条件並びにＰＴＴ通信

モード」を「通信の条件」に改めます。

15　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第４号中「通信の条件並びにＰＴＴ通信
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モード」を「通信の条件」に改めます。

16　経企第550号（平成21年８月25日）の附則第５項及び第６項を次のように改めます。

５　削除

６　削除

17　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第２号のアの(ウ)中「パケット通信モー

ド、ショートメッセージ通信モード及びＰＴＴ通信モード」を「パケット通信モード及びシ

ョートメッセージ通信モード」に改めます。

　　　附　則（平成22年９月23日経企第728号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。

　（無線ＩＰアクセス定額料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成23年４月30日までの間において、無線ＩＰアクセスサービ

スの提供を 初に受けることとなったとき（当社が別に定める場合を除きます。）は、料金表

第５表（無線ＩＰアクセス定額料）の１（適用）に規定する無線ＩＰアクセス定額料の減額

適用について、同欄アの「その日から起算して30日間」を「その日を含む料金月の翌料金月

から起算して12料金月の間」に読み替えて適用します。

（注）この項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合を言います。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一

般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは２年定期契約の解除と同時に新たに２年

定期契約を締結したとき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約若しくは２

年定期契約を締結したとき。

(3) そのＦＯＭＡ契約者が、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス契約を

締結したとき又はそのＦＯＭＡユビキタス契約者が、ＦＯＭＡユビキタス契約の解除と同

時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したとき。

(4) そのＦＯＭＡ契約者が、料金表第５表（無線ＩＰアクセス定額料）の１（適用）に規定

する無線ＩＰアクセス定額料の減額適用を受けたことがあるとき。

　（その他）

４　経企第230号（平成22年５月25日）の附則第３項中、「平成22年９月30日」を「平成22年12

月31日」に改めます。

５　経企第97号（平成22年４月22日）の附則第３項の次に次の一項を加えます。

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に無線ＩＰアクセスサービスの

提供を受ることとなったときは、その無線ＩＰアクセス定額料について、料金表第５表（無

線ＩＰアクセス定額料）の１（適用）に規定する無線ＩＰアクセス定額料の減額を適用し

ます。

　　　附　則（平成22年９月29日経企第749号）

　この改正規定は、平成22年10月22日から実施します。

　　　附　則（平成22年10月22日経企第818号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年11月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ドコモ地図ナビに関する部分については平成22年10月29日から、

着もじ・ホーダイに関する部分については平成22年12月２日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（ドコモ地図ナビに関する特例）

３　この改正規定実施の際現に、株式会社ゼンリンデータコムが提供する地図情報提供サービ

ス「ゼンリン・いつもＮＡＶＩ」を契約しているＦＯＭＡ契約者は、この改正規定実施の日

において、改正後の規定により当社が提供しているドコモ地図ナビの利用の申出があったも

のとみなして取り扱います。

４　この改正規定実施日から平成22年10月31日までの間において、料金表第７表第３（情報料）

の規定にかかわらず、ドコモ地図ナビの利用に係る情報料の支払いを要しません。

５　この改正規定実施の日から平成22年10月31日までの間において、１のＦＯＭＡにおいて

初にドコモ地図ナビの提供を受けることとなったとき（当社が別に定める場合を除きます。）

は、第３項に規定する特例を受ける場合を除き、ドコモ地図ナビに係る情報料について、前

項に規定する「平成22年10月31日」を「平成22年11月30日」に読み替えて適用します。

６　削　除

　　　附　則（平成22年11月９日経企第871号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年11月19日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成22年11月20日経企第923号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（オフィス割ＭＡＸ50に係る基本使用料の減額適用に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている２年定期契約（オフィス

割ＭＡＸ50に係るものに限るものとし、改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けてい

るものを含みます。）に係る基本使用料の減額適用に関する提供条件は、次のとおりとします。

(1) オフィス割ＭＡＸ50に係る総合利用プランのＦＯＭＡの基本使用料（料金種別がタイプ

2in1であるものを除きます。） については、次表に定める額を減額します。

１契約ごとに

基本使用料の減額 （月額）

料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）に規定する額に0.50を乗じて得た額

(2) オフィス割ＭＡＸ50に係る定期契約の解約金について、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

解約金の額

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

定期契約に係る解約金 9,500円 (10,260円)

(3) (2)に規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

　ただし、定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及び

定期契約の解除と同時に新たに共用ＦＯＭＡ又はデータ専用プランに係る一般契約を締結

した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定における総合利用
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プランのＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

(4) (1)から(3)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（オフィス割引に関する経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているオフィス割引（改正前

の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提

供条件は、次のとおりとします。

(1) オフィス割引に係るＦＯＭＡの基本使用料（料金種別が定額データプラン若しくはタイ

プ2in1であるもの、２年定期契約を締結しているもの及び料金表第１表（基本使用料）の

１（適用）の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているものを除きます。）に

ついて、次表に規定する額の割引を行います。

１契約ごとに

基本使用料の減額 （月額）

料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）に規定する額に0.25を乗じて得た額

(2) オフィス割引に係る通信料の適用は、次のアからエのとおりとします。

ア　オフィス割引に係るＦＯＭＡの契約者回線から、その契約者が指定した割引回線群（以

下この附則において「指定割引回線群」といいます。）に係る契約者回線等及び特定電話

番号（ウの規定により割引代表回線に係る契約者があらかじめ指定した１の電気通信番

号であって、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスに係るもの又は

専用回線等接続サービスに係るものをいいます。以下この附則において同じとします。）

に係る契約者回線等への通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金（料金

表第１表第３（通信料）の１（適用）の(12)に規定する特定電話番号への通信料の月極

割引の適用を受けている通信に関する料金を除きます。）については、その月間累計額か

ら次表に規定する額の割引を行います。

　この場合、指定割引回線群に係る契約者回線等及び特定電話番号に係る契約者回線等

への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。

１契約ごとに

区　　　　　分 割　　引　　額

(ア)　指定割引回線群に係る契約者回線等へ

の通信

その通信に関する料金の月間累計額に0.30

を乗じて得た額

(イ)　特定電話番号に係る契約者回線等への

通信

その通信に関する料金の月間累計額に0.10

を乗じて得た額

イ　アの規定にかかわらず、オフィス割引の適用を受けているＦＯＭＡ（総合利用プラン

に係るものに限ります。）が１年定期契約に係るものであって、その契約に係る経過期間

（料金表第１表第１（基本使用料）の１の(2)に規定するものをいいます。）が120ヶ月超

であるときは、そのＦＯＭＡの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回線への通

信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、次表のとおり取扱いま

す。
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１契約ごとに

区　　　　　分 通信料の適用

通話モードに係

るもの

その通信（料金月の末日までに終了した通信に限り

ます。）に関する料金について、支払いを要しません。

指定割引回線群に

係る契約者回線へ

の通信

64kb/sデジタル

通信モードに係

るもの

その通信に関する料金の月間累計額に0.60を乗じて

得た額をその月間累計額から差し引いた額を適用し

ます。

ウ　特定電話番号を指定又は変更するときは、割引代表回線に係る契約者から申し出てい

ただきます。

エ　指定割引回線群に属するＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別がタイプ2in1であるもの及

び２年定期契約を締結しているものに限ります。）に係る通信に関する料金については、

アからウの規定（そのＦＯＭＡの基本使用料の料金種別がタイプ2in1であるときは、イ

の規定を除きます。）に準じて取り扱います。

オ　別表２（付加機能）に規定する音声メッセージ蓄積機能の利用において、指定割引回

線群に属するＦＯＭＡの契約者識別番号を指定して音声メッセージの蓄積のために行っ

た通信に関する料金は、指定割引回線群に係る契約者回線等への通信の場合に準じて、

ア及びイの規定を適用します。

(3) 削　除

(4) 削　除

(5) 削　除

(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（ビジネス割引に関する経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているビジネス割引（改正前

の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提

供条件は、次のとおりとします。

(1) ビジネス割引に係るＦＯＭＡの基本使用料（料金種別が定額データプラン若しくはタイ

プ2in1であるもの及び２年定期契約を締結しているものを除きます。）について、次表に規

定する額の割引を行います。

一括請求ごとに

一括請求に係るＦＯＭＡ等の数 基本使用料の割引額　　　　（月額）

２契約以上50契約まで 一括請求に係るＦＯＭＡの基本使用料に0.20を乗じ

て得た額の合計額

51契約以上1000契約まで 一括請求に係るＦＯＭＡの基本使用料に0.23を乗じ

て得た額の合計額

1001契約以上 一括請求に係るＦＯＭＡの基本使用料に0.25を乗じ

て得た額の合計額

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（回線群を単位とする通信料の月極割引に関する経過措置）

６　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けている回線群を単位とする通

信料の月極割引（改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含み
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ます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) 次表に規定する定額料を支払った場合において、当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（通話料いっかつ割引については、その契約者以外

の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適

合する者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）している２以

上のＦＯＭＡ（第１種契約に係る総合利用プランに関するものに限ります。以下この附則

において「一括請求グループ」といいます。）に関する通信（その一括請求グループを構成

する全てのＦＯＭＡからの通信（当社が別に定める通信を除きます。）をいいます。以下こ

の附則において同じとします。）の料金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を

行います。

１一括請求グループごとに

区　　　分 定額料（月額) 割　　引　　額

1,000,000円未満

のとき

税抜額 3,000円

(税込額3,240 円)

１の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.15を乗じて得た額の合計額

通話

料い

っか

つ割

引

その料金

月の一括

請求グル

ープに関

する通信

の料金の

月間累計

1,000,000円以上

　10,000,000円

未満のとき

１の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.20を乗じて得た額の合計額

額
10,000,000円以上

のとき

１の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.25を乗じて得た額の合計額

包括

回線

割引

包括回線割引５ ― １の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.05を乗じて得た額の合計額

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（ビジネス通話・ホーダイに関する経過措置）

７　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているビジネス通話・ホーダ

イ（改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。）の料金

その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) ビジネス通話・ホーダイに係るＦＯＭＡの契約者回線から、指定した定額回線群（(2)

に規定するものをいいます。）に係る契約者回線への通話モードによる通信（当社が別に定

める通信を除きます。）に関する料金について、その月間累計額に代えて、次表に規定する

定額通信料を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　分 定額通信料（月額）

ビジネス通話・ホーダイ 税抜額 900円 (税込額 972円)

(2) この附則において定額回線群とは、ビジネス通話・ホーダイを選択する11以上300以下の

ＦＯＭＡ（同一の契約者に係るものをいいます。）により構成される回線群をいいます。

(3) 当社は、電話番号保管があったときは、ビジネス通話・ホーダイを廃止します。

(4) 別表２（付加機能）に規定する音声メッセージ蓄積機能の利用において、指定した定額
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回線群に属するＦＯＭＡの契約者識別番号を指定して音声メッセージの蓄積のために行っ

た通信に関する料金は、定額回線群に係る契約者回線等への通信の場合に準じて、(1)の規

定を適用します。

(5) (1)から(4)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

８　経企第974号（平成20年10月24日）の附則第３項第７号を次のように改めます。

(7) パケット定額の廃止と同時に、パケ・ホーダイダブル又はパケ・ホーダイシンプルの選

択及びその料金の適用に係る申出があったときは、その申出があった日を含む料金月にお

けるパケット通信モードに係る通信（当社が別に定めるものを除きます。）の料金について、

パケ・ホーダイダブル又はパケ・ホーダイシンプルを適用します。

　この場合において、当該料金月におけるパケット定額に係る定額通信料の支払いを要し

ません。

　ただし、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の２のスの(ウ)の規定は、パケ・

ホーダイシンプルの選択があったときから適用します。

　　　附　則（平成22年12月20日経企第1063号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年12月24日から実施します。

　（その他）

２　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第１号に次のウ及びエを加えます。

ウ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡ（利用休止となっているものを除きま

す｡)に係る一般契約者又は２年定期契約者が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約

を締結した場合における当該暦月のＦＯＭＡの基本使用料については、当社がＸｉサー

ビスを継続して提供したものとみなして取り扱います。

エ　ＦＯＭＡ契約者が、定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡの再利用の請求をし、

その承諾を受けた場合であって、その承諾を受けた暦月において、そのＦＯＭＡ契約の

解除と同時に新たにＸｉ契約を締結したときの当該暦月のＦＯＭＡの基本使用料につい

ては、ウの規定にかかわらず、再び利用できる状態にした日から当社がＸｉサービスを

継続して提供したものとみなして計算した額を適用します。

(2) 第２号に次のオ及びカを加えます。

オ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡ（利用休止となっているものを除きま

す｡)に係る一般契約者又は２年定期契約者が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約

を締結したときは、当社がＸｉサービスを継続して提供したものとみなして、契約の解

除があったＦＯＭＡに係るパケットについて、課金対象パケットの情報量の測定から除

きます。

カ　ＦＯＭＡ契約者が、定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡの再利用の請求をし、

その承諾を受けた場合であって、その承諾を受けた暦月において、そのＦＯＭＡ契約の

解除と同時に新たにＸｉ契約を締結したときは、当社がＸｉサービスを継続して提供し

たものとみなして、再び利用できる状態にした後から契約の解除があった日までの間に

おけるそのＦＯＭＡに係るパケットについて、課金対象パケットの情報量の測定から除

きます。

　　　附　則（平成22年12月21日経企第1066号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第230号（平成22年５月25日）の附則第３項中、「平成22年12月31日」を「平成23年４

月30日」に改めます。
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４　経企第621号（平成22年８月24日）の附則第６項中、「平成22年12月31日」を「平成23年４

月30日」に改めます。

５　経企第728号（平成22年９月23日）の附則第３項中、「平成22年12月31日」を「平成23年４

月30日」に改めます。

　　　附　則（平成23年１月25日経企第1150号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年２月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ビジネスmoperaテレメトリ機能に関する部分については平成23

年１月31日から、OFFICEEDサービスに関する部分については平成23年３月１日から実施しま

す。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（タイプシンプルに係る基本使用料の減額適用に関する特例）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成23年５月31日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡに係る契約者から申出があったときは、そのＦＯＭＡに

係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があった日から、その申出があった日

を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間に限り、料金表通則第８項（端数処理）の規定

にかかわらず、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）に規定する額から371円を減

額して適用します。この場合において、料金表第１表第１の１（適用）の(2)から(7)の適用

による場合は、適用した後の料金額から減額して適用します。

４　前項に規定する申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とします。

(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者（単位制高等学校教育規

程第９条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その

他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」と

いいます。）。

ア　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校又は学校教育法第124条若し

くは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。

イ　その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。

(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者（当社が別

に定める者に限ります。）。

(3) タイプシンプルに係るＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）及びそのＦＯＭＡに係るファミリー割

引（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じと

します。）の選択（第３項に規定する申出をし、その承諾を受けているＦＯＭＡ（第12項の

規定により減額の適用が廃止されたものを除きます。）が属する割引回線群（料金表第１表

第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）を指定

する場合に限ります。）と同時にその申出を行う者。

５　ＦＯＭＡ契約者は、第３項に規定する申出を行うときは、当社が前項の条件に該当するこ

とを確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。

６　第４項各号の規定に基づきＦＯＭＡ契約の申込をする者は、以下の規定に基づき、１の対

象者を指定していただきます。

(1) 第４項第１号又は第３号の申出に係る対象者は、同号の規定によりその申込をする者又

はその申込をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。

(2) 第４項第２号の申出に係る対象者は、同号に規定する学生とします。

７　当社は、第３項に規定する申出があったときは、その申出を行ったＦＯＭＡ契約者に係る

ＦＯＭＡが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。
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(2) 当社と１年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約（その契約に係る経過期間（料金表第

１表第１第１の１の(2)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）

が120ヶ月超であるものに限ります。）に係るものであって、ファミリー割引を選択してい

るものであるとき。

(3) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

８　当社は、第４項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、第３項に

規定する申出を承諾しません。

(1) その申出に係る対象者が、現に他のＦＯＭＡ契約に係る対象者として指定されていると

き。

(2) そのＦＯＭＡが、現に経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第３項に規定する減額

の適用を受けているとき。

９　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項に規定する額を日割して適用します。

　（パケット通信モードに係る定額通信料の適用等に関する特例）

10　当社は、第３項に規定する適用を受けているＦＯＭＡのパケット通信モードによる通信の

料金について、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の２のスの(イ)の規定を、次

の二号に読み替えて適用します。

(1) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったspモード

機能（別表２（付加機能）に規定するものをいいます。）の利用に係る通信及びその他パケ

ット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの契約者回線から、当社が定める接続先そ

の他の接続方法により行ったパケット通信モードによる通信をいい、当社が別に定めるも

のを除きます。）に関する料金については、アの規定により算定した額を適用します。この

場合において、その料金の月間累計額と(ア)の規定により算定した料金の月間累計額の合

計額が5,200円を超える場合は、5,200円をその合計額とみなして取り扱います。

(2) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモード

等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信に限ります。）及び128k通信モードによる通

信に関する料金については、アの規定により算定した額を適用します。この場合において、

その料金の月間累計額、(ア)及び前号の規定により算定した料金の月間累計額の合計額が

5,700円を超える場合は、5,700円をその合計額とみなして取り扱います。

11　当社は、第３項に規定する適用を受けているＦＯＭＡのパケ・ホーダイフラットに係る料

金について、次のとおりとします。

(1) パケ・ホーダイフラットに係る定額通信料について、料金表第１表第３の１の(7)の２の

アの(ア)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　分 定額通信料（月額）

パケ・ホーダイフラット 税抜額 4,700円 (税込額 4,935円)

(2) 料金表第１表第３の１の(7)の２のセの(イ)及び(ウ)中、「500円」を「1,000円」に読み

替えて適用します。

(3) 料金表第１表第３の１の(7)の２のセの(エ)中、「2,600円」を「3,100円」に読み替えて

適用します。

12　当社は、第３項及び前項の規定を適用する取扱い（以下この附則において「本割引」とい

います。）の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約者から、本割引を廃止す

る申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 削除
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(3) 電話番号保管があったとき。

(4) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第７項の規定に該当するときを除きます。）。

(5) 第７項の規定に該当しなくなったとき。

13　本割引を廃止した場合における取扱いについては、次のとおりとします。

(1) 第３項に規定する減額の適用については、その減額の適用を受けている期間に応じて日

割して適用します。

(2) 第10項及び第11項の規定については、その廃止日を含む料金月の末日までに終了した通

信に関する料金について適用します。

　（ビジネスmoperaテレメトリ機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例）

14　本割引の適用を受けている定期契約者について、その定期契約に係る対象者の死亡に関す

る届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があっ

たときは、料金表第１表第４（定期契約に係る解約金）の２（料金額）の規定にかかわらず、

その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。

15　この改正規定実施の日から平成24年３月31日までの間において、料金表第１表第２（付加

機能使用料）の規定にかかわらず、ビジネスmoperaテレメトリ機能の利用に係る付加機能使

用料の支払いを要しません。

　　　附　則（平成23年２月22日経企第1254号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の日から平成23年５月31日までの間に、電話番号保管の請求をし、その

承諾を受けたときのその他手数料については、料金表第１表第５（手続きに関する料金）の

規定にかかわらず、支払いを要しません。

　（その他）

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第10号中「名義変更」を「電話番号保管、

名義変更」に改めます。

４　経企第974号（平成20年11月21日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項第９号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」に改め、同号を第10号とし、第８号の

次に次の一号を加えます。

(9) 当社は、電話番号保管があったときは、パケット定額を廃止します。

(2) 第４項第４号中「２年定期契約」を「電話番号保管があったとき又は２年定期契約」に

改めます。

５　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第４項第４号中「２年定期契約」を「電話番号

保管があったとき又は２年定期契約」に改めます。

６　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項第４号中「２年定期契約」を「電話番号

保管があったとき又は２年定期契約」に改めます。

７　経企第1112号（平成22年１月25日）の附則を次のように改めます。

(1) 第10項中、第３号を第４号とし、第２号の次に次の一号を加えます。

(3) 電話番号保管があったとき。

(2) 第10項の次に次の一項を加えます。

11　第３項に規定する減額の適用を受けている定期契約者（第４項第２号の規定に該当す

る者に限ります。）について、その定期契約に係る学生の死亡に関する届出があった場合

であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったときは、料金

表第１表第４（定期契約に係る解約金）の２（料金額）の規定にかかわらず、その定期

契約に係る解約金の支払いを要しません。

８　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項中、「利用休止」を「利用休止若しくは

電話番号保管」に改めます。

９　経企第621号（平成22年８月24日）の附則第７項中、第２号の次に次の一号を加えます。
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(3) 電話番号保管があったとき。

10　経企第818号（平成22年10月22日）の附則第６項第２号中、(ウ)を(エ)とし、(イ)の次に

次の(ウ)を加えます。

(ウ)　電話番号保管があったとき。

11　経企第923号（平成22年11月20日）の附則を次のように改めます。

(1) 第４項第３号中「(1)及び(2)」を「(1)から(5)」に改め、同号を第６号とし、第２号の

次に次の三号を加えます。

(3) 当社は、マイエリア機能に係る付加機能使用料の適用を受けているＦＯＭＡが次のい

ずれかに該当するときは、そのマイエリア機能に係る付加機能使用料について、料金表

第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定する額から 467円（月額）を減額

して適用します。

ア　１年定期契約に係るもの（その契約に係る経過期間（料金表第１表第１（基本使用

料）の１の(2)に規定するものをいいます。）が120か月超であるものに限ります。）で

あってオフィス割引の適用を受けているとき。

イ　２年定期契約に係るものであって、オフィス割引に係る指定割引回線群に属すると

き。

(4) (3)に規定する条件を満たさなくなったときは、そのことを当社が確認した日を含む暦

月の末日までの付加機能使用料を減額の対象とします。

(5) 当社は、次のいずれかに該当するときは、(3)に規定する額を日割して適用します。

ア　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりマイエリア機能に

係る付加機能使用料を日割するとき。

イ　暦月の初日以外の日に(3)に規定する減額の適用の開始があったとき。

(2) 第７項第３号中、「(1)及び(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第４号とし、第２号

の次に次の一号を加えます。

(3) 当社は、電話番号保管があったときは、ビジネス通話・ホーダイを廃止します。

12　経企第1150号（平成23年１月25日）の附則を次のように改めます。

(1) 第６項を第７項、第７項を第８項、第８項を第９項、第９項を第10項、第10項を第11項、

第11項を第12項、第12項を第14項とし、第５項の次に次の一項を加えます。

６　第４項各号の規定に基づきＦＯＭＡ契約の申込をする者は、以下の規定に基づき、１

の対象者を指定していただきます。

(1) 第４項第１号又は第３号の申出に係る対象者は、同号の規定によりその申込をする

者又はその申込をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に

限ります。

(2) 第４項第２号の申出に係る対象者は、同号に規定する学生とします。

(2) 第８項を次のように改めます。

８　当社は、第４項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、第３

項に規定する申出を承諾しません。

(1) その申出に係る対象者が、現に他のＦＯＭＡ契約に係る対象者として指定されてい

るとき。

(2) そのＦＯＭＡが、現に経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第３項に規定する

減額の適用を受けているとき。

(3) 第11項を次のように改めます。

ア　第３号を第４号、第４号を第５号とし、第２号の次に次の一号を加えます。

(3) 電話番号保管があったとき。

イ　「第６項」を「第７項」に改めます。

(4) 第12項中、「第９項」を「第10項」に改めます。

(5) 第12項の次に次の一項を加えます。

13　本割引の適用を受けている定期契約者について、その定期契約に係る対象者の死亡に

関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解
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除があったときは、料金表第１表第４（定期契約に係る解約金）の２（料金額）の規定

にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。

　　　附　則（平成23年３月８日経企第1314号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年３月15日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ウ)中、「パケ・ホーダイダ

ブル及びパケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。

４　経企第1393号（平成19年３月23日）の附則第１項中、「パケット定額」を「旧パケット定

額」に改めます。

５　経企第974号（平成20年11月21日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項中「パケット定額」を「旧パケット定額」、「パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホ

ーダイシンプル」及び「パケ・ホーダイダブル又はパケ・ホーダイシンプル」を「パケッ

ト定額」に改めます。

(2) 第３項第７号中、「(7)の２のスの(ウ)」を「(7)の２のサの(ク)」に改めます。

６　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第４項第３号中、「パケ・ホーダイダブル及び

パケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。

７　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項第３号中、「パケ・ホーダイダブル及び

パケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。

８　経企第621号（平成22年８月24日）の附則第８項第２号を次のように改めます。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは２年定期契約の解除と同時に新たに２年

定期契約を締結したとき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約若しくは２

年定期契約を締結したとき。

９　経企第728号（平成22年９月23日）の附則第３項第２号を次のように改めます。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約若しくは２年定期契約の解除と同時に新たに２年

定期契約を締結したとき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約若しくは２

年定期契約を締結したとき。

10　経企第1150号（平成23年１月25日）の附則を次のように改めます。

(1) 第10項中「コの(イ)」を「サの(イ)」、「パケ・ホーダイダブル」を「パケ・ホーダイダ

ブル等」に改めます。

(2) 第11項を第12項、第12項を第13項、第13項を第14項、第14項を第15項とし、第10項の次

に次の一項を加えます。

11　第３項に規定する適用を受けているＦＯＭＡにおける、当該料金月のパケ・ホーダイ

フラットに係る定額通信料については、料金表第１表第３の(7)の２にかかわらず、次表

に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　分 定額通信料（月額）

パケ・ホーダイフラット 税抜額 4,700円 (税込額 4,935円)

　　　附　則（平成23年３月17日経企第1352号）

　この改正規定は、平成23年３月18日から実施します。

　　　附　則（平成23年３月22日経企第1366号）

　この改正規定は、平成23年３月24日から実施します。
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　　　附　則（平成23年３月25日経企第1380号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、回収代行等の承諾等に関する部分については平成23年３月31日

から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

　（その他）

４　経企第173号（平成14年９月24日）の附則第２項及び第３項中「電話帳掲載の廃止又は利

用休止に関する請求」を「電話帳掲載の廃止」に改めます。

５　経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第10項第２号を次のように改めます。

(2) 削除

６　経企第230号（平成22年５月25日）の附則第４項第３号を次のように改めます。

(3) 削除

７　経企第621号（平成22年８月24日）の附則第７項第１号を次のように改めます。

(1) 削除

８　経企第818号（平成22年10月22日）の附則第６項第２号の(イ)を次のように改めます。

(イ)　削除

９　経企第1150号（平成23年１月25日）の附則第11項第２号を次のように改めます。

(2) 削除

　　　附　則（平成23年３月29日経企第1408号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成23年３月29日から実施します。

　（経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他債務については、なお従前のとおりとします。

　（保管手数料に関する特例）

３　ＦＯＭＡ契約者（当社が定める基準に適合する者に限ります。）が、この附則実施の日から

平成23年６月30日までの間において、第14条の２（電話番号保管）に規定する電話番号保管

を請求し、その承諾を受けたときは、その電話番号保管に係る保管手数料について、その承

諾を受けた日から平成23年８月31日までの間に限り、料金表第１表第５（手続きに関する料

金）の２（料金額）の規定にかかわらず、支払いを要しません。

４　前項の規定により、電話番号保管の請求をし、その承諾を受けたときのその他手数料につ

いては、料金表第１表第５（手続きに関する料金）の規定にかかわらず、支払いを要しませ

ん。

　（ユニバーサルサービス料に関する特例）

５　第３項の適用を受けているＦＯＭＡ契約者は、料金表第１表第６（ユニバーサルサービス

料）の規定にかかわらず、その適用を受けている期間に限り、そのＦＯＭＡに係るユニバー

サルサービス料の支払いを要しません。

　　　附　則（平成23年３月31日経企第1425号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成23年４月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他債務については、なお従前のとおりとします。

　（特例ＦＯＭＡの提供に関する経過措置）

３　ＦＯＭＡ契約の申込み又はＦＯＭＡ契約に係る再利用を請求する者（当社が定める基準に
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適合する者に限ります。）であって、当社がその契約申込み又は請求の内容を確認するための

書類（以下この附則において「確認書類」といいます。）の提示が困難と当社が認めた者は、

この附則実施の日から平成23年８月31日までの間に限り、第９条（一般契約申込の方法）及

び第24条（その他の提供条件）の規定にかかわらず、その確認書類の提示を要しません。

４　前項の規定により契約を締結した又は再利用したＦＯＭＡ（以下この附則において「特例

ＦＯＭＡ」といいます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) 基本使用料の料金種別については、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）に規

定する総合利用プランに限り選択することができます。

(2) 第97条の２（dカードmini）に規定するdカードmini、第98条（料金明細内訳書の発行等）

に規定する料金明細内訳書の発行及び閲覧並びに用途別集計の利用に係る請求並びに第98

条の２（ⅰモード通信履歴の閲覧）に規定するⅰモード通信履歴の閲覧に係る請求を行う

ことはできません。

(3) 第97条の３（ドコモケータイ送金）に規定するドコモケータイ送金及び第100条の２（ケ

ータイ払い）に規定するケータイ払いを利用することはできません。

(4) 特例ＦＯＭＡに係る契約（以下この附則において「特例ＦＯＭＡ契約」といいます。）を

締結している者（以下この附則において「特例ＦＯＭＡ契約者」といいます。）は、確認書

類の提示が可能となったときは、直ちにその書類を所属ＦＯＭＡサービス取扱所へ提示し

ていただきます。この場合において、その特例ＦＯＭＡ契約者に係る特例ＦＯＭＡ契約は、

当社が確認書類の提示を確認した日において、改正後の規定により当社と締結したＦＯＭ

Ａ契約へと移行したものとみなします。

(5) 当社は、平成23年９月30日までの間において、特例ＦＯＭＡ契約者から確認書類の提示

がなかったときは、そのＦＯＭＡサービスの利用を停止することがあります。

(6) 当社は、前項の規定によりＦＯＭＡサービスの利用を停止された特例ＦＯＭＡ契約者が、

平成23年10月20日までの間において、なおその事実を解消しないときは、その特例ＦＯＭ

Ａ契約を解除することがあります。

(7) (1)から(6)以外の提供条件は、総合利用プランに係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとし

ます。

　　　附　則（平成23年４月15日経企第63号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年４月21日から実施します。

　ただし、この改正規定中、音声メッセージ蓄積機能及び端末操作情報蓄積機能に関する部

分については平成23年４月22日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1105号（平成20年２月22日）の附則第４項第６号中「(1)から(5)」を「(1)から(6)」

へ改め、同号を第７号とし、第５号の次に次の一号を加えます。

(6) 2in1においては、音声メッセージ蓄積機能を利用することができません。

４　経企第923号（平成22年11月20日）の附則を次のように改めます。

(1) 第４項第２号に次のオを加えます。

オ　別表２（付加機能）に規定する音声メッセージ蓄積機能の利用において、指定割引回

線群に属するＦＯＭＡの契約者識別番号を指定して音声メッセージの蓄積のために行っ

た通信に関する料金は、指定割引回線群に係る契約者回線等への通信の場合に準じて、

ア及びイの規定を適用します。

(2) 第７項第４号中「(1)から(3)」を「(1)から(4)」へ改め、同号を第５号とし、第３号の

次に次の一号を加えます。

(4) 別表２（付加機能）に規定する音声メッセージ蓄積機能の利用において、指定した定

額回線群に属するＦＯＭＡの契約者識別番号を指定して音声メッセージの蓄積のために
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行った通信に関する料金は、定額回線群に係る契約者回線等への通信の場合に準じて、

(1)の規定を適用します。

　（地図情報受信機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例）

５　この改正規定実施の日から平成23年６月30日までの間において、ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭ

Ａユビキタス契約締結後、そのＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスにおいて 初に別表２（付

加機能）に規定する地図情報受信機能の提供を受けることとなったとき（当社が別に定める

場合を除きます。）は、地図情報受信機能に係る付加機能使用料について、その提供を 初に

受けることとなった日を含む暦月から起算して３暦月の間は支払いを要しないものとし、料

金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用します。

　　　附　則（平成23年４月21日経企第91号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成23年４月27日経企第123号）

　この改正規定は、平成23年５月10日から実施します。

　　　附　則（平成23年５月25日経企第227号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ドコモケータイ送金に関する部分については、平成23年５月27

日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ビジネス通話割引に係る定額料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成23年10月１日までの間において、料金表第１表第３（通信

料）の(14)に規定するビジネス通話割引の適用を 初に受けることとなったとき（この改正

規定実施の日から平成23年９月30日までの間にビジネス通話割引の適用を受ける旨の申出を

行った場合であって、当社が別に定める場合を除きます。）は、ビジネス通話割引に係る定額

料について、その適用を 初に受けることとなった日を含む料金月から起算して６料金月の

間は、料金表第１表第３の(14)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。

４　当社は、前項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、ビジネス通話割引の

廃止があった場合又は契約の解除があった場合は、その特例の適用を廃止します。

５　経企第818号（平成22年10月22日）の附則第６項を次のように改めます。

６　削除

６　経企第1408号（平成23年３月29日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項中、「平成23年５月31日」を「平成23年６月30日」に改めます。

(2) 第４項中、「前項」を「第３項」に改め、同項を第５項とし、第３項の次に次の一項を加

えます。

４　前項の規定により、電話番号保管の請求をし、その承諾を受けたときのその他手数料

については、料金表第１表第５（手続きに関する料金）の規定にかかわらず、支払いを

要しません。

　　　附　則（平成23年６月13日経企第319号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年６月22日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。
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　（ｉチャネルに係る情報料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成23年８月31日までの間において、第97条（情報提供サービ

ス）に規定するｉチャネルの提供を受けているＦＯＭＡ契約者が新たに別表２（付加機能）

に規定するspモード機能の提供を受けることとなったときは、ｉチャネルに係る情報料につ

いて、その新たにspモード機能の提供を受けることとなった日から平成23年９月30日までの

間は支払を要しないものとし、料金表第７表第３（情報料）の２（料金額）に規定する額か

ら減額して適用します。

４　この改正規定実施の日から平成23年８月31日までの間において、spモード機能の提供を受

けているＦＯＭＡ契約者が新たにｉチャネルの提供をうけることとなったときは、ｉチャネ

ルに係る情報料について、その情報料の適用を受けることとなった日から平成23年９月30日

までの間は支払を要しないものとし、料金表第７表第３（情報料）の２（料金額）に規定す

る額から減額して適用します。

５　当社は、前２項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、ｉチャネル若しく

はspモード機能の廃止があった場合又は契約の解除があった場合（当社が別に定める場合を

除きます。）は、その特例の適用を廃止します。

６　ｉチャネルに係る情報料について、第３項又は第４項に規定する特例の適用を受けている

ときは、料金表第７表第３（情報料）の１（適用）の(2)の規定を適用しません。

７　ｉチャネルに係る情報料について、料金表第７表第３（情報料）の１（適用）の(1)のイの

規定の適用を受けているときは、第３項又は第４項に規定する特例を適用しません。

（注）第５項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は

一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結した

とき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。

　　　附　則（平成23年６月24日経企第380号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年７月１日から実施します。

　ただし、呼出音選択機能に関する部分は平成23年６月29日から、ショートメッセージ通信

モードに関する部分及びmoperaU機能に関する部分は平成23年７月13日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。

　（地図情報受信機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

３　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に別表２（付加機能）に規定する

地図情報受信機能の提供を受けることとなったとき（当社が別に定める場合を除きます。）は、

その地図情報受信機能に係る付加機能使用料について、その提供を開始した日を含む暦月は

支払いを要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定す

る額から減額して適用します。

４　経企第63号（平成23年４月15日）の附則第５項に規定する特例の適用を受けているときは、

前項の規定を適用しません。

　（呼出音選択機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例）

５　この改正規定実施の日から平成23年８月31日までの間において、別表２（付加機能）に規

定する呼出音選択機能の提供を受けているＦＯＭＡ契約者が新たに別表２に規定するspモー

ド機能の提供を受けることとなったときは、呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、

その新たにspモード機能の提供を受けることとなった日から平成23年９月30日までの間は支

払を要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定する額

から減額して適用します。

６　この改正規定実施の日から平成23年８月31日までの間において、spモード機能の提供を受

けているＦＯＭＡ契約者が新たに呼出音選択機能の提供を受けることとなったときは、呼出
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音選択機能に係る付加機能使用料について、その付加機能使用料の適用を受けることとなっ

た日から平成23年９月30日までの間は支払を要しないものとし、料金表第１表第２（付加機

能使用料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用します。

７　当社は、前２項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、呼出音選択機能若

しくはspモード機能の廃止があった場合又は契約の解除があった場合（当社が別に定める場

合を除きます。）は、その特例の適用を廃止します。

８　呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、第５項又は第６項に規定する特例の適用

を受けているときは、料金表第１表第２（付加機能使用料）の１（適用）の(6)の規定を適用

しません。

９　呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、料金表第１表第２（付加機能使用料）の

１（適用）の(5)のウ又はオの規定の適用を受けているときは、第５項又は第６項に規定する

特例を適用しません。

（注）第７項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は

一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結した

とき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。

　（その他）

10　経企第848号（平成17年10月25日）第３項第６号を次のように改めます。

(6) (4)の規定によるほか、旧プランＦＯＭＡに係る付加機能、通信の付加サービス及び情報

提供サービスの提供条件については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの

場合に準じるものとします。

　ただし、マイエリア機能の利用に係る請求を行うことはできません。

11　経企第923号（平成22年11月20日）の附則第４項第３号から第５号を次のように改めます。

(3) 削　除

(4) 削　除

(5) 削　除

12　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第２号に次のキを加えます。

キ　ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における

定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

　　　附　則（平成23年６月28日経企第400号）

　この改正規定は、平成23年７月７日から実施します。

　　　附　則（平成23年７月８日経企第452号）

　この改正規定は、平成23年７月13日から実施します。

　　　附　則（平成23年７月22日経企第501号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年８月１日から実施します。

　ただし、ホームＵ及びポケットＵに関する部分は平成23年９月１日から実施します。

　（料金等の支払に関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

４　削　除

５　削　除

６　削　除

　　　附　則（平成23年８月20日経企第612号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年９月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、 moperaU機能及びマイエリア機能に関する部分については、平
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成23年８月25日から、 Mahanagar Telephone Nigam Limitedに関する部分については、平成

23年９月５日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他債務については、なお従前のとおりとします。

　（呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

３　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に別表２（付加機能）に規定する

呼出音選択機能及びspモード機能の提供を同時に受けることとなったとき（当社が別に定め

る場合を除きます。）は、その呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、その提供を開

始した日から起算して31日間は支払を要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用

料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用します。

　ただし、呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、料金表第１表第２（付加機能使

用料）の１（適用）の(7)のアの(ア)又は(イ)の適用を受けることとなった場合は、この限り

でありません。

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施前に、改正前の規定により別表２（付加機能）

に規定する呼出音選択機能の提供を受けたことがある場合は、料金表第１表第２（付加機能

使用料）の１（適用）の(7)のアの(エ)の規定を適用しません。

　（ｉチャネルに係る情報料の減額適用に関する経過措置）

５　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初にｉチャネル及び別表２（付加機

能）に規定するspモード機能の提供を同時に受けることとなったとき（当社が別に定める場

合を除きます。）は、そのｉチャネルに係る情報料について、その提供を開始した日から起算

して30日間は支払いを要しないものとし、料金表第７表（その他のサービスに関する料金等）

第３（情報料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用します。

６　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施前に、改正前の規定によりｉチャネルの提供を

受けたことがある場合は、料金表第７表第３（情報料）の１（適用）の(3)のエの規定を適用

しません。

７　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第９号を次のように改めます。

(9) ＦＯＭＡデータプラン２２に係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件について

は、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。

８　経企第848 号（平成17年10月25日）第３項第６号を次のように改めます。

(6) (4)の規定によるほか、旧プランＦＯＭＡに係る付加機能、通信の付加サービス及び情報

提供サービスの提供条件については、改正後の規定における総合利用プランのＦＯＭＡの

場合に準じるものとします。

（注）第３項及び第５項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は

一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結した

とき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。

　　　附　則（平成23年８月26日経企第638号）

　この改正規定は、平成23年９月16日から実施します。

　　　附　則（平成23年９月24日経企第728号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年10月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、位置情報通知機能及びＦＯＭＡ位置情報受信機能に関する部分

については平成23年９月28日から、発信者番号通知に関する部分については平成23年10月３

日から実施します。

　（経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（タイプシンプルに係る基本使用料の減額適用に関する特例）

３　当社は、平成23年９月28日から平成24年５月31日までの間において、基本使用料の料金種

別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の

解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）した者から申出があったときは、そのＦＯＭ

Ａに係るタイプシンプルの基本使用料の適用について、その申出があった日から、その申出

があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間に限り、料金表通則第８項（端数処

理）の規定にかかわらず、次のとおりとします。

(1) その申出があった日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して６暦月

の間のタイプシンプルの基本使用料について、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料

金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

(2) その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して７暦月から36暦月の間のタイプシ

ンプルの基本使用料について、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）に規定す

る額から 371円を減額して適用します。この場合において、料金表第１表第１の１（適用）

の(2)から(7)の適用による場合は、適用した後の料金額から減額して適用します。

４　前項に規定する申出を行うことができる者は、満13歳に満たない者（満３歳に満たない者

を除きます。以下この附則において「対象者」といいます。）のために新たにＦＯＭＡ契約を

締結する契約者であって、対象者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者

に限ります。

５　ＦＯＭＡ契約者は、第３項に規定する申出を行うときは、１の対象者を指定及び当社が前

項の条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。

６　当社は、第３項に規定する申出があったときは、その申出を行ったＦＯＭＡ契約者に係る

ＦＯＭＡが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と総合利用プランに係る２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであ

るとき。

(2) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

７　当社は、前項の規定にかかわらず、第５項の規定により指定した対象者が、現に他のＦＯ

ＭＡ契約に係る対象者として指定されているときは、第３項に規定する申出を承諾しません。

８　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項第２号に規定する額を日割して適用します。

９　当社は、第３項に規定する減額の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約

者から、この減額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

には、この減額の適用を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 電話番号保管があったとき。

(3) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第６項の規定に該当するときを除きます。）。

(4) 第６項の規定に該当しなくなったとき。
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10　前項の規定により減額の適用を廃止したときは、第３項第２号に規定する減額の適用につ

いて、その減額の適用を受けている期間に応じて日割して適用します。

　（無線ＩＰアクセス定額料の適用に関する特例）

11　当社は、この改正規定実施の日から平成25年３月31日までの間において、ＦＯＭＡ契約者

（基本使用料の料金種別が料金表第１表第１（基本使用料）の(1)に規定する定額データプラ

ンフラット、定額データプランスタンダード２若しくは定額データプラン128Ｋ（以下この附

則において「対象プラン」といいます。）の契約者又は料金表第１表第３（通信料）の(7)の

２に規定するパケ・ホーダイフラット、パケ・ホーダイダブル２若しくはらくらくパケ・ホ

ーダイ（以下この附則において「対象パケット定額」といいます。）を選択している契約者に

限ります。）が、そのＦＯＭＡにおいて無線ＩＰアクセスサービスの提供を受けているときは、

その無線ＩＰアクセスサービスに係る無線ＩＰアクセス定額料について支払いを要しないも

のとし、料金表第５表（無線ＩＰアクセス定額料）の２（料金額）に規定する額から減額し

て適用します。この場合において、当社は、対象プラン又は対象パケット定額（以下、対象

料金といいます。）について、その対象料金を選択した日を含む暦月の初日から、その対象料

金を廃止した日を含む暦月の末日までの間、その対象料金を選択しているものとみなして取

り扱います。

12　当社は、前項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、無線ＩＰアクセスサ

ービスの廃止があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、その特例の適用を廃止

します。

(1) 基本使用料の料金種別が対象プラン以外となったとき。

(2) 対象パケット定額を廃止したとき。

(3) 電話番号保管があったとき。

(4) 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

13　当社は、前２項の規定にかかわらず、第11項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡ

（対象プランに係るものに限ります。）が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結し

た場合は、当該暦月について、第11項に規定する特例を適用しません。

14　当社は、第11項に規定する特例の適用を受けているときは、料金表第５表の１（適用）の

アの規定を適用しません。

　（デュアル機能の提供廃止に係る通知）

15　当社は、この改正規定実施の日から平成24年３月31日までの間において、ｍｏｖａサービ

スの契約者回線からのデュアル機能の利用に係る切替操作に関する通信及びデュアル機能に

係るｍｏｖａサービスの契約者回線からの通話モードによる通信（当社が別に定めるものを

除きます。）において、デュアル機能の提供廃止に係る案内をその契約者回線に通知します。

16　契約者は、当社が別に定める方法により、前項に規定する通知を受けないようにすること

ができます。

 （moperaU 機能及びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料の減額適用に

関する特例）

17　平成23年10月１日から平成24年９月30日までの間に、１のＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタ

スにおいて、 初に別表２（付加機能）に規定するmoperaU 機能又はビジネスmoperaインタ

ーネット機能のうちいずれか１つの提供を受けることとなったときは、その提供の開始があ

った日から、その提供の開始があった日を含む暦月の翌暦月から起算して３暦月の間は、

moperaU 機能及びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料（基本機能に係

るものに限ります。）について支払いを要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用

料）に規定する額から減額して適用します。

18　前項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第１表第２（付加

機能使用料）の１（適用）の(5)のエ及び(6)の規定を適用しません。

19　前項の規定によるほか、１のＦＯＭＡにおいて別表２に規定するi モード機能、spモード

機能及びブラックベリー接続機能（タイプＡに係るものに限ります。）に係る付加機能使用料

（基本機能に係るものに限ります。）のうち１の付加機能使用料の適用並びにmoperaU 機能及
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びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料（基本機能に係るものに限りま

す。）のうち１以上の付加機能使用料の適用を同時に受けている場合であって、そのＦＯＭＡ

において、 初に第17項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表

第１表第２（付加機能使用料）の１（適用）の(5)のウの規定を適用しません。

20　定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき、一般契約の解除と同時に新たに

定期契約を締結したとき、１年定期契約の満了と同時に新たに２年定期契約を締結するとき、

２年定期契約の満了と同時に新たに１年定期契約を締結するとき、総合利用プランに係る２

年定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る２年定期契約を締結するとき、デ

ータ専用プランに係る２年定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る２年定期契

約を締結するとき、定額データプランスタンダードに係る２年定期契約の解除と同時に新た

に定額データプランスタンダード２若しくは定額データプランフラットに係る２年定期契約

を締結するとき、定額データプランスタンダード２若しくは定額データプランフラットに係

る２年定期契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダードに係る２年定期契約を

締結するとき、ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス定期

契約を締結したとき、ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約を締結したとき、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス契約を

締結したとき又はＦＯＭＡユビキタス契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したと

きは、継続してＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡユビキタス契約を締結していたものとみなして、

第17項の規定を適用します。

21　Ｘｉ契約者又はワイドスター通信サービスに係る契約者が、その契約の解除と同時に新た

にＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があったＸｉ契約又はワイドスター通信サー

ビスに係る契約（以下この附則において「Ｘｉ契約等」といいます。）を締結した日（そのＸ

ｉ契約等を継続して締結していると当社が認める場合は、そのＸｉ契約等を締結した日と当

社がみなす日）から継続してＸｉ契約を締結していたものとみなし、第17項の規定を適用し

ます。

（注）第12項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。

(1) そのＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は

一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。

(2) そのＦＯＭＡ契約者が、１年定期契約の解除と同時に新たに２年定期契約を締結した

とき又は２年定期契約の解除と同時に新たに１年定期契約を締結したとき。

　　　附　則（平成23年10月６日経企第766号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年10月15日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ｉモード機能及びspモード機能に関する部分については平成23

年10月11日から、dカードminiに関する部分については平成23年10月13日から実施します。

　（経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成23年10月20日経企第810号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年11月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第12号中、「パケ･ ホーダイダブル」を「パ

ケット定額」に改めます。

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のウの(オ)中、「パケ･ ホーダイダ

ブル」を「パケット定額」に改めます。

　（定額データプランに関する特例）

４　当社は、平成23年10月28日から平成24年４月30日までの間において、基本使用料の料金種

別が定額データプランフラットのＦＯＭＡ契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに
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係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）したときは、そのＦＯＭＡ契約を

締結した日から平成24年４月30日までの間の定額データプランフラットの基本使用料につい

て、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）に規定する額から 1,000円を減額して

適用します。この場合において、料金表第１表第１の１（適用）の(2)から(7)の適用による

場合は、適用した後の料金額から減額して適用します。

５　当社は、平成23年10月28日から平成24年４月30日までの間において、基本使用料の料金種

別が定額データプランスタンダード２のＦＯＭＡ契約を締結（当社が提供する電気通信サー

ビスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）したときは、そのＦＯＭＡ

契約を締結した日から平成24年４月30日までの間の定額データプランスタンダード２の通信

料について、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(9)の２のシの規定について、「5,966

円」を「4,966円」に、「3,319円」を「2,319円」に、それぞれ読み替えて適用します。

６　第４項又は前項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡ契約者が、基本使用料の料金

種別を定額データプランフラット又は定額データプランスタンダード２に変更したときは、

第４項又は前項に規定する特例を適用します。

７　第４項又は第５項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡ契約者が、定期契約の解除

と同時に新たに定額データプランフラット若しくは定額データプランスタンダード２に係る

一般契約を締結した場合又は一般契約の解除と同時に新たに定額データプランフラット若し

くは定額データプランスタンダード２に係る定期契約を締結した場合は、第４項又は第５項

に規定する特例を適用します。

　　　附　則（平成23年11月９日経企第895号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年11月18日から実施します。

　ただし、この改正規定中、基本使用料の料金種別を変更する場合における手続きに関する

料金の支払いに関する部分については、平成23年11月22日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（spモード機能に係る付加機能使用料の適用に関する経過措置）

３　当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、次のいずれかに該

当するときは、その日において、spモード機能の廃止及びspモード機能の請求があったとみ

なして、spモード機能に係る付加機能使用料を適用します。

(1) 別表２（付加機能）に規定するspモード機能の提供を受けている契約者から、第97条（情

報提供サービス）に規定するドコモ地図ナビの提供に係る請求があったとき（当社が別に

定める場合を除きます。）。

(2) 別表２に規定するｉモード機能及びspモード機能の提供を受けている契約者から、ｉモ

ード機能の廃止があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

(3) その他当社が別に定めるところに該当するとき。

　　　附　則（平成23年11月22日経企第940号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成23年11月25日経企第956号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年12月１日から実施します。

　ただし、ドコモケータイ送金に関する部分は平成23年12月７日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金
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その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼出音選択機能

に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置）

３　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初に別表２（付加機能）に規定する

通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能、呼出音選択機能（以下

この附則において「通信中着信機能等」といいます。）並びにspモード機能に係る付加機能使

用料の適用を同時に受けることとなったとき（当社が別に定める場合を除きます。）は、その

通信中着信機能等に係る付加機能使用料について、その提供を開始した日から起算して31日

間は支払を要しないものとし、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金額）に規定

する額から減額して適用します。

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施前に、改正前の規定により通話中着信機能等の

提供を受けたことがある場合は、料金表第１表第２（付加機能使用料）の１（適用）の(7)

のアの(ア)の規定を適用しません。

　（その他）

５　経企第612号（平成23年８月20日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項中、「(5)のウ」を「(5)のオ又はカ」に改めます。

(2) 第４項中、「(5)のク」を「(5)のケ」に改めます。

　　　附　則（平成23年12月９日経企第1028号）

　この改正規定は、平成23年12月17日から実施します。

　　　附　則（平成23年12月20日経企第1084号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年１月13日経企第1162号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年１月20日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＦＯＭＡ応援学割2012の適用）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成24年５月31日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約者から申出があったときは、ＦＯＭＡ応援学割2012

（その申出があった日を含む暦月の初日（その申出があった日を含む暦月において、経企第

728号（平成23年９月24日）の附則第３項第１号に規定する額の適用を受けているときは、そ

の申出があった日を含む暦月の翌暦月の初日）から、その申出があった日を含む暦月の翌暦

月から起算して36暦月の間のタイプシンプルの基本使用料について、料金表第１表第１（基

本使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用する取り扱いをい

います。以下同じとします。）を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―
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バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

４　ＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当す

る者とします。

(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者（単位制高等学校教育規

程第９条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その

他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」と

いいます。）。

ア　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校又は学校教育法第124条若し

くは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。

イ　その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。

(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者（当社が別

に定める者に限ります。）。

(3) タイプシンプルに係るＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）及びそのＦＯＭＡに係るファミリー割

引（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じと

します。）の選択（ＦＯＭＡ応援学割2012の適用を受けているＦＯＭＡが属する割引回線群

（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとし

ます。）を指定する場合又はＸｉ応援学割2012（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをい

います。以下同じとします。）の適用を受けているＸｉが属する割引回線群を指定する場合

に限ります。）と同時にその申出を行う者。

５　ＦＯＭＡ契約者は、ＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出を行うときは、当社が前項の

条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。

６　第４項各号の規定に基づきＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出をする者は、以下の規

定に基づき、１の対象者を指定していただきます。

(1) 第４項第１号又は第３号の申出に係る対象者は、同号の規定によりその申出をする者又

はその申出をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。

(2) 第４項第２号の申出に係る対象者は、同号に規定する学生とします。

７　当社は、ＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出があったときは、その申出を行ったＦＯ

ＭＡ契約者に係るＦＯＭＡが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(2) 当社と１年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約（その契約に係る経過期間（料金表第

１表第１第１の１の(2)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）

が120ヶ月超であるものに限ります。）に係るものであって、ファミリー割引を選択してい

るものであるとき。

(3) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

８　当社は、第４項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、ＦＯＭＡ

応援学割2012の適用に係る申出を承諾しません。

(1) その申出に係る対象者が、現に他のＦＯＭＡ契約に係る対象者として指定されていると

き、経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第３項の適用を受けているＦＯＭＡ契約者

若しくは同附則第４項第２号の規定に基づく申出に係る学生であるとき、経企第1150号（平

成23年１月25日）の附則第６項に規定する対象者として指定されているとき又はＸｉ応援

学割2012に係る対象者（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）として指定さ

れているとき。

(2) その申出に係るＦＯＭＡが、経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第３項、経企第

1150号（平成23年１月25日）の附則第３項又はＦＯＭＡ応援学割2012の適用を受けたこと

があるとき。
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(3) その申出に係るＦＯＭＡが、現に経企第728号（平成23年９月24日）の附則第３項の規定

の適用を受けているとき。

(4) Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、その契約の解除

に係るＸｉにおいて、Ｘｉ応援学割2012の適用を受けたことがあるとき（第15項に該当す

る場合を除きます。）。

９　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項に規定する額を日割して適用します。

10　当社は、当社がＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出を承諾したＦＯＭＡ（第12項の規

定により減額の適用が廃止されたものを除きます。）のパケ・ホーダイダブル等に係る通信料

について、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の２のスの(イ)の規定を、次の二

号に読み替えて適用します。

(1) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったspモード

機能（別表２（付加機能）に規定するものをいいます。以下この附則において同じとしま

す。）の利用に係る通信及びその他パケット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの契

約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モードに

よる通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。）に関する料金については、アの規定

により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額と(ア)の規定

により算定した料金の月間累計額の合計額が4,700円を超える場合は、4,700円をその合計

額とみなして取り扱います。

(2) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモード

等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信に限ります。）及び128k通信モードによる通

信に関する料金については、アの規定により算定した額を適用します。この場合において、

その料金の月間累計額並びに(ア)及び前号の規定により算定した料金の月間累計額の合計

額が5,700円を超える場合は、5,700円をその合計額とみなして取り扱います。

11　当社は、当社がＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出を承諾したＦＯＭＡ（第12項の規

定により減額の適用が廃止されたものを除きます。）のパケ・ホーダイフラットに係る通信料

について、次のとおりとします。

(1) パケ・ホーダイフラットに係る定額通信料について、料金表第１表第３の１の(7)の２の

アの(ア)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　分 定額通信料　　（月額）

パケ・ホーダイフラット 税抜額 4,200円 (税込額 4,536円)

(2) 料金表第１表第３の１の(7)の２のセの(イ)及び(ウ)中、「500円」を「1,500円」に読み

替えて適用します。

(3) 料金表第１表第３の１の(7)の２のセの(エ)中、「2,600円」を「3,600円」に読み替えて

適用します。

12　当社は、ＦＯＭＡ応援学割2012の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約

者から、ＦＯＭＡ応援学割2012を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当す

る場合には、ＦＯＭＡ応援学割2012を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 電話番号保管があったとき。

(3) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第７項の規定に該当するときを除きます。）。

(4) 基本使用料の料金種別がタイプシンプル以外となったとき。

(5) 第７項の規定に該当しなくなったとき。
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(6) 第７項第１号に係る契約を廃止する旨の申出を行ったとき（その契約の解除と同時に新

たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、第７項の規定に該当するときを除きます。）。

13　ＦＯＭＡ応援学割2012を廃止した場合における取扱いについては、次のとおりとします。

(1) 第３項の規定については、その廃止日を含む暦月の末日までのタイプシンプルの基本使

用料について適用します。

(2) 削　除

(3) 第10項及び第11項の規定については、その廃止日を含む料金月の末日までに終了した通

信に関する料金について適用します。

14　ＦＯＭＡ応援学割2012の適用を受けている定期契約者について、その定期契約に係る対象

者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契

約の解除があったときは、料金表第１表第４（定期契約に係る解約金）の２（料金額）の規

定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。

15　Ｘｉサービスに係る契約（Ｘｉ応援学割2012の適用を受けているものに限ります。）を締

結している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、そ

のＦＯＭＡ契約の締結と同時にＦＯＭＡ応援学割2012の適用に係る申出をしたときは、第３

項中、「その申出があった日」を「その契約の解除に係るＸｉにおいて、Ｘｉ応援学割2012

の適用に係る申出があった日と当社がみなす日」に読み替えて適用します。

16　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時

に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに係る契約

を締結した日（その電気通信サービスに係る契約を継続して締結していると当社が認める場

合は、その電気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯ

ＭＡ契約を締結していたものとみなして、第３項から第15項の規定を適用します。

　（その他）

17　経企第728号（平成23年９月24日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項中、「平成24年１月31日」を「平成24年５月31日」に改めます。

　　　附　則（平成24年１月25日経企第1219号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1162号（平成24年１月13日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項を次のように改めます。

３　当社は、この改正規定実施の日から平成24年５月31日までの間において、基本使用料

の料金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約者から申出があったときは、ＦＯＭＡ応援

学割2012（その申出があった日を含む暦月の初日（その申出があった日を含む暦月にお

いて、経企第728号（平成23年９月24日）の附則第３項第１号に規定する額の適用を受け

ているときは、その申出があった日を含む暦月の翌暦月の初日）から、その申出があっ

た日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間のタイプシンプルの基本使用料につい

て、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定

する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適用します。
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１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,680円)

(2) 第13項第１号及び第２号を次のように改めます。

(1) 第３項の規定については、その廃止日を含む暦月の末日までのタイプシンプルの基本

使用料について適用します。

(2) 削　除

　　　附　則（平成24年２月24日経企第1366号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年３月１日から実施します。

　ただし、docomo Money Transferに関する部分は平成24年３月５日から、遠隔接続機能に

関する部分は平成24年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（定額データプラン128Ｋに係る基本使用料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成24年９月30日までの間において、 初に定額データプラン

128Ｋを選択した場合の定額データプラン128 Ｋに係る基本使用料については、その選択があ

った日を含む暦月から起算して13暦月の間に限り、料金表第１表第１（基本使用料）の２の

規定する額から190円（月額）を減額して適用します。この場合において、料金表第１表第１

の１（適用）の(2)から(7)の適用による場合は、適用した後の料金額から減額して適用しま

す。

４　削　除

　（お便りフォトプラン等に係る通信料の適用に関する特例）

５　この改正規定実施の日から平成24年９月30日までの間において、基本使用料の料金種別が

お便りフォトプラン等のＦＯＭＡユビキタスに係る通信料について、料金表第１表第３（通

信料）の１（適用）の(9)の３のカ及びケ中、「100,000課金対象パケット」を「300,000課金

対象パケット」に読み替えて適用します。

　（定額ユビキタスプランに係る通信料の適用に関する特例）

６　この改正規定実施の日から平成24年９月30日までの間において、基本使用料の料金種別が

定額ユビキタスプランのＦＯＭＡユビキタスに係る通信料について、経企第621号（平成22

年８月24日）第５項第２号のウ中、「100,000課金対象パケット」を「300,000課金対象パケ

ット」に読み替えて適用します。

　（その他）

７　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第８号を次のように改めます。

(8) 経企第848号（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第294号（平成21

年６月24日）に規定する定額データプランHIGH-SPEED、経企第1200号（平成22年２月22日）

の附則に定めるファミリーワイド等及び経企第1366号（平成24年２月24日）に規定する定

額データプラン64Ｋに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。

８　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第12号を次のように改めます。

(12) 経企第204 号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン２２、経企第294
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号（平成21年６月24日）に規定する定額データプランHIGH-SPEED、経企第1200号（平成22

年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等及び経企第1366号（平成24年２月24日）

に規定する定額データプラン64Ｋに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことが

できません。

９　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第５号を次のように改めます。

(5) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン22、経企第848 号

（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第1200号（平成22年２月22日）

の附則に定めるファミリーワイド等及び経企第1366号（平成24年２月24日）に規定する定

額データプラン64Ｋに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。

10  経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第５項第９号中、「(1)から(8)」を「(1)から(9)」

に改め、同号を第10号とし、第８号の次に次の一号を加えます。

(9) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン２２、経企第848号

（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第294号（平成21年６月24日）に

規定する定額データプランHIGH-SPEED及び経企第1366号（平成24年２月24日）に規定する

定額データプラン64Ｋに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。

11　経企第728号（平成23年９月24日）の附則第11項中、「定額データプランフラット若しくは

定額データプランスタンダード２」を「定額データプランフラット、定額データプランスタ

ンダード２若しくは定額データプラン128Ｋ」に改めます。

12　経企第501号（平成23年８月１日）の附則第５項を次のように改めます。

５　削　除

　　　附　則（平成24年２月28日経企第1385号）

　この改正規定は、平成24年３月１日から実施します。

　　　附　則（平成24年３月15日経企第1473号）

　この改正規定は、平成24年３月22日から実施します。

　　　附　則（平成24年３月20日経企第1484号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年３月22日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（情報自動受信機能に係る付加機能使用料の30日間減額適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成24年５月31日までの間における、情報自動受信機能に係る

付加機能使用料については、料金表第１表第２（付加機能仕様料）の１（適用）の(7)のアの

(キ)中、「30日間」を「60日間」に読み替えて適用します。

　（ｉモードケータイデータお預かり機能の提供に関する経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているケータイデータお預

かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているｉモ

ードケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。

　（その他）

５　経企第612号（平成23年８月20日）の附則を次のように改めます。

(1) 第３項中、「(5)のオ又はカ」を「(7)のアの(ア)又は(イ)」に改めます。

(2) 第４項中、「(5)のケ」を「(7)のアの(エ)」に改めます。

(3) 第６項中、「(1)のウ」を「(3)のウ」に改めます。

６　経企第956号（平成23年11月25日）の附則第４項中、「(5)のオ」を「(7)のアの(ア)」に改

めます。

　　　附　則（平成24年３月21日経企第1493号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成24年３月23日から実施します。
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　（経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第６項第２号中、「(1)」を「(1)から(2)」に改

め、同号を第３号とし、第１号の次に次の一号を加えます。

(2) 契約者は、デュアル機能の廃止後に生じたｍｏｖａサービスに係る通信についても、通

信料の支払いを要します。

　　　附　則（平成24年３月23日経企第1504号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年４月１日から実施します。

　ただし、おまかせロック等に関する部分は平成24年３月28日から、MobiCom Corporation

及びTelecom Italia S.p.A. に関する部分は平成24年４月16日から、マイエリア機能に関す

る部分は平成24年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

　（その他）

４　経企第173号（平成14年９月24日）の附則第２項及び第３項を次のように改めます。

２　削　除

３　削　除

５　経企第621号（平成20年８月24日）の附則第９項を次のように改めます。

９　削　除

６　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第６項を次のように改めます。

６　削　除

７　経企第501号（平成22年７月22日）の附則第３項第２号のイの(イ)を次のように改めます。

(イ)　ＦＯＭＡサービスに係る契約者回線等への通信に係るもの

料　　金　　額

１分までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額）料金種別

昼　　　間
土曜日・日曜日・祝日

夜間及び深夜・早朝

ホームＵ通信料 7円(7.35円) 21円(22.05円) 21円(22.05円)

８　経企第923号（平成22年11月20日）の附則第６項第１号を次のように改めます。

(1) 次表に規定する定額料を支払った場合において、当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（通話料いっかつ割引については、その契約者以外

の者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適

合する者に限ります。）に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。）している２以

上のＦＯＭＡ（総合利用プランに係るものに限ります。以下この附則において「一括請求

グループ」といいます。）に関する通信（その一括請求グループを構成する全てのＦＯＭＡ

からの通信（当社が別に定める通信を除きます。）をいいます。以下この附則において同じ

とします。）の料金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行います。
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１一括請求グループごとに

区　　　　　分 定額料（月額) 割　　引　　額

1,000,000円未満

のとき

税抜額 3,000円

(税込額3,150円)

１の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.15を乗じて得た額の合計額

1,000,000円以上

10,000,000円未満

のとき

１の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.20を乗じて得た額の合計額

通話

料い

っか

つ割

引

その料

金月の

一括請

求グル

ープに

関する

通信の

料金の

月間累

計額

10,000,000円以上

のとき

１の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.25を乗じて得た額の合計額

包括

回線

割引

包括回線割引５ ― １の一括請求グループを構成す

る各々のＦＯＭＡからの通信料

に0.05を乗じて得た額の合計額

　　　附　則（平成24年４月１日経企第１号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年４月11日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年４月25日経企第119号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1484号（平成24年３月20日）の附則第３項中、「４月30日」を「５月31日」に改め

ます。

　　　附　則（平成24年５月15日経企第190号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年５月23日から実施します。

　ただし、この改正規定中、児童ポルノ情報に関する部分については、平成24年５月24日か

ら実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ｉBodymoに係る情報料の減額適用に関する経過措置）

３　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施の日以降 初にｉBodymo及び別表２（付加機能）

に規定するspモード機能の提供を同時に受けることとなったとき（当社が別に定める場合を

除きます。）は、そのｉBodymoに係る情報料について、その提供を開始した日から起算して31

日間は支払いを要しないものとし、料金表第７表（その他のサービスに関する料金等）第３

（情報料）の２（料金額）に規定する額から減額して適用します。



Ｆ － 415

４　１のＦＯＭＡについて、この改正規定実施前に、改正前の規定によりｉBodymoの提供を受

けたことがある場合は、料金表第７表第３の１（適用）の(3)のアの規定を適用しません。

　（その他）

５　経企第612号（平成23年８月20日）の附則第６項中、「(3)のウ」を「(3)のエ」に改めます。

　　　附　則（平成24年５月24日経企第227号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、San Marino Telecom S.p.A.,、DOCOMO PACIFIC, INC.及びグア

ムに関する部分については、平成24年６月25日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年６月７日経企第301号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年６月25日経企第396号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年７月１日から実施します。

　ただし、ケータイ払いに関する部分については、平成24年７月３日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（海外パケ・ホーダイの通信料に係る特例）

３　この改正規定実施の日から平成24年８月31日までの間において、料金表第４表の１（適用）

の(5)のア、イ及びカの規定により算定した料金（当社が別に定める外国の電気通信事業者が

提供する、国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信に関する

料金及び無線ＩＰ通信網サービス契約約款に規定する国際無線ＩＰの利用に係る料金に限り

ます。）について、１暦日における累計額が 980円を超える場合は、 980円を超える部分の料

金の支払いを要しません。

（注）第３項に規定する当社が別に定める外国の電気通信事業者は、別表９に規定する

Everything Everywhere Limited、Telefonica UK Limited、Hutchison 3G UK Ltd及びVodafone

Limited並びに無線ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するBT Openzoneをいいます。

　　　附　則（平成24年７月12日経企第502号）

　この改正規定は、平成24年７月23日から実施します。

　　　附　則（平成24年７月24日経企第543号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年８月１日から実施します。

　ただし、通話録音機能に関する部分については、平成24年７月31日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（キッズ割２の適用）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成24年12月31日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）した者から申出があったときは、キッズ

割２（そのＦＯＭＡに係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があった日から、
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その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間に限り、第１号及び第２号

の規定を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適用します。

(1) その申出があった日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して６暦月

の間のタイプシンプルの基本使用料について、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料

金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

(2) その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して７暦月から36暦月の間のタイプシ

ンプルの基本使用料について、料金表通則第８項（端数処理）の規定にかかわらず料金表

第１表第１の２に規定する額から 371円を減額して適用します。この場合において、料金

表第１表第１の１（適用）の(2)から(7)の適用による場合は、適用した後の料金額から減

額して適用します。

４　キッズ割２の適用に係る申出を行うことができる者は、満13歳に満たない者（満３歳に満

たない者を除きます。以下この附則において「利用者」といいます。）のために新たにＦＯＭ

Ａ契約を締結する契約者であって、利用者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適

合する者に限ります。

５　ＦＯＭＡ契約者は、キッズ割２の適用に係る申出を行うときは、１の利用者を指定し、第

88条の４に規定する利用者登録を行っていただきます。

６　当社は、キッズ割２の適用に係る申出があったときは、その申出を行ったＦＯＭＡ契約者

に係るＦＯＭＡが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(2) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

７　当社は、前項の規定にかかわらず、第５項の規定により指定した利用者が、現に他のＦＯ

ＭＡ契約に係る利用者として指定されているとき又は経企第728号（平成23年９月24日）の附

則第５項に規定する対象者として指定されているときは、キッズ割２の適用に係る申出を承

諾しません。

８　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項第２号に規定する額を日割して適用します。

９　当社は、キッズ割２の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約者から、キ

ッズ割２の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、キ

ッズ割２の適用を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 電話番号保管があったとき。

(3) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第６項の規定に該当するときを除きます。）。

(4) 基本使用料の料金種別をタイプシンプル以外へ変更する申出を行ったとき。

(5) 第５項の規定により指定した利用者を変更したとき又は登録した利用者情報を削除した

とき。

(6) 第６項の規定に該当しなくなったとき。
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(7) 第６項第１号に係る契約を廃止する申出を行ったとき（その契約の解除と同時に新たに

ＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、第６項の規定に該当するときを除きます。）。

(8) 第６項第２号に規定する身体障がい者等割引の適用を廃止する申出を行ったとき（その

適用を廃止する申出が一般契約の解除と同時に行われるものであって、その一般契約の解

除と同時に新たに２年定期契約を締結する場合を除きます。）

10　キッズ割２を廃止した場合における取扱いについては、次のとおりとします。

(1) 第３項第１号の規定については、その廃止があった日を含む暦月の末日までのタイプシ

ンプルの基本使用料について適用します。

(2) 第３項第２号に規定する減額の適用については、その廃止があった日の前日までの期間

に応じて、日割して適用します。

11　キッズ割２の適用を廃止したときは、第３項第２号に規定する減額の適用について、その

減額の適用を受けている期間に応じて日割して適用します。

　（らくらくパケ・ホーダイに関する特例）

12　この改正規定実施の日から平成24年９月30日までの間における、らくらく・パケホーダイ

の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線との間のパケット通信モードに係る通信について

は、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(1)のネの規定を適用しません。

　（その他）

13　経企第974号（平成20年10月24日）の附則第３項第７号中、「サの(ク)」を「シの(ク)」に

改めます。

14　経企第1150号（平成23年１月25日）の附則を次のように改めます。

(1) 第10項中、「サの(イ)」を「スの(イ)」に改めます。

(2) 第11項第２号中、「シの(イ)及び(ウ)」を「セの(イ)及び(ウ)」に改めます。

(3) 第11項第３号中、「シの(エ)」を「セの(エ)」に改めます。

15　経企第728号（平成23年９月24日）の附則第11項中、「パケ・ホーダイフラット若しくはパ

ケ・ホーダイダブル２」を「パケ・ホーダイフラット、パケ・ホーダイダブル２若しくはら

くらくパケ・ホーダイ」に改めます。

16　経企第1162号（平成24年１月13日）の附則を次のように改めます。

(1) 第10項中、「サの(イ)」を「スの(イ)」に改めます。

(2) 第11項第２号中、「シの(イ)及び(ウ)」を「セの(イ)及び(ウ)」に改めます。

(3) 第11項第３号中、「シの(エ)」を「セの(エ)」に改めます。

　　　附　則（平成24年８月16日経企第635号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年８月24日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ドコモwebメールに関する部分については、平成24年８月27日か

ら実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のウの(エ)を次のように改めます。

(エ)　当社は、ホームＵ又は専用回線等接続サービスに係る接続点への通信（当該契約約款

に規定する第８種接続装置又は第９種接続装置を介して行われた通信に限ります。）に関す

る料金の適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提

供する電気通信回線への通信に係る料金とみなして適用します。

４　経企第501号（平成23年７月22日）の附則第３項４号中「(1)から(3)」を「(1)から(4)」

に改め、同号を第５号とし、第３号の次に次の一号を加えます。

(4) 専用回線等接続サービス契約約款に定める第９種接続装置（タイプ２に係るものに限り

ます。）の専用回線等に係る接続点への通信に関する料金については、支払いを要しません。
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　　　附　則（平成24年８月23日経企第661号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年９月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、音声メッセージ蓄積機能に関する部分は平成24年８月31日から、

自動取得情報受信機能に関する部分は平成24年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

　（その他）

４　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第２号を次のように改めます。

(1) アの(ア)の②のＡのｂのⅠを次のように改めます。

Ⅰ　Ⅱ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税抜額10円(税込額10.5円)

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡへの通信 30秒

(2) アの(イ)の②のＡのｂのⅠを次のように改めます。

Ⅰ　Ⅱ以外のもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税抜額10円(税込額10.5円)

ＦＯＭＡデジタル

通信料

ＦＯＭＡへの通信 16.5秒

５　この改正規定中、ＦＯＭＡサービスの契約者回線等への通信に関する部分及び附則第４項

に関する部分については、平成24年９月１日に呼出しがあった通信から適用します。

６　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第２号のウの(エ)を次のように改めます。

(エ)　当社は、専用回線等接続サービスに係る接続点への通信（当該契約約款に規定する

第８種接続装置又は第９種接続装置を介して行われた通信に限ります。）に関する料金の

適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提供する

電気通信回線への通信に係る料金とみなして適用します。

(2) 第８号を次のように改めます。

(8) 旧プランＦＯＭＡに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設

備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設

備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に

係る提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

７　経企第501号（平成23年７月22日）の附則第３項、第４項及び第６項を次のように改めま

す。

３　削　除

４　削　除

６　削　除

８　この改正規定中、定期契約等に係る解約金に関する部分については、平成24年９月１日以
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降に契約の解除に係る申出があったものから適用します。

　　　附　則（平成24年８月29日経企第674号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年９月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（無線ＩＰアクセスサービスに係る特例）

３　当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、料金表第１表第１

（基本使用料）に規定する定額データプランフラットの選択（翌暦月から基本使用料の料金

種別を定額データプランフラットへ変更する申出を行った場合を含み、この改正規定実施前

に、この改正規定実施の日から基本使用料の料金種別を定額データプランフラットへ変更す

る申出を行った場合を除きます。以下この附則において同じとします。）、料金表第１表第３

（通信料）に規定するパケ・ホーダイフラット、らくらくパケ・ホーダイ若しくはデータ定

額パック（以下この附則において「パケ・ホーダイフラット等」といいます。）の選択（翌料

金月からパケ・ホーダイフラット等を選択する申出を行った場合を含み、この改正規定実施

前に、この改正規定実施の日からパケ・ホーダイフラット等を選択する申出を行った場合を

除きます。以下この附則において同じとします。）又は別表２（付加機能）に規定するmoperaU

機能（スタンダードプランに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）、

ビジネスmoperaインターネット機能、ブラックベリー接続機能若しくはspモード機能（以下

この附則において「moperaU機能等」といいます。）の請求があった場合であって、１のＦＯ

ＭＡについて、定額データプランフラット又はパケ・ホーダイフラット等が選択されている

こと及びmoperaU機能等の提供を受けていることを当社が確認したときは、第88条の３（無線

ＩＰアクセスサービスの利用等）及び別表２（付加機能）の規定にかかわらず、そのＦＯＭ

Ａ契約者から無線ＩＰアクセスサービスの利用に係る申出があったものとみなして取り扱い

ます。

　ただし、その定額データプランフラット若しくはパケ・ホーダイフラット等の選択又は

moperaU機能等の請求の際に、そのＦＯＭＡ契約者から当社に対して無線ＩＰアクセスサービ

スの利用に係る申出を行わない旨の意思表示があったときはこの限りでありません。

　（無線ＩＰアクセス定額料に係る特例）

４　当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、１のＦＯＭＡにつ

いて、当社が定める条件（定額データプランフラット又はパケ・ホーダイフラット等を選択

していること並びにmoperaU機能等及び無線ＩＰアクセスサービスの提供を受けていること

をいいます。以下この附則において「適用条件」といいます。）に該当することを当社が確認

したときは、当社がそのことを確認した日から、そのＦＯＭＡに係る無線ＩＰアクセス定額

料の支払いを要しないものとし、料金表第５表（無線ＩＰアクセス定額料）の２（料金額）

に規定する額から減額して適用します。

５　前項の場合において、当社は、第３項の規定によりＦＯＭＡ契約者から無線ＩＰアクセス

サービスの利用に係る申出があったものとみなして取り扱う場合は、その取扱いを開始した

日から適用条件に該当するものとみなして取り扱います。

　ただし、翌暦月から基本使用料の料金種別を定額データプランフラットへ変更する申出又

は翌料金月からパケ・ホーダイフラット等を選択する申出を行った場合であって、その申出

を行った日を含む暦月又は料金月の末日までの間に、その申出の取消しがあったときは、前

項の規定を適用しません。

６　当社は、１のＦＯＭＡについて、第４項に規定する特例の適用を受けているときは、料金

表第５表の１（適用）のアの規定及び経企第728号（平成23年９月24日）の附則第11項の規定

を適用しません。

７　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により、無線ＩＰアクセス定額

料を日割するときは、第４項に規定する額を日割して適用します。
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８　当社は、第４項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、ＦＯＭＡ契約者か

ら無線ＩＰアクセスサービスを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する

ときは、その特例の適用を廃止します。

(1) 基本使用料の料金種別が定額データプランフラット以外となったとき（定額データプラ

ンフラット以外への料金種別の変更と同時にパケ・ホーダイフラット等の選択があった場

合を除きます。）。

(2) パケ・ホーダイフラット等の廃止があったとき（パケ・ホーダイフラット等の廃止と同

時に定額データプランフラットへの料金種別の変更があった場合を除きます。）。

(3) moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能、ブラックベリー接続機能及びspモ

ード機能の提供を受けなくなったとき。

(4) 電話番号保管があったとき。

(5) 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

９　当社は、前項の規定により第４項に規定する特例の適用を廃止するときは、当社が適用条

件に該当しなくなったことを確認した日の前日までの無線ＩＰアクセス定額料について、そ

の特例を適用します。

　ただし、前項第１号又は第２号の規定により特例の適用を廃止するときは、その廃止に係

る申出があった日を含む暦月の末日までの無線ＩＰアクセス定額料について、その特例を適

用します。

10　当社は、Ｘｉサービス契約約款の規定により無線ＩＰアクセス定額料に係る特例（経企第

674号（平成24年８月29日）の附則第３項に規定するものをいいます。）の適用を受けている

Ｘｉ契約者が、そのＸｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、

その新たに契約を締結したＦＯＭＡが適用条件に該当することを当社が確認したとき（その

ＦＯＭＡ契約の締結と同時に確認した場合に限ります。）は、当社がをそのことを確認した日

から、その新たに契約を締結したＦＯＭＡについて、第４項に規定する特例を適用します。

　　　附　則（平成24年９月24日経企第756号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年10月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（身体障がい者等割引の適用に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(7)に規定す

る身体障がい者等割引の適用を受けているＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスに係る当該身体

障がい者等割引の適用について、料金表第１表第１の１の(7)のキの(ウ)の規定を適用すると

きは、料金表第１表第１の１の(7)のキの(ウ)中、「ウの規定」を「ウの規定（(ア)及び(イ)

に関する部分を除きます。）」に読み替えて適用します。

４　前項の規定によるほか、この改正規定実施の際現に、料金表第１表第１（基本使用料）の

１（適用）の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユ

ビキタスに係る当該身体障がい者等割引の適用について、料金表第１表第１の１の(7)のキの

(ウ)の規定を適用するときは、料金表第１表第１の１の(7)のウの(イ)及び(オ)中、「登録利

用者」を「契約者（そのＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスにおいて身体障がい者等を登録利

用者として利用者登録が行われているときは、その登録利用者）」に読み替えて適用します。

５　この改正規定実施の際現に、Ｘｉサービス契約約款の規定により身体障がい者等割引の適

用を受けているＸｉ契約者が、そのＸｉ契約の解除と同時に新たに一般契約又はＦＯＭＡユ

ビキタス一般契約を締結し、継続して料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(7)

に規定する身体障がい者等割引の適用を受ける場合であって、そのＦＯＭＡ及びＦＯＭＡユ

ビキタスに係る当該身体障がい者等割引の適用について、料金表第１表第１の１の(7)のキの

(ウ)の規定を適用するときは、料金表第１表第１の１の(7)のキの(ウ)中、「ウの規定」を「ウ

の規定（(ア)及び(イ)に関する部分を除きます。）」に読み替えて適用します。
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６　前項の規定によるほか、この改正規定実施の際現に、Ｘｉサービス契約約款の規定により

身体障がい者等割引の適用を受けているＸｉ契約者が、そのＸｉ契約の解除と同時に新たに

一般契約又はＦＯＭＡユビキタス一般契約を締結し、継続して料金表第１表第１（基本使用

料）の１（適用）の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受ける場合であって、そのＦ

ＯＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスに係る当該身体障がい者等割引の適用について、料金表第１

表第１の１の(7)のキの(ウ)の規定を適用するときは、料金表第１表第１の１の(7)のウの

(イ)及び(オ)中、「登録利用者」を「契約者（そのＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスにおいて

身体障がい者等を登録利用者として利用者登録が行われているときは、その登録利用者）」に

読み替えて適用します。

　（その他）

７　経企第1504号（平成24年３月23日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

　　　附　則（平成24年10月13日経企第836号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年10月17日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ｉモード等を利用した請求方法等に関する部分は平成24年10月

23日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年10月26日経企第895号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年11月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（はなして翻訳機能の提供に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、別表２（付加機能）に規定するmoperaU機能又はspモード機

能の提供を受けているときは、この改正規定実施の日において、別表２に規定するはなして

翻訳機能の請求があったものとみなして取り扱います。

　　　附　則（平成24年11月７日経企第972号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年11月７日から実施します。

　ただし、この改正規定中、moperaU機能及びビジネスmoperaインターネット機能に関する部

分については平成24年11月９日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（moperaU 機能及びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料の減額適用に

関する特例）

３　当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間に、１のＦＯＭＡ又はＦＯＭ

Ａユビキタスにおいて、 初に別表２（付加機能）に規定するmoperaU機能（スタンダードプ

ランに係るものに限ります。以下この附則においてお同じとします。）又はビジネスmopera

インターネット機能のうちいずれか１つの提供を受けることとなったとき（ 初に提供を受

けることになったと当社が認める場合を含みます。）は、その提供の開始があった日から、そ

の提供の開始があった日を含む暦月の翌暦月から起算して５暦月の間は、moperaU機能及びビ

ジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料（基本機能に係るものに限ります。

以下この附則において同じとします。）について支払いを要しないものとし、料金表第１表第

２（付加機能使用料）に規定する額から減額して適用します。
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４　前項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、 moperaU機能及びビジネ

スmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料について、料金表第１表第２の(5)のウ及

び(6)の規定を適用しません。

５　前項の規定によるほか、１のＦＯＭＡにおいて別表２に規定するi モード機能、spモード

機能及びブラックベリー接続機能（タイプＡに係るものに限ります。）に係る付加機能使用料

（基本機能に係るものに限ります。）のうち１の付加機能使用料の適用並びにmoperaU機能及

びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料（基本機能に係るものに限りま

す。）のうち１以上の付加機能使用料の適用を同時に受けている場合であって、そのＦＯＭＡ

において、第３項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第１表

第２の(5)のウの規定を適用しません。

６　定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき、一般契約の解除と同時に新たに

定期契約を締結したとき、１年定期契約の満了と同時に新たに２年定期契約を締結するとき、

２年定期契約の満了と同時に新たに１年定期契約を締結するとき、総合利用プランに係る２

年定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る２年定期契約を締結するとき、デ

ータ専用プランに係る２年定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る２年定期契

約を締結するとき、定額データプランスタンダードに係る２年定期契約の解除と同時に新た

に定額データプランスタンダード２若しくは定額データプランフラットに係る２年定期契約

を締結するとき、定額データプランスタンダード２若しくは定額データプランフラットに係

る２年定期契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダードに係る２年定期契約を

締結するとき、ＦＯＭＡユビキタス一般契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス定期

契約を締結したとき、ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタ

ス一般契約を締結したとき、ＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡユビキタス契約を

締結したとき又はＦＯＭＡユビキタス契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したと

きは、継続してＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡユビキタス契約を締結していたものとみなして、

第３項の規定を適用します。

７　Ｘｉ契約者又はワイドスター通信サービスに係る契約者が、その契約の解除と同時に新た

にＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があったＸｉ契約又はワイドスター通信サー

ビスに係る契約を締結した日（そのＦＯＭＡ契約を継続して締結していると当社が認める場

合は、そのＦＯＭＡ契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＸｉ契約を締結して

いたものとみなし、第３項の規定を適用します。

　　　附　則（平成24年11月９日経企第983号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年11月26日経企第1040号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年12月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、画像情報蓄積機能に係る一括管理機能に関する部分については

平成24年11月27日から、定額データプラン128Ｋに関する部分については平成24年12月３日か

ら、Orange Madagascarに関する部分については平成 24年12月７日から、 Entel PCS

Telecomunicaciones S.A.、TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.及びDST Communications Sdn.Bhd.

に関する部分については平成24年12月10日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　　　附　則（平成24年11月28日経企第1058号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年１月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（電子媒体による請求額情報の通知に関する経過措置）

３　当社は、この改正規定実施の日において、１のＦＯＭＡにおいて、別表２（付加機能）に

規定するｉモード機能、moperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能、ブラックベリー

接続機能若しくはspモード機能の提供を受けていること及び料金等の支払方法がｅビリング

ご利用規約に規定するクレジット払いであることを確認したとき（当社が定めるときを除き

ます。）は、当社がそのことを確認した日において、そのＦＯＭＡについて契約者から電子媒

体による請求額情報の通知に係る請求があったものとみなして取り扱います。

　ただし、そのＦＯＭＡが、料金表第１表第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障が

い者等割引の適用を受けているときはこの限りでありません。

　　　附　則（平成24年12月13日経企第1133号）

　この改正規定は、平成24年12月19日から実施します。

　　　附　則（平成24年12月23日経企第1168号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年１月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、電子媒体による請求額情報の通知に関する部分については、平

成25年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成25年１月10日経企第1218号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年１月18日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＦＯＭＡ応援学割2013の適用）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成25年５月31日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約者から申出があったときは、ＦＯＭＡ応援学割2013

（その申出があった日（その申出があった日を含む暦月において、経企第728号（平成23年９

月24日）の附則第３項第１号に規定する額の適用又はキッズ割２の適用を受けているときは、

その申出があった日を含む暦月の翌暦月の初日）から、その申出があった日を含む暦月の翌

暦月から起算して36暦月の間のタイプシンプルの基本使用料について、料金表第１表第１（基

本使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用する取り扱いをい

います。以下同じとします。）を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―



Ｆ － 424

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

４　ＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当す

る者とします。

(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者（単位制高等学校教育規

程第９条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その

他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」と

いいます。）。

ア　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校又は学校教育法第124条若し

くは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。

イ　その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。

(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者（当社が別

に定める者に限ります。）。

(3) タイプシンプルに係るＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）及びそのＦＯＭＡに係るファミリー割

引（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じと

します。）の選択（ＦＯＭＡ応援学割2013の適用を受けているＦＯＭＡが属する割引回線群

（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとし

ます。）を指定する場合又はＸｉ応援学割2013（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをい

います。以下同じとします。）の適用を受けているＸｉが属する割引回線群を指定する場合

に限ります。）と同時にその申出を行う者。

(4) 満７歳に満たない者（満３歳に満たない者を除きます。以下この附則において同じとし

ます。）のためにＦＯＭＡ契約を締結している者又は新たにＦＯＭＡ契約を締結する者であ

って、その満７歳に満たない者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者。

５　ＦＯＭＡ契約者は、ＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出を行うときは、当社が前項の

条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。

６　第４項各号の規定に基づきＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出をする者は、以下の規

定に基づき、１の利用者を指定し、第88条の４（利用者登録）に規定する利用者登録を行っ

ていただきます。

(1) 第４項第１号又は第３号の申出に係る利用者は、同号の規定によりその申出をする者又

はその申出をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。

(2) 第４項第２号の申出に係る利用者は、同号に規定する学生とします。

(3) 第４項第４号の申出に係る利用者は、同号に規定する満７歳に満たない者とします。

７　当社は、ＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出があったときは、その申出を行ったＦＯ

ＭＡ契約者に係るＦＯＭＡが第１号から第３号のいずれか及び第４号に該当する場合に限り、

その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(2) 当社と１年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約（その契約に係る経過期間（料金表第

１表第１第１の１の(2)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）

が 120ヶ月超であるものに限ります。）に係るものであって、ファミリー割引を選択してい

るものであるとき。

(3) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

(4) パケ・ホーダイシンプル、パケ・ホーダイダブル２、パケ・ホーダイフラット又はらく

らくパケ・ホーダイを選択しているとき。

８　当社は、第４項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、ＦＯＭＡ

応援学割2013の適用に係る申出を承諾しません。

(1) その申出に係る利用者が、現に他のＦＯＭＡ契約に係る利用者として指定されていると
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き、経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第３項の適用を受けているＦＯＭＡ契約者

若しくは同附則第４項第２号の規定に基づく申出に係る学生であるとき、経企第1150号（平

成23年１月25日）の附則第６項に規定する対象者として指定されているとき、ＦＯＭＡ応

援学割2012に係る対象者として指定されているとき、Ｘｉ応援学割2012（Ｘｉサービス契

約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る対象者と

して指定されているとき又はＸｉ応援学割2013（Ｘｉサービス契約約款に規定するものを

いいます。以下この附則において同じとします。）に係る利用者として指定されているとき。

(2) その申出に係るＦＯＭＡにおいて、タイプシンプルに係る基本使用料の減額適用に関す

る特例（経企第1112号（平成22年１月25日）の附則第３項又は経企第1150号（平成23年１

月25日）の附則第３項に規定するものをいいます。）、ＦＯＭＡ応援学割2012、ＦＯＭＡ応

援学割2013、Ｘｉ応援学割2012又はＸｉ応援学割2013の適用を受けたことがあるとき（第

15項に該当する場合を除きます。）。

(3) その申出に係るＦＯＭＡが、現に経企第728号（平成23年９月24日）の附則第３項の規定

又はキッズ割２の適用を受けているとき。

(4) Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、その契約の解除

に係るＸｉにおいて、Ｘｉ応援学割2012又はＸｉ応援学割2013の適用を受けたことがある

とき（第15項に該当する場合を除きます。）。

９　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項に規定する額を日割して適用します。

10  当社は、当社がＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出を承諾したＦＯＭＡ（第12項の規

定により減額の適用が廃止されたものを除きます。）のパケ・ホーダイダブル等に係る通信料

について、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の２のスの(イ)の規定を、次の二

号に読み替えて適用します。

(1) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったspモード

機能（別表２（付加機能）に規定するものをいいます。以下この附則において同じとしま

す。）の利用に係る通信及びその他パケット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの契

約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モードに

よる通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。）に関する料金については、アの規定

により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額と(ア)の規定

により算定した料金の月間累計額の合計額が4,700円を超える場合は、4,700円をその合計

額とみなして取り扱います。

(2) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモード

等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信に限ります。）及び128k通信モードによる通

信に関する料金については、アの規定により算定した額を適用します。この場合において、

その料金の月間累計額並びに(ア)及び前号の規定により算定した料金の月間累計額の合計

額が 5,700円を超える場合は、 5,700円をその合計額とみなして取り扱います。

11  当社は、当社がＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出を承諾したＦＯＭＡ（第12項の規

定により減額の適用が廃止されたものを除きます。）のパケ・ホーダイフラットに係る通信料

について、次のとおりとします。

(1) パケ・ホーダイフラットに係る定額通信料について、料金表第１表第３の１の(7)の２の

アの(ア)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　　　分 定額通信料（月額）

パケ・ホーダイフラット 税抜額 4,200円(税込額 4,536円)

(2) 料金表第１表第３の１の(7)の２のセの(イ)及び(ウ)中、「500円」を「1,500円」に読み

替えて適用します。
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(3) 料金表第１表第３の１の(7)の２のセの(エ)中、「2,600円」を「3,600円」に読み替えて

適用します。

12　当社は、ＦＯＭＡ応援学割2013の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約

者から、ＦＯＭＡ応援学割2013を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当す

る場合には、ＦＯＭＡ応援学割2013を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 電話番号保管があったとき。

(3) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第７項の規定に該当するときを除きます。）。

(4) 基本使用料の料金種別をタイプシンプル以外へ変更する申出を行ったとき。

(5) 第７項の規定に該当しなくなったとき。

(6) 第７項第１号に係る契約を廃止する旨の申出を行ったとき（その契約の解除と同時に新

たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、第７項の規定に該当するときを除きます。）。

13　ＦＯＭＡ応援学割2013を廃止した場合における取扱いについては、次のとおりとします。

(1) 第３項の規定については、その廃止日の前日までのタイプシンプルの基本使用料につい

て適用します。

(2) 第10項及び第11項の規定については、その廃止日を含む料金月の末日までに終了した通

信に関する料金について適用します。

14　Ｘｉサービスに係る契約（Ｘｉ応援学割2013の適用を受けているものに限ります。）を締

結している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、そ

のＦＯＭＡ契約の締結と同時にＦＯＭＡ応援学割2013の適用に係る申出をしたときは、第３

項中、「その申出があった日」を「その契約の解除に係るＸｉにおいて、Ｘｉ応援学割2013

の適用に係る申出があった日と当社がみなす日」に読み替えて適用します。

15　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時

に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに係る契約

を締結した日（その電気通信サービスに係る契約を継続して締結していると当社が認める場

合は、その電気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯ

ＭＡ契約を締結していたものとみなして、第３項から第14項の規定を適用します。

　　　附　則（平成25年１月23日経企第1268号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年２月１日から実施します。

　ただし、リヒテンシュタイン公国に関する部分については、平成25年２月５日から実施し

ます。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ビジネス通話割引に係る定額料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施の日から平成25年５月１日までの間において、料金表第１表第３（通信

料）の１（適用）の(14)に規定するビジネス通話割引の適用を 初に受けることとなったと

き（この改正規定実施の日から平成25年４月30日までの間にビジネス通話割引の適用を受け

る旨の申出を行った場合に限ります。）は、ビジネス通話割引に係る定額料について、その適

用を 初に受けることとなった日を含む料金月から起算して６料金月の間は、料金表第１表

第３の１の(14)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。

４　当社は、前項に規定する特例の適用を受けているＦＯＭＡについて、次のいずれかに該当

する場合には、前項に規定する減額の適用を廃止します。

(1) ビジネス通話割引の廃止があったとき。

(2) 指定割引回線群（料金表第１表第３の１の(14)に規定するものをいいます。）を変更する

旨の申出があったとき。
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(3) 契約の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

５　当社は、前項の規定によりその特例の適用を廃止したときは、その廃止した日を含む料金

月の末日までのビジネス通話割引に係る定額料について、その特例を適用します。

６　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、その電気通信サービス

に係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があった電気

通信サービスに係る契約を締結した日（その電気通信サービスに係る契約を継続して締結し

ていると当社が認める場合は、その電気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみな

す日）から継続してＦＯＭＡ契約を締結しているものとみなし、第３項の規定を適用します。

　　　附　則（平成25年２月５日経企第1333号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年２月14日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成25年２月20日経企第1386号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（定額データプラン64Ｋに係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料

金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表

の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。

定額データプラン64Ｋ（パリュープラン）

定額データプラン64Ｋ

（パリュープラン以外のもの）

定額データプラン128Ｋ

（バリュープラン）

定額データプラン128Ｋ

（パリュープラン以外のもの）

　（その他）

４　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項第８号を次のように改めます。

(8) 経企第848号（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第294号（平成21

年６月24日）に規定する定額データプランHIGH-SPEED及び経企第1200号（平成22年２月22

日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行う

ことができません。

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第12号を次のように改めます。

(12) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン２２、経企第294

号（平成21年６月24日）に規定する定額データプランHIGH-SPEED及び経企第1200号（平成

22年２月22日）の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の

変更は行うことができません。

６　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第５号を次のように改めます。

(5) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン22、経企第848号（平

成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ及び経企第1200号（平成22年２月22日）の

附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことが

できません。

７　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第５項第９号を次のように改めます。

(9) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン２２、経企第848号

（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ及び経企第294号（平成21年６月24日）
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に規定する定額データプランHIGH-SPEEDに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行う

ことができません。

８　経企第1366号（平成24年２月24日）の附則第４項を次のように改めます。

４　削　除

　　　附　則（平成25年２月27日経企第1427号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　削　除

３　削　除

　　　附　則（平成25年３月22日経企第1545号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ウズベキスタン共和国に関する部分については平成25年４月９

日から、おまかせロック等に関する部分については平成25年４月10日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第972号（平成24年11月７日）の附則第３項中、「平成25年３月31日」を「当社が定め

る日」に改めます。

　　　附　則（平成25年４月５日経企第33号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年４月10日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ｉモードマイボックスサービスに関する部分については、平成

25年４月15日から実施します。

２　削　除

　　　附　則（平成25年４月24日経企第119号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項第２号中、「30日間」を「31日間」に改め

ます。

４　経企第1169号（平成21年１月23日）の附則第６項中、「30日間」を「31日間」に改めます。

５　経企第612号（平成23年８月20日）の附則第３項中、「30日間」を「31日間」に改めます。

６　経企第956号（平成23年11月25日）の附則第３項中、「30日間」を「31日間」に改めます。

７　経企第190号（平成24年５月15日）の附則第３項中、「30日間」を「31日間」に改めます。

　　　附　則（平成25年５月10日経企第151号）

　この改正規定は、平成25年５月16日から実施します。

　　　附　則（平成25年５月24日経企第215号）

　この改正規定は、平成25年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ドコモケータイ送金及びdocomo Money Transferに関する部分は、

平成25年６月11日から実施します。
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　　　附　則（平成25年６月24日経企第348号）

　この改正規定は、平成25年７月３日から実施します。

　　　附　則（平成25年６月24日経企第379号）

　この改正規定は、平成25年７月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、オーストリア共和国に関する部分については平成25年６月24日か

ら実施します。

　　　附　則（平成25年７月25日経企第545号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年８月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（キッズ割３の適用）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成26年１月13日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約を締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）した者から申出があったときは、キッズ

割３（そのＦＯＭＡに係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があった日から、

その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して12暦月の間に限り、その申出があった

日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して12暦月の間のタイプシンプル

の基本使用料について、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）の規定にかかわら

ず、次表に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

４　キッズ割３の適用に係る申出を行うことができる者は、満13歳に満たない者（満３歳に満

たない者を除きます。以下この附則において「利用者」といいます。）のために新たにＦＯＭ

Ａ契約を締結する契約者であって、利用者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適

合する者に限ります。

５　ＦＯＭＡ契約者は、キッズ割３の適用に係る申出を行うときは、１の利用者を指定し、第

88条の４に規定する利用者登録を行っていただきます。

６　当社は、キッズ割３の適用に係る申出があったときは、その申出を行ったＦＯＭＡ契約者

に係るＦＯＭＡが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(2) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

７　当社は、前項の規定にかかわらず、第５項の規定により指定した利用者が、現に他のＦＯ

ＭＡ契約に係る利用者として指定されているとき又は経企第728号（平成23年９月24日）の附

則第５項に規定する対象者若しくは経企第543号（平成24年７月24日）の附則第５項に規定す

る利用者として指定されているときは、キッズ割３の適用に係る申出を承諾しません。

８　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第３項第２号に規定する額を日割して適用します。

９　当社は、キッズ割３の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ契約者から、キ
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ッズ割３の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、キ

ッズ割３の適用を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 電話番号保管があったとき。

(3) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第６項の規定に該当するときを除きます。）。

(4) 基本使用料の料金種別をタイプシンプル以外へ変更する申出を行ったとき。

(5) 第５項の規定により指定した利用者を変更したとき又は登録した利用者情報を削除した

とき。

(6) 第６項の規定に該当しなくなったとき。

(7) 第６項第１号に係る契約を廃止する申出を行ったとき（その契約の解除と同時に新たに

ＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、第６項の規定に該当するときを除きます。）。

(8) 第６項第２号に規定する身体障がい者等割引の適用を廃止する申出を行ったとき（その

適用を廃止する申出が一般契約の解除と同時に行われるものであって、その一般契約の解

除と同時に新たに２年定期契約を締結する場合を除きます。）

10　キッズ割３を廃止したときは、第３項に規定する減額の適用について、その廃止があった

日の前日までの期間に応じて、日割して適用します（適用を開始した日と廃止があった日が

同一の日である場合は、１日間とします。）。

　　　附　則（平成25年８月13日経企第619号）

　この改正規定は、平成25年８月19日から実施します。

　　　附　則（平成25年８月30日経企第700号）

　（実施期日）

　１　この改正規定は、平成25年９月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ドライブネットプラン等に関する部分は平成25年10月１日から

実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

４　経企第621号（平成22年８月24日）の附則第５項第３号を次のように改めます。

(3) 経企第700号（平成25年８月30日）に規定するドライブネットプラン等との間の変更は行

うことができません。

　　　附　則（平成25年９月４日経企第708号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成25年９月５日から実施します。

　　　附　則（平成25年９月19日経企第790号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年９月24日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　当社は、この改正規定実施の日から平成26年３月31日までの間において、基本使用料の料

金種別がトランシーバプランに係るＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結（当社が提供する電

気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）した者から申出

があったときは、そのＦＯＭＡに係るトランシーバプランの基本使用料について、その申出

があった日から、その申出があった日を含む暦月の間のトランシーバプランの基本使用料に

ついて、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料金額）の規定にかかわらず、その支払い

を要しません。
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４　１のＦＯＭＡについて、 初にトランシーバ機能の提供を受けることとなったときは、そ

のトランシーバ機能に係る付加機能使用料について、その提供を開始した日を含む暦月は支

払を要しないものとし、２（料金額）に規定する額から減額して適用します。

　　　附　則（平成25年９月22日経企第799号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年10月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＦＯＭＡプリペイドに関する規定は平成25年10月２日から実施

します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりＦＯＭＡプリペイド契約を締結している

者の第26条に規定する利用可能期間及び第31条に規定する当社が行うＦＯＭＡプリペイド契

約の解除に関する期間については、なお従前のとおりとします。

４　当社は、この改正規定実施の日から平成26年３月31日までの間において、当社が定める方

法によりＦＯＭＡプリペイド契約（タイプＢに限ります。）を締結した者は、その契約事務手

数料について、料金表第１表第５（手続きに関する料金）の２（料金額）の規定にかかわら

ず、その支払いを要しません。

　　　附　則（平成25年９月27日経企第824号）

　この改正規定は、平成25年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成25年10月16日経企第885号）

　この改正規定は、平成25年10月21日から実施します。

　　　附　則（平成25年10月25日経企第927号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成25年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成25年11月14日経企第1022号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年11月20日から実施します。

　ただし、この改正規定中、お便りフォトプランに係る部分は平成25年12月13日から実施し

ます。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（お便りフォトプラン等の料金に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているお便りフォトプラン及び

お便りフォトプランフル（以下「お便りフォトプラン等」といいます。）のＦＯＭＡ（改正前

の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提供条件につ

いては、次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡユビキタス お便りフォトプラン 839円 (906.12円)
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お便りフォトプランフル 839円 (906.12円)

イ　アに規定する基本使用料の減額適用及び割引の適用については、次の(ア)及び(イ)の

規定によるほか、なお従前のとおりとします。

(ア)　当社は、ＦＯＭＡユビキタスがＦＯＭＡユビキタス定期契約（お便りフォトプラ

ン等に係るものに限ります。）に係るものであるときは、アに規定する基本使用料の額

から467円（月額）を減額して適用します。

(イ)  第１（基本使用料）の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用については、

お便りフォトプランフラットに準じるものとします。

(2) 通信料

ア　通信料の額は、次表に規定する額を適用します。

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　金　　種　　別
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 お便りフォトプラン 0.02円 (0.0216円)

お便りフォトプランフル 0.02円 (0.0216円)

イ　基本使用料の料金種別がお便りフォトプランのＦＯＭＡサービスの契約者回線から行

ったパケット通信モードに係る通信に関する料金については、アの規定により算定した

額の月間累計額から100円を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が100円に満たない場合は、その月間累計額を控除することと

します。

ウ　イの規定により算定した額が371 円を超える場合は、イの規定にかかわらず、371円を

超える部分の料金の支払いを要しません。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本使用料を日割すると

きは、イに規定する100円をその利用日数に応じて日割するものとし、｢100円」を｢100

円を日割した額」に読み替えて適用します。

オ　基本使用料の料金種別がお便りフォトプランフルのＦＯＭＡサービスの契約者回線か

ら行ったパケット通信モードに係る通信に関する料金については、アの規定により算定

した額の月間累計額から100円を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が100円に満たない場合は、その月間累計額を控除することと

します。

カ　ウの規定により算定した額が371円を超える場合は、ウの規定にかかわらず、371円を

超える部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、当該料金月におけるお便りフォトプランフルに係る累計課金対象パケット数

が100,000課金対象パケットを超えるときは、 100,000課金対象パケットを超える部分の

課金対象パケット数について、アの規定により算定した額を適用します。

キ　オ及びカの規定により算定した額が 8,461円を超える場合は、オ及びカの規定にかか

わらず、8,461円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、ＦＯＭＡユビキタス定期契約を締結している場合又は(1)に規定する身体障が

い者等割引の適用を受けている場合であって、ク及びケの規定により算定した額が5,328

円を超えるときは、ク及びケの規定にかかわらず、5,328円を超える部分の料金の支払い

を要しません。

ク　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本使用料を日割すると
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きは、キに規定する100円をその利用日数に応じて日割するものとし、｢100円」を｢100

円を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。

(3) ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金

ア　ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

解約金の額

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡユビキタス定期契約に係る解約金 9,500円 (10,260円)

イ　アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。

(4) 削　除

(5) 削　除

(6) 当社は、当該料金月におけるお便りフォトプランに係る累計課金対象パケット数が

100,000課金対象パケットを超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日まで

の間、その契約者回線との間におけるパケット通信モードに係る通信の利用を停止します。

(7) 通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規

定におけるお便りフォトプランフラットに係るＦＯＭＡユビキタスの場合に準ずるものと

します。

(8) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提

供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(9) 当社は、お便りフォトプラン等に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了について、当

該お便りフォトプラン等に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日の属する暦月におい

て、当社が定める方法により、当該お便りフォトプラン等に係るＦＯＭＡユビキタス定期

契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

(10) (1)から(9)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成25年11月25日経企第1071号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成25年12月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、海外１ｄａｙパケ及び国際アウトローミング利用して行ったパケ

ット通信モードに係る通信の停止に係る部分に関する部分は平成25年12月２日から、グループ

管理機能に関する部分は平成25年12月３日からとします。

　　　附　則（平成25年12月９日経企第1147号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年12月13日から実施します。

　（その他）

２　経企第1022号（平成25年11月14日）の附則第１項中、「当社が別に定める日」を「平成25

年12月13日」に改めます。

　　　附　則（平成25年12月25日経企第1216号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年１月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第545号（平成25年７月25日）の附則第３項中、「平成25年12月31日」を「平成26年１

月13日」に改めます。
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　　　附　則（平成26年１月10日経企第1251号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年２月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用に関する部分は平成26年１月

14日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（パケ・ホーダイダブル２に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているパケ・ホーダイダブル２

（改正前の規定により選択の申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提

供条件は次のとおりとします。

(1) パケ・ホーダイダブル２に関する定額通信料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

区　　　　　分 定額通信料（月額）

パケ・ホーダイダブル２ 税抜額 2,000円 (税込額 2,160円)

(2) パケ・ホーダイダブル２を選択している場合は、パケット定額を選択することができま

せん。

(3) パケ・ホーダイダブル２を選択している場合は、パケット通信モードによる通信の一部

に関する料金について、次表に規定する額を適用します。

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

spモード機能の利用に係る通信（パケ・ホー

ダイダブル２を選択している期間において、

当社が定める端末設備のみを利用して行っ

たことを当社が確認したものに限ります。）

に関するＦＯＭＡパケット通信料

税抜額0.0025円 (税込額0.0027円)

上記以外のＦＯＭＡパケット通信料 税抜額0.05円 (税込額0.054円)

(4) パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったパケット

通信モードによる通信の料金については、次のとおりとします。

ア　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモー

ド等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信以外のものに限ります。）及びspモード

機能の利用に係る通信（パケ・ホーダイダブル等を選択している期間において、当社が

定める端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認したものに限ります。）に関する

料金については、前号の規定により算定した額を適用します。この場合において、その

料金の月間累計額が4,200円を超える場合は、4,200円をその月間累計額とみなして取り

扱います。

イ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモー

ド等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信に限ります。）、別表２（付加機能）に

規定するspモード機能の利用に係る通信（アの規定が適用される通信を除きます。）、128k

通信モードによる通信及びその他パケット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの

契約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モー
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ドによる通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。）に関する料金については、前

号の規定により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額と

アの規定により算定した料金の月間累計額の合計額（以下この附則において「ｉモード

等通信月間累計額」といいます。）が5,700円を超える場合は、5,700円をその合計額とみ

なして取り扱います。

ウ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったパケッ

ト通信モードによる通信（ｉモード等通信以外のものをいい、イに規定するもの及び当

社が別に定めるものを除きます。）に関する料金については、イの規定により算定したｉ

モード等通信月間累計額に応じて、次表の規定により算定した額を適用します。

　ただし、ｉモード等通信月間累計額が5,700円未満の場合であって、そのｉモード等通

信月間累計額と次表の規定により算定した料金の月間累計額の合計額が5,700円を超え

るときは、5,700円を超える部分の料金について、次表に規定するｉモード等通信月間累

計額が5,700円以上の場合に適用される料金額を適用します。

１課金対象パケットごとに

区　　　　　分 料　　金　　額

ｉモード等通信月間累計額が5,700円

未満の場合

税抜額 0.05円 (税込額 0.054円)ＦＯＭＡ

パケット

通信料

ｉモード等通信月間累計額が5,700円

以上の場合

税抜額0.02円  (税込額 0.0216円)

エ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったパケッ

ト通信モードによる通信の一部に関する料金は、ｉモード等通信月間累計額とウの規定

により算定した料金の月間累計額の合計額（その額が7,800円を超える場合は、7,800円

をその合計額とみなして取り扱います。）から、2,000円を控除した額を適用します。

　ただし、その合計額が2,000円に満たないときは、その合計額を控除します。

オ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったパケッ

ト通信モードによる通信の料金のうち、ｉモード電子メールの送受信に関する通信の料

金については、ｉモード機能に係る付加機能使用料と合わせて定めるものとし、spモー

ド電子メールの送受信に関する通信の料金については、spモード機能に係る付加機能使

用料と合わせて定めるものとし、インターネットメール機能（別表２に規定するものを

いいます。以下この附則において同じとします。）に係る電子メール（以下この附則にお

いて「moperaU電子メール」といいます。）の送受信に関する通信（ＦＯＭＡサービスの

契約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モー

ドによる通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。）の一部に関する料金について

は、moperaU機能に係る付加機能使用料と合わせて定めるものとし、前号の規定にかかわ

らず、契約者はその規定により算定した額の支払いを要しません。

　ただし、電波状態、若しくはｉモード機能、spモード機能若しくはmoperaU機能の利用

に係る設定等によりｉモード電子メール、spモード電子メール若しくはmoperaU電子メー

ルが蓄積されなかったとき、又は当社が別に定めるところによりそのｉモード電子メー

ル、spモード電子メール若しくはmoperaU電子メールが送信されたときは、この限りであ

りません。

カ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったspモー

ド機能の利用に係る通信（パケ・ホーダイダブル２を選択している期間において、当社

が定める端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認したものに限ります。）に関す

るパケット通信モードによる通信の料金については、当該料金月におけるその通信に係

る課金対象パケット数に百分の五を乗じて算出したものを当該料金月における課金対象
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パケット数として計算（その計算結果に小数点以下の端数が発生した場合は、その端数

を切り上げます。）するものとし、３の(3)に規定する「税抜額0.0025円 (税込額0.0027

円）」を「税抜額0.05円 (税込額0.054円)」に読み替えて適用します。

(5) 料金表第１表第３（通信料）の(7)の２パケット通信モードに係る定額通信料等の適用に

ついては、改正後の規定によるパケット通信モードに係る定額通信料等の適用の場合に準

ずるものとします。

(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　ただし、第９章第２節（通信利用の制限）に係る提供条件は、改正後の規定におけるパ

ケ・ホーダイダブルの場合に準ずるものとします。

　（定額データプランスタンダードの料金に係る経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定額データプランスタン

ダードのＦＯＭＡ（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているもの又は改正前の規

定により利用休止をしているものを含みます。）の料金その他の提供条件については、次のと

おりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　金　額（月額）

区　　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ 定額データプランスタンダード バリュープラン 1,905円 (2,057.4円)

バリュープラン

以外のもの

2,605円 (2,813.4円)

イ　当社は、定額データプランスタンダードのＦＯＭＡが２年定期契約に係るものである

ときは、アに規定する定額データプランスタンダードの基本使用料の額から952円（月額）

を減額して適用します。

ウ　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の基本使

用料の減額及び身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用については、改正後の規定

における定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じます。

エ　定額データプランスタンダードに係る２年定期契約者は、総合利用プラン、定額デー

タプランスタンダード２、定額データプランフラット及び定額データプラン128Ｋの間間

の基本使用料の料金種別の変更を行うことができません。

オ　定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約

（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約である

と当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の

(7)の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の(7)の４に規定する

共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサー

ビス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（そ

の契約者との 初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に

Ｘｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ

定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月

について、定額データプランスタンダードの基本使用料の支払いを要しません。

(2) 通信料

ア　通信料については、次表のとおりとします。
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１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　金　　種　　別
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 定額データプランスタンダード 0.04円 (0.0432円)

イ　基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダードのＦＯＭＡサービスの契約者

回線から行った定額対象通信（当社が指定する端末設備を利用して、当社が定める接続

先その他の接続方法により行ったパケット通信モードによる通信をいいます。以下この

附則において同じとします。）に係る料金については、２ (料金額) の規定により算定し

た額の月間累計額から953円を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が953円に満たない場合は、その月間累計額を控除することと

します。

ウ　イの規定により算定した額が7,395円を超える場合は、イの規定にかかわらず、7,395

円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、２年定期契約を締結している場合又は第１（基本使用料）の１の(7)に規定す

る身体障がい者等割引の適用を受けている場合であって、イの規定により算定した額が

4,747円を超えるときは、イの規定にかかわらず、4,747円を超える部分の料金の支払い

を要しません。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本使用料を日割すると

きは、イに規定する953円をその利用日数に応じて日割するものとし、「953円」を「953

円を日割した額」に読み替えて適用します。

オ　ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定におけ

る定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(3) ２年定期契約に係る解約金

ア　定額データプランスタンダードに係る２年定期契約に係る解約金は、その２年定期契

約に係る経過期間及び定期契約経過期間に基づき、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

区　　　　　　　分 解約金の額

経過期間 定期契約経過期間 次の税抜額（かっこ内は税込額）

24か月未満 １か月まで 25,600円 (27,648円)

１か月超え２か月まで 24,900円 (26,892円)

２か月超え３か月まで 24,200円 (26,136円)

３か月超え４か月まで 23,500円 (25,380円)

４か月超え５か月まで 22,800円 (24,624円)

５か月超え６か月まで 22,100円 (23,868円)

６か月超え７か月まで 21,400円 (23,112円)



Ｆ － 438

７か月超え８か月まで 20,700円 (22,356円)

８か月超え９か月まで 20,000円 (21,600円)

９か月超え10か月まで 19,300円 (20,844円)

10か月超え11か月まで 18,600円 (20,088円)

11か月超え12か月まで 17,900円 (19,332円)

12か月超え13か月まで 17,200円 (18,576円)

13か月超え14か月まで 16,500円 (17,820円)

14か月超え15か月まで 15,800円 (17,064円)

15か月超え16か月まで 15,100円 (16,308円)

16か月超え17か月まで 14,400円 (15,552円)

17か月超え18か月まで 13,700円 (14,796円)

18か月超え19か月まで 13,000円 (14,040円)

19か月超え20か月まで 12,300円 (13,284円)

20か月超え21か月まで 11,600円 (12,528円)

21か月超え22か月まで 10,900円 (11,772円)

22か月超え23か月まで 10,200円 (11,016円)

23か月超え24か月まで 9,500円 (10,260円)

24か月以上 ― 9,500円 (10,260円)

イ　アに規定する経過期間は、その２年定期契約に基づいて契約者回線の提供が開始され

た日を含む暦月までの経過期間（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の(2)

に規定するものをいいます。）とします。

ウ　アに規定する定期契約経過期間は、その２年定期契約に基づき契約者回線の提供を開

始した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外のときはその提供を開始

した日を含む暦月の翌暦月から起算して、その２年定期契約の解除があった日を含む暦

月までの期間とします。

エ　定額データプランスタンダードに係る２年定期契約の解除に関する差額保留解約金、

逓減型保留解約金及びフラット型保留解約金の取扱いについては、なお従前のとおりと

します。

(4) 経企第204 号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン22、経企第848号

（平成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第1200号（平成22年２月22日）

の附則に定めるファミリーワイド等、経企第294号（平成21年６月24日）の附則に定める定
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額データプランHIGH-SPEED、経企第1366号（平成24年２月24日）に規定する定額データプ

ラン64Ｋ及び次項に規定する定額データプランフラットに係る基本使用料の料金種別との

間の変更は行うことができません。

(5) 定額データプランスタンダードに係る付加機能に関する提供条件、付加サービスの提供

条件、携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接続、自営端末設

備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自営電気通信設備の接続に関する提供

条件、通信利用の制限に係る提供条件、約款第13章（雑則）に係る提供条件、通信の条件

並びにハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定における定額デー

タプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(6) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件

は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データプ

ランスタンダードに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに

支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランスタンダードに係る料

金等から20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用

した後の料金の額から減額します。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係る

ＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(7) 契約者は、請求書等の発行に関する料金、支払証明書等の発行手数料及びユニバーサル

サービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(8) 当社は、定額データプランスタンダードに係る２年定期契約の満了について、当該に定

額データプランスタンダード係る２年定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定

める方法により、当該定額データプランスタンダードに係る２年定期契約者（当社が定め

る者を除きます。）に通知します。

(9) (1)から(8)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　ただし、第９章第２節（通信利用の制限）に係る提供条件は、改正後の規定における定

額データプランスタンダード２の場合に準ずるものとします。

　（定額データプランフラットの料金に係る経過措置）

６　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定額データプランフラッ

トのＦＯＭＡ（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金

その他の提供条件については、次のとおりとします。

(1) 基本使用料

ア　基本使用料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

料　金　額（月額）

区　　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ 定額データプランフラット バリュープラン 8,800円 ( 9,504円)

バリュープラン

以外のもの

9,500円 (10,260円)

イ　定額データプランフラットを選択している契約者は、その選択があった日を含む暦月

から起算して、基本使用料の料金種別の変更又は契約の解除（当社が別に定める場合を

除きます。）があった日を含む暦月までの期間について、アに規定する料金の支払いを要
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します。

ウ　定額データプランフラットに係る基本使用料については、通則第３項（料金の計算方

法等）及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。

エ　同一暦月内においてバリュープランに係る定額データプランフラット及びバリュープ

ラン以外のものに係る定額データプランフラットの両方の選択があったときは、当該暦

月におけるバリュープランに係る定額データプランフラットに関する基本使用料の支払

いを要しません。

オ　当社は、定額データプランフラットのＦＯＭＡが２年定期契約に係るものであるとき

は、アに規定する定額データプランフラットの基本使用料の額から3,600円（月額）を減

額して適用します。

カ　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の基本使

用料の減額及び身体障がい者等割引（ハーティ割引）の適用については、改正後の規定

におけるデータ専用プランに係るＦＯＭＡの場合に準じます。

キ　定額データプランフラットに係る２年定期契約者は、総合利用プラン、定額データプ

ランスタンダード及び定額データプラン128Ｋの間の基本使用料の料金種別の変更を行

うことができません。

ク　定額データプランフラットに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（デ

ータ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当

社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の(7)

の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の(7)の４に規定する共

有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサービ

ス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（そ

の契約者との 初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に

Ｘｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ

定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月

について、定額データプランフラットの基本使用料の支払いを要しません。

(2) 通信料

ア　通信料については、次表のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　額

料　　金　　種　　別
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡパケット通信料 定額データプランフラット 0.03円 (0.0324円)

イ　定額データプランフラットのＦＯＭＡサービスの契約者回線から行った定額対象通信

については、アの規定にかかわらずその料金の支払いを要しません。

ウ　ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定におけ

る定額データプランスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(3) ２年定期契約に係る解約金

ア　定額データプランフラットに係る２年定期契約に係る解約金は、次表に規定する額を

適用します。

１契約ごとに

解約金の額

料　　金　　種　　別
次の税抜額（かっこ内は
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税込額）

２年定期契約に係る解約金 9,500円 (10,260円)

イ　定額データプランフラットに係る２年定期契約の解除に関するフラット型保留解約金

の取扱いについては、なお従前のとおりとします。

(4) 経企第204号（平成17年５月24日）に規定するＦＯＭＡデータプラン22、経企第848号（平

成17年10月25日）に規定する旧プランＦＯＭＡ、経企第1200号（平成22年２月22日）の附

則に定めるファミリーワイド等、経企第294号（平成21年６月24日）の附則に定める定額デ

ータプランHIGH-SPEED、経企第1366号（平成24年２月24日）に規定する定額データプラン

64Ｋ及び前項に規定する定額データプランスタンダードに係る基本使用料の料金種別との

間の変更は行うことができません。

(5) 定額データプランフラットに係る付加機能に関する提供条件、付加サービスの提供条件、

携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電

波発射の停止命令があった場合の取扱い及び自営電気通信設備の接続に関する提供条件、

通信利用の制限に係る提供条件、約款第13章（雑則）に係る提供条件、通信の条件並びに

ハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定における定額データプラ

ンスタンダード２に係るＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(6) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条件

は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データプ

ランフラットに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払

われたことを当社が確認したときは、その定額データプランフラットに係る料金等から

20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の

料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発

行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係る

ＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(7) 契約者は、請求書等の発行に関する料金、支払証明書等の発行手数料及びユニバーサル

サービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後

の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(8) 当社は、定額データプランフラットに係る２年定期契約の満了について、当該に定額デ

ータプランスフラットに係る２年定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める

方法により、当該定額データプランフラットに係る２年定期契約者（当社が定める者を除

きます。）に通知します。

(9) (1)から(8)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　ただし、第９章第２節（通信利用の制限）に係る提供条件は、改正後の規定における定

額データプランスタンダード２の場合に準ずるものとします。

　（ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用）

７　当社は、この改正規定実施の日から平成26年６月１日までの間において、基本使用料の料

金種別がタイプシンプルのＦＯＭＡ契約者から申出があったときは、ＦＯＭＡドコモの学割

2014（その申出があった日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦

月の間のタイプシンプルの基本使用料について、料金表第１表第１（基本使用料）の２（料

金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じと

します。）を適用します。
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１契約ごとに

料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル ―

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

８　ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用に係る申出を行うことができる者は、次のいずれかに該

当する者とします。

(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者（単位制高等学校教育規

程第９条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その

他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」と

いいます。）。

ア　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校又は学校教育法第124条若し

くは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。

イ　その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。

(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者（当社が別

に定める者に限ります。）。

(3) タイプシンプルに係るＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契

約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）及びそのＦＯＭＡに係るファミリー割

引（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じと

します。）の選択（ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用を受けているＦＯＭＡが属する割引回

線群（料金表第１表第１の１の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じ

とします。）を指定する場合又はＸｉドコモの学割2014（Ｘｉサービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下同じとします。）の適用を受けているＸｉが属する割引回線群を指定

する場合に限ります。）と同時にその申出を行う者。

(4) 満７歳に満たない者（満３歳に満たない者を除きます。以下この附則において同じとし

ます。）のためにＦＯＭＡ契約を締結している者又は新たにＦＯＭＡ契約を締結する者であ

って、その満７歳に満たない者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者。

９　ＦＯＭＡ契約者は、ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用に係る申出を行うときは、当社が前

項の条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。

10　第８項各号の規定に基づきＦＯＭＡドコモの学割2014の適用に係る申出をする者は、以下

の規定に基づき、１の利用者を指定し、第88条の４（利用者登録）に規定する利用者登録を

行っていただきます。

(1) 第８項第１号又は第３号の申出に係る利用者は、同号の規定によりその申出をする者又

はその申出をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。

(2) 第８項第２号の申出に係る利用者は、同号に規定する学生とします。

(3) 第８項第４号の申出に係る利用者は、同号に規定する満７歳に満たない者とします。

11　当社は、ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用に係る申出があったときは、その申出を行った

ＦＯＭＡ契約者に係るＦＯＭＡが第１号から第３号のいずれか及び第４号に該当する場合に

限り、その申出を承諾します。

(1) 当社と２年定期契約を締結しているＦＯＭＡ契約に係るものであるとき。

(2) 料金表第１表第１の１の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。

(3) そのＸｉ契約を締結した日（そのＸｉ契約が、当社が提供する電気通信サービスに係る
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契約の解除と同時に締結されたものである場合は、契約の解除があったその契約を締結し

た日（その契約を継続して締結していると当社が認める場合は、その契約を締結した日と

当社がみなす日。）。）が成25年６月１日以降であるとき。

(4) パケ・ホーダイシンプル、パケ・ホーダイダブル２、パケ・ホーダイフラット又はらく

らくパケ・ホーダイを選択しているとき。

12　当社は、第８項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、ＦＯＭＡ

ドコモの学割2014の適用に係る申出を承諾しません。

(1) その申出に係る登録利用者が、ＦＯＭＡドコモの学割2014、Ｘｉドコモの学割2014又は

ドコモへスイッチ学割に係る登録利用者として指定されているとき。

(2) その申出に係るＦＯＭＡにおいて、キッズ割３又はドコモへスイッチ学割の適用を受け

たことがあるとき（第17項に該当する場合を除きます。）。

(4) Ｘｉ契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結した場合であって、その契約の解除

に係るＸｉにおいてＸｉドコモの学割2014の適用を受けたことがあるとき（第17項に該当

する場合を除きます。）。

13　料金表通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定によりタイプシンプルの基本使

用料を日割するときは、第７項に規定する額を日割して適用します。

14　当社は、ＦＯＭＡドコモの学割2014の適用を受けているＦＯＭＡについて、そのＦＯＭＡ

契約者から、ＦＯＭＡドコモの学割2014を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれか

に該当する場合には、ＦＯＭＡドコモの学割2014を廃止します。

(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき（当社が別に定める場合を除きま

す。）。

(2) 電話番号保管があったとき。

(3) 契約の解除があったとき（契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であ

って、第11項の規定に該当するときを除きます。）。

(4) 基本使用料の料金種別がタイプシンプル以外となったとき。

(5) 第11項の規定に該当しなくなったとき。

(6) 第11項第１号に係る契約を廃止する旨の申出を行ったとき（その契約の解除と同時に新

たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、第11項の規定に該当するときを除きます。）。

15　ＦＯＭＡドコモの学割2014を廃止した場合は、第11項の規定については、その廃止日の前

日までのタイプシンプルの基本使用料について適用します。

16　Ｘｉサービスに係る契約（Ｘｉドコモの学割2014の適用を受けているものに限ります。）

を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約を締結する場合であって、

そのＦＯＭＡ契約の締結と同時にＦＯＭＡドコモの学割2014の適用に係る申出をしたときは、

第７項中、「その申出があった日」を「その契約の解除に係るＸｉにおいて、Ｘｉドコモの学

割2014の適用に係る申出があった日と当社がみなす日」に読み替えて適用します。

17　当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時

に新たにＦＯＭＡ契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに係る契約

を締結した日（その電気通信サービスに係る契約を継続して締結していると当社が認める場

合は、その電気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみなす日）から継続してＦＯ

ＭＡ契約を締結していたものとみなして、第３項から前項の規定を適用します。

　（その他）

18　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項中、「定額データプランスタンダード」を

「定額データプランスタンダード２」に改めます。

　　　附　則（平成26年１月23日経企第1299号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年２月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＰＣ送受信機能に関する部分は平成26年３月１日から実施しま

す。
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　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この附則実施日から平成26年４月30日までの間において、別表２（付加機能）に規定する

グループ管理機能（タイプＡに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）

に係る請求をしその提供を受けたときは、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料金

額）の規定にかかわらず、その提供を開始した日を含む暦月から起算して３暦月の間のグル

ープ管理機能に係る付加機能使用料（基本額に限ります。）の支払いを要しません。

３　削　除

　（実施期日）

　この改正規定は、平成25年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年１月30日経企第1321号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成26年２月１日から実施します。

　（グループ管理機能の料金に関する経過措置）

２　この附則実施日から平成27年３月31日までの間において、別表２（付加機能）に規定する

グループ管理機能（タイプＡに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）

に係る請求をし、その提供を受けたときは、料金表第１表第２（付加機能使用料）の２（料

金額）の規定にかかわらず、その提供を開始した日を含む暦月から起算して３暦月の間のグ

ループ管理機能に係る付加機能使用料（基本額に限ります。）の支払いを要しません。

　　　附　則（平成26年２月12日経企第1372号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年２月14日から実施します。

　（その他）

２　経企第1022号（平成25年11月14日）の附則第３項に次の三号を加えます。

(7) 通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章（雑則）に係る提供条件は、改正後の規

定におけるお便りフォトプランフラットに係るＦＯＭＡユビキタスの場合に準ずるものと

します。

(8) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提

供条件については、改定後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じるものとします。

(9) (1)から(8)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成26年２月24日経企第1434号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年３月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供す

る公衆電話の電話機等からの通信に関する部分は平成26年４月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第２号を次のように改めます。

(1) (ア)の②のＡのｂのⅡを次のように改めます。

Ⅱ　東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等

からの通信に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税込額10円

ＦＯＭＡ

通信料

ＦＯＭＡへの通信 15.5秒
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(2) (イ)の②のＡのｂのⅡを次のように改めます。

Ⅱ　東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等

からの通信に係るもの

料　　金　　額

料　金　種　別

次の秒数までごとに税込額10円

ＦＯＭＡ

デジタル

通信料

ＦＯＭＡへの通信 8.5秒

　　　附　則（平成26年３月６日経企第1483号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年３月13日から実施します。

　（契約に関する経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されているＦＯＭＡプリペイド契約

は、この改正規定実施の日において、ＦＯＭＡプリペイド第１種契約に移行したものとみな

します。

　　　附　則（平成26年３月25日経企第1592号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年４月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第 621号（平成22年８月24日）の附則第５項第３号を次のように改めます。

(3) 削　除

３　経企第 700号（平成25年８月30日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

４　経企第 674号（平成24年８月29日）の附則第３項及び第４項中、「平成26年３月31日」を

「当社が定める日」に改めます。

５　経企第 197号（平成19年５月25日）の附則第４項第２号を次のように改めます。

(2) 削　除

６　経企第 294号（平成21年６月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第５項中、「改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているもの又は改正前の規

定により利用休止をしているもの」を「改正前の規定により契約申込みの承諾を受けて

いるもの」に改めます。

(2) 第１号のウを次のように改めます。

ウ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡに係る一般契約者又は２年定期契約者

が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結した場合における当該暦月のＦＯ

ＭＡの基本使用料については、当社がＸｉサービスを継続して提供したものとみなし

て取り扱います。

(3) 第１号のエを次のように改めます。

エ　削　除

(4) 第２号のオを次のように改めます。

オ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡに係る一般契約者又は２年定期契約者

が、その契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締結したときは、当社がＸｉサービス

を継続して提供したものとみなして、契約の解除があったＦＯＭＡに係るパケットに

ついて、課金対象パケットの情報量の測定から除きます。

７　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項中、「改正前の規定により契約申込みの

承諾を受けているもの又は改正前の規定により利用休止をしているもの若しくは電話番号保
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管をしているもの」を「改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているもの又は電話番

号保管をしているもの」に改めます。

８　経企第 621号（平成22年８月24日）の附則第５項中、「改正前の規定により契約申込みの

承諾を受けているもの又は改正前の規定により利用休止をしているもの」を「改正前の規定

により契約申込みの承諾を受けているもの」に改めます。

９　経企第1380号（平成23年３月25日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

10　経企第 700号（平成25年８月30日）の附則第３項中、「改正前の規定により契約申込みの

承諾を受けているもの又は改正前の規定により利用休止をしているもの」を「改正前の規定

により契約申込みの承諾を受けているもの」に改めます。

11　経企第1022号（平成25年11月14日）の附則第３項中、「改正前の規定により契約申込みの

承諾を受けているもの又は改正前の規定により利用休止をしているもの」を「改正前の規定

により契約申込みの承諾を受けているもの」に改めます。

12　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第５項及び第６項中、「改正前の規定により契

約申込みの承諾を受けているもの又は改正前の規定により利用休止をしているもの」を「改

正前の規定により契約申込みの承諾を受けているもの」に改めます。

13　経企第848 号（平成17年10月25日）の附則第３項第２号のアの(ア) の①のＢのａ中、「衛

星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス契約約款

に規定する第１種ワイドスター」を、「ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種

ワイドスター」に改めます。

14　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第２号のアの(ア) の①のＢのａ中、「衛

星電話サービス契約約款に規定する第１種衛星電話又はワイドスター通信サービス契約約款

に規定する第１種ワイドスター」を、「ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第１種

ワイドスター」に改めます。

　　　附　則（平成26年４月25日経企第124号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成26年５月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、名義変更に関する部分は平成26年５月７日から、留守番電話及

び不在案内機能に関する部分は平成26年５月９日から、携帯電話番号ポータビリティ手数料

に関する部分は平成26年５月14日から、国際ＭＭＳに関する部分は平成26年７月１日から、

実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（携帯電話番号ポータビリティ手数料の適用に関する経過措置）

３　料金表第１表第５（手続きに関する料金）の１（適用）の(4)のイの規定は、この改正規定

実施の日以降に締結したＦＯＭＡサービスに係る契約（当社が提供する電気通信サービスに

係る契約（この改正規定実施の日以降に締結したものを除きます。）の解除と同時に新たに締

結したものを除きます。）に限り、適用します。

　（その他）

４　経企第974号（平成20年11月21日）の附則第３項の(2)を次のように改めます。

(2) パケ・ホーダイ又はパケ・ホーダイフル（以下この附則において「ｉモードパケット定

額」といいます。）に係る定額通信料の適用対象は、ｉモード等通信（パケ・ホーダイにあ

ってはｉモードフルブラウザを使用した通信以外のものに限ります。）に関する料金の月間

累計額とします。

５　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第３項の(4)のアを次のように改めます。

ア　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモー

ド等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信以外のものに限ります。）に関する料金

については、前号の規定により算定した額を適用します。この場合において、その料金
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の月間累計額が4,200 円を超える場合は、4,200 円をその月間累計額とみなして取り扱

います。

６　経企第1321号（平成26年１月30日）の附則第２項中「平成26年４月30日」を「平成26年９

月30日」に改めます。

　　　附　則（平成26年５月14日経企第213号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年６月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（一般契約及び定期契約に係る経過措置）

３　この改正実施の際現に、当社が定めるＦＯＭＡサービス契約約款の規定により締結されて

いる次の表の左欄の契約は、この改正実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約

に移行したものとみなします。

一般契約

定期契約

第１種契約

　第１種一般契約

　第１種定期契約

　（その他）

４　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第１号のイ中、「データ専用プランに係るＦＯＭＡ」を「第１種契約に係るデータ専用プ

ランのＦＯＭＡ」に改めます。

(2) 第１号のウ中、「総合利用プランのＦＯＭＡ」を「総合利用プラン（第１種契約に係るも

のに限ります。以下この附則において同じとします。）のＦＯＭＡ」に改めます。

(3) 第７号中、「データ専用プランに係るＦＯＭＡ」を「データ専用プラン（第１種契約に係

るものに限ります。以下この附則において同じとします。）に係るＦＯＭＡ」に改めます。

(4) 第12号中、「料金表第１表第３の(7)の２に規定するパケット定額」を「料金表第１表第

３の(7)の２に規定するパケット定額若しくは料金表第１表第３の(7)の３に規定するデー

タ定額パック」に改めます。

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第１号のイの(ア)中、「総合利用プランのＦＯＭＡ」を「総合利用プラン（第１種契約に

係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）のＦＯＭＡ」に改めます。

(2) 第３号のイ中、「一般契約」を「第１種一般契約」に改めます。

６　経企第1105号（平成20年２月22日）の附則第４項第２号のイ中、「総合利用プランのＦＯ

ＭＡ」を「第１種契約に係る総合利用プランのＦＯＭＡ」に改めます。

７　経企第974号（平成20年11月21日）の附則第３項第７号を次のように改めます。

(7) 削　除

８　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第１号のイ中、「データ専用プラン」を「定額データプランスタンダード２」に改めます。

(2) 第２号のオ及びカを次のように改めます。

オ　削　除

カ　削　除

９　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第１号のイ中、「総合利用プランのＦＯ

ＭＡ」を「総合利用プラン（第１種契約に係るものに限ります。以下この附則において同じ

とします。）のＦＯＭＡ」に改めます。

10　経企第621号（平成22年８月24日）の附則第５項中、「お便りフォトプラン等に係るＦＯＭ

Ａユビキタス」を「お便りフォトプランフラットに係るＦＯＭＡユビキタス」に改めます。

11　経企第923号（平成22年11月20日）の附則第６項中、「総合利用プランに係るものに限りま
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す。」を「第１種契約に係る総合利用プランに関するものに限ります。」に改めます。

12　経企第674号（平成24年８月29日）の附則第３項中、「パケ・ホーダイフラット若しくはら

くらくパケ・ホーダイ」を「パケ・ホーダイフラット、らくらくパケ・ホーダイ若しくはデ

ータ定額パック」に改めます。

13　経企第1022号（平成25年11月14日）の附則第３項第４号及び第５号を次のように改めます。

(4) 削　除

(5) 削　除

14　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第５項第１号のウ中、「データ専用プラン」を

「定額データプランスタンダード２」に改めます。

　　　附　則（平成26年５月30日経企第295号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成26年６月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年６月18日経企第397号）

　この改正規定は、平成26年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年７月24日経企第624号）

　この改正規定は、平成26年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年８月８日経企第702号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成26年８月25日経企第768号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成26年９月２日経企第818号）

　この改正規定は、平成26年９月10日から実施します。

　　　附　則（平成26年９月10日経企第862号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年９月16日から実施します。

　ただし、データＬパック（大容量）に関する部分は、平成26年９月19日から実施します。

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成26年９月23日経企第940号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成26年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　この改正規定実施の際現に、当社が定めるＸｉサービス契約約款の規定により締結されて

いる次の表の左欄の契約は、この改正実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約

に移行したものとみなします。

データＳパック

データＭパック

データＬパック

データＳパック（小容量）

データＭパック（標準）

データＬパック（大容量）
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シェアパック10

シェアパック15

シェアパック20

シェアパック30

シェアパック10（小容量）

シェアパック15（標準）

シェアパック20（大容量）

シェアパック30（大容量）

　（その他）

４　経企第1321号（平成26年１月30日）の附則第２項中「平成26年９月30日」を「平成27年３

月31日」に改めます。

５　経企第862号（平成26年９月10日）の附則第１項を次のように改めます。

１　この改正規定は、平成26年９月16日から実施します。

　ただし、データＬパック（大容量）に関する部分は、平成26年９月19日から実施します。

　　　附　則（平成26年10月24日経企第1129号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年11月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ショートメッセージ通信モードに関する部分は平成26年10月29

日から、基本使用料に関する部分は平成26年11月19日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第１号に次のウを追加します。

ウ　旧プランＦＯＭＡに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（総合利用プラ

ンに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める場合

に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合利用プランに係

るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める場合に限り

ます。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、その旧プランＦＯＭＡの基

本使用料の支払いを要しません。

４　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第１号に次のウを追加します。

ウ　ファミリーワイド等に係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（総合利用プ

ランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める場

合に限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約（総合利用プランに

係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社が認める場合に限

ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、そのファミリーワイド等

の基本使用料の支払いを要しません。

５　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第１号に次のカを追加します。

カ　定額データプランHIGH-SPEEDに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（デ

ータ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当社

が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の(7)の３に

規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の(7)の４に規定する共有代表回

線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサービス契約約款

に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との

初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時にＸｉサービス契

約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ定額共有の選択が

あったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月について、定額デー

タプランHIGH-SPEEDの基本使用料の支払いを要しません。

６　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則を次のように改めます。

(1) 第５項第１号に次のオを追加します。

オ　定額データプランスタンダードに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約

（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約である
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と当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の

(7)の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の(7)の４に規定する

共有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサー

ビス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（そ

の契約者との 初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に

Ｘｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ

定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月

について、定額データプランスタンダードの基本使用料の支払いを要しません。

(2) 第６項第１号に次のクを追加します。

ク　定額データプランフラットに係るＦＯＭＡ契約の解除と同時に新たに第２種契約（デ

ータ専用プランに係るものに限ります。）を締結（その契約者との 初の契約であると当

社が認める場合であって、その契約の締結と同時に料金表第１表第３（通信料）の(7)

の３に規定するデータ定額パックの選択又は料金表第１表第３の(7)の４に規定する共

有代表回線とのデータ定額共有の選択があったときに限ります。）又は新たにＸｉサービ

ス契約約款に規定するＸｉ契約（データ専用プランに係るものに限ります。）を締結（そ

の契約者との 初の契約であると当社が認める場合であって、その契約の締結と同時に

Ｘｉサービス契約約款に規定するデータ定額パックの選択又は共有代表回線とのデータ

定額共有の選択があったときに限ります。）する場合は、その締結があった日を含む歴月

について、定額データプランフラットの基本使用料の支払いを要しません。

　　　附　則（平成26年11月20日経企第1275号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年12月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（データ専用プランにおける通信料の適用に関する経過措置）

３　当社は、平成26年11月１日からこの改正規定実施日までの間に係るパケット繰越額につい

て、改正後のＸｉサービス契約約款の規定を適用します。

　　　附　則（平成26年12月24日経企第1457号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成27年１月13日経企第1519号）

　この改正規定は、平成27年１月15日から実施します。

　　　附　則（平成27年１月22日経企第1576号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第204号（平成17年５月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第10号の次に次の一号を加えます。

(11) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているＦＯＭＡデ

ータプラン２２等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日まで
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に支払われたことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡデータプラン２２に係る料

金等から20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適

用した後の料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(2) 第11号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第12号とします。

(3) 第12号を第13号、第13号を第14号とします。

４　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第８号の次に次の一号を加えます。

(9) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている旧プランＦ

ＯＭＡ等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払わ

れたことを当社が確認したときは、その旧プランＦＯＭＡに係る料金等から20円を減

額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の料金の

額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(2) 第９号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第10号とします。

(3) 第13号中「(1)から(12)」を「(1)から(13)」に改め、同項第10号を第11号、第11号を第

12号、第12号を第13号、第13号を第14号とします。

５　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第７号の次に次の一号を加えます。

(8) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データ

プランHIGH-SPEEDに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日まで

に支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランHIGH-SPEEDに係る

料金等から20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、

適用した後の料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係

るＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(2) 第８号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第９号とします。

(3) 第10号中「(1)から(9)」を「(1)から(10)」に改め、同項第９号を第10号、第10号を第

11号とします。

６　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第４号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改めます。

(2) 第10号中「(1)から(9)」を「(1)から(10)」に改め、同号を第11号とし、第９号の次に

次の一号を加えます。

(10) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。
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ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているファミリー

ワイド等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払わ

れたことを当社が確認したときは、そのファミリーワイド等に係る料金等から20円を

減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用した後の料金

の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

７　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第５項を次のように改めます。

(1) 第５号の次に次の一号を加えます。

(6) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データ

プランスタンダードに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日ま

でに支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランスタンダードに

係る料金等から20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合

は、適用した後の料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係

るＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(2) 第６号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第７号とします。

(3) 第７号中「(1)から(6)」を「(1)から(7)」に改め、同号を第８号とします。

８　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第６項を次のように改めます。

(1) 第５号の次に次の一号を加えます。

(6) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア　電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データ

プランフラットに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに

支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランフラットに係る料金

等から20円を減額します。この場合において、(1)及び(2)の適用による場合は、適用

した後の料金の額から減額します。

　ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ　ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係

るＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

(2) 第６号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第７号とします。

(3) 第７号中「(1)から(6)」を「(1)から(7)」に改め、同号を第８号とします。

　　　附　則（平成27年２月12日経企第1665号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年２月16日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成27年２月20日経企第1714号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成27年３月１日から実施します。
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　（経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1299号（平成26年１月23日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

　　　附　則（平成27年３月11日経企第1877号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年３月20日から実施します。

　ただし、この改正規定中、データ定額パックに係るデータ定額共有に関する部分は平成27

年３月18日から実施します。

　（経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成27年３月24日経企第1955号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年３月31日から実施します。

　ただし、この改正規定中、地図情報等提供サービス、番号案内料、ｉモード機能及びspモ

ードに関する部分は平成27年４月１日から、端末動作情報等蓄積機能に関する部分は平成27

年４月４日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第33号（平成25年４月５日）の附則第２項を次のように改めます。

２　削　除

　　　附　則（平成27年３月27日経企第2012号）

　この改正規定は、平成27年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年４月９日経企第57号）

　この改正規定は、平成27年４月20日から実施します。

　　　附　則（平成27年４月28日経企第195号）

　この改正規定は、平成27年５月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年５月21日経企第354号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年６月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第974号（平成20年11月21日）の附則第４項第５号中「(1)から(4)」を「(1)から(5)」

へ改め、同号を第６号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

(5) 料金月の末日において、ＦＯＭＡパケットパック10又はＦＯＭＡパケットパック30を選択

している場合は、料金表第１第３（通信料）の１（適用）の(9)のスの規定における「控除

可能額」を「控除可能額に次表に規定する加算額を加算した額」に読み替えて適用します。

区　　　　　分 加　　算　　額

ＦＯＭＡパケットパック10 1,000円
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ＦＯＭＡパケットパック30 3,000円

４　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項第５号中「(1)から(4)」を「(1)から(5)」

へ改め、同号を第６号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

(5) 料金月の末日において、ＦＯＭＡパケットパック60又はＦＯＭＡパケットパック90を選択

している場合は、料金表第１第３（通信料）の１（適用）の(9)のスの規定における「控除

可能額」を「控除可能額に次表に規定する加算額を加算した額」に読み替えて適用します。

区　　　　　分 加　　算　　額

ＦＯＭＡパケットパック60 6,000円

ＦＯＭＡパケットパック90 9,000円

５　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項第14号中「(1)から(13)」を「(1)から(14)」

へ改め、同号を第15号とし、第13号の次に次の一号を加えます。

(14) 当社は、旧プランＦＯＭＡに係る定期契約の満了について、当該旧プランＦＯＭＡに係

る定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該旧プランＦＯ

ＭＡに係る定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

６　経企第294号（平成21年６月24日）の附則第５項第11号中「(1)から(10)」を「(1)から(11)」

へ改め、同号を第12号とし、第10号の次に次の一号を加えます。

(11) 当社は、定額データプランHIGH-SPEEDに係る定期契約の満了について、当該定額デー

タプランHIGH-SPEEDに係る定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法に

より、当該定額データプランHIGH-SPEEDに係る定期契約者（当社が定める者を除きます。）

に通知します。

７　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項第11号中「(1)から(10)」を「(1)から(11)」

へ改め、同号を第12号とし、第10号の次に次の一号を加えます。

(11) 当社は、ファミリーワイド等に係る定期契約の満了について、当該ファミリーワイド等

に係る定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該ファミリ

ーワイド等に係る定期契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

８　経企第1022号（平成25年11月14日）の附則第３項第９号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」

へ改め、同号を第10号とし、第８号の次に次の一号を加えます。

(9) 当社は、お便りフォトプラン等に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了について、当

該お便りフォトプラン等に係るＦＯＭＡユビキタス定期契約の満了日の属する暦月におい

て、当社が定める方法により、当該お便りフォトプラン等に係るＦＯＭＡユビキタス定期

契約者（当社が定める者を除きます。）に通知します。

９　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第５項及び第６項を次のように改めます。

(1) 附則第５項第８号中「(1)から(7)」を「(1)から(8)」へ改め、同号を第９号とし、第７

号の次に次の一号を加えます。

(8) 当社は、定額データプランスタンダードに係る２年定期契約の満了について、当該に

定額データプランスタンダード係る２年定期契約の満了日の属する暦月において、当社

が定める方法により、当該定額データプランスタンダードに係る２年定期契約者（当社

が定める者を除きます。）に通知します。

(2) 附則第６項第８号中「(1)から(7)」を「(1)から(8)」へ改め、同号を第９号とし、第７

号の次に次の一号を加えます。

(8) 当社は、定額データプランフラットに係る２年定期契約の満了について、当該に定額

データプランスフラットに係る２年定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定

める方法により、当該定額データプランフラットに係る２年定期契約者（当社が定める
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者を除きます。）に通知します。

　　　附　則（平成27年６月11日経企第522号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年６月19日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第３項第５号中「(1)から(4)」を「(1)から(5)」

へ改め、同号を第６号とし、第４号の次に次の一号を加えます。

(5) 料金表第１表第３（通信料）の(7)の２パケット通信モードに係る定額通信料等の適用に

ついては、改正後の規定によるパケット通信モードに係る定額通信料等の適用の場合に準

ずるものとします。

　　　附　則（平成27年６月26日経企第688号）

　この改正規定は平成27年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年７月７日経企第747号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成27年７月16日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この附則実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡ

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（海外１ｄａｙパケキャンペーン）

３　この附則実施の日から平成27年10月31日までの間において、ＦＯＭＡ契約者が海外１ｄａ

ｙパケに係る利用開始認証（料金表第３表（国際ローミング利用料）の１（適用）の(7)に規

定するものをいいます。）を完了したときは、当社はそのＦＯＭＡについて、その利用開始認

証に係る海外１ｄａｙパケ選択期間（料金表第３表（国際ローミング利用料）の１（適用）

の(1)の２に規定するものをいいます。）において、定額対象事業者（DOCOMO PACIFIC, INC.

及びTeleguam Holdings, LLC.に限ります。）が提供する国際アウトローミングを利用したデ

ータ通信モードに係る通信について、料金表第３表（国際ローミング利用料）の１（適用）

の(1)の２のイの規定を適用しません。

　　　附　則（平成27年７月23日経企第848号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年８月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成27年８月11日経企第930号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年８月19日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成27年８月24日経企第1006号）

　この改正規定は平成27年９月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年８月27日経企第1033号）

　この改正規定は、平成27年９月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年９月18日経企第1156号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年10月１日から実施します。
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　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（グループ管理機能に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているグループ管理機能（改

正前の規定により選択の申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提供条

件は次のとおりとします。

(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。

料金額（月額）

区　　　　　　分 単　　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

基本機能 基本額（１管理グ

ループごとに）

1,000円( 1,080円)

予備管理機能 加算額（１管理回

線ごとに）

500円(   540円)

グ
ル
ー
プ
管
理
機
能

タイプＡ

（ビジネ

スmopera

あんしん

マネージ

ャー）

追
加
機
能

共通管理機能 加算額（１管理回

線ごとに）

500円(   540円)

ブラウザ利用制限機能又

は一斉同報機能

加算額（１管理グ

ループごとに）

登録可能数

５まで 500円(   540円)

10まで 1,000円( 1,080円)

15まで 1,500円( 1,620円)

20まで 2,000円( 2,160円)

25まで 2,500円( 2,700円)

30まで 3,000円( 3,240円)

40まで 4,000円( 4,320円)

50まで 5,000円( 5,400円)

60まで 6,000円( 6,480円)

70まで 7,000円( 7,560円)

80まで 8,000円( 8,640円)
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90まで 9,000円( 9,720円)

100まで 10,000円(10,800円)

101以上 別に定める額

遠隔初期化機能

登録可能数

加算額（１管理グ

ループごとに）

５まで 700円(    756円)

10まで 1,400円( 1,512円)

15まで 2,100円( 2,268円)

20まで 2,800円( 3,024円)

25まで 3,500円( 3,780円)

30まで 4,200円( 4,536円)

40まで 5,600円( 6,048円)

50まで 7,000円( 7,560円)

60まで 8,400円( 9,072円)

70まで 9,800円(10,584円)

80まで 11,200円(12,096円)

90まで 12,600円(13,608円)

100まで 14,000円(15,120円)

101以上 別に定める額

特定端末設備に係

るもの

加算額（１管理グ

ループごとに）

登録可能数

５まで 500円(   540円)

遠隔

カス

タマ

イズ

機能

10まで 1,000円( 1,080円)

15まで 1,500円( 1,620円)
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20まで 2,000円( 2,160円)

25まで 2,500円( 2,700円)

30まで 3,000円( 3,240円)

40まで 4,000円( 4,320円)

50まで 5,000円( 5,400円)

60まで 6,000円( 6,480円)

70まで 7,000円( 7,560円)

80まで 8,000円( 8,640円)

90まで 9,000円( 9,720円)

100まで 10,000円(10,800円)

101以上 別に定める額

特定端末設備以外

の端末設備に係る

もの

加算額（１管理グ

ループごとに）

登録可能数

５まで 350円( 378円)

10まで 700円(   756円)

15まで 1,050円( 1,134円)

20まで 1,400円( 1,512円)

25まで 1,750円( 1,890円)

30まで 2,100円( 2,268円)

40まで 2,800円( 3,024円)

50まで 3,500円( 3,780円)

60まで 4,200円( 4,536円)

70まで 4,900円( 5,292円)

80まで 5,600円( 6,048円)
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90まで 6,300円( 6,804円)

100まで 7,000円( 7,560円)

101以上 別に定める額

ｉモード管理機能 加算額（１管理回

線ごとに）

500円 (   540円)

基本機能

登録可能数

基本額（１管理グ

ループごとに）

100まで 30,000円(32,400円)

タイプＢ

（ビジネ

スmopera

コマンド

ダイレク

ト）
120まで 32,400円(34,992円)

140まで 37,800円(40,824円)

160まで 43,200円(46,656円)

180まで 48,600円(52,488円)

200まで 54,000円(58,320円)

250まで 60,000円(64,800円)

300まで 72,000円(77,760円)

350まで 84,000円(90,720円)

400まで 96,000円(103,680円)

401以上 別に定める額

おまかせロック設定機能

又は電話帳設定機能

追
加
機
能

登録可能数

加算額（１管理グ

ループごとに）

100まで 10,000円(10,800円)

120まで 10,800円(11,664円)

140まで 12,600円(13,608円)

160まで 14,400円(15,552円)

180まで 16,200円(17,496円)
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200まで 18,000円(19,440円)

250まで 20,000円(21,600円)

300まで 24,000円(25,920円)

350まで 28,000円(30,240円)

400まで 32,000円(34,560円)

401以上 別に定める額

ドコモ接続設定機能、ブラ

ウザ利用制限機能又は一

斉同報機能

登録可能数

加算額（１管理グ

ループごとに）

100まで 5,000円( 5,400円)

120まで 5,400円( 5,832円)

140まで 6,300円( 6,804円)

160まで 7,200円( 7,776円)

180まで 8,100円( 8,748円)

200まで 9,000円( 9,720円)

250まで 10,000円(10,800円)

300まで 12,000円(12,960円)

350まで 14,000円(15,120円)

400まで 16,000円(17,280円)

401以上 別に定める額

遠隔初期化機能

登録可能数

加算額（１管理グ

ループごとに）

100まで 14,000円(15,120円)

120まで 15,120円(16,329.6円)

140まで 17,640円(19,051.2円)
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160まで 20,160円(21,772.8円)

180まで 22,680円(24,494.4円)

200まで 25,200円(27,216円)

250まで 28,000円(30,240円)

300まで 33,600円(36,288円)

350まで 39,200円(42,336円)

400まで 44,800円(48,384円)

401以上 別に定める額

遠隔カスタマイズ機能

登録可能数

加算額（１管理グ

ループごとに）

100まで 7,000円( 7,560円)

120まで 7,560円( 8,164.8円)

140まで 8,820円( 9,525.6円)

160まで 10,080円(10,886.4円)

180まで 11,340円(12,247.2円)

200まで 12,600円(13,608円)

250まで 14,000円(15,120円)

300まで 16,800円(18,144円)

350まで 19,600円(21,168円)

400まで 22,400円(24,192円)

401以上 別に定める額

(2) 本機能の提供条件については、次のとおりとします。

ア　ｉモード通信履歴閲覧機能及びｉモード管理機能については、ｉモード機能の提供を

受けている契約者に限り、利用することができます。

イ　ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利用制限機能及び一斉同報機能につ

いては、ｉモード機能（特定端末設備管理機能を利用しているときは、ｉモード機能又

はspモード機能）の提供を受けている契約者に限り、利用することができます。

ウ　契約者は、基本機能又は追加機能の利用の請求又は廃止の請求を行うときは、管理グ
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ループ（そのＦＯＭＡ並びにそのＦＯＭＡの料金と一括して料金が請求されるＦＯＭＡ

及びＸiをいいます。以下この欄において同じとします。）ごとに、請求していただきま

す。

エ　契約者は、管理グループごとに登録できる契約者識別番号等（Ｘｉ又はＦＯＭＡの契

約者識別番号をいいます。以下同じとします。）の数(当社が定める数に限ります。以下

「登録可能数」といいます。）をあらかじめ申し出ていただきます。

オ　当社は、管理グループに新たにＦＯＭＡが追加された場合又は削除された場合は、そ

のＦＯＭＡについて、この機能（追加機能を含みます。）の利用の請求又は廃止の請求が

あったものとみなして取り扱います。

カ　契約者は、追加機能の登録に先立って、登録可能数をあらかじめ申し出ていただきま

す。

キ　契約者は、遠隔カスタマイズ機能に係る端末設備（特定端末設備を除きます。）の機能

制限等をするための情報が、あらかじめ指定した端末設備（特定端末設備を除きます。）

において受信されたことを当社が確認したときは、料金表第１表第５（手続きに関する

料金）に規定する料金の支払いを要します。

ク　当社は、遠隔初期化機能又は遠隔カスタマイズ機能の利用に伴い発生する損害につい

ては、第80条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負う

ものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作不良又は第三者との紛議によ

り生じた損害その他の損害については、一切の責任を負いません。

ケ　追加機能（予備管理機能、共通管理機能及びｉモード管理機能を除きます。）を利用し

たときは、それぞれの登録可能数に応じて、料金表第１表第２に規定する加算額の支払

いをそれぞれの機能ごとに要します。

コ　この機能に係る操作方法、操作項目その他の提供条件については、当社が別に定める

「ビジネスmoperaあんしんマネージャー規約」又は「ビジネスmoperaコマンドダイレク

ト規約」に定めるところによります。

(3) (1)(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

４　当社は、新たにグループ管理機能に係る利用の請求があったときは、次の場合に限り、改

正前の規定によりこの機能を提供します。

(1) グループ管理機能の提供を受けている契約者が追加機能の追加若しくは廃止を請求する

とき。

(2) グループ管理機能の提供を受けている契約者が追加機能の登録可能数の変更を請求する

とき。

　（ワンナンバー機能に係る経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているワンナンバー機能（改

正前の規定により選択の申込みの承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提供条

件は次のとおりとします。

(1)　付加機能使用料については、次表のとおりとします。

区　　　分 単　　　位 料金額（月額)

ワンナンバー機能 １契約ごとに 150円 (162円)

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

６　当社は、新たにワンナンバー機能に係る利用の請求があったときは、第８種接続装置に係

る利用者と同一のＦＯＭＡ契約者からの請求に限り、改正前の規定によりこの機能を提供し

ます。

　　　附　則（平成27年10月27日経企第1292号）

　この改正規定は平成27年11月１日から実施します。
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　　　附　則（平成27年11月４日経企第1338号）

　この改正規定は平成27年11月11日から実施します。

　　　附　則（平成27年11月12日経企第1378号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年11月20日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施後、現にDCMXmini契約を締結している者については、改正後のdカード

miniの規定の適用を受けるものとし、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　経企第1425号（平成23年３月31日）の附則第４項第２号中「第97条の２（DCMXmini）に規

定するDCMXmini」を「第97条の２（dカードmini）に規定するdカードmini」に改めます。

４　経企第766号（平成23年10月６日）の附則第１項中「ＤＣＭＸminiに関する部分」を「dカ

ードminiに関する部分」に改めます。

　　　附　則（平成27年11月20日経企第1427号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年12月１日から実施します。

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯ

ＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ブラックベリー接続機能に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているＰＣ送受信機能に係る提供

条件は次のとおりとします。

(1)　付加機能使用料については、次表のとおりとします。

料金額（月額)

区　　　分 単　　位
次の税抜額（かっこ内

は税込額）

ブラックベリー接続機能 タイプＡ １契約ごとに 467円 (  504.36円)

タイプＢ １契約ごとに 934円 (1,008.72円)

(2)　(1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

４　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第３項第３号を次のように改めます。

(3)  パケ・ホーダイダブル２を選択している場合は、パケット通信モードによる通信の一部

に関する料金について、次表に規定する額を適用します。

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

spモード機能の利用に係る通信（パケ・ホー

ダイダブル２を選択している期間において、

当社が定める端末設備のみを利用して行っ

たことを当社が確認したものに限ります。）

に関するＦＯＭＡパケット通信料

税抜額0.0025円 (税込額0.0027円)

上記以外のＦＯＭＡパケット通信料 税抜額0.05円 (税込額0.054円)
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５　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第３項第４号ア及びイを次のように改めます。

ア　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモード

等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信以外のものに限ります。）及びspモード機能

の利用に係る通信（パケ・ホーダイダブル等を選択している期間において、当社が定める

端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認したものに限ります。）に関する料金につ

いては、前号の規定により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間

累計額が4,200円を超える場合は、4,200円をその月間累計額とみなして取り扱います。

イ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったｉモード

等通信（ｉモードフルブラウザを使用した通信に限ります。）、別表２（付加機能）に規定

するspモード機能の利用に係る通信（アの規定が適用される通信を除きます。）、128k通信

モードによる通信及びその他パケット通信モードによる通信（ＦＯＭＡサービスの契約者

回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モードによる

通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。）に関する料金については、前号の規定に

より算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額とアの規定によ

り算定した料金の月間累計額の合計額（以下この附則において「ｉモード等通信月間累計

額」といいます。）が5,700円を超える場合は、5,700円をその合計額とみなして取り扱いま

す。

６　経企第1251号（平成26年１月10日）の附則第３項第４号オの次に次の規定を加えます。

カ　パケ・ホーダイダブル２の適用を受けているＦＯＭＡの契約者回線から行ったspモード

機能の利用に係る通信（パケ・ホーダイダブル２を選択している期間において、当社が定

める端末設備のみを利用して行ったことを当社が確認したものに限ります。）に関するパケ

ット通信モードによる通信の料金については、当該料金月におけるその通信に係る課金対

象パケット数に百分の五を乗じて算出したものを当該料金月における課金対象パケット数

として計算（その計算結果に小数点以下の端数が発生した場合は、その端数を切り上げま

す。）するものとし、３の(3)に規定する「税抜額0.0025円 (税込額0.0027円）」を「税抜額

0.05円 (税込額0.054円)」に読み替えて適用します。

　　　附　則（平成27年12月10日経企第1507号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年12月15日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

　　　附　則（平成27年12月16日経企第1525号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年12月17日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスに係る料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＮＯＴＴＶご契約者様向けキャンペーンの適用）

３　当社は、この附則実施の日から平成28年７月31日までの間において、１のＦＯＭＡ、Ｘｉ

又は第２種Ｘｉユビキタスについて、その契約者から申出があった場合であって、そのＦＯ

ＭＡ、Ｘｉ又は第２種Ｘｉユビキタスが(1)及び(2)の条件を満たしていることを当社が確認

したときは、その申込を当社が承諾した日を含む料金月から起算して３料金月の間、各料金

月において(2)を満たしているときは、そのＦＯＭＡに係るデータ定額パック（料金表第１表

第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同

じとします。）の定額上限データ量（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３に

規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に、１ＧＢ（そのＦＯＭＡ

が（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の４に規定するデータ定額共有にかかる
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共有対象回線である場合はそのデータ定額共有の共有代表回線に係る契約者が選択している

データ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢ）を加算する取扱い（以下この附則に

おいて「ＮＯＴＴＶご契約者様向けキャンペーン」といいます。）を適用します。

(1) 本項で定める１のＦＯＭＡ、Ｘｉ又は第２種Ｘｉユビキタスについて、株式会社ｍｍｂ

ｉが別に定める「ＮＯＴＴＶ利用規約」に規定するＮＯＴＴＶサービス（定期契約プラン

を選択している者は除きます）の利用に関する契約を平成27年11月1日から平成27年11月27

日までの期間中に１日以上締結していること。

(2) データ定額パックのいずれかを選択していること。

４　ＮＯＴＴＶご契約者様向けキャンペーンの適用の申出は第３項に基づき申出した１のＦＯ

ＭＡ、Ｘｉ、第２種Ｘｉユビキタスにつき１回限りとします。

５　ＮＯＴＴＶご契約者様向けキャンペーンに係るその他の提供条件は、当社が別に定める「Ｎ

ＯＴＴＶご契約者様向けキャンペーン特典利用規約」に定めるところによります。

　（ＮＯＴＴＶご契約者に関する解約金の適用除外）

６　１のＦＯＭＡ、Ｘｉ又は第２種Ｘｉユビキタスについて、この附則実施の日から平成28年

７月31日までの間において、次の(1)及び(2)（以下この附則において「適用除外条件」とい

います。）の条件を満たす定期契約の解除の申出があった場合に、その指定のあったＦＯＭＡ、

Ｘｉ又はＸｉユビキタスが適用除外条件を満たしていることを当社が確認した場合は、その

定期契約に係る解約金の支払いを要しないものとします。

(1) 株式会社ｍｍｂｉが別に定める「ＮＯＴＴＶ利用規約」に規定するＮＯＴＴＶサービス

（定期契約プランを選択している者は除きます）の利用に関する契約を平成27年11月1日か

ら平成27年11月27日までの期間中に１日以上締結していること。

(2) ＦＯＭＡサービス取扱所又はＸｉサービス取扱所において、当社が別に定める端末設備

をＦＯＭＡ契約者、Ｘｉ契約者、第２種Ｘｉユビキタス契約者又はその関係者が購入した

場合であって、その端末設備を利用端末として、当社に届け出ていること。

　　　附　則（平成28年１月25日経企第1702号）

　この改正規定は平成28年２月１日から実施します。

　　　附　則（平成28年２月10日経企第1778号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年２月17日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年２月22日経企第1822号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年２月24日経企第1840号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年３月17日経企第1991号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金
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その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年３月24日経企第2034号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

４　削　除

　　　附　則（平成28年４月19日経企第78号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施後、現に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　当社は、この改正規定実施の日から平成28年４月30日までの間において、ＦＯＭＡ契約者

が当社に届けている住所又は請求書等の送付先住所が熊本県内にある場合であって、そのＦ

ＯＭＡ契約者がデータ定額パックの適用を受けているときは、その契約者に係るＦＯＭＡの

定額上限データ量に、10ＧＢを加算します。

４　前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約者が以下のいずれかに該当する場合は、その契約

者に係るＦＯＭＡの定額データ上限量の上限に、10ＧＢを加算する取扱いを適用しないもの

とします。

(1) そのＦＯＭＡ契約者に係る契約者住所又は請求書等の送付先住所が平成28年４月16日時

点で熊本県内に無い場合

(2) そのＦＯＭＡ契約者に係るＦＯＭＡが平成28年４月16日時点でデータ定額パックの適用

を受けていない場合

(3) その他、当社が別に定める条件を満たしていない場合

５　第３項の規定に基づき付与された追加データ量について、料金表第３の１の(7)の３のツ及

びテに定める繰越データ量の規定は適用しません。

６　当社は、ＦＯＭＡ契約者又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者（以下この附則において「Ｆ

ＯＭＡ契約者等」といいます。）が当社に届けている住所又は請求書等の送付先住所が平成28

年４月16日時点又は平成28年４月30日時点において熊本県内である場合であって、そのＦＯ

ＭＡ契約者等から当社が定める方法により当該月の定額上限データ量を増加する申出があっ

たとき又は共有回線群を構成する共有対象回線の当社に届けている住所又は請求書等の送付

先住所が熊本県内であるＦＯＭＡ契約者等のＦＯＭＡサービスが含まれる場合であって、そ

の共有回線群の共有対象回線若しくは共有代表回線の契約者から当社が定める方法により当

該月の定額上限データ量を増加する申出があったときには、平成28年４月１日から平成28年

４月30日までの間におけるその定額上限データ量の増加に係る料金の支払いを要しないもの

とします。

　この場合において、その定額上限データ量の増加に係る料金について、当該月に係る料金

として請求し、翌料金月の料金において精算することがあります。

　　　附　則（平成28年４月17日経企第61号）

　この改正規定は平成28年４月26日から実施します。

　　　附　則（平成28年４月27日経企第115号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年５月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、データ通信モードの定額通信料に係るデータ定額共有に係る部

分については、平成28年４月７日から実施します。
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　（経過措置）

２　この改正規定実施後、現に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項を平成27年11月１日より次のように改め

ます。

料金額 (月額)

区　　　　　分 単　　位
次の税抜額（かっこ

内は税込額）

ケータイデータ

お預かり機能

プランＢ

（ケータイあんしんパック）

１契約ごとに 100円 ( 108円)

４　この改正実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランＢに係るケータイ

データお預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供し

ているｉモードケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランＢに係るケー

タイデータお預かり機能の提供を受けているＦＯＭＡが、その適用を受けることとなった日

において、改正後の規定により当社が提供しているｉモードケータイデータお預かり機能の

提供を受けているＦＯＭＡに移行したものとみなします。

６　前２項の規定によりプランＢに係るケータイデータお預かり機能からｉモードケータイデ

ータお預かり機能に移行するときは、ｉモードケータイデータ蓄積装置に保存されたデータ

を引き継ぐものとします。

７　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削除

　　　附　則（平成28年４月28日経企第135号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施後、現に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　当社は、ＦＯＭＡ契約者又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者（以下この附則において「Ｆ

ＯＭＡ契約者等」といいます。）が当社に届けている住所又は請求書等の送付先住所（以下こ

の附則において「住所等」といいます。）が、平成28年４月16日時点又は４月30日時点におい

て熊本県内である場合であって、そのＦＯＭＡ契約者等がデータ定額パック又はらくらくパ

ケホーダイを選択しているときは、その契約者に係るＦＯＭＡサービスの定額上限データ量

に、100ＧＢを加算します。

４　前項の適用を受けているＦＯＭＡサービスが料金表第１表第３（通信料）の１の(7）の３

に定める共有回線群を構成する共有対象回線であるときは、その共有回線群の共有代表回線

に係るＦＯＭＡサービスの定額上限データ量に、100ＧＢを加算します。

５　前２項の場合において、当社は、データ定額パック若しくはらくらくパケホーダイのいず

れかの適用を受けていること又は共有回線群を構成する共有対象回線であることを、平成28

年４月16日時点の住所等が熊本県内である場合は平成28年４月27日、平成28年４月30日時点

の住所等が熊本県内である場合（平成28年４月16日時点の住所等が熊本県内である場合を除

きます。）は平成28年５月２日に確認するものとします。

６　第３項又は第４項の規定に基づき加算した追加データ量について、料金表第１表第３（通

信料）の１の(7)の３のツ及びテに定める繰越データ量の規定は適用しません。
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７　データ量の加算の実施日その他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま

す。

８　当社は、ＦＯＭＡ契約者等の住所等が平成28年４月16日、平成28年４月30日又は平成28年

５月31日時点において熊本県内である場合であって、そのＦＯＭＡ契約者等から当社が定め

る方法により当該月の定額上限データ量を増加する申出があったとき又は料金表第１表第３

の１の(7)の４に定める共有回線群を構成する共有対象回線の住所等が熊本県内であるＦＯ

ＭＡ契約者等のＦＯＭＡサービスが含まれる場合であって、その共有回線群の共有代表回線

の契約者から当社が定める方法により当該月の定額上限データ量を増加する申出があったと

きには、平成28年５月１日から平成28年５月31日までの間におけるその定額上限データ量の

増加に係る料金の支払いを要しないものとします。

　この場合において、その定額上限データ量の増加に係る料金について、当該月に係る料金

として請求し、翌料金月の料金において精算することがあります。

９　経企第78号（平成28年４月19日）の附則第６項を次のように改めます。

６　当社は、ＦＯＭＡ契約者又は第２種ＦＯＭＡユビキタス契約者（以下この附則において

「ＦＯＭＡ契約者等」といいます。）が当社に届けている住所又は請求書等の送付先住所が

平成28年４月16日時点又は平成28年４月30日時点において熊本県内である場合であって、

そのＦＯＭＡ契約者等から当社が定める方法により当該月の定額上限データ量を増加する

申出があったとき又は共有回線群を構成する共有対象回線の当社に届けている住所又は請

求書等の送付先住所が熊本県内であるＦＯＭＡ契約者等のＦＯＭＡサービスが含まれる場

合であって、その共有回線群の共有対象回線若しくは共有代表回線の契約者から当社が定

める方法により当該月の定額上限データ量を増加する申出があったときには、平成28年４

月１日から平成28年４月30日までの間におけるその定額上限データ量の増加に係る料金の

支払いを要しないものとします。

　この場合において、その定額上限データ量の増加に係る料金について、当該月に係る料

金として請求し、翌料金月の料金において精算することがあります。

　　　附　則（平成28年５月17日経企第175号）

　この改正規定は、平成28年５月18日から実施します。

　　　附　則（平成28年５月31日経企第254号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年６月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年６月１日経企第271号）

　この改正規定は、平成28年６月６日から実施します。

　　　附　則（平成28年６月22日経企第429号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年７月６日経企第527号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成28年７月14日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この附則実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡ

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（海外１ｄａｙパケキャンペーン）

３　この附則実施の日から平成28年９月30日までの間において、ＦＯＭＡ契約者が海外１ｄａ
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ｙパケに係る利用開始認証（料金表第３表（国際ローミング利用料）の１（適用）の(7)に規

定するものをいいます。）を完了したときは、当社はそのＦＯＭＡについて、その利用開始認

証に係る海外１ｄａｙパケ選択期間（料金表第３表（国際ローミング利用料）の１（適用）

の(1)の２に規定するものをいいます。）において、定額対象事業者（DOCOMO PACIFIC, INC.、

Teleguam Holdings, LLC.、PTI Pacifica, Inc.、SK Telecom Co.,Ltd.、KT Corporation、

Taiwan Star Telecom Corporation Limited、Taiwan Mobile Co., Ltd.、Chunghwa Telecom

Co., Ltd.及びFar EasToneTelecommunications Co., Ltdに限ります。）が提供する国際アウ

トローミングを利用したデータ通信モードに係る通信について、料金表第３表（国際ローミ

ング利用料）の１（適用）の(1)の２のイの規定を適用しません。

　　　附　則（平成28年７月22日経企第607号）

　この改正規定は平成28年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成28年８月24日経企第761号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年9月1日から実施します。

　（その他）

２　経企第2034号（平成28年３月24日）の附則第３項及び第４項を次のように改めます。

３　削　除

４　削　除

　　　附　則（平成28年９月13日経企第874号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年９月14日から実施します。

　（ＦＯＭＡの通信料に係る特例）

２　この改正規定実施の日から当社が定める日までの間における、通信料については、料金表

第１表第３（通信料）の１（適用）の(7)の３のナの規定を適用しません。

　　　附　則（平成28年９月16日経企第903号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年９月23日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（データＬパック等に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているデータ定額パックに係る

データＬパック（大容量）、シェアパック20、シェアパック30、ビジネスシェアパック20又は

ビジネスシェアパック30（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含み

ます。以下この附則において「データＬパック等」といいます。）の料金その他の提供条件は、

次のとおりとします。

(1) データＬパック等に関する定額通信料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

区　　　　分 定額通信料

（月額）

定額上限

データ量

上限

回線数

シングルパック ファミリーシン

グルパック

データＬパック

（大容量）

6,700円

( 7,236円)

８ＧＢ 20

ビジネスシング

ルパック

データＬパック

（大容量）

6,700円

( 7,236円)

８ＧＢ 10

ファミリーシェ シェアパック20（大容量） 16,000円 20ＧＢ 20
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アパック (17,280円)

シェアパック30（大容量） 22,500円

(24,300円)

30ＧＢ 20

ビジネスシェア

パック

ビジネスシェアパック20 16,000円

(17,280円)

20ＧＢ 20

ビジネスシェアパック30 22,500円

(24,300円)

30ＧＢ 30

(2) (1)以外の提供条件については、改正後の規定におけるデータ定額パックの場合に準ずる

ものとします。

　　　附　則（平成28年９月26日経企第926号）

　この改正規定は、平成28年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成28年10月17日経企第1030号）

　この改正規定は、平成28年10月20日から実施します。

　　　附　則（平成28年10月28日経企第1093号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年11月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　経企第1507号（平成27年12月10日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削除

　　　附　則（平成28年10月28日経企第1096号）

　この改正規定は、平成28年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成28年11月22日経企第1240号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年12月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているキッズ割４の料金その

他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) キッズ割４（そのＦＯＭＡに係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があ

った日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して12暦月の間に限り、そ

の申出があった日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して12暦月の間

のタイプシンプルの基本使用料について、料金表第１（基本使用料）の２（料金額）の規

定にかかわらず、(1)に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）

の適用を受けているＦＯＭＡの基本使用料について、料金表第１表第１（基本使用料）の

２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

１契約ごとに

料　金　額（月額）

区　　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）
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ＦＯＭＡ バリュープラン タイプシンプル －

バリュープラン以外のもの タイプシンプル 1,600円 (1,728円)

(2) (1)以外の提供条件は、なお従前のとおりとします。

　（海外１ｄａｙパケキャンペーン）

４　この附則実施の日から平成30年１月15日までの間において、ＦＯＭＡ契約者が海外１ｄａ

ｙパケに係る利用開始認証（料金表第４表（国際ローミング利用料）の１（適用）の(7)に規

定するものをいいます。）を完了したときは、当社はそのＦＯＭＡについて、その利用開始認

証に係る海外１ｄａｙパケ選択期間（料金表第４表（国際ローミング利用料）の１（適用）

の(1)の２に規定するものをいいます。）において、定額対象事業者（AT&T Mobility LLC、

Limitless Mobile, LLC、T-Mobile USA,Inc.、Commnet Wireless LLC、Verizon Wireless、

DOCOMO PACIFIC, INC.、Teleguam Holdings, LLC.、PTI Pacifica, Inc.、SingTel Mobile

Singapore Pte. Ltd.、StarHub Mobile Pte Ltd,、M1 Limited、True Move H Universal

Communication Co., Ltd.、Total Access Communication Public Company Limited、ADVANCED

WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED、dtacTriNet Co., Ltd.、SK Telecom Co.,Ltd.、KT

Corporation、Taiwan Star Telecom Corporation Limited、Taiwan Mobile Co., Ltd.、Chunghwa

Telecom Co., Ltd.、Far EasTone Telecommunications Co., Ltd、China Mobile Communications

Corporation、China United Telecommunications Corporation、GLOBE TELECOM,INC.、SMART

Communications, Inc.、Hong Kong Telecommunications (HKT)  Limited、SmarTone Mobile

Communications Limited、Hutchison Telephone Co.Ltd.、China Mobile Hong Kong Company

Limited、Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L.、Hutchison Telephone (Macau)

Company Limited及びSMARTONE - COMUNICAÇÕES MÓVEIS, S.A.に限ります。）が提供する国

際アウトローミングを利用したデータ通信モードに係る通信について、料金表第４表（国際

ローミング利用料）の１（適用）の(1)の２のイの規定を適用しません。

　　　附　則（平成28年12月21日経企第1425号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年１月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデータ

ＬＬパック、ウルトラシェアパック30、ウルトラビジネスシェアパック30、ウルトラシェア

パック50ウルトラビジネスシェアパック50、ウルトラシェアパック100又はウルトラビジネス

シェアパック100に限ります。）に係るテザリング通信に関する部分については当社が定める

日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成29年１月27日経企第1579号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ＦＯＭＡプリペイド契約に関する経過措置）

３　削　除

４　削　除

５　削　除
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　　　附　則（平成29年２月23日経企第1709号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成29年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成29年３月24日経企第1896号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、遠隔管理機能に関する部分は平成29年３月31日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（らくらくパックに関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているデータ定額パックに係る

らくらくパック（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。）の

料金その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) らくらくパックに関する定額通信料については、次表のとおりとします。

１契約ごとに

区　　分 定額通信料（月額） 定額上限データ量 上限回線数

らくらくパック 2,000円( 2,160円) 200ＭＢ ―

(2) Ｘｉ契約（らくらくパックに係るものに限ります。）の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約

を締結したときは、データＳパック（小容量）を選択したものとみなして取扱います。

　ただし、その契約者から、他のシングルパック等を選択する申出があった場合は、この

限りでありません。

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

４　経企第1427号（平成27年11月20日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

５　経企第1579号（平成29年１月27日）の附則第３項から第５項を次のように改めます。

３　削　除

４　削　除

５　削　除

６　経企第1240号（平成28年11月22日）の附則第４項中「平成29年３月31日」を「平成29年９

月30日」に改めます。

　　　附　則（平成29年４月12日経企第62号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成29年４月20日から実施します。

　（その他）

２　経企第1240号（平成28年11月22日）の附則第４項を次のように改めます。

４　この附則実施の日から平成29年９月30日までの間において、ＦＯＭＡ契約者が海外１ｄ

ａｙパケに係る利用開始認証（料金表第４表（国際ローミング利用料）の１（適用）の(7)

に規定するものをいいます。）を完了したときは、当社はそのＦＯＭＡについて、その利用

開始認証に係る海外１ｄａｙパケ選択期間（料金表第４表（国際ローミング利用料）の１

（適用）の(1)の２に規定するものをいいます。）において、定額対象事業者（AT&T Mobility

LLC、Limitless Mobile, LLC、T-Mobile USA,Inc.、Commnet Wireless LLC、Verizon Wireless、
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DOCOMO PACIFIC, INC.、Teleguam Holdings, LLC.、PTI Pacifica, Inc.、SingTel Mobile

Singapore Pte. Ltd.、StarHub Mobile Pte Ltd,、M1 Limited、True Move H Universal

Communication Co., Ltd.、Total Access Communication Public Company Limited、ADVANCED

WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED、dtacTriNet Co., Ltd.、SK Telecom Co.,Ltd.、KT

Corporation、Taiwan Star Telecom Corporation Limited、Taiwan Mobile Co., Ltd.、

Chunghwa Telecom Co., Ltd.、Far EasTone Telecommunications Co., Ltd、China Mobile

Communications Corporation、China United Telecommunications Corporation、GLOBE

TELECOM,INC.、 SMART Communications, Inc.、 Hong Kong Telecommunications (HKT)

Limited、SmarTone Mobile Communications Limited、Hutchison Telephone Co.Ltd.、China

Mobile Hong Kong Company Limited、Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L.、

Hutchison Telephone (Macau)  Company Limited及びSMARTONE - COMUNICAÇÕES MÓVEIS,

S.A.に限ります。）が提供する国際アウトローミングを利用したデータ通信モードに係る通

信について、料金表第４表（国際ローミング利用料）の１（適用）の(1)の２のイの規定を

適用しません。

　　　附　則（平成29年４月22日経企第123号）

　この改正規定は平成29年５月１日から実施します。

　　　附　則（平成29年５月18日経企第226号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年５月24日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1425号（平成28年12月21日）の附則第１項を次のように改めます。

１　この改正規定は、平成29年１月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、データ定額パック（ウルトラデータＬパック、ウルトラデー

タＬＬパック、ウルトラシェアパック30、ウルトラビジネスシェアパック30、ウルトラシ

ェアパック50、ウルトラビジネスシェアパック50、ウルトラシェアパック100又はウルトラ

ビジネスシェアパック100に限ります。）に係るテザリング通信に関する部分については平

成30年４月１日から実施します。

４　当社は、経企第1896号（平成29年３月24日）の附則第４項の規定によりブラックベリー接

続機能を廃止された契約者が、その時点でパケ・ホーダイダブル、パケ・ホーダイフラット、

パケ・ホーダイダブル２、データＳパック又はデータＭパック（以下この附則において「対

象定額通信料」といいます。）を選択しているときは、平成29年５月16日時点で次の(1)から

(3)のいずれかに該当すると当社が認めた場合を除き、平成29年６月30日にその対象定額通信

料を廃止します。

　ただし、契約者から平成29年６月20日までに当社が別に定める方法により申出があった場

合は、この限りでありません。

(1) moperaU機能、ｉモード機能、spモード機能又はビジネスmoperaインターネット機能の

提供を受けているとき。

(2) 契約者名義が法人（当社が指定するものを除きます。）であるとき。

(3) その他当社が別に定めるとき。

　　　附　則（平成29年５月25日経企第262号）

　この改正規定は、平成29年６月１日から実施します。

　　　附　則（平成29年６月26日経企第469号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ
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の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成29年７月21日経企第706号）

　この改正規定は平成29年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成29年８月16日経企第948号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成29年８月22日から実施します。

　（ＦＯＭＡの通信料に係る特例）

２　経企第874号（平成28年９月13日）の附則第２項中、「平成30年３月31日までの間」を「当

社が定める日までの間」に改めます。

　（その他）

３　経企第1425号（平成28年12月21日）の附則第１項中、「平成30年４月１日から実施」を「当

社が定める日から実施」に改めます。

　　　附　則（平成29年９月23日経企第1000号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成29年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、分割請求が適用されているときは、その共有回線群に係る全ての

共有対象回線の全てを指定しているものとみなして取り扱います。

　　　附　則（平成29年９月13日経企第1217号）

　この改正規定は平成29年９月20日から実施します。

　　　附　則（平成29年９月27日経企第1339号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年10月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、第１種Ｘｉユビキタス定期契約及び契約者識別番号に関する部

分については、平成29年10月２日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1240号（平成28年11月22日）の附則第４項中、「平成29年９月30日までの間」を「平

成30年１月15日までの間」に改めます。

　　　附　則（平成29年10月27日経企第1592号）

　この改正規定は平成29年11月１日から実施します。
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